
事務事業評価等実施結果一覧表

（平成２４年度実施事業）

平成25年12月
越 谷 市





秘書課 4 1 1-4 道路総務課 7 (1) 161 338-344

広報広聴課 6 1 5-10 道路建設課 16 165 345-360

10 (0) 治水課 16 169 361-376

企画課 5 (1) 5 11-15 下水道課 12 (1) 175 377-388

財政課 3 9 16-18 営繕課 2 181 389-390

行政管理課 2 9 19-20 維持管理課 2 181 391-392

情報統計課 4 (1) 11 21-24 55 (2)

財産管理課 1 13 25 都市計画課 14 (1) 181 393-406

人権・男女共同参画推進課 8 15 26-33 市街地整備課 9 189 407-415

中核市推進室 1 19 34 公園緑地課 12 191 416-427

24 (2) 開発指導課 4 197 428-431

文書法規課 4 19 35-38 建築住宅課 7 (1) 199 432-438

人事課 4 21 39-42 46 (2)

安全衛生管理課 1 23 43 市立病院事務部 庶務課 1 203 439

契約課 1 23 44 1 (0)

総務管理課 6 23 45-50 出納課 2 203 440-441

工事検査課 1 27 51 2 (0)

17 (0) 議会事務局 議事課 1 203 442

市民税課 4 27 52-55 1 (0)

資産税課 1 29 56 教育総務課 6 205 443-448

収納課 1 (1) 29 57 生涯学習課 29 (1) 207 449-477

市民課 9 29 58-66 スポーツ振興課 14 223 478-491

北部出張所 1 33 67 図書館 10 229 492-501

南部出張所 1 35 68 59 (1)

17 (1) 学校管理課 9 (1) 233 502-510

市民活動支援課 23 (2) 35 69-91 学務課 9 239 511-519

危機管理課 6 (1) 47 92-97 指導課 20 (1) 241 520-539

くらし安心課 11 (1) 51 98-108 給食課 10 253 540-549

40 (4) 48 (2)

社会福祉課 11 (1) 55 109-119 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 2 257 550-551

障害福祉課 35 (2) 61 120-154 2 (0)

高齢介護課 31 (2) 77 155-185 監査委員事務局 監査課 1 257 552

国民健康保険課 21 89 186-206 1 (0)

98 (5) 公平委員会事務局 公平委員会事務局 1 257 553

子育て支援課 18 (1) 95 207-224 1 (0)

保育課 13 (1) 103 225-237 農業委員会事務局 農業委員会事務局 2 259 554-555

青少年課 17 (2) 107 238-254 2 (0)

48 (4) 固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会 1 259 556

地域医療課 5 (1) 117 255-259 1 (0)

市民健康課 10 (1) 119 260-269 総務課 9 259 557-565

保健所準備室 1 125 270 予防課 1 263 566

16 (2) 警防課 7 (1) 263 567-573

環境政策課 10 (2) 125 271-280 指令課 2 265 574-575

環境資源課 17 (2) 131 281-297 19 (1)

産業支援課 24 (1) 139 298-321

農業振興課 16 (1) 151 322-337

67 (6)

企画部 小計

都市整備部

小計

総務部

小計

小計

小計

小計

市民税務部

小計

所管 事業数 頁
事業
番号

所管 事業数 頁
事業
番号

市長公室

建設部
小計

小計

小計

小計

小計

教育総務部

協働安全部
学校教育部

小計

小計

小計

子ども家庭部

小計

小計

小計

福祉部

保健医療部

小計

消防本部
小計

環境経済部
小計

合計

※（　）内の数字は平成25年度の外部評価対象事業数

575 (32)

小計



【7.個別評価】

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸ 　休・廃止した場合に、市民に与える影響が大きい。

⑹ 　特定の個人や団体に受益が偏っていない（不公平感はない）。

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

⒀ 　設定した活動指標・成果指標に対する達成度が高い。

⒁ 　事業の活動量に見合った十分な成果が出ている。

⒂ 　成果を上げるために事業内容を見直す必要はない。

⒃

⒄ 　事業の対象や意図が上位施策の目的に結びついている。

⒅ 　上位施策への貢献度を成果指標により客観的に説明できる。

⒆ 　事業の成果が上位施策の実現に高く貢献している。

⒇

2個
以下
↓
｢低」

　事業を継続することによって成果のさらなる向上又は適正水準の確保が期待できる。

(4)
貢
献
度

3個
以上
↓
「高」

2個
以下
↓
｢低」　上位施策を実現する手段として類似・重複する事業はない、又は他の事業と統合することに

よって成果を向上させる余地はない。

(3)
有
効
性

　事業目的を踏まえた適切な活動指標・成果指標（数値化が困難な場合等は文言により代替
的に指標となるもの）を設定している。

3個
以上
↓
「高」

(2)
効
率
性

　定期的に事業の実施手順や費用対効果を把握・検証し、効率化に向けた取組を行ってい
る。

3個
以上
↓
「高」

2個
以下
↓
｢低」

　活動指標による単位あたりのコストが、前年度との比較又は最近数年間の推移において、
悪化（事業計画上、予定されたコスト上昇等を除く）していない。

　事業の成果を下げずにコストを削減する余地（仕様や工法の見直し、電算化等の事務改
善、臨時・非常勤職員等の活用や委託化など）はない。

　他の自治体の手法や体制と比較しても効率的かつ質の高い取組を行っている。

　受益者負担の見直しの余地はない、又は受益者負担を求める事業ではない。

後掲の一覧表における記号等の説明

類型 内容(具体的判断基準)
該当項目数
(○の個数)

(1)
妥
当
性

　社会情勢や時代の変化を踏まえても、事業の意義は薄れておらず、税金を使って実施する
事業としてふさわしい。

4個
以上
↓
「高」

3個
以下
↓
｢低」

　市民から事業継続の要望が多く、それを裏付ける具体的データや需要予測もある。受益者
以外からの意見も広く聴いている。

　法律で市の実施義務や公務員の従事義務があり、市の意思では廃止・見直しできない。

　国・県・民間等では実施又は適切なサービス水準の確保が困難で、市が主体となって関与
すべき事業である。



●総合評価
構成比
23.7%
75.8%
0.3%
0.2%
100.0%

●改革改善の方向性
構成比
23.0%
75.8%
1.2%
100.0%

77-79

事務事業評価（事後評価）実施結果

7
計 575

終了(H25年度)

現状維持 132
検討・見直し 436

区分 事業数(件)

Ｂ課題が少しあり事業の一部見直しが必要 436

総合評価 事業数(件)
Ａ事業内容は適切である 136

Ｃ課題が多く事業の大幅な見直しが必要 2
Ｄ事業の休・廃止を含めた検討が必要 1

計 575

終了(H25年度)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
120：心身障害者地域デイケア事業費補助事業、235：大袋保育所整備事業、309：就職支
援パソコンセミナー事業(緊急雇用創出基金事業）、356：市道２２００号線整備事業、360：
大袋駅舎建設事業、366：大相模調節池排水機場整備事業、420：八条用水緑道整備事業

C評価の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
260：機能訓練事業、312：産業情報化推進事業

D評価の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
120：心身障害者地域デイケア事業費補助事業



1.

61事業 500事業

5事業 9事業

ある ない

2.

20事業 503事業

1事業 51事業

ある ない

3.

33事業 532事業

0事業 10事業

低 高

効率性

妥当性と効率性

妥
当
性

高
(a) (b)

低
(c) (d)

あ
る

(c) (d)

廃止・縮小できる余地はあるか

同じ目的をもつ事業の有無と廃止・縮小の余地

同
じ
目
的
を
持
つ
他
の

事
業
は
あ
る
か

な
い

(a) (b)

偏

っ
て
い
る

(c) (d)

受益者負担の見直しの余地はある
か

受益の偏りと受益者負担の見直しの余地

特
定
の
個
人
や
団
体
に

受
益
が
偏

っ
て
い
な
い

か 偏

っ
て
い
な
い

(a) (b)

クロス分析(複合的な視点からの分析)により

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
78：集会施設整備事業、148：障害児（者）生活サ
ポート事業費補助事業、217：母子家庭等生活支援
事業（母子家庭自立支援給付事業）、321：空き店舗
対策事業、491：市立体育館管理運営事業

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
120：心身障害者地域デイケア事業費補助事業



4.

45事業 520事業

1事業 9事業

低 高

5.

14事業 561事業

0事業 0事業

低 高

有効性

事業そのものの必要性と市が直接実施する必要性

事
業
の
必
要
性

高
(a) (b)

低
(c) (d)

市が直接実施する必要性

妥当性と有効性

妥
当
性

高
(a) (b)

低
(c) (d)

(a)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
61：窓口業務改善事業、106：防犯対策事業、116：更生
保護事業、203：疾病予防事業（国民健康保険）、232：
家庭保育室事業、301：労働実態調査事業（緊急雇用
創出基金事業）、304：若年者等就業支援事業、309：就
職支援パソコンセミナー事業(緊急雇用創出基金事
業）、312：産業情報化推進事業、329：農業体験支援事
業、337：都市型農業経営者育成支援事業、423：草花
配布事業、446：入学準備金貸付事業、478：スポーツ・
レクリエーション推進事業

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
299：工業系土地利用事業



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

1
秘書業務事
業

市
長
公
室

秘
書
課

- -

〔目的〕
　市長、副市長の円滑な公務遂行を
図る。
〔手段〕
　効率的なスケジュール管理や来客
接待の体制を整える。

高 高 高 高 Ｂ

　更に課内での情報の共有を
図り、秘書業務を充実させ、市
長・副市長の公務遂行がより円
滑になるよう取り組む必要があ
る。

検討・
見直し

①②市長・副市長の公務遂行に
あたり、担当部署との連携を深
め、効率的な事前準備・随行業
務を行えるよう取り組んでいく。

2
市長交際事
業

市
長
公
室

秘
書
課

- -

〔目的〕
　市政推進に必要な外部との交際に
より、円滑な市政運営を図る。
〔手段〕
　各種総会、式典等に出席する際の
会費や公職者に対する香典、見舞金
等及び国際交流に伴う記念品購入に
係る費用等を支出する。また、市ホー
ムページ上での市長交際費の公開を
継続する。

高 高 高 高 Ｂ
　より円滑な市政運営が図るた
め、適切な支出をしていく。

検討・
見直し

①②今後とも市政推進に必要な
外部との交際を行うため、適切な
支出をしていく。

3
表彰関係事
業

市
長
公
室

秘
書
課

- -

〔目的〕
　越谷市表彰規則に基づき、個人又
は団体の功労を称え、市民の生活及
び文化の向上並びに社会福祉の増進
を図る。
〔手段〕
　各部所の内申に基づき、退任される
公職者や各種寄附に対する表彰等を
行う。（記念品及び表彰状等の作成費
を支出する。）

高 高 高 高 Ｂ

　県内他市の状況の調査結果
を踏まえ、基準の明確化及び
地域コミュニティの貢献度を適
切に評価できる仕組みを構築
する必要がある。

検討・
見直し

①基準の明確化及び地域コミュ
ニティの貢献度を適切に評価で
きる仕組みについて検討してい
く。
②被表彰者の励みと意識の向上
のみならず、広く市民の市民生
活・文化・社会福祉に対する意識
の高揚を図る。

4
市長会・副
市長会関係
事業

市
長
公
室

秘
書
課

- -

〔目的〕
　市長会、副市長会を通じて、各市と
の連携調整を行い、市政並びに地方
自治の円滑な運営と進展を図る。　
〔手段〕
　市長会、副市長会の年度負担金や
研修参加負担金、旅費の経費を支出
する。

高 高 高 高 Ｂ

　より円滑な地方自治の推進を
図るため、必要な会議への出
席や他自治体との連絡調整を
行い、関係部局に迅速に情報
提供を行っていく。

検討・
見直し

①②今後とも必要な会議への出
席や他自治体との連絡調整を行
い、関係部局に迅速に情報提供
を行っていく。

5
東日本大震
災避難者生
活支援事業

市
長
公
室

広
報
広
聴
課

H23 -

〔目的〕
　避難者が抱える孤独感、精神的な
疲労などを軽減するため、精神面で
のフォローを行う。
〔手段〕
　避難者を雇用し、同じ境遇の人が見
守り活動を行う。

高 高 低 低 Ｂ

　時間とともに避難者の生活も
安定してきている様子も伺える
ため、他の相談業務等との一
体的な活動となるよう検討して
いく。

検討・
見直し

①②個別事業として実施してき
たが、既存相談業務等と一体的
に実施するなど、事業のあり方に
ついて検討する。

6
広報活動事
業

市
長
公
室

広
報
広
聴
課

S47 -

〔目的〕
　広報広聴業務の充実と円滑な推進
を図る。市政の動きを身近に感じ、理
解してもらう。
〔手段〕
　広報広聴専門委員の会議と視察研
修会を開催する。広報広聴専門委員
は、広報広聴活動に関する情報を提
供し、各種団体の代表者や学識経験
者による専門的立場から意見や助言
及び協力を得て業務に反映させる。ま
た、市政の動きを身近に感じ、理解し
てもらうために市政移動教室を開催す
る。

高 高 低 低 Ｂ

　広報広聴専門委員会議につ
いては、広報広聴活動につい
て幅広く専門的な意見を聴取
するため、引き続き具体的な
テーマに沿って議論を深めてい
く必要がある。市政移動教室
は、参加者の増加を図るため、
引き続きＰＲを行っていく必要
がある。

検討・
見直し

①市政移動教室は、開催時の様
子などを広報媒体を用いて魅力
を周知し、参加者の増加を図る。
②広報広聴専門委員について、
提言・提案をいただいたテーマを
更に掘り下げて提言をまとめる。

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

1



未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

17 Ｃ
　市の表彰は、市民にとって名誉であり励みになるものである。表彰の基準は広く開かれて透明性の高いものであることが重
要である。市としての統一的な基準のもとに、既存の複数ある表彰制度を整理統合して、特に地域コミュニュティの貢献度を適
切に評価できるような仕組みを考える必要がある。

検
討
中

　複数ある表彰制度を統合
することについて所管する関
係各課と協議した結果、上部
機関の制度との関係や関係
機関等との兼ね合いにより、
全ての表彰規則等を整理し
て「越谷市表彰規則」に統一
することは困難との結論と
なったが、可能なものについ
ては統合する方向で検討を
進めていく。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

23 Ｃ

　｢広報広聴専門委員｣を設置し、市の広報広聴活動に関する助言･協力を得ることにより、広報広聴業務の充実と円滑な推進
を図り、市民が市政を身近に感じながら理解を深めていくことを目的とする事業である。
　委員の活動状況は、年2回の会議と年1回の先進地視察研修(1泊2日)が、ここ数年の慣例となっている。毎年度、定期的に
活動しているが、近年参考にできる先進地を視察しているにもかかわらず、広報広聴業務の見直しが進んでいないなど、その
成果は限定的であり、事業目的を達成するための手段として、期待されている成果を真に発揮しているとはいいがたい。
　活動指標や成果指標からは、広報･広聴業務がどのように充実したのか、市民が市政を身近に感じられるようになったのか、
市民の市政に対する理解度が深まったのか、などを把握することができないため、早急な見直しが必要である。
　活動指標として｢委員の意見･助言･協力等により改善を行った件数｣を、成果指標として｢市民の市政に対する理解度｣や｢委
員の助言･協力により改善を行ったことに対する市民の評価｣を提案するので、その妥当性について検討されたい。
　また、会議録や視察報告書の作成が不十分である。会議や視察研修において、どのようなものを参考とし、どのような知見
が得られたのかを明らかにすべきである。さらに、当該事業の目的を踏まえれば、本事業こそが、他に率先してその活動内容
や成果を住民に周知しなければならない事業であるにも関わらず、会議及び視察の経過、それらを踏まえた広報･広聴業務の
改善内容等が公表されていない点も、早急な対応が必要である。
　平成17年度の外部評価で指摘を受けた、委員の役割や委員固定化に伴う選出方法の見直しについては、一定の取り組み
が見受けられるが、｢改善された｣といえる段階には至っておらず、指摘が生かされているか疑問である。抜本的な改善を行
い、時代に即した委員構成とすることで、委員を機能する状態に進化させることが急務である。
　例えば、専門委員を廃止し、学識経験者や団体代表のほか、一般市民も参加した｢市民会議｣などを設け、市民目線での意
見を積極的に取り込みながら、広報広聴活動を推進することを提案したい。
　なお、市政移動教室については、開催結果についても積極的な情報発信を行うなど、｢参加してみたい｣と思わせる広報が必
要である。また、越谷市への転入者や外国人など特定の市民を対象とした企画など、住民ニーズを把握した上で、より実効性
のある事業となるよう努められたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｃ

整
理
済

　成果指標の見直しについて
は、提言・助言を受けた改善
点等のうち、実現されたもの
を文言で表記するよう変更。
また、会議録等をホームペー
ジで公開した。

13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

7
広報紙発行
事業

市
長
公
室

広
報
広
聴
課

S29 -

〔目的〕
　市の施策、市からのお知らせ、催し
情報、まちの話題などを紹介し、市民
生活の利便性の向上等を図る。
〔手段〕
　広報紙を市内全世帯へ配布し、情
報提供を行う。広報紙については毎
月発行のお知らせ版と年間４回発行
の季刊版（特集、読み物、写真中心）
とし、分かりやすく親しみやすい紙面
の編集に努める。

高 高 高 高 Ｂ

　引き続き、市民に求められる
広報紙であり続けるため、読み
やすく分かりやすい編集に努め
る必要がある。

検討・
見直し

①引き続き、親しみやすく分かり
やすい編集に努める。スマート
フォンやタブレット型パソコンでも
閲覧可能とするため、電子ブック
化を検討する。
②市政や市民生活に関する情報
を、広報紙に限らずあらゆる媒体
を活用しながら分かりやすく発信
する。

8
市民ガイド
ブック等発
行事業

市
長
公
室

広
報
広
聴
課

S40 -

〔目的〕
　市民の日常生活の利便性を高め
る。
〔手段〕
　市民生活に関係ある手続きなどを
分かりやすくまとめた市民ガイドブック
や公共施設などを記載した案内図を
作成するとともに、市政・歴史、市の
将来展望を写真やグラフ等を活用し
まとめた市勢要覧を発行（３年に1度）
する。

高 高 高 高 Ｂ
　市民の日常生活に役立つよう
掲載内容や全体構成の改善に
努める。

検討・
見直し

①市民の日常生活に役立つよう
掲載内容や全体構成の改善に
努める。
②市民の日常生活に役立つよう
掲載内容や全体構成の改善に
努める。市民ガイドブックについ
ては、今後もおおむね２年ごとに
民間事業者と協働発行し、コスト
削減を図るとともに、実用性の高
い冊子を作成していく。

9
テレビ等視
聴覚広報事
業

市
長
公
室

広
報
広
聴
課

H4 -

〔目的〕
　市の施策やお知らせを、映像により
分かりやすく親しみやすい内容で伝え
る。また、ホームページを活用し、市
の最新情報をリアルタイムで提供す
る。
〔手段〕
　市の主要施策、各種イベント、公共
施設の紹介などを、テレビ埼玉、ケー
ブルテレビ、インターネットのホーム
ページで放映する。

高 高 高 高 Ｂ

　市民のニーズや市の魅力を
的確に捉え、ホームページやテ
レビ広報番組の内容へ反映す
る必要がある。

検討・
見直し

①ホームページは、運用の中で
継続的な改善を心がけ、常に新
鮮な情報が提供できるよう努め
る。テレビ広報番組は、現在の
ニュース番組形式の見直しや、
地上デジタル放送のデータ放送
を利用した情報提供について検
討する。
②ホームページ、テレビ広報番
組ともに、市民にとって魅力ある
コンテンツ、越谷市の魅力を市内
外に発信することができるコンテ
ンツの制作を心がける。

10
広聴活動事
業

市
長
公
室

広
報
広
聴
課

S45 -

〔目的〕
　市民の要望や意見を個々の行政
サービス、事業や施策の企画等に反
映し、市民との協働による行政運営を
目指す。
〔手段〕
　市政世論調査、市長への手紙、市
政モニターの実施、市民との懇談の
実施

高 高 高 高 Ｂ
　より幅広く意見を聴取する方
法について工夫する必要があ
る。

検討・
見直し

 ①各種報告書等について、事務
効率とのバランスを吟味し、掲載
する情報や内容の見直しを検討
する。

 ②より幅広く意見が得られるよう
にふれあいミーティングや市政世
論調査の実施手法を工夫する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　広報紙発行事業は、市の施策、市からのお知らせ、催し情報、まちの話題など、市から提供される情報を発信し、市民がそ
の情報を身近に感じながら、市民生活の利便性の向上を図ることを目的とする事業である。
　広報紙は市からの施策やまちの情報など、「毎月発行のお知らせ版」と「年4回発行の季刊版」を市内全世帯へ配布するもの
である。市政世論調査からも、約7割の市民が市政情報を広報紙から得ていると答えており、広報紙は長年にわたる市民への
情報提供の一つとして、重要な意味を持ち、当該事業の必要性は認められる。しかしながら、平成20年度をピークに年々配布
率が低下してきている現状があり、広報紙発行事業の取り組みについて課題となる点が残されている。
　まずはコスト面について、当該事業は「分かりやすさ」を重視するために、ページ数増量や、一部カラー印刷をすることで、事
業費が増加してきている。一方で、配布方法について自治会に依頼することでコストを抑えたり、一定の広告収入確保に向け
た取り組みも見られ、コスト改善に向けた意識が高いことも認められる。広報紙の内容についても、自前のアイデアを絞り、充
実した内容を提供している点は評価したい。またホームページからの広報紙のアクセス件数も増加していることから、広報活
動による効果もある。より多くの市民へ広報紙を伝えていくために、引き続きコスト意識を強く持ち、今後も費用対効果を十分
に検討した上で取り組みをされていくことに期待したい。
　次に配布率について、平成18年度の外部評価では、配布率低下に対応するためにコンビニエンスストア等、新しい伝達ルー
トの確立が必要との指摘を受けたが、配布率の改善に至っておらず、改善に向けた取り組みを再度検討されたい。
　配布率向上策の一つとして、自治会未加入世帯においては、ボランティアなど広報紙配布について前向きに取り組んでいた
だける市民を募集し、一般市民による個別配布の実施を提案したい。
　配布率低下という課題を抱える中、解決策として広報紙の据え置き場所として、公共施設やコンビニエンスストアに広報紙を
ただ据え置くのではなく、市民の取得状況に応じて据え置き部数を個々の施設ごとに調整し、定期的に進捗管理をする必要が
ある。また越谷市に転入して間もない方、外国人など特定の市民にも、広報紙を個別に配布していくべきである。またこれら施
策を行った上で、広報紙の発行も実情に即した発行部数で調整されることを検討されたい。
　さらに、当該事業の実施により成果指標「広報紙の分かりやすさ」を重点に置いたとあるが、平成23年度市政世論調査から
は、「広報紙の分かりやすさ」が63.6%と目標値(80%)に達していない。また広報紙を読まない理由として、「市政に興味がない」
「広報紙が配布されない（配布が遅い）」などの意見も挙げられる。これについては市政モニター20名から、市民の意見を吸い
上げる形で、広報紙の内容を充実されるなど、改善に向けた取り組みも見られ、平成24年度市政世論調査速報値(73.6%)から
も取り組みの成果が表れてきている。引き続き、市民目線から、市民のニーズに沿った内容の広報紙を提供されたい。
　最後に、広報紙は「分かりやすさ」だけでなく、市民が「参加してみたい」と関心を引き寄せることが重要である。市政モニター
だけでなく、例えば、平成23年度外部評価対象事業となった広報活動事業の「市民会議」（学識経験者、団体代表、一般市民
が参加）や、類似事業を行っている部署と連携し、広報紙の内容について意見交換することも必要と考える。庁内の連携を深
め、市民からの協力を得た上で、市民の声をフィードバックすることができれば、市民の関心を更に高めることが可能となる。
　なお、活動指標について「広報紙の配布部数」だけでなく、｢公共施設やコンビニエンスストアに広報紙を据え置く　○○箇所｣
を追加し、成果指標については、「配布率」（平成22年度成果指標）、｢広報こしがやを読んでいる頻度（市政世論調査）｣、｢広
報紙から市政情報を得ているか（市政世論調査）｣をいずれか一つ追加することを提案したい。
《参考》平成18年度外部評価：B

整
理
済

　・広報紙の配布率について
は、市民が身近なところで広
報紙を手にすることができる
よう、設置協力店の拡大に努
めていく。
　・広報紙の分かりやすさの
向上については、市政モニ
ターや広報広聴専門委員な
どの意見も取り入れながら、
目標の８０％に向けて改善に
努める。

17 Ｂ
　市民ガイドブックは必要である。市民の視点に立った、利用しやすい索引、内容にすることを一層検討されたい。また、ガイド
ブックでは紹介しきれない詳細情報については、市役所ホームページのアドレスを記載し容易に詳細情報を入手できるような
工夫を求める。

検
討
中

　市民ガイドブックについて
は、平成24年度から民間事
業者と協働で発行することと
したため、事業者と協議を行
いつつ、検討を進めることと
した。

19 Ｂ

　広報内容について、各課との協力により作成されている姿勢は評価できる。
　内部評価の総合評価にあるとおり、インターネットの普及と地上波デジタル放送への切り替えを見据えた広報媒体の役割分
担について、現時点から再検討し、準備と試行を進めておく必要がある。そのうえで、テレビ媒体の持つ特徴を活かした広報
活動を進めることを望む。

整
理
済

　ホームページ等について
は、市の情報を広く迅速にお
知らせできるように、メールや
その他のインターネットサー
ビスを効果的に利用する。
　テレビ広報番組について
は、費用対効果の観点から
も、放送内容の見直しについ
て検討を進める。

18 Ｂ
　市政世論調査については、回収率が下がっている。世論調査自体への関心の低下として捉え、前回調査の結果のフィード
バックを含め回収率の向上の施策を早急に打つ必要がある。また回収率低下による調査結果の有意性の限界を見極めなけ
ればならない。

整
理
済

　平成22年度に市政世論調
査の見直しを行った。
・送付・返信用封筒のサイズ
を変更した。
・返信用封筒に封入シールを
付けた。
・調査票のレイアウト等を工
夫した。

回収率
・平成18年度　36.88％
・平成24年度　53.38％
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価
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⑷
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11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

11
総合企画調
整事務事業

企
画
部

企
画
課

- -

〔目的〕
　より充実した市政運営を行うため、
全国特例市市長会などへの参加を通
して、地方分権の推進や自立した地
域の形成などの調査・研究を行うとと
もに、構成団体との意見交換等によ
り、地方公共団体の共通した諸課題
の解決を目指す。
〔手段〕
　地方自治研究機構、全国特例市市
長会及び首都圏業務核都市首長会
議の運営に必要な経費を構成団体が
負担する。

低 高 高 高 Ｂ

　関係各市の共通課題の解決
を図るため、各協議会等を通し
て提供された情報を有効かつ
効果的に活用していくとともに、
国・県の動向を注視しながら、
関連制度の最新状況を的確に
把握し、より実効性のある要望
が行えるよう働きかけていくこと
が求められる。

検討・
見直し

①共通行政課題の解決を図るた
め、情報収集や行政課題につい
ての調査研究を行い、関係各市
との連携を図りながら、実効性の
高い要望を行っていけるよう努め
る。
②各協議会で得た成果を適宜関
係各課にフィードバックし、成果を
効果的に活用し、行政課題の解
決を図っていく。

12
指定管理者
選定審査会
運営事業

企
画
部

企
画
課
H19 -

〔目的〕
　公の施設の指定管理者候補者の選
定について、法律、企業経営、施設管
理等に識見を有する委員で構成する
審査会で審査することにより、公平性
及び透明性をより一層確保する。
〔手段〕
　審査会に対し、指定管理者候補者
の選定について諮問し、審査会から
の答申ののち、庁内の職員で構成す
る指定管理者選定委員会で承認決定
する。その後、指定管理者の指定に
ついて市議会での議決を得る。

高 高 高 高 Ａ

　指定管理者の選定において
公平性、透明性を確保するた
め、今後とも適正な審査会の運
営を維持する必要がある。

現状
維持

①指定管理者を公募する施設が
あった場合において、指定管理
者候補者について審査を行う。ま
た、その他事項（指定管理者の
選定における公募・随意の別、審
査基準を含めた募集要綱案の内
容、指定管理者からの事業報告
書等）について意見照会を行う。
②審査会の委員を外部委員のみ
で構成することにより、公平性、
透明性を確保した上で指定管理
者候補者の審査を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

17 Ｂ

　各協議会等へ加入した当初の目的と照らし、継続する意味と加入していることより得られる成果を毎年確認し、退会を検討
するしくみを作ることが求められる。
　また、会議、研修等に出席した職員が、その内容を情報発信し、協議会等へ参加した成果を庁内で共有する場を設けること
を望む。

整
理
済

　国への要望活動、情報収
集及び行政課題についての
調査研究が主な内容であり、
各年度の成果をまとめてい
る。地方分権や社会環境の
変化の中で、多様化する行
政課題について、情報を共有
し、課題解決を図るために必
要な事業として認識し、成果
を適宜関係各課にフィード
バックするよう努めている
が、これまで以上に成果を効
果的に活用していく必要があ
る。
　なお、特例市市長会では、
特例市災害時相互応援に関
する協定を締結しており、東
日本大震災の発生後、協定
に基づき職員を派遣してい
る。

24 Ｂ

　公の施設の指定管理者候補者の選定について、法律、企業経営、施設管理等に識見を有する委員で構成する審査会の運
営・管理を行う事業である。
　指定管理者制度は、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の節減を図ることを目的としており、越谷市公の
施設に係る指定管理者選定審査会条例に基づき外部委員で構成する指定管理者選定審査会の運営事業は、指定管理者選
定の公平性、透明性を確保するために必要な事業といえる。
　しかしながら、指定管理者選定審査会を運営する当事業の取り組み姿勢については、より効率的・効果的な管理運営を実現
していくことを踏まえると、改善を要する点がある。
　まず、成果指標を掲げてないため、当該事業の取組みの目標、成果が不明確となっており、指定管理者制度の公平な運営
を行う立場として、適切な成果指標を設定する必要がある。事業目的が「外部委員で構成する審査会で審査し、指定管理者制
度における公平性、透明性を確保する」点であれば、市民目線から独自のアンケート調査等による「市民から見た指定管理者
制度に対する理解度」を成果指標として提案したい。
　次に審査会開催数についてだが、予算設定の際には「公募施設の応募者による、事前の問い合わせが多かった」という理由
で、予備2回分を追加し、審査会開催数を5回とした。しかし決算では公募施設の応募が少なく、審査会開催は3回のままで
あったことから、この事実を踏まえて、今後現実的な審査会の回数を設定されることを提案したい。
　平成25年度は既存の指定管理者制度導入施設の選定見直しは4施設(公募のみ)あるが、指定管理者の評価表や住民の意
見、その他知見や反省点を踏まえて、公平性、透明性のある選定を実施していただきたい。
　なお、指定管理者制度の運営全般については、次のような改善を要する点がある。
　指定管理者導入施設における指定管理者の評価表について、利用者アンケートの集計結果によっては、一部施設に対する
不満との回答がある（不満の回答が10%近いのもある）が、すべての施設で、すべての評価項目が「2」以上（平均レベル）と
なっている。評価表の項目に沿った結果とはいえ、利用者アンケート結果との整合性が取れないのではないか。各施設の担当
課や審査会と積極的に連携を図り、市民目線から、利用者アンケートの結果も十分に勘案し、適正な評価を実施するために、
事業の実態にあった評価表の見直しを行う必要がある。

検
討
中

　指定管理者選定審査会の
開催回数については、過去
の開催回数の実績を踏ま
え、現実的な回数で予算設
定を行った。
　また、指定管理者導入施設
における指定管理者の評価
表については、事業の実態
にあった評価表を作成するよ
う各課へ見直しを依頼した。
　事業における成果指標につ
いては、指定管理者選定の
公平性、透明性が評価でき
るよう、適正な指標の設定に
ついて検討していく。

6



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

13
広域行政事
業

企
画
部

企
画
課
S57 -

〔目的〕
　５市１町（草加市、越谷市、八潮市、
三郷市、吉川市及び松伏町）の連携
を図るとともに、地域住民の福祉の増
進と地域の発展を一元的に図る。
〔手段〕
　５市１町（草加市、越谷市、八潮市、
三郷市、吉川市及び松伏町）で構成
する埼玉県東南部都市連絡調整会議
において、広域的な行政課題及び共
同事業による行政の効率性の追求に
関する調査研究等を行う。

高 高 高 高 Ａ

　 本事業の実施主体である埼
玉県東南部都市連絡調整会議
は、５市１町で承認された規約
をもって設置されている団体で
あり、本市の意思のみで廃止、
見直しの議論はできない。  ま
た、広域連携に係る調査研究
は継続的に行われており、公共
施設の相互利用をはじめとした
各種調査研究成果は、施策化
され、運用されたものが多くあ
ることから、成果は着実に上
がっている。

現状
維持

①まんまるよやくシステムの利便
性の向上を図るため、システム
のカスタマイズについて5市1町
（草加市、越谷市、八潮市、三郷
市、吉川市及び松伏町）で検討
を行う。また、現行まんまるよやく
システムのリース契約期間が平
成27年10月までであることから、
契約期間終了後のシステム運用
についての判断材料とするた
め、現行システムの課題抽出や
市場製品の調査とコスト比較及
び経費の推移予測について平成
24年度に引続き調査研究を行
う。
②5市1町が共通して抱える行政
課題等について、継続して調査
研究を行う。

14
自治基本条
例推進会議
運営事業

企
画
部

企
画
課
H22 -

〔目的〕
　地方分権の進展や社会環境の大き
な変化に対応し、｢市民参加と協働に
よるまちづくり｣を着実に推進するた
め、市の最高規範である自治基本条
例の実効性を確保する。
〔手段〕
　公募による市民、コミュニティ組織の
推薦する者及び学識経験者で構成さ
れる推進会議（附属機関）において、
①自治基本条例の運用に関するこ
と、②自治基本条例の普及に関する
こと及び③自治基本条例の見直しに
関することについて、調査審議する。

高 高 高 高 Ｂ

　自治基本条例が適切に運用
され、十分な役割を果たしてい
るか、その実効性を確保する取
り組みは、市民参加を得ながら
常に実施していく必要がある。
また、市民参加による十分な調
査審議（議論）はもちろん、効率
的・効果的に会議を運営し、成
果をあげていくことが求められ
る。

検討・
見直し

①②平成22年度に、「市民参加
と協働によるまちづくり」の現状と
課題が推進会議により報告書と
してまとめられている。平成23年
度には、この報告書の内容を踏
まえ、「自治基本条例の普及に
関する事項について」諮問があ
り、答申を行った。平成24年度
は、「自治基本条例の適切な運
用に関する事項について」諮問
があり、平成25年度中の答申に
向けて調査審議が行われてい
る。自治基本条例の更なる普及
や自治基本条例の適切な運用に
ついて、この条例の実効性を確
保するためのより具体的な調査
審議を行っていく必要がある。

15
土地開発公
社振興事業

企
画
部

企
画
課
H13 -

〔目的〕
　土地開発公社の事業の円滑な推進
と経営の健全化を図る。
〔手段〕
・土地開発公社の管理費、人件費及
び経費の一部を補助する。
・土地開発公社の経営健全化を図る
ため利子を補給する。
・土地開発公社へ無利子で貸付を行
う。（年度末に返還）

高 高 高 高 Ａ

　越谷市土地開発公社の経営
健全化計画に基づき、適正に
執行されており、今後とも、土
地開発公社事業の推進と経営
健全化を図るため、引き続き計
画的な執行を行う。

現状
維持

①越谷市土地開発公社の経営
健全化計画に基づき、適正に執
行を行う。
②公共用地等の効果的な確保と
計画的な事業化を図りながら、当
該計画を適正に執行する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｂ

事業概要
本事業は、5市1町(草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町)の連携を図るとともに、地域住民の福祉の増進と地
域の発展を一元的に図るため、5市1町で構成する埼玉県東南部都市連絡調整会議において、広域的な行政課題及び共同事
業による行政サービス水準の向上と行政の効率性の追求に関する調査研究を行う事業である。具体的には、本事業では、①
広域の施設予約システム「まんまるよやく」の運用、②広域行政に関する調査・研究(共通する行政課題の調査研究)、③職員
研修、④視察研修(広域連携事業)を実施している等、複数の事業で構成されている。
①の他、広域のファミリーサポート事業の運営、災害協定の締結、広報を通じた広域のイベント紹介、等については、広域行政
に関する調査研究を踏まえた域内での事業展開につながったものである。
必要性
本事業の中核的位置を占める「まんまるよやく」は、5市1町の公共施設を相互利用するための公共施設予約システムである。
越谷市では、施設利用申請の54.44%がシステムを利用して行われている。また平成24年度に実施した利用者アンケートによる
と、利用者のうちの約76%が本システムの利便性を評価している。システムの利便性や改善点等について調査は行われている
が、本システムをより広めるような取組、例えば利用促進に向けてのニーズや認知度の調査等までは実施されておらず、その
必要性について住民の意見や理解を十分に得られているかは確認できない。また、市長の広域行政の推進に対する姿勢、方
針等は、第４次総合振興計画においても位置づけられ、示されているが、その成果、進捗に関して住民に十分な説明責任を果
たしているとは言えない。その他、②広域行政に関する調査・研究(共通する行政課題の調査研究)、③職員研修については、
市職員への成果の波及等が確認できず、その意味から本事業の貢献度は確認が困難である。
効率性
既に整備した「まんまるよやく」については、効率性向上の観点から、その内容の改善を図りつつ、利用の拡大を図るべきであ
る。
一方、「まんまるよやく」のシステムに要する事業費は5市1町全体で約5300万円となっており、その大部分がシステム事業者
等への支出になっている。また、5市1町の負担金のうち、「まんまるよやく」システムに要する経費が全体の多くを占めているこ
とから、経費削減の余地について精査が必要である。
有効性・成果指標
本事業は4つの事業により構成されていることから、本来的には事業ごとに成果を把握して評価すべきである。
しかし、事務事業評価の仕組みとして、越谷市の事業を抽出して評価するため、全体像が分かりにくい側面もある。
うち、主たる事業である「まんまるよやく」は、施設の広域利用を目的とするならば、越谷市の施設における市民以外の利用状
況や、越谷市民の他団体施設の利用の状況を指標として設定すべきである。また、現状の利用率50%台という水準も市として
どのように評価・判断すべきなのか、今後、どのような水準を目標にしたいのか、市としての目標設定及びその理由も含めて
提示が必要である。
事業のうち、④視察研修(広域連携事業)については、域内住民を対象にした視察であり、この取組が広域行政の理解につな
がるかどうか、また、その手段として他と比較して有効なものかどうかについては有効性及び必要性の双方の観点からの検証
が必要であり、この部分については現時点では双方の視点から課題を有する。
《参考》平成18年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施

16 Ｂ
　計画より先行して、長期借入金残高が減少しているものの、土地開発公社の経営健全化計画の妥当性を委員会を通じて継
続的に検討していただきたい。

整
理
済

　経営健全化計画に基づき、
借入金利を抑えるとともに、
公売などを進めることにより、
長期借入金残高について
は、計画より先行して、毎年、
減少しているところである。
今後も経営健全化計画に基
づき、適正に執行を行う。

8



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度
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番
号
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部
名
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課
名

 5.
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⑶
有
効
性

担当課の評価
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⑷
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①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

16
財政調整基
金事業

企
画
部

財
政
課

- -

〔目的〕
　災害復旧、り災救助及び地方債の
繰上償還、財源の不足が生じたとき
の財源に充てるものである。併せて、
繰越金などの財源が捻出できた場
合、基金への積立を行い財源不足に
対応する。
〔手段〕
　状況を見極めた上で基金から効果
的に支出する。

高 高 高 高 Ｂ

　財政健全化の推進を図るた
め、予期しない収入の減少や
不時の支出等に備え、一定額
の基金残高を維持する必要が
ある。

検討・
見直し

①市税を始めとする歳入の確保
を図るとともに、全庁的な経費節
減の取り組みにより歳出抑制に
努め、財政調整基金の取り崩し
を抑制する。また、前年度からの
繰越金などにより可能な限りの
基金への積み立てに努める。
②国の政策や景気変動などが財
政運営に大きく影響を与える中、
不測の事態に備えるとともに健
全財政の堅持のため、一定額の
基金残高を確保する。

17
公共施設等
整備基金積
立金事業

企
画
部

財
政
課

- -

〔目的〕
　公共施設等の整備に資するため、
繰越金などの財源が捻出できた場
合、基金への積立を行い公共施設等
の整備に要する経費の財源に充て
る。
〔手段〕
　状況を見極め、公共施設等の整備
に要する経費を支出する。

高 高 高 高 Ｂ

　公共施設等の整備に資する
ため基金の積増しを行う必要
があるが、繰越金などを財源と
するため、計画的に積立を行う
ことが困難な状況にある。

検討・
見直し

①市税を始めとした歳入の確保
を図るとともに、全庁的な経費節
減による歳出抑制に努め、繰越
金などにより可能な限りの基金
への積立に努める。
②公共施設等の整備に資するた
め一定額の基金を確保する。

18
予算編成及
び執行管理
事務事業

企
画
部

財
政
課

- -

〔目的〕
　予算編成では、コスト意識と都市経
営の視点に立ち、事務事業等の見直
しを徹底して経費を節減し、効率的、
効果的な予算配分を行い、適切な執
行管理を行うことにより、市民福祉の
増進を図る。また、市民に対し財政状
況を的確にわかりやすく伝えることに
より、財政状況の理解の促進、受益と
負担に関する意識の啓発を図る。
〔手段〕
　現在の配分予算制度の更なる検
討、行政評価制度との連携強化など
により、一層の事務事業の見直しを行
う。財政状況の公表については、広報
紙や年2回発行の「越谷市のざいせい
状況」等を通じて啓発を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　予算を更に効率的、効果的な
配分を促進するための配分予
算制度の検討を引き続き行い、
行政評価制度との連携強化や
インセンティブ制度の試行など
により、事務事業の見直しを行
う必要がある。また、財政状況
の公表については、市民への
認知度を更に高めるため、広
報紙や年2回発行の「越谷市の
ざいせい状況」等を通じて啓発
に努める。

検討・
見直し

①25年度（26年度予算）は、配分
予算方式を引き続き継続し、対
象経費や配分手法について、更
に調査研究を進め、弾力的、機
動的、効率的な財政運営に努め
る。また、予算編成の可視化の
取り組みについては、今後も手
法等の調査・研究を行う。さら
に、インセンティブ制度の試行に
よる経費節減、歳入確保に努め
るとともに、行政評価制度との連
携強化を図りながら予算編成な
どに生かせるよう行政管理課と
協議を行う。
②財政状況の公表については、
市民にわかりやすい公表方法、
説明方法について、先進団体等
を参考にしながら、調査研究を行
う。

19
行政経営審
議会運営事
業

企
画
部

行
政
管
理
課

H17 -

〔目的〕
　社会経済情勢の変化に的確に対応
し、最少の経費で最大の効果を挙げ
ることのできる行政運営を市民の視
点に立って推進する。
〔手段〕
　行政改革の推進その他の市政に関
する重要事項について、市の主体的
取組を展開するに当たり、公募市民を
含めた外部有識者で構成する審議会
の多角的で総合的な観点からの知見
を参考活用するとともに、その審議内
容を広く市民に公表する。

高 高 高 高 Ｂ

　行政改革をはじめとする種々
の取組による市民の視点・経営
の視点に立った行政運営の推
進については、市民や議会か
ら絶えず要請されているところ
であり、その適切な実施を図る
ため、今後とも同審議会の一層
効果的な活用のあり方を検討
していく必要がある。

検討・
見直し

①第５次行政改革や行政評価の
取組の推進に向け、審議会から
さらに有益な意見等が得られる
よう、的確な論点の整理やわかり
やすい資料の作成等により、効
率的で効果的な会議運営を図
る。
②行政改革の推進のほか今後
の行財政のあり方や都市経営上
の課題等について、審議会に付
議する効果的な案件の選定に今
後とも努めるとともに、その意見
等を踏まえた取組の実効性を高
めることができるよう、関係各課
との連携・調整を行っていく。

20

行政評価事
務事業（主
に外部評価
の実施に係
る業務委
託）

企
画
部

行
政
管
理
課

H16 -

〔目的〕
　事業の実施主体である市の職員に
よる内部評価に加え、外部の第三者
による評価を行うことで、①評価の客
観性・透明性の確保、②市民に対す
る評価結果のわかりやすい説明、③
行政評価制度そのものの改善・改良
を推進する。
〔手段〕
　外部評価者となる有識者の確保を
はじめ、外部評価の実施及び結果報
告に至る一連の関係業務について、
その効率的で効果的な執行を図ると
ともに、個々の事業に利害関係を有し
ない中立的立場からの公平・公正な
評価を期するため、民間の専門業者
に委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　・外部評価結果との差異を踏
まえ、内部評価における客観性
と市民へのわかりやすく正確な
説明対応の向上を図る必要が
ある。
　・評価結果に相応する見直し
が部分的なものにとどまってい
る事業が散見され、改革改善
の実効性を一層高めていく必
要がある。
　・外部評価の効率的で効果的
な実施と中立性確保を図りつつ
市民の声をより的確に反映でき
る制度の充実を今後も検討し
ていく。

検討・
見直し

①内部評価の客観性と市民への
説明対応の向上に向けて、各事
業の目的に沿った適切な指標の
設定や市民にわかりやすい説明
等に各部署で努めるよう促進す
る。また、改革改善の実効性を一
層高めるため、既往の評価結果
を踏まえた対応状況について、
引き続き外部評価を再実施する
ことなどを含め、経過の追跡・検
証等に取り組む。
②外部評価の公開ヒアリングや
傍聴者アンケートのさらなる充実
等を図りながら、評価過程に市
民の声を一層的確に取り入れる
ことができる仕組みの進展を目
指し、当市により適した外部評価
のあり方を継続的に検討してい
く。

9



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

20 Ｂ
　市民向けの資料「越谷市の財政事情」は、市の財政状況を家計簿にたとえるなどの工夫があり分かりやすい。
　予算編成にあたっては、配分予算方式に加え、インセンティブの考え方などをぜひ導入し、その効果を評価し更なる適正化を
進めていただきたい。さらに、事業評価制度をより活用し、各事業の評価を活かしたものにすることを期待する。

検
討
中

　予算編成にあたっては、配
分予算方式を継続する。また
予算編成の可視化に係る取
り組みも充実を図っており、
わかりやすい公表に努めて
いる。
　インセンティブ制度は、試行
期間を延長し、平成25年度
実施事業までを対象とする。
　財政状況の公表について
は、市民にわかりやすく興味
を持てるような公表に努めて
いるが、より良い手法等につ
いて、調査研究を行う。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

10



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

21
庁内ＬＡＮ運
用事業

企
画
部

情
報
統
計
課

H10 -

〔目的〕
　庁内に保有する様々な情報を体系
的に蓄積・管理し、各部門の職員が情
報共有・交流ができる情報通信基盤
として、さらには、市民サービスの向
上や電子自治体の実現に向けた共通
基盤として、庁内情報通信の高機能
化と高度利用を推進する。また、行政
事務の簡素化・効率化を図る。
〔手段〕
　必要な職員に対して一人一台の割
合でパソコンを配備。グループウェ
ア、財務会計システム及び庶務事務
システム等の内部事務関連システム
の利用

高 高 高 高 Ｂ
　安定性及び安全性の確保と
調達コスト抑制の両立

検討・
見直し

①より安定的な運用ができるよう
ネットワークを含めた環境整備に
取り組んでいく。
②業務系ネットワークと統合や
ネットワークの無線化に向けた調
査・検討

22
統計調査事
業

企
画
部

情
報
統
計
課

- -

〔目的〕
　基幹統計調査は、国や自治体等の
各種行政施策の策定等に必要な基礎
資料を得るため、国が実施主体となり
実施しているもので、市は、法定受託
事務となっている各種統計調査の一
部の事務（調査員の選出、調査票の
配布・取集・審査等）を実施している。
〔手段〕
　各種統計調査の円滑化と正確性を
確保するため、広報による調査客体
へのＰＲを行うほか、調査活動で重要
な役割を担う統計調査員の確保と統
計調査員の資質の向上を図る。

高 高 高 高 Ｂ
　調査に対する協力意識の低
下により、正確な統計調査の確
保が困難になってきている。

検討・
見直し

①調査の趣旨や必要性を理解し
ていただくために広報の充実を
図っていく。
②国・県等に対して、調査困難と
なるような調査について統廃合
や調査方法等の変更を要望して
いく。
③プライバシーの保護に努め、
疑念をもたれないように調査員・
職員の指導等の徹底を図ってい
く。

23
電算運用事
業

企
画
部

情
報
統
計
課

S42 -

〔目的〕
　市民サービスの充実を図るため、マ
ルチアクセス環境を実現し、ワンストッ
プ・ノンストップサービスの実現を図
る。また、事務の効率化を推進するた
め、電算化を進める。
〔手段〕
　インターネット技術を利用したＷｅｂ
システムにより同時に多くの者が、シ
ステムにアクセスできる環境を作り、
その安定稼動を図る。また、スムーズ
なシステム間の連携を実現することに
より事務の効率化を推進する。

高 低 高 低 Ｂ

　システムの新規導入や改修
に併せて、事務の効率化を推
進する。
事業の一部について、可能な
限り外部委託を推進すること。

検討・
見直し

①システム改修に併せて事務の
効率化を検討し改善を図る。
②事業のアウトソーシングの可
能性について検討し、情報系ネッ
トワークとの統合についても調査
を行い事務処理の効率化を図
る。

11



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　職員用パソコン、サーバ、ネットワーク機器、グループウェア、財務会計システム及び庶務事務システム等、内部事務関連の
システムを運用し、職員間の情報共有基盤や電子自治体の実現に向けた共通基盤として、庁内情報通信の高機能化と高度
利用を推進するとともに、行政事務の簡素化･効率化を図る事業である。
　職員間の情報共有や業務効率化を促進し、限られた職員数で多様化する住民ニーズに応えていくためには、ITの効果的な
活用が重要であり、当該事業の必要性は認められる。
　しかしながら、多くの情報システムは、新規導入、導入後の安定的なシステム運用、耐用年数の到来による機器更改など、
総じて多額の費用が必要となる場面が多い。こうした資源の投入が、当該事業の目的を達成し、かつ投資以上の効果を得ら
れるように、システムの最適化、ネットワーク統合、調達方法や契約内容の見直し実施などについて、可及的速やかに取り組
むことが必要である。なお、情報通信機器に関するさまざまな費用については、近隣市等の状況を踏まえたベンチマークを設
定し、比較･検証を行うことを提案したい。
　事業目的を達成するためには、適切な活動指標・成果指標の設定が不可欠であることを踏まえると、現状の各指標について
は見直しが必要である。
　成果指標として設定されている｢職員パソコン普及率｣は、それが100%を達成しても、事業目的と照らし合わせた場合、無意
味なものである。したがって、高機能化や高度利用、行政事務簡素化･効率化の各進捗状況を成果指標として設定されること
を検討されたい。
　例えば、｢高機能化･高度利用｣については、職員からICTを利活用した業務改善提案を募集し、それを具現化した件数、｢行
政事務簡素化･効率化｣については、業務プロセスの｢見える化｣を進め、システム化できる業務を明確化した上で、｢システム
移行済み業務／システム移行可能業務｣等により数値化することが挙げられる。
　また、活動指標については、｢職員用端末1台についての1日または1か月あたりの稼働率｣、｢システム運用率(1日の業務時
間を100とし、システムが問題なく運用できた時間の割合)｣などを用いることを検討されたい。
　東日本大震災を受けて、自治体の業務継続に対する社会全体の関心が高まっている。IT部門における業務継続計画のみな
らず、市役所全体の業務継続計画についても、情報政策部門がリーダーシップを発揮し、早期策定に努められたい。

検
討
中

　端末は必要な課所へ必要
数を設置している。書類作成
等による事務の高度化、効
率化は図れており、引き続き
情報通信基盤として安定運
用を行う。また、より高度で効
率的な事務を実現する為の
共通基盤を構築する為、H26
年度に予定している機器の
更新時期に合わせて、無線
化やグループウェアの見直し
等を検討する。

18 Ｂ
　法定受託事務として、市でコントロールできる領域に限りがある。長期的視野で統計調査事業のあり方や進め方について広
く意見を取り入れ、改善していく必要がある。

整
理
済

　職員は、効率的・適切対応
能力のアップにつながるよう
に、各研修会や説明会等へ
の積極的な参加に努める。

19 Ｂ

　ワンストップ・ノンストップサービスの充実を図るなど、市民サービス向上に向けた姿勢が充分にうかがわれる。今後も継続し
て、事業費の削減努力をすることは重要である。
　将来的には、国の共通基盤整備状況を見つつも、他自治体との共同利用やＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイ
ダー：組織内に業務ソフトを持たずにインターネットを介してソフトを時間借りして使用するサービス）の導入も視野に入れて、さ
らなる業務改革を推進に期待する。

整
理
済

　システムの改修に併せて、
事務の効率化を検討して改
善を図っている。

12



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

24
総合行政情
報化推進事
業

企
画
部

情
報
統
計
課

H13 -

〔目的〕
　①内部事務の効率化・高度化を図
り、効率的な人員配置による行政経
営の改善を図る。　②市町村共同事
業を推進し行政全体の情報化を進め
る。　③業務改善、事務処理の迅速
化・効率化を進める。　④情報セキュ
リティレベルの向上を図る。
〔手段〕
　①情報化推進計画第2次アクション
プランに基づき内部事務システムの
改善に取り組む。　②総合行政ネット
ワーク（ＬＧＷＡＮ）の利活用を図る。
③情報化研修を計画的に実施する。
④情報セキュリティポリシーに基づい
たPDCAサイクルを継続的に実施す
る。

高 高 高 低 Ｂ

　この事業については、先行投
資もしくは基盤整備的な性質の
ものであり、即時に効果が現れ
るものではないため、具体的な
成果を示すことは困難である。
また、情報セキュリティにおいて
は、絶対的な対策がなく、その
成果においても十分な成果とい
うものがないことから、時々
刻々と変化する社会環境の中
で情報セキュリティ強化のため
の継続的な対策の実施が必要
である。

検討・
見直し

①内部事務システムの効率化・
高度化を図り、市民ニーズに根
ざした情報化施策の展開による
サービス向上を目指す。情報セ
キュリティ外部監査を取り入れた
形でPDCAサイクルによるセキュ
リティの維持改善を図っていく。
平成24年度から3年間の推進計
画である第3次アクションプランを
実行していく。
②電子申請の普及促進など、電
子自治体の整備を目指す。ま
た、情報資産を様々な脅威から
守るために、情報セキュリティ強
化の仕組みを継続的に実施し、
セキュリティレベルの向上を目指
していく。

25
公有財産管
理事業

企
画
部

財
産
管
理
課

- -

〔目的〕
　公有財産（普通財産）は経営資源で
あるとの認識の下、全ての公有財産
について実態把握を行い、新たな行
政サービスの経営資源として効率的
な利活用を図る。
〔手段〕
　公有財産（普通財産）の有効活用の
促進及び処分と併せて財産の適正管
理を遂行する。
　公有財産の登記、財産台帳の登録
及び取得財産の指定、分類を明確に
し財産を管理、保全する。

高 高 高 高 Ｂ
　未利用の普通財産について
は、売却や貸付を行い有効活
用を図る。

検討・
見直し

①小規模・不整形な未利用地を
隣接地権者に売却交渉するとと
もに、今後も利用見込みのない
遊休地については、公売等を行
う。また、行政財産のうち、余裕
が有る場所については、自動販
売機等の貸付けを進める。
②土地等の貸付料を定期的に見
直しをするとともに、保有資産の
活用目的別に分類・管理し、有効
活用を推進する。

13



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｂ

事業概要
本事業は、①内部事務の効率化・高度化を図り、効率的な人員配置による行政運営の改善を図る、②市町村共同事業を推進し行政全体の
情報化を進める、③業務改善、事務処理の迅速化を進める、④情報セキュリティレベルの向上を図るため、a情報化推進計画第3次アクション
プランに基づき内部事務システムの改善に取り組む、b総合行政ネットワーク(LGWAN)の利活用を図る、c情報化研修を計画的に実施する、d
情報セキュリティポリシーに基づいたPDCAサイクルを継続的に実施する、等に取り組むものである。本市では、平成17年に情報推進化計画
を策定以降、情報化の推進を進めており、現在の計画は、平成24年度に策定された情報化推進計画第3次アクションプランで、同プランには
42の施策が示されている。
必要性
行政運営における情報化、電子化の推進は、官民で進められており、その意味からも不可欠な取組みであることは理解できる。しかし、本事
業の目的において掲げる①内部事務の効率化・高度化を図り、効率的な人員配置による行政運営の改善を図る、②市町村共同事業を推進
し行政全体の情報化を進める、③業務改善、事務処理の迅速化を進める、といった点の前提となる課題や目標水準、現状について確認でき
ず、その取組みの妥当性について判断することが困難である。その一つの理由としては、本事業が複数の要素によって構成されており、一つ
の事業として評価する対象とすることが困難であることにも関係する。従って、まずは、評価を対象にした適切な事業単位に再構成することが
必要である。官民において情報化が進展する中、行政運営においても情報化を導入、進展させることは必要かつ有効であるが、その対策の
目的、到達点、成果及びその把握方法については、厳格に検討して設定する必要がある。また、評価表中の「市民ニーズに根ざした情報化
施策」については、消極的ではなく、積極的な意味として、行動を具体化すべきである。
効率性
システムの開発、導入、維持管理には大きなコストを要する一方で、その改善のための取組みについては特段確認することができなかった。
評価表に示しているように、担当課においても、この点が漠然とした課題と認識しているようであるが、具体的な対策、方針等を早急に策定し
て、改革・改善に努めることが必要である。
有効性・成果指標
現状の成果指標は、事業の進捗率を計るもので、厳密には成果とは言いがたい。しかし、ヒアリングにおいて提出された「ネットワーク障害件
数」、「情報化研修受講者のアンケートで「今後の業務に役立つか」の問いに対し役立つとの回答」、「業務継続計画セミナーのアンケートで
「セミナー受講後の効果」の問いに有益であるとの回答」、「セキュリティ事故の発生件数」、「電子申請の申請件数」などについては、担当課
が所管する業務の成果を評価する指標としては適当である。その他、情報化推進計画第3次アクションプランに掲げる42の施策の評価につい
ては、早急に対応すべきである。このように事業の成果の一部については評価が行われてはいるものの、本事業の成果の測定について、そ
の多くが未着手というのが実態である。本事業の括りが大きいことから、事業の成果として特定の成果指標の設定は確かに困難であるが、情
報化そのものが行政内部を対象、顧客としてみなしており、アクションプランに掲げる事項の実行は事業担当課の協力が前提であることか
ら、事務事業評価のレベルにおいては、事業が掲げる目的に照らして、情報化によって、内部事務の効率化・高度化を図られどの程度の人
員配置の効率化が図られたか、あるいは、どの程度の業務改善、事務処理の迅速化が図られたか、等について、アンケート等を通じて、その
成果を測ることが有効である。
その他に、職員のITリテラシーの向上度合いや情報化による利用者の利便性の向上に着目して、利用者の声、意見を基に指標化を検討す
ることも考えられる。官民で進む情報化であるが、それらの優良事例を研究する等を通じて、本市における情報化の有効性、また効率性を高
める工夫を不断に検討することも必要である。
《参考》平成19年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

24 Ｂ

　公有財産を効率的に利活用するため、公有財産の登記、財産台帳の整理により財産の適正な管理・保全を行うほか、未利
用地（普通財産）等の売却・貸付等を推進する事業である。
　本事業の主な業務内容は登記に関する事務と普通財産の適正管理であるが、それらの業務は概ね適正に行われている。
また、平成18年の地方自治法改正により、行政財産の余裕部分について貸付が可能となったが、本事業では、施設壁面の広
告掲載や自動販売機の設置により、一定の使用料・賃料収入を得ていることは評価できる。ただし、市の職員が行っている登
記手続きについては、司法書士等へ委託した場合のコストを把握し、人件費の削減が可能であるか確認されたい。
　事務事業評価表の人工数は5.0人となっているが、他の事務事業を兼務している者も全て1人としてカウントしているため値
が過大である。評価表は市民に公表されるものであることを十分に認識し、次年度以降、正確に記入するよう留意されたい。
　現時点で採用している活動指標、成果指標は改善に向けた各種取組の状況が把握できるものとなっておらず、見直しが必
要である。成果指標の「土地売払い面積」、「登記嘱託件数」については事業の活動結果であるため活動指標に変更された
い。成果指標には、「普通財産の売却進捗率」（売却した土地／売却を予定している土地）を提案するので妥当性を検討され
たい。
　事業自体は適正に実施されているものの、現状の取組みだけでは「公有財産は経営資源であるとの認識のもと(中略）効率
的な利活用を図る」という事業目的を実現することはできない。今後は、一層の少子高齢化が進み、財源の減少や余剰施設
が発生することが予想される。そうしたなかで、公有財産を経営資源として有効に活用するためには、「ファシリティ・マネジメン
ト」や「PRE(公的不動産)戦略」の概念を導入し、市が所有する全ての資産を全庁横断的に活用していく必要がある。
　全国の多くの市町村でも同様の認識のもと、公有財産の利活用に関する包括的な方針や計画等を策定し、資産経営の観点
から積極的な取組みを開始している。越谷市においても、早期に明確な方針が示されることを期待したい。
《参考》平成18年度外部評価：B

整
理
済

　外部評価で指摘された、事
務事業評価表においての活
動指標及び成果指標の見直
しを行った。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

26
人権擁護事
業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

S37 -

〔目的〕
　市民の基本的人権を擁護し、自由
人権思想の普及高揚を図る。
〔手段〕
　市民が抱える人権問題に対し、人権
擁護委員による人権相談を実施す
る。特に人権侵犯事件については、調
査及び情報収集を行い、関係機関へ
の勧告等の適切な処置をし、その救
済を図る。さらに、人権啓発事業を通
して自由人権思想の普及高揚を図
る。

高 高 高 高 Ｂ

　人権相談所の開設にあたり、
相談者数を増やすことを目標と
はしないが、人権問題で悩みの
ある市民をより多く救済するた
め、様々な方法により、幅広く
人権相談所の存在を周知する
必要がある。

検討・
見直し

①人権相談所の開設について、
広報紙やホームページに加え、
啓発活動等の機会において、積
極的な周知に取り組んでいく。
②新たな人権課題に関する相談
に対応するため、関係機関との
連携を強化し、人権擁護体制の
充実を図っていく。

27

男女共同参
画支援セン
ター管理運
営事業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H21 -

〔目的〕
　男女共同参画推進の拠点施設とし
て、男女共同参画の推進に関する施
策を実施し、市民や事業者による男
女共同参画の推進に関する取組を支
援することにより、男女共同参画を推
進する。
〔手段〕
　指定管理者であるＮＰＯの持つ専門
性の高い知識やノウハウを活用した
運営を行う。

高 高 低 高 Ｂ
　事業目的に即した効果的･効
率的な管理運営に努める。

検討・
見直し

①平成25年度からスタートした第
3次越谷市男女共同参画計画第
二期実施計画に基づき、指定管
理者と連携しつつ、事業目的を
踏まえた効果的な管理運営を行
う。
②男女共同参画をさらに進める
ために、指定管理者との連携強
化に努めていく。

28
人権推進事
業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

S51 -

〔目的〕
　あらゆる人権問題の解決に向けて、
関係機関（団体等）との連携のもと、
人権が尊重される差別のない明るい
地域社会の創造をめざす。
〔手段〕
　関係各課が主催する各種研修会や
講演会等の開催を企画し、調整すると
ともに、関係機関等が開催する各種
事業に参加し、人権教育・人権啓発の
推進を図る。

高 高 低 高 Ｂ

　人権意識が高くなっていると
感じる市民の割合が、平成21
年度（45.1％）と比較して低く
なっていることから、この改善に
向けた取組を進めていくことが
必要である。

検討・
見直し

①市民の人権意識を高めるため
に一層効果的な手法を開発する
ため、人権教育・人権啓発に関
する調査・研究を継続して進めて
いく。
②互いに認め合い人権を尊重す
る社会を実現するため、第２次越
谷市人権施策推進指針に位置
づけられた施策の推進を図り、よ
り効果的な人権教育・人権啓発
に取り組んでいく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

20 Ｂ

　11名の人権擁護委員の活動を支援する事業である。平成20年度より相談回数を増やすなどの努力をされていることは評価
に値する。
　市職員と人権擁護委員との全体協議会を更に積極活用され、人権擁護委員の知見を市職員が活用できる工夫をしていただ
きたい。

整
理
済

　人権相談の開設回数につ
いては、平成２０年度に月２
回に増やしてから変更してい
ないが、今後についても、現
在の相談体制を拡充させて
いきたい。
　人権擁護委員協議会との
連携については、人権相談
に限らず、小・中学校や幼稚
園等での人権啓発活動にお
いても協力体制を整えてお
り、人権擁護委員の経験や
知見を活かした啓発活動の
充実を図っている。

23 Ｃ

　男女共同参加参画の推進を図ることを目的として設置されている男女共同参画支援センター｢ほっと越谷｣の施設管理や当
該施設で実施する事業を、指定管理者への委託により行う事業である。
　越谷市男女共同参画支援センター指定管理者基本協定書等に基づく、指定管理者による施設管理及び男女共同参画の推
進に向けた各種事業の推進は、同者が作成する事業報告書から、良好に行われているものと判断できる。
　一方、指定管理者を監理監督する立場にある市側の取り組み姿勢については、より効率的な管理運営の実現や不断に政策
目標実現に向けた確認を実施していく必要性があることから、大幅に改善余地がある。
　まず、指定管理者への委託料について、指定管理者が提出した収支計算書から実態を把握する体制は確保されているもの
の、「市の政策・方針に合致した事業費等の使い方がなされているか」に関する確認方法が確立されていない。また、費用の
妥当性について、直営時の実績値や近隣の類似施設等を参考に限度額を設定している点は評価できるが、その費用の詳細
について、他の施設とのコスト比較等を通じたコスト削減に努めているとはいえない。担当課自ら経費の詳細内容を把握し、そ
の妥当性を確認・精査する必要がある。
　指定管理者の活動を把握するため、指定管理者からの事業報告書（月次及び年度毎）の提出や、聞き取り調査、担当課職
員による現地確認、全庁的な指定管理者の評価制度における独自評価項目の設定などを実施している点は評価できる。
　しかしながら、当該センターの活動がソフト事業中心であることを踏まえると、指定管理者が行う当該センターの運営事業内
容が市の男女共同参画推進という政策目標に合致しているのか、軌道修正する点はないのか、などを評価することが担当課
の役割として求められる。全庁的なマネジメントの仕組みの中での評価にとどまらず、担当課自ら評価シートを作成し、指定管
理業務が総合振興計画の掲げる政策目標・施策目標に合致しているかを継続的に確認する取り組みが必要である。
　このほか、利用者アンケートの設計は、市と指定管理者が協議して行っているとのことであるが、利用者アンケートを通じて、
指定管理者が行う活動内容が、市の政策目標である男女共同参画推進に合致しているかを確認する必要があるため、当該
アンケートの設計は市が自ら行うべきである。
　指定管理者を監理監督する立場として、独自に設計した評価シートやアンケート調査等により、基本協定書等に基づく事業
内容を自らが評価・管理するなど、マネジメントの強化に努められたい。
　特に、次年度以降は、指定管理者の選定見直しにより、指定期間が現行の3年から5年に延長されるとのことである。これま
で以上に市の主体性と独自性を発揮し、男女共同参画推進のために、市が理想とする事業が行われているか、確認すること
に努められたい。
　なお、当該事業の事業目的が｢男女共同参画の推進｣であることを踏まえると、男女共同参画に対する市民の理解度や、事
業所での実践状況等を成果指標として用いることを提案したい。

整
理
済

　平成23年度の外部評価で
指摘を受けた事業目的を踏
まえた成果指標の設定につ
いて、市民や事業者の男女
共同参画推進の取組支援に
関する実践状況を示すものと
して、新たに「男女共同参画
支援センター登録団体数」を
成果指標に設定した。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

29
男女共同参
画推進事務
事業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

- -

〔目的〕
　男女共同参画の推進に関する意識
啓発を行う。
〔手段〕
　リーフレット等の作成や職員対象の
研修等を行う。

低 高 高 高 Ｂ

　未だに根強く残る性別による
固定的なイメージや役割分担
意識の解消に向け、リーフレッ
トや研修による啓発を継続する
必要がある。

検討・
見直し

①②啓発は継続的に行うことで
効果が出るものであるため、時
代の流れなども考慮したうえで、
引き続き効果的な啓発物の作
成・配布や研修を行う。

30

男女共同参
画苦情処理
委員運営事
業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H17 -

〔目的〕
　市の施策や男女共同参画の推進を
妨げると認められる事案の苦情を処
理し、男女共同参画の推進を図る。
〔手段〕
　男女共同参画の推進に優れた識見
を有する者で市長から委嘱された苦
情処理委員が苦情を受け付け、適切
かつ迅速に調査等を行う。

高 高 低 高 Ｂ

　苦情処理委員を周知するた
め、市民ガイドブック、広報こし
がや、男女共同参画支援セン
ター情報誌、ホームページへの
掲載、リーフレットの作成･配布
のほか、成人式で新成人に苦
情処理委員のＰＲチラシを配布
している。平成24年度は申し出
が1件あったが、取り下げられ
た。今後とも積極的な周知を行
う必要がある。

検討・
見直し

①②苦情の申し出を希望する人
が制度を利用しやすくなるような
手法を引き続き検討する。

31
男女共同参
画相談事業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H13 -

〔目的〕
　女性の生き方やＤＶ被害等につい
て、専門家による電話・面接相談を実
施し、女性の自立に伴う自己決定が
できるまでの支援を行うことにより、相
談者の孤立化を防止し、自立への支
援の充実を図る。
〔手段〕
　相談業務委託により、電話・面接相
談を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　相談したいときに相談窓口が
分かるように、継続して窓口の
周知を行う。

検討・
見直し

①今まで面接相談は午後からの
実施のみだったが、平成25年度
からは新たに午前中の面接時間
も設け、相談したい方の利便性
の向上を図る。
②公共施設等に相談室のリーフ
レットの設置を継続して実施する
ことにより、窓口周知に取り組ん
でいく。また、女性の自立に伴う
支援に必要な情報の収集及び関
係機関との積極的な連携を図る
ことにより、相談体制を充実す
る。

32
自立支援事
業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H17 -

〔目的〕
　女性（特にＤＶ被害者）が、精神的・
経済的・社会的に自立していくための
支援事業を行う。
〔手段〕
　自立を目指す女性の支援に関する
事業を市民団体等と協働で実施す
る。

高 高 高 低 Ｂ

　事業を運営している市民団体
と男女共同参画に関する情報
共有を継続して行い、地域にお
ける男女共同参画をさらに進め
る必要がある。

検討・
見直し

①自立支援事業の実施に係る補
助金の見直しに関連して、平成
25年度内に、自立支援事業の実
施手段等について検討する。
②自立を目指す女性を支援する
ために、市民団体等と連携しつ
つ、適切かつ効果的に事業を実
施する。

17



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　越谷市男女共同参画推進条例と越谷市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向けて、市民、事業者と
市が協働し、男女共同参画をより一層推進するための事業であり、男女がお互いの人権を尊重しながらパートナーとしてあら
ゆる分野で活動に参画できる社会を実現していくために必要な事業である。
　そのために21年度は主に以下の事業内容を実施した。
　　①DV相談窓口案内カードの作成
　　②職員対象の研修（年3回）
　　③男女共同参画行政推進会議の事務局事務
　①については、医療機関や公共施設に配架するだけでなく、より該当者に確実に周知できる施設等における配布など、さら
に効果が上がるような取り組みを進められたい。
　②については、職員の男女共同参画意識を啓発し、その向上を図る事業であるため、事業実施後の振り返りの効果測定が
不可欠であるといえる。たとえば、職員対象の研修から一定期間（半年程度）経過した後、研修内容の習得度や意識の変化に
ついて調査を行い、必要があれば再研修を行うなど、年度を重ねるごとに効果が向上していく事業となるよう工夫されたい。
　③については、男女共同参画行政推進会議事務局として、各課実施事業の評価検証を実施するのみならず、例えば、女性
の能力活用や職域拡大のため、積極的な取組を行っている事業所、家庭生活と職業生活の両立を支援するための制度が制
定及び活用されている事業所など、男女が共同して参画することができる職場づくりに取り組んでいる市内の事業所を表彰
し、広く市民に周知する制度の実施を先導していく取組みについて導入を検討されたい。市民の多くが事業所で勤務している
実情を鑑みれば、事業所における男女共同参画の推進や女性の就労環境整備促進は優先すべき課題といえる。
　男女共同参画事務事業の目的に立ち返って考えれば、現在実施されている事業の他にも実施すべき事務事業は多いと考
えられる。男女共同参画の施策を推進、取りまとめする主管課である以上、事業目的を達成する手段としての新たな事務事業
について積極的に企画・検討し、実施についても各課との適切な役割分担をした上で一部については、本事業の実施項目と
すべきである。
　成果指標については、女性委員の任用率は他の事業で指標として使用しているとのことであるが、本事業の指標としても適
切であると考えられるので活用されたい。さらに、男女共同参画に対する市民の意識がどう高まっているのかなど、アンケート
などを通じて実際の事業の効果が把握できる指標がより適切と考えられる。

整
理
済

　平成22年度の外部評価で
指摘を受けたDV相談窓口案
内カードの効果的な配布方
法については、市役所庁内
の女子トイレにも配架するこ
ととし、定期的に補充を行う
ことで対応した。なお、平成
24年度には、カードを目にし
た方がより手に取りやすいよ
う、ほっと越谷相談室の相談
員の意見も聞きつつ、デザイ
ン等のリニューアルを行っ
た。

21 Ｂ

　本事業が対象とする苦情処理は以下の2つである。
①男女共同参画の推進に関する市の施策に対する苦情
②男女共同参画の推進を妨げると認められる事案に対する苦情
　本事業の開始年度は平成17年度であるが、平成20年度までの処理件数は３件である。事案の件数は必ずしも多くはない
が、男女共同参画を推進し、住民主導の自治を考える上でも、本事業の意義がある。
　しかし、本事業の進め方においては、いくつか課題がある。
　制度を説明したパンフレットは、どちらかといえば、制度の説明のみに終始しており、利用者の立場になって書かれていな
い。特に、利用者に対するメリットの記述がなく、利用しようとする動機につながるとは思われない。
　また、苦情をあげるには、「男女共同参画に関する苦情申し出書」に記入する必要があり、このことが申し出をしようとする際
の大きな負担になると考えられる。支援を必要とする市民にとって、利用しやすい手続とすることを希望する。

整
理
済

　平成21年度の外部評価で
指摘を受けた、苦情処理委
員のＰＲリーフレットが分かり
にくいという意見について
は、在庫がなくなった後の次
回リニューアル時に指摘を反
映した内容に作り変えること
とする。なお、市のホーム
ページでは、指摘を反映した
内容に修正した。
また、申し出手続の軽減に関
する意見については、電子申
請や口頭での申請を可能と
したことで対応した。

21 Ｂ

　女性を対象として、DV被害者や生き方についての悩みについて、専門家による電話相談、面接相談を行う事業である。相談
件数も年800件を超え、市民の認識も高まっており、本事業を推進する意義は認められる。
　事業を説明する目的で、名刺大のチラシが用意されているが、使用されている用語がカタカナやアルファベットであり、理解し
づらい内容となっている。例えば、「気づきにくいコントロール」について、担当課の意図する意味は、「暴力を受け続けるうち
に、知らぬ間に暴力を振るう側の支配下に置かれてしまう、相手の思い通りに行動するよう仕向けられてしまう。」ということで
あったが、そのような意味はチラシの文面からは読み取れない。また、「DV」は、最近では多くの人が耳にする言葉であるにし
ても、年配の人などには、やはり馴染みがない可能性がある。「DV」についても、このチラシのどこかに目立つように日本語で
の表現が必要である。

整
理
済

　ＤＶ相談窓口案内カードに
ついては、平成21年12月に
指摘を反映した内容に修正
を行った。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

33
男女共同参
画推進委員
会運営事業

企
画
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H17 -

〔目的〕
　基本計画に関する事項その他男女
共同参画の推進に関する重要事項に
ついて調査審議し、男女共同参画社
会の実現を図る。
〔手段〕
　審議会である男女共同参画推進委
員会を開催する。

高 高 高 高 Ａ

　引き続き効果的かつ効率的
に運営し、本市における男女共
同参画のより一層の推進を図
る必要がある。

現状
維持

①②男女共同参画の効果的な
推進のため、推進委員会の効果
的かつ効率的な運営を行う。

34
中核市推進
事業

企
画
部

中
核
市
推
進
室

H23 H26

〔目的〕
　平成２７年４月の中核市移行を円滑
に進める。
〔手段〕
　「中核市移行に関する埼玉県・越谷
市事務担当者連絡会議」「越谷市中
核市推進委員会」を設置し、権限移譲
等に関する検討調整を行うとともに、
広報紙やホームページ等において市
民へのＰＲを実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　平成26年度は、より一層市民
への周知を図るべく、広報紙、
ホームページ以外にも様々な
手法でＰＲを行う必要がある。

検討・
見直し

①平成27年4月の中核市移行を
円滑に行うため、埼玉県との連
絡調整を綿密に行い、埼玉県か
ら移譲される事務を的確に行え
るよう組織体制を強化する。ま
た、広報紙やホームページのほ
かポスター、パネル作成、出張講
座を通じて、多くの市民に中核市
移行についてＰＲを行っていく。
②中核市移行決定後は、埼玉県
との円滑な事務引き継ぎ及び市
民への周知を図っていく。

35
公文書管理
事業

総
務
部

文
書
法
規
課

H3 -

〔目的〕
　ファイリングシステムの活用等により
文書を適正かつ効率的に管理し、事
務能率の向上、文書の共有化の推
進、情報公開への積極的な対応等を
図る。
〔手段〕
　①ファイリングシステムによる適正
かつ効率的な文書の整理及び保存
　②本庁の文書庫に収納できない文
書の保存業務を文書専用の倉庫業者
へ委託
　③文書事務の電子化の基礎となる
文書管理システムの導入検討

高 高 高 高 Ｂ

　ファイリングシステムの適正な
運用を維持することを基本と
し、エクセル・デヂエ等、既存の
ソフトウェアを活用する等して、
文書事務の効率化に努める。
あわせて、公文書管理法の施
行状況・地方自治体の公文書
管理法への対応等を注視し、
文書管理システムの導入・公文
書館機能の整備について所要
の検討を加えながら、文書管理
制度の見直しを行っていく。

検討・
見直し

①ファイリングシステムの適正な
運用を維持することを基本とし、
エクセル・デヂエ等、既存のソフト
ウェアを活用する等して、文書事
務の効率化に努める。
　歴史資料として価値がある公
文書の保存・利用の運用方法に
ついて、調査・検討を行う。
②文書管理システムの導入・公
文書館機能の整備について所要
の検討を加えていく。

36
法令等管理
事業

総
務
部

文
書
法
規
課

- -

〔目的〕
　条例等例規の検索、改正事務を効
率的かつ正確に行うため、台本形式
（紙ベース）の例規集の電子情報化を
図るとともに、市民サービス向上及び
良質な情報の提供を実現する。
〔手段〕
　①例規データベースの積極的な運
用
　②例規データベースのホームページ
での公開

高 高 高 高 Ａ

　市民、職員等に対して条例等
の法規情報を提供し、相互に
情報を共有することは、協働の
まちづくりを進めるうえでも必要
なことであることから、そのツー
ルとしての利便性の確保に努
めなければならない。

現状
維持

①②情報提供のためのツールと
しての更なる利便性の確保と職
員等からの求めに応じ、迅速な
対応に努める。

37
情報公開・
個人情報保
護制度事業

総
務
部

文
書
法
規
課

H11 -

〔目的〕
　情報公開制度及び個人情報保護制
度の適正かつ円滑な運営を図るとと
もに、両制度を一層充実させる。ま
た、公開請求に対する決定や開示・訂
正等の請求に対する決定に係る不服
申立てについて、公平な審査（権利救
済）を行う。
〔手段〕
　学識経験者、弁護士等の専門的な
知識を有する者や、公募による市民
等で組織する第三者機関として、審査
会及び審議会を設置し、運営する。

高 高 高 高 Ａ

　審査会は、情報公開制度及
び個人情報保護制度に係る行
政処分に対する救済機関であ
り、また、審議会は、両制度の
適正かつ円滑な運営を確保す
るためのチェック機関である。こ
れまでの運営状況等に照らし、
妥当性、効率性、有効性、貢献
度等の観点から総合的に判断
して、課題はないものと思われ
る。

現状
維持

①②審査会と審議会は、情報公
開制度及び個人情報保護制度
の運営を監視する役割を担う上
で必要不可欠な第三者機関であ
り、単純に開催回数の増減で費
用対効果等を測定することは困
難である。したがって、特に課題
も見当たらないことから、当面現
状を維持するものとする。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

17 Ｂ

　文書を適正に管理することは重要である。保管する一方で、文書廃棄ルールを定め不要な文書を廃棄また保存対象としな
いルールを徹底することが重要と考える。
　電子ファイリングシステムに移行しても文書管理ルールの重要性は同様であり、管理ルールを全庁で徹底する仕組み作りが
求められる。
　文書のファイリングシステムの維持管理については、各部署での文書管理体制をさらに徹底するなどして、正規職員2.38人/
年の工数を削減する努力を望む。

整
理
済

　電子ファイリングシステムに
移行した後も対応できるよう
に平成１７年４月に文書管理
規程の整備を行った。ファイ
リングシステムの維持管理に
ついては、平成１８年度から
すべての課所においてチェッ
クシートによる自己点検維持
管理方式に切り替え、実地指
導の委託料や正規職員の工
数を削減している。

18 Ｂ
<例規データベースシステム事業>
　例規をデータベース化し、検索能力を向上させ、職員・市民への利便性を高めることは、これからますます重要になってくる。
今後は100冊の例規集印刷物の減冊を含め適正なシステムの運用及び強化に努めてもらいたい。

整
理
済

　平成18年度の外部評価で
指摘された100冊の例規集印
刷物の減冊については、閲
覧環境の整っている庁内各
課分等について必要最小限
の冊数とするべく庁内各課と
調整し、30冊減冊した。ま
た、バージョンアップ版例規
データベースシステムを平成
24年6月1日から稼動し、更な
る検索性、利便性の向上を
図っている。

20 Ａ
　情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るために、当該事業は不可欠である。事業費に妥当性が
あり、審議会委員の改選も適切に実施されている。正規職員の一層の業務効率化を図るべく努力を今後も継続していただき
たい。

整
理
済

　情報公開制度及び個人情
報保護制度の適正かつ円滑
な運営を図るために、当該事
業は不可欠であり、今後も正
規職員の一層の業務効率化
を図るべく努力を継続してい
く。

20



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

38
法制・訟務
事務事業

総
務
部

文
書
法
規
課

- -

〔目的〕
　行政法を中心とした法律問題に係る
顧問弁護士相談とその他の法律問題
に係る法律相談を行うとともに、訴訟
における代理人を依頼し、個別業務を
支援する。
〔手段〕
　①顧問弁護士相談
　②法律相談
　③訴訟事務

高 高 高 高 Ａ

　自治体職員の政策法務能力
の向上が求められていることか
らも、研修事業と連携して行政
運営上の新たな課題等に対す
る法令研修を実施することによ
り、法制・訟務事務に関する知
識の習得が必要である。

現状
維持

①②直面する行政課題に対応し
た継続的な研修の実施

39
人事管理事
業

総
務
部

人
事
課
S58 -

〔目的〕
　管理職への昇任について、受験成
績、勤務成績その他の能力の実証に
基づいて、職への適合性を公正に審
査し、管理職にふさわしい人材を任用
する。
〔手段〕
　管理職昇任試験の実施に際し、試
験に係る事務の一部（教養・行政判断
試験作成及び採点）を専門機関に委
託することによって、事務を効率化し、
公正な試験を執行する。

高 高 高 高 Ａ

　・有為な人材確保のため、当
該事業の妥当性は高い。
　・試験問題（教養・行政判断試
験作成及び採点）の作成及び
採点について専門機関に委託
することで、試験の公平性・効
率性・機密性を確保することが
できる。

現状
維持

①試験（教養・行政判断試験）の
問題作成及び採点については、
事務の効率化及び公正性の確
保の観点から引き続き業務委託
により実施する。
②職制や昇任の在り方につい
て、今後とも必要に応じ見直しを
検討していく。

40
職員採用事
業

総
務
部

人
事
課

- -

〔目的〕
　市職員の採用にあたって、職務遂行
能力を公正・公平に判断し、市民の負
託に応えることのできる優秀な人材を
確保する。
〔手段〕
　学歴に応じた試験問題の作成及び
採点を専門機関に委託することで、人
件費等のコストを抑制するとともに、
客観性・公平性を確保する。

高 高 高 高 Ａ

　・有為な人材確保のため、当
該事業の妥当性は高い。
　・試験問題の作成及び採点に
ついて専門機関に委託すること
で、試験の公平性・効率性・機
密性を確保することができる。

現状
維持

①試験の問題作成及び採点につ
いては、事務の効率化及び公平
性の確保の観点から引き続き業
務委託により実施する。
②求められる人材とその確保の
方法について、必要に応じ見直し
を検討していく。

41
職員表彰事
業

総
務
部

人
事
課

- -

〔目的〕
　永年勤続等の職員に対し、多年の
勤続の労をねぎらうことにより、士気
を高め公務の能率を向上させる。
〔手段〕
　永年勤続等の職員に対し、市長から
表彰状を授与し、記念写真を撮影・配
付する。

低 高 高 高 Ｂ

　従来行っていた銀杯の贈呈
は、平成１６年度から廃止して
おり、現在は表彰状の授与と記
念写真等のみとして最小限の
経費で実施している。今後、さ
らに職員の士気高揚に資する
効果的な制度を検討していくこ
とも必要である。

検討・
見直し

①②従来行っていた銀杯の贈呈
は、平成１６年度から廃止してお
り、現在は表彰状の授与と記念
写真等のみとして最小限の経費
で実施している。今後、さらに職
員の士気高揚に資する効果的な
制度を検討していくことも必要で
ある。

42
職員研修事
業

総
務
部

人
事
課

- -

〔目的〕
　職員個々の能力及び意欲の向上を
図る。
〔手段〕　
　各階層に必要な知識をはじめ、法令
に関する専門知識等の習得を図ると
ともに、民間・公的機関等への派遣や
自己啓発の促進を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　行政課題の高度化に伴い、
職員に求められる能力も高度
化・専門化していることから、長
期的な人材育成システムの一
環である研修のあり方につい
て、必要に応じ見直しを検討し
ていくことが必要である。

検討・
見直し

①職員の現状と課題を踏まえ、
求められる能力養成に向け、効
果的な研修を実施していく。
②行政課題の高度化に伴い、職
員に求められる能力も高度化・
専門化していることから、長期的
な人材育成システムの一環であ
る研修のあり方について、必要に
応じ見直しを検討していく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

20 Ｂ
　試験問題の作成等一部業務の外部委託は、効率化及びコストの観点からも適切である。課題は“良い人材”の育成であり、
市の発展にとって最も有効な管理者を先見性を持って任用・育成するための努力をなお一層お願いしたい。また、試験内容の
見直しと、任用後の追跡評価等の結果を試験制度にフィードバックすることを望む。

整
理
済

　平成２１年度に試験内容の
一部見直しを行った。なお、
集中改革プランに基づき、人
事管理制度全般にわたる検
討・見直しを進め、平成２２年
度から新たに人事評価制度
を試行することとなった。この
人事評価制度の試行・検証
を進めていく中で、現行の昇
任試験についても、必要に応
じ見直しを検討していく。

19 Ｂ

　第１次試験を委託化しコスト低減されていることは評価できる。また、第2次試験以降において、市全体の人材ニーズ、長期
的な育成計画の視点から見た新規採用への要望を取り入れ、対応されていることも評価できる。
　第１次試験業者に対し、市としての要望を伝える場をさらに活用する必要がある。また、総合成績のみでなく、科目別の成績
を開示するよう求めていくことを望む。

整
理
済

　採用試験に係る問題の作
成から採点について、外部の
専門業者に委託して実施し
ており、市としての要望を伝
えるべく、委託業者と協議の
機会を設け、緊密に連携を図
りながら事業を遂行すること
としている。

19 Ｃ
　表彰制度の運用が長年継続しており、永年勤続表彰に偏した運用となっているように見受けられる。
　表彰制度の本来の意味に立ち返り、ひとりの職員を表彰することにより多くの職員が活性化する、組織活性化のための制度
としての運用の再検討を望む。

整
理
済

　集中改革プランに基づき、
人事管理制度全般にわたる
検討・見直しを進め、平成２２
年度から新たに人事評価制
度を試行することとなった。こ
の人事評価制度の試行・検
証を進めていく中で、現行の
表彰制度についても、必要に
応じ見直しを検討していく。

18 Ｂ
　今後、職員の専門性向上や意識改革を図るために、職員研修は重要である。人事管理制度と連動させた研修制度を早急に
確立させる必要がある。また、活動結果及び成果に関し適切な指標を設定し、研修の成果を直接的に把握できるものにする
必要がある。

整
理
済

　研修制度は人事管理制度
における重要な構成要素の
一つである。したがって、各
階層ごとの職員にそれぞれ
必要とされる基本的な知識
の習得や問題・課題に対する
対応能力・解決能力等の習
得を図ることを基本とし、毎
年度所要の検討・見直しを行
い効果的な研修メニューの立
案に努めている。また、研修
の効果については、一朝一
夕にこれを把握することは難
しい面もあるが、研修後に受
講者から提出される「復命
書」により定性的な把握に努
めている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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43
安全衛生事
業

総
務
部

安
全
衛
生
管
理
課

- -

〔目的〕
　職場における職員の安全と健康を
確保し、快適な職場環境の形成を促
進する。
〔手段〕
　公務災害や疾病の未然防止に努
め、公務能率の向上を図る。
　（健康診断・健康相談の実施、職員
福利厚生事業等の実施）

高 高 高 高 Ｂ

　健診受診率を１００％に近づ
けるために未受診者に対する
指導を徹底する必要がある。公
務災害の発生件数を減少させ
るために、日常の安全点検や
意識啓発など継続的な取組み
が必要である。福利厚生事業
については社会情勢等の変化
を踏まえた適宜の見直しが必
要である。

検討・
見直し

①安全衛生委員会委員に対する
研修の実施、採用時・異動時の
安全衛生教育の徹底や充実を図
る。　福利厚生事業については、
職員の心身の健康維持と公務能
率向上の観点からも継続して実
施していく。　健診未受診者に対
する受診勧奨を引き続き行って
いく。　H25・26年度で全職員を対
象にメンタルヘルス診断事業を
実施し、職員自身のセルフケアを
促進するとともに、メンタルヘル
ス不調者への早期対応を促して
いく。
②公務災害発生件数を減少させ
ていく。 健診受診率の向上と健
康相談等の充実を図り、職員の
健康の保持・増進を促進させる。

44
電子入札シ
ステム事業

総
務
部

契
約
課
H15 -

〔目的〕
　入札手続の透明化及び入札事務の
効率化を図る。
　入札参加資格登録業者の利便性の
向上及び競争性の向上を図る。
〔手段〕
　埼玉県電子入札共同システムへ参
加し、電子入札システムの運用を行
う。

高 高 高 低 Ｂ

　電子入札システムは、埼玉県
と県内参加自治体が共同で開
発・運営を行っており、市の財
務会計システムとのデータ連携
などでまだ改善の余地がある。
また、平成２６年２月には新しい
電子入札システムの導入を予
定しており、発注者側・受注者
側での現行のシステムの使い
勝手やセキュリティの向上な
ど、問題点を洗い出して、新シ
ステムへの改善に繋げる必要
がある。

検討・
見直し

①②引き続き、埼玉県や県内参
加自治体と情報交換を図るととも
に、市の情報統計課と連携を図
りながら電子入札システムの円
滑な運用に努めていく。

45
庁舎整備事
業

総
務
部

総
務
管
理
課

- -

〔目的〕
　市庁舎へ来庁する市民等の安全と
利便性の確保及び良好な庁舎環境の
維持を図る。
〔手段〕
　市庁舎の老朽化に伴い建物や設備
機器等の改修工事及び修繕を計画的
に行う。

高 高 高 高 Ｂ

　老朽化が進む市庁舎につい
ては、安全確保及び環境維持
を図る必要がある。また、庁舎
の耐震化、狭隘化や分散化な
どの課題があり、解消する必要
がある。

検討・
見直し

①庁舎の狭隘化、分散化を解消
するため、（仮称）第三庁舎を平
成２５年度に着手し、平成２７年２
月の竣工する予定である。また、
庁舎の老朽化した箇所や各設備
機器等の改修工事を進める。
②本庁舎の耐震化を進めるた
め、越谷市本庁舎整備審議会を
設置し、必要な事項を調査審議
し、検討する。

46
庁用車管理
事業

総
務
部

総
務
管
理
課

- -

〔目的〕
　公用車の有効利用を図る。
〔手段〕
　公用車の稼働率を調査し、適正な車
両台数の確保及び運行管理を行う。

高 高 高 高 Ａ
　継続的に稼働率を調査し、適
正車両の確保及び経費の削減
に努める必要がある。

現状
維持

①②継続的に稼働率を調査し、
適正な車両台数の確保及び運行
管理を図る。併せて、車両更新
基準に基づき、長期使用車両の
更新を行い、安全な運行業務を
図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

17

18

Ｃ

Ｂ

<職員被服貸与事業>
　クールビズが普及してきている社会的傾向を考慮すれば、制服が規律を維持するという意識は薄れている。制服着用を義務
付けている規定を見直し、必要な部署の必要な担当者のみに制服を貸与するよう再検討することを望む。
　市民サービスの維持の点については、名札の着用や腕章の利用などの代替手段によるサービスレベルの維持を検討し、経
費の大幅削減を望む。
<健康管理事業>　職員の受診率100％達成及び、事後のフォローを徹底し、職員の予防医療を高める必要がある。また、メン
タルヘルスへのきめ細かな対応が求められる。

整
理
済

　健診未受診者に対する受
診勧奨通知や人間ドック等助
成金制度により、健診受診率
の向上に努めている。また、
メンタルヘルスについては事
業所におけるメンタルヘルス
ケアの基本的な考え方（４つ
のケア）の体制を整備してい
る。

18 Ｂ
　電子入札による事業者への利便性の向上、自治体入札業務の効率性向上は喫緊の課題であり、当該事業の優位性は認め
られる。本事業は、埼玉県と県内自治体が共同で開発・運営している事業であるが、早急に改善効果を得るべく、業者登録審
査等の連携強化を図りながら運用・体制・制度を充実させる必要がある。

検
討
中

　実務を通して現行システム
の使い勝手やセキュリティの
向上など問題点を洗い出し、
平成２６年２月に予定されて
いる新システムへの改善に
つなげていきたい。

20 Ｂ

　本庁舎の老朽化に伴い、修繕や改修工事のコストが増加している現状となっている。修繕工事においては、単に業者に発注
するだけでなく、職員で対応できる点は職員が対応しており、経費削減努力は評価できる。
　本庁舎は、平成13年度の耐震診断で耐震性に問題があるとされており、大いに懸念される。政策会議で他の市有施設の耐
震化と合わせ、総合的に耐震改修促進計画をたてているとのことで、緊急性と重要性の観点から総合的に耐震改修を進めて
いただくことを強く要望する。

検
討
中

　庁舎の修繕や小規模な改
修工事で職員が対応できる
ものは引き続き行っていく。
また、改修工事等を計画的
に実施する。さらに、本庁舎
の耐震化について引き続き
検討する。

23 Ｂ

　市職員が業務上使用する公用車の管理と、公用車使用中の事故防止に係る啓発活動等を行う事業である。
　当該事業については、平成17年度の外部評価においてC評価となったことを受け、公用車保有台数の削減、各課管理車両
の一部の集中管理化･共用化、バスの売却など、有効利用の促進と経費削減に努めてきたことは評価すべき点である。しかし
ながら、その取り組みは未だ道半ばであり、改善すべき点が多く残されている。
　管理面においては、全公用車の利用実態を把握し、適正な保有車両台数を明らかにすることが求められる。その上で、公用
車の管理方法に対する総務管理課としての方針を明確化するとともに、一定の基準を定め、その基準を下回った各課管理の
公用車については集中管理へと移行させるなど、共用化の促進による有効利用を加速させる必要がある。
　コストの面においては、総務管理課の事業費はもとより、全公用車の管理に要する経費を適正に把握することが必要であ
る。また、リース方式による公用車の導入や、管理業務の民間委託などについて検証を進められたい。なお、各課管理の公用
車については、コスト削減を図るために、維持管理に要するすべての経費を総務管理課に集約することを提案するので、その
妥当性についても検討されたい。
　こうした取り組みを進めるためには、適切な活動指標と成果指標の設定が不可欠である。｢適正な保有車両台数｣に対する
保有車両台数の状況のほか、集中管理率(=総務管理課が管理する公用車/全公用車)、共用率(=共用車両/全公用車)などを
活動指標として設定することが必要である。
　また、事業目的や各評価で認識した課題には、｢稼働率を調査し｣との表記がなされているものの、その稼働率が目的を達成
するために、どのように活用されているか不透明である。｢有効利用されている｣という状態を定量的に評価するためにも、全公
用車の平均稼働率を成果指標として設定すべきである。
　このほか、公用車への広告掲載についても、活動指標に｢掲載件数｣を、成果指標に｢事業費に占める広告料収入の割合｣を
それぞれ設定することを検討されたい。
　事故防止に係る啓発活動等も事業の一つに位置づけられているが、その活動状況や成果が明らかになっておらず、具体性
に乏しい。事故防止のための職員研修開催回数や参加者数を活動指標として設定するとともに、職員の過失に起因する事故
発生件数等を成果指標とすることを検討されたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｃ

検
討
中

　平成２１年度までに中型バ
ス２台を廃止し民間バス借り
上げ方式に移行し、特別車
及び運手を一括管理した。公
用車については平成１９年度
に２９台を一括管理とし、１０
台を配車し１台を移管し貸出
車を２８台とした。さらに、平
成２１年度及び平成２３年度
に稼働率の低かった車両各
１台を廃車した。今後も、稼
働率や予約状況を精査しさら
に効率化を図る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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47
庁舎管理事
業

総
務
部

総
務
管
理
課

S44 -

〔目的〕
　来庁者の安全と利便性の確保及び
良好な庁舎環境の確保を図る。
〔手段〕
　庁舎内の巡視、日常点検や設備機
器等の適正な運転及び案内表示の充
実により、環境整備を進め効率的な
庁舎の保守管理を行う。

高 高 高 高 Ａ

　市庁舎の老朽化に伴う設備
等の維持管理について、保守
点検を継続的に行い、常に安
全で安定した稼働するととも
に、費用対効果などを算定し庁
舎管理に係る経費削減に努め
る必要がある。

現状
維持

①引き続き庁舎の安全確保のた
め、点検及び保守管理を重点的
に行い、庁舎環境の整備及び経
費削減に努める。
②本庁舎の耐震化を進めるた
め、越谷市本庁舎整備審議会を
設置し、必要な事項を調査審議
し、検討する。

48
公文書管理
事業(総務
管理課分)

総
務
部

総
務
管
理
課

- -

〔目的〕
　庁内各課の郵便物を取りまとめ発
送する事務や年間16回発行している
「広報こしがや」を始めとする市の各
種お知らせを自治会等へ配送する事
務についてコスト削減を図る。
〔手段〕
　郵便事務については料金割引制度
を有効利用し、さらに、近隣市町への
郵便物の合封をおこない、「広報こし
がや」等の配送事務については、民
間の委託業者を見積もりあわせで決
定する。

高 高 高 高 Ａ

　他課からの郵便物の集配に
ついて、午後２時までの時間内
提出についての協力を求める
ことが必要。

現状
維持

①26年度に向けても、郵便料金
の割引制度を利用するとともに
県庁宛の郵便物を合封し郵送す
ることによりコスト削減に努める。
②最新の郵便業界の情報や制
度変更に注視し、コスト削減に努
め、更に郵便時間内の提出につ
いて各課の郵便担当者の協力を
求めていく。

49
印刷管理事
業

総
務
部

総
務
管
理
課

- -

〔目的〕
　庁内の複写機や軽印刷機の管理事
務及び大量の印刷物や製本が必要な
印刷物に対する浄書印刷事務の効率
化と経費の節減を図る。
〔手段〕
　浄書印刷の集中管理や印刷機・複
写機等の充実及び複写機・軽印刷機
の適正配置を行う。

高 低 低 高 Ａ

　浄書印刷枚数は、今後市民
サービスの向上と共に増加す
ることが予想され、印刷機や複
写機の機能充実や適正な配置
を行うことにより、常にコストダ
ウンを考えつつ業務を行うこと
が必要である。

現状
維持

①複写機３０台の使用にあたり、
最小の経費で最大の効果を得る
ことを念頭におき作業する。
②両面印刷や製本を伴う印刷物
を得意とした電子印刷機と単票
の印刷物ではコスト安のデジタル
軽印刷機相互の有効利用を行
い、浄書印刷業務の効率化を
行っていく。

50 平和事業
総
務
部

総
務
管
理
課

H20 -

〔目的〕
　戦争の悲惨さや平和の尊さを後世
に伝える。人類共通の願いである世
界の恒久平和の実現を願い、未来に
向けて平和で豊かな社会を築くため、
市民の平和への意識を高める。
〔手段〕
　広島平和記念式典参加や平和展・
平和講演会の平和事業を行う。

高 高 高 高 Ａ
　効果をあげるため、毎年事業
内容を考えていくことが必要で
ある。

現状
維持

①戦争の悲惨さ、平和の尊さを
後世に伝えるため、事業内容を
考える。
②世界の恒久平和の実現を願
い、平和事業の内容をグローバ
ルな視点で捉え、幅広い事業内
容を考えていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　来庁者の安全と利便性の確保及び良好な庁舎環境の確保を図るために、市役所庁舎の施設管理を行う事業である。
　市庁舎は、市民生活に不可欠な行政サービス提供の拠点や災害時の防災拠点等として、極めて重要な役割を担っているこ
と、その性質上多くの人が訪れるとともに、多くの職員が働いていること等から、高いレベルの堅牢性(耐震性)、安全性、快適
性などが要求される施設である。
　したがって、庁舎管理については不要不急なコストを削減しつつ、真に必要となる部分に資源を集中投入していくことが求め
られており、そのためには適切な活動指標や成果指標の設定が必要である。
　しかしながら、このような観点から見た場合、現在の各指標は適切であるとはいいがたい。また、コスト削減に向けた努力が
なされているものの、残念ながらその成果が事務事業評価表に表れていない。活動指標として｢光熱水費の使用量｣や｢修繕
実施率(=修繕件数/修繕必要箇所)｣などを、成果指標として｢本庁者職員1人あたりの庁舎定例維持管理費(=[光熱水使用料
金+各種保守委託料]/本庁者職員数)｣や｢事故発生件数｣などを提案するので、その妥当性について検討されたい。
　老朽化に伴う庁舎建替えには、財源確保や住民合意の形成などに多くの時間を要することを考慮すると、日々の定期的な
改修や修繕を通じて、建物の長寿命化を図る必要がある。そのためには、具体的な事項を記載した施設管理台帳に基づく維
持管理が重要となる。無駄なコストの発生を防止するためにも、｢場所｣、｢状態｣、｢残存耐用年数｣、｢改修を実施しなかった場
合に生じるリスク｣、｢修繕に要する概算費用｣などを把握した上で、緊急度や重要度に応じた優先順位付けによって、計画的な
施設管理とコスト削減を図ることが急務である。
　さらに、不具合が発生してから行う｢事後保全｣から、不具合が生じる前に修繕を行う｢予防保全｣の考え方、建築ストックマネ
ジメントの導入なども施設管理に有効な手法であることから、導入を検討されたい。
　当該事業については、平成16年の外部評価結果を受け、電話交換業務における経費削減を進めるなど評価される点もあ
る。その一方で、事業全体としては改善の余地が残されている。事業の括り方の見直し、事業内容や費用対効果の適切な把
握などにより、一層のコスト削減と業務効率化に努められたい。
《参考》平成16年度外部評価： Ｃ

整
理
済

　庁舎の修繕や小規模な改
修工事で職員が対応できる
ものは引き続き行っていく。
また、改修工事等を計画的
に実施する。さらに、本庁舎
の耐震化について引き続き
検討する。

21 Ｂ

　業務内容は比較的単純であり、再任用職員、非常勤職員の活用を検討していただきたい。
　また、本事業の成果として節約された郵便料金額等については、これを成果指標として庁内にも周知し、成果を共有された
い。
　さらに、郵便物の発送時間厳守の問題については、「市民サービスの向上に直結するルール」であるとの認識に立ち、改め
て全庁的に徹底を図られたい。

整
理
済

　発送時間の厳守について
は、各課の郵便担当に口頭
により周知を図る。

18 Ｃ
　庁内で効率的に印刷事務を行う内製化の必要性は認められる。今後さらに業務を拡大していく中で、職員の配置について臨
時職員や嘱託職員を活用する余地がある。また、業務が年間を通じて平準的かつ計画的に実施できるように、運用制度を再
検討する必要がある。

整
理
済

　翌年度の印刷予定につい
て、各課に照会を行い、年間
を通じて業務が平準的かつ
計画的に実施できるようにし
ている。

22 Ｂ

　世界の恒久平和の実現と平和で豊かな社会づくりのため、市民の平和への意識を高めるための事業である。21年度は広島
平和記念式典参加や平和展・平和講演会を実施した。
　平和展では広島、沖縄、東京大空襲などを取り上げたが、今後は国内で起こった惨禍だけでなく、イラン、イラクなど国外で
現に起こっている紛争をも本事業の対象として目を向けて取り組んでいこうとする姿勢を評価したい。
　ただ、平和事業は市民生活に直結するとはいえない事業であり、必要性を持つ事業となるように考慮し、取り組んでいただき
たい。さらに、準備に相応の時間がかかる点は理解できるが、年間を通じて実施されている事業でないにもかかわらず、人件
費の額が比較的高いので、最小の投資で最大限の効果を得られるよう努力すべきである。
　平和事業が開始されて間もないということから、市民の認知度が低い状況にあると思われるので、ホームページ、広報で積
極的な宣伝活動が求められる。また、平和展や講演会の来場者数を増やすために学校等に働きかけ、学年単位で来場しても
らうことが有効ではないか。

整
理
済

　平和事業においては市の
ホームページ・広報「こしが
や」・自治会掲示板を活用し
事業のＰＲをする。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要
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51
工事検査業
務事業

総
務
部

工
事
検
査
課

- -

〔目的〕
　公共工事の品質確保の促進を図
る。各検査員・監督職員の能力向上
や受注者の施工意欲の向上を図る。
〔手段〕
　関係法令に基づきしゅん工検査、出
来高検査、中間検査、指定部分等の
検査を行い、工事成績評定を適切に
実施する。各検査員、監督職員等に
対する研修、視察などを行う。受注者
に対する表彰などを行う。

高 高 高 低 Ｂ

　工事成績評定は、工事品質
の確認・向上を図るため、平成
２０年度より標準化を図り実施
している。また、総合評価方式
においては、優秀建設工事の
表彰も評価項目の一つとして
位置づけされている。越谷市に
おいても平成１９年度より県に
準じた総合評価方式の入札を
試行していることからも工事成
績評定及び優秀建設工事表彰
の必要性は高い。

検討・
見直し

①検査員及び工事監督員の研
修や、工事検査時における指導
及び成績評定、表彰の継続を通
じて、工事の適正な施工及び品
質の確保を図る。
②工事成績評定等の運用を継続
することによって、工事目的物の
性能の向上や更なる工事品質の
確保を図っていく。

52
税証明事務
事業

市
民
税
務
部

市
民
税
課

- -

〔目的〕
　市民からの求めに応じ、課税又は非
課税等に関する証明を行う。
〔手段〕
　市・県民税の所得並びに控除等に
関する課税又は非課税証明書等の発
行を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　利用者が本庁窓口に集中し
ないよう、自動交付機等の利用
促進を図る。

検討・
見直し

①平成25年6月から新たにパス
ポートセンター窓口での課税（非
課税）証明書の交付を開始する。
②国は平成28年1月のマイナン
バー制度導入を進めており、これ
に合わせたコンビニエンスストア
での証明書交付の可能性を検討
する。

53
市民税課税
事務事業

市
民
税
務
部

市
民
税
課

- -

〔目的〕
　個人市民税は賦課期日である１月１
日現在の納税義務者を的確に把握
し、法人市民税は法人の申告に基づ
き、公平・適正な課税により、市の財
源を確保する。
〔手段〕
　個人は課税の基となる給与支払報
告書、確定申告書、市県民税申告書
により課税台帳を作成し納税通知書
を発送する。個人及び法人市民税の
課税台帳は電算システムによって管
理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　当初賦課は、限られた期間に
極めて大量の事務処理が集中
することから申告書の受付、内
容確認、データ化及びデータ
チェック作業の更なる効率化に
取り組む必要がある。

検討・
見直し

①申告受付体制、電子データの
効率的な確認及びエラーチェック
方法について検討を行うとともに
国税からのデータ送信スケ
ジュールに合わせた事務処理方
法に見直しを行い賦課事務の一
層の効率化を図る。国税連携に
より新たに提供される法定調書
を所得の把握のために活用して
いく。
②エルタックスの利用普及に努
め、確定申告の電子データ化を
推進する。市申告についてもパソ
コンを使用した申告書作成など
電子化を図っていく。

54
軽自動車税
課税事務事
業

市
民
税
務
部

市
民
税
課

- -

〔目的〕
　軽自動車税の適正な課税を行う。
〔手段〕
　軽自動車税は、４月１日の賦課期日
に軽四輪自動車、原動機付自転車等
を所有している方に課税することと
なっており、年を通して発生する所有
者の変更、新規登録、廃車等の手続
きを通じ、課税を行っている。
　原付等の標識交付申請書及び廃車
手続きの受付並びにこれらの資料に
基づき、毎年４月１日現在の軽自動車
税納税通知書を送付している。

高 高 高 高 Ｂ
　賦課業務に係る事務のさらな
る効率化を図る

検討・
見直し

①②軽自動車の申告書（ナン
バー取得・廃車等）手続及びこれ
に係る事務社業について、手続
や作業の流れを検証し、さらなる
事務の効率化を検討していく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　公共工事における品質確保の促進を図るため、地方自治法、公共工事の品質確保の促進に関する法律等関係法令に基づ
き、しゅん工検査、出来高検査等の各検査を実施するほか、検査にあたる職員の能力向上や受注者の施工意欲の向上並び
に技術力の育成を図る事業である。
　市が発注した工事に対して、仕様･設計に基づいて契約どおり履行されているかどうか確認を行うことは、公費の適正な執行
を担保することはもとより、成果物の安全性を確保する上でも、必要性･重要性ともに高い事業である。
　事業自体は適正かつ堅実に実施されているが、コスト削減に向けた取り組み、適正な活動指標や成果指標の設定が必要で
ある。
OB人材の活用は難しいとのことであるが、検査1件あたりの単位コスト削減に向けて、県職員OBの雇用や、市職員OBの再任
用等を中心に、前向きな検討に努められたい。
　活動指標については、明確な目標設定が必要である。年間の工事件数は、前年度に行われる予算編成段階で、ある程度把
握することが可能である。計画的な検査業務を行うためにも、明確な目標設定に取り組まれたい。なお、指標数値は、工事検
査課で取り扱う件数とすべきである。
　また、成果指標については、受注者の施工意欲の向上や技術力の育成を図るためにも、｢手直し指摘率｣を加えることを提案
したい。
　こうした取り組みは、市民の公共工事に対する理解の浸透、受注者の公共工事に対する緊張感の醸成、説明責任の履行等
の観点から、ホームページ上での公開や広報誌への概要掲載などを通じて、市民に対して積極的にPRすべきである。
　このほか、手直し指摘率の高い部署に対してその状況確認を行い、関係部署間で情報共有を図るなどの取り組みも必要で
ある。
　地方財政が厳しくなる中、限られた予算内で、公共工事における品質を確保していくためにも、当該事業の更なる充実を期
待したい。

整
理
済

　平成２３年度外部評価で指
摘された指標設定について
は、実績をもとに設定した。
人員コスト縮減対策について
は、工事検査の繁忙期に職
員から選出する指定検査員
によって対応している。
　また、平成２４年度において
は、再任用職員２名を配置
し、コスト縮減に努めている。

23 Ｂ

　市･県民税等に関する各種諸証明を発行する事業である。
　平成17年度の外部評価において指摘された｢窓口対応ピークの平準化｣については、柔軟な窓口対応体制の運用や、本市
他部署への申請や届出に用いられる各種諸証明書については、その事務手続自体の見直しにより添付を不要にするなど、解
決に向けた取り組みとして評価に値するが、改善すべき点も残されている。
　利用が増加している自動交付機については、平成24年度に1台増設されるとの事であるが、｢増設=窓口混雑の緩和｣とはな
らない。自動交付機の利用を促進するための取り組みをさらに充実させるとともに、住基カードの利活用･普及促進等に関する
｢住基ネットワーク事業｣、円滑な窓口案内を推進する｢窓口業務改善事業｣等の関連事業との連携をより密にし、事務の効率
化を図り、一層の住民サービスの向上に努められたい。
　現在成果指標として用いている｢1件当たりの交付時間｣は、業務時間や交付件数の変動に大きく左右される点を考慮する
と、不適切である。市民の待ち時間が短縮されたことを確認できる指標として、市民の方が交付申請書を窓口に提出してか
ら、お釣りのやり取りまで含めた手数料の支払いが終了するまでの時間を計測し、その平均値を用いることを提案したい。
　また、自動交付機利用率(＝自動交付機交付件数/税証明発行総数)、窓口交付率(＝窓口交付件数/税証明発行総数)のほ
か、窓口サービスに対する住民の満足度など市民目線での指標についても、その妥当性を検討されたい。
　なお、活動指標として、事務ミス発生率(＝事務ミス発生件数/税証明発行件数)を設けることも、併せて検討されたい。
　本事業は、証明発行事務事業や南部出張所運営業務などとの関係が深い。こうした点も踏まえ、証明書発行等に関する業
務については、相互関係を判断できる統一指標の設定等についても検討をされたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｂ

整
理
済

　成果指標の見直しは実施
済

20 Ｂ

　市民税の課税事務自体に特に問題はなく適正な課税が行われているとのことであるが、限られた期間に極めて大量の事務
処理が集中する作業上の課題、また事務改善の視点で、更なるコスト削減に取り組んでいただきたい。
　今後、ネットワーク社会の実現により国税等からの磁気媒体の入手など、一層の効率化、改善を目指して研究を進めていた
だきたい。

整
理
済

　課税資料の整理・確認作業
について優先順位の見直し
を行い更なる効率化を図って
いく。
また、引き続き国に対して国
税連携によるデータ送信の
早期完了とデータ項目の追
加を要望していく。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
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年
度

1.
番
号

2.事業名
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部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

55
諸税課税事
務事業

市
民
税
務
部

市
民
税
課

- -

〔目的〕
　市たばこ税及び事業所税の適正な
課税を行う。
〔手段〕
　たばこ製造業者、卸売販売業者等
が市内の小売販売業者にたばこを売
り渡したときにかかる市たばこ税及び
一定規模以上の事務所、事業所の事
業活動に対してかかる事業所税の課
税客体を正確に把握し、課税する。

高 低 高 高 Ｂ
　賦課業務に係る事務のさらな
る効率化を図る。

検討・
見直し

①②事業所税の申告について、
エルタックスを利用した電子申告
の周知を図っていく。

56
資産税課税
事務事業

市
民
税
務
部

資
産
税
課

S29 -

〔目的〕
　固定資産税の賦課期日における土
地・建物・償却資産の現況を的確に把
握し、公平・適正に課税し市の財源を
確保する。
〔手段〕
　固定資産台帳を電算システムにより
管理を行い、法務局からの登記変更
の通知等により、年間約21,000件の
処理を行うとともに、土地評価につい
ては、市内607地点の標準宅地を定
め不動産鑑定士により鑑定評価を行
い土地評価システムにて、市内の約２
８万筆の土地評価を限られた期間内
に適正な評価を行う。また、関連の証
明書の発行も行う。

高 高 高 高 Ａ

　土地・建物及び償却資産の固
定資産税評価業務について
は、固定資産評価基準等によ
り細かく規定されており、期間
内に適正な課税業務を行うに
は、各電算システムによる事業
は必要不可欠であり、今後も効
率的で有効な活用に取り組ん
で行く。

現状
維持

①平成26年度は、3年に一度の
評価替えに向けた作業を実施す
る重要な年度であり、業務量及
び委託業務の増加が見込まれる
ため計画的に業務の推進に取り
組んでいく。
②公平で適正な課税を推進する
ため、電算システム等の事業内
容の検証を継続して行い、効率
的に課税業務に取り組んでいく。

57
市税等徴収
事務事業

市
民
税
務
部

収
納
課

- -

〔目的〕
　歳入の根幹をなす市税（市県民税、
固定資産税、軽自動車税等）の収納
を管理する。また、税負担の公平性、
公正性を追求し、安定した自主財源
の確保を図る。
〔手段〕
　適正な収納管理と督促・催告等によ
る未納金の早期着手。さらに財産差
押や不動産公売などによる滞納処分
を実施

高 高 高 高 Ａ

　厳しい財政状況が続く中、歳
入の根幹をなす市税の安定確
保は、今後も重要な課題である
と認識しており、更なる収納率
の向上を図っていく必要があ
る。

現状
維持

①②毎年、前年度決算の状況を
検証したうえで、あらゆる視点か
ら改良を加えた「徴収基本方針」
を策定し、県内トップクラスの収
納率を常に維持していけるよう、
取り組んでいる。

58
住居表示事
務事業

市
民
税
務
部

市
民
課
S40 -

〔目的〕
　転入届出又は転居届出等で窓口に
訪れた際、受付事務の効率化を図
る。
〔手段〕
　住居表示区域内において、建物を
新築する建築主に対し、当該建物の
住所を定める必要がある旨の通知を
行い、担当窓口に関係資料を提示し
てもらい当該建物の住所をあらかじめ
定める。

高 高 高 低 Ｂ

　住居表示地区の設定が初期
のものについては、同地番のも
のが多数付番されており、郵便
物等の誤配の基となっている。
居住者からの相談も多く、今
後、改善の余地がある。

検討・
見直し

①平成25年度からＧＩＳと統合す
るが、電算入力と紙ベースが混
在するため、事務の改善を検討
する必要がある。
②住居表示台帳の有効な活用を
行うため、検討が求められる。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

17

18

Ｂ

Ｂ

＜地理情報システム委託事業＞
　地理に関連する情報は、市政運営の基礎をなす情報であり、さまざまな部署で利用されている。市民課の住居表示事務事
業、建設総務課の道路台帳整備事業、都市計画課の地図印刷事業、治水課の浸水対策水路調査事業など、同様の情報を必
要としている他の部署との情報共有を積極的に検討することを望む。地理情報の全庁的な共有を図ることにより、全体でのコ
ストダウンを検討いただきたい。
＜土地評価システム委託事業＞
　競争入札の採用等、対応出来る分野から分離発注しているのは評価できるが、委託費用が例年あまり変わらないというの
は、市民の理解が得られにくいと思われるので、一層委託経費の合理性追求を続けていただきたい。委託納品物の検収ルー
ルを研究し、「土地評価システム」自体を評価するとともに、随意契約のマンネリ化を打破し、精度アップに努めていただきた
い。

整
理
済

　平成１７年度の外部評価で
指摘された地理情報システ
ム委託事業は、平成２４年度
に構築され平成２５年度から
開始される統合型GISによ
り、地理情報の全庁的な統
合化・共有化を実施する。
　また、平成１8年度で指摘さ
れた土地評価システム委託
事業については、業務内容を
定期的に精査し、業務改善と
効率的な運用に取り組み、土
地評価業務の精度向上に努
めている。

25 B

事業概要
本事業は、歳入の根幹をなす市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税等)の収納を管理するとともに、税負担の公平性、公正性
を追求し、安定した自主財源の確保を図るため、適正な収納管理と督促・催告等による未納金の早期着手、さらに財産差し押さえや不動産公
売等による滞納処分を実施するものである。
越谷市では、平成24年度の現年度分の収納率は98.81%と県内トップの水準であるが、かつて平成9年度当時は、県内43団体中40位の水準で
あった。その当時の危機的な状況を踏まえて、徴収基本方針を策定するとともに、徴収ノウハウの向上のために国税OBを採用する等、抜本
的な対策を図った。対応策では、まず、平成10年度以降、不良債権処理(高額滞納者)に着手し、平成11年度からは電算システムの導入、休
日窓口の設置を行った。平成12年度からは不動産公売対策に取り組み、平成13年度からは債権(預貯金、年金、保険等)の差し押さえの対策
について研究活動を開始した。また、これらの活動と併せて、業務の効率性の追求の観点から、集金業務の見直し、夜間催告の見直し、車
両の整理の見直し等を実施した。
必要性
本事業は市の歳入の根幹となる市税の収納を管理するものであり、事業は不可欠なものである。
また、近年は上記のように収納率向上に向けての様々な取組みを行い、収納率について、平成19年度に43団体中1位となって以来、常に県
内トップクラスの水準を維持していることは高く評価できる。
効率性
現状、未納分の電話等による督促業務を民間に一部委託している団体があるが、越谷市では全て直営で行っている。提示された資料からだ
けでは、効率性について最適な手法が採られているかは判断できない。今後は、行政運営における官民連携が進む中、徴税業務においても
更なる効率化、民間ノウハウの活用を通じた有効性の向上に向けて、民間委託等の手法についても調査研究を進め、効率的な運営に努め
られたい。インターネットでの公売、クレジットカードの利用等について、その必要性、効果等についても検討することは有効である。
また、過去より業務の見直しを行い、人員の適正化・臨時職員の活用、時間外勤務の抑制等にも努めてきたところであるが、収納率が向上し
一定の高水準に到達した現状、有効性を確保しつつ、引き続き人員、業務の効率化を目指した取組みについて、今後も引き続き対応された
い。特に、滞納に関する収納業務においては、公平性の観点も重要であるが、効率性の観点から、例えば収納に対してどの業務において、
どの程度のコストが生じているのかを明らかにして、その問題点、課題等を改善につなげられたい。
有効性・成果指標
上記のような取組みから、平成15～16年には、徴収率が県内で10番目程度になり、これが職員の意識、モチベーション高揚にもつながり、近
年は14年連続収納率が向上している。
現状、市税収納率が成果指標となっているが、市税収納率は所管課の取組以外の要因が大きい指標であることから、事業レベルでの当該
事業の成果を示すものとしては、例えば、督促・催告におけるミスの件数や苦情件数等も重要な視点であり、指標として有効である。
また、業務の負荷が大きい過年度分の徴収率の状況についても定期的に把握して、効率的な業務運営の改善につなげられたい。
活動指標
活動指標として設定されている市税の収納額は、政策レベルの成果指標である。ここでは督促実施率、差し押さえ対応率等、収納業務に関
する活動実績を測る指標を設定することが有効である。
その他
現在、口座振替対象者の収納率向上のために口座振替を推進しており、口座振替不能者対策を検討しているとのことであるが、その対策の
有効性・効率性について慎重に検討した上で実施を決定すべきである。
《参考》平成17年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

17 Ｂ
　当該業務の重要性は高く、継続的推進を図っていく必要がある。ただし、業務推進にあたり、業務効率化の推進や航空写真
の採用等による住居表示台帳の再整備等業務の進め方についての改善が求められる。

検
討
中

　住居表示地区の地番の付
番は重要であり、今後も継続
して業務を推進することが必
要である。住居表示地区の
データベース化は住んでいる
が、紙台帳との整合性を保つ
ため、台帳の整備が必要で
ある。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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番
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3.
部
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4.
課
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事
業
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始
年
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妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

59
パスポート
センター運
営事業

市
民
税
務
部

市
民
課
H19 -

〔目的〕
　市民の一般旅券の申請･交付を行
う。
〔手段〕
　厳格な受付･交付を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　旅券申請に必要な戸籍証明
書が、センターでも交付してい
ることの周知不足により、本庁
や出張所にて取ってから来所
する方がいる。また、申請者に
より必要書類が異なるため、そ
のご案内に要する時間が長
い。パスポートセンター業務の
周知が不足しているものと思わ
れる。

検討・
見直し

①恒常的な業務及びマニュアル
の見直しを通じて、事務の効率
化とコスト改善を図っていく。広
報、ホームページを通じ、パス
ポートセンターの業務を周知して
いく。

②旅券業務以外の業務（諸証
明･印紙・県証紙・切手・葉書販
売）を市民に周知することによ
り、市民のパスポートセンター利
用率を高めていく。

60
住民基本台
帳管理事業

市
民
税
務
部

市
民
課

- -

〔目的〕
　行政運営の基礎となる住民基本台
帳の正確な管理を行う。
〔手段〕
　適正で円滑な管理･運用を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　住民基本台帳の正確性の確
保及び円滑な管理・運用に努
めているが、業務の見直しや人
材の育成による適正な人員管
理によりコスト削減に向けた取
り組みが必要である。

検討・
見直し

①改善の意識を持ち、住民基本
台帳の正確で効率的な管理に努
める。
②限られた人員でも正確で効率
的な台帳管理を行うことができる
ような人材の育成を図る。

61
窓口業務改
善事業

市
民
税
務
部

市
民
課

- -

〔目的〕
　来庁者のスムーズな窓口案内を行
い、円滑な窓口業務の推進に努め
る。
〔手段〕
　番号呼び出しシステムによる受付･
交付を行う。

低 高 高 低 Ｂ

　繁忙期などの窓口が混雑す
る時期は、来庁された方には証
明書の交付申請窓口と住民異
動届出窓口が分かりにくく、手
続きの完了まで時間を要してい
る場合があることから、待ち時
間の短縮に向けた取り組みが
必要である。

検討・
見直し

①スムーズな窓口案内ができる
ようにするため、可能な限り案内
係を配置し、来庁者の要望に
沿った窓口案内を行い、分かり
やすい窓口の実現に努める。
②常時複数の案内係の配置が
できるようにするため、臨時職員
を活用し、人的要員の確保を図
る。

62
証明発行事
務事業

市
民
税
務
部

市
民
課

- -

〔目的〕
　住民票の写し等諸証明書の交付に
ついて、利便性を推進する。
〔手段〕
　休日や夜間でも取得ができる証明
書自動交付機の利用促進と共に地区
センター、出張所の利用向上を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　市民課の窓口の混雑緩和の
ため、証明書自動交付機の利
用促進と地区センターでの交付
件数を増やし、証明書交付の
分散化を図る必要がある。

検討・
見直し

①市民課窓口の交付割合を低下
させるため、証明書自動交付機
と地区センターの利用促進を積
極的に行う。
②証明書のコンビニ交付の導入
に向けた調査・検討を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ａ

　市民の一般旅券の申請・交付を行う事業で、平成19年4月より県からの権限移譲により開始されたものである。平成24年6月
に、パスポートセンターへ移転したことで、戸籍証明書・住民票の写し・印鑑証明書及びパスポートの申請・交付が同時に出来
るようになり、ワンストップサービスによる市民の利便性は一層向上した。旅券法、埼玉県旅券事務処理要領に基づき、埼玉
県から移譲された当該事業は、申請件数、交付件数ともに一定の件数を確保しており、地域への貢献度は高く、一般旅券の
申請・交付という市民サービスとして必要不可欠な業務であると判断できる。
　一方で、市民への円滑な旅券の申請・交付手続きを行うべき立場にある市の取り組みとしては、一層のコスト意識を持ち、効
率的な管理運営を実現していくことを踏まえると、改善の余地が見られる。
　平成24年6月よりパスポートセンターへ移転を伴ったが、個別評価でも「コスト面では課題あり」としているように、人工及びコ
ストが大幅に増加している。平成24年度予算では、申請・交付件数の単位あたりのコストが大幅に増加している。新施設では、
賃料の支払や戸籍証明書・住民票の写し・印鑑証明書交付事務などの業務量増加のため、コストが増大する点はやむを得な
い事情として酌むべきであるが、パスポートセンター単体で採算性が取れず、今一度コスト意識を強く持つ必要がある。例え
ば、臨時職員や再任用職員の積極的な活用・再配置を行うことや、事業費の見直しなど、コスト改善に向けた取組みを検討さ
れたい。埼玉県から権限移譲された事業として、今後埼玉県と交付金申請などの交渉をしていくためには、まずは当事業のコ
スト構造を把握し、コスト改善に向けた具体的な取組みをしていく必要がある。
　また、平成23年度申請交付件数は21,874件と平成21年度、平成22年度よりも件数が減少している。平成24年度の活動指標
「申請・交付件数24,000件」を達成するためには、円滑なパスポートセンターへの誘導など、市民の利用を促進するための取り
組みを充実させるとともに、事務マニュアルの整備や研修の充実を図ることで事務の効率化を図り、一層の市民サービス向上
に努められたい。なお活動指標として、「申請・交付件数」となっているが、これでは申請件数と交付件数の個々の数値を把握
することが出来ない。活動指標として申請件数、交付件数をそれぞれ別に掲げることを検討されたい。

検
討
中

　窓口業務については、職員
全員で従事しているため、各
種取り扱いマニュアルの整備
を行い、常に適正かつ効率
的な事務を実施していく。

22 Ｂ

　市町村において、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の管理を行う事業であり、法律に基づき、行政
運営の基礎となる必要不可欠な事業である。
　全国各地で住民基本台帳カード（以下「住基カード」）の多目的利用による利便性の高い行政サービスが導入されている。越
谷市でも平成15年度より、自動交付機の導入により、住基カードを活用した自動交付サービスを実現していることは、評価に
値する。しかし、いまだ本事業に従事している職員数は多く、事務量削減は依然として課題となっている。
　過年度から課題となっていた住民異動が非常に多い3月から4月にかけての繁忙期窓口待ち時間短縮に向けた取組みは平
成20年度より実施した日曜日(2日間)臨時開庁の利用者が年々増加傾向にあるなど成果も出つつある。しかし、繁忙期の窓口
混雑解消までは至っておらず、待ち時間の長い状況が続いている。引き続き待ち時間短縮に向けて業務改善を図られたい。
　さらに、現在住基カードの普及率が5.23%であり、全国普及率と比較すると健闘しているものの、この程度の普及率では、コン
ビニエンスストアにおける証明書等の自動交付による窓口事務負担の軽減・効率化や正規職員の削減は実現困難である。し
たがって、窓口事務負担の軽減・効率化や正規職員の削減に向けて、証明書自動交付機等の導入による利便性の向上を推
進する「証明発行事業」、住基カードの利活用・普及促進等に関する「住基ネットワーク事業」、円滑な窓口案内を推進する「窓
口業務改善事業」等の関連事業との更なる連携により事務の効率化を図り、一層の住民サービス充実に努められたい。
　成果指標として、住民登録者数は不適である。代替案として、事務ミス発生率（＝事務ミス発生件数/住民異動処理件数）、
苦情発生率（＝苦情発生件数/住民異動処理件数）、苦情処理率（＝苦情解決件数/苦情発生件数）を提案するので、その妥
当性を早急に検討されたい。

検
討
中

　住民基本台帳管理事業は
市民の住所に関する記録を
正確かつ効率的に管理する
ことが求められるため、経験
年数に見合った人材の育成
と臨時職員や再任用職員を
活用した業務遂行により、適
正な台帳管理を推進する。
また、繁忙期を中心に窓口
が混雑することから、自動交
付機の利用促進により待ち
時間の短縮を図り、市民サー
ビスの向上に努める。

20 Ｂ

　「窓口業務改善」という事業名から推察すると、庁内各部署と横断的に連携することが求められるが、事業内容は来庁者へ
の整理券発行とそれに伴なう呼び出しシステムの導入及び充実に絞っている。この事業内容に対しては特に問題ないものと
思われるが、今後は、窓口に関連する庁内部署と横断的に連携し、市民から見て真に「窓口業務改善」となる課題に挑戦して
いただきたい。

検
討
中

　臨時職員や再任用職員を
活用して、案内係の要員を確
保し、来庁者にとってわかり
やすい窓口づくりに努め、市
民サービス向上を図る。　ま
た、既存の受付番号呼出シ
ステムが耐用年数を経過し
ていることから、新たな機器
の導入を検討する。

23 Ｂ

　証明書自動交付機や地区センター、出張所の利用促進により、住民票の写し等各種諸証明書の交付について、利便性を向
上させる事業である。
　平成16年度の外部評価において、コスト削減、成果指標の見直しについて指摘を受けながら、その取り組みは十分であると
はいいがたい。
　いまだ本事業に従事する職員数は多く、単位あたりのコストも増加傾向にあり、窓口の混雑緩和も依然として課題となってい
る。課題解決に向けた取り組みが行われているものの、その取り組みが成果として表れていない以上、現在の手法を改めて
見直し、より効率的な取り組みを進める必要がある。また、その進捗を的確に把握するために、活動指標や成果指標の見直し
も必要である。
　活動指標については、自動交付機の利用率や、地区センターの利用率を設定するべきではないか。また、成果指標として設
定されている｢平均発行時間｣については、現行の算出式では年間開庁日や交付件数の増減により指標が変化してしまい、市
民目線で見た場合、無意味なものである。今後も平均発行時間を指標として利用するならば、市民の方が交付申請書を窓口
に提出してから、証明書を受け取り、手数料の支払いが完結するまでの平均時間とするなど、待ち時間の改善状況が判別で
きる指標を用いることを提案したい。
　さらに、窓口業務に対する市民満足度や、事務ミス発生率(=事務ミス発生件数/諸証明発行件数)、苦情発生率(=苦情発生
件数/諸証明発行件数)、苦情処理率(=苦情解決件数/苦情発生件数)などについても、成果指標としての妥当性を早急に検討
されたい。
　加えて、本事業は、税証明事務事業や南部出張所運営業務などとの関係が深い。こうした点も踏まえ、証明書発行等に関す
る業務については、相互関係を判断できる統一指標の設定等についても検討をされたい。
　このほか、単位当たりのコスト把握に努められたい。
　なお、全国で普及が進む｢コンビニ交付｣の導入については、｢共通番号(国民ID)の状況を見ながら検討したい｣とのことであ
るが、国民IDの導入までには相当の期間がある。一方で、窓口の混雑緩和は喫緊の課題であるため、広域交付の利用状況
や費用対効果を勘案しながら、導入に向けた検証を進める必要がある。
《参考》平成16年度外部評価： Ｂ

検
討
中

　効率的で効果的な証明発
行業務の環境を整えるため
に、出張所や自動交付機の
利用を積極的にPRし、市民
課窓口での交付割合を逓減
させ、窓口の混雑緩和と適正
な人員管理に努める。　活動
指標については、自動交付
機を利用した証明書の発行
割合を設定することで効率的
な証明発行事業としての指
標として設定したい。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度
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番
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3.
部
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課
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⑶
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9.総合評価

⑷
貢
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①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

63
斎場運営事
業

市
民
税
務
部

市
民
課
H17 H37

〔目的〕
　葬祭場の貸し出し及び火葬業務を
行うにあたり、利用者が安全・安心・
快適に利用いただけるよう施設の適
切な維持管理を行うとともに、利用者
の心情に配慮したサービスの提供を
行い、斎場業務の円滑な運営を図
る。
〔手段〕
　民間の資金とノウハウを活用する
PFI方式を採用し、財政の削減と効率
的な運営を図る。

高 高 高 高 Ａ

　指定管理者制度を活用して
有効な運営を実施している。Ｐ
ＦＩ事業による修繕計画も予定
通り実施しているが、今後、予
定以外の修繕も発生することが
予想される。

現状
維持

①平成26年度から大規模な修繕
計画に向けた、調査等を実施し
ていく。
②平成27年度までに中期修繕計
画の２期目を迎えるので、事前の
調査を進める。

64

国民年金事
務事業
（主に電算
委託）

市
民
税
務
部

市
民
課
S34 -

〔目的〕
　公的年金の受給権確保に向け、年
金制度への理解と加入を促進し、ま
た、年金相談をより充実することによ
り、市民サービスの向上を図る。
〔手段〕
　民間委託等を活用し、市民(被保険
者)の加入記録等の管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　高齢化が進む中、公的年金
の役割はますます重要となって
います。国では持続可能で安
心できる年金制度の確立に取
り組んでおり、制度の改正も頻
繁に行われています。このた
め、制度の理解とともに市民へ
の周知、説明を正しく行うことが
必要です。

検討・
見直し

①②窓口受付業務の体制を強化
し、市民の相談に的確に答えら
れるよう充実させるとともに公的
年金事業を行う日本年金機構等
関係機関と連携を図り、市民
サービスの向上を図る。

65
住基ネット
ワーク事業

市
民
税
務
部

市
民
課

- -

〔目的〕
　住民基本台帳ネットワークシステム
の適正な管理と共に住民の利便性の
向上を図る。
〔手段〕
　住民基本台帳カードの活用ＰＲを行
う。

高 低 高 高 Ｂ

　住民基本台帳カードの交付枚
数が減少傾向にあることから、
利便性をPRし普及率の向上に
努める必要がある。

検討・
見直し

①広報やホームページを通じて、
住民基本台帳カードの普及に努
める。
②証明書のコンビニ交付の導入
に向けた調査と研究と併せマイ
ナンバーカードの動向を注視す
る。

66

戸籍管理事
業（戸籍シ
ステム整備
事業を含
む）

市
民
税
務
部

市
民
課

- -

〔目的〕
　日本国民の国籍とその親族的身分
関係を登録、公証する戸籍制度の本
来の目的を踏まえ、戸籍法に基づく各
種戸籍届出のスムーズで的確な受
付、受理及び迅速な戸籍の記録、適
正な管理を行う。
〔手段〕
　戸籍事務に関する研鑽を深め、戸
籍電算システムの適正で効率的な事
務処理を行う。

高 高 低 低 Ｂ

　国の法定受託事務（地方自治
法第２条第１号）であり、戸籍法
及び民法の規定により細かく事
務の取り扱いが定められてい
る。法務局の指導に基づき、適
正な事務処理、戸籍の記録管
理を行われなければならない。
そのため、職員の戸籍制度に
関する理解を深め、戸籍システ
ムの効率的な運用を検討して
いく必要がある。

検討・
見直し

①法務局との連携を深め、研修
等に積極的に参加し、職員の戸
籍制度に関する理解を深め、資
質向上を常に目指す。
②事務マニュアルを整備し、全職
員が正確な事務処理を遂行でき
るよう努め、迅速な戸籍の記録
及び適正な管理を図っていく。

67
北部出張所
運営事業

市
民
税
務
部

北
部
出
張
所

S63 -

〔目的〕
　北部地域の行政サービスの拠点と
して、市民が気軽に身近で利用できる
よう、迅速かつ効率的な事務処理に
努めるとともに、正確で親切丁寧な対
応に心がけ市民サイドに立った窓口
サービスの向上を図る。
〔手段〕
　窓口業務に係る各種機器の保守管
理に万全を期し、関係各課との情報
交換と連携を充分に図り、併せて業務
に係る研修等に積極的に参加させ職
員の資質の向上に努める。

高 低 低 高 Ｂ

　窓口業務の受付時間は短縮
傾向にある中で、住民異動等
届出や諸証明の請求件数は、
前年度と比較して減少している
が、高齢者等の福祉業務他の
様々な申請、相談や納税等で
の来所は増加しており、このた
め、親切丁寧な説明等で多くの
時間がかかっている。また、今
後、西大袋区画整理事業等の
インフラ整備の進捗により、異
動届等の取扱件数の増加が予
想される。

検討・
見直し

①当面、現体制の中で、通常の
窓口業務はもとより高齢のお客
様への親切丁寧な対応と区画整
理事業等のインフラ整備に伴う
異動届等の対応に努める。ま
た、マニュアル化に先行している
南部出張所との連携により、、両
出張所共用の業務マニュアル等
を作成することにより、異動者に
研修を行い、職員のレベルアップ
並びに事務処理の共通化を図
る。
②市民の利便性やニーズを考慮
し、自動交付機の増設や地区セ
ンターの取り扱い業務の拡大及
び将来的なには出張所の増設や
機能拡充等が必要である。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ

　新設の斎場運営開始一年を契機に、健全な運営理念や他業務への対応を考慮し、ノウハウを継承するためのマニュアル化
の取組は素晴らしいので、是非他の事例の見本となるよう完成を期待したい。
間接管理であることから、サービスの低下をきたさないよう、市民（利用者）の観点も入れたモニタリングシステムを一層充実さ
れるよう要望する。

検
討
中

　ＰＦＩ事業による運営が順調
に行われており、中長期の修
繕計画も予定通り実施されて
いる。２０１５年度に中期修繕
計画の２期目を迎えるので、
事前の準備をしていきたい。
また、年４回のモニタリングも
引き続き実施しているが、引
き続き利用者の視点に立っ
て行っていきたい。

21 Ｂ
　国民年金被保険者の加入記録の電算業務を主として外部業者に委託して管理している事業である。加入記録を維持管理す
るための電算委託費が、年間１千万円超かかっている。情報システム部門や他市との連携を図り、今後も電算委託内容を点
検し経費適正化を進めていただきたい。

整
理
済

　平成21年度の外部評価で
指摘された、国民年金事務
事業の中の電算委託費の適
正化については、庁内の情
報システム部門と連絡を密に
するとともに、他市の情報を
参考にするなど、今後も削減
に向け引き続き努力する。な
お、国民年金事務事業は法
定受託事務のため、法律に
より電算委託費を含め、国か
ら事務費交付金がある。

19 Ｂ

　住基カードの普及率を上げることが最大の課題であり、普及に向けての取組みを積極的に推進する必要がある。合わせて、
自動交付機の効果的な設置を進め、住基カードの利用価値を高める必要がある。
　住基ネットの自動交付機以外の活用方法について調査・研究を行い、住民サービス向上につながる公的認証などの機能強
化を図っていただきたい。

検
討
中

　広報やホームページ等によ
り住民基本台帳カードの利便
性をPRすることにより、普及
率の向上を図る。また、証明
書の交付について、窓口から
自動交付機へのシフトを推進
する。

19 Ｂ
　住基ネットワーク事業と同様、住基カードを利用して自動交付機による戸籍抄・謄本の発行など、事務効率の向上を図る必
要がある。
　事務担当者に対する教育研修を今後も継続的に行うことにより、効率的で正確な事務を行うようにしていただきたい。

検
討
中

　事務担当者が研修会に参
加できる環境を整え、マニュ
アル等の整備を進め、効率
的な事務について検討してい
く。来庁者にとってわかりや
すい戸籍事務を目指す。

18 Ｂ

　定型的な受付業務処理の際、繁忙期に支障をきたしているとのことであるが、経済性を考慮した自動交付機の導入、定型業
務の民間人の活用、非定型業務の再任用職員等の活用、インターネット受付等による作業繁忙期の山ならし工夫の検討を期
待する。今後の傾向として、相談や苦情対応が増加すると思われるので、件数や業務量等の事務実態の把握を行い、南部出
張所も含め、これからの出張所体制の在り方の研究に取り組まれる必要があると思われる。

検
討
中

　印鑑登録証明の交付等、
数分で終わる方もいれば、戸
籍届と同時に子ども関係の
申請する等、時間を要する方
もいる総合窓口であるため、
データを個別に集計すること
は難しい面があるが、H23の
南部出張所の外部評価の指
摘事項に基づき、今後は、市
民課、出張所、地区センター
等の証明書取扱比率等を指
標に設定していきたい。併せ
て、ほかに適正、効率的に評
価できる項目についても検討
する。また、取扱業務全体の
検証を行いながら、関係各課
及び南部出張所と協議し業
務の効率化を図りたい。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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期
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部
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課
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事
業
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  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
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⑶
有
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貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

68
南部出張所
運営事業

市
民
税
務
部

南
部
出
張
所

H4 -

〔目的〕
　南部地域の行政サービスの拠点と
して、市民等が身近に利用できるよ
う、迅速かつ効率的な事務処理に努
めるとともに、正確で親切丁寧な対応
に心がけ、常に市民サイドに立った窓
口サービスと利用率の向上を図る。
〔手段〕
　オンライン業務委託、窓口業務のＯ
Ａ機器のリースと保守管理委託、来客
用駐車場を借上げる。
また、関係各課との情報交換を密に
連携を図るとともに、職員の資質の向
上を図るため研修等の参加に努め
る。

高 低 低 高 Ｂ

　コンピュータシステムのweb化
等により、証明書等の交付や
届出の受付時間の短縮等がさ
れているが、周辺区画整理事
業等の進展により異動届等の
増加が予想される。また、業務
の標準化のため、マニュアルを
使用しているが、適宜更新を続
けていく必要がある。この他、
狭隘な施設であっても他者に
内容が聞こえないようなプライ
バシーへの配慮が必要であ
る。

検討・
見直し

①当面、現体制の中で、通常の
窓口業務はもとより高齢のお客
様への親切丁寧な対応とレイク
タウンや七左区画整理事業の異
動届等の対応に努める。また、
基本処理マニュアルにより異動
者に研修を行い、職員のレベル
アップを図る。
②来客の利便性やニーズさらに
はプライバシーの保護等を考え
ると、将来的には出張所の増設
や機能拡充等が必要である。

69
中央市民会
館施設改修
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H4 -

〔目的〕
　施設の適切な維持管理と利用者の
快適な施設環境を確保する。
〔手段〕
　修繕及び改修工事を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　建設から20年以上が経過し、
設備等も大規模改修が必要と
なる時期を迎えている。施設の
規模から改修の実施は大きな
財政負担となることが懸念され
るため、中長期の施設整備更
新計画の早期策定が課題であ
る。

検討・
見直し

①平成26年度からも限られた予
算に応じて、改修必要箇所の優
先順位付けを行い、効率的な施
設の維持管理を行う。
②公共施設維持管理システムを
全庁的に整備し、今後の施設修
繕費の負担軽減や平準化を図
る。

70
北部市民会
館施設管理
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S63 -

〔目的〕
　地域に根差したコミュニティ・文化活
動の拠点施設として、北部市民会館
の貸出しや北部図書室において図書
の貸出しを行う。
〔手段〕
　地域住民で組織した越谷市北部市
民会館運営協議会に指定管理者とし
て委託し、効果的な管理運営を図ると
ともに、会館の清掃業務、設備の保守
などを専門業者に委託する。

高 高 高 高 Ｂ
　中央市民会館や越谷コミュニ
ティセンターに比べ利用率が低
い

検討・
見直し

①平成26年度からも引き続き施
設利用者へのサービスの向上を
図る。また、指定管理者との連携
を密にし、指定管理者制度によ
る施設管理の良否を検討してい
く。
②上記を踏まえて、指定管理業
務の長期実施で得られた知見と
反省を活かし、次回の指定管理
更新（H27～）における仕様書の
改善を行う。

71
北部市民会
館施設改修
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S63 -

〔目的〕
　施設の適切な維持管理と利用者の
安全で快適な施設環境を確保する。
〔手段〕
　施設の改修工事を行う。

高 高 高 低 Ｂ

　建設から25年余りを経過し、
設備等も大規模改修が必要と
なる時期を迎えている。施設の
規模から改修の実施は大きな
財政負担となることが懸念され
るため、中長期の施設整備更
新計画の早期策定が課題であ
る。

検討・
見直し

①平成26年度からも限られた予
算に応じて、改修必要箇所の優
先順位付けを行い、効率的な施
設の維持管理を行う。
②公共施設維持管理システムを
全庁的に整備し、今後の施設修
繕費の負担軽減や平準化を図
る。

35



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　市南部地域の行政サービスの拠点として、住民票など諸証明書の発行、住民異動等の登録、市税等の収納、社会福祉関係
の相談など、21課･218業務の窓口サービスを提供するほか、業務に必要な事務機器のリースや保守管理等を行う事業であ
る。
　多岐にわたる業務を扱うことから、従事する職員数が多く、人件費も高止まりで推移している。再任用職員の活用や業務効
率化の推進により、コスト意識をさらに高め、その削減に向けた取り組みを進められたい。
　取り扱う218の業務については、各業務毎に年間の取扱い件数を把握し、件数が極めて少ない業務については取扱いを廃
止するなどの業務改善が必要である。また、特定の時期に取扱いが集中するような業務については、市民課、市民税課など
原課からの一時的な応援を得るなど、柔軟な人員運用体制の構築を早急に検討されたい。
　本事業は、｢218業務と幅広く取り扱っており、受付処理件数等数値では判定できない。｣との理由から、活動指標及び成果指
標を設定していないが、極めて不適切である。
　活動指標については、窓口での諸証明書1件当たりの平均発行時間(=交付申請書の窓口提出から手数料支払い終了まで
の平均時間)を、また成果指標については、事務ミス発生率(=事務ミス発生件数/諸証明発行件数)、苦情発生率(=苦情発生件
数/諸証明発行件数)、苦情処理率(=苦情解決件数/苦情発生件数)、窓口サービス満足度(=窓口でのアンケート調査結果)な
どを提案したい。
　このほか、市民課では本庁舎の窓口混雑の解消が喫緊の課題となっており、その解決には、出張所や地区センター、自動
交付機の利用向上が必要である。こうした点から、出張所の利用率を的確に把握することも必要である。いくつかの業務を｢指
標業務｣として選定し、その業務における出張所の利用率(=出張所での事務処理件数/全体の事務処理件数)を成果指標とし
て設定することの妥当性を早急に検討されたい。
　なお、同所での事務取扱件数は減少傾向にあるものの、新越谷駅･南越谷駅の駅前という立地条件から、多くの市民に利用
されている。一方で施設が狭あいであり、相談業務を満足に行うことができないなどの課題も生じている。
　改革改善の方向性として、出張所の増設や機能拡充等を挙げているが、そのためには、適正なコスト把握が重要である。ま
た、｢単位当りコスト｣について市民課等と比較を行うことが必要である。

検
討
中

　出張所の指標として数種類
の提案をいただいているが、
印鑑登録証明書の交付等、
数分で終わる方もいれば、戸
籍届と同時に子ども関係の
申請をする等、時間を要する
方もいる。総合窓口であるた
め、データを個別に集計する
ことは困難である。今後は、
市民課、出張所、地区セン
ター等の証明書取扱比率等
を指標に設定したい。併せ
て、ほかに適正、効率的に評
価できる項目についても検討
する。また、取扱業務全体の
検証を行いながら、関係各課
及び北部出張所と協議し業
務の効率化を図りたい。

22 Ｃ

　豊かな地域社会の形成と市民文化の向上に資するため設置された中央市民会館の適切な維持管理のために必要な事業で
あり、快適な施設環境を確保するため、修繕及び改修工事を行う事業である。
　今後、中央市民会館の設備機器等の経年劣化による改修が必要となるとともに、将来は他の施設も含めた老朽化の進展に
伴い大規模な改修時期が重なることも想定されるため、大きな財政負担となることも懸念される。また、地球温暖化対策の面
からはCO2排出量の削減、資源消費の抑制などの縮減を図り、環境負荷を低減させなければならない。
　そこで、越谷市として「公共施設の長寿命化」、「ライフサイクルコストの縮減」、「維持管理費用の平準化」などを目指した公
共施設のファシリティマネジメントに関する取り組みを推進されたい。重要な公共施設である中央市民会館についても、施設改
修に当たっては、事業費が膨大になることが懸念されるため、減価償却費を適正に積算するとともに、耐用年数に応じた更新
が可能になるよう、中長期的な施設設備更新計画を早期に策定されたい。また、当該計画について、市民に対して詳細かつ
丁寧に説明されたい。
　総合評価の課題によると、「建築資材が国産でないものが使用されており、修繕に費用がかかりすぎて管理が大変である」と
のことであるが、より適正な調達等により低廉に入手する方法を検討されたい。また、将来当該建設資材が製造中止となり、
資材の調達が不可能となった場合の対策も講じられたい。

検
討
中

　中長期的な施設整備更新
計画のための公共施設維持
管理システムを全市として導
入予定

21 Ｂ

　市内の他の市民会館やコミュニティセンターに比べ、利用率が低い現状となっている。利用率を向上するために、駐車場の
拡大、映像設備の導入等を検討されている点は、評価できる。
　一方、施設を維持・管理する上で、必要最低限の固定的なコストがかかる。投じたコストに見合う劇場・会議室の利用率を確
保するための方策を、積極的に検討すべきである。現在の使用制限も見直し、条例を改正することも視野に入れ、検討してい
ただきたい。

整
理
済

　利用率の向上を目的とした
駐車場の拡張は実施済みで
ある。
北部方面の拠点施設として、
利用者の目線に立ったより良
い施設の運営を目指して施
設管理者との連携を図って
いく。

20 Ｂ
　施設の老朽化に伴い、年々、改修工事費、修繕費がかかる現状となっている。改修工事費、修繕費が中長期的にどれだけ
の費用負担となるかについて計画を立案し、市民にわかりやすく説明することが重要である。

検
討
中

　中長期的な施設整備更新
計画のための公共施設維持
管理システムを全市として導
入予定
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72

公有財産管
理事業(東
小林記念会
館)

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H19 -

〔目的〕
　増林地区東越谷連合自治会の集会
所施設として自治会の活動、会員の
親睦、自治会内諸団体の活動の場と
して使用したいとの要望により平成１
９年に市と５年間の土地・建物使用貸
借契約を締結し、地域交流の場として
開放することで地域の活性化を図る。
〔手段〕
　管理運営は東越谷連合自治会が行
い、東越谷連合自治会長が管理責任
者となる。市は施設の修繕、改修工事
を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　自治会加入率及び利用率の
向上。

検討・
見直し

①②老朽化の進行した施設の改
修を行う。

73
交流館施設
管理事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H6 -

〔目的〕
　市民文化や生涯学習、福祉活動の
拠点施設として、利用者が安全に利
用できるよう、適切な施設の保守管理
を行う。
〔手段〕
　業務委託により交流館の清掃業務、
設備保守、警備などの保守管理を行
う。

高 高 高 低 Ｂ

　利用者が安心して使用できる
施設を提供するため、限られた
予算で適正に保守管理を行う
必要がある。

検討・
見直し

①②保守管理業務委託契約の
内容の見直しを行い、経費の削
減を図る。

74
交流館施設
改修事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H8 -

〔目的〕
　市民文化、生涯学習、福祉活動の
拠点施設として、良好な施設環境を整
備する。
〔手段〕
　業務委託により修繕、改修工事を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　年々老朽化の進む施設の改
修案件を精査し、限られた予算
内でいかに効率よく改修を実施
するかが課題である。

検討・
見直し

①平成25年度も引き続き、各交
流館の施設状況を把握し、優先
順位の高いものから改修を実施
していく。
②全庁的に導入が予定されてい
る公共施設維持管理システムに
よる計画的な施設改修の実施を
図り、利用者が安全で快適に施
設の利用ができるよう、施設の適
切な維持管理に努める。

75
市民活動支
援センター
管理事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H24 -

〔目的〕
　市民の市民活動への参加を促進
し、市民活動を行う団体を支援するこ
とにより、誰もがすみよい地域社会の
実現及び協働のまちづくりの推進を図
るとともに、市民文化の向上に資する
ため、指定管理者に委託し、適正な施
設の管理運営を行う。
〔手段〕
　市民の誰もが気軽に集う、賑わい施
設を設置し、市民活動に参加する場
の提供をするとともに、公共活動を行
う市民活動団体を支援するための事
業や図書の貸出しサービス、市の観
光や特産品のＰＲ等を行う。また、管
理等については、指定管理者を指定
し、管理運営を委託する。

高 高 高 高 Ｂ
　開設１年目であり、指定管理
者と登録団体との連携をより図
る必要がある。

検討・
見直し

①平成26年度は、市民活動支援
センター指定期間（平成24年6月
1日から平成27年3月31日）の最
終年度であり、協働のまちづくり
の推進のため、指定管理者及び
登録団体との連携を図り、適正
な施設の管理運営を行う。また、
次期指定管理者の選定に伴う業
務を行う。
②一層の協働まちづくりの推進
を図るため、市民と市民活動団
体が積極的に参加可能な事業の
開催や適正な施設運営ができる
よう、指定管理者及び登録団体
と連携を図っていく。
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20 Ｄ

　施設の遊休化に伴い、自治会と土地・建物使用貸借契約を締結し、自治会に管理・運営を任せているが、水道光熱費・修繕
費等の管理費については市で負担しているという現状である。当館を利用する特定の団体の使用にかかる費用を市が負担
し、受益が偏っていることが問題だと考える。さらに、施設の中長期的な観点から取り壊し等も含め、事業を全面的に見直すべ
きである。

検
討
中

　平成24年3月に使用貸借契
約の更新を行った。今後は、
施設の交流館化等も含め、
事業の在り方について検討し
ていく。

17 Ｂ

　交流館は、地域のコミュニティの拠点としての機能を果たしてきたが、施設の老朽化に伴うバリアフリー対策や農協との併設
施設の更新が課題となっている。また、地域コミュニティの場として、自治会館、地区センター(13ヶ所)や市民会館(2ヶ所）と交
流館(8ヶ所）の役割分担のあり方、使用料のバランスなどを総合的に見直し、市民にとって利用価値の高いものにしていくこと
が必要である。

整
理
済

　バリアフリー対策として手す
りやスロープの設置を行うほ
か、トイレの洋式化や子供用
の便座を設置するなど、誰で
も利用しやすい環境を整えて
いる。

24 Ｂ

　市民文化、生涯学習、福祉活動の拠点である各地区の交流館の修繕、改修工事を行う事業である。交流館は多くの市民が
利用しており、災害発生時等の避難所にも指定されていることから、安全で快適に利用できるよう適正な維持管理が必要であ
り、本事業の必要性は認められる。
　将来の首都圏直下型地震の発生が懸念されるなかで、地域の防災拠点として公共施設に寄せられる市民の期待はこれま
でになく高まっており、越谷市においても、耐震改修促進計画に基づき公共施設等の耐震改修を順次進めている。しかしなが
ら、交流館の多くは旧耐震基準により建築されているにも関わらず、耐震改修が未了となっている。財政面の制約から優先順
位に沿って耐震改修を実施している状況は理解できるが、交流館を含め避難所として指定されている施設については早急に
耐震化を進めるよう検討されたい。また、地震発生時には、落下物等の被害を被る恐れもあることから、照明等の危険が予想
される付属設備については日常点検に努められたい。
　各種のアンケート調査の結果から、障がい者や子どもなどの利用が少なく、高齢者に利用が偏っていることが推察される。施
設環境の整備のみならず、運営にも工夫を凝らし、多様な市民によって施設が利用され交流が促進されるよう努められたい。
　日常的な施設の使用や経年劣化により発生する不具合箇所の修繕は、やや場当たり的な対応となっている印象を受ける。
向こう数年間の維持修繕計画を策定し、不具合の発生を未然に防いでいくことが必要である。
　成果指標の「整備率」については、事業目的の実現に事業内容がどの程度寄与したのか明らかにならないため変更が必要
である。アンケート調査等により利用者の施設環境に対する満足度等を把握し、成果指標に設定することを検討されたい。
　今後は、経年劣化により修繕、改修が必要な箇所が増加することが予想される。越谷市には13カ所の地区センターのほか
多数の集会所も各地域に設置されているが、コミュニティづくり・地域福祉活動・生涯学習の拠点であること等、各施設の担う
役割が重複している部分もみられる。維持管理コストが今後増大していくことを踏まえ、地域住民の意向を十分に確認しなが
ら、近接している施設の統合が可能であるかを検討されたい。また、市民参加と協働のまちづくりを進める観点から、施設を自
治会等の地域組織に譲渡することが可能であるかについても検証されたい。

検
討
中

　指定管理者との連携を図
り、利用者が安全で快適に利
用できるよう、施設の管理に
努めていく。施設の改修や耐
震化については、他の市有
施設との兼ね合いもあること
から、全庁的に連携を図りな
がら、計画的に実施できるよ
う調査・検討していく。成果指
標の変更についても、平成２
５年度からアンケートによる
施設環境の満足度を設定で
きるよう検討していく。

未
実
施

未実施
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76
地区セン
ター・公民
館整備事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H22 H27

〔目的〕
　地区まちづくり及びコミュニティづく
り、生涯学習、地域福祉及び防災救
援、さらに、行政相談などを行う地区
センター・公民館を建設する。
〔手段〕
　越谷市七左町４丁目地内に用地を
取得し、鉄筋コンクリート２階建て延床
2,000㎡程度の越谷市出羽地区セン
ター・公民館を建築する。

高 高 高 高 Ｂ

　地域住民の意見をどこまで反
映できるかが課題であり、建設
検討委員会等を通じた意見聴
取とその調整方法について、検
討を要する。また、建設工事に
係るコスト縮減に向けた、材料
や工法の選定等、検討が必要
であると認識した。

検討・
見直し

①平成26年度から大沢地区ｾﾝ
ﾀｰ建設工事に向けた、基本設
計、地質調査等に取り組んでいく
ため、建設検討委員会を開催し、
地元意見を集約する。
②平成27年度までに、地区ｾﾝﾀｰ
整備数を目標値である１０館とす
るため、地元調整はもとより、予
算の確保を図っていく。

77
コミュニティ
推進事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H4 -

〔目的〕
　第４次越谷市総合振興計画に位置
づけられた地区別将来像を具現化し
ていく中で、地区住民の連帯意識や
地域コミュニティの育成を図る。
〔手段〕
　各地区に組織されている地区コミュ
ニティ推進協議会及び越谷市コミュニ
ティ推進協議会に対し、予算の範囲
内で助成金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　事業提案制度により、各地区
の創意と工夫により、それぞれ
の地域の特性や特色を活かし
た事業展開がされているが、事
業実施にあたり、自主財源の
確保が難しい事業も多くある。
また、目的を達成した事業の廃
止や、それに伴う新規事業の
実施などを行う必要がある。

検討・
見直し

①②事業の成果や必要性を検証
し、事業の選択と自主財源の確
保に引き続き努めていく。また、
目的を達成した事業の廃止や、
それに伴う新規事業の実施など
を進めていく。

78
集会施設整
備事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S54 -

〔目的〕
　地域における連帯意識の高揚を図
り、地域文化の発展と福祉の向上に
資する。
〔手段〕
　自治会が管理する集会施設の用地
取得や新築・増改築などの事業費の
一部を予算の範囲内で補助する。

高 高 高 高 Ｂ
　予算の範囲内での事業執行
のため、自治会の要望に応え
きれない。

検討・
見直し

①今後も継続的に要綱等を見直
し公平性を図る。
②今後、修繕に係る要望が増加
することが見込まれるため、集会
施設の状況把握に努め、適正な
執行に努める。
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未
実
施

未実施

25 C

事業概要
本事業は、第4次越谷市総合振興計画に位置づけられた地区別将来像を具体化していく中で、地区住民の連帯意識や地域コミュニティの育
成を図ることを目的に、各地区に組織されている13の地区コミュニティ推進協議会(越谷市地区まちづくり助成金)及び各地区コミュニティの横
断組織である越谷市コミュニティ推進協議会(越谷市コミュニティづくり助成金)に対して、その活動費を助成するものである。前者は地区の将
来像を具現化するために策定した地区まちづくり推進計画に沿って実施される事業に対して助成するもので、後者は各地区の人材育成や課
題解決の支援、リーダー養成、シンポジウム開催、課題解決事業等、地区コミュニティ推進協議会の活性化を図るための事業に対して助成
するものである。
必要性
市と地域住民が連携してコミュニティ活動を振興することに関して、一般的な行政関与の必要性は認められる。また、市民参加を掲げる自治
基本条例が制定されていることや、越谷市総合振興計画においても13地区の将来像が示され、重点戦略として「地域の担い手育成プロジェ
クト」が示されている等、コミュニティ推進に関して市としての方針も確認できる。加えて、各地区に職員が配置され、直接地域住民の声、意見
を聞いているとのことである。しかしながら、それらの市民の声や意見の整理が十分に行われていない状況で、コミュニティ支援のニーズの実
態は必ずしも十分に明らかにされていない。　　　　また、現在、市としては地区によって事業内容の見直しが十分に行われず、事業が継続的
に実施されている状況が課題であると認識しているとのことだが、その改善のためには市としてのコミュニティ支援の方針を明確にするととも
に、助成金の審査においても継続事業等に対する審査基準を見直す等の工夫を取り入れることが必要である。市は、協議会と地区コミュニ
ティ推進の方向性を共有したうえで事業を推進すべきである。
効率性
13の地区コミュニティ推進協議会に助成する「越谷市地区まちづくり助成金」は、以前は均等割と地区割によって助成金を交付していたが、現
在は各地区の創意工夫を促し、より効果の高い事業への助成とするため、申請内容に係るヒアリングに基づく審査を経た助成金配分へと見
直している点については評価できる。
評価表中、正規職員が24年度決算で37.83人と記載されているが、これは本事業の中核である2つの助成事業に従事している職員数ではな
く、他のコミュニティ推進事業に従事している職員も含まれており正確な数値ではなく、確認と修正が必要である。2つの助成事業以外も評価
対象とするならば、その内容、評価も記載すべきである。
有効性・成果指標
現在の成果指標は、「事業実施率」となっているが、これは客観的な成果を示すものではない。市が助成金の審査を行っており、その審査を
経ていれば、地域コミュニティ活動に資するということが前提となっている。しかし、本来的には「地区住民の連帯意識や地域コミュニティの育
成を図ること」が目的であり、それが実現されたかどうかは、地区住民の意見やそのニーズが満たされたかを検証しなければ確認できない。
地区ごとに個別事業によっては参加した住民の意見を収集しているようであるが、市としても何らかの方法で地区住民の声を収集して、コミュ
ニティ振興の状況を把握することが望ましい。
その他
補助金交付以外にも複数の事業が混在しており、事業の枠組みを再整理する必要がある。現状では事業内容と活動指標・成果指標が整合
的でなく、また本事業の目的と手段の距離が遠いものと考えられる。

【コミュニティづくり助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　助成事業の有効性の評価が行われていないため、今後、評価を行うことが前提。
【地区まちづくり助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　助成対象の393件の事業について、有効性に係る評価がなされていないことから、今後は評価を実施するとともに、課題・ニーズを踏まえた
助成とすることが前提。
《参考》平成21年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

25 B

事業概要
本事業は、地域における連帯意識の高揚を図り、地域文化の発展と福祉の向上に資するため、自治会が管理する集会施設
の用地取得や新築、増改築などの事業費の一部を助成するものである。
必要性
地域におけるコミュニティ活動の推進は、市と地域が協働で推進すべきものであり、一般的な行政ニーズは確認できる。しか
し、一方で助成対象の施設の所有は市ではなく各自治会であり、本来的には各自治会の費用をもって対応すべきものと考え
られる。市がそれを支援する際には、少なくとも施設の整備や利用の状況、各自治会の整備、改修等に投じた費用負担等の
現状を踏まえた上で、市としての支援の方針を検討すべきである。
市では、現在、1/3の施設が築20年以上を経過しており一部改修が必要になることを見込んでいるが、より厳密に調査した上
で、今後の費用及びその負担の在り方を検討すべきである。そのためには、現在実施している374の自治会に対するアンケー
ト調査の結果等を有効に活用すべきである。
効率性
昭和54年に開始された本助成事業であるが、平成23年度に他自治体の取組等を参考にして、より効率的な執行を実現するた
め、「用地取得の制限の明記」「事業対象の拡充(解体費用の助成)」「算出基準単価の合理化」等を中心に補助金交付要綱を
見直した点は評価できる。
また、補助事業の適正な執行を確保するため、現地調査や支出関係書類の点検等の検査を確実に実施しており、それらの調
査や点検等から、特段の問題は発見されていないと認識する。
有効性・成果指標
現在の成果指標「集会施設整備率」は、整備自治会数／整備要望自治会数により算定されるものであるが、これは事業が目
指す成果を示すものではない。助成によって何を実現するのかを踏まえた指標の設定が求められる。現在の事業目的は、「地
域における連帯意識の高揚を図り、地域文化の発展と福祉の向上に資する」とあるが、施設整備の事業の目的としては、広す
ぎるため、事業の枠組みを再整理する必要がある。施設利用の拡大や安全性の確保が事業目的である場合は、助成対象と
なった施設での利用状況や安全確保の状況、利用者の声等の観点から、指標を設定すべきである。また、本補助金の直接の
目的が施設における市民活動の拡大であるとすれば、今後は、施設利用後において、どの程度利用が拡大したのかを評価す
ることが求められる。

【集会施設整備事業補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　補助金交付後の成果を測ることが前提。
《参考》平成19年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改善
の方
向性

79
自治会振興
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S39 -

〔目的〕
　各地区における自治会の健全な育
成と円滑な運営を助長し、地域社会
における連帯感の醸成と自治意識の
向上並びに環境衛生思想の啓発及び
普及を図る。
〔手段〕
　各地区において多種・多様なコミュ
ニティ活動を行っている自治会に対
し、毎年度、予算の範囲内において助
成を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　年々、自治会の加入率が低
下しており、加入率向上に向け
た取り組みが課題となってい
る。

検討・
見直し

①他自治体の自治会への交付
金について調査を行い、その費
用対効果が適正であるか調査検
討するとともに見直しを図る。自
治会の活動内容の把握に努め、
地域にとって有効に活用される
交付金として、まちづくりをさらに
推進する。
②高齢化社会の到来などを主と
した社会背景など、様々な要因
が想定されるが、自治会加入率
の低下が課題となっている。自治
会は任意の団体であるが、地域
のコミュニティづくりを進める上で
重要な役割を担っていることか
ら、自治会活動における課題の
把握に努め、改善策を検討して
いく。

80
多文化共生
推進事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H18 -

〔目的〕
　国籍や民族などの異なる人々が、互
いの文化的違いを認め合い、地域社
会の一員としてともに暮らしていく多
文化共生の地域づくりを推進する。
〔手段〕
　市民ボランティアや国際化団体の協
力を得ながら、外国人市民が日常生
活を送るうえで必要となる市政情報等
の多言語での提供や、多文化共生を
理解するための各種講座を開催す
る。

高 高 高 高 Ｂ
　より多くの市民を対象に、多
文化共生意識の啓発を図る必
要がある。

検討・
見直し

①より的確な外国人市民への情
報提供に努めるため、これまで
に発行してきた多言語資料等を
精査し、更新する。また、地震な
ど災害時の外国人市民への対応
として多言語での表記を充実さ
せるほか、多文化共生講座の開
催において、これまでの講座を鑑
み、対象者に見合った内容の講
座を効率よく企画していく。
②多文化共生の地域づくりの実
現のため、越谷市国際交流協会
等の国際化団体や通訳翻訳ボラ
ンティア、多文化共生推進員と更
なる連携を図る。

81
国際交流事
業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

- -

〔目的〕
　外国人市民や海外との交流を通じ
て、多文化共生社会形成への理解及
び姉妹都市交流の発展等を推進す
る。
〔手段〕
　市民との協働により姉妹都市キャン
ベルタウン市との交流をはじめとする
国際交流活動を継続していく。

高 高 高 高 Ｂ
　より多くの市民が携わること
のできる交流事業を展開する。

検討・
見直し

①市民レベルの多くの方々が携
わることのできる国際交流をめざ
すため、新規のホストファミリー
獲得に努める。また、姉妹都市
提携３０周年記念に関する事業
の具現化を図る。
②越谷市国際交流協会と連携
し、市民レベルのより発展的な姉
妹都市交流をめざす。

82
国際交流員
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H5 -

〔目的〕
　本市の国際化関係事務の補助及び
各種団体の主催事業・活動への参加
や協力、さらに、地域住民への多文化
共生意識啓発のための各種講座等を
通し、市民のニーズに合わせた国際
化の推進を図っていく。
〔手段〕
　広報紙の外国語ダイジェスト版「コシ
ガヤメッセンジャー（英語・フィリピン
語･中国語）」の月１回の発行や、庁内
各課で使用する申請書等の翻訳、ま
た、外国人が来庁した際の窓口での
通訳と案内を行う。さらに、市内教育
機関や地域住民向けに公共施設等で
国際理解講座を開催する。

高 高 高 高 Ｂ
　国際交流員が国際化団体や
ボランティアと協力して実施す
る事業を増やしていく。

検討・
見直し

①多文化共生の地域づくりを推
進するため、国際交流員自身が
行う事業を増やしていくとともに、
国際交流員が企画する外国人市
民やボランティアを対象とする講
座等を開催する。
②国際交流員自身が多文化共
生についての意識を研修等を通
じて取得し、他自治体や団体と協
力しながら国際交流員としての
役割を果たし、本事業の意義を
広く市民へ周知、啓発し、有効的
な活用をめざす。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ
　地域における自治会の役割は重要で、自治会振興等は不可欠である。しかしながら、自治会加入率が低下しており、助成内
容の見直しは必要である。あわせて、有効な自治会加入率向上施策を検討することが重要である。

検
討
中

　先駆的または特色ある自
治会活動を行っている自治
会に活動内容を発表してもら
い、自治会間での情報交換
や交流を図る自治会シンポ
ジウム等をとおして情報提供
を実施している。
新規の自治会設立に向け積
極的に支援を行う。

21 Ｂ
<国際交流事業>
（事業番号：81参照）

整
理
済

　平成21年度の外部評価で
指摘された「適切な役割を担
当する組織の設置を検討さ
れたい。」という点において、
これまで秘書課で行っていた
本業務は、平成23年度より
協働安全部市民活動支援課
国際化担当に移行し、市民
に分かりやすい組織・名称と
した。
　また、多文化共生推進事業
を国際交流事業から分離し、
予算上も明確にした。

21 Ｂ

　事業内容は、外国人向け市民サービスと国際交流に大別できる。
　ひとつの組織が、全庁統一された考え方で国際交流という事業を推進することは必要であろう。しかし、秘書課が、それぞれ
の市民サービスの現場での他国言語の通訳対応までを担当するには限界がある。また、秘書課という組織名のまま、今後も
国際交流を担当するのは、市民から見ても分かりにくい。適切な役割を担当する組織の設置（例：「国際交流課」）などを検討さ
れたい。
　また、市民サービス窓口に対しては、今後とも「案内資料の多言語化による対応」と、担当者の研修による「外国人対応の向
上策」の継続推進が望まれる。

整
理
済

　平成21年度の外部評価で
指摘された「適切な役割を担
当する組織の設置を検討さ
れたい。」という点において、
これまで秘書課で行っていた
本業務は、平成23年度より
協働安全部市民活動支援課
国際化担当に移行し、市民
に分かりやすい組織・名称と
した。
　また国際交流に関連する予
算を明確にした。

18 Ｂ
　市民の多様なニーズにあった国際理解を推進するため、国際交流事業はますます重要になってくる。英語圏のみならず広く
異文化理解のための交流活動が求められる。但し、当該事業の効率性及び効果性を高める為、民間国際交流団体組織との
すみわけ及び協働活動の仕組みが必要となる。

整
理
済

　平成18年度の外部評価で
指摘された「英語圏のみなら
ず広く異文化理解のための
交流活動が求められる」とい
う点において、JETプログラム
からの採用であった国際交
流員を、平成22年度より市の
直接雇用に切り替え、大幅に
コストを削減したと共に、複
数名の国際交流員を採用
し、英語及び中国語での市
民サービスを充実させた。特
に本市における外国籍数が
最も多い中国籍市民へに対
応ができるようになった。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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向性

83
国際交流協
会支援事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S57 -

〔目的〕
　外国人市民のための日本語教室な
ど、広範囲に及ぶ市民ボランティアに
よる越谷市の国際化推進活動を通し
て、外国人市民にとっても暮らしやす
いまちづくりの推進を図る。さらに、市
民の国際理解の増進と青少年姉妹都
市交流事業による使節団の派遣・受
入を中心とした国際交流の促進を図
るとともに、地域の国際化の推進に寄
与する。
〔手段〕
　越谷市国際交流協会が主催する各
種事業に対して補助金を交付し、支
援を行うとともに、組織の運営に係る
助言と協力を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　本市で生活している外国人市
民へのサポートを通じた多文化
共生の地域づくりや姉妹都市
交流の発展のために越谷市国
際交流が各種事業を開催し、
本市の国際化を推進すると同
時に適正な補助金活用への助
言を行う。

検討・
見直し

①多文化共生及び国際交流に
関する各種事業を効率的かつ有
効的に開催するために引き続き
越谷市国際交流協会へ補助金を
交付する。また、平成26年度は
キャンベルタウン市との姉妹都
市提携30周年を迎えるため、周
年事業の実施へ向けて協力をし
ていく。
②越谷市国際交流協会と引き続
き連携を図り、補助金の適正な
運用に努めるとともに市民レベル
での多文化共生の地域づくり及
び姉妹都市交流をはじめとする
国際交流活動を推進していく。

84
人事交流員
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H8 -

〔目的〕
　相互の市職員を隔年で派遣し、それ
ぞれの行政全般について調査・研究
させるとともに、両国の文化や習慣に
触れることで、広い視野に立った職員
の育成をめざす。
〔手段〕
　キャンベルタウン市からの人事交流
員を隔年で受け入れ、越谷市及び日
本の行政システムを中心に研修を行
う。研修期間中、派遣職員は越谷市
役所内に自席を配置し、毎日各課を
訪問して、研修を行う。また、滞在中
の宿泊施設を越谷市が提供し、生活
指導を行うことで、日本の生活や異文
化を体験をさせる。

高 高 高 高 Ｂ

　派遣した本市職員だけでな
く、受入側のキャンベルタウン
市職員にとっても有意義な事業
となるよう、限られた期間の滞
在をより効果的なものとし、訪
問する各課での研修日程や研
修内容の更なる充実に努め
る。

検討・
見直し

①平成26年度は姉妹都市提携
30周年を迎えるため、キャンベル
タウン市職員の受け入れに当
たっては記念行事等での活用を
図っていく。
②平成8年に開始された本事業
は、派遣・受け入れを両市で交互
に行っており、これまで9名のキャ
ンベルタウン市職員を受け入れ、
本市からは７名の職員を派遣し
ている。受入時には、今後も越谷
市での研修先各課へ一層の協
力を要請すると共に、自覚を持っ
た職員を本市から派遣すること
で、姉妹都市関係の更なる発展
と両職員の資質の向上をめざ
す。

85
市民活動支
援事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H13 -

〔目的〕
　主体的で自発的な活動を実践する
市民活動団体の支援するとともに、協
働のまちづくりの担い手としての認識
を図る。また団体相互の協力連携を
目的として支援する。
〔手段〕
　市民には、協働フェスタや協働のま
ちづくり講演会等をとおして、ＮＰＯ活
動等の理解を広げる。また、市民活動
団体には、活動場所（越谷市市民活
動支援センター）の提供、人材育成の
ための研修会、活動のための情報提
供等を行う。さらに職員には、ＮＰＯへ
の理解を深めるための研修会を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　協働の担い手として、市民活
動団体と越谷市職員の相互理
解が必要である。

検討・
見直し

①②協働フェスタや研修会の参
加を呼び掛け、互いの活動や業
務の理解し、協働のまちづくりの
推進を図る。

86

越谷しらこ
ばと基金事
業（越谷しら
こばと基金
積立金事業
含む）

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H2 -

〔目的〕
　快適で活力ある魅力的なふるさとづ
くりに資する主体的活動を行うものに
支援を行う。
〔手段〕
　市内に住所または活動の本拠があ
る市民活動団体等に活動資金の助成
を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　申請件数が前年度に比べ少
なかった。

検討・
見直し

①越谷しらこばと基金助成基準
を見直し、市民活動団体の活動
を継続的に支援する。
②広報、ホームページ、リーフ
レットを活用し、市民や市民活動
団体に越谷しらこばと基金の周
知や理解を図っていく。
③市民活動団体との会議や協働
フェスタ等で説明する機会を設け
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

16 Ｂ
　国際交流協会へ運営を任せ、市は必要な補助金を出し職員関与度を最小にすることで効率化・経費削減を計画的に進めて
いただきたい。

整
理
済

　平成16年度の外部評価で
指摘された「運営を協会に任
せ、市は必要な補助金を交
付し、職員関与度を最少に
し、効率化・経費削減を計画
的に進める」という点におい
て、平成17年に越谷市国際
交流協会の事務局を市から
独立し、独自運営としたこと
で、事務的業務を移管し、担
当の市職員を１名減としたと
共に補助金も見直しを行い、
経費の削減を図った。

19 Ｂ
　教育の視点から国際交流の意味については、理解できる。
　キャンベルタウン市との一連の交流事業全体の中で、職員の人事交流の意味、事業の目的を明確にすると共に、交流を通
じて得られた知見を庁内で報告するなど、その成果を組織全体で共有する仕組みを作ることが重要である。

検
討
中

　平成19年度の外部評価で
指摘された「本事業の意味や
目的を明確にすると共に、成
果を組織全体で共有する仕
組みを作ることが重要」という
点において、派遣時には報
告書を庁内LANに掲載し、職
員が閲覧できるようにしてい
る。また、今後は職員研修を
利用し、報告機会の増加を
図る。

19 Ｃ

　市民活動団体室「ふりすぺ」の利用促進からさらに一歩すすめ、場の活用を通じて行政とNPOとの結びつきの強化を図る活
動を進めることが重要である。
　行政がNPOに期待する活動を明確にし、活動団体にご理解いただき、協働を推進する必要がある。また、協働を推進するた
めには、活動団体との調整を円滑に進めることができる企画調整能力を持った行政側の人材育成も必要である。

検
討
中

　平成２０年度より、市民活
動やボランティア活動の輪を
広げ新しいまちづくりのあり
方について考える機会として
「協働フェスタ」を開催してい
る。実行委員会は市民活動
つなげる会・越谷と越谷市ボ
ランティア連絡会を中心に組
織している。
　また、平成１８年度から「協
働のまちづくり研修会」を開
催しており、平成２３年度は
市民団体と越谷市職員を対
象に、まちづくりをテーマにし
た意見交換を行った。

18 Ｂ
　市民活動団体を支援する当該事業の重要性は認められる。但し、運用開始から17年が経過し、また、現在スポーツの分野
に助成が著しく偏りがあることから、支援分野の見直しを含め、基金の活用方針を再設定する時期に来ている。また、正規職
員の作業範囲を見直し、定数削減の検討を加えるべきである。

検
討
中

　平成２１年度、越谷しらこば
と基金助成基準の改正によ
り、助成対象事業を「快適で
活力ある魅力的なふるさとづ
くりに資する事業」とし、市民
が自主的に行うまちづくり活
動や郷土意識の醸成を図る
活動を支援している。
　平成２３年度には更なる改
正により、市民活動団体の事
業を継続的に支援できるよう
にした。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
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⑶
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貢
献
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8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

87
中央市民会
館管理事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H4 -

〔目的〕
　市民文化や生涯学習、福祉活動な
ど市民活動の拠点施設として、中央
市民会館の貸出し業務や施設の保守
管理等を行う。
〔手段〕
　財団法人越谷市施設管理公社を指
定管理者として施設管理業務を委託
し、効果的な管理運営を図る。

高 高 高 高 Ｂ
　指定管理者業務の仕様書及
び指定管理者の評価方法・管
理項目の見直し

検討・
見直し

①平成26年度からも引き続き施
設利用者へのサービス向上のた
めに、指定管理者との連携を密
にし、指定管理者制度による施
設管理の良否を検討していく。
②上記を踏まえて、指定管理業
務の長期実施で得られた知見と
反省を活かし、次回の指定管理
更新（H27～）における仕様書の
改善を行う。

88
交流館運営
事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H6 -

〔目的〕
　市民文化や生涯学習、福祉活動な
ど市民活動の拠点施設として、交流
館の受付業務、設備保守等の管理を
行う。
〔手段〕
　地元の代表の運営協議会を指定管
理者として、管理を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　多様化していく市民のニーズ
に対応できるよう、指定管理者
との連携を図り、効果的な施設
の管理運営を行う必要がある。

検討・
見直し

①指定管理者との連携を図り、
市民サービスの向上に努める。
②地域コミュニティの拠点施設と
して、市民のニーズに合った施設
の管理運営を行う。

89
地区セン
ター施設管
理事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S46 -

〔目的〕
　施設利用者が安全かつ快適に施設
を利用できるよう、適正な施設の維持
管理を行う。
〔手段〕
　清掃、警備等の１３業種について業
務を専門業者に委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の大型化、老朽化に伴
い経費の増加は避けられない
ので、より効果的な管理運営を
行っていくことが課題である。

検討・
見直し

①平成25年度は、2つに分かれ
ていた複写機のリース契約につ
いて、再リースにより、契約の満
了時期を合わせ、新たに１つの
契約に統合し、経費の削減を図
る。
②中長期的な経常経費を削減す
るために、保守管理業務委託の
内容の見直しや長期継続契約を
更に推進する。

90
地区セン
ター施設改
修事業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

S46 -

〔目的〕
　施設の適切な維持管理と利用者の
快適な施設環境を確保する。
〔手段〕
　各種の施設保守委託業者より報告
を受けたもの、また、職員や利用者か
らの要望のあったものから、緊急性や
重要性を勘案して適宜修繕を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の老朽化により、修繕、
改修工事の必要箇所が年々増
加していることから、限られた
予算内で優先順位を定め、適
正に実施していくことが課題で
ある。

検討・
見直し

①平成25年度からも引き続き、
改修箇所の優先順位付けを行い
効率的な施設の維持管理を行
う。

②適切な施設の維持管理を行う
ため、各施設の状況（修繕・改修
の履歴、保留中の修繕、改修工
事等）を整理し、中長期的な修繕
計画を策定する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｃ

　市民の文化・芸術振興を図り、生涯学習や福祉活動などの市民の活動拠点として、中央市民会館の貸出しや施設の保守管
理等を行う事業である。
　利用区分ごとの稼働率については、平成21年度54.31%にとどまっている。施設が全市民にとって、より意義のあるものとする
ために、利用日数稼働率とともに利用区分ごとの稼働率についても、全国の自治体の同種施設において、指定管理者制度の
効果的運用により稼働率を上げている先進的な取り組み等を参考にして、一段の向上のための取り組みを進められたい。
　市のホームページで見るかぎり、イベントや事業の情報が少ない。市民が利用してみたい、事業やイベントに参加してみたい
と思わせる工夫が必要なのではないか。市民が利用したいと思わせる創意工夫をすることで延べ利用者数の向上を図ってい
ただきたい。
　現在、平成23年度を新たな初年度とする指定管理者の募集期間であるが、新たな仕様書が基本的に今年度までの指定管
理業務と同様の仕様書にとどまっているのは極めて残念である。平成18年度から平成22年度までの指定管理業務実施の中
で得られた知見と反省を生かし、よりきめ細かな仕様書を作成し、応募者に提示すべきであった。
　また、指定管理者の評価について、各年度とも「管理運営は適切に行われている」との記載にとどまっている。しかし、中央
市民会館は市の指定管理者制度導入施設の中でも事業費が特に多い施設であり、同時に市のランドマークともいえる代表的
な施設でもあるため、当該施設にふさわしい管理項目を設定し、丁寧な評価（モニタリング）を実施すべきであった。今年度以
降の施設の評価に当たっては、早急に管理項目の追加を検討し、履行されたい。
　活動指標に「イベントや事業の実施回数と参加者数（市主催、民間主催）」の追加を提案する。
　さらに、指定管理の委託者である市の成果指標としては、現行指標とともに、指定管理者に対するチェック、指導による改善
度合いが成果指標としてふさわしいのではないか。

整
理
済

　越谷市のランドマークであ
り、市民活動の拠点施設とし
て、利用者の目線に立ったよ
り良い施設の運営を目指して
指定管理者との連携を図っ
ていく。

16 Ｂ

　今後より一層高まる市民ニーズに対応するためのサービス拡充が強く求められる。ただし、施設関連コストを反映したフルコ
ストの把握が必要である。
さらに新設3館については建物関連減価償却費を含めていただきたい。活動結果指標として交流館の設備稼働率を設けてい
ただきたい。

整
理
済

　交流館の稼働率を上げる
ため、指定管理者である交
流館運営協議会との定例会
を通じて利用者へのサービス
や施設の充実など調整を
図っている。

20 Ｂ
　13地区センター施設の管理をする上で不可欠な事業である。現在の保守管理等の委託料を更に削減する努力を期待する。
地区センターの利用者数を成果指標にするのではなく、保守管理等に掛かる事業費削減効果を成果指標にしてほしい。また、
正規職員の担うべき仕事を明確にして、なお一層の効率的な事業の実施に努めることが望まれる。

検
討
中

　地区センターの施設維持管
理をする上で不可欠な事業
であるが、経常経費である保
守管理委託料の更なる削減
を図る。また、正規職員の担
うべき仕事を明確にし、効率
的な事業に努める。

23 Ｂ

　地区センターの利用者が快適に安心して施設を利用できるよう、修繕・改修を行う事業である。
　施設の安全性を確保するために、計画的な修繕・改修が求められ、優先順位を的確に決めて、必要箇所を修繕していくこと
が求められる。地域拠点施設としての地区センターの設備を改修することにより、利用者の満足感の高揚、地域住民の利用
促進を図り、地域の生涯学習・自治活動の向上を目指す。
　今後は経年劣化に伴い、修繕、改修を必要とする施設が増加していくことが予想されることから、中長期的な修繕・改修計画
を策定し、効率的な修繕、改修を進められたい。また、施設により完成年度、規模等が異なることから、施設ごとの修繕・改修
計画を策定し、適正な維持管理を実行していただきたい。
　市民の防災に対する意識の高まりに加え、地区センターを多くの市民が利用することから耐震補強を早急に着手することが
望まれる。地区センターが避難所となる場合、耐震補強だけでなく、避難している間に落下物等の被害を被る恐れもあることか
ら照明等の落下物に対して日常点検に努められたい。
　また、13地区のうち、大型化の工事を順次進めている状況にあるが、まだ6地区で大型化が進んでおらず、大型化が終了し
ている住民と終了していない地区の住民とで不公平感が生じることから、大型化未了地区住民のコンセンサスを得ながら、早
急に大型化の施設整備計画の策定に取り組む必要がある。
　事務事業評価表の減価償却費がゼロとなっているが、施設改修事業の性質上、償却資産の改修に伴い、新たに減価償却
額が増加する場合がある。したがって、来年度からは、減価償却費について、適正に積算するとともに、事務事業評価表への
記載をお願いしたい。
　予算の計上方法について、現在の予算計上の方法では予定していた工事が突発的な事由により、遂行されないことがある
ため、あらかじめ突発的な修繕に対応できるように予算計上するように工夫されたい。
　市民の意見を地区センターの整備、運営に反映させるために、施設整備や快適性に関する満足度や要望等を調査するアン
ケート等を実施することを検討されたい。それに関連して、成果指標に「地区センターの利用者の満足度」の追加を提案した
い。

検
討
中

　減価償却費を事務事業評
価表に反映させることとの指
摘を受けて、減価償却費を施
設改修事業における指標とし
て、どのように関連付けする
ことが適切かを検討してい
く。
　また、予算計上方法につい
ての指摘もあり、現在のよう
に、突発的な修繕等により予
定していた工事が後回しとな
らないように予算の計上を図
る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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91
地区セン
ター業務事
業

協
働
安
全
部

市
民
活
動
支
援
課

H16 -

〔目的〕
　市民ニーズにあった行政サービスを
提供するため、諸証明書の発行や市
への届出書類の文書回送業務等を行
う。
〔手段〕
　きめ細やかな行政サービスを提供
するため、臨時職員を適正に配置し、
人員不足の解消を図る。また、文書回
送業務を専門業者に委託し、本庁の
開庁日は全て１日１回の届出書類等
の回送を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　諸証明書の発行件数及び発
行率は、横ばい傾向にある。文
書回送業務については、増加
傾向にあるが、引き続き地区セ
ンターにおいて諸証明の発行
業務及び文書回送業務等の行
政サービスが実施されているこ
とを、広く市民に周知していくこ
とが課題である。

検討・
見直し

①平成25年度からも引き続き、
市民のニーズを反映した行政
サービスの提供及び周知に取り
組んでいく。
②地区センターにおける市民の
利便性向上のために、提供する
行政サービスの見直しを随時
図っていく。

92
感染症対策
事業

協
働
安
全
部

危
機
管
理
課

H21 -

〔目的〕
　新型インフルエンザ発生初期の段
階でできる限り封じ込めを行うととも
に、流行時における感染拡大を可能
な限り阻止し、健康被害を最小限にと
どめることを目的とする。
〔手段〕
　新型インフルエンザなどの感染症の
発生時に備えた対応策として、市職員
等の緊急対応が図れるよう、防護服
をはじめとする感染防護用品の計画
的な備蓄を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　新型インフルエンザ対策とし
て備蓄をしているが、新型イン
フルエンザ等対策特別措置法
施行によって行動計画の見直
しが必要となり、これに応じて
備蓄に対する全体的な方針の
変更が必要になってくる。

検討・
見直し

①②新型インフルエンザ等対策
特別措置法施行による備蓄方針
の再検討

93
災害予防対
策事業

協
働
安
全
部

危
機
管
理
課

- -

〔目的〕
　災害から市民の生命、身体及び財
産を守り、かつ被害を最小限に食い
止める。
〔手段〕
　計画的な備蓄の整備、防災訓練の
実施及び防災行政無線・難場所照明
灯の保守管理等総合的な予防対策を
講じる。

高 高 高 高 Ｂ

　備蓄品について、時代の変化
とともに市民からの要望が多様
化している。備蓄の中の食料に
ついて、アレルギー対策に対応
した備蓄品が必要。

検討・
見直し

①地域防災計画の修正に伴い、
災害時要援護者や女性に配慮し
た物資の備蓄を推進する。
②平成23年3月に発災した東日
本大震災での経験から、備蓄品
の内容は、被災した市民向け、
帰宅困難者向け、他県からの避
難者向けなど多様であり、それら
を踏まえた備蓄品のあり方を検
討する。

94
国民保護協
議会事業

協
働
安
全
部

危
機
管
理
課

H18 -

〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を武力
攻撃等から保護する。
〔手段〕
　国民保護協議会を設置し、国民保
護計画を作成する。

高 高 高 低 Ｂ
　有事の際の対応を市民へ周
知していく。

検討・
見直し

①国民保護に関する越谷市計画
を変更する必要が生じた場合
に、市長からの修正案の諮問に
応じ、審議を行う。
②計画書の見直しだけでなく、国
民の保護に関する事項につい
て、必要に応じて審議を行う。

95
防災会議事
業

協
働
安
全
部

危
機
管
理
課

S38 -

〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を災害
から保護する。
〔手段〕
　災害対策基本法第16条の規定によ
り市に防災会議を設置することとされ
ており、地域防災計画の作成及び修
正の審議、防災計画の実施を推進
し、重要事項を審議する。

高 高 高 高 Ａ
　事業の効率性を設定する必
要がある。

現状
維持

①平成24年度に越谷市地域防
災計画の改訂を行ったので、そ
の後も国・県の動向を注視しなが
ら、今後の防災への取組につい
て審議していく。
②平成24年度に越谷市地域防
災計画の改訂を行ったが、今後
も災害情報の収集を広く行い、今
後の防災対策を検討・審議する
ため、定期的に会議を開催する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ

　地区センター事務事業の事業内容は、諸証明書発行等の行政サービスの提供だけではない。「地域コミュニティ活動の拠点
づくり」という地区センターの事業目的を再確認し、目標に応じた評価指標を設定し、事業を計画する必要がある。
　センターの規模、利用頻度等により、定数の配置を一律ではなく柔軟に設定することも検討される必要がある。また、行政
サービスの提供について、本庁との作業分担割合を明確にし、センターごとの目標値を設定し、住民に対する利用促進のため
の周知活動等を行う必要がある。

検
討
中

　当該事業は、地区センター
の行政サービスに関する予
算であるため、外部評価によ
る指針の「地域コミュニティ活
動の拠点づくり」の事業目標
に応じた評価指標は、「コミュ
ニティ推進事業」に委ねられ
る。
　また、地区センターごとの
職員定数の見直しや行政
サービスに関する目標値の
設定等は、引き続き検討を図
る。

未
実
施

未実施

18 Ｂ

<備蓄資機材整備事業>
　現行「地域防災計画」での備蓄整備は20年度で目標を達成するとのことであるが、市役所主導の備蓄整備、水の確保だけで
なく、地区センターや地区防災組織での備蓄、何より市民が自ら運営できる自主防災の考え方は非常に評価できる。地域防
災計画の見直しをされるとのことであるが、一層の備蓄資器材整備の充実を期待する。

整
理
済

　備蓄資器材について平成
19年度より、プライバシーの
観点から簡易間仕切りを購
入し、また、平成20年度より
アレルギー対応として、アレ
ルギー対応アルファ米の購
入を始めた。引き続き備蓄資
器材整備の充実を継続す
る。

21 Ｂ

　国の法律に基づいた事業であるが、市の主体性を取り込んだ運営を図られたい。
　また、活動指標も事業目的に合ったものを設定することが望ましい。
　国・県・市それぞれにおける有事の際の対応が、どの様に検討されているのかを市民へより分かりやすくPRすることも必要で
ある。

整
理
済

　平成21年11月6日に国の
「国民保護に関する基本方
針」が改定され、これに伴い
埼玉県が平成22年4月1日に
国民保護に関する埼玉県計
画を変更したことにより、平
成22年度に国民保護に関す
る越谷市計画の改訂を行っ
た。

21 Ｂ
　国の法律に基づいた事業であり、災害予防は重要であることは理解できる。
　ただし、防災会議については、その目的や役割、位置付けを明確にすることを望む。また、活動結果指標､成果指標として会
議開催回数だけでなく、当事業の妥当性､効率性､有効性を表す指標を設定する必要がある｡

検
討
中

　平成24年度の地域防災計
画の改訂に伴い、防災会議
を2回開催した。今後予定さ
れている県の地域防災計画
の改訂内容に準じて、計画
の見直しを行う。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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96
自主防災組
織育成事業

協
働
安
全
部

危
機
管
理
課

H7 -

〔目的〕
　自主防災組織の整備促進及び活動
支援を図る。
〔手段〕
　防災備蓄倉庫の設置、備蓄資器材
の購入、防災訓練の実施等に対し助
成する。

高 高 高 高 Ｂ

　東日本大震災以降、自治会
等で結成されている自主防災
組織においても、災害時の備え
に対する関心が高く、全ての補
助要望に対応しきれていない。
また、自治会が新規に設立され
た場合に、合わせて自主防災
組織の設立が望ましいが、自
治会内において組織の役割な
どの調整に時間がかかり設立
が遅くなる。

検討・
見直し

①防災訓練や出張講座等を通し
て、自主防災組織未設立の自治
会に対して、自主防災組織設立
の啓発や自主防災組織育成費
補助金の案内を行う。
②「自分たちのまちは自分たちで
守る」の理念のもと、自主防災組
織が名目のみではなく実質的な
活動が伴うよう、効果的な働きか
けを行う。

97
防災施設整
備事業

協
働
安
全
部

危
機
管
理
課

H20 -

〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を災害
から守る。
〔手段〕
　避難場所の周知をするとともに、避
難場所誘導版・案内板を設置する。
　備蓄倉庫及び耐震性飲料用貯水槽
を設置する。

高 高 高 高 Ｂ
　区画整理事業等による人口
増加に伴い、施設の充実を図
る必要がある。

検討・
見直し

①移動系防災行政無線デジタル
化に向け、導入についての検討
を行う。
②都市公園や大型地区セン
ター・公民館の整備に併せて防
災備蓄倉庫の整備を行うため、
関係機関との協議を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｂ

事業概要
地域の防災体制確立のため、防災備蓄倉庫の設置、備蓄資器材の購入や防災訓練を実施する自主防災組織に対し支援す
る。
必要性
大規模災害が発生した場合に備えて、災害活動を行う地域での共助を支援する事業であり、今後近い時期に首都直下型地
震の発生が予測されている状況を踏まえると、必要性が高い。
効率性
防災訓練については、22年度は101回、23年度は111回、24年度130回実施したということであるが、事業の効率性が高いかど
うかは判断できない。
育成費補助金交付件数の単位当たりコストは、事業全体の効率性を見る指標としては適切ではないと考えられるため、効率
性の指標を検討することが必要である。
有効性・成果指標
自主防災組織率の24年度実績は86.26%であり、県平均を上回っていることは評価できるが、自主防災組織率は地域の防災体
制を確立していく活動の前提（インフラ）であり、事業の実施方法については改善の余地があると考えられる。実際、自主防災
組織化されていない自治会を対象に、どのような内容の働きかけをどの程度の頻度で行い組織化に成功したかについての実
績が分からないことが有効性の観点から問題である。
活動指標
普及啓発のための活動として、年に1度、各自治会宛てにハンドブックを配布したり、奇数月に防災関係の啓発のためにシティ
メールを送付したり、出張講座を実施したりしているが、これらの活動を実施組織化されていない自治会に対して積極的に働
きかけているわけではない。
出張講座等についても受動的に行うのではなく、自主防災組織をネットワーク化して司令塔として指示することも検討してはど
うか。例えば、自主防災組織に対して、備蓄資器材の入れ替えや継続的な防災訓練のアドバイスを行ったり、防災に関する意
識づけを継続的に実施していく等の活動を行わなければ、形式的な組織と体制の整備に留まり、実際に災害が発生した場合
に、自主防災組織が有効に機能できないものと考えられる。現状、261の自主防災組織がいつ防災訓練を実施したか等を把
握できていない状況を解消すべきである。

【自主防災組織育成費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　当初予算においては、1200万円が基準の金額で、基準額を超える要望に対して補正予算で対応している。申し込んだ組織
については全て対応できているということであるが、防災備蓄倉庫の設置状況や備蓄資器材の入れ替え時期を市で把握して
いれば、必要な予算額は判断できると考えられることから、そうした状況及び時期の把握に努めることが望ましい。
《参考》平成22年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

19

22

Ｂ

Ｂ

<防災行政無線設置事業>
　災害対策基本法に基づいた事業であり、防災行政無線子局の設置、修繕を計画的に実施し、市民の生命、財産を守る事業
として重要性が高い。また、災害の発生やその後の経過情報を市民に迅速に伝達することで、市民が迅速に避難する等行動
できる体制を整える必要がある。
　音達の不具合が生じている地域等へは、災害を知らせる携帯電話サービスへの登録を促し、災害情報を迅速に伝達すべき
である。また、防災行政無線の効率的な設置を引き続き計画的に推進するとともに、設置コスト減に努める必要がある。
　最近の住宅は機密性が高いこと、豪雨災害のときは聞こえづらいことなどから、戸別受信機の設置も検討する余地がある。
さらに、災害を迅速に伝えるための新しい手段として親局から単方向のアナログから双方向のデジタル化への切り替えについ
て、全国的な普及状況にも注視しつつ、安価な導入を図る方策について継続的に検討をしていただきたい。
　また、「音達の不具合」という表現は、一般の人が聞くとわかりにくい。「無線の音声が届きにくい地域がある」といった工夫が
必要ではないか。
　成果指標の改善案として、防災行政無線設置率に加え、災害情報が多くの世帯にしっかり伝わることを示す「人口カバー率、
地域カバー率」等を提案したい。
<防災施設整備事業>
　案内板等の施設の設置等のハード的対応と、防災マップの配布等のソフト的対応の両面から事業を進めていることは評価
できる。
　防災を地域の問題として理解いただき、地域自治会との協力体制を作る努力が必要である。
　また、案内板等の設置は都市整備等他の事業計画と連携し計画的に行う必要がある。

整
理
済

　案内板等については、設置
後年数が経過しているため
修繕に重点を置き、災害時に
備えている。

50



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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98
消費者啓発
事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

S49 -

〔目的〕
　消費者の安全な生活環境を目指し、
身近な問題を自分の問題として捉え
られるような講座や、消費者トラブル
の被害防止の啓発を推進し、消費者
の育成を図る。
〔手段〕
　消費者月間記念事業の開催、消費
生活講座、講演会等の開催、消費生
活出張講座の開催、産業フェスタ等に
おける啓発活動の実施

高 高 高 高 Ｂ
　啓発手段を検討し、講座のさ
らなる充実を図る。

検討・
見直し

①②消費生活講座の開催や、悪
質商法被害を防止するため、消
費生活相談員等を地域に派遣す
る出張講座を引き続き実施す
る。
特に、被害に遭いやすい高齢者
については、地域の高齢者を見
守る民生委員などを対象に「高
齢者見守り講座」を毎年開催して
いく。
また、成人式の参加者や市内中
学３年生全員に啓発用チラシ・冊
子などを配布することにより、若
いうちから消費者としての育成を
図り、自立を促すための啓発活
動に取り組む。

99
市民相談事
業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

S44 -

〔目的〕
　市政に関する問題、市民生活の中
で生じる諸問題及び交通事故等に関
する相談、さらに法律相談
・税務相談・行政相談・登記相談・行
政書士相談に応じ、適切な助言を行
い、市民生活の一層の向上を図る。
〔手段〕　
　相談窓口の開設

高 高 高 高 Ｂ
　相談内容が、より複雑化・多
様化する中で、さらに相談体制
の充実を図る必要がある。

検討・
見直し

①②平成24年度からは相談需要
を勘案し、法律相談時間1人20分
から30分以内とし、相談内容の
質的充実を図った。
平成26年度に向けて、現体制を
維持しながら関係機関との連携
を深め、的確な相談に努める。

100
消費生活相
談事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

S49 -

〔目的〕
　消費生活に係る相談及び苦情処理
を行うため、専門的知識を有する相談
員を置き、市民からの相談に応じ、適
切な助言やあっせん等を行い、市民
の消費生活の安定を図る。
〔手段〕
　相談窓口の開設、消費生活相談員
の配置

高 高 高 高 Ｂ

　相談内容が、より専門化・複
雑化しており、相談員のレベル
アップ等相談体制の充実ととも
に、専門機関との連携を図る必
要がある。

検討・
見直し

①②平日毎日、2名体制で相談
業務を実施する中で、さらに充実
を図るため、平成26年度以降も
「埼玉県消費者行政活性化補助
金」を活用し、相談員を積極的に
研修に参加させ、継続して相談
員のレベルアップを図り、的確な
相談に努める。

101
消費者保護
委員会運営
事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

S51 -

〔目的〕
　消費者の保護、救済
〔手段〕
　消費者保護の円滑な推進を図るた
め、市長の附属機関として消費者保
護委員会を置く。

高 高 低 低 Ｂ

　消費者保護委員会は、苦情
処理の斡旋・調停などを行うこ
とができるなど、重大な責務を
担っている。

検討・
見直し

①②消費者保護委員会は消費
生活センターで処理できない消
費者からの商品等に関する苦情
の斡旋・調停などを行う機関とし
て今後とも設置をし、機能維持を
図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 B

事業概要
消費者の安全な生活環境を目指し、身近な問題を自分の問題として捉えられるような講座や、消費者トラブルの被害防止の啓発を推進し、
消費者の育成を図る事業である。
必要性
消費者トラブルは急増しており、手口も巧妙化しており、消費者トラブルの被害防止の啓発を促進するためにも、事業の必要性は高い。講座
内容は、被害状況を勘案しており、消費者生活センターの運営委員の意見も聞きながら選定しているということであるが、受講者アンケート等
により消費者ニーズを踏まえたメニューを選定していくことが必要である。一方で、県が実施している類似講座とのテーマの分担、開催場所の
分担については検証が必要である。県が行う類似講座を近隣市において開催できるのであれば、本市が独自に取り組む必要性は低い。
効率性
消費生活講座・出前講座開催数の単位当たりコストは効率性を測る指標としては部分的なものであり、事業全体の効率性が高いかどうかを
把握する指標が整備されていないことから、今後、効率性を測る指標の整備が必要である。消費者生活センターとくらしの会の関係につい
て、消費者生活センターは、窓口として市民が来たときに対応し、くらしの会は、各地区全体で273名の会員がおり、消費者の啓発、苦情の相
談、消費者・販売者等の会議、広報誌の出版などを行っており、消費者生活センターの機能を補完する位置づけということであるが、役割分
担がよく分からない。効率的な事業実施のために、市も含めた役割分担について整理することが必要ではないか。
有効性・成果指標
事業の成果を把握するための指標が整備されていないことが問題である。消費生活講座と出前講座の2種類を実施しており、講座受講者を
対象としたアンケート調査では、77％が「良い・やや良い」と回答している。これは満足度を把握する指標であるが、啓発事業の成果として、理
解度がどこまで進んだかについても合わせて把握することが必要である。また、「良い・やや良い」と回答しなかった受講者について、何が分
かりにくかったのか、どのような工夫が必要なのかを把握して、講座内容や実施方法の改善に活かしていくことが必要である。相談者が消費
者生活センターに相談に来たことにより払わなくて済んだ額である「救済額」が成果指標になりうる（救済額実績：21年度は147件1億1629万
円、24年度は122件7313万円）。また、消費者生活センターへの相談件数と合わせて、解決件数や解決率も成果指標として検討することが必
要である。「振込詐欺の件数」は把握していないということであるが、「救済額」と合わせて把握していくことが必要である。平成23年度の外部
評価で追加するよう指摘を受けた「消費者トラブルの発生回数」を成果指標にすることは未対応であり、今後、実績の把握など、指標化に向
けた準備が必要である。
活動指標
消費生活講座及び出前講座の開催回数と参加者数は順調に増えており、より積極的な取組が実施できていると評価できる。消費者生活セン
ターの相談件数（24年度実績：1275件）についても有効性を把握する前提となる活動指標として把握していくことが必要である。

【くらしの会補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　補助対象としてくらしの会が選ばれている理由が明確ではない。納税者から見ると、なぜこの団体なのかという疑問がある。消費者啓発事
業との関係がどうか、消費者の安全な生活環境を目指すという目的と合っているのかどうか等、事業費補助の基準も含めた見直しが必要。
《参考》平成23年度外部評価： Ｃ、平成17年度外部評価： Ｃ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

16 Ｂ
　越谷市の特性を持った事業であり、今後とも拡充していただきたい。ただし、活動結果指標・成果指標については相談件数
のみでなく、事業成果をより適切に表す指標を設定していただきたい。

整
理
済

　今後とも、現体制を維持し
ながら、市民の多様な相談
需要に対応していく。
　相談件数以外の成果指標
については、相談の種類に
よって稼働率を設定してい
る。

16 Ｂ
　越谷市の特性を持った事業であり、今後とも拡充していただきたい。ただし、成果指標については相談結果に基づく不当請
求回収率も含めていただきたい。

整
理
済

　専門的で複雑な相談内容
に対応するため、相談員のレ
ベルアップを図り、相談の内
容によっては、斡旋を行い、
消費者被害の救済に努めて
いる。
成果指標として斡旋救済額
を設定している。

19 Ｃ
｢越谷市民の消費生活を守る条例」の意味は大きい。必要な条例であるので、現在求められている状況に対応した改正に向
け、スケジュールを明確に設定し、消費者保護委員会で検討いただく内容を示し、委員会を有効に機能させ活用する必要があ
る。

整
理
済

　消費者保護委員会は、消
費生活センターで処理できな
い消費者からの商品等に関
する苦情の斡旋・調停などを
行う機関として今後とも機能
維持を図っていくとともに、会
議において消費者保護に対
する意見交換や消費者問題
に関する情報提供を行ってい
く。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
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期
年
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番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
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 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

102
計量器検査
事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

H15 -

〔目的〕
　計量法による特定市として、計量器
の検査等や、計量思想の普及啓発を
行い、適正な事業活動の確保並びに
消費者保護を図る。
〔手段〕
　計量法に基づき２年に１回の計量器
の定期検査や商品量目立入検査を行
うとともに、計量についての意識を高
めるため市のイベントでブースを設け
啓発に努めている。

高 低 高 低 Ｂ
　近隣市と連携して、積極的な
人材育成に取り組む必要があ
る。

検討・
見直し

①②計量法による業務について
は、行政処分を行う業務があり、
全てを委託することは困難であ
る。
はかりの検査業務の委託機関
は、一般社団法人「計量協会」し
かなく、計量特定市が増えていく
中で委託件数を増やしていくこと
は難しい状況にあるため、近隣
市と連携して積極的な人材育成
に取り組んでいく。

103
放置自動車
対策事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

- -

〔目的〕
　警察署への照会により所有者を把
握し、所有者による放置自動車の撤
去を原則に指導する。所有者不明の
場合は、廃棄物認定後に廃棄処分と
する。放置自動車は、交通障害を起こ
し、交通事故を誘発する要因にもなる
ことから市内に存在する放置自動車
の撲滅を目的に取り組んでいる。
〔手段〕
　撤去処分について業者委託を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成１７年に自動車リサイク
ル法制定されてから急速に減
少した。しかし、生活道路に放
置されるなど悪質なケースもあ
り、市民生活に及ぼすことか
ら、別の場所に移動し保管しな
ければならないケースがある。

検討・
見直し

①②警察との連携・協力を得て
所有者情報の提供を受け、迅速
なる所有者撤去を推し進める。

104
交通安全指
導事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

S44 -

〔目的〕
　市民の安全確保と交通安全意識の
高揚を図る。
〔手段〕
　交通指導員による登校時における
児童の安全確保や交通安全教育及
び街頭指導等を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　交通指導員の交通安全指導
に対するレベルアップを図る。

検討・
見直し

①②班単位での研修会の実施と
出前講座の積極的実施。また、
警察署及び交通安全団体と連携
し、市民の安全確保や事故防止
並びに交通安全意識の高揚を図
るための啓発活動や立哨指導を
する。

105
放置自転車
対策事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

S57 -

〔目的〕
　各駅周辺に放置された自転車等（原
付バイク含む）の整理を行い、歩行者
の安全と通行機能の確保を図る。
〔手段〕
　放置自転車等の誘導整理や撤去業
務を民間委託する。

高 高 高 高 Ｂ
　放置防止に向けた効果的な
対応策の検討。

検討・
見直し

①平成25年度から、土曜日の誘
導整理員の配置を月２回から４
回に増やし、実施していく。
②各駅の誘導整理員の配置を見
直し、必要な地域・時間帯・曜日
に重点的に振り分けを進めてい
く。併せて広報等を用いて、モラ
ル向上等の啓発活動を進める。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　計量法による計量特定市の業務として、はかりの定期検査・商品量目立入検査等を行う事業である。特例市である越谷市は
計量特定市として権限委譲された業務の実施が求められているため、本事業の必要性は高いが、業務内容を見直し効率性・
費用対効果を向上させることが必要である。
　業務委託の活用は効率化を図るために有効な手段であるが、定期検査業務の一部を委託している指定定期検査機関は、
埼玉県および他の県内計量特定市からも同業務を委託されており、所属する計量士も限られている。また、市が実施している
立入検査は行政処分を伴うため、外部機関への委託はそぐわない。これらの状況を考慮すると、委託件数を増やすことは困
難であるとする担当課の見解は理解できる。
　行政が実施している定期検査に代わる制度として、計量士が検査を行う代検査制度がある。代検査が普及すれば、担当課
の業務負担を軽減できるが、その手数料は定期検査と比較して割高であるため、利用件数は低水準にとどまっている。条例で
定められている定期検査の手数料を見直し、代検査の利用を促進するよう検討されたい。なお、手数料の見直しに際しては、
埼玉県や県内の他の計量特定市と連携をとりながら、適正な水準を確立していくことが望ましい。
　商品量目立入検査は、市内のスーパーマーケット・小売店等に立入り、商品の量目と表示が適正であるかを調査するもので
ある。立入検査は、正しい計量が行われるために不可欠であると考えられ、引続き業務を継続するとともに、成果の更なる向
上に努められたい。立入検査の強化を図ることを目的として、活動指標に「立入検査実施件数」を追加するよう検討されたい。
　成果指標の「計量器定期検査不合格率」については、目標を0.0％としているが、定期検査の性質上、不合格件数がゼロに
なることは考えづらい。過去の不合格率を参考に、例えば1.0%以下とするなど実現可能な数値を設定することが必要である。
また、立入検査における「不適正事業所数」を成果指標として追加するよう提案するので妥当性について検討されたい。
　計量行政を充実させるためには、業務に精通した人材を確保することが必要であるが、越谷市では近隣市と連携して、定期
検査に相互の若手職員を派遣するなど積極的な人材育成に取組んでいる。こうした取組みは高く評価できるため、今後も継続
して実施されることを期待したい。
《参考》平成17年度外部評価：C

整
理
済

　はかりの検査業務の委託
機関は、一般社団法人「計量
協会」だけであり、協会の体
制の問題や計量特定市が増
えていく中で、委託件数を増
やしていくことは難しい状況
にある。
　今後とも、近隣市と連携し
て、積極的な人材育成に取り
組んでいく。
　成果指標の「計量器定期検
査不合格率」については平成
２４年度に０％を達成してい
るため変更せず。「商品量目
立入検査」については、計画
的に毎年１２件程実施してお
り、立入検査を実施した商品
の不適正個数率を指標とし
て追加する。

20 Ｂ

　放置自動車は、放置する人のモラルの問題である。事業そのものは特に指摘事項はないが、車の撤去に伴って職員の方が
トラブルに巻き込まれるなどの事故の防止に注意いただきたい。
　壁などへの落書きも、放置自動車同様市や市民にとっての迷惑行為であるが、多くの自治体で自治会等と連携して対策を立
て効果をあげている。放置自動車の問題も、このような事例を参考にして、市当局だけの問題として取り組むのではなく、自治
会等と連携をとり自動車が放置されないような工夫を期待する。

整
理
済

　放置自動車については、地
域住民からの通報により発
見するケースがほとんどであ
るが、不法投棄夜間パトロー
ルでの発見にも努めている。
処理にあたっては、警察署と
の連携を図り対応している。
今後とも、早期発見、早期解
決に努めていく。

19 Ｂ

【交通指導員連絡協議会負担金】
　交通安全指導へのニーズは高い。交通安全のみならず、地域の防犯、防災活動と連携した地域活動として考える必要があ
る。
　交通指導員連絡協議会に対しては、交通指導員を有効に活用するための交通事故に関連する情報などについて、市から積
極的な情報提供が必要である。また、学校関係者とは、事故を抑止するための目標値を設定・共有し、先生や保護者と連携し
た事業活動をするなどの協力体制の構築を望む。

整
理
済

　交通指導委員は、登校時
の立哨指導のほか、毎年交
通安全教室を実施しており、
小学校と連携を図り、効果的
な交通安全教育を実施して
いる。また、他の部門と連携
して地域に出向き、高齢者等
に対し、悪質商法や振り込め
詐欺と併せて交通指導員に
よる交通事故防止の講座を
開催している。　毎月開催し
ている交通指導員の定例会
においては、市及び警察署
からの情報提供等行うととも
に、交通安全指導の向上を
図るため、研修会を実施して
いる。

18 Ｂ
　放置自転車の台数を減らす総合的な対策を行う事業の再構成が必要である。放置自転車関連事業として、当該事業に加
え、「放置自転車等誘導整備業務委託事業」、「放置自転車等保管返却業務委託事業」、「放置自転車等処分業務委託事業」
の事業全体としての総合的な見直しが求められる。さらに、民間による駐輪場の設置と連携を図る必要がある。

整
理
済

　放置自転車の対策として、
撤去による強制的な措置を
行っているが、併せて駅周辺
で駐輪場の案内チラシなどを
自転車利用者に直接配るこ
とで駐輪場の利用促進を図
り、放置自転車の防止に努
めている。また、防止対策と
して、駅広場や歩道に自転
車が置けないようにする空間
の検討や、誘導整理員の配
置について、午前中の時間
帯を短縮し、夕方の時間帯
への振り替えや日曜日につ
いても誘導整理員を配置し
効果的な予算執行に努めて
いる。

54



A 事業内容は適切である
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D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

106
防犯対策事
業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

- -

〔目的〕
　自主防犯活動団体の育成及び支
援、また警察や関係団体と連携し、犯
罪のない安全で安心に暮らせる地域
をつくる。
〔手段〕
　地域防犯活動を支援するため、防
犯講演会の開催や防犯グッズの貸
与、また、越谷市防犯協会に補助金
を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　刑法犯認知件数は減少傾向
にあるが、当市における犯罪率
（暫定値）は平成24年において
は前年同様県内第６位と他の
市町村と比較して依然高くなっ
ている。

検討・
見直し

①②各地区において自治会を主
体とした自主防犯活動団体が組
織されているが、埼玉県東部地
域振興センター・警察と協議、連
携を行い、自主防犯団体の組織
率の向上を図るとともに効果的
な防犯活動を実施し、犯罪認知
件数の減少に努める。

107
交通安全推
進事業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

- -

〔目的〕
　交通安全市民大会の実施や各種交
通安全運動による啓発活動及び交通
安全活動団体への活動支援等を行
い、交通安全・交通事故防止に取り組
む。
〔手段〕
　警察署や交通安全関係団体との連
携・協力により事業を実施し、交通事
故防止や交通安全の推進を効果的に
進める。

高 高 低 高 Ｂ

　高齢者や自転車の事故に対
する割合が増加傾向にあるが
人身事故は減少した。これから
更なる高齢化社会を迎えるに
あたり、より一層の交通事故防
止対策を実施する必要がある。

検討・
見直し

①②警察署及び交通安全関係
団体と連携しながら効果の上が
る方法を検討し、交通安全教室
や事故防止活動において継続的
な啓発活動を実施していく。

108
放置自転車
保管管理事
業

協
働
安
全
部

く
ら
し
安
心
課

H14 -

〔目的〕
　撤去された放置自転車等や保管所
の管理を行い、自転車等所有者から
引取費用を徴収する。
〔手段〕
　民間に事業委託する。
　自転車・・・・・・・3,000円
　原付自転車・・・4,500円

高 高 高 高 Ｂ
　保管経費が固定経費となって
いる。

検討・
見直し

①②放置自転車保管管理経費
の削減や放置自転車の効果的
な売却を行う。

109
福祉保健オ
ンブズパー
ソン事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

H14 -

〔目的〕
　福祉保健サービスに関する苦情を
公平・中立な立場で調査･判断し、迅
速に問題の解決を図ることにより、
サービス利用者の権利を守り、より良
いサービスを提供する。
〔手段〕
　大学教員・弁護士などの有識者を
「福祉保健オンブズパーソン」に委嘱
する。
　オンブズパーソンは、サービス利用
者の苦情を調査し、必要に応じて市
へ意見等を表明する。

高 高 高 高 Ｂ

　相談・申立ての件数は少ない
が、制度の必要性が高い。今
後とも制度の周知を図ってい
く。

検討・
見直し

①オンブズパーソン制度の周知
を図るとともに、福祉施設及び窓
口の苦情対応等について、福祉
関係職員とオンブズパーソンとの
意見交換を実施する。　
②広報活動の充実を図るととも
に、相談事例の研究などオンブ
ズパーソンの研修等を実施して
いく。
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※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ

　各地区の自主防犯団体の活動を、自治会を通じて把握し、その活動状況を共有し、近隣自治会どうし連携し協力した組織的
な活動を推進することが求められる。
　自治会連合会との連絡・連携も強化し、市と地域とが一体となった防犯対策を進めることによって事業の効果をあげることを
検討する必要がある。

整
理
済

　平成22年度に全自治会及
びPTAや老人会などの関係
団体を対象としたアンケート
調査を実施し、各自主防犯
団体の活動状況を把握した。
地域の防犯団体に、青色回
転灯装備者を貸し出し、地域
と一体となった防犯活動を
行っている。また、地域の防
犯活動を支援するため、パト
ロール備品の貸与の充実を
図っている。

19 Ｂ

【越谷市交通安全母の会補助金】
　事務事業評価の成果指標を見直す必要がある。交通安全活動団体に対し、市から事故情報などの情報提供をするととも
に、交通事故の減少割合など、事業の成果を表す指標を設定するとともに、的確な目標値を設定したうえで、交通安全関連団
体を指導する必要がある。また、交通安全教育については、学校の協力が不可欠であり、教育委員会との連携を図ることを望
む。

整
理
済

　交通安全母の会等の交通
安全関係団体は、市民の交
通安全意識を喚起するため
の啓発活動を行い、交通事
故防止につなげていくことが
活動の目的である。交通事
故等の結果の評価は、総合
的に行うことが必要であり、
団体の活動にあっては、活動
が促進されるよう引き続き支
援を行っていく。
　交通安全教育については、
幼稚園や市内全小学校で交
通安全教室が引き続き開催
するため各学校と連携を図
り、効果的な交通安全教育を
実施していく。

23 Ｂ

　自転車が路上等に放置された状態が継続すると、歩行者に危険が生じるだけでなく、通行の妨げにもなるため、放置台数の
減少を図り、通行の安全とまちの景観を保持する必要がある。そのため、自転車利用者に放置に対する問題意識を深めても
らい、自転車利用の抑制、自転車駐車場の利用促進を図る事業である。
　しかし、実際には保管台数が減っておらず、自転車の放置状態が後を絶たない現状にある。放置自転車の増加は、保管経
費(事業費)を増大させるだけでなく、市民の安全確保の弊害となる。越谷市では自転車の所有者に対し、ハガキや電話等で督
促を行っている。さらに、啓発活動として、放置自転車の多い区域にマップを配布したり、ラック式の駐輪場の整備などの取り
組みを実施している。新たな啓発活動として、委託先と連携し、街頭での広報活動、放置自転車クリーンキャンペーンの実施、
商店街や大型店での放置防止啓発ポスターの貼付等を実施して放置自転車廃絶に向けた取り組みが挙げられる。今後は自
転車利用者のマナー向上のために町会・商店街・警察等との地域ぐるみの啓発活動の充実等を図る必要がある。
　放置自転車を減らさなければ、保管台数は増加し、事業費は増大するという悪循環が生じる。そのため、市は放置自転車を
減らすために、ニーズ調査を実施して必要な箇所への新たな駐輪場の設置や既存駐輪場の増設を視野に検討されたい。市
営の駐輪場はないということだが、今後も民間事業者の活用により駐輪場を設置するように促し、行政が環境整備する体制を
築いていただきたい。駐輪場が民間事業者や財団法人の施設ということもあり、人件費、事業費、管理費、修繕費等がかかっ
ていない点が評価できる。
　また、放置自転車の解消に向けて、事業にかかる費用のうちどの程度利用者に負担させるかを含め、適正な撤去・保管料の
設定に努められたい。
　平成21年度から委託先と長期継続契約を締結し、単年度契約より、約110万円のコスト削減効果があったことは評価に値す
る。事業費を減らそうとする問題意識をもって、さらにコスト削減に取り組んでいただきたい。
　保管期間を過ぎても、引き取りのない自転車を『越谷市リサイクル自転車組合』に引き取ってもらい、再利用してリサイクル活
動に結びつけている点は評価できる。リサイクル自転車の販売台数を成果指標に取り入れることで、放置自転車の有効活用
が促進されることを期待する。
《参考》平成16年度外部評価： Ｃ

整
理
済

　放置自転車の原因は、自
転車利用者のマナーの問題
によるところが大きく、通行の
障害や犯罪を誘発する原因
となるため、交通安全運動や
防犯活動などにおいても警
察署や関係団体と連携して
放置自転車を抑制するため
の啓発活動を行う。
　撤去保管料については、現
在の状況で算定した場合、保
管料設定当時と同水準であ
り、むしろ保管管理経費の削
減や放置自転車の売却を行
い、経費に占める一般財源
の圧縮に努める。

20 Ｂ
　オンブズパーソン制度の有効活用の観点から、福祉サービスの現場職員とオンブズパーソンとのコミュニケーションの場を設
定し、福祉の現場で日々発生している相談、対応内容の情報共有が必要と思われる。
オンブズパーソン活用については、市民向けの広報とあわせて、現場担当職員への周知を図ることも必要と思われる。

整
理
済

　福祉施設及び窓口の苦情
対応等について、福祉関係
職員とオンブズパーソンとの
意見交換を実施している。ま
た、相談・申立ての件数は少
ないが、制度の必要性が高
いことから、今後とも制度の
周知を図っていく。

56



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

110
生活保護事
務事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

- -

〔目的〕
　生活保護受給者の就労を支援し自
立を促すとともに、医療事務、介護事
務において適正な執行を図るため、
嘱託医の委嘱、レセプト点検を実施す
る。
〔手段〕
　委託により就労支援員を配置し、生
活保護受給者に就労支援を行う。
　生活保護医療費のレセプト点検を行
う。
　嘱託医を委嘱し、医療扶助の内容
の審査を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　雇用環境の改善がなされない
中で、就労イコール自立につな
げることが困難である。また、レ
セプト点検のデータを積極的に
活用することで適正な医療・介
護扶助の実施が可能である
が、目標値を設定することは難
しい。

検討・
見直し

①レセプト点検のデータを活用
し、定期的に医療・介護の受診状
況を把握することにより、医療扶
助等の適正化を図る。
②嘱託医に精神科医を加え、医
療事務の更なる充実を図る。ま
た、関係機関と連携し、就労支援
の充実を図る。

111
中国残留邦
人生活支援
給付金事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

H20 -

〔目的〕
　中国残留邦人等が、満額の老齢基
礎年金を受給してもなお生活の安定
が十分に図られない場合、老齢基礎
年金による対応を補完する支援給付
を行う。
〔手段〕
　生活保護制度の例にならって支援
給付を行う。

高 高 低 高 Ｂ
　平成20年度から全国一斉に
実施された事業で、市の裁量
は認められていない。

検討・
見直し

①支援対象者に対し、法律で定
められた支援を行う。
②支援対象者が増加した場合に
対応できるよう、予算・電算シス
テム・人員体制の拡充を図る。

112
生活保護扶
助事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

- -

〔目的〕
　生活保護法に基づき、生活に困窮し
ている方々に対して健康で文化的な
生活水準を保障するとともに、被保護
者に対し必要な指導・援助を行い、自
立助長を図る。
〔手段〕
　生活保護法に基づき、生活困窮者
に対して生活・教育・住宅・医療・介
護・出産・生業・葬祭の８つの扶助を
必要に応じ適用し、適切な保護を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　収入申告等生活保護制度に
対する理解が不十分な点が見
受けられる受給者に対し、組織
的な取組を進める。

検討・
見直し

①不正受給につながらないよう、
生活保護受給者の義務について
適時説明機会を設ける。
②急増している受給者に対し適
正な保護を実施するため、人員
体制の充実を図る。

113
住宅手当緊
急特別措置
事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

H21 -

〔目的〕
　離職者であって就労能力及び就労
意欲のある者のうち、住宅を喪失して
いる者又は喪失するおそれのある者
に対して、住宅手当を支給することに
より、これらの者の住宅及び就労機会
の確保に向けた
支援を行う。
〔手段〕
　支給対象者の申請に基づき、住宅
手当を支給するとともに、就労支援等
を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　長引く景気低迷で雇用環境の
改善がなされない中で、住宅支
援給付の支給期間（6か月）内
に就労自立できる世帯が少な
い。

検討・
見直し

①就労支援員やハローワークの
福祉から就労支援事業を活用
し、生活保護に至る前段階であ
る当該事業での自立世帯の増加
を図る。
②平成25年度で当該事業（H25
より住宅支援給付事業に名称変
更）は終了の予定である（ただ
し、最大平成26年12月までの経
過期間あり）。

114
り災者援護
事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

S48 -

〔目的〕
　火災等の災害により、被害を受けた
被災者及びその遺族等に対し、条例
に基づき見舞金・弔慰金を支給し、市
民福祉の向上に資する。
〔手段〕
　火災による全半焼、水害による床上
浸水等の家屋への見舞金の支給
　死亡、重傷者発生の場合には、見
舞金・弔慰金の支給
　自己所有の住宅が全焼した場合
は、借家の家賃補助を行う

高 高 高 高 Ｂ
　見舞金・弔慰金等の支給事務
を迅速かつ適正に処理し、り災
者援護に努める必要がある。

検討・
見直し

①②見舞金・弔慰金等の支給事
務を迅速かつ適正に処理し、り
災者援護に努めていく。
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22 Ｂ

　生活保護法に基づく事業であり、事業内容は次の4点である。
　①就労支援員による、生活保護受給者の就労支援
　②面接相談員による、生活相談
　③生活保護医療費のレセプト点検
　④嘱託医による、医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導
　いずれも国の法律に基づく事業であり、法律の目的である「必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、そ
の自立を助長する」ために、事業の必要性は認められるが、個々の事業内容については一部で改善の余地が見受けられる。
　嘱託医による医療扶助内容の審査については、レセプト点検との連携を密にし、より実効性のあるものとなるよう努められた
い。
　就労支援員による相談事業については、相談予約が殺到する現状を考慮し、相談日を週3日から週5日に拡充することを検
討するなど、就労支援による被生活保護世帯の自立に努めている点は評価できる。一方で、予約が取りにくい状況であるにも
関わらず、突然の予約キャンセルにより相談員の手が空いてしまう事例も生じているとのことである。突然の予約キャンセルに
ついては、既に実施されいている文書指導を適正かつ厳格に適用し、無駄な空き時間を発生させないスケジュール管理を行
い、より一層の就労支援に努められたい。
　なお、当該事業については、生活保護（扶助）を給付する面において「生活保護扶助事業」と密接に関連があることから、より
効率的・効果的な事業推進を図るためにも、事務事業のくくり方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて
分かりやすくなるように改善する必要がある。

検
討
中

　就労支援員による相談事
業について、平成24年度に
変更契約を行い、平成25年
度から相談日数を5日に増や
した。

未
実
施

未実施

22 Ｂ

　生活保護法に基づく、8つの保護（生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助）
を実施するほか、保護（扶助）を受けている方に対して必要な指導･援助を行う事業である。
　一昨年のリーマンショック以降、社会問題となっているワーキングプアの増加を食い止めるためにも、生活保護扶助の適切な
運用が必要である。
　8つの保護制度のうち、生業扶助についてはハローワークと密接に連携して進める体制を工夫する必要がある。
　また、不正受給防止策の一環として、査察指導員2名による事後チェックが行われているが、支給開始後の実態を確認する
上で、2名体制で本来の目的が達成し得るのか否かを検証するなど、人員体制面において工夫をする必要がある。
　生活保護は、申請に基づいて開始される（申請保護の原則）制度であるが、生活に困窮されている方をより広く保護するため
にも、適正な対象者に対して真に必要な給付が適正に実施され、給付開始後においても資格や給付内容について、市民から
疑念を持たれることがないよう、給付状況の把握などについて、積極的に努められたい。
　なお、当該事業については、特に相談業務の面において「生活保護事務事業」と密接に関連があることから、より効率的･効
果的な事業推進を図るためにも、事務事業のくくり方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて分かりやす
くなるように改善する必要がある。

検
討
中

　生活保護受給者の急増に
対応するため、法律に基づく
ケースワーカー等の確保（職
員の適正配置）を確実に行
う。

未
実
施

未実施

18 Ｂ

　市役所にこのような援護事業があるのは、行政の原点とも思われるが、援護の限度はあるにしても、制度に従い対応する担
当者のジレンマを伺い知ることができる。被害への補助対象枠を拡げ、例えば、半焼家屋・水害被害の見舞い等の拡大を検
討していただきたい。　また、感謝の声だけでなく、不満についても記録し、今後の制度のありかたについての検討資料として
いただきたい。

整
理
済

　法令等に基づき、見舞金・
弔慰金等の支給事務を迅速
かつ適正に処理し、り災者援
護に努めていく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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事
業
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部
名
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課
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業
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始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
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⑵
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率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

115
社会福祉協
議会助成事
業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

S43 -

〔目的〕
　地域福祉を中心に事業を展開する
民間の社会福祉団体である社会福祉
協議会の組織体制・事業の強化・充
実を図り、全ての人が住み慣れた地
域で安心して暮らせるよう地域福祉事
業の充実を図る。
〔手段〕
　社会福祉協議会に対し助成金を支
出する。

高 高 高 高 Ｂ

　法人経営に係る指標の設定
が難しいため、社会福祉協議
会が行っている地域福祉事業
を評価しながら助成していく。

検討・
見直し

①②適正な事業評価ができるよ
う助成金の見直し・検討を進め
る。また、運営費的な補助から事
業費補助に切り替える。

116
更生保護事
業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

- -

〔目的〕
　保護司会、更生保護女性会と連携
し、犯罪を犯した者の更生を助けると
ともに犯罪や非行の予防・啓発を行
い、安全で住みやすい地域社会を構
築する。
〔手段〕
　社会を明るくする運動を推進し、更
生保護の啓発活動を展開
　保護司会、更生保護女性会への助
成を行い、更生保護活動を促進する。

高 高 高 高 Ｂ

　更生保護事業の重要性は増
しており、今後とも更生保護活
動への支援を行うとともに、犯
罪や非行の予防と啓発活動を
行っていく必要がある。また、事
業の実施による成果の把握と、
適切な評価方法について検討
する必要がある。

検討・
見直し

①社会を明るくする運動の実施、
保護司会による学校訪問など、
更生保護と青少年の非行防止の
啓発活動を行っていく。
②保護司会、更生保護女性会と
の連携を図り、更生保護への理
解を深める事業を展開するととも
に、事業の適正な評価に向けて
取り組んでいく。

117
行旅病人等
援護事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

- -

〔目的〕
　住所及び居所不明で引き取り手の
ない遺体の葬祭及び遺骨の保管
〔手段〕
　行旅病人及行旅死亡人取扱法によ
る葬祭
　遺骨の保管

高 高 低 低 Ｂ
　事務の効率化に向け、検討す
る必要がある。

検討・
見直し

①法令に基づき手続きを進める
必要があるが、手続きの完了ま
で時間を要することから、一層の
事務の効率化を検討する。
②法令に定められた業務である
が、効率化について継続的に取
り組む。

118
民生・児童
委員活動事
業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

- -

〔目的〕
　民生委員・児童委員の活動を積極
的に支援・促進し、地域福祉の向上を
図る。
〔手段〕
　民生委員・児童委員協議会へ活動
助成金の支出
　民生委員・児童委員に対し活動報償
金の支出
　民生委員・児童委員協議会の活動
補助

高 高 高 高 Ｂ

　民生委員・児童委員の積極的
な活動により活動日数が増加
しており、活動の充実が図られ
ている。地域福祉の推進役とし
て民生委員・児童委員の果た
す役割は大きいことから、今後
も見守りや相談援助活動が行
えるよう支援していく必要があ
る。

検討・
見直し

①定例会における勉強会の開催
や研修会への参加を促進し、民
生委員・児童委員としての資質
の向上図るとともに、見守りや相
談援助活動が行えるよう支援し
ていく。
②民生委員・児童委員の活動が
健全に発展していくことで、地域
福祉の推進を図る。

119
地域福祉計
画推進事業

福
祉
部

社
会
福
祉
課

H20 -

〔目的〕
　すべての市民が生涯にわたり、すこ
やかに、いきいきと、人間らしく、安心
して暮らすことができる福祉のまちを
実現するため越谷市地域福祉計画を
推進する。
〔手段〕
　計画の推進のため、推進体制づく
り、進行管理の仕組みづくりを進める
ため、越谷市地域福祉推進協議会を
開催するとともに、地域福祉講座を開
催し、地域福祉の啓発に努める。

高 高 高 高 Ｂ

　地域で行われている地域福
祉事業の状況把握と問題、課
題等の解決策について検討す
る必要がある。

検討・
見直し

①第２次地域福祉計画に位置付
けた重点施策に係る事業を実施
する。
②第２次地域福祉計画の進捗管
理を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

17 Ｃ
　この助成金は、社会福祉協議会の管理運営の補助であり、助成金の効果が不明である。このような助成金を縮小するととも
に、事業運営の委託や補助へ転換し、効果を評価できるものにすべきである。社会福祉協議会の経営についても、事業の見
直し（民間との役割分担）、人件費のあり方(給与体系の見直し）、自主収入の拡大を図る必要がある。

検
討
中

　適正な事業評価ができるよ
う助成金の見直し・検討を進
めている。また、助成内容を
運営費的な補助から事業費
補助に切り替えるため、人件
費や事業の収支状況等の把
握を進め、その切り替え方法
について検討していく。

19 Ｂ

　各補助金とも、適切な業績評価指標を設定し、成果と公益性を検証する必要がある。
【更生保護女性会助成金】
　補助金により実施した事業の成果を把握し、成果を検証する必要がある。
【越谷地区保護司会越谷支部助成金】
　補助金により実施した事業の成果を把握し、成果を検証する必要がある。
【越谷地区保護司会助成金】
　補助金により実施した事業の成果を把握し、成果を検証する必要がある。

検
討
中

　越谷地区保護司会や更生
保護女性会の取り組みによ
り、犯罪や非行のない安全で
安心して暮らせる社会づくり
が進められている。このよう
な団体の更生保護事業の展
開を積極的に支援するととも
に、更生保護事業の成果と
適切な評価方法について検
討を進めていく。

21 Ｂ
　法令で定められた事業であるものの、外国人旅行者の対応等法令上再検討すべき余地がある。
　特に、旅行中の外国人が、今後さらに増加することが予測される中で、「国全体の視点に立った対応基準の明確化」を図るよ
う、国に働きかけられることを望む。

検
討
中

　国、県に対応基準の明確化
について、働きかけをしてい
く。

21 Ｂ

　急速な高齢社会の到来の中で、地域における民生委員・児童委員の活動は、今後、ますます重要になると予測される。この
ことは、同時に「地域ケアに対する市民意識の向上」が求められていることを意味する。
　よって、民生・児童委員の活動を、市民に対してさらに積極的にPRするなどの方策を講じながら、地域と連携した様々な支援
活動を活性化されることを期待する。
【民生・児童委員活動助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　引き続き、補助金の趣旨目的にそった執行を継続されたい。

整
理
済

　引き続き、身近な福祉の相
談役として地域で活発な活動
ができるよう、地域、福祉関
係団体、行政等と連携した取
り組みを促進し、支援してい
く。

25 B

事業概要
越谷市地域福祉計画の推進体制の強化を進めるとともに、地域福祉講座の開催により、市民が生涯にわたり、いきいきと、人
間らしく、安心して暮らすことができる福祉のまちの実現を目指す事業である。取組み内容としては、計画の推進のため、推進
体制づくり、進行管理の仕組みづくりを進めるため、越谷市地域福祉推進協議会を開催するとともに、地域福祉講座を開催
し、地域福祉の啓発に努めるものである。
必要性
地域福祉計画の策定は社会福祉法に基づくもので、民間による代替は現時点では不可能であり、今後も市が策定していく必
要がある。地域福祉計画の内容については、高齢者福祉計画、障害者福祉計画と重複するため、それらとの重複や連携を考
慮に入れて包括的な計画を立てることが望ましい。
また、H25年度予算は、特定の自治会に対しアンケート調査を実施するためのコストを増額する必要があると考える。
有効性・成果指標
社会福祉計画の前計画である第1次計画については、目標に基づく進捗管理が行われておらず、計画期間の終了時点におい
ても事業の有効性・効率性等についての検証が行われていなかった。第2次計画が第1次計画の内容をほぼ踏襲する形となっ
ているのは、このことも原因になっていると考えられる。第2次計画についても、現時点では定量的な目標が設定されておら
ず、目標に基づく進捗管理ができていない。現在、進捗管理の方法を検討中で、本年秋には対応する予定であるとのことであ
るが、計画を計画だけで終わらせないために、また、市としての説明責任、次期計画に活かすという観点からも進捗管理及び
評価を確実に行うことが求められる。
本事業のように、個々の取組みではなく複数の取組みに関する推進事業には、独特の難しさがあると推測される。主導的に推
進できるための権限付与の仕組みについて一層の検討が必要ではないかと考えられる。また、将来的には、普及活動として
の成果だけでなく、より上位の目標への貢献度の観点から評価・検討する体制の確立が望まれる。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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120

心身障害者
地域デイケ
ア事業費補
助事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

S63 H25

〔目的〕
　在宅の心身障がい者に必要な自立
訓練、授産活動の場を提供し、心身
障がい者の社会参加の助長を図るた
め、心身障害者地域デイケア事業を
行う事業者に対して補助し、障がい福
祉の推進を図るとともに日中活動の
場のない在宅障がい者の利用を促進
する。
〔手段〕
　心身障害者地域デイケア事業を行う
事業者に対し、利用者の障がい程
度、利用状況に応じて補助する。

低 高 高 低 Ｄ

　同事業は、一般就労の難しい
障害者の日中活動の場として
重要な位置を占めていたが、平
成23年度末をもって市内のデイ
ケア施設は全て新体系サービ
スへの移行が完了した。平成
24年度で埼玉県は心身障害者
地域デイケア事業を廃止した
が、新体系移行が済んでいな
い市外デイケア施設に市内利
用者がいることから、引き続き
利用者の日中活動の場の確保
に努める必要がある。

終了
(H25
年度)

①②心身障害者地域デイケア施
設について、埼玉県では平成24
年度にて事業を廃止することに
なった。市内施設に関しては平
成23年度末に全てのデイケア施
設が新体系サービスへの移行が
完了したが、移行が完了していな
い施設が県内に残っており、市
内の利用者が通所している。こ
のことから、平成25年度のみ補
助事業を継続するが、埼玉県に
おいては事業自体が廃止され、
県内の他の施設も新体系サービ
スに移行しているため、越谷市に
おいては平成25年をもって事業
を廃止することとする。

121
身体障害者
補装具給付
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

- -

〔目的〕
　身体障がい者の身体機能を補完、
又は、代替するための補装具につい
て、日常生活の能率の向上等を図る
ことを目的として、補装具の購入又は
修理に係る費用について補装具費を
支給する。
〔手段〕
　補装具費の支給決定を受けた身体
障がい者は、補装具業者に補装具業
者に補装具費支給券を提示し、契約
を結んだうえで、補装具の購入又は
修理を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　支給決定後に購入又は修理
した補装具の適合状況等につ
いて確認する。

検討・
見直し

①申請時の聴き取り・調査を綿
密に行い適正な支給決定を行
い、それととともに、適合状況の
確認を行う。
②事業の周知や情報提供の強
化を行う。また、他法他施策（介
護保険、労災保険等）を利用する
場合との適正な調整を図ってい
く。

122

成年後見セ
ンター運営
事業（H25～
成年後見事
業）

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H23 -

〔目的〕
　判断能力の低下した高齢者や知的
障がい者、精神障がい者の権利と財
産を守る法律的な支援制度である成
年後見制度が身近なものととして活
用されるよう利用啓発、個別相談への
対応、市民後見人等の育成を図り、
高齢者や障がい者及びその保護者家
族を支援する。
〔手段〕
　業務委託により実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　実際に利用に繋がる相談件
数も増加しており、市民の関
心・ニーズは非常に高く、今後
もさらに相談体制を充実させて
いく必要がある。また、利用者
が増加することに伴い、受け皿
となる後見人を確保するため、
越谷市社会福祉協議会の法人
後見の受任を図るとともに、地
域で見守り・支える役割を担う
市民後見人の養成を進めてい
く必要がある。

検討・
見直し

①②市民の関心・ニーズは非常
に高く、今後もさらに相談体制を
充実させていくとともに、利用者
が増加することに伴い、受け皿と
なる後見人を確保するため、越
谷市社会福祉協議会の法人後
見の受任や地域で見守り・支え
る役割を担う市民後見人の養成
を進めていく。

123
障壁改善事
業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H11 -

〔目的〕
　障がい者が安心して地域で共に暮
らせるまちづくりを推進する。
〔手段〕
　公共施設・道路等の段差解消、点字
ブロックの敷設、鉄道駅舎エレベー
ター整備支援を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　障がい者が安心して暮らせる
まちづくりを推進するため、引き
続き道路の段差解消や点字ブ
ロックの敷設事業を行う必要が
ある。

検討・
見直し

①障がい者や高齢者が外出しや
すくなるよう、道路の段差解消や
点字ブロックの敷設事業を行って
いくとともに、必要な実施個所を
精査し、計画的に事業を実施し
ていく。　
②公共施設周辺を中心に点字ブ
ロックの敷設を行う。Ｈ25年度
は、新越谷駅西口より越谷市科
学技術体験センターまでの一
部、中央中学校西側一部、袋山
恩間線の一部、越谷駅前線から
法務局までの歩道を整備し、点
字ブロックを敷設する予定であ
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価
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評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　平成23年度末までに地域活動支援センターや生活介護事業所への移行が進められている事業である。移行に伴っては、生
活介護事業所等の職員設置基準をクリアするなど課題が多いが、平成23年度末までの移行完了（事業廃止）に向け、引き続
き努力いただきたい。
【心身障害者地域デイケア事業費補助金】（内部評価：減額（縮小））（外部評価：減額（縮小）・終期設定）
　地域活動支援センターや生活介護事業所への移行に伴い、平成23年度をもって本事業費の補助金は廃止される予定。

整
理
済

　平成23年度にて市内の心
身障害者地域デイケア施設
は全て新体系サービスへの
移行が完了している。
　なお、市外の施設の新体系
への移行については県や設
置市の動向をみながら対応
していく。

22 Ｂ

　障害者自立支援法等に基づき、身体障がい者が身体機能を補完・代替するために補装具を購入・修理する場合において、
その費用を支給する事業である。
　法律に基づく事業であり、事業の必要性は認められるが、国・地方自治体ともに限られた財源の中で給付申請の増加に対応
しなければならない現実は避けられないことから、支給決定後の現況確認の徹底などによる適正な給付と、事業実施手順の
継続的な検証による効率化に努めることが必要である。
　補装具費の支給事務は、厚生労働省から示されている補装具費支給事務取扱指針等をマニュアルとして実施しているが、
支給した補装具の適合状況の確認方法について標準化が必要である。
　補装具の適正な利用状況については、職員が日常から把握することに努めているが、今後も、障害者自立支援法、補装具
費支給事務取扱指針等に基づき、適正給付と効率的な事務処理に努められたい。

整
理
済

　補装具作成後の適合状況
確認方法のマニュアル化を
進め、ケースワーカー間で標
準化を図った。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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124
コミュニケー
ション支援
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H14 -

〔目的〕
　手話通訳者や要約筆記者を聴覚障
がい者等の依頼に応じて派遣するこ
とにより、聴覚障がい者の社会参加
促進とコミュニケーションの円滑化を
図る。
〔手段〕
　社会福祉法人越谷市社会福祉協議
会に手話通訳者・要約筆記者派遣及
び育成等に係る業務を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　コミュニケーション支援事業に
ついて、より一層の周知を図
り、情報バリアフリーの推進を
図ることが必要である。また、
講習会、研修会の充実を図り、
登録手話通訳者及び要約筆記
者の技術向上と、登録者数の
増加を図ることが必要である。

検討・
見直し

①講習会を開催し登録手話通訳
者・登録要約筆記者の確保と技
術向上を図る。
②通訳者の養成及び研修を継続
して行うとともに、新規利用者開
拓のため公的機関等に対する広
報の充実を図る。

125
障害者短期
入所事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H15 -

〔目的〕
　障がい者を介護している者が本人を
介護できない場合に、障がい者支援
施設等を利用することにより、介護者
の介護負担の軽減を図る。また、やむ
を得ない事由により障がい者が障害
者自立支援法に基づく短期入所サー
ビスの理由が困難であり、かつ、障が
い者支援施設等に一時的に保護する
必要がある場合に障がい者を保護
し、障がい者本人の安全を確保、介
護を行う。
〔手段〕
　市町村審査会に諮り障害程度区分
を認定する。
　区分１以上の場合に短期入所サー
ビスを決定できる。

高 高 高 高 Ｂ

　やむを得ず短期入所を利用
する場合として、虐待による事
例が今後見込まれ、他制度の
利用も含め、関係機関との連
携を図っていくことが必要であ
る。

検討・
見直し

①本人及び家族から、十分に聞
き取りを行い、真に必要とする
サービス利用を提案・決定できる
よう努める。
②短期入所サービスを利用する
障がい者とその家族に対して、
本事業の趣旨を周知徹底し、利
用の適正化を図る。

126

障害者福祉
センター管
理運営委託
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H4 -

〔目的〕
　障がい者に対し、機能訓練、教養の
向上、社会との交流促進及びレクリ
エーションのための便宜を総合的に
供与すること、また、障がい者の自立
と福祉の増進を図ることを目的とす
る。
〔手段〕
　通所により創作的活動、機能訓練な
どの各種サービスを提供。また、手話
講習会等を開催して障がい者福祉ボ
ランティアを育成する。障害者福祉セ
ンター「こばと館」の指定管理者として
社会福祉協議会を指定する。

高 高 高 高 Ｂ

　障がい者団体の拠点施設とし
て重要な役割を担っているが、
今後も障がい者の多様なニー
ズに対応した事業展開が必要
となっている。

検討・
見直し

①②デイサービス事業などの実
施事業等について、障がい者の
ニーズを把握しながら、事業の充
実を図っていく。

127

障害者福祉
交流セン
ター委託事
業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H10 -

〔目的〕
　知的障がいのある人たちが年齢や
障がい程度にかかわりなく、社会を構
成する一員として、生きがいを持ちな
がら市民生活を送れるように支援し、
人々との交流を通して実社会への適
応力と福祉の増進を図ることと併せ、
ボランティアの活動の場、交流の拠点
とする。
〔手段〕
　社会適応訓練や創作活動などのデ
イサービス・各種相談事業を実施。福
祉交流センター事業を社会福祉法人
埼葛福祉会に委託

高 高 高 高 Ｂ

　本事業により、在宅の知的障
がい者に社会参加の機会を提
供しているが、障害福祉サービ
スと均衡を保ちながら利用者の
ニーズに対応したサービスが求
められる。

検討・
見直し

①②知的障がい者の社会参加を
推進する取組みとして、障害福
祉サービスへの移行を踏まえた
うえで事業を実施する。
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18 Ｂ
　聴覚障害者の社会参加促進のため意義のある事業と考えられるが、登録通訳者の育成・増員に一層努められるよう期待す
る。なお、社会福祉協議会への委託事務であるが、利用者の声を記録し、ニーズを反映できるよう十分な連絡調整をお願いし
たい。

整
理
済

　利用者の利便性を図るた
め、手話通訳者・要約筆記者
派遣事務所を設置。平成21
年10月からは越谷市独自で
要約筆記者の派遣体制を整
備し、利用者のニーズに応え
られるようにした。本事業を
受託する社会福祉協議会の
ホームページに利用案内の
動画を掲載し、よりわかりや
すい利用方法で周知を行っ
ている。通訳者の確保に当
たっては、関係機関と連絡調
整を図りながら、養成講習会
を実施している。平成25年度
より、要約筆記者の講習会の
時間を、厚生労働省発出の
通知に即して見直し、時間数
を増加した。

21 Ｂ

　在宅で介護されている家庭の実情を考えると、不可欠な事業である。
　しかしながら、ショートステイという本来の事業趣旨ではなく、正規施設の入所待ちの方の受皿となっているという実情もあ
り、高齢化に伴う介護対象者の増加、核家族化に伴う事態を映し出してしまっている面もある。短期入所サービスを利用する
障がい者及びその家族に対し、今後も引き続き事業の趣旨を理解いただくよう努め、さらなる事業の適正化に努めていただき
たい。

整
理
済

　サービス利用決定時に行う
調査では、本人の身体状況
はもとより介護者を含めた生
活環境を勘案し、適正なサー
ビスを決定するよう努めてい
る。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
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D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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128 審査会事業
福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　障害者自立支援法第15条に基づ
き、介護給付費等の支給に関する審
査会を設置し、障害福祉サービス利
用希望者に対し介護給付に係る障害
程度区分の審査及び判定を行う。
〔手段〕
　障がい者等の保健又は福祉に関す
る学識を有するもの（医師や精神保健
福祉士等）で構成する審査会により、
調査員による一次判定と医師意見書
等を基にした二次判定を行い障害程
度区分を認定する。

高 高 高 高 Ｂ

　審査会の設置及び開催は障
害者自立支援法等に規定され
ているため、市の意思で廃止等
ができるものではない。しかし
ながら、審査会の運営にあたっ
ては、障害程度区分認定に至
る一連の業務について、効率
化を図るとともに正確性を向上
させる。

検討・
見直し

①②審査の効率化及び正確性
向上のため、新たに審査会委
員、調査委員になった者につい
ては、それぞれの専門研修を受
講するなど障害程度区分認定に
適切な対応ができるように努め
る。また、継続して審査会業務に
当たるものついては、より一層の
業務の効率化、正確性の向上に
努める。

129
療養・生活
介護給付事
業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　医療機関や障害者支援施設等にお
いて、機能訓練や入浴、排泄等の介
護や介護や創作的活動、生産活動の
機会を提供し、日常生活の向上を図
る。
〔手段〕
　医療機関や障害者支援施設等に介
護給付費等を支給する。

高 高 高 高 Ｂ

　療養介護や生活介護につい
ては、障害者自立支援法に基
づき支給されるサービスであ
り、その他のサービスとの組み
合わせ等、利用者の状況や
ニーズに応じた支援を行ってい
く必要がある。

検討・
見直し

①②機能訓練や入浴、排せつ等
介護や創作活動、生産活動の機
会の提供など在宅の障がい者の
日中活動の場として重要な位置
を占めていることから、日中活動
の場の確保に努めていく。また、
利用者が適切なサービスを利用
できるよう障害程度区分の認定
調査や指定特定相談支援事業
所によるサービス等利用計画や
一定期間毎のモニタリングを踏ま
え、利用者の状況やニーズに合
わせた支援をしていく。

130
療養介護医
療給付事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　支給対象者が療養介護医療を受け
た際に、その費用を支給し、日常生活
の容易化と経済的負担の軽減を図
る。
〔手段〕
　支給対象者に代わり、市が療養介
護医療を提供した指定障害福祉サー
ビス事業者等にその費用を支払うこと
で、支給を行う。

高 高 高 高 Ａ
　引き続き適正な事業の運営
に努め、障がい者支援の充実
を図る。

現状
維持

①②今後も事業の周知及び適正
な運営に努め、利用者のニーズ
に応えるサービスを提供してい
く。

131
グループ
ホーム支援
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H10 -

〔目的〕
　地域での生活を望む身体障がい
者、知的障がい者、精神障がい者に
対し、日常生活における援助を行い、
自立した生活の助長を図る。
〔手段〕
　利用に応じ、ケアホーム、グループ
ホームには、それぞれ介護給付費、
訓練等給付費を支給し、また、ケア
ホーム、グループホーム及び生活
ホームに補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　障害者自立支援法の施行に
伴い、入所施設から地域生活
への移行が進められており、地
域生活の場としてグループホー
ム・ケアホームの果たす役割は
大きい。また、これまで身体障
がい者も平成２１年１０月から
利用できるようになったことから
利用の拡大が望まれる。

検討・
見直し

①引き続きグループホーム等の
サービスを継続する。
②平成２４年度末において、市内
の設置施設数は１１施設（生活
ホーム２施設）あるが、地域での
生活を望む方が、地域で生活で
きるよう市内設置施設の拡充に
努める。
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未
実
施

未実施

23 Ｂ

<障がい者施設サービス事業>
　平成18年に施行された障害者自立支援法に基づき、障がい者が生活する入所施設や、日中活動を行う通所施設など、障害
福祉サービスを提供する事業所へ給付費・補助金等を支給する事業である。また、障害者自立支援法施行以前から運営され
ている、「旧体系」の施設への給付費・補助金等の支給も行っている。
　障がい者が生活する環境を守るうえで、事業の必要性は認められる。
　多額の事業費がかけられ、新体系及び旧体系の障がい福祉施設へ障がい者のサービス利用状況に基づき給付費等が支
払われているが、一部を除き施設への指導監査は障害者自立支援法の定めにより、埼玉県が行っている。また、2年に1回は
県が市へ指導監査に入り、この際に市は県から助言をもらい、意見交換をしている。一方、市ではケースワーカーが業務の中
で頻繁にサービス利用者や施設関係者と面談し、課題解決のために利用者と施設の橋渡し役となったり、問題を把握した際
には指導台帳へ記録し、課内で情報を共有している。
　県が施設に対して行った監査報告は、施設に問題があった場合のみ市に伝えられるとのことだが、市として現場で把握した
障害福祉サービス向上のための情報は県と共有するなど、積極的に連携を進められたい。
　また、成果指標に活動指標と同じ「利用人数」が設定されており、利用人数は増加傾向にあるが、これだけでは事業の目的
である「障がい者の生活を豊かにする」ことの達成度は測れない。ケースワーカーに寄せられた障がい者及び施設からの声を
汲み取りつつ、成果指標について、例えば「サービス利用者の満足度」を設定するなど、事業目的を反映するものに整え、障
がい者のニーズに応えたサービスが提供できているのか確認できる体制づくりを進められたい。

【新体系施設等移行促進補助金】（内部評価：終期設定）（外部評価：終期設定）
障害者自立支援法に基づき、旧体系の施設が新体系へ移行する際に交付される補助金である。旧体系施設が新体系施設へ
移行する際に施設運営に支障がないように支給している。平成23年度までに該当する施設の移行の完了が見込まれており、
一定の効果があったと思われる。補助金交付要領に定められたとおり、障がい者の支援体制の確保が果たされているか、補
助金交付先の事業活動を確認しながら終期（平成23年度末）まで適正な執行に努められたい。

整
理
済

　成果指標で「サービス利用
者の満足度」を設定すること
は難しいが、障がい者のニー
ズに応じたサービスが提供で
きているか、指定特定相談支
援事業所によるサービス等
利用計画やモニタリング結果
等を踏まえ、確認していく。

未
実
施

未実施

17

20

Ｂ

Ｂ

＜グループホーム支援事業＞
　障害者福祉は、施設サービスから在宅サービスへ、より少ない費用で利用者ニーズに対応しようとしているが、市内の施設
利用者(170人）やグループホーム(1ヶ所）の整備状況を勘案すると、国や県の動向を見ながら、慎重に拡充を進めていく必要
がある。
＜生活ホーム助成事業＞
　自立支援に向けたヘルパー派遣事業と合わせて、生活ホーム利用者が自立するために必要な周辺支援施策との連携を強
化する必要がある。
　最も福祉の現場に近い事業を担当されている基礎自治体としての意見を、県や国に向けて発信されることを望む。

検
討
中

①②地域での生活を望む障
がい者の方にグループホー
ム、ケアホームを周知してい
く。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改革
改善
の方
向性

132
社会生活支
援事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　（免許）対象者が運転免許を取得し
ようとする際、補助金を交付し、社会
参加及び自立の促進を図る。
　（自動車改造）対象者に補助金を交
付し、就労等を目的に自ら所有し、運
転する自動車の改造をすることによ
り、社会復帰の促進と福祉の増進を
図る。
　（居宅改善）対象者に補助金を交付
し住み慣れた地域で自立し、安心して
生活できるよう支援する。
〔手段〕
　免許の取得、自動車の改造、居宅
改善に係る経費について対象者に補
助金を交付する。

高 高 高 高 Ａ

　（運転免許・自動車改造）障が
い者の就職意欲の向上を図る
ことによる、事業の実施件数の
拡大に努めること。
　（居宅改善）他法に基づく類似
の制度との適用関係を踏まえ、
柔軟かつ適正な事業の運営が
必要である。

現状
維持

①（運転免許・自動車改造）事業
の周知及び適正な運営に努め、
障がい者の就職意欲の向上を図
る。
（居宅改善）他法に基づく類似の
制度との適用関係を踏まえ、柔
軟かつ適正な事業の運営に努め
る。
②各事業の周知を行い、障がい
者の社会参加の促進及び自立
の促進を図る。

133
移動入浴
サービス事
業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H12 -

〔目的〕
　利用者の自宅において入浴が困難
な身体障がい者に対し、巡回方式で
入浴サービスを提供し、保健衛生の
向上を図る。
〔手段〕
　適切な事業運営が確保できると認
められる事業者と協定を結び、事業
の一部を委託することにより入浴サー
ビスを提供する。

高 高 高 高 Ｂ

　新規利用者の希望に合った
入浴サービス事業者を確保し
ておく必要があるため、新規業
者の参入を図り、利用者の選
択肢を拡げる。

検討・
見直し

①②引き続き利用者のニーズに
応えていくとともに、新規利用者
の希望に合った事業者の確保に
努める。周知もまた不十分である
ため、周知の徹底を図る。

134
訓練等給付
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　事業所等において身体機能、生活
能力の向上のための訓練や一般就
労に必要な訓練及び就労の機会や生
産活動などの機会を提供し、日常生
活、社会生活の向上を図る。
〔手段〕
　事業所等に訓練等給付費を支給す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　訓練等給付費利用者は年々
増加傾向にあり、障がい者が
地域生活を送る上で、日中活
動の場として重要な位置を占
めている。今後も利用者のニー
ズや状況に応じて日中活動の
場の充実が必要である。

検討・
見直し

①②生活能力向上のための訓
練や一般就労に必要な訓練及び
就労の機会の提供など、在宅障
がい者の日中活動の場として重
要な位置を占めていることから、
日中活動の場の充実に努めてい
く。また、平成２６年度末までには
全ての利用者が適切なサービス
を利用できるよう、指定特定相談
支援事業者によるサービス等利
用計画や一定期間のモニタリン
グを踏まえ、利用者の状況や
ニーズに合わせた支援をしてい
く。

135
重症心身障
害児施設運
営補助事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H9 -

〔目的〕
　重度の知的障がいと肢体不自由が
重複している児童（者）の個々の症状
に応じた必要な治療を実施するととも
に、日常生活の援助、育成指導をす
る。
〔手段〕
　中川の郷療育センターの運営に対し
助成することにより、重症心身障がい
児（者）の療育を支援する。「中川の郷
療育センター」の運営・建設費の借り
入れ返済に対し助成。
　５市１町（越谷市、草加市、三郷市、
八潮市、吉川市、松伏町）が共同して
設置し、広域的に運営している。

高 高 高 高 Ｂ
　重症心身障がい児施設とし
て、医療ケアを含めた必要性は
大きい。

検討・
見直し

①②引き続き重度心身障害児
（者）の施設サービスを継続して
いく。

136
重度心身障
害者医療給
付事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

S50 -

〔目的〕
　障がい者の健康を守り、本人や家族
等の経済的負担の軽減し、重度心身
障がい者の福祉の増進を図る。
〔手段〕
　①重心医療制度については、医療
費の保険診療自己負担金を助成
　②精神通院制度については、精神
障がい者の通院医療に要した費用に
ついて、保険診療の１０％を上限とし
て助成

高 高 高 高 Ｂ

　平成20年度の外部評価で
は、利用者の利便性を高める
ため、医療費の窓口払いを廃し
現物給付方式の実施を求めら
れた。このことを踏まえ、市内
医療機関等へ協力を依頼し現
物給付方式を実施してきたが、
市内全ての医療機関等での実
施には至っていない。

検討・
見直し

①25年度以降も現物給付方式を
受給者、市内の医療機関に広報
やポスター等でお知らせし、定着
させていく。②支払い事務におい
ても、現物給付データのオンライ
ン化を進めていく。又、支払事務
を適正に行うため、社会保険の
付加給付・高額療養費の把握に
努めていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

19 Ｂ
　利用者が委託先を選択できる制度の導入の検討を求める。
　委託先を拡大するとともに、公平性の確保が望まれる。
　また、利用者負担の軽減につながるならば、料金表の見直しをすることも必要であろう。

検
討
中

　委託先の拡大に努めるとと
もに、委託単価の設定や利
用者負担の見直しについて
検討する。

23 Ｂ
<障がい者施設サービス事業>
（事業番号：129参照）

整
理
済

　成果指標で「サービス利用
者の満足度」を設定すること
は難しいが、障がい者のニー
ズに応えたサービス提供が
できているか、指定特定相談
支援事業者によるサービス
等利用計画やモニタリング結
果等を踏まえて確認してい
く。

未
実
施

未実施

20 Ｂ
　障害福祉事業として重要な事業である。レセプトデータの電子データでの提供を広域連合に求めるなど、内部事務の効率化
と合わせて、市民の利便性向上の促進に努めていただきたい。

整
理
済

　重度医療については、本人
や家族の経済的負担軽減を
図るために、今後もより多く
の市内医療機関へ償還払い
から現物給付へ切替えてい
ただくよう協力をお願いして
いる。また効率的な支払い業
務ができるよう、事務の改善
など市民の利便性向上に努
めている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改革
改善
の方
向性

137
障がい者移
動支援事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　屋外での移動が困難な障がい者に
対し、社会生活で必要な移動や余暇
活動に伴う移動の外出支援を行い社
会参加を促進する。
〔手段〕
　事業の一部又は全部を業者へ委託
し、障がい者等の移動を支援する。

高 高 高 高 Ｂ

　障害者生活支援センター、相
談支援事業所、サービス提供
事業者等との連携を強化し、情
報の共有化に努め、サービス
の周知を行う。

検討・
見直し

①平成26年度に向け、関係機関
との連携強化を図り、サービスの
周知を図る。
②サービスの適正な利用を確保
するため、本事業のサービスし旧
基準について点検・調査を行う。
サービス提供実績からの事例検
討や実際に利用されているサー
ビスの種類・支給量等の把握に
努める。

138
障害者介護
券給付事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H3 -

〔目的〕
　独立自活を目指す在宅の重度の全
身性障がい者、重度の知的障がい者
の生活圏の拡大を図り、社会参加を
促進する。
〔手段〕
　生活圏拡大のため外出援助等の介
護人を派遣する。

高 高 高 高 Ｂ

　本事業の趣旨と対象となる介
護人派遣の範囲を利用者へ周
知し、適正かつ有効な運用を進
めていく。

検討・
見直し

①②介護の内容、介護人派遣の
範囲を周知、徹底する。障がい
者の生活圏の拡大、社会参加を
促すため、適正かつ有効な運用
を図る。

139
障害者施策
推進協議会
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　障がい者に関する施策の総合的か
つ計画的な推進を図る。
〔手段〕
　学識経験者や保健・医療又は福祉
に関する機関の代表者、障がい者福
祉関係団体の代表者、公募市民によ
る協議会を設置し、障害者基本法に
規定する障がい者計画や障害者自立
支援法に規定する障がい福祉計画の
進捗等について、意見を聴取する。

高 高 高 高 Ａ
　引き続き、障害者施策の総合
的かつ計画的な推進を図るた
め、事業運営を実施する。

現状
維持

①平成26年度については、第４
期障がい福祉計画の策定を行う
が、その際、本協議会にて意見
を聴取する。
②本協議会は、障害者基本法に
定める「地方障害者施策推進協
議会」であり、必須の組織ではな
いが、本市の障がい者施策の推
進にあたり、様々な立場、見地か
ら意見を聴取する場として、継続
して事業運営を実施する。

140
障害者自立
支援医療給
付事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

S26 -

〔目的〕
　上肢・下肢・心臓・腎臓等に障がい
があり、手術・治療を行うことによって
障がいの軽減、社会生活の円滑化に
効果が見込まれる場合に、手術等に
かかわる医療費を支給し、日常生活
の容易化と経済的負担の軽減を図
る。
〔手段〕
　支給対象者に代わり、市が指定医
療機関に直接医療費を支払うことによ
り医療費の支給を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　医療費の負担軽減対策は多
岐に渡っているため、利用者に
周知を図り、更生医療を真に必
要とする利用者が利用できるよ
う工夫する必要がある。

検討・
見直し

①②利用者が各制度との比較検
討を行いやすくするため、引き続
き各制度の内容について周知を
行う必要がある。

141
障害者手当
給付事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

S54 -

〔目的〕
　重度心身障がい者（児）を対象に、
障がいの程度、年齢、所得状況に応
じて重度心身障害者手当、特別障害
者手当、障害児福祉手当、経過的福
祉手当を支給することにより、介護等
の負担の軽減、障がい者の生活向
上、福祉の増進を図る。
〔手段〕
　手当の給付

高 高 高 高 Ｂ

　対象者の増加とともに事業
費、事務量が増加している。効
果的な運用について引き続き
検討が必要。

検討・
見直し

①②ともに事業の効果的な運用
について検討していく。また、対
象者に障害者手帳交付時等の
機会を利用し、制度の周知徹底
を図る。

142
障害者就労
訓練施設運
営事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H23 -

〔目的〕
　障がい者の就労に必要な知識及び
能力の向上のために必要な訓練等を
行い、もって障がい者の自立及び福
祉の増進を図ることを目的とする。
〔手段〕
　指定障害福祉サービス事業所とし
て、就労移行支援、就労継続支援（Ｂ
型）を実施する。業務は社会福祉法人
越谷市社会福祉協議会に委託し実施
する。

高 高 高 高 Ｂ

　障がい者の就労に必要な知
識及び能力の向上を図るうえ
で、障害福祉サービスである就
労移行支援、就労継続支援（Ｂ
型）を実施することの必要性は
大きい。

検討・
見直し

①②引き続き障がい者の就労に
必要な知識及び能力の向上を図
るため、就労移行支援、就労継
続支援（Ｂ型）を実施する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

17 Ｂ

　この事業は、市の単独事業として実施しているが、平成17年度より県の補助事業となるなど、住民のニーズに柔軟に対応し
ているものといえる。国や県の動向を見ながら、利用者の偏在、利用実態を踏まえた上で、事業を遂行していくことが必要であ
る。また、支援費制度と似たような事業があり、利用者の重複利用を運用上制限しているが、この事業を支援費制度へ統合す
ることの要否も検討する必要がある。

整
理
済

　他の外出を支援するサービ
スとの利用条件を整理し、重
度の障がいのある方の外出
を援助し社会参加を図るため
に事業を継続している。

未
実
施

未実施

20 Ｂ
　障害福祉事業として重要な事業である。
　障害者に安心感を与えるよう、病院の医師等との情報交換を図り、市役所窓口でのきめ細かな相談対応が求められる。

整
理
済

　手帳交付時の説明に加え、
HP等で周知をしている。

19 Ｂ

　例えば、運用の事例を分析し、定例業務と特殊案件を区別してマニュアル化するなどの、事務の迅速化、効率化を進めてい
ただきたい。
　障害者福祉は広域事業であるので、市（独自）の事業については、近隣市とのバランスを考慮してサービスの維持に努めて
いただきたい。

整
理
済

　運用については、システム
管理により効率的に行ってい
る。特別障害者手当、障害児
福祉手当、については、埼玉
県主催の研修でマニュアル
が配布されており、担当独自
でもH22より通常案件、特殊
案件に分けてマニュアルを作
成している。重度心身障害者
手当では、埼玉県の補助金
対象外の受給者も、市独自
の事業として手当の給付対
象とし、サービスの維持に努
めている。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

143

障害者就労
訓練施設管
理運営委託
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H23 -

〔目的〕
　障がい者の就労に必要な知識及び
能力の向上のために必要な訓練等を
行い、もって障がい者の自立及び福
祉の増進を図ることを目的とする。
〔手段〕
　障害福祉サービス（就労移行支援、
就労継続Ｂ型）、生活相談、障害者と
地域住民との交流に関する事業等を
実施する。業務は社会福祉法人越谷
市社会福祉協議会に委託して実施す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　障がい者の就労に必要な知
識及び能力の向上のために必
要な訓練等を行うとともに、市
民との交流を持つことは、障が
い者が地域で暮らしていくため
に必要となる。

検討・
見直し

①②引き続き障がい者の就労に
必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練等を行い、障が
い者の自立及び福祉の増進を図
る。また、障がい者が、地域で働
き、自立し、安心して暮らすため
に、地域交流事業の充実を図
る。

144
障がい者就
労支援事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H17 -

〔目的〕
　障がい者の就労促進や、地域社会
での就労能力、さらには社会適応力
を高め、障がい者の職業的及び社会
的自立の促進を図る。
〔手段〕
　障がい者が就労するために、就労
先の開拓、障がい者本人への業務内
容に関する助言や技術的援助、一緒
に働く人の障がい者に対する理解な
どの職場に定着するための支援を行
う必要がある。障害者就労支援セン
ターを設置し、障がい者の就労支援を
実施する。
　平成１７年度より、ＮＰＯ法人障がい
者の職場参加をすすめる会に委託し
事業を実施している。

高 高 高 高 Ｂ

　障がい者の就労支援に関し、
必要となる支援の在り方や実
施方法について、精査していく
必要がある。

検討・
見直し

①②平成24年度から長期継続契
約による委託を実施していること
から、中期的な計画に基づく継続
的な取り組みを行うとともに、障
がい者の就労や職場参加の受け
入れ企業の増加に向けた取り組
みを実施している。

145
障害者相談
支援事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H14 -

〔目的〕
　在宅の障がい者に対する福祉サー
ビスの利用援助や社会資源の活用を
高め、障がい者の生活を支援する。
〔手段〕
　障害福祉サービス等の利用援助、
社会資源を活用するための支援、社
会生活力を高めるための支援、ピアカ
ウンセリング、専門機関の紹介、他機
関との連絡調整を実施。社会福祉法
人つぐみ共生会に委託して平成１４年
１０月から実施

高 高 高 高 Ｂ

　障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するため
の法律に定める市町村が実施
する地域生活支援事業として、
相談支援事業が位置付けられ
ていることから、相談支援事業
の重要性が高まっている。

検討・
見直し

①②平成21年度に障害者地域
自立支援協議会を設置したこと
から、相談支援事業所間の連携
を図り、各障がいに対応した相談
支援事業を展開できるように事
業の充実を図っている。
今後は、必要見込み数を確保す
るために、委託先とすることが可
能な指定特定相談支援事業所
の確保が必要となる。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

25 Ｃ

事業概要
障がい者の職業的及び社会的自立の促進を図ることを目的として、就労相談や就職準備、職場定着などの就労支援を実施
するとともに、多様な就労形態を模索するため、障がい者の職場参加・職場実習を行う地域適応支援事業を実施する事業で
ある。平成17年4月から実施しており、障がい者の就労を総合的に支援する窓口として、障害者就労支援センターを設置し、就
労支援を実施している。本事業の主な対象者は、①就労を考えている方、②就労している方、③離職した方、④就労に向けて
生活のリズムを整えたいと考えている方、⑤①～④の家族及び⑥受入側の事業者である。
必要性
障がい者数が増加する中、就労機会を提供することは市にとっての重要な施策の一つであると考えられる。また、障がい者本
人や家族等からの相談件数が増加していることから、ニーズは高いと言える。
効率性
本事業は、3年間の長期継続契約で民間団体（NPO）に委託して実施している。業務委託により、事業の機動性を確保するとと
もに、人件費を低下させる効果が見られたことは評価できる。また、業務委託の入札においては複数の入札者がおり、競争性
は確保できたと考えられる。
有効性・成果指標
障がい者からの相談件数は、平成23年度の2,200件から平成24年度の3,071件と伸びているが、就職者数は、平成23年度は
43人、平成24年度は48人とほぼ横ばいである。就労支援センターに相談に来る人の中には、様々な要因からすぐに就労に結
びつかないケースや就労を目的としないケースも多く存在しているが、就職に至る人数が、毎年度横ばいである原因について
十分な分析を行うべきである。
企業の採用枠は景気の低迷などの影響を受け全体として低下している一方、障がい者をどのように採用するのかを検討する
企業は増えてきているという状況とのことであるので、引き続き企業に対するアプローチを続けることが望ましい。その具体的
な手段として、個別企業の訪問に加えて、商工会等の企業団体に対して協力を依頼することも検討すべきである。
一方で、すぐには就労に結びつかない方に対して、職場体験等の機会を設け、企業側の理解の促進を図るとともに、障がいを
持つ方自身にとっても何が足りないかということの認識の向上につなげる取組を行っている。これは越谷市独自の取組とのこ
とであるが、今後も引き続き、短期的な施策だけではなく、このような中長期的な就労支援につながる取組も継続すべきであ
る。
予算に限界がある中、就労支援に向けた様々な施策の優先順位付けには、事業を一定期間（10年程度）運営し、分析する必
要があるとの回答であった。あと数年で事業開始から10年になるため、これまでの活動を評価し、優先順位づけを行っていく
必要がある。
障がい者の就労支援のゴールは、対象者が就職することだけではなく、職場に定着することも重要である。このことから、障が
い者の就労に係る成果指標としては、就職者の数だけではなく、定着率、定着期間等についても加えるべきではないか。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度
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番
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2.事業名
3.
部
名

4.
課
名
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事
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始
年
度
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当
性

⑵
効
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⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

146

成年後見制
度利用支援
事業（障害
福祉課）

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H16 -

〔目的〕
　判断能力が不十分な方で、身寄りが
ない方に対し、市長が審判の請求を
行い、成年後見人等の選任を容易に
して、障がい者等の福祉の増進を図
る。
〔手段〕
　成年後見人制度申し立て費用及び
成年後見人等への報酬費用の助成を
行う。

高 高 高 高 Ｂ

　地域生活支援事業の必須事
業に位置付けられたこともあ
り、今後、利用者の増加が見込
まれることから、制度や手続き
に関する知識を深め、制度活
用の妥当性や公平性を確保し
ながら、効率的に事業を進める
必要がある。

検討・
見直し

①②今後、成年後見制度の利用
者の増加が見込まれることから、
引き続きケース方針調整会議で
専門職の意見を聴取し、制度活
用の妥当性、公平性を確保しな
がら、効率的な活用を図る。ま
た、報酬助成の在り方や費用負
担の方法等、時勢に併せて随時
検討していく。

147
施設入所支
援事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　障害者支援施設において入浴や排
泄、食事の介護など必要なサービス
を提供し、日常生活の向上を図る。
〔手段〕
　障害者支援施設に介護給付費等を
支給する。

高 高 高 高 Ｂ

　障害者自立支援法に基づき、
施設入所から地域生活への移
行が進められてはいるが、その
一方で、重度の施設入所を望
む者が地域生活を営む場につ
いての整備も不十分でもある。
このため、現状として受け入れ
先がないことや、その不安か
ら、施設入所を希望する障がい
者や家族に対し、利用者の状
況に沿った支援を促していく必
要がある。

検討・
見直し

①②入所施設の利用を必要とす
る方がサービスを利用することが
できるよう、障害程度区分認定等
を引き続き行い支援していくとと
もに、利用者が適切なサービス
を利用できるよう、計画相談支援
によるサービス利用計画や一定
期間ごとのモニタリングも活用し
ながら、利用者の状況やニーズ
に合わせた支援を行う。

148

障害児（者）
生活サポー
ト事業費補
助事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H11 -

〔目的〕
　在宅の心身障がい児（者）の地域生
活を支援するとともに介護者の負担
軽減を図る。
〔手段〕
　一時預かり・派遣による介護サービ
ス・外出援助等を実施する登録サー
ビス提供団体に、利用登録者の状況
により補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　埼玉県の事業費に対する補
助は、人口３０万人以上の自治
体の場合、５００万円までと上
限があり、超過分は市の単独
負担となっている。また、平成２
４年度末現在、市内登録事業
者は１か所であるため、事業所
の確保に努める必要がある。

検討・
見直し

①②利用登録者の利用希望に
対応できるように事業所の確保
に努めるとともに、利用者のニー
ズを把握し、他制度の活用も検
討していく。

149

障害者ガイ
ドヘルパー
派遣委託事
業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

S56 -

〔目的〕
　介護者がいない在宅の視覚障がい
者等に対して、ガイドヘルパーを派遣
することにより公的機関での手続き
や、突発的な通院等の外出を容易に
する。
〔手段〕
　社会福祉協議会へ業務委託を行
い、利用者へガイドヘルパーの派遣を
行う。

高 高 高 低 Ｂ

　派遣範囲を明確化し、越谷市
障害者等移動支援事業及び介
護給付費における同行援護に
対する本事業の位置づけ、利
用条件を整理することが必要で
ある。

検討・
見直し

①本事業、同行援護及び越谷市
障害者等移動支援事業の派遣
内容を明確化し、利用者への周
知に努める。
②同行援護及び越谷市障害者
等移動支援事業に対する本事業
の位置づけを整理するとともに、
ガイドヘルパーの確保に努める

150

地域活動支
援センター
事業費補助
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H19 -

〔目的〕
　 障がい者が地域社会の中で自立し
た日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう地域活動支援センターで
障がい者等の地域生活支援の促進を
図る。
〔手段〕
　障がい者の生産活動や創作的活動
などの基礎的事業や就労に関する事
業などの機能強化事業を行なう団体
に対して補助金を交付し支援してい
く。

高 高 高 高 Ｂ

　生活介護事業所や就労継続
支援事業所への移行が進んで
おり、利用者のニーズに応じた
事業運営が必要になる。

検討・
見直し

①②今後も適正な事業の運用に
努めるとともに、日中活動の場を
探している障がい者に対し、ニー
ズに応じて各センターを紹介す
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 B

事業概要
判断能力が不十分な方で、身寄りがなく親族等による後見等開始の審判の申立てができない方について、その方の権利や財
産を守るために、市長が代わって申立てを行う。また、申立費用を負担するとともに、成年後見人等への報酬の支払いが困難
な方に対して、報酬の助成を行う。
必要性
本事業は、成年後見制度を利用することが必要な状況にありながら、本人の判断能力が不十分でかつ親族等による申立てが
できない方を対象としており、後見人になる方への報酬等にかかる費用を行政が一部負担することによって後見人の選任を
容易にして、成年後見制度の利用を支援することにつながることや障害者総合支援法において地域生活支援事業の必須事
業となっていることから、必要性は高いと考えられる。
効率性
処理件数が少ない（平成23年度は申立件数、報酬助成件数それぞれ1件、平成24年度はそれぞれ2件）ことから、弁護士等に
実質的な作業を委託し、市の関与は最小限にすることが可能となるか、その方法の方が効率性が高いのではないか等につい
て、検討が望まれる。
有効性・成果指標
本事業は、成年後見制度の利用を必要とする方のセーフティーネットの役割を担う事業であることから、単に利用件数の伸び
を求めるものではないが、平成23年10月に後見センターを設置したことにより、市担当職員や施設等関係機関の同事業につ
いての、意識が高まってきている。その結果、H25年では既に6件の利用実績があるとのことである。今後は高齢化の進展等
により、本事業の利用ニーズも増大していくことが予想されることから、潜在的なニーズがどのくらいあるのかという想定を持っ
た上で、ニーズがある層に対してどのようにアプローチして制度を普及させていくかが課題となると考えられる。
現在の成果指標は「障害者の権利擁護の推進」となっている。これに対して、内部評価では「市長による審判請求を行うととも
に、報酬助成によって権利擁護が図れた」との評価がなされているが、助成することが権利擁護の推進に寄与するものでは
あっても、助成のみによって権利擁護が図れるものではない。
本事業の成果指標としてより適切なものを再考する必要がある。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

23 Ｂ
<障がい者施設サービス事業>
（事業番号：129参照）

整
理
済

　成果指標で「サービス利用
者の満足度」を設定すること
は難しいが、障がい者のニー
ズに応えたサービス提供が
できているか、相談支援事業
所により確認されたモニタリ
ング結果やサービス等利用
計画、サービス等調整会議を
踏まえ、確認を行っていく。

未
実
施

未実施

19 Ｂ

　障害者ガイドヘルパーの派遣範囲の拡大ニーズに対しては、代替手段の利用を検討し、公益性の高いものに限定することを
維持すべきである。
　ヘルパー確保の工夫が望まれる。
　また、外出支援事業をさまざまに組み合わせることで、利用者の利便性を高めていくことに取り組んでいただきたい。

整
理
済

　介護給付費における同行
援護及び越谷市障害者移動
支援事業との使い分けを利
用者に周知している。本事業
は、同行援護、移動支援事
業で対応できなかったもの
で、必要不可欠な外出のた
めの援助とし差別化を図って
いる。

22 Ｂ

　障害者自立支援法の枠組みにより、障がい者が地域社会の中で自立した日常・社会生活を営むことができるよう、地域活動
支援センターで障がい者等の地域生活支援の促進を図るために、地域活動支援センターを運営する団体に対して、「越谷市
地域活動支援センター事業補助金交付要綱」に基づき、補助金を交付する事業である。
　利用者が増加傾向にある中で、障がい者の目線に立ったサービスを提供するためにも、ニーズを把握するための方策の実
施に努められたい。なお、Ⅰ型事業における相談業務においては、将来的な就労支援を意識した事業推進が必要である。
　また、当該補助金の制度がホームページに掲載されておらず、市民への説明責任の点において不完全である。一般市民に
は直接関係の薄い補助金ではあるかもしれないが、透明性のある補助金執行の観点からも、積極的な情報公開に取り組まれ
たい。

【地域活動支援センター事業等補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　補助金交付先との日常からの情報交換や、補助事業に対する現地調査を職員が実施しているなど、監査体制は一定程度
確保されている。
　障がい者の自立した日常生活等のための事業として、補助事業の継続は必要であるが、限られた予算の中で、最小限の投
資により最大の効果が生じる補助金執行が望まれる。今後は、活動実態に係る調査を定期的に行い、補助金の趣旨・目的に
沿った適正な執行に、より一層努められたい。

整
理
済

①②ホームページの活用
等、広報活動を充実させ、適
正な利用を図る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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151
地域交流活
動推進モデ
ル事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H18 -

〔目的〕
　地域との交流を行いながら障がい者
の自立支援、自己決定を促進し、障
がい者がくらしやすい地域づくりを構
築していくため実施する。
〔手段〕
　くらしの基盤づくりとして、社会参加
及び自主活動できる場、さらに障がい
者の個別性を重視し、本人及び家族
の支援を行っていく場などを運営する
団体に対し、家賃等運営費の一部を
助成する。

高 高 高 高 Ｂ

　事業の成果をさらに向上させ
るため、他団体の状況やニー
ズ等について把握する必要が
ある。

検討・
見直し

①②現在の補助団体だけでな
く、他団体の状況やニーズ等に
ついても把握し、事業拡大の必
要性について、検討する必要が
ある。

152
日常生活用
具給付事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

- -

〔目的〕
　心身障がい児・者に対し、日常生活
用具の給付を行うことにより、日常生
活の便宜を図り、その福祉の増進に
寄与することを目的とする。
〔手段〕
　申請に基づき、障がい状況・生活状
況から必要性を市が判断し、業者へ
の委託により本人に給付を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　事業内容の周知や、給付用
具の情報提供に努める。

検討・
見直し

①②日常生活用具給付事業の
効果を高めるため、事業内容の
周知や給付用具の検討を進め
る。障がい状況、生活環境に応じ
た用具の給付を行う。

153

福祉タク
シー利用
券・自動車
燃料券給付
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

S56 -

〔目的〕
　在宅の重度心身障がい者の外出を
容易にし、経済的負担の軽減と障が
い福祉の増進を図る。
〔手段〕
　市内在住の在宅の重度心身障がい
者に、福祉タクシー利用券又は自動
車燃料費助成券を交付。

高 高 高 高 Ｂ

　利用者の利便性を考えると、
自動車燃料費助成券を取り扱
う事業所（ガソリンスタンド）をさ
らに増加させる必要がある。

検討・
見直し

①②ともに、自動車燃料費助成
事業を増加させるため、市内事
業所を中心に今後とも協力依頼
を続ける。また、対象者に制度を
周知するため、手帳交付時や相
談時に援護案内を行っている。

154
ホームヘル
プサービス
事業

福
祉
部

障
害
福
祉
課

H12 -

〔目的〕　在宅生活を営むうえで、家事
援助、身体介護及び外出時の支援を
要する方にヘルパーを派遣し、自立
生活の向上と日常生活の円滑化を図
る。
〔手段〕　あらかじめ本市からの支給
決定を受け、直接、利用者がサービス
提供事業者と利用契約を結び、ヘル
パーの派遣を受ける。
　また、やむを得ない理由（対象者要
件を満たさない等）から本市の支給決
定を受けられない者に対して、本市の
更生援護措置としてヘルパーを派遣
する（社会福祉協議会へ業務委託）。

高 高 高 高 Ｂ

　多岐にわたる要望に合わせ、
障がい者福祉の施策以外に
も、介護保険や児童福祉法に
ついても視野に入れ、より柔軟
で広域な対応が必要とされる。
そのため、障害者生活支援セ
ンター、相談支援事業所、サー
ビス提供事業所等との連携を
強化し、情報の共有化に努め、
幅広いサービスの提供を行う。

検討・
見直し

①平成25年度に向け、関係機関
との連携強化を図り、利用者から
の要望に幅広く対応できるように
努める。
②サービスの適正な利用を確保
するため、本事業のサービス支
給基準について点検・調査を行
う。取組としては、サービス提供
実績からの事例検討や実際に利
用されているサービスの現状（種
類や支給量）の把握を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

21 Ｂ
　在宅の障がい者に対して、日常生活用具を給付する事業であり、事業の重要性は認められる。対象者が公平に制度を活用
できるよう、さらにＰＲをしていただきたい。
　利用者の実態に則した対象品目の適正化を継続いただきたい。

整
理
済

　新規種目として電気式たん
吸引器・ネブライザー両用器
を設定、火災警報器、屋内信
号装置の対象者、頭部保護
帽の対象者拡大を図った。ま
た、障がい者手帳交付時の
制度説明及び給付相談時に
利用者の要望を的確に把握
し給付することにより障がい
者の日常生活の便宜を図っ
た。

24 Ｂ

　市内に在住する在宅の重度心身障がい者の外出支援と経済的負担の軽減のために、福祉タクシー利用券と自動車燃料費
助成券のいずれかを交付する事業である。
　福祉タクシー利用に関する補助は昭和56年度に開始されてから30年以上が経過しており、同制度は地域の障がい者に広く
普及している。また、地域社会のなかで障がい者が自立した日常・社会生活を営むことを支援する本事業は、障害者自立支援
法の趣旨にも合致しており、高い必要性が認められる。また、利用券・燃料券の使用は、1回につき1枚で差額は自己負担と
なっており、重度障害者の経済的負担の軽減と受益者負担の両面に配慮されている等、制度設計についても工夫が見られる
点は評価できる。
　平成17年度の外部評価において、利用者の声を収集して記録に残すことが要望されているが、現状では情報の蓄積や共有
化が十分に図られていないことは残念である。無作為に抽出した一定数の利用者にアンケート調査を行う等、利用者のニーズ
や満足度の把握に積極的に取組まれたい。アンケート調査で把握可能な利用者のニーズ・満足度等については成果指標とし
て採用することをあわせて検討されたい。
　不正利用の防止については、利用券・燃料券を利用する際に障害者手帳の提示を求め、燃料券は申請した車のナンバーを
記載する等、一定の配慮がなされているが、福祉タクシーの利用券は交付された者同士の融通を防ぐ手立てがなく懸念が残
る。不正利用が発生しないよう、新たな防止策を検討するとともに、利用者に対する注意喚起を徹底されたい。
　福祉タクシーの協力事業者に支払われている事務手数料は、1枚あたりの助成金額に対し高水準であると思われ、見直しが
必要である。現在の事務手数料は、埼玉県が県タクシー協会等と締結した協定に基づいた額であり、協力事業者との協定締
結は埼玉県に委任している。手数料引き下げには、埼玉県や近隣市町と連携する必要が求められる。
　燃料券の利用可能な給油所は市内42か所中19か所であり、利用者の更なる利便性向上が喫緊の課題である。担当課にお
いても毎年、給油所に対して協力を依頼しているが、特にセルフ給油所では経費削減のため従業員数も限られているため、燃
料券の取扱いに慎重になっており給油所の増加につながっていない。協力事業者を市のホームページや広報で積極的にPR
することで、メリット・インセンティブを与え利用可能な給油所を増加させるよう検討されたい。
《参考》平成18年度外部評価：B

検
討
中

　自動車燃料費助成券利用
可能給油所の増加について
は、事業者への協力依頼を
継続する。また、利用券等の
交付時に行ったアンケート結
果を、今後の事業実施の参
考にするとともに、不正利用
防止のための注意喚起を徹
底する。

24 Ｂ

　障害者自立支援法に基づき、在宅生活を送る障がい者の日常生活を支援するために、障害の程度や家庭環境に応じて
ホームヘルパー等を派遣し、居宅介護・同行援護・行動援護等を行う事業である。
　障害者自立支援法の根幹ともいえる、障がい者の「地域生活」を支援・促進する本事業の必要性は高い。また、同法により、
福祉サービスの提供主体は市町村に一元化されているため、本事業の抜本的な見直しや包括的な外部委託等は困難であ
り、市が主体となって事業を行う必要がある。
　障害の重度化や家族構成の変化により、本事業の利用者は増加傾向にあるため、公平なサービスの提供が不可欠になっ
ている。越谷市においては、原則、障害程度区分の調査を2人体制で実施しているが、利用者ニーズの的確な把握と客観性の
確保が期待できるため、こうした取組みは高く評価できる。
　事業の意義や必要性は十分に認められるが、当該事業の実施に要するコストは増加傾向で推移しているため、コスト削減の
必要性を認識し、実施手法や体制に見直しの余地がないか早急に検討されたい。
　平成22年の法改正により、平成24年度からサービスの提供を受けるためには、利用計画の作成が必須となるとともに、新た
に事後のモニタリングが導入されているが、今後、利用計画の検証とモニタリングを徹底し、障害の程度に応じた適正なサー
ビス量が提供されるよう努められたい。また、本事業の利用者数削減は困難であるため、行政サイドの事務コスト削減が必要
である。例えば、障害者生活支援センター、相談支援事業所等、本事業と関連する業務を担う部署との人員・業務の統合や受
付・審査業務における非常勤・臨時職員の活用等により、業務の効率化や経費削減を図られたい。
　利用者数の増加に伴う業務量の増加は不可避であるため、制度や事務に習熟した職員の養成が重要課題となっている。
OJTや各種研修による人材育成を強化するとともに、職員の異動についても配慮し、十分な業務体制が整備されることを期待
したい。
　成果指標を利用時間数としているが、これだけでは事業目的である「利用者の自立生活の向上・円滑化」が実現されたかを
測ることは困難である。利用者・家族等へのアンケート調査により満足度等を把握するなど、事業目的の達成度が測定可能な
指標を用いるよう改められたい。

整
理
済

　利用者の要望に対応し、
サービスの適正な利用を確
保するために、関係機関との
連携を図るとともに、OJTの
実施により職員の資質向上
を行った。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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155
介護保険料
収納補助員
配置事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H21 -

〔目的〕
　離職を余儀なくされた労働者その他
の失業者の一時的な雇用機会を提供
し、介護保険料の未納者対策を講じ
る。
〔手段〕
　埼玉県緊急雇用創出基金市町村補
助事業の活用により臨時職員２名を
採用し、介護保険料滞納者宅の戸別
訪問により保険料納付を促すととも
に、口座振替・納付相談の勧奨や介
護保険制度の説明など、介護保険料
の未納者対策を行う。

高 高 低 高 Ｂ

　滞納者へ訪問し納付相談を
行うが、低所得者で生活困窮
者が多いことから介護保険料
の支払いまでにはなかなか至
らないのが現状である。しか
し、訪問を繰り返すことによつ
て介護保険制度の理解が得ら
れ納付につながるケースがあ
るため、未納者対策の一層の
充実が必要であると考える。

検討・
見直し

①埼玉県緊急雇用創出基金事
業の介護保険料収納補助員配
置事業は24年度で終了となる
が、継続的に臨宅徴収事業を進
める。
②支払い能力があるが、支払わ
ないという悪質な滞納者に対して
は、滞納処分を行っていく。

156
助け合いの
仕組みづく
り事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H23 -

〔目的〕
　主に高齢者に気軽に立ち寄れる居
場所を提供することにより、社会的孤
立の解消、自立生活の助長を図ると
ともに、各種福祉に関する事業等を展
開し、高齢者福祉の向上を目的とす
る。
〔手段〕
　各種の社会福祉事業を実施し、地
域との関わりをもつ越谷市社会福祉
協議会に運営委託し、実施する。

高 高 高 高 Ｂ
　事業スペースが手狭なため、
効率的な運営を行い、より多く
の高齢者にご利用いただく。

検討・
見直し

①平成25年度に新店舗を開設す
るため、安定的な運営を目指す。
②高齢者の憩いの場となるととも
に、地域交流の場となるよう努め
ていく。

157

ひとり暮らし
高齢者等安
心生活支援
事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H22 -

〔目的〕
　高齢者等に対し、救急医療情報キッ
トを配布し、万一の緊急事態に備える
ことにより、安心した生活が送れるよ
う支援し、高齢者福祉の向上を目的と
する。
〔手段〕
　民生委員、地域包括支援センター又
は市役所の窓口等において、救急医
療情報キットを配布する。

高 高 高 高 Ｂ

　今後も救急医療情報キットの
配布の促進を図るため、広報
やホームページのほか、関係
機関などを通じて周知に努めて
いく。

検討・
見直し

①②広報等を活用し、救急医療
情報キットの普及啓発に努めて
いく。

158

成年後見制
度利用支援
事業（高齢
介護課）

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H18 -

〔目的〕
　身寄りのない判断能力の不十分な
認知症高齢者等の福祉の向上を図る
ため。
〔手段〕
　・市長が法定後見の審判の開始を
請求する場合の手続きを行う。
　・上記により法定後見を受ける者に
対し助成金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ
　要項改正などを行い、成年後
見センターこしがやと連携を図
る。

検討・
見直し

①②障害福祉課と連携を図り、
市民後見人の養成を行う。

159
介護支援ボ
ランティア制
度事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H23 -

〔目的〕
　高齢者が介護保険施設等におい
て、実施したボランティア活動に対し
てポイントを付与し、高齢者自身の社
会参加活動を促進するとともに、健康
増進や介護予防の推進を図る。
〔手段〕
　社会福祉協議会に事業実施を委託
する。

高 高 高 高 Ａ
　登録者の拡大に向けて、検討
が必要である。

現状
維持

①登録者の拡大に向けて、制度
の周知等に努める。
②活動者の利便性の向上の観
点から、活動対象の拡充に向け
て検討する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　埼玉県緊急雇用創出基金事業の活用により臨時職員を採用し、介護保険料滞納者宅の戸別訪問による保険料納付促進
等、介護保険料の未納者対策を行う事業である。
　介護保険サービスの維持や受益者負担における公平性の観点からも、滞納されている保険料の納付を促進することは大変
に重要であり、事業の必要性は認められる。したがって、活動指標・成果指標を適正に設定し、より効果のある事業推進に努
められたい。成果指標については、「この事業によって未納者がどれくらい減少したか」など、事業の成果が市民にアピールで
きる指標が適当である。
　また、「留守宅に催促の手紙を置いてきて、その後納付した件数」「納付約束をして、実際に納付をした件数」など、活動の成
果となる指標を設け、事業の有効性について検証されたい。その結果を踏まえたうえで、埼玉県緊急雇用創出基金事業終了
後における介護保険料収納補助員配置事業の継続を検討されたい。

整
理
済

　臨時職員の戸別訪問の際
は、徴収額は少ないが、訪問
後に納付があったものの収
納額は大きい。

25 B

事業概要
主に高齢者に気軽に立ち寄れる居場所を提供することにより、社会的孤立の解消、自立生活の助長を図るとともに、各種福祉
に関する事業等を展開し、高齢者福祉の向上を目的としている。空き店舗などを活用した高齢者の居場所の設置などの事業
を越谷市社会福祉協議会に委託し推進する事業である。平成23年度に「ふらっと」がもうが、平成25年度には「ふらっと」おお
ぶくろがオープンしている。さらに、平成27年には同様の場をもう1か所設置予定である。
必要性
高齢者の居場所の確保が必要であること、また、高齢者が気軽に立ち寄れるためには居住地域の近隣や交通の便の良いと
ころであることが望ましいことから、本事業の必要性はあると考えられる。
効率性
空き店舗を利用することによって地域活性化を同時に図ることが意図されているが、現状は空き店舗であるにもかかわらず、
市場の相場で家賃を払っていることの妥当性は検証すべきである。また、そもそも、高齢者の居場所の確保という事業目的か
らすれば、例えば、市内に13か所ある公民館等の既存施設で同様の取組を行うことも可能であり、今後は検討する必要があ
る。また、民間企業等を活用することによって民間資金およびノウハウを活用することが可能となるため、検討が望ましい。
他の市等で行っているように、市民主体の組織に任せることも検討していただきたい。
有効性・成果指標
施設の利用者は順調に増加しており（平成23年度は3,079人、平成24年度は7,191人）、一定の効果はあると判断できる。一
方、世代間交流の促進を図るために、乳幼児を連れた母親等が来られるような場所を意図していながら、場所が狭いといった
課題がある。また、最近掲載された新聞記事では「60歳以上が対象」と記載されている。これでは、60歳未満の潜在ユーザー
に対して負の印象を与えかねない。今後は、場所やプログラムの工夫をするとともに、幅広い世代への周知を図っていくことが
求められる。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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事
業
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年
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号
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部
名
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課
名
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事
業
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始
年
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⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価
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⑷
貢
献
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①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

160

（仮称）第４
老人福祉セ
ンター整備
事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H22 -

〔目的〕
　高齢者の増加に伴い、老人福祉セ
ンターの利用者が増加することが予
想されることなどから、高齢者に関す
る各種の相談に応じるとともに、健康
の増進、教養の向上及びレクリエー
ションの場などの便宜を総合的に提
供する老人福祉センターを新たに整
備するものである。
〔手段〕
市内４か所目の老人福祉センターを
建設する。

高 高 高 高 Ｂ

　新たな老人福祉センターが多
くの方から利用されるように、意
見交換会をはじめ多くの方から
意見をいただきながら、第４老
人福祉センターの建設に取り組
んでいく。

検討・
見直し

①平成26年度には建設工事が
開始されるため、今年度は設計
について関係者と協議を重ねて
いく。
②第4次総合振興計画に基づき
取り組んでいく。

161
介護サービ
ス事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　要介護者が、介護を必要とする程度
に応じて利用した居宅サービス、施設
サービス、地域密着型サービス等の
費用を介護保険から給付する。
〔手段〕
　要介護者が受けた介護サービスに
ついて、利用者負担額（１割）を除いた
額を、国民健康保険団体連合会を通
して介護サービス提供事業者へ支払
う。

高 高 高 高 Ａ

　介護保険制度に基づき実施し
ている事業であり、制度の趣旨
を踏まえ今後も適正に実施して
いく。

現状
維持

①②引き続き適正かつ効率的に
事業を進める。

162

電算処理事
業（介護保
険システム
電算委託）

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　介護を必要とする被保険者の申請
に基づいて行う認定事務や、受給者
管理及び給付実績管理を電算化し、
制度の円滑な運用を図るとともに、介
護相談や情報提供に活用する。
〔手段〕
　認定申請にかかる要介護認定事務
や介護給付管理等の電算管理を委託
する。

高 高 高 高 Ａ

　現在、特に課題は生じていな
いが、毎月、情報統計課とシス
テム受託会社との定例会を開
催し、システムの操作性・利便
性の向上、費用効果などにつ
いて協議を行っている。

現状
維持

①引き続き適正かつ効率的に事
業を進める。
②制度改正等に即応可能な電算
システムの改修について検討し
ていく。

163
審査委託事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　要介護・要支援の認定を受けた被
保険者が利用した介護（予防）サービ
スに対する介護給付費の請求内容が
適正か審査する。
〔手段〕
　埼玉県国民健康保険団体連合会へ
審査を委託する。

高 高 高 高 Ａ

　当該事業については、介護保
険法に国民健康保険団体連合
会による審査が規定されてお
り、同連合会への業務委託に
より、事務の効率化、迅速化が
図られている。

現状
維持

①②引き続き、国民健康保険団
体連合会への委託により当該事
業を実施し、事務の効率的、効
果的な執行に努める。

164
介護予防
サービス事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　要支援者が、介護を必要とする程度
に応じて利用した居宅サービス、地域
密着型サービス等の費用を介護保険
から給付する。
〔手段〕
　要支援者が受けた介護予防サービ
スについて、利用者負担額（１割）を除
いた額を、国民健康保険団体連合会
を通して介護予防サービス提供事業
者へ支払う。

高 高 高 高 Ａ

　介護保険制度に基づき実施し
ている事業であり、制度の趣旨
を踏まえ今後も適正に実施して
いく。

現状
維持

①②引き続き適正かつ効率的に
事業を進める。

165

介護保険給
付費準備基
金積立金事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　第１号被保険者の保険料を介護給
付準備基金に積み立てることにより、
介護保険財政の健全運営を図る。
〔手段〕
　介護保険の給付に係る歳入と歳出
の差額を基金に積み立てる。歳出が
超過した場合には、不足額を基金か
ら支出する。

高 高 高 高 Ａ

　国の方針に基づく制度であ
り、介護保険財政の健全運営
を維持するため、適正に積み立
てている。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める。
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施
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未
実
施

未実施

未
実
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未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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166
包括的支援
事業（介護
保険）

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H18 -

〔目的〕
　高齢者が要介護状態等になることを
予防し、「個々の高齢者の自立を支援
する」ために、必要な支援を行うことを
目的とする。
〔手段〕
　地域包括支援センターに委託し、介
護予防ケアマネジメント、総合相談・
支援事業、権利擁護事業、包括的・継
続的ケアマネジメント支援事業等を行
う。

高 高 高 高 Ｂ
　地域包括支援センターの適正
な運営

検討・
見直し

①地域包括支援センターの大沢
地区の設置
②地域包括支援センターの適正
な運営

167
生きがい対
策推進事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

S24 -

〔目的〕
　高齢者が、いきいきと自分らしく、安
心して健康で元気に暮らせるよう、社
会参加や生きがい活動を支援する。
〔手段〕
　敬老会の開催、いきいきセントー事
業、シルバーカレッジの開催、いきい
き農園貸出事業のほか、老人クラブ
育成や敬老祝金の支給により、生き
がい対策事業を実施

高 高 高 高 Ｂ

　高齢化率が年々上昇し、利用
者等も増加することが確実に見
込まれるため、将来的には扶
助費の縮小や、事業に係る受
益者負担などの検討が必要と
考える。

検討・
見直し

①利用者の増加に適切に対応し
た事業の推進
②時代の変化に対応可能な生き
がい対策の推進に向けて、現在
実施中の各種事業の見直しを行
う。

168

電算処理事
務事業(介
護保険料電
算委託)

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　６５歳以上の第一号被保険者の介
護保険料賦課徴収に係る事務を電算
化し、事務の効率化と適正な資格管
理を行う。
〔手段〕
　６５歳以上の第一号被保険者の賦
課徴収事務の電算管理を委託する。

高 高 高 高 Ｂ
　第6期事業計画の策定にあわ
せ、現行システムを円滑に進め
る必要がある。

検討・
見直し

①引き続き介護保険料の資格管
理・賦課徴収事務について電算
管理するとともに、次期計画の推
進に必要なシステムの見直しを
行う。
②滞納整理の強化を図るため、
電算での対象者の抽出、及び分
納誓約者の収納確認等を行い滞
納者管理を電算で行なっていく。

169
介護認定審
査会事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　要介護認定を受けようとする市民か
らの申請を受け、調査員による認定
調査と主治医意見書に基づき、介護
認定審査会において要介護状態区分
等の審査判定を行う。
〔手段〕
　申請に基づき、作成された資料を介
護認定審査会（月曜から金曜日の毎
日開催）に諮り、審査委員の合議によ
り、要介護度を判定する。
1　委員定数　72人　2　合議体数　12
合議体

高 高 高 高 Ａ
　法に基づき、審査会の適正運
営に努める。

現状
維持

①②引き続き適正に事業を進め
る。なお申請増に伴い、審査・判
定件数の増加等の課題が生じた
場合、審査会の運営等について
は適切な対応を図って行く。

170
認定調査事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　要介護認定を受けようとする市民か
らの申請を受け、市の調査員または
委託による訪問調査を行い、一次判
定及び介護認定審査会での判定資料
となる調査票を作成する。
〔手段〕
　市の調査員によるほか、指定居宅
介護支援事業者や介護保健施設等
に委託し、認定調査を実施する。

高 高 高 高 Ａ
　引き続き法の趣旨に基づき、
迅速な対応と適正・公平な認定
調査事業に努める。

現状
維持

①②引き続き適正な事業を進め
る。なお、同調査において申請増
に伴う課題等が生じた場合、適
切な対応を図って行く。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

24 Ｃ

　高齢者が安心して健康で元気に暮らせるよう、社会生活や生きがいを得るための活動を支援する各種の事業である。主な
事業項目は①敬老祝金の支給、②敬老会の開催、③いきいきセントー事業(無料の入浴サービス)、④シルバーカレッジの開
催、⑤いきいき農園貸出事業(無料の農園貸出)、⑥老人クラブの活動助成、の6つである。
　これまで地域発展に尽力された高齢者の方々に敬意を表すことは当然であり、高齢者が個人として尊重される豊かな生活を
実現するために行政に期待される役割は大きい。しかしながら、当該事業については、財政状況から判断して継続が困難であ
ると判断されるものや、公平性を欠いているものがみられ、取組みについて抜本的な見直しが必要である。
　①敬老祝金の支給については、支給対象および支給額の縮小を検討されたい。支給対象者は、右肩上がりで増加していくこ
とが確実であり、近隣市と比較しても高水準と考えられる敬老祝金を維持していくことに妥当性が見出せない。支給対象となる
年齢や高齢者に現金を支給する意義についても再度検討し、制度の抜本的改革に着手されたい。
　②敬老会の開催については、開催会場を1カ所として効率化を図っていること、式典内容を見直し高齢者のニーズ対応に努
めている点などが評価できる。今後は市内の学校や自治会、NPO団体等と連携を図り、幅広い年代の市民参加が実現される
ことを期待したい。
　③いきいきセントー事業については、利用者が一部に限定されていること、健康増進を図るという事業目的に対する効果が
不透明であること、実質的には公衆浴場に対する補助・助成制度となっていること等から、事業廃止に向けた検討を進められ
たい。
　④シルバーカレッジの開催は、無料となっている受講料の有料化を図られたい。受講者が高齢者全体に占める割合は1%に
も満たず、受益者負担を求めることが適当である。また、講座内容は健康増進よりも生涯学習の色合いが強く、生涯学習課が
所管する各種事業との統合を検討されたい。
　⑤いきいき農園貸出事業は、貸出の有料化および農業振興課が所管する市民農園事業との統合を検討されたい。募集要
件等を調整し、高齢者や障害者の利用者を一定程度確保することにより、両事業の統合は十分に可能であると考えられる。ま
た、利用者の交流促進についても一層の配慮が求められる。
　⑥老人クラブの活動助成は、各クラブの活動がより活性化するよう、補助金交付の手法について検討されたい。例えば、具
体的な活動内容に基づき補助金額が決定される等の仕組みが必要である。
《参考》平成18年度外部評価：<敬老会開催事業>B
　　　 　平成16年度外部評価：<老人クラブ育成事業>B

整
理
済

　平成２４年度に外部評価で
指摘を受けた敬老祝金事業
は、平成２６年度から見直し
を行うため、平成２５年度は
その準備を行うこととした。
　平成１８年度に外部評価で
指摘を受けた敬老会開催事
業は、対象者の増加に伴い、
式典及びアトラクションの時
間・内容等を見直し、参加者
の安全確保などのため、平
成２３年度より３部制から４部
制変更することとした。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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171
趣旨普及事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　様々な広報媒体や出前講座を活用
し、介護保険制度を市民に正しく理解
していただく。
〔手段〕
　①介護保険制度の解説パンフレット
を作成し、説明会の開催等により制度
の趣旨普及を図る。
　②市民ガイドブック、市の広報紙、市
のホームページ等により制度の内容
や事業を周知する。

高 高 高 高 Ａ

　これまでの介護保険制度の
周知方法を踏襲するとともに、
新たな周知の方法として、民間
事業者が発行するハートペー
ジを活用し、制度の内容の他、
市内の介護保険サービス提供
施設・事業所の周知が図ること
ができた。

現状
維持

①②引き続き、介護保険制度の
周知を図るため、出前講座の実
施に努めるとともに、ハートペー
ジの掲載内容について、よりわ
かりやすい掲載内容に努める。

172
運営協議会
事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　市長の附属機関として設置した越谷
市介護保険運営協議会において、介
護保険法第１１７条第１項に規定する
介護保険事業計画の策定及び変更
に関する事項やその他介護保険の施
策に関する重要事項について審議す
る。
〔手段〕
　上記事項を審議するため、介護保
険運営協議会を開催する。

高 高 高 高 Ａ

　運営協議会の活発で効果的
な審議に資するため、引き続き
委員との情報の共有と共通理
解に努めていく。

現状
維持

①第６期の事業計画策定に向け
て、市民のニーズ等の把握に努
める。
②高齢者が住み慣れた地域で安
心して暮らせるよう、国が推奨す
る地域包括ケアの構築に向け
て、検討していく。

173
介護予防事
業(介護保
険）

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H18 -

〔目的〕
　介護状態になるおそれの高い二次
予防事業対象者を支援することで、介
護状態になる高齢者の増加を防ぐ。
〔手段〕
　介護認定・要支援認定、申請者を除
く65歳以上の高齢者に基本チェックリ
ストを送付し、その回答を踏まえたス
クリーニングにより抽出した二次予防
事業対象者に介護予防検診を実施す
る。検診の結果、介護予防事業に参
加が望ましい二次予防事業対象者に
対して、介護予防事業への参加を促
進する。

高 低 高 高 Ｂ
　高齢化が進展する中での、介
護予防を図るための工夫が必
要である。

検討・
見直し

①2年に1度の基本チエックリスト
の実施によることから、継続的な
介護予防事業の実施に向けて、
一次予防事業の推進を図る。
②効果的な介護予防事業を推進
するための意識啓発を行う。

174
介護給付等
費用適正化
事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H15 -

〔目的〕
　介護（予防）給付について、不要又
は不適正に給付されていないかを検
証し、利用者に適切なサービスを提供
できる環境の整備を図るとともに、介
護保険の適正な運営を推進する。
〔手段〕
　ケアプラン確認指導や、国保連合会
の給付適正化システムを活用した事
業者からの請求内容の点検を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　本事業は、ケアマネジメントの
適正化、事業所のサービス提
供体制及び介護報酬請求の適
正化等について成果をあげて
いるが、その成果を客観的か
つ的確に示すことが課題であ
る。

検討・
見直し

①②引き続き介護給付費の適正
化に向けて取り組んでいく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

20 Ｂ

　介護保険制度の趣旨を市民にご理解いただくことを目的とした事業である。作成されているPR資料等は汎用的、全般的な内
容であり、市民にとっては印象が薄く、記憶に残りにくい様に思われる。アンケート調査等により普及度や理解度を検証するな
ど、より分かり易く市民の理解が深まる内容とし、効果的な活動に取り組んでいただきたい。今後は、個別相談に注力し、きめ
細かく具体的事例に対応する方向に進まれることを望む。

整
理
済

　介護保険制度の周知方法
として、出前講座を活用し
て、市民に対して制度内容の
周知した他、新たな周知方法
として、民間事業者が発行す
るハートページを活用し、市
内の介護保険サービス提供
施設・事業所の周知に努め
た。

未
実
施

未実施

24 Ｂ

　介護保険法で定められている、介護予防事業を行う事業である。基本チェックリストにより要介護・要支援の状態に陥るリス
クの高い高齢者を把握し、運動機能の向上等を目的とした教室を実施(二次予防事業)するほか、活動的な生活を送っている
高齢者に対しても健康を維持するための講習会・講座(一次予防事業)を実施している。
　本事業は介護保険法で市町村に実施が義務付けられており、可能な限り自立した生活を高齢者が送れるよう支援すること
は、高齢者の生きがいや生活の質の向上につながるため、極めて重要性の高い事業である。また、本事業を通じて高齢者の
健康寿命を伸ばすことができれば、将来の爆発的な増加が見込まれる医療費の抑制が実現されることから、財政面からも期
待される役割は大きい。
　本事業の効果を向上させるためのポイントは基本チェックリストの回収率を上げ、多くの高齢者の健康状態を把握することで
ある。越谷市では、二年に一度基本チェックリストを送付しているが、送付の翌年に未回収者に対して電話や訪問によるきめ
細かなフォローを行っている。状況把握率は平成23年度実績で87%と高水準であり、事業効果を最大限に発揮するために適切
な取り組みが実施されていると評価できる。
　基本チェックリストの回答結果に関する情報は、担当課でデータベース化されているとのことであるが、他の事業には情報が
十分に活用されていない状況が窺われる。高齢者の健康状態等の重要な情報が蓄積されているため、関係課で一層の情報
共有が図られるよう、新たな仕組み作りを検討されたい。
　高齢化社会の進展により業務量は増加しているが、本事業に係る全ての業務を市が単独で行う必要性は薄く、外部委託等
の活用によるコスト削減が必要である。特に、基本チェックリストの作成・発送・集計等に関する業務委託は全国的に増加して
いるところであり、越谷市においても基本チェックリストの発送・集計等を一部外部委託し、業務の効率化を図っているが、可能
な限り更なるコスト削減を図られたい。
　また、基本チェックリストの送付は制度上、三年に一度とすることができるため、事業費の増加に歯止めがかからない場合
は、送付期間が適正であるか見直されたい。
　成果指標の「平均要介護度」からは、本事業の効果を適切に把握できない。二次予防事業参加者の運動・生活機能の改善
度合いや、新たに要支援と判定された人の人数等を成果指標とすることを検討されたい。
　要綱やマニュアルの度重なる改正に加え、平成24年度からは「介護予防・日常生活総合支援事業」が創設されるなど、本事
業に係る国の施策はめまぐるしく変化している。今後も対応に困難を伴うことが予想されるが、高齢者をはじめとする市民から
のニーズは高く、本事業が一層充実することを期待したい。

整
理
済

　基本チェックリストの回収率
を上げる。一層充実させる。

21 Ｂ

　本事業は、介護給付の適正化のため事業で、事業の重要性は認められる。
　しかし、実際の事業の実施は、それぞれ個別の別事業で実施されている。当事業は、個別事業の上位に位置付けられるが、
事業内容がわかりにくい。関連事業も含めた事業全体の中での本事業の位置付けと事業目的を明確にし、市民にわかりやす
い説明をすべきである。

整
理
済

　市民や事業者に対し、事業
内容を分かりやすく伝えるた
め、適正化事業の目的や取
り組みについて市ホームペー
ジに掲載した。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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175
老人福祉セ
ンター運営
事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

S59 -

〔目的〕
　高齢者に関する各種相談に応じると
ともに、健康の増進、教養の向上及び
レクリエーション等のための便宜を総
合的に供与する。
〔手段〕
　けやき荘・くすのき荘・ゆりのき荘の
管理運営業務について、利用者サー
ビスの向上及び経費削減のため、越
谷市社会福祉協議会へ委託してい
る。

高 高 高 高 Ｂ
　高齢者人口の増加に伴い、
将来に向けて受益者負担の検
討が必要になると考える。

検討・
見直し

①②老人福祉センターのあり方
について検討を進めていく中で、
受益者負担についても検討す
る。

176
日常生活支
援事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H6 -

〔目的〕
　高齢者が可能な限り住み慣れた地
域で、安心して自立した暮らしが続け
られるよう、日常生活の支援を必要と
する方に在宅福祉サービス事業を行
う。
〔手段〕
　日常生活支援を効率的に実施する
ため、業務委託等により実施

高 高 高 高 Ｂ

　支援を必要とする方に対し、
自立支援の観点から、一層の
支援を行い、利用の促進を図
る。

検討・
見直し

①高齢者の支援を行い、健康で
生き生きとした生活を送ることが
できるよう、制度の周知を行う。
②周知方法や、事業のあり方等
について、調査研究していく。

177
介護予防事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　要援護高齢者やその家族を対象に
短期入所サービスを提供することによ
り、家族等の負担を軽減する。なお、
生活支援短期宿泊事業は対象の方
がいる場合に、対応している。
〔手段〕
　社会福祉法人への事業委託等によ
り実施

高 高 低 低 Ｂ

　要援護高齢者に対する家族
等介護者の負担を軽減するた
め、周知や、支援を推進する必
要がある。

検討・
見直し

①②地域包括支援センターを通
して、制度の周知を行い、サービ
スの利用促進を図る。

178
家族介護支
援事業(介
護保険)

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H18 -

〔目的〕
　居宅で介護する家族を支援し、身体
的・精神的負担を軽減する。
〔手段〕
　認知症サポーターの養成など、地域
における認知症高齢者の見守り体制
を構築する。

高 高 高 高 Ｂ 　認知症サポーターの活用
検討・
見直し

①介護マークの継続的な周知・
普及
②認知症サポーター養成後の活
用の検討
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 B

事業概要
高齢者の生きがいづくりや社会参加活動の拠点である老人福祉センターにおいて各種相談に応じるとともに、健康の増進、教
養の向上、レクリエーションなどの便宜を総合的に供与する事業である。けやき荘・くすのき荘・ゆりのき荘の管理運営業務に
ついて、利用者サービス向上及び経費削減のため、越谷市社会福祉協議会に委託している。
必要性
目的は高齢者の居場所確保、生涯学習の場の確保、孤立の回避という目的があるとのことだが、このような目的を達成するた
めに現状の規模・設備の施設が必要なのかどうかについては検証の余地がある。
特に、「助け合いの仕組みづくり事業」（事業番号156）のような事業が開発・育成されてきているのであれば、それをより有効
に活用することも検討すべき。
高齢者のニーズが十分に把握できているとは言えない中、4か所目の老人福祉センターがH27年度に完成予定というのは、十
分な資料が得られない状況においてその妥当性は確証できない。
効率性
指定管理者制度を採用しているが、1者入札で、入札にあたっての競争性が確保できていない。また、運営において、民間の
創意工夫が反映されるしくみになっていないことは問題である。加えて、現状の施設で最も人気があるのが入浴施設等とのこ
とであるが、これらの施設の娯楽的要素を考慮すると、世代間の公平性の観点からも、受益者負担を検討すべきと考える。
有効性
老人福祉センター3館の合計年間利用者数は微増（平成23年度は324,831人、平成24年度は328,704人）であるが、既存施設
の利用はリピーターが多く、ユーザーが固定化していることが想定される。幅広い利用者に活用してもらうという観点からは、
利用の認知や提供サービスに対する工夫が必要ではないか。
また、サービス充実化の観点からは、個々のサービスが他の施設でも利用可能なようにし、その普及活動も当該事業に含め
ることが望まれる。
《参考》平成19年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

23 Ｃ

　高齢者が地域で、安心して自立した暮らしを続けられるよう日常生活を支援するために、在宅単身の高齢者(65歳以上)等で
要介護状態など一定の条件を満たす者を主な対象として、寝具の乾燥・消毒、訪問理美容の出張料、住宅改造費の一部、民
間住宅の取り壊しにより転居を求められた際の家賃の差額等を助成する事業である。業務委託等により実施されている。
　当該事業の利用者は増加傾向にあるとのことだが平成22年度の各事業の利用者実数は、寝具の乾燥・消毒は8人、訪問理
美容は34人、住宅改造費は1人、家賃の助成は5人だけである。今後の課題として制度の周知を挙げているが、それだけで利
用件数が増えるとは思われない。なぜなら、各事業において、ニーズの的確な把握がされておらず、利用件数が少ない理由
の具体的検証と対策も特になされていないからである。
　当該事業の対象者となる高齢者等にはヘルパーやケアマネージャー等を通じて制度の周知をしているとのことだが、これら
の制度を実際に必要とする事例がどれだけあるのか、改めて検証する必要がある。介護保険制度の開始など、当該事業の開
始時と比較し、現在の対象者を取り巻く状況には変化がある。例えば、住宅改造費については介護保険制度や障害福祉制度
でも同様のものがある。また、寝具の乾燥・消毒については事業に費やされる人的コストも含め総体的に勘案すれば、新品寝
具購入の方がコストを抑えられることもあり得る。
　各事業の存在意義を確かめながら、サービス内容を決定するまでの検討プロセスを明確にして、ニーズが低いものは廃止
し、高いものは利用率向上のための具体的な対策を実施するなど、サービスの取捨選択を行われたい。その際は事業実施の
為に費やされる直接経費のほか、職員・関係者の人的コストにも注意し、事業を運営する上で全般的にかかるコスト分析を
行ったうえで市民や関係者に説明されたい。
　活動指標については「延べ利用回数」、成果指標については介護保険の事業計画の中でも使用されている、「65歳以上単身
住民の在宅生活率」、「要介護支援認定者の割合」などを加えることを提案したい。

検
討
中

　周知方法や、活動指標・成
果指標について検討するとと
もに、事業のあり方について
も、調査研究している。その
中で、高齢者住宅改造整備
助成事業について、介護保
険制度の住宅改修や、福祉
用具等高齢者の状況に応じ
たサービスの提供があること
から、平成25年3月31日で事
業を廃止した。

20 Ｂ
　ふれあいサービス事業を特定高齢者施策に移行する計画は、妥当な判断であると思う。
　一方、短期宿泊事業については、利用者数が実人数で4名と少ないことを考えれば、他の事業で吸収する等の方策を検討
し、事業の効率的推進を考慮いただきたい。

整
理
済

　平成20年度に自立支援通
所サービスの廃止を行った。

23 Ｂ

　要介護高齢者を居宅で介護する家族を支援するために、厚生労働省の計画に基づき認知症サポーターを養成する講座や、
家族介護教室の開催、認知症徘徊高齢者用の位置探索端末機の貸し出しを主に行う事業である。
　認知症サポーターは越谷市の目標1万人に向け、毎年約1,000人誕生し、現在の総数は約4,000人となり、市民の認知症に対
する理解は進んでいるといえる。一方、認知症高齢者を介護する家族同士の交流の場ともなる介護教室は開催が2回で参加
者は11名、徘徊高齢者を発見しやすくする位置探索端末機の利用人数は5件にとどまっている。
　介護教室と位置探索端末機については、利用者数が少ない理由の分析と、改めてニーズの把握が必要である。現在の成果
指標に「要介護高齢者を介護する家族の満足度」を加えて、事業の必要性や有効性を確認されたい。
　また、誕生した約4,000人の認知症サポーターの具体的な活動実績が乏しく、有効に活用されているとはいえない。介護教室
や位置探索端末機の事業への活用をはじめ、高齢者福祉の各事業と横断的に連携し、越谷市高齢者保健福祉計画で提唱す
る「参加型福祉」の推進に向けた活用方法を検討・実行されたい。
　今後は、個人情報保護の問題をクリアしながら効果的な運用に成功している事例や、NPOやボランティアを活用するなど多
額のコストを要しない工夫をしている事例など、先進地の取り組みも参考にしながら、当該事業の発展的見直しを図っていた
だきたい。

整
理
済

　今後、現状を見ながら、事
業について検討していく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

179
家族介護支
援事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

S61 -

〔目的〕
　高齢者を介護している家族等を支援
し、介護による家族の精神的・経済的
負担を軽減する。
〔手段〕
　一人暮らし高齢者の急病等に迅速
に対応する緊急システムの設置や、
在宅の寝たきり高齢者を介護している
家族への手当の支給

高 高 高 高 Ｂ
　高齢化の進展に伴い、在宅
高齢者や、その家族への支援
が一層必要となる。

検討・
見直し

①②高齢者の増加が予想される
中、在宅高齢者への支援の拡充
を図るとともに、支援のあり方な
どについて、検討していく。

180
手当給付事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H8 -

〔目的〕
　日本国籍を有しない特別永住者で、
公的年金を受給していないなど、一定
の要件を満たす外国人高齢者の方へ
の生活支援をする。
〔手段〕
　月額5,000円を給付する。

高 高 高 高 Ｂ

　外国人高齢者（日本国籍を有
しない者で、大正１５年４月１日
以前に出生した満７０歳以上の
方に限る。）で、一定の要件を
満たす方の福祉の増進のた
め、継続的に事業を行う必要が
あるが、事業の成果をより明確
にしていく必要がある。

検討・
見直し

①②支給対象者の家計状況の
把握など、事業の成果が明らか
になるような指標を検討してい
く。

181
老人ホーム
措置事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

S44 -

〔目的〕
　環境上の理由及び経済的な理由に
より、居宅での生活が困難な方を支
援する。
〔手段〕
　心身の状態、環境状況等を総合的
に勘案の上、養護老人ホーム等に入
所措置する。

高 高 高 高 Ｂ

　入所者の高齢化に伴い、入
所生活において、自立が困難
な状態になる方に対する介護
サービスが必要になってきてい
る。

検討・
見直し

①②単身世帯及び高齢者のみ
の世帯が急増していく中、入所措
置対象となる高齢者が増加する
傾向にある。この状況を踏まえ、
より適切な対応を検討していく。

182
介護支援事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　介護保険料第１～第３段階に該当
する市民税非課税世帯について、介
護保険の居宅サービス（地域密着型
サービス等を含む。）の利用者負担額
を軽減する。
〔手段〕
　対象者からの申請に基づき、内容を
審査の上、認定証を交付し、利用者
負担額（１割負担）を１０分の３もしくは
１０分の５に減額する。

高 高 高 高 Ａ

　介護サービス利用料金の負
担が困難な低所得者が、適正
な介護サービスの利用を控え
たりすることのないよう負担軽
減を図っており、要望も強い。
草加市や春日部市等、近隣自
治体においても同様の制度が
ある。今後、要介護・要支援認
定者の増加に伴い、事業の重
要性が増すものと考えている。

現状
維持

①②低所得者の負担軽減施策と
して利用者が増加していることか
ら、引き続き適切かつ効率的に
事業を進める。

183
保険事務管
理事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　介護保険制度における保険者として
の事務を円滑に遂行するとともに、市
民に対して介護保険制度の周知を図
る。
〔手段〕
　①介護保険保険者に係る固有事務
の執行
　②市民・事業者・行政との連携によ
り、介護保険全般にわたる理解を深
めるための取組を推進する。

高 高 高 高 Ａ

　高齢化の進展に伴い、今後、
ますます介護サービスの需要
が高まることから、引き続き、介
護保険制度の周知に努める。

現状
維持

①第6期事業計画の策定に向け
て、国が示す生活圏域ニーズ調
査を実施し、基礎データの収集
に努める。
②団塊の世代が後期高齢者に
到達する、２０２５年を念頭に、地
域包括ケアの構築に努める。

184
老人福祉セ
ンター改修
事業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

S59 -

〔目的〕
　老人福祉センターは、高齢者の福祉
施設であり、多くの高齢者が集うこと
から、安全確保に十分配慮する。
〔手段〕
　老朽化に伴う施設整備の改修、予
算措置、工事請負費にて対応

高 高 高 高 Ｂ

　緊急性の高いものから順次
工事を行っているが、施設の老
朽化に伴い、改修の必要な箇
所が増加傾向にある。

検討・
見直し

①利用者の安全確保のため、緊
急を要するものから改修・補修を
実施する。
②老朽化、地盤沈下等の状況を
踏まえ、施設の長寿命化を図る
計画的な取り組みを検討する。

185
介護保険会
計繰出金事
業

福
祉
部

高
齢
介
護
課

H12 -

〔目的〕
　介護給付費に係る法定負担分と介
護保険事務に要する費用を一般会計
から繰り出し、介護保険財政の健全
運営を図る。
〔手段〕
　介護給付及び予防給付に要する費
用の12.5パーセントに相当する額と、
介護保険事務に要する職員給与・事
務経費等を一般会計から繰り出しす
る。

高 高 高 高 Ｂ

　国の基本方針に基づき、介護
保険制度の健全運営が図られ
ている。一方で、その内容を市
民にわかりやすく示す方法を検
討する必要がある。

検討・
見直し

①②越谷市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画の円滑か
つ適正な推進と、進行管理に努
めるとともに、適正な額を一般会
計から繰り出すことにより、介護
保険会計の健全運営を継続す
る。また、その内容を市民にわか
りやすく示す方法を検討してい
く。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｃ

①　緊急通報システムは、ひとり暮らし高齢者に通報用のペンダントを貸与する事業であるが、廃止を含めて検討する。昭和６
１年からの事業であり、平成18年は新規４件、機器確保契約台数２００台のうち全設置台数９８台にとどまっており、一定の事
業目的を達成している。一方で、維持コストは年間５３０万円（５４，０００円/１台）である。代替手段（携帯電話、警備会社等）を
検討する余地がある。また、契約業者への条件変更要請及び新しくコストパフォ－マンスの良いシステム提案を行わせる等、
大幅な見直しが必要である。
②　在宅介護者福祉手当は、寝たきり老人を介護する家族への現金給付であり、平成１８年は３６１名を対象としている。福祉
的な施策ではあるが、介護保険が導入され、政策がサービス給付へシフトしている中で、このような手当のあり方を見直す必
要がある。

検
討
中

　引き続き、緊急通報システ
ムの保守点検の契約条件な
どの適正化を図ることによ
り、効率的な執行につとめて
いく。

21 Ｂ

　日本国籍を有しない1926年（大正15年）4月1日以前に生まれた方で、公的年金を受給できない外国人高齢者救済のための
事業である。本事業の対象者は、現在４名であり、今後対象者の新規追加はない事業である。対象者の減少とともに、事業規
模を縮小する事業である。
　事業名が「手当給付事業」となっており、事業名からは、どのような手当を給付する事業なのか容易に推察できない。
　また、成果指標が手当支給総額となっているが、これは、本事業の成果を測る指標であるとは言えない。現在の支給額で、
事業目的である対象者の生活支援としての効果を評価するなどの検討をお願いする。

検
討
中

　本事業は、公的年金を受給
できない外国人高齢者救済
事業であるため、引き続き事
業を継続していくが、事業の
成果が明らかになる指標を
検討する。

未
実
施

未実施

21 Ｂ

　介護保険に関する事業であり、要介護・要支援認定の低所得の世帯が居宅介護サービスを受ける際に、利用者負担を軽減
するための事業である。事業の重要性は認められる。
　事業の成果が減額者の認定率（利用者負担減額認定者÷要介護要支援認定者数）となっているが、これは事業の成果を測
る指標とは言えないのではないか。事業目的に照らし、検討されたい。
　また、要介護・要支援認定時に低所得者かどうかの判定を行うなど、現時点でも業務効率を図られているが、今後もさらに効
率化を進めていただきたい。

検
討
中

　経済的な理由から介護
サービスを抑制することのな
いよう、今後も該当者を正確
に把握し、併せて業務の効
率化に努めていく。

17 Ｃ

　介護保険導入から5年経過し、市内の要介護保険者数は2,600人から4,200人へ増加している。介護保険の主旨普及は一定
の成果をあげており、介護保険フェスタのあり方を見直す必要がある。また、介護相談員による事業所派遣は、年8カ所程度の
施設中心であるが、受入拒否事業所もあり、通所施設は未実施である。今後の方向としては、当該事業の見直しを行い、事業
者のサービス評価（第三者評価）の活用や情報公開制度の推進などにより、より効果的な方法を検討する必要がある。

検
討
中

　介護フェスタについては、
制度の趣旨普及が図られて
いるため、従来とは違った実
施内容を検討する。

未
実
施

未実施

22 Ｂ

　介護保険法に基づき、介護給付費に係る法定負担分と介護保険事務の運営に必要となる経費を一般会計から繰り出し、介
護保険財政の健全運営を図る事業である。
　法律に基づく事業であり、事業の必要性は認められるが、事務事業遂行については、職員人件費や事務の効率化について
の改善がどのように実施されたのか、市民にわかりやすく説明する必要がある。一般会計から特別会計に繰り出された税金
が適正に執行され、介護保険会計が健全に運営されているか否かを監査し、その結果を市民に説明するために、あらためて
考え方を整理されたい。
　介護保険特別会計職員36人分の人件費を含め、介護給付費以外に4億円ほど繰出金から支出されており、事務の合理化や
効率化についてどのように改善を図ったのか、事業に対して市民の理解を得られるよう一層努力されたい。事務事業評価表で
はその人件費も事業費の中に含まれており、市民にわかりにくいため、記載方法に工夫が必要と思われる。
　なお、介護保険に必要な経費を一般会計から繰り出すだけの事業であるならば、事業が細分化されすぎ、市民にわかりにく
いため、当該事業を事務事業評価の対象とすることについて議論する必要があると思われる。

検
討
中

　平成24年度においては、保
険給付や地域支援事業など
に係る一般会計の法定負担
分のほか、介護保険事業の
執行に要する職員人件費等
について、適正に繰り出して
いる。
　今後も引き続き業務の効率
化を図るとともに、その内容
を市民にわかりやすく説明す
る方法について検討してい
く。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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186
後期高齢者
医療費負担
事業

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　後期高齢者医療制度の維持と推進
〔手段〕
　埼玉県後期高齢者医療事業を実施
する広域連合の運営費に係る負担金
分及び後期高齢者医療療養給付費
に係る負担金分（医療費の１/１２）を
支払う。

高 高 高 高 Ａ

　本事業は、法令等に基づき実
施する事業であり、活動指標や
成果指標において数値化する
ことになじまない。今後とも継続
して計画どおり事業を進める。

現状
維持

①継続して計画どおり事業を進
める。
②継続して計画どおり事業を進
める。

187

特定健康診
査事業（国
民健康保
険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　高齢者の医療の確保に関する法律
に基づき、生活習慣病を予防する。
〔手段〕
　４０歳から７４歳までの被保険者に
対し、特定健康診査・特定保健指導を
行う。

高 高 高 高 Ｂ

　法改正により、特定健康診査
等の実施が保険者に義務付け
られたことに伴い、平成20年度
から市民健康課と連携して実
施している。受診率は毎年若干
増えているが、国の示す目標と
は開きがあるため、さらに受診
率を向上させることが今後の課
題となっている。

検討・
見直し

①平成26年度は受診率を45.0％
とするため、受診勧奨に取り組ん
でいく。
②平成29年度までに受診率を
60.0％とするため、受診勧奨を推
進し、年1回特定健診を受診する
習慣の定着を図っていく。

188

電算処理事
務事業(国
民健康保
険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　国民健康保険被保険者の資格の取
得喪失、給付及び賦課徴収等に係る
事務を電算化し、制度の円滑な運用
を図る。
〔手段〕
　国民健康保険被保険者の資格の取
得喪失、給付及び賦課徴収等に係る
電算管理を委託する。

高 高 高 高 Ａ
　業務を効率的かつ効果的に
実施するために必要不可欠な
電算処理である。

現状
維持

①②医療制度改革により保険制
度が複雑化している。今後も法
制度の改正に的確に対応し、効
率的な業務運営を推進するため
に、電算処理の充実を図ってい
く。

189
国保推進員
事業

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　国民健康保険税の収入確保と収納
率の向上を図る。
〔手段〕
　国保推進員として非常勤の職員を
雇用し、徴収計画に基づく催告（文
書・電話）、臨宅による納税の慫よう
や徴税吏員の補助的業務を行う。

低 高 高 高 Ａ

　本事業は、国民健康保険税
の徴収対策の一つとして実施し
ているものである。収納率向上
を図るため、今後も継続して事
業を進める。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

190

連合会負担
金事業（国
民健康保
険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　国民健康保険法に基づき、国民健
康保険事業の目的を達成するために
設立された埼玉県国民健康保険団体
連合会に負担金を納付する。
〔手段〕
　国民健康保険団体連合会に対し
て、その運営経費を負担するものとし
て、平等割と被保険者割の合算額を
納付する。

高 高 高 高 Ａ

　国民健康保険団体連合会
は、国民健康保険法に基づき，
県内の保険者が共同してその
目的を達成するため設立され
たものである。本負担金は、連
合会が共同して行う各種業務
の経費に対して保険者が負担
するものである。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

191

後期高齢者
支援金事業
（国民健康
保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　後期高齢者医療制度を支えるため
に支援金を納付する。
〔手段〕
　国保の被保険者に税を賦課・徴収
し、社会保険診療報酬支払基金に納
付する。

高 高 高 高 Ａ
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

192

前期高齢者
事務費拠出
金事業（国
民健康保
険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　前期高齢者納付金制度の運用に係
る事務経費を保険者で負担する。
〔手段〕
　前期高齢者納付金制度の運用に係
る事務経費を社会保険診療報酬支払
基金へ拠出する。

高 高 高 高 Ａ
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

22 Ｂ

　高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、生活習慣病を予防するため、40歳から74歳までの被保険者に対して、特定
健康診査・特定保健指導を行う事業である。
　医療費の抑制は国・地方自治体問わず急務であり、事業の必要性は認められる。
　主要関連計画として「越谷市特定健康診査等実施計画」が策定されていることを踏まえると、当該計画を実現するための活
動指標・成果指標の設定が必要であり、成果指標の「疾病の早期発見、予防」については「特定健診受診により疾病が発見さ
れた人/特定健診受診者数」等により数値化することを検討されたい。
　また、越谷市独自の検査項目については、市民サービスの向上も重要ではあるが、統計データや対投資効果を勘案して選
択・設定すべきであり、コストの削減に向けて事業内容の検証が必要である。
　このほか、受診率向上のための広報活動について、近隣自治体や先進自治体の取組状況を参考に、費用対効果の高い方
策により、更なる充実に取り組まれたい。

整
理
済

　平成20年度からの取組に
より年々受診率は向上してい
る、今後も若年層に重点化し
た受診勧奨や、イベントを通
した受診啓発など、新規の取
組を実施し、受診率向上、生
活習慣病予防を図っていく。

未
実
施

未実施

21 Ｂ

　国保推進員の役割が変わっている現状において、推進員の選考については、市民の個人情報保護の視点からもより一層慎
重な配慮を求める。
　また、活動結果、成果については、定量的な目標値を設定され、業務の効率化に努められることを望む。例えば、電話催促
件数、臨宅催告件数、徴収件数、収納率等があげられる。

整
理
済

　国保推進員については、勤
勉性や社会性、堅実性、積
極性、情緒安定性などを判
断基準として慎重に選考して
おり、採用後についても個人
情報保護等を含め研修を実
施しているところである。
　また、業務を効率的・効果
的に進めるため、定量的な目
標値として、活動結果につい
ては電話催告件数及び現年
度収入額を、成果については
現年度収納率を指標として
設定した。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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193
疾病予防事
業（後期高
齢者医療）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H21 -

〔目的〕
　後期高齢者医療制度被保険者の健
康の保持増進を図る。
〔手段〕
　保養所宿泊助成事業を実施する。

高 高 高 高 Ｂ
　保養所宿泊助成事業に関し
ては、他保険制度及び他市で
の状況を把握していく。

検討・
見直し

①平成26年度に指定保養所宿
泊助成を廃止し、契約保養所宿
泊助成と統合する。その後につ
いても被保険者等の要望や他の
保険制度（被用者保険、他市国
保等）の状況等を把握し、より良
い保健事業を進めていく。被保険
者の要望並びに他保険制度及び
他市での状況を勘案し、継続して
事業を進める。
②被保険者の要望並びに他保
険制度及び他市での状況を勘案
し、継続して事業を進める。

194
運営協議会
事業（国民
健康保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　国民健康保険事業の運営に関する
重要事項を審議する。
〔手段〕
　国民健康保険法に基づき、被保険
者代表、保険医・保険薬剤師代表、公
益代表、被用者保険等代表の4者21
名で構成する国民健康保険運営協議
会を設置

高 高 高 高 Ａ

　国保法に基づき設置する運
営協議会であり、必要に応じ開
催し効果的効率的運営に努め
ている。また、委員に、市の国
民健康保険の状況を理解して
もらうために、市国保の収支状
況、制度の変更及び問題点な
どをわかりやすく伝える協議会
運営を行っていく必要がある。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進めていく。

195

共同事業拠
出金事業
（国民健康
保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　都道府県内の市町村の保険料の平
準化や財政の安定化を図る。
〔手段〕
　高額の医療費を支出した保険者に
交付金を交付する共同事業に対し
て、拠出金を拠出する。
　１　高額医療費共同事業　２　保険
財政共同安定化事業

高 高 高 高 Ａ
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①継続して計画どおり事業を進
める。
②平成27年度より全医療費が対
象となり、さらに都道府県単位で
の医療費の平準化が進められ
る。

196
審査委託事
業(国民健
康保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　国民健康保険法に基づき、保健医
療機関等から請求を受けた診療報酬
明細書（レセプト）の審査をする。
〔手段〕
　埼玉県国民健康保険団体連合会に
委託する。

高 高 高 高 Ａ

　国民健康保険団体連合会へ
の審査委託は、法に則って実
施しているものであり、専門機
関である連合会に委託すること
は、現状において最も効果的か
つ効率的である。また国民健康
保険については、都道府県単
位での広域化が検討されてお
り、今後に向けて連合会とのさ
らなる連携を継続発展させる必
要がある。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

197
健康診査事
業（後期高
齢者医療）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　高齢者の健康増進
〔手段〕
　後期高齢者医療広域連合から委託
を受け、被保険者の健康の保持・増
進に資するため、健康診査を実施す
る。

高 高 高 高 Ａ
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①継続して計画どおり事業を進
める。
②継続して計画どおり事業を進
める。

198
後期高齢者
医療会計繰
出金事業

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　後期高齢者医療制度の維持と推進
〔手段〕
　高齢者の医療の確保に関する法律
に基づき、後期高齢者医療保険基盤
安定納付金及び職員給与等につい
て、後期高齢者医療特別会計に繰出
を行う。

高 高 高 高 Ａ

　本事業は、法令等に基づき実
施する事業であり、活動指標や
成果指標において数値化する
ことになじまない。今後とも継続
して計画どおり事業を進める。

現状
維持

①継続して計画どおり事業を進
める。
②継続して計画どおり事業を進
める。
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未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

22 Ａ

　国民健康保険法第45条の規定に基づき、医療機関等から請求された診療報酬明細書（レセプト）の審査に係る事務を、埼玉
県国民健康保険団体連合会に委託する事業である。
　医療費の適正化のため、診療報酬明細書（レセプト）の審査は重要な業務であり、点検事務の適正かつ効率化の観点から、
必要性・重要性ともに高い事業である。
　事業自体は適正に実施されているが、委託単価について積算根拠の明示を求めるなど、委託先に対する管理監督を強化す
る必要性がある。また、法律に基づく事務であるとしても、実施手順の改善や、別事業で行われているレセプトの再チェックや
過誤請求に関する事務と連携を密にし、コスト削減に努めることが必要である。
　なお、事務事業が細分化されており、全体像が見えにくくなっていることから、本事業にかかる総事業費が把握できるよう、事
務事業のくくり方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて分かりやすくなるように改善する必要がある。

整
理
済

　平成23年9月よりレセプトの
電子化が始まり、国保連合
会における審査の質の向
上、審査支払事務の効率化
が図られている。また、審査
支払手数料の引き下げが行
なわれた。

23 Ｂ

　高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、生活の質の確保や介護予防、また、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見
し医療につなげて重症化を予防することを目的とした健康診査で、後期高齢者医療制度被保険者を対象としたものである。健
診の内容は40～74歳の人が受ける特定健診と基本的に同内容である。
 埼玉県後期高齢者広域連合から委託を受けて実施される事業であるが、委託元の広域連合からの委託費は上限が決まって
おり、市の一般財源からの持ち出しがある。特に平成22年度の人件費、事業費の増加率は顕著である。受診者が増加傾向に
あり、事業費の増加は理解できるが、効率化に向けた取り組みは積極的に進められたい。例えば、現在、対象者全員に診察
券を郵送しているが、後期高齢者の中にはかかりつけ医を受診しており、必ずしも健康診査を必要としない者も一定数はいる
と考えられる。その不要となる診察券を送付前にスクリーニングすることも可能である。
　また、当該事業には数値化した成果指標が設定されていないが、疾病の早期発見・予防については「健康診査による疾病の
発見率（健康診査受診により疾病が発見された人/健診受診者数）」等により数値化することが可能である。また、活動指標に
「後期高齢者医療被保険者の内受診者数」が設定されているが、分かりやすく「健康診査受診率（健康診査受診者数/対象者
数）」とすることも検討されたい。
　適切な成果指標及び活動指標の設定により、当該事業の現状、成果、課題を的確に把握し、市民に分かりやすく伝えるとと
もに、事業の改善に向けた具体的な取り組みに活かされたい。コスト増加にも注意し、受診者が増加傾向にあっても、効率的
な事業運営がなされるよう注意されたい。

整
理
済

　周知活動等に努めた結果、
H24年度の受診率は目標の
３０％に近い２９．９６％となっ
た。このため、人件費につい
ては、昨年度より増加となっ
た。人件費の抑制について
は、外部評価で指摘された効
率化に向けた取り組み（現
在、受診券発送通知の納入
の改善等を図る）を継続する
ことで引き続き努めていく。

未
実
施

未実施

92



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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改革
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向性

199

レセプト点
検事務事業
（国民健康
保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　医療費の適正化を図る。
〔手段〕
　医療事務経験のある臨時職員を雇
用し、レセプト点検を行う。

高 高 高 高 Ａ

　職員及び臨時職員によるレセ
プト点検は、医療費適正化のた
めに重要かつ不可欠な事業で
ある。

現状
維持

①②レセプトの電子化により再審
査レセプト数は減少しているが、
レセプトの総数は増えている。内
容点検及び調剤薬局の適正化
等を重視し点検を行なっており現
状維持のまま継続していく。

200

前期高齢者
納付金事業
（国民健康
保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　65歳以上75歳未満の前期高齢者の
医療費について保険者間の負担の不
均衡を調整する。
〔手段〕
　加入者数に応じた前期高齢者納付
金を社会保険診療報酬支払基金に納
付する。

高 高 高 高 Ａ
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

201

広域連合納
付金事業
（後期高齢
者医療）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　後期高齢者医療制度の維持と推進
〔手段〕
　高確法第１０５条に基づき、市内に
居住する後期高齢者医療保険の被保
険者から保険料を徴収し、広域連合
に納付する。

高 高 高 高 Ａ

　本事業は、法令等に基づき実
施する事業であり、活動指標や
成果指標において数値化する
ことになじまない。今後とも継続
して計画どおり事業を進める。

現状
維持

①継続して計画どおり事業を進
める。
②継続して計画どおり事業を進
める。

202

電算処理事
務事業(後
期高齢者医
療）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

〔目的〕
　後期高齢者医療制度の的確な執行
と事務の効率化
〔手段〕
　電算管理業者への委託を行い、保
険料徴収に係る事務を電算処理す
る。

高 高 高 高 Ａ
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①継続して計画どおり事業を進
める。
②継続して計画どおり事業を進
める。

203
疾病予防事
業（国民健
康保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

S54 -

〔目的〕
　国民健康保険被保険者の健康に対
する認識を深めていただき、保険事業
の健全な運営を通して医療の負担軽
減を図る。
〔手段〕
　医療費通知を発行する。
　保養所利用助成事業等を実施す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　保養所宿泊助成事業は、国
民健康保険法で医療給付とは
別に保健事業として位置づけら
れているものであり、被保険者
の健康の保持促進のために行
なっているもので今後も継続し
ていく。また、医療費通知は被
保険者の健康に対する意識や
医療費の認識を深めていただく
ため、また、医療機関の不正請
求を防止するために発行してお
り今後も継続して行なう。

検討・
見直し

①平成26年度に指定保養所宿
泊助成を廃止し、契約保養所宿
泊助成と統合する。その後につ
いても被保険者等の要望や他の
保険制度（被用者保険、他市国
保等）の状況等を把握し、より良
い保健事業を進めていく。
②被保険者等の要望と他の保険
制度（被用者保険、他市国保等）
の状況等を勘案し事業を継続し
ていく。

204
国民健康保
険会計繰出
金事業

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H7 -

〔目的〕
　国保財政の収支の均衡を図る。
〔手段〕
　一般会計から国民健康保険特別会
計に繰出しを行う。
　１保険基盤安定繰入金（法定）　２職
員給与費等繰入金（法定）
　３出産育児一時金繰入金（法定）　４
その他一般会計繰入金
　５財政安定化支援事業繰入金（法
定）

高 高 高 高 Ａ

　法定繰入に関しては、国の基
準に沿って適正に繰出してい
る。その他繰入金に関しては歳
入の確保と医療費の適正化を
推進していく。

現状
維持

①②引き続き繰入額の制御に努
めるとともに歳入の確保と医療
費の適正化を推進する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　レセプト点検は、医療費適正化のための重要かつ効果的な事業である。効果を確実なものとするために、活動結果、成果に
ついて、定量的な目標値を設定され、一層の業務の効率化に努められることを望む。例えば、設定する目標値として、処理対
象とするレセプト枚数、過誤調整等対象件数、金額、点検効果率等があげられる。
　また、本事業にかかる総費用が把握できるように、事務事業の括りを整理されるよう検討を願う。

整
理
済

　平成23年9月よりレセプトの
電子化が始まり、審査支払
機関での審査がより精度が
上がった。またレセプト点検
については、毎年計画を作成
し、それに基づき行なってい
る。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

24 Ｂ

　国民健康保険被保険者の保険制度・健康に対する意識啓発と健康増進を図ることを目的として、医療費通知と保養所利用
助成を行う事業である。医療費通知は国保加入世帯に対し受診に要した医療費の総額を定期的に通知するものであり、保養
所利用助成は利用契約を結んだ保養施設に被保険者が宿泊する際の費用の一部を助成するものである。
　医療費通知は厚生労働省の通知により実施が奨励されており、埼玉県内では全ての市町村で実施されていることから事業
の必要性は認められる。治療に要した医療費を知らせることで、被保険者のコスト意識を養い、医療機関等による不正請求の
抑止にも一定の効果があると考えられるが、実施方法等の見直しにより事務コストの削減を図ることが必要である。医療費通
知に係る埼玉県からの交付金は、「年に6回以上」通知する場合に支給対象となるため、越谷市では条件を満たす最小の回数
である「年に6回」を通知回数としているが、政府管掌健康保険は年2回の通知となっているほか、年1回～年4回程度を通知回
数としている自治体も増加している。県からの交付金でまかなっており、越谷市の一般財源からの支出は発生していないが、
県全体でみれば6回通知によるコスト負担は重く、ひいては越谷市が負担する事務委託経費にも反映されることになる。埼玉
県や県内の市町村と通知回数の適正な水準について協議するよう提案したい。
　保養所助成制度は、国民健康保険法に基づく保健事業として被保険者の健康増進を図るために実施されている。助成の対
象となっている施設には、埼玉県国民健康保険団体連合会が契約を締結した宿泊施設（契約保養所）と、市が契約を締結した
小鹿野町の宿泊施設（指定保養所）があるが、契約保養所は年度あたり二泊に限り助成金が交付されるのに対し、指定保養
所は何泊でも制限なく助成を受けられる。国保会計が逼迫しているなかで、際限なく助成することには合理性が見出せず、指
定保養所の助成についても年度あたり二泊に限るよう制度を変更されたい。なお、小鹿野町との市民交流のため、助成が必
要であると判断される場合は、別事業として実施されることが望ましい。
　平成16年に策定された「国民健康保険法に基づく保険事業の実施等に関する指針」では、健康増進のための保険事業につ
いて、生活習慣病対策や保健指導に重点を置くことが求められている。本事業が開始されてから20年以上が経過しているが、
国保の財政状況や健康増進のあり方は大きく変化していると考えられる。こうした背景から宿泊助成を廃止する自治体が増加
していることを踏まえ、将来的には事業内容を抜本的に見直し、生活習慣病対策や保健指導等を拡充するよう検討を進めら
れたい。
【契約保養所及び市民保養施設宿泊助成金】
（内部評価：継続）（外部評価：減額）
　契約保養所と指定保養所で助成対象となる宿泊日数が異なるが、いずれも年度に二泊までとし、助成金額を削減していくこ
とが必要である。
　昭和63年度の事業開始から長期間が経過しており、健康増進を図る保険事業のあり方は時代とともに変化している。また、
国保会計の財政状況は悪化の一途をたどっており、関連事業の抜本的な見直しが求められている。本助成金については、被
保険者からの一定のニーズが確認できるが、保険事業としての役割は終えつつあると考えられるため、将来的な廃止につい
て市民の同意形成を図りながら検討を進められたい。
《参考》平成19年度外部評価：C

整
理
済

　医療費通知については、県
の調整交付金の対象となる
ように回数を設定している。
通知回数については県に要
望をしていく。
指定保養所については、平
成26年度より全国の契約保
養所と統合し、年度２回まで
の利用限度とする。

18 Ｂ
　国保特会の赤字補填の為、一般会計からの繰出を当然と受け止めるのではなく、真剣な繰出金減少に取り組んでいただき
たい。収納率は90％前後と評価できるが、医療費の減少に向け、関係部課が連携を取り、市が一丸となって緊急プロジェクト
を設置するなどして、取り組んで頂きたい。

整
理
済

　法定繰入に関しては適正に
繰出している。その他繰入金
に関しては、財源を確保して
いくように努め、平成２４年度
より国民健康保険税の限度
額引き上げを行った。更に収
納率の向上、医療費削減の
取り組みをしている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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の方
向性

205
保険給付事
業(国民健
康保険)

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

- -

〔目的〕
　疾病、負傷、出産、死亡が発生した
場合に給付を行う。
〔手段〕
　被保険者に対して、医療サービス等
の現物支給や現金支給を行う。医療
費の保険者負担分（原則7割）を医療
機関等を通じて給付する療養の給付
（現物給付）のほか、療養費、高額療
養費、移送費、出産育児一時金、葬
祭費の支給を行う。

高 高 高 高 Ａ

　国保法に基づく保険給付を適
正に行うとともに、法制度改正
に的確に対応するとともに給付
事務の効率化を進め、市民
サービスの向上に努めている。
また、レセプト点検、再審査・過
誤処理、不当利得請求、第三
者行為請求、医療費通知、患
者への受診内容調査、頻回受
診適正化指導等を実施し、保
険給付費の適正化を図ってい
る。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

206
介護納付金
事業（国民
健康保険）

福
祉
部

国
民
健
康
保
険
課

H12 -

〔目的〕
　国保の被保険者である４０歳以上６
５歳未満の方の介護保険の費用を納
付する。
〔手段〕
　国保の被保険者である４０歳以上６
５歳未満の方に税を賦課・徴収し、社
会保険診療報酬支払基金に納付す
る。

高 高 高 高 Ａ
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

207
児童福祉審
議会運営事
業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

H13 -

〔目的〕
　児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第8条第3項の規定に基づき、児童福
祉に関する事項を調査審議する。
〔手段〕
　少子化対策、子育て支援、児童の
権利擁護や虐待防止、認可外保育所
への対応など、幅広く児童福祉に関
する事項を調査、審議し、行政機関に
提言等を行う。児童福祉審議会を開
催し、少子化対策を始めとする児童福
祉全般に関する事項を調査、審議す
る。

高 高 高 高 Ａ

　越谷市児童福祉審議会は、
公募委員枠の拡大を図り、現
在は20%、女性委員の比率も
45%となっている。今後もバラン
スのとれた委員構成を維持し、
引き続き効率的かつ効果的な
運営に努めていく。

現状
維持

①平成25年度から、新たに子ど
も・子育て支援法（平成24年法律
第65号）に基づく子ども・子育て
会議として位置づけ、平成27年
度からの子ども・子育て支援事
業計画の策定のため、専門部会
を開催していく。
②次世代育成支援後期行動計
画及びその後の子ども・子育て
支援事業計画について、児童福
祉審議会において年度ごとの進
行管理の点検を行うとともに、進
捗状況について公表していく。

208
子育て支援
事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

H10 -

〔目的〕
　子育てに関する不安や悩みについ
て、乳幼児とその親が自由に交流で
きる、子育て支援の拠点を整備する。
　子育ての援助を受けたい方と、援助
を行いたい方を会員として組織し、相
互援助活動体制を整備する。　
〔手段〕
　それぞれの運営を越谷市社会福祉
協議会等に委託し実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　ファミリー・サポート・センター
については、近年の経済状況
から、就労する母親の増加とと
もに就労形態の多様化に対応
するため、提供会員の確保が
課題となっている。

検討・
見直し

①子育てサロンについては、子
ども・子育て支援法に基づく子ど
も・子育て支援事業計画の策定
の中で、今後の設置区域及び箇
所数等について再検討していく。
②平成24年度から開始した緊急
サポート事業及び平成25年度か
ら開始する「こしがや子育てネッ
ト」など、様々な施策を展開し、総
合的な子育て支援策の拡充を
図っていく。

209
児童援護事
業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S33 -

〔目的〕
　経済的に困窮している妊産婦への
助産及び心臓疾患等で手術等を受け
る児童に対し助成を行う。
〔手段〕
　児童福祉法に基づく入院助産制度
の活用を図る。条例に基づき児童が
心臓手術等を受ける際に要する費用
の一部を助成する。

高 高 高 高 Ｂ
　手術等に要した費用の査定
基準

検討・
見直し

①入院助産については、出産後
の生活面などの指導にも取り組
んでいく必要がある。
②心臓手術に関して、制度発足
時は、保険適用ができないものも
あった。現在、申請者は減少傾
向にあるが、平成２４年度は１２
件の申請があった。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ
　医療費の適正化（レセプト二重チェック）にさらに努めることを望む。
　頻回受診などによる医療費のムダ使いを減らすための対策を進める必要がある。
　国保連合会の事務の合理化を促進する必要がある。

整
理
済

　平成23年度より、レセプトの
電子化が始まり、診療報酬
の審査の質の向上及び国保
連合会の事務の効率化が進
んだ。頻回受診指導は毎年
定期的に行うとともに、その
他医療費の無駄遣いを減ら
すための対策を行なってい
る。

20 Ｂ
　制度に従い実施する事業であり、事務事業評価の視点からは課題は見つけにくい。あえて挙げるとすれば徴収率の向上策
があるが、負担納付率を高める努力を重ね、市からの繰入金の減少及び保険料アップをしなくても済む措置を期待する。

整
理
済

　法に基づく事業であり、適
正に処理している。

未
実
施

未実施

25 Ｂ

事業概要
子育て中の保護者の交流・集いの場を設けるとともに、子育てに関する不安や悩みについての相談を行う。また、子育ての援
助を受けたい方と、援助を行いたい方を会員として組織し、相互援助活動体制を整備する。具体的には、①子育てサロン事
業、②ファミリー・サポート・センター事業、③緊急サポート事業、④子どものショートステイ事業、⑤子育て支援ネットワーク推
進事業、⑥子ども・子育て支援事業計画策定の６つの事業で構成される。
必要性
核家族化や共働き世帯の増加や、乳幼児虐待が増加している現状において、子育て世帯への支援は社会的要請であると言
える。また、越谷市においても、大型のマンション開発が進み、一部地域では子育て支援に対する需要が高まっており、子育て
支援事業を構成する個々の事業の必要性はいずれも高いと言える。
有効性・成果指標
子育てサロンについては、現在6か所設置されているが、利用者数は、H20年に、1万5千人、H24年では6万9千人と大幅に増
加している。この背景として、１つの拠点におけるサロン開催回数を増やしたことが挙げられる。サロンの開催回数は、H20は
837回、H24年では1660回になっている。ニーズが高いため、今後も拠点を拡充することが望まれる。その際、計画されている
ように、地域間のニーズの偏在を考慮して、サービスの需給がひっ迫しているところを重点的に整備することが必要である。
ファミリーサポートについては、利用側の登録数は順調に伸びているが（平成19年度は588人、平成24年度は1,073人）、利用
率はあまり高くない。この背景として、いわば何かあった場合の「保険」として会員登録している人がいる可能性がある一方、
使い勝手がよくないなどの要因があることも考えられる。会員数と利用者数の差の要因を分析し、利用率を高めるための工夫
が必要である。また、提供会員数の伸び率が利用会員ほど高くない（平成19年度は211人、平成24年度は281人）ことから、提
供会員の獲得については、今後も様々な努力を続けることが必要である。
本事業は、6つの事業で構成されていることから、本来的には事業ごとに成果を把握して評価すべきである。
本事業のニーズは高いので、予算を拡充することも選択肢として考えられる。その際には、子育て及び児童福祉関連全体で
160億円程度と市全体の予算に占める割合が大きいことから、効率的・効果的に事業を実施する方策を検討することが不可欠
である。
《参考》平成17年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

19 Ｂ
　入院助産制度については、当制度の適用について十分検討していただきたい。単に助産支援をするだけでなく、生活自立の
ための指導・支援が必要と思われる。
　心臓手術に関する制度については、保険適用等の状況を継続的に見て、制度の見直し・廃止の検討をしていただきたい。

整
理
済

　入院助産制度については、
経済的な理由により、妊婦の
助産を受けさせるものである
が、生活保護の受給者につ
いては、社会福祉課や関係
機関とともに、生活自立のた
めの支援・指導を行ってい
る。心臓手術に関しては、ほ
とんどのものが保険適用と
なってきたが、平成２４年度
は申請が増えた。

96



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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210
障がい児補
装具等給付
事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

- -

〔目的〕
　身体に障がいのある児童の、障が
いによる負担を軽減し、日常生活の
向上を図る。
　身体に障がいのある児童の、身体
機能を補い、日常生活の向上を図る。
〔手段〕
　身体に障がいのある児童に対し、補
装具費の支給および日常生活用具を
給付する。

高 高 高 高 Ｂ
　障がいの程度が個々に異な
るので、その対応が課題とな
る。

検討・
見直し

①障がいの早期発見と機能訓練
等により舗装具等の装着が低年
齢化してきているが、児童の状
態に応じた適正な支給に努め
る。
②成長過程にある児童への補装
具等の支給となるため、サイズ
の変化消耗が激しく、支給は増
加傾向になり、予算面の取り組
みは必要である。

211
母子家庭等
相談事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

H19 -

〔目的〕
　経済的基盤などの弱い母子家庭等
の自立を促進し、児童の福祉の向上
を図る。
〔手段〕
　母子自立支援員（2名の交代勤務）
による母子家庭等に対する相談及び
支援を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　母子家庭が抱える多様な問
題に答えられるよう相談指導の
充実を図る。

検討・
見直し

①②母子家庭が抱える多様な問
題に答えられるよう相談指導の
充実を図る。母子家庭の自立に
は、安定した就労が必要であり、
ハローワークとの連携を図ってい
く。

212
障がい児支
援事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

H15 -

〔目的〕
　在宅の障がい児の地域生活を支援
する。介護者宅への負担軽減を図る。
〔手段〕
　障がいの程度、状況などに応じて障
害福祉サービスの活用を図る。
　サービス団体において、一時預かり
等の援助が受けられるよう必要な手
続きを行う。

高 高 高 高 Ｂ

　障害者総合支援法では、市
がサービスを決定し、これに基
づき利用者は介護事業者や福
祉施設での契約になる。

検討・
見直し

①サービス提供事業所が増えて
きていることから、必要なサービ
スが受けられるように支援してい
く。
②短期入所等の事業所の増加
等について、国県に働きかけて
いく。

213
母子生活支
援施設委託
事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S33 -

〔目的〕
　住宅・経済状況等の問題により、児
童を養育できない母子世帯を保護し、
母子支援施設に入所させ、母子が安
心して生活できる環境を確保する。
〔手段〕
　母子生活支援施設に入所させ保護
する。単に保護するばかりでなく、生
活、住宅、就労等母子が抱える様々
な問題について相談に応じ、自立を助
長する。

高 高 高 高 Ｂ

　母子生活支援施設への入所
世帯は、多様な問題を抱えてい
たり、厳しい経済及び社会環境
の中で、自立への見通しが立
ちにくい。そのため、入所が長
期化することがある。

検討・
見直し

①②多様で、複雑な問題を抱え
る場合が多く、関係機関との連携
を図り、入所者の自立に向けた
支援に取り組んでいく必要があ
る。

214
児童扶養手
当給付事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S37 -

〔目的〕
　父母の離婚などによる母子家庭等
の生活を安定させることにより、児童
福祉の向上を図る。
〔手段〕
　認定請求時の精査とともに、対象家
庭の現況、所得の状況等を把握し、
手当の適正な支給を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　母子・父子家庭に対する国の
施策は、就業支援など、多方面
からの支援が行われている。今
後、金銭給付の方向性は確定
的とはいえず、引き続き国や関
係機関の動向に連動し、情報
収集に努める。

検討・
見直し

①②申請者・受給者に対し、適正
かつ迅速な対応を心がける。母
子（父子）自立支援員と連携し、
就業支援など自立支援を進め
る。

215
こども医療
費給付事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S48 -

〔目的〕
　子どもの健康増進と子育て家庭に
対する経済的負担を軽減する。
　早期治療を促し、疾病の重篤化を防
止する。
〔手段〕
　子どもの医療費の自己負担分を支
給する。

高 高 低 高 Ｂ

　子育て世帯の経済的負担の
軽減と早期受診による子どもの
健康維持を進めている。平成
22年10月から対象年齢が拡大
したことに伴い、給付額が増額
している。

検討・
見直し

①現物給付分の医療費審査支
払事務について、本年10月、「支
払基金」に業務委託することで手
数料コストを低減する。
②県の補助制度や医療保険制
度の動向及び市の財政状況を見
据えながら制度のあり方を検討
する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価
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評
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外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

22 Ｂ

　母子家庭等の自立を促進し、児童の福祉の向上を図るために、母子自立支援員による相談及び支援を行う事業である。
　ハローワークとの連携や、戸籍事務担当課との連携も図られており、事業目的に沿った方向で仕組みが機能している点は評
価できる。
　社会的・経済的状況から相談件数は増加傾向にあるが、相談員の人数を増やさず、効率的に相談業務を進める工夫が必要
である。
　なお、相談内容が複雑化しているため、専門的な内容と全般的な内容を精査しつつ、各課に分散する相談窓口を統一する
検討を進められたい。
　また、「ひとり親家庭ガイド」に記載されている各種支援施策に係る諸手続きについても、円滑かつ迅速な手続きが行えるよ
う、相談員が総合窓口となって進められるような体制の構築、より分かり易い支援施策とするための制度統合などについても
検討を進められたい。
　このほか、市民にとってよりわかりやすい行政評価とするために、活動指標については「相談事業のPR実施回数（越谷市に
おける母子家庭等総数に対して、何世帯にPRできたか）」、成果指標については、「越谷市における母子家庭等の総数に対す
る相談件数割合」を設けることについても積極的に検討を進められたい。

整
理
済

　母子自立支援員により相談
を受け、自立に向けての各種
の相談に応じている。また、
研修等も受ける中で、相談員
の資質向上にも努めている。

未
実
施

未実施

19 Ｂ
　事業の本来の目的は、母子の自立支援にあると思われる。
　施設へ入所させる対応のみならず、自立に向けた指導対応を他の部署とも協力して進める体制を検討する必要がある。

整
理
済

　施設入所も念頭に入れな
がら、母子の自立を図るた
め、親の養育能力の面から、
支援が必要な場合には、関
係機関と連携を図りながら、
支援を行っている。

18 Ｂ

　離婚増等の社会現象から受給者増の傾向とのことであるが、市負担割合の増、受給額の減等を踏まえ、母子家庭自立支援
や就業支援に向けた広報活動や理解を深める事業展開を期待する。また、将来、母子家庭自立支援員を配置するとのことで
あるが、支援員を中心に母子家庭との経験、知識の交流の場としてブログなどＩＴを活用したシステムの研究を進められること
を提案する。

検
討
中

　課内に母子自立支援員を
配置し、自立に向けた支援を
行っている。今後も関係機関
との連携し、新たな情報提供
などで支援を継続する。

20 Ｂ
　国や県の医療制度の影響を大きく受ける事業である。
　次期越谷市子育てプランの策定と合わせ、将来の財政的な状況を踏まえた市としての対応策を検討し、事前に準備すること
が重要と思われる。

検
討
中

　平成22年度において、義務
教育修了までの子どもがい
る家庭については、医療費が
かからないよう、経済的負担
の軽減を図った。今後、安定
した制度の構築に向け、国・
県への働きかけや、医療費
制度の動向を見据えて運営
していく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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216
ひとり親家
庭等医療費
給付事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

H4 -

〔目的〕
　ひとり親家庭の健康増進と経済的
負担の軽減及び福祉の向上を図る。
〔手段〕
　ひとり親家庭の医療費の自己負担
分を支給する。

高 高 高 高 Ｂ

　経済基盤の弱い母子家庭や
父子家庭への貢献度が高いひ
とり親家庭等医療費支給制度
は、現物給付の要望が寄せら
れている。

検討・
見直し

①市の財政負担の増加や、医療
費制度の動向を見据えながら、
現物給付のあり方や申請手続き
の簡素化を検討していく。
②現物給付の実施も視野に入
れ、県や国による統一した医療
費制度の実施を求め、制度の充
実を図っていく。
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母子家庭等
生活支援事
業
（母子家庭
自立支援給
付事業）

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

H19 -

〔目的〕
　収入基盤の弱い母子家庭の母に対
して、就労に結びつきやすい知識・技
能の習得や生活の安定に資する資格
の取得を促進し、母子家庭の自立を
図る。
〔手段〕
　母子自立支援教育訓練給付金の支
給・高等技能訓練促進費の支給

高 高 低 高 Ｂ
　習得した資格等が、的確な就
労に結びつくような情報の提供
に努める。

検討・
見直し

①②習得した資格等が的確な就
労に結びつくよう情報の提供に
努める。また、より安定した就労
に結びつく看護師等の習得を指
導していく。

218
児童相談事
業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S40 -

〔目的〕
　家庭における児童の問題の解消、
児童の健全育成
〔手段〕
　専任の相談員が家庭における子育
ての不安や悩みなどの相談に応じ
る、家庭児童相談室において専任の
相談員が相談、指導等を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　子育て環境、子育て意識等の
変化から、相談事業の重要性
はさらに増していくと予想される
ため、相談体制の充実が必
要。

検討・
見直し

①②引き続き、相談体制の充実
を図り、子育て環境等の変化や
相談者の実情に即した相談体制
の充実を図っていく。

219
障がい児療
育事業

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S55 -

〔目的〕
　就学前の心身に発達の遅れがみら
れる児童が通室する早期療育教室を
開設し、日常生活動作の指導及び集
団生活への適応訓練を実施する。ま
た、ことばが遅い、発音に難がある等
の幼児に治療・訓練を行い、発達を促
進し、障がい等の軽減を図る。
〔手段〕
　専任の職員等（言語聴覚士）による
訓練・治療。保育士、理学療法士等に
よる指導・訓練等

高 低 高 高 Ｂ

　関係機関及び保護者とも連携
を深め、また訓練内容などの充
実を図り、より良いサービスの
提供を促す。

検討・
見直し

①平成25年度からは児童発達支
援センターにおいて実施する事
業となり、児童発達支援センター
運営事業と統合した。
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児童手当給
付事業（事
務事業含
む）

子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課

S47 -

〔目的〕
　次世代を担う子どもの健全な育成を
図る。
〔手段〕
　子どもを養育している方に手当を支
給する。

高 低 高 高 Ｂ

　国の施策であるため、制度変
更に伴う手続き（処理）の確認
と、受給者への周知徹底を要
する。

検討・
見直し

①児童手当給付事業として継続
する。
②国、県の助成事業に対する動
向、市の財政状況を見据えなが
ら運営する。また、制度変更時の
受給者への周知徹底について、
わかりやすさを念頭に工夫・努力
する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　埼玉県ひとり親家庭等医療費支給事業実施要綱等に基づき、ひとり親家庭の健康増進、経済的負担の軽減、及び福祉の向
上を図るために、ひとり親家庭における親子の医療費自己負担分を、県と市で支給する事業である。
　「ひとり親家庭」に該当するか否かを確認するために、職員が現地調査を行うなど、適正な事務執行に対する取り組みは見ら
れるが、提出された医療費の領収書に対する確認が行われておらず、制度の濫用に繋がる可能性があることから、何らかの
確認体制の構築が必要であると思われる。
　なお、現物給付については、市民の利便性向上や事務軽減に寄与する側面がある一方で、制度の濫用に伴う医療費の増加
につながる恐れもあることから、現状の方式を維持することが望ましいと思われるが、現物給付による方法を全て排除せず、
他自治体の情報収集についても積極的に行い、更なる事務の効率化に努められたい。
　なお、制度自体が「届出制」となっているため、該当する市民の方がその機会を逸失しないよう、積極的なPR活動が必要で
ある。ホームページでは事業内容が紹介されているが、所得制限の詳細が分からない、申請手続きの際に必要となる書類が
分からないなど、広報内容についても、市民目線で改善を行う必要がある。
　同事業に関する条例に掲げられた「ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図
る」という目的を達成するためにも、継続的かつ向上性のある事業展開に努められたい。

整
理
済

　医療費の支給にあたって
は、制度の濫用を避けるた
め、医療機関で発行された領
収書の原本の提出を求めて
いるところであり、適正な審
査を経て支給している。

23 Ｂ

　母子及び寡婦福祉法に基づき、収入基盤の弱い母子家庭の母に対して、雇用の安定と就業の促進を図るために、就労に結
びつきやすい知識・技能の習得や、資格の取得に対し給付金を支給し、母子家庭の自立を図る事業である。法律に基づく事
業であり、母子家庭の経済的自立を促すために当該事業の必要性は認められる。毎年、看護師、准看護師等の資格取得によ
り、就労実績を残している。相談件数、支給件数、就労実績は増加傾向にある。
　自立を目指す母子家庭の母から相談を受けた市の相談員が、ハローワークに同行し、就労支援員に引き継いだり、市とハ
ローワークの情報交換会が年に1回開催されるなど、市とハローワークとの連携も図られている。
　昨今の社会情勢や経済状況から、今後当該事業のニーズの高まりが予測される。現在、年に1回開催されているハローワー
クとの情報交換会の回数を増やすなど、ハローワークとの連携強化を検討されたい。
　また、当該事業の支給対象者の就労状況について確認し、成果指標に支給対象者の「就労件数」、「就労率」等を加えること
を検討されたい。

検
討
中

　母子家庭の自立のために、
総合的に支援するため、更に
情報の提供を図っていく。

17 Ｂ
　子育てに不安や悩みのある保護者を対象とした当該事業は、今後も継続拡充すべきである。ただし、子育てサロン委託事業
や、保育ステーション事業等、類似目的業務との役割分担の明確化を図る必要がある。

整
理
済

　近年増加している児童虐待
についても、研修等により専
門的な知識を習得し、子育て
支援課のケースワーカーとと
もに対応できるようにすること
を目指している。相談場所に
ついては、身近な場所で気
軽に相談できる所として、子
育てサロンや保育ステーショ
ンなどの利用を案内してい
る。

24 Ｂ

　越谷市ことばの治療相談室設置及び運営要領、及び越谷市早期療育発達支援事業実施要領に基づき、聴覚や言語に問題
を持つ幼児や心身の発達に遅れや障がいのある幼児（以下、障がい児）を対象に、心身の発達を促進し、障がいの軽減を図
ることを目的とした事業である。当事業は、ことばの治療相談室と早期療育教室を主として行っており、障がい児に対して、専
門職員（言語聴覚士や保育士、理学療法士）による指導・訓練などによる療育支援を行うものである。
　少子化社会が進む中、児童の数が減少しつつあるが、一方で障がい児の割合が増加している現状を考えると、当事業の果
たす役割は大きい。これまでの実績から、ことばの治療訓練指導や早期療育教室を実施することで、就学できる水準まで治癒
した児童も多く、事業の成果が数値的に表れている。
　しかし、障がい児が十分に成長し、その力を発揮するためには、早期療育教室やことばの治療相談室の回数を充実させるだ
けでなく、個々の利用者のニーズに沿ったサービスを提供しなくてはいけない。現状は母子との面談や一部の保護者へのアン
ケートにより、ニーズの把握を行っているとのことだが、アンケートの調査対象を拡大し、満足度やニーズをより的確に把握さ
れることを提案したい。このような満足度調査によるニーズの把握は、今後のサービス向上に向けた良い材料となり、かつ市
民へ向けた当事業の意義を伝えるための有用な情報発信にもつながると考える。利用者の要望を受け止めた上で、ニーズに
沿った療育支援に努めることで、利用者の更なる満足度向上に努められたい。
　次に、成果指標として「ことばの治療訓練指導回数」や「療育教室の参加人数」を設定しているが、これは活動の結果であ
り、成果指標として相応しくない。例えば、代わりの成果指標として、「個々の目標値に対する進捗率の平均値」を提案したい。
今後、サービスの充実に向け、環境を整えるためにも事業の成果を明らかにすることが有効であると考える。
　今後、（仮称）越谷市障がい児施設への事業統合に向け、当事業の期待すべきところは大きい。一層の市民サービスの向上
に向けた取り組みに期待したい。

検
討
中

　越谷市児童発達支援セン
ターの様々な機能を活かし、
より充実した療育事業を行っ
ていく。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

221

みのり学園
施設管理事
業(２５年度
は他の事業
と統合)

子
ど
も
家
庭
部

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

S46 -

〔目的〕
　就学前の児童２７名に対し、個々の
状況に応じた日常生活能力や社会適
応能力を促せるよう療育を図るため
に、必要な施設環境を整える。
〔手段〕
　個々の状況に応じて、日常生活に必
要な動作訓練、基本的生活能力や生
活環境に対する適応性を養うための
療育ができるよう、施設清掃、設備保
守管理や不具合箇所等の補修・修繕
等施設の維持管理を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　平成２４年４月１日の児童福
祉法一部改正により、通所・入
所の利用形態別に一元化さ
れ、障がい児通所支援として身
近な地域で支援が受けられる
よう、また専門性を継続しなが
らどの障がいも分け隔てなく対
応していくこととなり、益々重要
な拠点施設となっている。重度
の障がい児も増え、マンパワー
に頼らざるを得ないが、業務の
効率化や経費の削減が課題で
ある。

検討・
見直し

①平成25年4月に開設される越
谷市児童発達支援センターに福
祉型児童発達支援センターみの
り学園と医療型児童発達支援セ
ンターあけぼの学園は統合され
るため本事業は平成24年度で終
了となる。
②越谷市児童発達支援センター
では、障がい児通所支援や早期
療育教室、言葉の治療相談な
ど、発達支援が必要な児童や保
護者に対してワンストップサービ
スの支援を強化していくととも
に、市民健康課、教育センターや
中川の郷等医療機関などの発達
支援関係機関との連携を密に
し、事業展開を図っていく。

222

みのり学園
運営事業(２
５年度から
は他の業務
と統合)

子
ど
も
家
庭
部

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

S46 -

〔目的〕
　知的発達に遅れのある児童を早期
に療養し、社会適応能力を高めるた
めに、日常生活能力や社会適応能力
を促す。
〔手段〕
　年齢やその子の能力に応じて、日常
生活に必要な動作訓練、基本的生活
能力や生活環境に対する適応性を養
うため、専門職員による養育を実施す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　平成２４年４月１日の児童福
祉法一部改正により、通所・入
所の利用形態別に一元化さ
れ、障がい児通所支援として身
近な地域で支援が受けられる
よう、また専門性を継続しなが
らどの障がいも分け隔てなく対
応していくこととなり、益々重要
な拠点施設となっている。重度
の障がい児も増え、マンパワー
に頼らざるを得ないが、業務の
効率化や経費の削減が課題で
ある。

検討・
見直し

①平成25年4月に開設される越
谷市児童発達支援センターに福
祉型児童発達支援センターみの
り学園と医療型児童発達支援セ
ンターあけぼの学園は統合され
るため本事業は平成24年度で終
了となる。
②越谷市児童発達支援センター
では、障がい児通所支援や早期
療育教室、言葉の治療相談な
ど、発達支援が必要な児童や保
護者に対してワンストップサービ
スの支援を強化していくととも
に、市民健康課、教育センターや
中川の郷等医療機関などの発達
支援関係機関との連携を密に
し、事業展開を図っていく。

223

あけぼの学
園施設管理
事業(２５年
度は他の事
業と統合)

子
ど
も
家
庭
部

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

S51 -

〔目的〕
　就学前の児童30名に対し、個々の
運動発達の段階に応じた運動指導、
療育を実施し、日常生活に必要な基
本的動作や知識の習得、運動機能の
獲得を図るため施設環境を整える。
〔手段〕
　毎日学園のバスで通園させ、運動
発達の段階に応じた治療、運動療
法、生活指導ができるよう、施設清
掃、設備保守管理や不具合箇所等の
補修など、施設の維持管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成２４年４月１日の児童福
祉法一部改正により、通所・入
所の利用形態別に一元化さ
れ、障がい児通所支援として身
近な地域で支援が受けられる
よう、また専門性を継続しなが
らどの障がいも分け隔てなく対
応していくこととなり、益々重要
な拠点施設となっている。重度
の障がい児も増え、マンパワー
に頼らざるを得ないが、業務の
効率化や経費の削減が課題で
ある。

検討・
見直し

①平成25年4月に開設される越
谷市児童発達支援センターに福
祉型児童発達支援センターみの
り学園と医療型児童発達支援セ
ンターあけぼの学園は統合され
るため本事業は平成24年度で終
了となる。
②越谷市児童発達支援センター
では、障がい児通所支援や早期
療育教室、言葉の治療相談な
ど、発達支援が必要な児童や保
護者に対してワンストップサービ
スの支援を強化していくととも
に、市民健康課、教育センターや
中川の郷等医療機関などの発達
支援関係機関との連携を密に
し、事業展開を図っていく。

224

あけぼの学
園運営事業
(２５年度は
他の事業と
統合)

子
ど
も
家
庭
部

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

S51 -

〔目的〕
　就学前の児童30名に対し、個々の
発達の段階に応じた運動指導、療育
を実施し、日常生活に必要な基本的
動作や知識の習得、運動機能の獲得
を図る。
〔手段〕
　毎日学園のバスで通園させ、嘱託
医による診察や看護師による健康管
理、理学療法士による運動療法、保
育士による集団生活指導や摂食指導
及び心理判定員による心理判定・心
理相談等を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　平成２４年４月１日の児童福
祉法一部改正により、通所・入
所の利用形態別に一元化さ
れ、障がい児通所支援として身
近な地域で支援が受けられる
よう、また専門性を継続しなが
らどの障がいも分け隔てなく対
応していくこととなり、益々重要
な拠点施設となっている。重度
の障がい児も増え、マンパワー
に頼らざるを得ないが、業務の
効率化や経費の削減が課題で
ある。

検討・
見直し

①平成25年4月に開設される越
谷市児童発達支援センターに福
祉型児童発達支援センターみの
り学園と医療型児童発達支援セ
ンターあけぼの学園は統合され
るため本事業は平成24年度で終
了となる。
②越谷市児童発達支援センター
では、障がい児通所支援や早期
療育教室、言葉の治療相談な
ど、発達支援が必要な児童や保
護者に対してワンストップサービ
スの支援を強化していくととも
に、市民健康課、教育センターや
中川の郷等医療機関などの発達
支援関係機関との連携を密に
し、事業展開を図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

20 Ｂ

　児童福祉事業を推進するうえで重要な事業である。
　事業目的が施設の維持管理であるので、活動、成果指標については、施設管理面に関連付けた指標を設定していただきた
い。
　施設の複合化計画に合わせ、平成25年春までの間の施設維持計画に基づいた保全を実施するよう求める。

検
討
中

　平成２５年４月に開設される
越谷市児童発達支援セン
ターでの取り組みの中で、効
率的な施設運営を図る。

16 Ｂ 　複合施設建設時に改善ということではあるが、事業費として大きな割合を占めている人件費の削減を検討する余地がある。
検
討
中

　平成２５年４月に開設される
越谷市児童発達支援セン
ターでの取り組みの中で、効
率的な施設運営を図る。

未
実
施

検
討
中
未実施

20 Ｂ
　児童福祉事業を推進するうえで重要な事業である。
　平成25年春の施設複合化に向けて、現段階から保育士等の人材育成と、外部委託も見据えた業務効率化の準備を進めて
いただきたい。

検
討
中

　平成２５年４月に開設される
越谷市児童発達支援セン
ターでの取り組みの中で、効
率的な施設運営を図る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

225
保育所管理
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
S44 -

〔目的〕
　保育所の安全確保と保育環境の向
上を図るため、効果的な施設管理に
努める。また、緊急の修繕や年次計
画的修繕を実施し、快適な保育環境
の充実を図る。
〔手段〕
　警備、清掃、防火施設、害虫駆除な
どの業務を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　保育所の安全確保及び保育
環境の向上を図るため、緊急
の修繕や年次計画的修繕を実
施するが、経年劣化とともに修
繕の範囲が増加傾向にある。

検討・
見直し

①年次計画に基づき計画的に修
繕を行う。
②建替え計画を踏まえ、予算の
効果的な執行に努めていく。

226
保育所運営
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課

- -

〔目的〕
　増加傾向にある保育需要に対応す
るため、良質かつ適切な保育サービ
スの提供を行う。また、障がい児保
育、延長保育等の多様な保育ニーズ
に応えられるよう、適切な保育所運営
の確保に努めるとともに、地域に開か
れた保育所づくりを進める。
〔手段〕
　保育所運営に係る直接・間接経費
の充実、適正な就労形態の維持と資
質向上研修などを実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　子育てと就労支援のための
必要不可欠な事業であり、引き
続き事業の推進を図っていく必
要がある。

検討・
見直し

①事業実施において、大きな割
合を占める人件費の適正な執行
に努める。
②費用対効果を検証し、民間保
育園との更なる連携に努める。

227
保育所改修
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
S44 -

〔目的〕
　施設の構造耐力の低下要因の対策
と衛生設備等の充実を図るため、既
存施設（公立保育所の屋根、外壁、内
装、設備）の維持管理を行い、効果的
な使用環境を整備する。
〔手段〕
　施設各部位の耐用年数及び経年劣
化状況を把握し、特に屋根、外壁など
直接雨水が浸入する恐れのある部位
を重点的に改修する。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の老朽化が進む中で、
施設の安全確保を最優先に、
限られた予算の効果的な執行
に努める必要がある。

検討・
見直し

①良好な保育施設環境を確保す
るため、改修・改善に取り組んで
いく。
②順次、要改修施設・回収箇所
を選定し、予算の効果的な執行
に努めていく。

228
放射線対策
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
H24 -

〔目的〕
　東京電力福島第一原子力発電所の
事故の発生に伴い、保育所給食に使
用する食材の放射性物質を測定する
ことにより、給食の安全性を確保し、
子どもたちの健康を守るとともに、保
護者の不安を緩和する。
〔手段〕
　厚生労働省「緊急時における食品の
放射性測定マニュアル」に準拠し、
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメー
タによる核種分析とし、毎日４～５品
目の食材を測定し、測定当日に市の
ホームページで公表する。

高 高 高 高 Ａ

　測定結果のホームアクセス件
数は、依然として多いことから
継続して実施していく必要があ
る。

現状
維持

①②平成24年度に蓄積した測定
ノウハウを継承し、正確かつ速や
かに測定結果を公表し、児童、
保護者等の不安緩和に努める。

229
荻島保育所
整備事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
H24 H26

〔目的〕
　低年齢児の定員増、待機児童解消
と多様な保育ニーズに対応すべく、荻
島保育所を建設する。
〔手段〕
　建て替えによる施設規模の拡大を
図る。

高 高 低 高 Ｂ
　待機児童解消のため、定員
増の施設を建設する。

検討・
見直し

①②平成25年度に建設し、平成
26年度の開設に向け、取り組ん
でいく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

19 Ｂ

　受け入れ児童の量的な拡大については、公立保育所の規模拡大が難しい状況にあることから、民間を積極的に活用すべき
である。また、市では、民間で対応の難しい障害児保育、延長保育、地域保育への貢献に重点を移し、多様な保育ニーズへの
対応に期待したい。
　評価表の資源投入量について、保育士等保育所に勤務している職員の人件費が含まれていないため、正確なコスト把握が
できていない。評価数値の記載方法について見直しが必要である。

整
理
済

　待機児童解消の対策や、
多様な保育ニーズへの対応
における公立保育所の役割
については、平成22年度に
新方保育所建替えに伴い入
所定員を15人拡充し、同保
育所に、子育て相談機能な
どを有する地域子育て支援
センターを併設するなど改善
を図っている。また、平成25
年4月には大袋保育所建替
えに伴い保育ニーズの高い
乳児の受け入れ枠拡大を
図った。さらに、人的投資が
伴う障がい児保育や延長保
育の充実を引き続き、図って
いる。

20 Ｂ
　公立・私立保育園の設置、家庭保育室との分担など、保育行政全体を見据えたうえで、公立保育園の今後の役割を定め、
中長期的改修計画との整合を図っていただきたい。成果指標については、改修計画に対する改修実施率などを設定していた
だきたい。

整
理
済

　経年による劣化が見受けら
れる公立保育所においては、
計画的な改修を行っていくと
ともに、その年次に発生する
緊急修繕を実施し、施設の
保全に努めている。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改革
改善
の方
向性

230
保育所入所
事務事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課

- -

〔目的〕
　保護者の就労等により自宅で保育
ができない家庭の児童を、保育所
（園）で保育を実施し、仕事と育児の
両立を支援する。
〔手段〕
　入所担当職員が、個々の保育ニー
ズを申込書及び面接等により把握し、
各保育所と調整を図りつつ、受付、選
考基準による選考、決定等の事務を
行う。また、保育所入所システムの活
用により迅速かつ適切な事務処理を
行う。

高 高 高 高 Ｂ

　子育てと就労の両立のため、
必要不可欠な事業であり、引き
続き事業の推進を図っていく必
要がある。

検討・
見直し

①平成26年度に向け、待機児童
解消と保育ニーズの対応のた
め、民間保育施設との連携を
図っていく。
②平成26年度以降も民間支援を
通して、待機児童の解消と多様
な保育ニーズの対応の充実を
図っていく。

231
私立保育所
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
S54 -

〔目的〕
　私立保育所の円滑な運営と保育内
容の向上を図るため、社会福祉法人
立等の私立保育所に対し、保育所運
営に必要な人件費及び事務執行諸経
費などの運営費等を助成する。
〔手段〕
　公共性の高い事業を実施した保育
園に補助金を支弁する。

高 高 高 高 Ｂ

　待機児童対策の一つとして、
保育園の増設等により定員枠
を拡大し、必要な運営費等を助
成してきたが、待機児童の解消
までは至っていない。したがっ
て、引き続き助成していくととも
に、保育園の定員増を図ってい
く必要がある。

検討・
見直し

①引き続き、保育園の新設、定
員の増加により、待機児童の解
消を図る。
②待機児童の解消を図る中で、
効果的に事業の執行に努めてい
く。

232
家庭保育室
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
S48 -

〔目的〕
　多様な保育ニーズに応えるととも
に、待機児童の解消を図るため、保
護者の就労等により保育に欠ける乳
幼児の保育を家庭保育室で行う。ま
た、家庭保育室に乳幼児を預ける保
護者に対し、その負担能力に応じて
保育料の一部を補助する。
〔手段〕
　委託先に補助金を交付する。（代理
受領）

高 高 高 高 Ｂ

　特に０、１、２歳の低年齢児の
待機児童の解消策として、保育
所の補完的な役割を担う家庭
保育室の充実を図るため今後
も支援をしていく。

検討・
見直し

①埼玉県が平成23年度から予算
化した「家庭的保育事業」につい
ての調査・研究を進め、今後の
取組などについて検討する。
②保育所の補完的な役割を担う
家庭保育室の拡充を図ってきて
おり、定員数も充実してきたた
め、現時点では新たな家庭保育
室を指定していくのではなく、更
なる質の向上を図るため連携を
強化していく。

233
児童福祉法
による委託
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課

- -

〔目的〕
　多様化する保育需要に対応するた
め、管内（市内）の民間保育園及び管
轄外（市外）の保育園に入所を委託す
る。
〔手段〕
　委託先に対し、各年齢毎の入所人
数に応じた保育費用を支弁する。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の増設、積極的な情報
提供により待機する児童の減
少は見受けられるが、待機児
童の解消までには至っていな
い。今後も施設の増設、保育園
の定員増、情報提供を行ってい
く。

検討・
見直し

①待機児童の減少のため、保育
園の新設、定員の増員を行って
いく。
②今後も保育園の新設、既存保
育園の定員増を図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ
　待機児童の保護者を含む利用者の声を集めた要望集を作成し、保護者との共通認識を深める手段にされてはどうか。入所
に関し、近隣市町村との比較でも、十分な成果が上がっているようであるが、多角的な子育て支援が求められる時代であるこ
とから、市民満足度の更なる向上のため、保育サービスのグレードアップ策も試行してみる必要があるのではなかろうか。

整
理
済

　待機児童解消と多様な保
育ニーズへの対応について
は、民間保育園との連携の
中で、平成１６年度以降毎年
度１か所程度の保育園の新
設を支援し、受け入れ枠の拡
充を図ってきたところである。
また、かねてより保護者から
要望があった、３才以上児に
対する主食（米飯）の持参
を、保育所で炊飯提供するこ
とにより完全給食を実施し
た。

20 Ｂ

【私立保育所運営改善費補助金】
（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　多様化する保育需要の潜在ニーズを、更にきめこまかく定量的に把握されることが重要である。
また、私立保育所の施設や人員配置の状況について、市民に対して分かりやすくPRし事業推進していただきたい。
　保育行政に基づく保育従事者の確保・育成に向けて、時間単位での勤務など勤務条件の柔軟化、処遇の改善も求めていく
必要もあるのではないか。

整
理
済

　私立保育所における人員
配置や処遇改善等について
は、法人の運営にかかわる
事項であるが、低年齢児の
待機児童解消策には民間保
育園との連携が欠かせない
ことから、入所希望児童を受
け入れるための職員雇用の
人件費等、法人運営経費の
一部を助成し支援に努めて
いる。

25 Ｂ

事業概要
多様な保育ニーズに応えるとともに、待機児童の解消を図るため、保護者の就労等により保育に欠ける乳幼児の保育を家庭
保育室で行う。また、家庭保育室に乳幼児を預ける保護者に対し、その負担能力に応じて保育料の一部を補助するため、委
託先に補助金を交付する（代理受領）。
必要性
共働き世帯が増える中、0～2歳児の保育ニーズに対応する上で必要性が高い事業と言える。
有効性・成果指標
越谷市全体での待機児童は35名（H25年4月1日現在）いる状況であるが、家庭保育室の存在が待機児童数の抑制に寄与し
ていることは十分想定できる。一方、事務事業評価表に基づく自己評価でうたっている「更なる質の向上」に関しては、現状は
年に1回立ち入り検査をし、指導マニュアルに基づき指導監督を行うにとどまっており、家庭保育室の指定条件を超えた質の
向上にはつながっていないと見られる。
また、指導マニュアルの基準を満たさない事例が、軽微なものとはいえ散見される現状に対して、1年に1回の立ち入り検査で
十分かどうかは検討することが必要である。
サービスの量としては一定水準を確保していることから、今後は質の確保、すなわち検査を適切に行う体制の確立が必要であ
り、この点にも注力すべきと考えられる。

【家庭保育室補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　必要性
所得水準に応じて保育料が決定される認可保育園に近い形で補助を行うものであり、家庭保育室が認可保育園の待機児童
の受け皿となっていることから必要性は高いと言える。
　有効性
現状では、認可保育園と比較すると、本補助金を使った上での保育料は1万円ほど高い状況である。待機児童の解消という観
点からは、この金額差が家庭保育室入室のハードルとなっていないか検討することが必要と考える。
《参考》平成20年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

17 Ｂ

　待機児童の解消に向けての取り組みについては、一定の成果を得られている。さらに一歩すすめ、現在は就労していないが
就労への希望があるなど、届出されていない待機児童の潜在的ニーズを把握し、保育事業全体の事業計画に反映されること
を願う。　公立保育園の運営については、今後求められるサービスの多様化への対応を促すような施策の検討をお願いした
い。

整
理
済

　待機児童解消と多様な保
育ニーズへの対応について
は、民間保育園との連携の
中で、平成16年度以降毎年1
か所程度の保育園新設を支
援し、受入枠の拡充を行って
きた。
　また、増改築及び新設保育
園には、子育て相談や子育
て講座の開催などの機能を
有する地域子育て支援セン
ターを併設してもらうなど、多
様な子育てニーズへの対応
を図っている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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234
地域子育て
支援セン
ター事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
H14 -

〔目的〕
　保護者が急用等で保育に困った時
やリフレッシュのため、一時預かりや
育児相談を行う。また、地域に根ざし
た子育て支援事業を展開するため、
地域子育てサークル等の育成・支援
を行う。
〔手段〕
　保育所内の支援センターにおいて、
一時預かりや子育てについての悩み
や不安などの相談に経験豊富な有資
格者が対応する。また、月に一度、子
育て講座を開催する。

高 高 高 高 Ｂ
　多様な子育て支援と保育ニー
ズへの対応を図るため事業を
検討していく。

検討・
見直し

①公立保育所の建て替えに併
せ、支援センターの設置を検討し
ていく。
②既存支援センターの充実と併
せ、各地域での支援センターを
拡充していく。

235
大袋保育所
整備事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
H22 H25

〔目的〕
　低年齢児の定員増、待機児童解消
と多様な保育ニーズに対応すべく、大
袋保育所を整備する。
〔手段〕
　建て替えによる施設規模の拡大を
図る。

高 高 低 高 Ｂ

　建設が完了し、定員増による
施設を開設したが、初年度の
事業の成果を引き続き精査し
ていく必要がある。

終了
(H25
年度)

Ｈ２５年度に旧施設の解体を行
い、終了予定

236
病後児保育
事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
H18 -

〔目的〕
　仕事と子育ての両立を支援するた
め、病気回復期にあり、家庭での保育
が困難な乳幼児・児童を一時的に保
育する。
〔手段〕
　病気回復期にあり、保護者等の都
合で、家庭での保育ができない児童
を保育する。

高 高 高 高 Ｂ
　多様な保育ニーズに対応する
ため、病児保育の実施を検討
する必要がある。

検討・
見直し

①病児保育の実施に向けた医師
会との調整を進めていく。
②病児保育の実施に向けた検討
を進めていく。

237
保育ステー
ション事業

子
ど
も
家
庭
部

保
育
課
H9 -

〔目的〕
　仕事と子育ての両立を支援するた
め、利便性の高い駅前に保育ステー
ションを設置し、送迎保育や一時預か
り・育児相談等を実施する。
〔手段〕
　民間活力を活用し、多様な保育ニー
ズに応えるため、運営を社会福祉法
人に委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　新たな保育園の開園により、
時間内での送迎が可能となっ
た世帯が増えたが、女性の社
会進出、共働き家庭の増加に
伴い、保育ステーション事業の
需要が高まっており、今後も十
分対応していく必要がある

検討・
見直し

①利用状況等の把握と整理を行
い、多様な保育ニーズに対応で
きるよう取組んでいき、また、既
存の案内等だけでなく、窓口での
説明等で積極的に周知していく。
②今後のサービス需要を把握し
ながら、保育ステーションのより
一層の充実に向けた検討を行っ
ていく。

238

民間学童保
育室運営補
助事業（青
少年課）

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

S56 -

〔目的〕
　保護者の負担を軽減するため、昼
間就労等で保護者が不在の家庭の
小学校低学年または市内の特別支援
学校に通学する障がい児の放課後の
健全育成の場を提供する民間事業者
に助成を行う。
〔手段〕
　民間学童保育室を行うものに対し
て、補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　民間と公立学童の運営費に
おけるコスト比較を実施し、平
成25年度より民間学童保育室
への補助金の増額を実施す
る。今後の運用についても引き
続きコスト比較を行い、民間と
公立の受益者負担の公平性と
補助金額の妥当性の追及を行
う。

検討・
見直し

①平成26年度についても、民間
学童保育室に入室している利用
者の負担を軽減するため、事業
を継続していく。
②民間と公立学童の運営費にお
けるコスト比較を継続的に実施
し、妥当性の追及を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　越谷市地域子育て支援センター事業実施要綱に基づき、各地域子育て支援センターにて、子育てに関する悩みや不安につ
いて相談業務を行い、必要に応じて一時的に子どもを預かることで、地域に根ざした子育て支援を行う事業である。
　越谷市では、子育て世帯の減少と子育て家庭の核家族化が進行しており、周囲からの育児支援が得られにくくなることから、
子育ての負担感、孤立感及び育児不安の増大などが懸念されている。子育て相談や、講座の開催、必要に応じて子どもの一
時預かりなどにも対応しており、地域の子育て支援全般を果たす当事業の役割は大きい。
　しかしながら、課題となる点も残されている。まずはコスト面についてだが、ヒアリングによると、国からの補助金が平成23年
度予算では365千円であったが、決算では191千円に削減された。これは実費徴収が増加したため部署内での補助金配分が
見直されたことによるものだが、実費徴収を増やす努力によって、逆に補助金配分額が削減される結果になっている。今後、
現場の努力や実情が反映されるような補助金配分の方法等、それぞれの業務に対するコストが明確になるよう検討されたい。
　次に、地域子育て支援センターで実施している一時預かり・相談や、各種子育て講座について、利用者のニーズを汲み取る
ための独自のアンケート調査を行うことを提案したい。アンケート結果をもとに、利用者の目線から事業の内容を見直していく
ことで、更なるサービス向上につながると考える。
　さらに成果指標についても「一時預かり・相談延べ人数」では、実態がとらえにくい。さまざまな視点から指標設定されることを
検討されたい。例えば、代わりの指標として「1施設あたりの年間一時預かり利用者数」や独自のアンケート調査による「利用
者の満足度」を提案したい。
　最後に当事業は、公立保育所の建て替えに併せ、支援センターを拡充していく予定であり、期待は更に高まるものとなる。コ
スト意識を強く持ち、子育てをする市民に、幅広く、より良いサービスを提供するような取り組みに今後期待したい。

整
理
済

　地域子育て支援センターで
実施している一時預かり保
育・子育て相談や、各種子育
て講座について、利用者の
目線から事業の内容を見直
し、更なるサービス向上に努
めていく。

未
実
施

未実施

23 Ｂ

　仕事と子育ての両立を支援するため、病気回復期にあり、家庭での保育が困難な乳幼児・児童(生後3か月～小学校3年生
まで)を一時的に保育する事業である。平成18年11月より社会福祉法人に委託し、市内で一箇所の専用保育室が設置され、
定員4名に対し、看護師1名、保育士2名を配置し運営している。
　保育室は土日、祝日、年末年始を除き、月に約20日利用でき、定員4名であるので、ひと月に延べ約80人受け入れ可能であ
るが、平成22年度の年間延べ利用人数はわずか42人しかない。対象乳幼児・児童は約20,000人いるが、登録数も400人に満
たない程度しかない。制度の周知努力をしているとのことだが、事業の利用しやすさ等に問題がないかの検証と、この稼働率
や登録状況を考慮し、実際に当該事業を必要とする市民がどれだけいるのか、ニーズの把握をして、当該事業の必要性を確
認するべきである。次世代育成支援行動計画後期計画に「充実希望の保育サービス」の調査結果があるが、これは「病児保
育」と「病後児保育」を一項目にまとめた結果が示されており、「病後児保育」に果たしてどれだけのニーズがあるのかは不明
確である。
　成果指標として、「登録者における実施率(=利用人数/利用登録者）」、「申込件数における実施率（=利用件数/申込件数）」
を提案したい。
　「病児保育」と「病後児保育」それぞれのニーズを的確に把握し、それに応えるためには、どのような体制で事業を実施してい
くべきなのかを改めて検証し、事業の改善を進められたい。

整
理
済

　多様な保育ニーズに対応
するため、病児保育の実施を
検討していく。

18 Ｂ
　事業費は、２ヶ所の保育ステーションへの委託費であるが、利用ニーズも高く、利用者も増加傾向にあることから、事業継続
も必要と思われる。市が自己負担する一般財源経費も増加傾向にある中、今後ますます増加する多様なニーズにどう対応す
べきか、検討する必要がある。

整
理
済

　利便性の高い駅前である
が、平成２３年度から南越谷
保育ステーション事業実施個
所の隣に地域子育て支援セ
ンターを開始し、相談機能等
多様なニーズの対応を図っ
ている。

22 Ｂ

　民営の学童保育室に対して、その運営を支援するために補助金を交付する事業である。
　越谷市の基本姿勢として「公設」を基本としながら、その都度、「公営」か「民営」かを検討していることを踏まえながら、民間
学童保育室及び同入室児童数を毎年減少させていく活動指標・成果指標の設定が必要である。
　補助金額の算出に用いている「補助対象児童1人につき月額10,000円」については、「公設公営の保育室運営経費を入所児
童数で除した児童1人当たりの経費から、児童1人当たりの月額保育料収入額分を減じた額」を基に積算しているとのことであ
るが、公設公営よりも高い月額料金を徴収している民営の保育室があることも踏まえ、受益者負担の公平性の観点や、サービ
ス内容、社会情勢等を考慮した上で、補助単価（10,000円）の妥当性を検証し、必要に応じて見直しを実施するなどの対策が
必要である。
　また、補助金交付に対する市民理解を継続的に得るためにも、公設公営と公設民営とのコスト比較を早急に実施されたい。
　そのためにも、補助金交付先民間事業者の財務状況や保育室の運営体制の把握などについて、積極的に取り組まれたい。
　このほか、官民相互の情報交換を行い、双方が持つ運営のノウハウを共有することにより、より充実した保育サービスの提
供に努められたい。

整
理
済

　平成24年度中に、公立と民
間学童保育室での運営費の
コスト比較を行い、保護者負
担金の平準化を図るため、
平成25年度より民間学童保
育室への補助金支給額を１
人あたり10,000円から12,000
円へ増額する。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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239
学童保育室
給食扶助事
業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H18 -

〔目的〕
　公立学童保育室に入室している要
保護・準要保護世帯の保護者に対し、
経済的負担の軽減を図るため、給食
費(おやつ代)を扶助する。
〔手段〕
　就学援助認定世帯及び生活保護受
給世帯に扶助する。

高 高 高 高 Ｂ

　利用者の負担軽減を図るた
め引き続き実施する。しかしな
がら、民間学童保育室において
は扶助が行われておらず、公
平性の面で課題が残る。

検討・
見直し

①扶助対象者の経済的負担を軽
減するため、おやつ代を扶助す
る。
②民間学童保育室利用者との公
平性を図るため、民間学童利用
者への給食扶助事業の検討を行
う。

240
青少年問題
協議会運営
事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

S46 -

〔目的〕
　青少年の諸問題に携わる関係団体
の長及び関係機関の代表で協議会を
構成し、青少年問題の解決策及び今
後の在り方について調査・審議する。
〔手段〕
　青少年関係団体及び機関の代表２
８名と、市長、教育長の合計３０名で
構成され、青少年問題について協議
し、青少年行政の充実を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　青少年の健全育成及び非行
化防止は、学校、家庭、地域関
係機関などが連携した対応が
必要である。多様化する青少年
問題の現状と課題を把握し、中
長期的な視点で取り組む必要
がある。

検討・
見直し

①協議会において提言された、
具体的な対応策の具現化に向け
た取り組みについて協議する。
②継続的に具体的対応策の実
現に向け、関係機関、関係団体
と連携、強化を図っていく。

241
学童保育室
建設事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

S48 -

〔目的〕
　増加傾向にある学童保育室の需要
に対応するため、学童保育室の建設
を行う。
〔手段〕
　学校敷地内または余裕教室の活用
を図り、学童保育室を整備する。

高 高 高 高 Ａ

　入室希望者の増加と共に、多
様なニーズに対応し待機児童
の解消をするため、学童保育
室の建設を計画的に進める。

現状
維持

①平成26年度についても、待機
児童の解消をするため、2室化な
ど新たに学童保育室を建設す
る。
②待機児童の解消、大規模学童
保育室の解消、老朽化した施設
の改修のため、学校敷地内また
は、余裕教室を活用し計画的に
学童保育室を建設整備する。

242
青少年指導
相談員運営
事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H12 -

〔目的〕
　喫煙・暴力行為などの非行対策と、
不登校や引きこもりなど、青少年の内
面に係る問題解決のため、関係機関
との連携を図りながら青少年対策の
充実を図る。
〔手段〕
　非行、不登校、引きこもり等の青少
年問題に対応するため、教育センター
内に青少年指導相談室を設置し相談
員を置き、毎週火・水・金の週３回の
相談を実施している。

高 高 高 高 Ｂ

　青少年や保護者が持つ非行
や健全育成上の悩みは、複
雑、多様化している。相談機関
も学校や児童相談所、少年サ
ポートセンター等の相談機関
が、それぞれの組織の立場か
ら実施しているため、広く連携
を図り協力体制をしていくこと
が課題である。

検討・
見直し

①各相談機関が定期的に会議・
研修等を設け多様化、複雑化す
る相談の問題解決に取り組んで
いく。
②近年の相談内容は、心の悩み
相談が増加しているため、相談
員の資質の向上を目指し研修会
等への参加を積極的に図ってい
く。
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13.外部評価を受けた対応等実
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※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ
　民営の保育室に対する扶助は行われておらず、公平性の面で課題が残ると思われる。民営保育室についても、同様に扶助
の必要性を調査検討していただきたい。

検
討
中

　民間学童保育室に入室し
ている児童に対し、公立学童
保育室同様に要保護世帯・
準要保護世帯に給食扶助を
行うためには、学童保育事業
運営費の補助を含め、保護
者に妥当な免除規定を設定
する必要がある。いくつかの
検討課題があるが、民間学
童保育室と連携し調査・検討
を図っていきたい。

未
実
施

未実施

22 Ｂ

　市立小学校に通学する低学年の児童について、帰宅後に保護者が就労等の事情により保育することができない場合、保護
者に代わって保育する場所である学童保育室の増築を行う事業である。
　学童保育室への入室需要増加に対応するための増改築事業であることから、待機児童数がどのくらい解消したのかを成果
指標に設定し、増改築の計画管理を行う必要がある。
　越谷市では、学童保育室のあり方について「公設」を基本としながら、その都度、「公営」か「民営」かを検討しているとのこと
であるが、市民に理解されるだけの根拠が必要である。
　公設民営と公設公営とのコスト比較、保育所運営に係る経費に対する保育料収入の寄与度、月額保育料の適正価格等につ
いてコスト分析がなされておらず、全般的にコスト意識が希薄である。
　市民ニーズが高く、必要性の高い事業であるだけに、より厳しい姿勢で事業に取り組まれたい。

検
討
中

　学童保育室は市民のニー
ズが高く、必要性の高い事業
であるが、福祉事業であるた
め収支のバランスだけで運
営を行うことは困難である。
しかし、運営コストと保育料
の収入におけるコスト分析に
ついては、積極的に検討を行
い、より具体的な事業計画を
行う必要がある。今後は統計
的な手法を用いた建設計画
と収納業務の見直しによる保
育料収入の向上を目指し、
業務を推進していく。

24 Ｂ

　心身ともに健全な青少年の育成に向けて、非行行為や不登校、引きこもりなど、青少年の内面に係る問題解決のため、関係
機関と連携を図りながら、青少年対策の充実を図る事業である。
　情報機器の急速な普及や価値観の多様化などから、青少年を取り巻く状況や意識行動も大きく変化し、青少年に係る問題
は、喫煙や暴力などの非行、不登校、引きこもり、いじめなど、複雑化してきている。こうした青少年に係る諸問題は増加してお
り、心身共に発達途中である青少年にとって、相談相手となる青少年指導相談室の存在意義は大きく、相談件数も年々増加
傾向にある。実質相談員1名の事業であるが、年間で28人の諸問題を解決したことは、適切な指導による結果といえる。
　しかし課題とするべき点もある。まずは当事業の対象者について、主に義務教育以外の「15歳以上のお子さんと保護者等」
を対象者としているが、実際には小中学生から、高校生、大学生、30代～40代の市民など幅広く受け入れている。保護者目線
から見た場合、本当に自分の子どもが、青少年相談室の対象になるかどうか不明確な面もあり、対象者を明確にし、市民へ発
信する必要がある。
　次に他事業との連携についてだが、年9回の越谷市児童関係職員事例検討会の参加に留まらず、市内の類似事業と連携
し、情報共有を図っていく必要がある。例えば産業支援課若年者等就職支援事業「若年者等就職支援相談」では就職を希望
する若年者、女性、中高年を対象に、就職支援に向けたカウンセリングを行っており、当事業でそういった悩みを抱える青少年
がいた場合に、速やかに誘導できるような連携体制を築いていくことが課題といえる。
　青少年一人一人の潜在的な悩みを解決するためには、学校や児童相談所、少年サポートセンター、その他類似事業、そして
地域や家庭との連携が必要不可欠である。本事業含め、それぞれの類似事業、関係機関が持つ役割分担を明確にし、問題
を抱える青少年に対して円滑な対応をできるような体制作りを、市民がわかるように行うべきである。

検
討
中

　24年度の外部評価で把握
した、対象者が不明確である
こと、また、他事業・他団体と
の連携についての課題は、
改善に向け検討していく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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期
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部
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課
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事
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始
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度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

243
青少年健全
育成推進事
業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H10 -

〔目的〕
　青少年が社会の一員として、将来の
目標を持ち、主体的に生きられるよ
う、青少年健全育成を目指す。
〔手段〕
　青少年健全育成を目的に活動をお
こなっている市民団体への委託、交付
金の支出による側面からの支援や主
催事業の開催や非行化防止パトロー
ルの実施。また、社会の有害環境か
ら青少年が非行化しないよう、地域と
連携して、愛の一声運動を展開する。

高 高 高 高 Ｂ

　青少年を取り巻く環境は大き
く変化し、様々な影響を及ぼし
ている。各種メディアが提供す
る情報等には有用なものも多
いが、一方、暴力・残虐表現を
含む情報が悪影響を及ぼす
中、犯罪が凶悪化、低年齢化
が進み、深刻な状況となってい
るため、関係機関と連携し指導
パトロールの強化や青少年指
導員の資質の向上を目指し、
研修会等の開催を充実させる
必要がある。

検討・
見直し

①青少年犯罪の粗暴・低年齢化
や不審者情報が多く発生してい
る状況において、子どもたちが地
域で安全・安心に活動できるよ
う、地域と連携し取り組んでいく。
②子どもたちの安全を守るため、
学校、地域、家庭、関係機関が
一層の連携を図っていく。

244
青少年育成
者養成事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H16 -

〔目的〕
　青少年が健全に成長するために
は、幅広い分野にわたり、社会体験、
自然体験等の指導者の養成を行う必
要がある。地域や青少年関係者への
指導者の派遣や親子での体験学習
機会の充実を図る。
〔手段〕
　関係団体と連携し、青少年及び成人
対象の指導者養成講習会を開催す
る。ジュニアリーダー育成研修会、シ
ニアリーダー育成研修会、レクリエー
ション指導者養成講習会を開催する。

高 高 高 高 Ｂ

　講習を受けたジュニアリー
ダー、シニアリーダー、レクリ
エーション指導者には、既に青
少年関係事業に派遣、協力を
いただいているが、より多くの
人材を活用できるようにする必
要がある。

検討・
見直し

①指導者のさらなるレベルアップ
を目指した講習会を開催し、参加
した指導者が習得した知識、技
術を活かし、地域社会の中で継
続して青少年を指導できるように
する必要がある。
②次代を担う青少年が、豊かな
心を育み社会の一員として自己
実現できるよう、活動の充実を図
る。

245
青少年団体
育成事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H8 -

〔目的〕
　青少年団体自らが自主的に活動で
きるよう支援する。また、団体が地域
や学校と連携しつつ地域に密着した
青少年育成活動の充実が図れるよう
支援する。
〔手段〕
　指導者養成講習会の開催、スポー
ツ・文化事業などの共催など、事業の
支援を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　近年、少子化や一人で遊べる
ゲームの普及などから、参加
者、参加チーム数が減少傾向
にあるが、より参加率を高める
事業の企画、運営を図る必要
がある。

検討・
見直し

①子どもたちを取り巻くすべての
人が、子どもたちとの関わりを見
直し、家庭・地域・青少年育成団
体等がさらなる連携を図るため、
各種会議、事業等の充実を図っ
ていく。
②地域と団体の実情に合わせ
て、活動支援を行い、指導者や
団体の育成を図っていく。

246
運営委員会
運営事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H19 -

〔目的〕
　越谷市放課後子ども教室推進事業
の適正な推進を図るため、運営委員
会の開催等を実施する。
〔手段〕
　運営委員会を年３回程度開催し放
課後子ども教室推進事業の課題等に
ついて協議し、教室運営の充実を図
る。

高 高 高 高 Ｂ

　放課後子ども教室において、
子どもたちが安全・安心に過ご
せる居場所づくりのため、運営
の方策やボランティア等の人材
確保の方策や安全管理などに
ついて、調査・検討する必要が
ある。

検討・
見直し

①子どもたちの健やかな成長を
育むため、研修会を開催するな
ど、事業が円滑に推進できるよ
う、運営委員会を年３回程度開
催していく。
②放課後子ども教室の推進事業
の推進には、関係者からの提言
を頂くことが不可欠であることか
ら、運営委員会の充実に努めて
いく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
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評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　少子高齢化が急速に進展する中で、青少年の健全育成はますます重要な課題となっている。
　現在、交付金対象となっている3団体の果たすべき役割が重複している面も認められる。したがって、市長の附属機関である
青少年問題協議会との関係や、3団体それぞれの役割・機能を再検討され、4団体それぞれの位置付けを明確にすることを望
む。
　なお、その際には、より効果的・効率的な組織を確立するため、団体の「発展的統合」も視野に入れられることを期待する。
【青少年地域ふれあい推進事業補助金】（内部評価：終期設定）（外部評価：継続）
　地域の自主活動との連携も考慮し、趣旨目的に沿ったNPO等への補助などを継続されたい。
【青少年育成越谷市民会議交付金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　団体を専門的組織として位置付け、交付金をより一層有効活用されることを望む。
【青少年指導員連絡協議会交付金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　団体を専門的組織として位置付け、交付金をより一層有効活用されることを望む。
【青少年育成推進委員協議会交付金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　団体を専門的組織として位置付け、交付金をより一層有効活用されることを望む。

整
理
済

　各団体において、果たすべ
き役割やその活動に共通し
ている点が見られるが、設立
の趣旨、目的等が異なってお
り、独自の組織体制で活動し
ていることから、「発展的統
合」は困難である。今後は、
各団体の役割・分担について
明確にし、青少年問題協議
会との関係及び団体の位置
付けなどについて検討する。
青少年地域ふれあい推進事
業については、より効果的・
効率的な事業展開を図るた
め、事業内容の見直しを図っ
た。

24 Ｄ

　心身ともに健全な青少年の育成に向けて、幅広い分野で青少年関係事業への指導者の派遣や、親子での体験学習機会を
促すことで、地域の社会体験、自然体験等の指導者の養成を行う事業である。
　家庭や学校における青少年の育成力が低下している社会の中で、地域と一体となり、個々の指導者研修会等を開催するこ
とで、青少年の健全育成を支援することが目的である。ジュニアリーダー育成研修会、シニアリーダー育成研修会、レクリエー
ション指導者養成講習会といった、年齢層や目的別に育成研修会等を3種類に分け実施することで、今後の地域づくりの担い
手となる青少年育成者の養成に貢献してきた。
　当事業は平成16年度に開始され、青少年育成者養成支援活動として各種指導者を創出し、地域への貢献を果たしてきた。
市の積極的なサポートや地域団体との協働により、地域青少年育成の成果もみられる。現在では、越谷市子ども会育成連絡
協議会や越谷市レクリエーション指導者協議会等の主体的な取り組みにより、市の役割は研修会の会場予約や講師への謝
金支払いが主となっている。このように、地域団体の主体的な活動が浸透している点を評価する一方で、事業開始から8年が
経過する中、既に地域の自立的な取り組みを促す段階に来ているのではないか。当事業の本来の趣旨をかんがみると、今後
は市が主体として行うべきではなく、両団体や各学校など、地域の団体を主体として実施すべきものと考えられる。原則、当事
業については、越谷市子ども会育成連絡協議会、越谷市レクリエーション指導者協議会、学校など関係機関の自助努力およ
び自立を促し、市の事業としては廃止の方向で検討されたい。
　なお、今後他団体への移行を進めるとしても、今後本事業の利用者（あるいは保護者）に対して独自のアンケート調査を行
い、各育成研修会等に係る利用者の意見や満足度に応じて、事業（講習会など、カリキュラムなど）を見直していくことも重要
である。利用者のニーズに合わせて、事業内容を柔軟に見直しを行う体制を構築されたい。

検
討
中

　24年度の外部評価により、
廃止の方向で検討されたい
との指摘ではあるが、団体の
育成も必要であり、今後、自
助努力も含め各団体と協議
検討を進める。

20 Ｂ

　少子化が進展する中、子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウト、いずれの組織においても加入者数が減少してきている。
今後は、各組織が自立した運営ができるよう、助成金を主体とした事業から、指導者の育成や組織からの相談に乗るなどソフ
ト面の強化を図る方向に向かうことが望まれる。
【越谷市子ども会育成連絡協議会交付金】
（内部評価：減額(縮小)・終期設定）
（外部評価：減額(縮小)・終期設定）
　現行でも子供会の加入率は約40%にとどまっている。少子化の進展、保護者の地域活動参加に対する意識の変化等により、
今後とも子供会に加入する児童の数は減少することが予想される。現在の予算額にこだわることなく、子供会への加入数、加
入率などの推移を確認しつづけ、柔軟に予算額を見直すことが望まれる。
【ボーイスカウト助成金】
（内部評価：減額(縮小)・終期設定）
（外部評価：減額(縮小)・終期設定）
　ボーイスカウトの登録人数は、ここ数年、激減してきている。ボーイスカウトは、花火大会、市民祭り、ユニセフの募金活動な
ど社会貢献を積極的に担っているが、助成金の性質から、特定の団体に偏らないことが求められるため、本事業のあり方につ
いて見直す時期にきている。
【ガールスカウト助成金】
（内部評価：終期設定）
（外部評価：減額(縮小)・終期設定）
　ガールスカウトの登録人数は、ここ数年、激減してきている。ガールスカウトは、綾瀬川の水質調査など社会貢献を積極的に
担っているが、助成金の性質から、特定の団体に偏らないことが求められるため、本事業のあり方について見直す時期にきて
いる。

検
討
中

　少子化、核家族化の進行に
伴い、いずれの団体も参加
者が減少している。それに対
応するため、事業実施に合
わせて各団体と連携をし、広
報活動を強化したところ、市
民からの多くの反応を得てい
る。今後も一層の広報活動
強化を行い、加入者の増加
に努めるとともに、各団体の
事業活動が自主的・主体的
に行えるよう支援を継続して
いく。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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247
教室運営事
業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

H19 -

〔目的〕
　放課後及び週末における子どもたち
の安全で安心な活動の拠点となる居
場所を整備し、異年齢の子どもたちの
交流、地域の大人との交流及び子ど
もたち自身の意思によるのびのびした
活動を通じ、心豊かなたくましい子ど
もたちを育むとともに、地域の教育力
の活性化を図る。
〔手段〕
　市民との協働事業として、地域の幅
広い年代の方々のご協力により事業
の実施を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　現在、ＰＴＡをはじめＮＰＯ団
体や青少年関係団体、地域の
協力を得ながら、子どもたちの
安全・安心な居場所として「放
課後子ども教室推進事業」に取
り組んでいる。本年度からは新
規に開設する教室もあり、市内
１７教室での活動となる。今後
も、地域や関係機関等と連携し
ながら、より充実事業を展開し
ていく。

検討・
見直し

①平成26年度についても引き続
き、事業の充実に努める。　
②地域ボランティアや異学年の
子どもたちとの交流活動をはじ
め、様々な体験活動ができる場
として、市民との協働により事業
の充実に取り組んでいく。

248
学童保育室
施設管理事
業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

- -

〔目的〕
　安全で快適な保育環境の確保と保
育内容の向上を図るとともに、適正な
施設の管理に努め、放課後児童の健
全育成事業の充実を図る。
〔手段〕
　定期的に施設のチェックを行い、専
門業者に依頼し適正な維持管理を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　経年劣化が進む中、安全で
快適な保育環境を確保するた
め適正かつ効率的な施設の維
持管理を図る。

検討・
見直し

①平成26年度についても適正な
施設管理に努め、より一層安全
で快適な保育環境の確保を図
る。
②適正な施設管理に努め、安全
で快適な保育環境の確保を図
る。

249
学童保育室
改修事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

- -

〔目的〕
　児童の安全・衛生面及び施設のバリ
アフリー化等を考慮し、フローリング化
の改修工事を行い、快適な保育環境
づくりに努める。
〔手段〕
　施設各部位の耐用年数及び経年劣
化状況を把握し、安全・衛生面を重点
的に改修を行う。

高 高 高 高 Ａ
　経年劣化が進むなか、安全で
快適な保育環境を確保するた
め効果的な改修を進める。

現状
維持

①平成26年度についても、老朽
化した施設を改修し、快適な保
育環境づくりに努める。
②空調機の新設・増設や、老朽
化した施設を計画的に改修し保
育環境の充実を図る。

250
学童保育室
運営事業

子
ど
も
家
庭
部

青
少
年
課

- -

〔目的〕
　放課後児童の健全育成のため、保
護者が就労等により昼間家庭にいな
い小学校低学年の児童に対し、適切
な遊びと生活の場を提供する。
〔手段〕
　学童保育指導員及び臨時職員によ
り対応する。また、一部について私立
保育園に委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　多様化する就労形態に対応
し、子育て支援・就労支援のた
め、放課後児童の健全育成の
充実を図る。

検討・
見直し

①平成26年度についても保護者
の就労等により、放課後の保育
が出来ない児童に対し、適切な
遊びの場と生活の場を提供す
る。
②子育て支援・保護者の就労支
援として放課後児童の健全育成
の充実を図る。

251
児童館コス
モス施設管
理事業

子
ど
も
家
庭
部

児
童
館
コ
ス
モ
ス

S62 -

〔目的〕
　館内の安全確保と快適な環境を保
ち、児童館の持つ諸機能が十分に発
揮できるように効率的な施設の管理
を行う。
〔手段〕
　施設の安全確保、環境の保持及び
設備の諸機能を維持するため、施設
管理を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　開館２６年が経過し、施設や
設備の老朽化が進んでいる。
今後も児童館の安全と快適な
環境を維持しながら、児童館の
持つ機能が十分に発揮できる
ように計画的な施設・設備の改
修を図る必要がある。

検討・
見直し

①児童館コスモスの象徴である
プラネタリウムは設置後26年を
経過し、現状のままアナログ式で
の維持管理が大変困難となって
いることから、早急な新機種への
変更のため、先進館の情報収集
等に取り組んでいく。
②児童館の安全と快適な環境の
維持を目指し、施設管理事業の
充実に努める。また、児童館の
持つ機能がより発揮できるように
逐次状況を確認しながら継続的
に施設、設備の改修等を実施し
ていく。
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23 Ｂ

　平成19年度より国において創設された「放課後子どもプラン」に基づく「放課後子ども教室推進事業」を越谷市においても実
施するための事業である。
　「地域の教育力の活性化」を目的とし、市内すべての子どもを対象とし、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地
域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を推進している。国の
方針や参加実績から事業の必要性が認められる。
　資源投入量に見合った活動がなされており、教室の開催数、内容の多様さ、参加者数の多さを始め、参加者や関係者などに
アンケートを定期的に実施して、事業の検証に活用していることなどは評価できる。
　成果指標として、「地域住民の地域の子どもたちへの関心度」を提案したい。
　今後は放課後児童健全育成事業、学校応援団推進事業など、目的等が類似する事業との整合性や連携方法等を確認しな
がら、関係団体・部署との連携をさらに進め、効果的・効率的な事業運営を推進されたい。

検
討
中

　放課後児童健全育成事
業、学校応援団推進事業な
ど、目的等が類似する事業と
の整合性や連携方法等を確
認しながら、関係団体、関係
部署との連携を進め、効果
的・効率的な事業運営を検
討する。

21 Ｂ

　公立学童保育室29ヶ所の軽微な修繕など、維持管理を行う事業である。
　学童保育室は、校庭を借用したプレハブ建設保育室、及び校舎の一部を借用した保育室に大別されるが、特に、プレハブ保
育室の老朽化への対処が課題となっている。
　今後とも、安心・安全の見地に立ち、長期的視点に立った計画に基づき、適切な管理に努められたい。

検
討
中

　学童保育室の老朽化に対
し、現状の施設および設備の
調査を行い、より安全で効果
的な維持管理を行えるよう努
める。また、快適性を維持し
ながらも省エネ・CO2排出量
の低減を図る。

21 Ｂ

　公立学童保育室29ヶ所の施設の大規模改修を目的とした事業である。
　施設が老朽化する中で、これまで以上に学校施設等既存施設の有効活用を図り、市全体としての効率化を進められることを
期待する。
　なお、学童保育室施設管理事業（250）と管理対象が同一であることから、両事業の統合について検討されることを望む。

整
理
済

　空調機の増設・更新など環
境や生活スタイルの変化に
伴う大規模修繕を目的とし、
過去の改修履歴や要望等に
基づく長期的な計画により、
事業対象を決定している。主
な事業が改修工事となるた
め施設管理事業とは区別し
ている。

21 Ｂ

　各地域ごとの学童保育希望者数について年度ごとに増減があること、また多様化する保育ニーズへの対応など、事業計画
を左右する様々な要因があることは理解できる。
　今後とも、地域のニーズを把握され、民間施設の活用やパート指導員の活用などに配慮しつつ、変化に対応した柔軟かつ効
率的な事業推進を望む。

検
討
中

　効率的な運営を行うため地
域性の変化や、保護者の
ニーズを把握して柔軟に対
応する。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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252
児童館コス
モス運営事
業

子
ど
も
家
庭
部

児
童
館
コ
ス
モ
ス

S62 -

〔目的〕
　子ども達の健全育成のための拠点
施設として、また、「天文と物理」を
テーマにしたこども科学館として、地
域に根ざした児童館を目指し運営す
る。
〔手段〕
　子どもの健全育成事業、科学教育
事業を開催し、参加者の定着と拡大
を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　児童の健全育成のための拠
点施設として、また、「天文と物
理」をテーマにしたこども科学
館として、今後も事業内容を精
査しながら拡充していく必要が
ある。

検討・
見直し

①「天文と物理」をテーマにした
児童館であるが、近年の傾向を
みると乳幼児を伴った利用者の
割合が多くなっている点などを考
慮し、児童健全育成・子育て支援
施設として、開催行事や教室の
内容の精査検討に取り組んでい
く。
②担当者等のユニークなアイディ
アを生かしながら、より深みのあ
る事業展開に努めるとともに事
業内容を精査しながら地域に根
ざした運営に努める。

253
児童館ヒマ
ワリ施設管
理事業

子
ど
も
家
庭
部

児
童
館
ヒ
マ
ワ
リ

H7 -

〔目的〕
　館内の安全確保と快適な環境を保
ち、児童館の持つ諸機能が十分に発
揮できるように効率的な施設の管理
を行う。
〔手段〕
　施設の安全確保、環境の保持及び
設備の諸機能を維持するため、施設
管理を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　専門技術を持つ民間業者へ
の施設・設備機器の保守管理、
部分的修繕等を効率的に行な
うことにより、開館や事業執行
等児童館の持つ諸機能を十分
に発揮し児童自らが学び遊ぶ
場として、安全かつ快適な環境
の場を提供することができた。
が、建設から１８年が経過する
なか、耐用年数の経過した設
備機器類・施設の老朽化が進
んではいるが、安全・快適な場
を今後も提供せねばならない。

検討・
見直し

①専門技術うを持つ民間業者へ
の効率な保守管理委託や既存
施設・設備の部分改修・修繕によ
り施設設備の延命化を図り、初
期投資のコストパフォーマンスを
実現します。
②第４次振興計画期間内におけ
る計画的（平滑）な設備投資によ
る施設設備の大規模修繕（オー
バーホール等）を行い、機器の入
れ替え等につなぎます。
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25 Ｃ

事業概要
子ども達の健全育成のための拠点施設として、また、「天文と物理」をテーマにした子ども科学館として、地域に根ざした児童
館を目指し運営する。また、子どもの健全育成事業、科学教育事業を開催し、参加者の定着と拡大を図る。
必要性
入館者数は、平成20年度の119,067人をピークに減少基調にあり、平成24年度では99,166人と、19,901人（△16%）減少してい
る。減少数を年代別にみると、小学生の減少が、11,332人と最も多く、次いで幼児3,972人減、大人3,245人減となっている。春
日部市に近いという立地は、主な対象とする小学生にとって、親の同伴を必要とするものであり、特に低学年の場合には1人あ
るいは友人たちと気軽に行けないことが想定される。児童をめぐる環境が変化し、ニーズが多様化しているのであれば、大型
施設を伴う「児童館」としての位置づけにこだわらず、大人も対象にするなど既存の施設を有効に活用する方策を検討すべき
ではないか。また、大型施設化を志向した結果、地域密着型の児童館が少ないことの不利益についても併せて検討する必要
がある。
効率性
同じ児童館であるコスモスとヒマワリを別事業として運営している結果、運営ノウハウの共有、委託等契約業務が2倍になる、
ボリュームディスカウント、例えば、清掃委託契約の一本化などを活用できないといった効率性の観点からの課題が生じてい
る。
有効性・成果指標
利用者数が横ばいとなっている要因の1つとして、企画が魅力的ではないことが考えられる。プラネタリウム等の科学館の運営
は、専門的ノウハウが活きる分野である。大型施設系の児童館である以上、魅力的な企画が求められるが、市の直営では企
画の魅力を高めることには限界があると考えられる。教育委員会、教職経験者を多く採用しているが、これだけでは学校授業
の延長にしかならず、魅力的な企画は生まれないことが懸念される。今後は、指定管理者等、民間のノウハウの活用や企画
委員等の設置によって魅力を高めることも検討すべきではないか。
また、越谷市は周辺市町を含めた5市1町での施設利用を促進しているとのことである。しかし、現在では、チラシ等で案内を
行うのは越谷市だけとのことであったが、利用者増加の観点からはこれらの周辺市町に対しても積極的な宣伝を行うべきであ
ると考える。
その他
本運営事業のうち他の施設で提供可能なサービス・コンテンツについては、普及活動を推進することが望まれる。
施設側に余力があれば、老人ホーム等の事業を積極的に取り入れることも一案であると考えられる。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

21 Ｂ
　児童館ヒマワリは、建設時に、用地費、建設工事費を合わせ総額22億円を要した大規模かつ先駆的な施設である。
　開館から14年を経過し、経年による劣化への対応が必要になっている現状を踏まえながら、本施設を今後どのように維持管
理していくべきか、運営面での課題整理と併せた総合的な検討を進め、効率的な事業執行を期待する。

検
討
中

　建設から１８年が経過し施
設設備が耐用年数を超え、
機器の入れ替え、大規模修
繕の時期を迎えている中、児
童の健全育成、子育て支援
の拠点施設として安全安心
で快適な施設環境を継続し
て市民に提供するために、今
後も必要最小限の設備の設
備投資により既存施設設備
を使い切るための適切な維
持管理と部分的な修繕を実
施する。これにより、当面の
施設設備リスクを回避し延命
化を図り、第４次総合振興計
画期間における計画的な大
規模修繕につなげていく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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②中長期的な取組

11.改革改善案10.
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向性

254
児童館ヒマ
ワリ運営事
業

子
ど
も
家
庭
部

児
童
館
ヒ
マ
ワ
リ

H7 -

〔目的〕
　子どもたちの健全育成のための拠
点施設として、また、「生物と環境」を
テーマにした科学館として、地域に根
ざした児童館を目指し、運営する。
〔手段〕
　子どもたちの健全育成事業、科学教
育事業を開催し、参加者の拡大と定
着を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　事業内容等の改善により入
館者数が増となったが、更なる
市民ニーズに対応した事業内
容等の精査・改善が必要であ
る。

検討・
見直し

①「生物と環境」をテーマにした
子ども科学館機能を併せ持つ児
童館（児童健全育成、子育て支
援、科学学習機能）への市民
ニーズは高く、子育て支援事業、
児童の居場所施設としての充実
等市民の要求に対応した事業内
容等を精査し、利用者の増加を
図る。
②子育て支援事業の拡充・児童
健全育成の高年齢（１２歳～１８
歳）への事業等
の充実を図る。

255
地域医療推
進事業

保
健
医
療
部

地
域
医
療
課

H8 -

〔目的〕
　保健衛生及び地域医療の向上を図
る。
〔手段〕
　看護師等の養成施設に在学し、卒
業後に市内医療機関に従事しようと
する方に対して修学資金を貸与する。
　医師会、歯科医師会及び薬剤師会
等地域医療団体と連携し、講演会及
びシンポジウム等を開催する。
　保健事業や地域医療の課題等を把
握するため、保健医療基礎調査を実
施する。

高 高 高 高 Ｂ

　看護師等修学資金貸与者の
選考について、公正公平な選
考方法を考える必要がある。
　講演会、シンポジウム等につ
いては、多くの市民が関心を持
ち、参加してもらえるような周知
を図る必要がある。

検討・
見直し

看護師等就学資金
①公正公平な選考とするため、
引き続き面接を行うとともに、広
報周知などに努め、利用者数の
増加を図る。
②「市内医療機関への就職率」
や、「修学資金の回収状況」を成
果指標として取り入れることを検
討する。
医療団体交付金事業
①事業の参加者に対するアン
ケート項目を増やす等で市民の
ニーズを的確に把握して「満足
度」を調査する。
②上記を成果指標として取り入
れ、今後の事業の方向性等を検
討する。

256
感染症対策
事業

保
健
医
療
部

地
域
医
療
課

H21 -

〔目的〕
　新型インフルエンザなどの感染症の
発生に備え、感染症発生時におい
て、保健医療機関が初期診療業務等
を遂行し必要な医療を確保する。
〔手段〕
　防護服等を備蓄する。

高 高 高 高 Ｂ

　整備した備品等の経年劣化
に対し、現状の成否数を維持し
ていく継続的取組が必要であ
る。

検討・
見直し

①使用期限毎に調達せず、毎年
度計画的に整備する事を検討
中。
②今後、国県の行動計画に準じ
た新たな行動計画の作成が必要
となる。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｃ

事業概要
子どもたちの健全育成のための拠点施設として、また、「生物と環境」をテーマにした子ども科学館として、地域に根ざした児童
館を目指し、運営する事業である。

必要性
利用者は、平成15年度の141,394人をピークに、その後は減少しており、平成20年度は88,931人まで減少した。その後、平成
21年度以降は増加に転じており、平成24年度では101,184人にまで回復しているが、これは平成15年度の約71.5％に過ぎな
い。また、内訳をみると乳幼児と同伴の大人の来館者数が増加しているだけであり（乳幼児は平成20年度で29,902人、平成24
年度で40,053人、大人はそれぞれ28,064人、36,046人）、当館が主要なターゲットとしている小中学生の利用は減少している
（小学生は平成20年度で27,091人、平成24年度で22,477人、中学生はそれぞれ3,874人、2,608人）。
草加市に近い立地ということもあり、主な対象とする小学生にとって、親の同伴を必要とするものであり、特に低学年の場合に
は1人あるいは友人たちと気軽に行けないことが想定される。児童をめぐる環境が変化し、ニーズが多様化しているのであれ
ば、大型施設を伴う「児童館」としての位置づけにこだわらず、大人も対象とするなど既存の施設を有効に活用する方策を検討
すべきではないか。また、大型施設化を志向した結果、地域密着型の児童館が少ないことの不利益についても併せて検討す
る必要がある。

効率性
同じ児童館であるコスモスとヒマワリを別事業として運営している結果、運営ノウハウの共有、委託等契約業務が2倍になる、
ボリュームディスカウント、例えば、清掃委託契約の一本化などを活用できないといった効率性の観点からの課題が生じてい
る。

有効性・成果指標
メインターゲットである小中学生の利用が伸びない背景の1つとして、企画が魅力的ではないことが考えられる。科学館の運営
は、専門的ノウハウが活きる分野である。大型施設系の児童館である以上、魅力的な企画が求められるが、市の直営では企
画の魅力を高めることには限界があると考えられる。教育委員会、教職経験者を多く採用しているが、これだけでは学校授業
の延長にしかならず、魅力的な企画は生まれないことが懸念される。今後は、指定管理者等、民間のノウハウの活用や企画
委員等の設置によって魅力を高めることも検討すべきではないか。
また、越谷市は周辺市町を含めた5市1町での施設利用を促進しているとのことである。現在では、チラシ等で案内を行うのは
越谷市だけとのことであったが、利用者増加の観点からはこれらの周辺市町に対しても積極的な宣伝を行うべきであると考え
る。

その他
本運営事業のうち他の施設で提供可能なサービス・コンテンツについては、普及活動を推進することが望まれる。
施設側に余力があれば、老人ホーム等の事業を積極的に取り入れることも一案であると考えられる。
《参考》平成21年度外部評価： Ｃ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

24 Ｂ

　越谷市地域医療団体交付金交付要綱等に基づき、医療に関する講演会やシンポジウムを開催し、市内保健衛生及び地域
医療の向上を図る事業である。
　平成23年度より事業を開始した越谷市看護師等修学資金は、越谷市看護師等修学資金貸与条例に基づき、看護師等の養
成施設を卒業後に市内医療機関において看護業務に従事しようとする者へ、修学資金を貸与するものであり、その修学を容
易にし、市内の看護師不足を解消するために必要な事業といえる。
　修学資金の適正な利用のためには、今後も在学証明書や連帯保証人の確認に加えて、個々に面接を実施し、申込者の今
後の看護業務に対する意向や、一括返還についての注意事項など、徹底した確認が必要である。修学資金利用者の養成施
設への在学確認なども適宜実施されており、引き続き適正な事業運営に努められたい。
　今後、修学資金利用者の卒業生が出てくるものと推測されるが、当事業の成果として、「市内医療機関への就職率」や、「修
学資金の回収状況」を成果指標として追加されることを提案したい。
　次に講演会、シンポジウム等についてだが、内容は健康に関するテーマであり、保健医療部や福祉部などの類似事業と重
複している部分がある。類似事業と重複している部分を今一度整理した上で、講演会等については、類似事業への移行や統
合を検討されてはいかがだろうか。
　また市民に対して積極的な参加を促していくためにも、市民が関心を持つように、随時講演会等の内容について見直しをし
ていくべきである。市民のニーズを汲み取るために既に実施している講演会等に対する満足度調査（アンケート）結果を活用す
ることにより、今後は、成果指標として、市民の「満足度」を既存の成果指標「参加者数」の代わりに設定されることを提案した
い。

【越谷市地域医療団体交付金（医師会）】
（内部評価：継続）（外部評価：廃止）
【越谷市地域医療団体交付金（歯科医師会）】
（内部評価：継続）（外部評価：廃止）
　本交付金の交付要綱では、交付対象が医師会・歯科医師会に限定されており、その他の団体については市の共催による会
場使用料の減免という支援にとどまっている。また、昨年度5回開催した歯科医師会へは300千円の交付、3回開催した医師会
へは500千円の交付と、1回当たりの金額に差が生じている。専門性を加味している点は理解できるが、交付先を医師会や歯
科医師会に限定することや、交付金額の妥当性などについて検討が必要である。また、その内容についても、健康に関する
テーマであり、保健医療部や福祉部などの類似事業で十分対応可能である。あえて医師会や歯科医師会が主催となり、実施
する必要性が感じられない。今後、越谷市医師会や越谷市歯科医師会へは、地域への貢献として謝金の減額やボランティア
による講演会等の実施を促すなど、当該補助金を廃止する方向で検討するべきと考える。

検
討
中

　医療団体等交付金事業の
あり方について、検討を進め
る。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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257
救急医療対
策事業

保
健
医
療
部

地
域
医
療
課

S52 -

〔目的〕
　初期救急医療から第三次救急医療
までの体系的な医療体制を確保し、
救急医療体制の充実を図る。
〔手段〕
　休日、年末年始における在宅当番
医制事業、近隣６市１町による病院群
輪番制および小児救急医療支援事業
を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　初期救急医療については、祝
日に診療を行っている医療機
関の把握に努める必要があ
る。
　二次救急医療については、埼
玉県地域保健医療計画の中で
病院数が定められており、新た
な病院の設置は困難であること
から、現状の医療資源を効果
的に活用し、実施していかなけ
ればならない。

検討・
見直し

①初期救急医療について、祝日
に診療を行っている医療機関を
把握し、より正確な情報の提供を
行う。
②。二次救急医療について、6市
1町で構成する埼玉県東部南地
区第2次救急医療対策協議会を
とおし、二次救急医療の充実・確
保に努める。

258
急患診療所
施設管理事
業

保
健
医
療
部

地
域
医
療
課

H14 -

〔目的〕
　市民が安心して利用できる初期救
急診療施設とする。
〔手段〕
　小児夜間急患診療所および成人夜
間急患診療所（平成24年4月診療開
始）の適正な維持管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　小児夜間急患診療所・成人夜
間急患診療所を別々に運営し
ていることが、コストの増加を招
いている。

検討・
見直し

①小児および成人夜間急患診療
所の統合に向け、備品や設備等
の検討を行う。
②効率的な施設管理が図れるよ
う検討をする。

259
急患診療所
診療業務事
業

保
健
医
療
部

地
域
医
療
課

H14 -

〔目的〕
　夜間における初期救急患者の医療
を確保する。
〔手段〕
　小児夜間急患診療所および成人夜
間急患診療所（平成24年4月診療開
始）において診療業務を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　準夜間～夜間帯に二次・三次
救急医療機関を受診している
軽症の患者を、夜間急患診療
所に向かわせるための施策が
必要である。

検討・
見直し

①診療所の存在や役割につい
て、周知を図っていく。
②初期救急医療施設であるた
め、コンビニ感覚での受診に繋
がらないようにしながらも、必要
な方が受診できる施設となるよう
市民への周知が必要である。

260
機能訓練事
業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

S63 -

〔目的〕
　心身の機能が低下しているが、介護
保険の認定を受ける程度ではない方
を中心に、機能の維持・回復を図り社
会参加を促すとともに日常生活の自
立を支援し、介護予防に努める。ま
た、言語障害のある方の社会参加を
促す。
〔手段〕
　職員である理学療法士・作業療法士
が中心になり実施するほか、医師・言
語聴覚士については越谷市医師会等
に委託して行う。

高 高 低 低 Ｃ

　医療的リハビリテーションを終
了し、介護保険のサービスを受
けていない方が対象の事業で
ある。介護保険制度の充実に
伴い参加者数が減少している。
介護保険サービスにおいて言
語聴覚療法を受けることができ
るようになったため、地域活動
型機能訓練（言語の教室）の参
加者が減少した。

検討・
見直し

①参加者数の減少により、事業
の見直しを検討する。
②運動習慣の継続による機能維
持と質の確保のための啓発事業
を実施

119



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
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12.外部評価

総
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評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

<在宅当番医制事業部分>
　初期救急医療から第三次救急医療までの体系的な医療体制を確保し、救急医療体制の充実を図るために行われている救
急医療対策事業のうち、休日や年末年始における初期救急医療体制を確保するための事業である。休日や年末年始におけ
る救急患者の診療を社団法人越谷医師会及び歯科医師会に委託し、所属する会員により、在宅当番医制で実施する。平成
22年度は医科は委託日数20日、延べ40施設、利用患者は2,639人、歯科は委託日数20日、延べ26施設、利用患者は184人の
利用実績がある。
　平成17年度に、外部評価で「(H17年度から日曜日診療が除外されていることを踏まえて)祝日においても在宅当番医制の意
義について抜本的見直しを図り、医療機関自身による初期救急医療体制の確立を推進する必要がある」とコメントが出てい
た。その後、担当部署により休日に診療している医療機関の数を調査したところ、医科11、歯科15であり、当該事業を縮小す
るには不十分と判断し、当該事業は平成17年度以降も現在まで同様の内容で継続されている。
　休日及び年末年始の初期救急医療体制のあり方について、事業縮小・廃止の基準は設けず、埼玉県東部南地区第二次救
急医療対策協議会において、初期救急医療から第三次救急医療までの体系的な医療体制の確保という観点から協議してい
るとのことであるが、病院群輪番制や小児救急医療支援など他の医療関連事業との関係性や役割分担を整理するなかで、在
宅当番医制事業における課題を改めて把握し、業務改善に取り組まれたい。
《参考》平成17年度外部評価： <在宅当番医制事業>Ｄ

整
理
済

　在宅当番医・在宅当番歯科
医制事業については、休日
及び年末年始における初期
救急医療体制の整備が図ら
れるまで継続していく。
　平成14年の小児夜間急患
診療所に続き、平成24年度4
月20日から成人夜間急患診
療所も診療を開始している。

25 Ｂ

事業概要
診療所を利用する市民の安全を確保し、快適な施設環境を維持するため、小児夜間急患診療所及び成人夜間急患診療所
（平成24年4月診療開始）の維持管理を行う事業である。
必要性
二次救急医療を維持していくという観点からは、一次救急医療を実施する急患診療所の必要性は高いと考えられる。
効率性
小児向け及び成人向けの急患診療所を統合して1か所とすることは、施設運営の効率性の改善に寄与することが考えられる。
有効性・成果指標
市立病院の受診者が深夜0時までの時間帯が全時間帯の約75％を占めていたことから、この時間に近い午後11時までを対象
として急患診療所での診療を行っており、患者への利便性や、二次救急医療を維持していく観点からは有効と考えられる。
平成23年度及び平成24年度では、それぞれの施設で365日診療を実施した。一方、毎日限られた時間のみではなく、24時間
に渡り一次救急を実施できるための工夫については引き続き検討する余地があるのではないか。例えば、2施設統合後の新
急患診療所が、市立病院の前に移転する計画であることから、現在一次救急を提供していない空白時間だけ、市立病院から
医師を派遣してもらう等が考えられる。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施

25 Ｄ

事業概要
心身の機能が低下しているが、介護保険の認定を受ける程度ではない方を中心に、機能の維持・回復を図り社会参加を促す
とともに日常生活の自立を支援し、介護予防に努める。また、言語障害のある方の社会参加を促す事業である。具体的な対
象は、市内に住所を有する40歳以上の方で、以下のいずれかに該当する方である。（1）医療終了後も継続して訓練を行う必
要がある方、（2）身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず必要な訓練を受けていない方、（3）老化等により心身機
能が低下している方、（4）その他、特に市町が必要と認めた方。ただし、介護保険において要支援・要介護と認定された方に
ついては原則として対象としない。事業の実施にあたっては、職員である理学療法士・作業療法士が中心になり実施するほ
か、医師・言語聴覚士については越谷市医師会等に委託して実施している。
必要性
当初は、医療制度と介護保険制度のはざまにいて、いずれのサービスも適切な補助の下に受けることができない方を対象とし
ていたが、介護保険の内容が充実されたことで、事業の必要性の検討時期に来たと考えられる。参加の延べ人数は、平成23
年度で460名、平成24年度で393名であり、このうち新規参加者の割合はそれぞれ16.67％、18.50%である。参加者の実人数の
うち新規参加者は毎年7名程度とのことであった。一方、終了者の割合は、平成23年度で16.67%、平成24年度で11.10%であり、
利用者が固定化していることがうかがえる。
本事業が対象とする、虚弱で、医療・介護の制度の対象者にはならないが、自分でリハビリ教室まで通える潜在的な対象者が
どの程度いるかは不明である。また、対象を40歳以上としている理由も明確ではない。
現行の事業の利用者が、若干名とはいえ存在することに対しては、それらの利用者に対して最大限の配慮をしながらも、事業
の継続とは分けて議論すべきである。毎年7名程度の新規利用者のために本事業を独立した事業として継続する必要性は低
い。利用者の固定化に対しては、受益者負担を導入する可能性を否定すべきではないと考える。例えば、他の事業に統合し、
該当している者を補助するなど、単独事業の形態を廃することを検討することが考えられる。具体的には、高齢介護課で行っ
ている類似事業との統合や連携を検討すべきである。
《参考》平成20年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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261
健康づくり
推進事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

H9 -

〔目的〕
　市民一人ひとりが健やかで実り多き
人生を送れるよう、自分の健康管理
について関心を持ち、自ら健康の保
持増進を図るために、健康に関する
正しい情報を提供し、実践方法を普及
するとともに、仲間づくりを推進し、健
康づくりを支援する。
〔手段〕
　講座や講習会を開催する。内容によ
り、住民ボランティア組織（食生活改
善推進員協議会等）へ委託する。健
康づくりを推進するためのボランティ
アを養成・育成する。

高 高 高 高 Ｂ

　健康づくり事業の参加者は目
標に近づいているが、相談事
業の参加者については横ばい
の状況にあるため、更なる相談
窓口の周知が必要と考える。

検討・
見直し

①多くの方に参加していただくよ
うに、社会的ニーズや市民ニー
ズに即した内容を参加しやすい
方法で開催する。
②講座終了後自主的に健康づく
りに取り組めるように内容を検討
する。また、講座に参加した方
が、自らの成果としてだけではな
く、健康についての情報等を家族
や知人(地域)に発信するような取
組みを試みる。

262
乳幼児等健
康診査事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

S54 -

〔目的〕
　乳幼児に対し、健康診査を実施し疾
病及び運動機能や精神発達遅滞等を
早期に発見することで、発育・発達に
応じた育児相談等を行い健全な育成
を図る。また、妊婦に対して妊婦健康
診査を実施し妊娠中からの継続した
支援を図り、母体や胎児の健康管理
を図る。
〔手段〕
　乳幼児健康診査対象者に通知し、
受診を勧奨する。妊婦健康診査につ
いては、母子健康手帳交付時に受診
票を交付し受診を勧奨する。14回の
健診及び検査費用については、県内
統一して公費負担を継続する。

高 高 高 高 Ｂ

　各項目ともにほぼ該当する内
容で実施できていると考える
が、受診率を維持向上させる工
夫は今後も必要。

検討・
見直し

①対象者への個別通知、勧奨通
知の継続。
②受診しやすい健診体制の検
討。

263
予防接種事
業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

- -

〔目的〕
　予防接種法に基づき、伝染の恐れ
のある疾病の発生及び蔓延を予防す
るために、予防接種を適正かつ円滑
に実施し、公衆衛生の向上に寄与す
る。
〔手段〕
　対象者には通知を送付し、高齢者に
は広報等にて周知し、予防接種を受
けることを奨励する。

高 高 高 高 Ｂ
　予防接種法に基づき実施して
いる。成果を上げるための検討
は、今後も必要。

検討・
見直し

①ワクチン接種緊急促進事業
は、平成24年度終了となった。こ
れで助成されていた3種類のワク
チン接種については、予防接種
法の一部改正により定期接種と
されたため、対象者への周知、
接種勧奨等を実施する。
②予防接種法等の一部改正が
続いて、それに伴いさまざまな対
応が必要となってきているため、
今後も動向に注意し、的確な判
断と対応に努める。

264
歯科健康診
査等事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

H8 -

〔目的〕
　生涯を通じて自らの歯で食べる楽し
みを享受し、豊かな人生を送ることが
できることを目的に、幼児から高齢者
及び障害者まで、歯科口腔保健に関
する知識を普及啓発し、歯科疾患の
予防を図るとともに早期発見・早期治
療を行うことにより健康の保持・増進
を図る。
〔手段〕
　成人歯科健康診査を個別通知によ
り勧奨し、実施する。歯科健診・相談
および口腔がん検診を実施する。越
谷市歯科医師会へ業務委託により行
う。また、歯科健康フェアを越谷市歯
科医師会と共催にて開催する。広報
等により啓発する。

高 高 低 高 Ｂ

　平成24年度から口腔がん検
診を開始したことに伴い、歯科
健康診査の受診者数も平成24
年度の目標に達し、受診率も向
上した。

検討・
見直し

①平成24年度から開始した口腔
がん検診をはじめ、引き続き歯
科口腔保健事業の周知および知
識の普及を図る。
②在宅歯科保健事業の周知を図
り、様々な歯科保健ニーズに対
応する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ
　健康づくりの多様なメニューを抱え大変と思われるが、自分の健康管理に関心を持ち、健康づくりを支援しているのだという
ことの啓発が一層必要である。そのため、免疫力を高めるための健康対策、機能低下にならないための健康づくり対策、予防
習慣を啓発する活動等、関心を持ちやすいユニークで親しみのある事業活動を期待する。

整
理
済

　今後も社会的ニーズや市
民ニーズを把握し、参加しや
すい教室を運営し、効果的な
健康づくり事業に取り組んで
いく。

20 Ｂ
　少子化対策の観点から当該事業は重要である。平成20年度からの妊婦健診の公費負担増に備え、事業費拡大は不可欠で
ある。今後も、更に受診率向上に向けて未受診者の減少に努力してほしい。

整
理
済

　受診率の向上のため、乳幼
児健康診査については、未
受診者に対して引き続き定
期的な受診勧奨を行った。ま
た、複数の健診等の未受診
者には、通知のみにとどまら
ず、訪問し、実態の把握に努
めた。また、妊婦健康診査に
ついては、県内統一した内容
での助成を引き続き実施し
た。

21 Ｂ

　幼児から高齢者までを対象として、市民の健康増進を図る上で、必須の事業である。
　BCG、及びポリオの受診率は、それぞれ98.0%、92.5%と極めて高い値である。しかし、BCGやポリオの予防接種は、さらに高
い受診率を目指すべきであり、そのためには保護者の一層の理解を得るよう努めなければならない。特に、BCGの未受診者
（59名）に対しては、個々のフォローを行うことによって、実質受診率＝100%を目指す必要がある。
　ポリオが、BCGに比べて受診率が低い原因として、接種方法の違い（BCGは個別接種、ポリオは集団接種）が考えられる。ワ
クチンの特性によって、ポリオの場合は、集団接種を取らざるを得ないという制約があるとのことではあるが、個別接種を行っ
ている自治体もある。何らかの工夫を行い、BCG並みの受診率を目指すようにしていただきたい。
【市外での予防接種費用助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　予防接種助成金は、市が現物給付できない県外等で接種した場合の助成金であり、その必要性は認められる。

整
理
済

　接種率の向上について、健
診や相談の機会を捉え、未
接種のままにならないよう接
種計画についてアドバイスす
ることを継続する。また、乳児
期に接種する予防接種の種
類が増えてきているので、医
療機関とも連携し、事故のな
い対応に努める。

18 Ｂ
　高齢者の歯の疾患の予防は重要であるが、歯周病が原因で内臓疾患をもたらし、健康全体がそこなわれつつある事例があ
ることを広く理解させる取組が必要と思われる。検診対象者の５％前後の受診率はやむをえない点もあるが、一層周知活動に
努めていただきたい。

整
理
済

　歯科健康診査については、
40歳以上70歳以下の5歳刻
みの年齢の方に勧奨通知を
送付し、受診率の向上に努
める。
歯周疾患については、歯科
健康フェアや健康教育におい
て周知する。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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265
母子健康づ
くり事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

S30 -

〔目的〕
　育児不安の解消を図り、母子の健
康づくりを推進するため、各種健康教
育の開催、相談や家庭訪問を行う。ま
た、同時に父親の育児参加に関する
意識の高揚を図る。
〔手段〕
　保健カレンダー等の広報機能を活
用し、各種教室への参加を促進する
ほか、個別相談や訪問等を行う。平
成21年度より「乳児家庭全戸訪問事
業」を開始し、助産師による訪問を実
施する。要経過観察者には、保健師
が継続訪問を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　相談事業は、伸びている。定
期的に実施している教室は、祭
日等に当たる場合の振替が他
事行との関係やスタッフの関係
で難しい。

検討・
見直し

①各教室のPRの継続
②定期的な教室が、祭日等に当
たる場合の振替日の確保。
　参加しやすい教室づくり。

266
健康診査等
事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

H20 -

〔目的〕
　疾病の早期発見・早期治療につな
げるとともに、生活習慣病等を予防
し、市民の健康の保持・増進を図る。
〔手段〕
　個別通知、または広報等の周知方
法により、健康診査・肝炎ウイルス検
診・骨粗しょう症検診を実施し、必要
に応じて栄養・運動等について保健指
導を行い、健康に関する知識の普及
啓発を図る。
（対象）健康診査：健康増進法第１９条
の２に該当する４０歳以上の市民（生
活保護受給の方等）　骨粗しょう症検
診：２０歳以上の女性市民　肝炎ウイ
ルス検診：４０歳の市民及び４１歳以
上の未受診者

高 高 高 高 Ｂ

　肝炎ウイルス検診は、平成23
年度から40歳以上70歳以下の
方で5歳刻みの方に受診券を
送付しているが、全体の受診者
も40歳の方の受診率も低下し
た。
骨粗鬆症検診では、定員を増
やした為、受診者数が増加し
た。

検討・
見直し

①肝炎ウイルス検診は、一生に
一回の検診であり、職域等で検
診機会のある方は対象とならな
い。ウイルス性肝炎の原因が明
らかとなり、対策が講じられてき
ているが、今後も肝炎に対する
知識の普及啓発を図っていく。
②肝炎ウイルス検診について、
引き続き受診券を送付し受診勧
奨を行うとともに、肝臓健康手帳
を配布する。

267
がん検診等
事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

S36 -

〔目的〕
　がんの早期発見に努め、治療に結
びつけるとともに、がん予防に関する
知識の普及啓発を行い、市民の健康
保持・増進に資する。
〔手段〕
　検診（施設・集団）業務を越谷市医
師会へ委託して実施するとともに、市
民に対し広報等によりＰＲする。
（対象）胃がん：３０歳以上の市民　乳
がん：３５歳以上の女性市民　大腸が
ん：４０歳以上の市民　肺がん：４０歳
以上の市民　子宮がん：２０歳以上の
女性市民

高 高 高 高 Ｂ

　大腸がん・肺がん・子宮がん・
胃がん検診の受診率は向上し
ている。乳がん検診は2年に1
度の受診機会となっており、受
診率算出に2年連続受診者を
差し引くため、受診率が低下し
ている。
精検受診率と発見がん数は目
標に達している。

検討・
見直し

①受診率向上のため、あらゆる
機会を捉え、がん検診の必要性
について周知しするとともに、引
き続き無料クーポン券によるがん
検診推進事業を実施する。
②がん発見率向上のため、精密
検査未受診者勧奨を実施する。

268
保健セン
ター施設管
理事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

S63 -

〔目的〕
　保健センターを利用する市民の安全
を確保し、快適な施設環境を維持す
る。
〔手段〕
　業務委託により、施設の維持管理を
行う。

高 高 高 高 Ｂ
　現状の保守水準を維持しな
がら、契約形態や仕様の見直
しを行い、コスト削減を図る。

検討・
見直し

①②現状の保守水準を維持しな
がら、契約形態や仕様の見直し
を行い、コスト削減を図る。

269
保健セン
ター施設改
修事業

保
健
医
療
部

市
民
健
康
課

S63 -

〔目的〕
　保健センターを利用する市民の安全
を確保し、快適な施設環境を維持す
る。
〔手段〕
　施設の緊急修繕や年次計画的修繕
を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　昭和６３年に建設され、老朽
化が進んでいることから、修繕
必要箇所や必要量を的確に把
握し、優先順位を定め、計画
的、効果的な修繕を実施し、財
政負担の軽減を図りながら、施
設を良好な状態で維持してい
く。

検討・
見直し

①②建物及び設備の老朽化が
進んでいることから、優先順位を
検討し、計画的な修繕・改修を行
う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

16 Ｂ
　女性も働いている現状では、平日対応だけではなく土日の対応をご検討いただきたい。また、ITを利用しある程度の相談内
容をホームページからFAQで対応できるようにするなども必要ではないか。

整
理
済

　平成22年度に母親学級、
両親学級については、開催
日及び受講方法の変更を
図った。さらに相談や質問に
ついての対応に努める。

21 Ｂ

　本事業は、大きく以下の3つの事業から構成されている。
　①生活保護受給者を対象とした健康診査・保健指導、②肝炎ウィルス検診、③20歳以上の女性を対象とした骨粗しょう症検
診
　①生活保護受給者を対象とした健康診査・保健指導の受診率は、2.5%（平成20年度実績で対象者1,150名に対して受診者29
名）である。種々の事情により受診できない方もおられることを考慮しても、予防医療の重要性が叫ばれる中、2.5%という受診
率は低い。未受診者に積極的に働きかけて、受診率の向上を図ってほしい。
　②肝炎ウィルス検診は1回だけの検診であるのに対して③骨粗しょう症検診は1年に1回の検診である。受診可能回数などを
考慮して、受診率などの成果指標を設定すべきである。
　③骨粗しょう症検診は、毎年、6月から7月の18日間、医師会に委託して実施している集団検診である。平成20年度実績は、
最大受診可能数1,520名に対して、1,420名が受診した。今後とも、受診者を増やす必要があるが、現在の検診形態では満杯
の状態である。予算拡充も視野に入れて、医師会とも調整を行ったりするなどの対策を立案する必要がある。

整
理
済

　健康診査については、生活
保護受給者に個別勧奨通知
を実施した。
成果指標を適切な指標に変
更した。

19 Ｂ
　受診率の向上を図るため、対象者に案内を出すなどシステムを利用する方向で検討されたい。施設検診としていくに伴い、
検診を統合し選択できる方式に順次かえていくことを検討していただきたい。市内の施設のみでなく柔軟な対応も考慮し、住民
の利便性をはかられたい。

整
理
済

　従来、集団検診のみであっ
た肺がん・結核検診につい
て、個別検診を開始した事に
より、複数の検診を同一医療
機関で受診できるようになっ
た。また、特定健診の受診券
にがん検診についての案内
を同封するなど、受診率の向
上に努める。

22 Ｂ

　市民の健康の保持及び推進を図ることを目的として設置されている越谷市立保健センターの施設管理を行う事業である。
　施設管理の具体的事業内容についての活動指標・成果指標の設定がなく、業務委託内容及び施設の適切な維持管理内容
が不明確である。SLA（Service Level Agreement/サービス品質保証制度）を導入し、業務委託内容が誠実に履行されている
か否かを確認することができる体制を整備することが必要である。
　また、全般的にコストに対する意識の低さが見受けられる。施設管理に係る業務委託契約の半数が長期継続契約となってい
るが、個々の契約について、長期継続による効果の妥当性を検証する必要があるほか、保健センター施設管理部分に係る指
定管理者制度の導入についても、より積極的に検証を進められたい。また、事業内容に比べて人工の資源投入量が大きいこ
とから、人件費の効率化についても更に進められたい。
　なお、管理事業と改修事業を分割して評価しているが、全体像が見えにくいことから、一体的な評価を行う必要がある。

整
理
済

　警備業務委託を長期継続
契約としたことで、委託料の
軽減が認められた。
建物等定期点検及び赤外線
による外壁調査結果により、
施設、設備の改善、改修箇
所の把握ができ、業務委託
内容及び今後の建物の維持
管理内容について検証でき
た。

22 Ｂ

　市民の健康の保持及び推進を図ることを目的として設置されている越谷市立保健センターの施設改修を行う事業である。
　年次計画的な修繕と突発的な不具合に対する修繕が一体的に評価されており、評価内容が曖昧である。改修計画に対する
進捗状況を成果指標として設定するなど、活動指標及び成果指標の見直しが必要である。
　施設管理台帳は整備されていないが、総合振興計画の実施計画において計画的に修繕・改修が行われている。また、建物
及び設備の老朽化とこれに伴う修繕・改修費用の増大を危惧しつつも、他の施設との複合化や建て替えなどの方向性につい
ては、平成23年度からスタートする第4次総合振興計画・前期基本計画の策定の中で検討されている中核市への移行に伴う
保健所建設に伴い、保健センターの建物そのものをどう活用していくか検討することになることから、現段階では明確にするこ
とができない状況であるとのことであった。
　将来を見据え、各時点で最良な施設管理を実施するため、施設管理におけるITの導入、アセットマネジメントやファシリティー
マネジメントなどの導入により、修繕等が必要な場所・量を適確に把握し、優先順位を定めた計画的かつ効果的な修繕を行
い、財政負担の軽減を図りながら、施設を良好な状態で維持することが必要である。
　このほか、事務事業評価が「保健センター施設管理事業」と「保健センター施設改修事業」に分けて実施されているため、市
民からみて全体像が見えにくくなっている。他の関連する事務事業を含め再検討を行い、事務事業を一体化する必要があると
思われる。

整
理
済

　建築物等定期点検結果と
赤外線による外壁調査結果
を参考とし、改修箇所の優先
順位を決定し、計画的に予算
要求していく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価
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貢
献
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8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

270
保健所整備
事業

保
健
医
療
部

保
健
所
準
備
室

H23 H27

〔目的〕
　総合的な保健衛生サービスの提供
を図るため、保健所の設置準備を行
う。
〔手段〕
　・越谷市立保健所設置審議会の運
営を行う。
　・保健所建設予定地既設の旧看護
専門学校宿舎等解体工事を行う。
　・業務委託により建設予定地地質調
査を行う。
　・業務委託により保健所建設工事設
計を行う。

高 高 高 高 Ａ

　平成27年4月1日の開設を目
標に、計画通り進捗しており、
事業内容は適切に実施されて
いる。

現状
維持

①②平成27年4月1日の開設を
目標に、今後とも計画的に事業
を実施していく。

271
放射線対策
事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

H24 -

〔目的〕
　福島第一原子力発電所事故による
放射性物質飛散に対し、市民の安全
を確保する。
〔手段〕
　空間放射線量測定、除染等を実施
する。

高 高 高 高 Ｂ

　これまでの放射線対策によ
り、放射線量は低減されつつあ
り、住民の不安も沈静化されつ
つある。しかし、環境中に拡散
した放射性セシウムは、比較的
半減期が長いため、今後も放
射線量の監視を継続する必要
がある。

検討・
見直し

①空間放射線量や放射性物質
の測定結果を考慮し、適切な頻
度･地点で測定を行う。
②国等の放射線対策の動向や、
放射線量等の測定結果を踏ま
え、近隣自治体と連携し、方針を
検討していく。

272
再生可能エ
ネルギー利
用促進事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

H14 -

〔目的〕
　温室効果ガス発生の原因となる化
石燃料や、原子力などの代替となる
再生可能エネルギーの普及を図るた
め、太陽光発電や風力発電などの利
用を促進する。
〔手段〕
　住宅用太陽光発電設備の設置費用
の助成制度、風力発電業務委託等の
施策を推進する。

高 高 高 高 Ｂ

　補助金の交付以外に太陽光
発電の普及の方策を検討する
必要がある。また、太陽光・風
力以外の再生可能エネルギー
について今後も調査検討が必
要である。

検討・
見直し

①太陽光発電のさらなる普及に
向け、屋根貸しや市民共同発電
などの事例を検証し、越谷に適し
た施策を検討する。
②他の再生可能エネルギーの使
用推進のための施策を調査検討
する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

25 Ｃ

事業概要
化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を図るため、太陽光発電や風力発電などの利用を推進する事業である。
必要性
東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対する市民の認識は高まっており、太陽光発電設備設置に対する市民のニーズ
は増加している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業開始当
初は、太陽光発電の利用にかかる費用が割高であったことから、補助金により助成する必要があった。一方、再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度が整備され、また、様々な事業者が参入しており、太陽光発電パネルの単価も下落していることか
ら、太陽光発電は普及し始めている。こうした状況を踏まえると、太陽光発電に関しては、導入段階では助成措置が必要で
あったが、徐々に補助金の必要性が低下していると考えられる。実際に、国や県においても、同様の補助金額は削減されてき
ており、本市においても同様に削減していくことが妥当であると考えられる。
効率性
市の特徴（平坦で日照時間が長い）を活かした取り組みということで、住宅用太陽光発電設備の導入を進めるという考え方は
理解できるが、果たして効率性の観点から最適な手段かというと問題がある。温室効果ガスの削減という目的を実現するため
の普及啓発の手段として、効率性を最大化するために事業の見直しを行うことが必要と考えられる。
有効性・成果指標
成果指標として、「太陽光発電設備による温室効果ガスの削減量」が挙げられている。太陽光発電設備による温室効果ガスの
削減量は、H23年度に238.9t、H24年度に340.8t、風力発電による削減量はH14からH24までで3750tの削減に寄与しているが、
実際に、本事業を推進することによる温室効果ガスの削減効果は極めて限定的であると考えられる。そもそも再生可能エネル
ギーの利用による温室効果ガスの削減効果が限定的であることを踏まえると、温室効果ガス削減の全体目標に対する寄与の
観点も含めた現実的な指標を設定すべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、その他の手法
を組み合わせて、例えば、ハード面では、公用車をハイブリッドへの変更、トラック等の車両の変更、市民全体が関わることが
できる発電等の施策を同時に展開したり、ソフト面では、団体や家庭、個人、事業所のエネルギー利用の節約等の協力を引き
出すような取り組みを推進することが必要である。
活動指標
住宅用太陽光発電設備補助件数は増加しており（H21：33件、H22：72件、H23：129件、H24：184件）、平成21年度から24年度
までの累計で418件、補助金合計は40,833,300円である。風力発電業務委託は平成14年10月から平成25年6月までの累計で
9,706,000kwh、委託料合計は39,824,000円であり、着実な推進実績が認められる。
その他
市役所や公共施設等の取組として、既存の14施設に太陽光パネルを設置している。小中学校についても、新耐震基準で改築
された校舎から屋根が貸せないかということで検討をするなど、市が率先して再生可能エネルギーの利用を促進していくことで
自治体としての姿勢を示し、普及啓発に努めていくことが重要である。

【太陽光発電設備設置費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：終期設定）
　上記のとおり、太陽光発電設備の普及が軌道に乗ってきた状況を踏まえると、補助金制度の必要性は薄いと考えられる。ま
た、太陽光発電設備設置に限定した補助金であることから、その他の手段により再生可能エネルギーを利用したいと考える市
民との間で公平性の点で課題がある。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改革
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の方
向性

273
大気・水質
対策事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

H13 -

〔目的〕
　公害の未然防止および市民の生活
環境を保全する。
〔手段〕
　関係法令に基づき、大気や公共用
水域に係る環境測定を実施するととも
に、排出基準等規定されている特定
施設に対しては立入調査等を実施し
規制基準を遵守するよう指導を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　県からの権限移譲事務等の
業務内容の増大に伴い、法令
等に基づく指導を行うことにより
専門知識の習得など所管事務
の資質向上と職員の増員が必
要である。また、当該事務にお
ける特定工場等の立入調査の
充実を図りたい。

検討・
見直し

①大気水質環境の保全を図るた
め、市民の理解が得られる環境
レベルの達成維持について分
析、研究等を検討する。また、工
場・事業所等の監視や立入調査
を行い、今後、予想される環境問
題の把握に努める。
②上記①の事業達成に向けた専
門知識の習得等、人材育成と人
員確保、さらに公害測定機器の
充実を計画的に進める。

274
生活環境対
策事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

- -

〔目的〕
　日常感じる騒音・振動・悪臭等の感
覚公害を未然に防ぐとともに、すでに
発生している事案に対しては、速やか
に問題解決に取り組む。
〔手段〕
　開発時等に事前指導を行い感覚公
害の未然防止に努めるとともに、発生
源に対しては立入調査・測定等を実
施し現状を把握したうえで適切な指導
を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　近年、環境問題が重要視され
ている中、特に住工隣接してい
る地域においては、事業活動に
伴い発生する騒音、振動、悪臭
などの生活環境問題の解決が
困難な状況が続いている。今
後、問題解決に向けた対策を
検討していく必要がある。

検討・
見直し

①住宅と工場等が隣接、混在し
ている地域において、開発前の
段階で事業所等設置申請が提
出された際には、近隣の生活環
境に十分配慮するよう、申請時
に要請指導し、生活環境の保全
を図っていく。
②住宅と工場等が隣接、混在し
ている地域における苦情・相談
が多く寄せられている案件に対し
ては、法令・条例等の遵守と段階
的な改善指導を行い、当事者間
のトラブル解消を図っていく。

275
防疫活動促
進事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

S33 -

〔目的〕
　市民の保険衛生の向上に資するた
め、快適な生活環境の確保と感染症
の予防を図る。
　防疫及び環境衛生に関し、自治会
等からの相談を受け付けるとともに、
要望等に基づき薬剤の散布を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　不快害虫の駆除にあたって
は、平成２３年度より、油性系
乳剤から環境に優しい水性乳
剤に薬剤を変更した。
誤飲事故以降、自治会への薬
剤配布については廃止し、市職
員や専門業者による散布に切
り替え、不快害虫の駆除を行っ
ている。
スズメバチの巣の撤去につい
ては、専門業者に業務を委託し
ている。

検討・
見直し

①誤飲事故発生に伴い、平成２
４年度からは、自治会への薬剤
配布を廃止し、要望のあった地
区においては、国の指導に基づ
き、市職員や専門業者による薬
剤散布に切替、衛生害虫の駆除
を実施してきたが、平成２５年度
については、引き続きの実施と併
せて、発生源を確認し、対策等を
検討して行く。
②公衆衛生を確保するため、衛
生害虫の発生している地域の現
場調査を実施し、発生源の清掃
を行う等、薬剤を散布しない方法
への変更に努める。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ａ

　大気・水質対策事業は、公害の未然防止および市民の生活環境を保全するために、関係法令に基づき、大気や公共用水域
に係る環境測定を実施するとともに、排出基準等規定されている特定施設に対しては、立入調査等を実施し規制基準を遵守
するよう指導を行うものである。
　大気や水環境の維持は市民にとって安全・安心な生活を営むまちづくりにとって不可欠なものであり、当事業に期待される役
割は大きい。当事業は人工5.61人の体制だが、委託できる事業はすべて民間委託し、入札制度も積極的に行っている。ほぼ
事務職員中心とした構成で、立入調査など必要最小限の人員配置で運用しており、コスト意識を持った運営をしている。事業
の成果についても、公害苦情における一定の解決率を確保し、また苦情処理件数も減少傾向であるため、地道な努力の結果
といえる。
　また、平成23年に発生した東日本大震災により、市民の不安が増大し、より一層市民の生活環境保全に向けた取り組みが
求められるようになった。これまでの事業に加えて、福島第一原子力発電所の事故による放射線対策も注力する必要があり、
当事業にかかる負担は高まりつつある。
　放射線対策については、学校や保育所、公園を中心に、放射線量の測定や放射性物質の調査を行い、必要に応じて放射線
低減作業も実施した。さらに市民向けのパンフレットの作成や放射線測定器の貸出も行うことで、市民のニーズに沿った対応
をとった。放射線測定器の貸出率も、貸出し当初は9割以上あったが、現在は1割を切っており、市民の放射線に対する不安は
ある程度収まったと考えられる。
　今後、県からの権限委譲事務等の業務内容の増大に伴い、専門知識の習得など所管事務の質的向上が必要であると思わ
れるが、研修会の回数や規模などを拡大するなど、職員のスキルアップのため積極的な事業執行を行うことに努められたい。
　最後に、活動指標・成果指標について、活動指標の「環境基準を達成した地点数」と、成果指標の「水質環境基準適合率」は
実質的に意味合いは変わらず、重複している。「環境基準を達成した地点数」は成果としての意味合いが強いので、活動指標
から外すのが好ましいと考える。一方で、改善の方向性にあるものとして「特定施設への立入調査」を継続的に実践していくこ
とが重要であり、活動指標には「特定施設への立入調査件数」とすることを提案したい。

整
理
済

　①公害の未然防止及び市
民の生活環境を保全するた
め、引き続き、環境測定を実
施するとともに特定施設への
立入調査を実施し規制基準
を遵守するよう指導していく。
　②今後、業務内容の増大に
伴い、専門知識の習得など
所管事務の資質向上に努め
る。
　③活動指標・成果指標につ
いては、重複した部分がある
ので、環境基準を達成した地
点数を特定施設への立入調
査件数に改める。

21 Ｂ

　感覚公害の分野で、やむなく対応が後手に回ることはあるものの、快適な生活環境を守るうえで必要不可欠な事業である。
　成果として「苦情解決率」を設定しているが、分かりやすい指標として評価できる。また、住工隣接地の騒音問題において、当
事者同士の話し合いの場を設けるなど、工夫もうかがえる。
　今後も、開発指導課との連携を強化し、事業者から提出される事業設置計画書等に対するチェックを欠かさず、問題発生防
止に役立てていただきたい。

整
理
済

　生活環境対策事業の評価
指標として、苦情解決率を設
定しており、より解決率を向
上させるため、発生事案につ
いては、速やかに対応できる
よう当事者間での協議の場
を設定するなど、段階的な改
善を指導しながら引き続き取
り組む。
　また、騒音・振動等の苦情
発生を抑制する対策として、
関係部署との連携をより強化
し、感覚公害発生の未然防
止に努める。

16 Ｂ 　事業の実施効果を見極めるため、成果指標の設定を考慮されたい。
整
理
済

　各自治会の防疫活動の成
果を確認するため、平成２２
年度から過去２年間に、薬剤
配布要望のあった約２４０自
治会へ、平成２３年度からの
薬剤配布希望の調査を行っ
た。
　調査結果から希望する自
治会が約１６０と減少したこと
から、今までの防疫活動の成
果が現れたものと判断した。
　平成２３年度からは、誤飲
事故を受け、薬剤の配布を
中止し、市による薬剤散布に
変更するとともに、環境に配
慮した防疫活動を進めて行
く。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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の方
向性

276
空閑地除草
事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

S44 -

〔目的〕
　市内の空閑地及び空閑地以外の土
地に繁茂した雑草類を除去することに
より、清潔な生活環境を保持する。
〔手段〕
　市内の空閑地のうち申請のあった
民有地の除草について、所有者の雑
草等除去委託申請を受理し、除草実
費徴収金を金融機関に支払いしても
らい、草刈除草委託を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　民有地の除草については、土
地の所有者が自ら行うことが原
則であるが、所有者が遠隔地
に居住している場合や高齢で
除草作業ができない場合等、
管理が疎かになるケースも多
く、衛生上または防犯上の観点
から大きな問題となっている。
そのため、土地所有者からの
申請に基づき、除草を行うこと
は、望ましいものと考える。

検討・
見直し

①空閑地の除草は、土地所有者
の義務であることを基本に推進し
ているが、やむを得ず市に委託
している所有者の大半は市外居
住者であり、土地所有者が適正
な管理に努めることは難しい状
況である。しかし、空き地に繫茂
した雑草類を放置しておくこと
は、衛生上または防犯上、近隣
住民からの苦情も多く寄せられ
ている。平成２５年度についても
条例に基づき継続して事業を実
施して行く。
②土地所有者に対し、所有地の
管理及び環境改善について、通
知等による啓発を行う。

277
犬の登録等
事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

- -

〔目的〕
　犬の登録管理及び狂犬病予防の注
射を実施することにより、狂犬病の発
生やまん延を防止し、公衆衛生の向
上及び公共の福祉の増進を図る。
〔手段〕
　犬の登録管理として、登録、抹消等
の事務を実施し、所有者への鑑札の
発行、集合狂犬病予防注射通知や注
射済票の発行事務を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　犬のしつけ教室や窓口を通じ
て、犬の登録制度や狂犬病予
防注射接種の必要性等の周知
徹底を図る。

検討・
見直し

①広報紙やホームページに犬の
登録制度や集合狂犬病予防注
射の日程等を掲載するとともに、
啓発用チラシの回覧を自治会に
お願いする等、狂犬病予防注射
の接種率の向上を図る。
②犬の飼い主に対し、登録制度
や狂犬病予防注射の必要性に
ついて、引き続き、啓発を行う。

278
環境審議会
運営事業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

H12 -

〔目的〕
　環境条例第２５条に基づき、市長の
諮問に応じ、環境の保全や創造に関
する基本的事項及び重要事項を調査
審議する。
〔手段〕
　環境審議会は、商工団体・農業団体
を代表する者および学識経験者なら
びに公募による市民15人で構成す
る。

高 高 高 高 Ａ
　平成２４年度は、諮問すべき
事項が少なかったことから、開
催回数が1回となった。

現状
維持

①環境管理計画、地球温暖化対
策実行計画の進行管理状況等
について審議を行う。
②引き続き環境施策に関する重
要事項について審議を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ

　地権者156名が所有する217ヶ所の空閑地の除草であるが、多くは市に除草の委託をしており、経費も完納の状況である。し
かし、経費を負担して市が除草する図式を見直し、空閑地の雑草の除去対策に止まらず、空閑地の環境改善に向けての多面
的な取組を市民ボランティアの働きを醸成して進めてほしい。また、地権者にも、環境改善は義務であるとの考え方を理解い
ただく取組みを進めてほしい。

整
理
済

　空閑地の管理は土地所有
者の義務であることを広報紙
等を活用し啓発を行う。
　外部評価で指摘のあった
「ボランティアの活用」につい
ては、①土地の管理は土地
所有者自ら行うのが原則で
あること、②土地への立ち入
りは所有者の承諾の問題が
生じること、③除草作業は危
険性を伴うため、ボランティア
の怪我等による補償問題の
発生すること等から、現状で
は、ボランティアを活用せず
現行の方法で事業を進める
こととする。

17 Ｂ

　犬の登録管理を徹底し、狂犬病を予防することは重要である。保健所からの事務移管を前提として、獣医師会ならびに地域
自治会等との連携を深め、犬の登録率向上を目指していただきたい。登録の電子申請化など、登録を容易にする手段は今後
も引き続き検討をお願いする。また、予防注射の実施にあたっては、獣医師に委託する等、会との連携をさらに強化することを
望む。

整
理
済

　狂犬病予防注射について
は、集合注射や協定獣医師
による新規登録や注射済票
の交付を実施するとともに、
窓口でのルールブック配布
し、登録や予防注射の接種
率の向上を図る。
　犬の飼い方等について、広
報紙や自治会の回覧を通
じ、飼い主のマナーの向上を
図る。
　電子申請については、既
に、導入しているが、鑑札・注
射済票の交付には、郵便等
を利用しなければならないた
め、さらなる利便性の向上を
図る必要がある。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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279
地球温暖化
対策推進事
業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

H12 -

〔目的〕
　地球温暖化対策を推進するため、
市民、事業者と協働し、省エネル
ギー・省資源の取り組みを推進する。
〔手段〕
　環境管理計画、地球温暖化対策実
行計画（区域施策編）に基づき、環境
大会の開催や「環境ファミリー宣言」
「ECOこしがや推事業所宣言」等を推
進し、環境意識の高揚を図る。また、
雨水貯留槽設置費等補助制度の効
果的な推進を図る。

高 高 低 高 Ｂ

　温室効果ガス排出量は、温暖
化対策推進事業において重要
な指標であるが、気候や社会
情勢の影響を受けやすい面も
ある。この指標の結果のみでな
く、様々な角度からの情報収集
により、施策の検証・検討を行
い、温暖化対策を進める必要
がある。

検討・
見直し

①環境管理計画、越谷市地球温
暖化対策実行計画（区域施策
編）に基づき、環境施策を推進す
るとともに、市民・事業者等への
啓発方法をさらに検討していく。
②国の温暖化対策の動向を踏ま
えつつ、新たな環境問題や環境
施策に的確に対応するため、必
要に応じて計画の見直しを行う。

280
自然保護事
業

環
境
経
済
部

環
境
政
策
課

H12 -

〔目的〕
　市内に残された自然環境や、生物
多様性を保全する。
〔手段〕
　市民との協働により、身近な場所に
多様な生き物が生息できる良好な空
間と、自然とのふれあいの場を確保
する。ふるさと生き物調査や自然観察
会などを実施し、自然環境の保全・希
少動植物の保護に関する意識啓発を
図る。

高 高 高 高 Ｂ

　自然環境や生物多様性の保
全については、事業の性質上
具体的な指標や成果が見えに
くい面がある。ふるさといきもの
調査や希少動植物の保護活動
などを市民参加で取り組むこと
により、意識啓発と環境保全団
体等の育成を図る。

検討・
見直し

①平成24年度に取得した（仮称）
平方自然観察公園の活用に向
け、整備等を進める。また、野生
絶滅種であるコシガヤホシクサ
の自然環境下での野生復帰を進
める。
②平成24年度に実施した第4次
ふるさといきもの調査の結果を踏
まえ、自然環境の保全に向け、
新たな取組等を検討する。また
生物多様性戦略の検討を進め
る。

281
粗大ごみ等
収集運搬事
業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H3 -

〔目的〕
　市民の生活環境を維持するため。
〔手段〕
　自宅及びごみ集積所にて家庭から
排出される粗大ごみを迅速かつ確実
に収集し、リサイクルプラザに搬入す
る。

高 低 高 高 Ｂ
　収集件数は少し減少している
が、粗大ごみシールの売り上げ
は順調に増加している。

検討・
見直し

①適正な収集件数の見込みと委
託料の算定根拠の検討
②効率的な収集体制の検討

282
動物死体収
集事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

S61 -

〔目的〕
　市民の生活環境保全、公衆衛生の
向上を図る。
〔手段〕
　専門業者へ委託することにより、道
路や敷地内に放置された野良の動物
死体及び飼い動物の戸別有料収集・
処理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　ペットの動物死体の処理につ
いて、処理方法に斎場などがあ
るのが少しずつ周知されてきた
が、持ち込み、処理金額等の面
で浸透していない。

検討・
見直し

①越谷市斎場などでの飼い主に
よる個別火葬の推奨
②飼い主のいるペットの死体処
理を継続していく必要があるか検
討
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｂ

事業概要
地球温暖化対策を推進するため、環境管理計画や地球温暖化対策実行計画に基づき、地域コミュニティ組織、市民活動団体
や事業者等と協働し、環境意識の高揚を図るとともに、省エネルギー・省資源の取り組みを推進する事業である。
必要性
本事業は平成13年度から開始されているが、地球温暖化等の環境問題については、引き続きグローバルレベル、国レベルで
も取組がなされているところであり、本市においても「越谷市環境管理計画」に基づき、市民・事業者への啓発等の事業を推進
する必要性が高いと考えられる。
効率性
「環境ファミリー宣言登録者世帯数」の単位当たりコストは減少してきているが、事業全体の効率性が高いかどうかは判断でき
ない。
本事業の目的の性質を踏まえると、地域コミュニティ組織、市民活動団体や事業者等との協働が効率性に大きく影響すると考
えられるところであるが、諸活動への参加を諸団体に要請するなど、効率性向上に向けた取り組みの意識は見受けられる。
有効性・成果指標
成果指標の「市民1人当たりの温室効果ガス排出量」は、平成23年度4.5t、平成24年度4.7tと増加している。そもそもこの指標
は、啓発を中心とした事業の成果としては、かなり遠い成果指標であると考えられる。温室効果ガス排出量が増減する要因は
様々あり、例えば平成22年度実績が増加している要因として猛暑であったことが考えられるように、外部要因の寄与が大きい
指標であることから、地球温暖化に対する市民意識の変化、市民活動の状況等に関する成果指標も合わせて検討すべきであ
る。
活動指標
活動指標の「環境ファミリー宣言登録者世帯数」は、累計で平成23年度3971世帯、平成24年度4300世帯と徐々に増加してい
る。本事業で行っている様々な取り組みの活動結果を把握するために本指標だけでは実績がきちんと把握できないと考えら
れることから、活動指標の新設・拡充を検討することが必要である。
その他
地球温暖化対策を推進するためには、地域コミュニティ組織、市民活動団体や事業者の間における協働が重要であることか
ら、協働を働きかける役割を担うことが大きな役割と認識し、具体の活動を実施することが求められる。実際に、先進的な自治
体においては、環境推進市民会議と同様の組織がNPOの形態をとり、当該分野における補助金事業の事務等を果たしている
場合もある。本市においては、そうした事例と比較して、当該分野における市民活動団体が発展途上であることから、そうした
団体等を育成することも合わせて必要である。

【雨水貯留槽設置費等助成金】（内部評価：継続）（外部評価：廃止）
　交付件数については、年々減少傾向にあり、浄化槽転用については、24年度実績が1件、地上型については17件と足元でも
極めて限られている。また、潜在的なニーズについても限られているとうかがえることから、必要性については限定的と考えら
れる。加えて、事業の目的と雨水貯留槽設置という手段が合致していないと考えられる。
《参考》平成22年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

21 Ｂ

　担当課が総合評価を「B」とした背景には、河川の汚れ等の認識があり、本事業の事業目的を広い視野で認識された結果と
考える。活動の成果指標として、ビオトープの設置累計数等を設定することも考えられる。
　また、5年毎に発刊している「ふるさといきもの調査資料編」や10年毎に発刊している「いきもの発見図鑑」は、観光推進事業
等と連携し、市内散策コースのガイドにも活用できるものである。本事業の成果を、市民へ向けてさらにアピールするとともに、
市民サービスの一層の向上に向けて他主管部署との連携強化を図られたい。

整
理
済

　ふるさといきもの調査等の
事業成果を活用するため、小
中学校における環境教育の
取組や、市民団体等の環境
保全活動との連携を密にし、
意識啓発を進める。

20 Ｂ

　事業内容は、粗大ごみの収集及び処理場への搬入であり、その点においては適切な外部委託である。
課題は、①リサイクル率アップ、②減量化、③手続の効率化である。
　①②については市民へのアピール、③は粗大ごみ処理券有料シールの採用や、パソコンシステムを活用した事務処理の導
入の推進を期待する。

整
理
済

　リサイクルプラザ啓発施設
において収集した家具の一
部を修理して販売をしてい
る。
また、電話受付の際に適切
な処分方法を案内し、さらな
る減量を図っている。
　平成２１年９月より、粗大ご
み収集運搬手数料について
は、シール制を導入し、市民
の方の利便性を図ってきた。
　今後も、さらに効率的かつ
利便性向上に向けて、事業
の改善を行っていく。

18 Ｂ

　飼い主がいる動物死体については、市民感情から、市の斎場で扱うようにすることを検討するか、現行3,500円の受益者負担
額の増額を検討していただきたい。年間2,000体もの動物死体を処理し、1,000万円の経費が使われていることについて、市民
のご意見を確認したい。路上放置の動物死体の処理は現行のままでも止むをえないと思われるが、動物を愛護する気持を啓
発することを望む。

整
理
済

　飼い主のいる動物死体に
ついては、委託相当額を全
額自己負担にしていただくよ
う平成２１年度から動物死体
処理手数料を3,500円から
7,350円に改定し、市の負担
をなくした。
　また、越谷市斎場において
も動物死体の火葬を行って
いることを紹介している。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

283
環境美化事
業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

- -

〔目的〕
　地域の快適な生活環境を確保し、清
潔できれいなまちづくりを図る。
〔手段〕
　ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置
防止や不法投棄物、清掃活動等によ
り集められたごみの収集・処分を行う
とともに、不法投棄の恐れがある箇所
等に啓発看板を設置する。

高 高 高 高 Ｂ 　不法投棄の未然防止対策
検討・
見直し

①中核市移行を見据え、効果的
な不法投棄防止パトロール等の
あり方を再検討する。
②廃棄物の山をつくらせないパト
ロール等の検討並びに廃棄物の
山を撤去させる指導体制の検討

284

家庭用生ご
み処理機器
購入費補助
事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H12 -

〔目的〕
　家庭から排出される生ごみの減量
及び資源化を促進する。
〔手段〕
　生ごみ処理機器を購入する世帯に
対し、補助金を交付する。

高 高 高 低 Ｂ

　震災以降節電意識が浸透し
て電気を消費する機械の使用
を控えたいという認識や意見が
あり、申請件数が伸び悩んでい
る。また、機器を使用してでき
た生成物の使途について検討
する必要がある。

検討・
見直し

①節電への意識が浸透してきて
いることから、電力消費の必要が
ない容器の導入を検討していく。
②販売店や公共施設に対し、引
き続き処理機器に関する補助制
度の周知を図っていくが、他の自
治体での同制度の利用実態を把
握して事業の縮小も視野に入れ
た見直しを考える。

285
し尿収集事
業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

- -

〔目的〕
　生活環境の保全と公衆衛生の向上
を図る。
〔手段〕
　一般家庭等から排出されるし尿を業
者に委託して定期的に収集運搬を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　公共下水道接続区域の拡大
及び合併処理浄化槽の普及に
より、し尿汲取り世帯が減少し
ている。

検討・
見直し

①平成26年度に向け、大規模災
害時におけるし尿汲取り体制を
検討する。
②委託料の算定方式を見直しす
るとともに、浄化槽の清掃業者も
含めた災害時におけるし尿汲取
り収集体制の確立を図る。

286
合併処理浄
化槽普及事
業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

S63 -

〔目的〕
　公共用水域の水質汚濁の防止と環
境衛生の向上
〔手段〕
　市街化調整区域に居住用の生活排
水設備として合併処理浄化槽を設置
する者に対し、補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　合併処理浄化槽が調整区域
における生活排水を浄化してい
ることを認識していただき、自
主的にし尿汲取り又は単独浄
化槽から転換していただける
か。

検討・
見直し

①新たな補助制度の検討を行
う。
②平成３７年度までに生活排水
処理率１００％を達成する。

287
修理再生等
啓発事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H20 -

〔目的〕
　ごみの減量、リサイクルの啓発を図
る。
〔手段〕
　リサイクルプラザで粗大ごみから再
生した木製家具等の常時販売やリサ
イクル工作教室などを実施し、ごみの
減量や再使用・再利用を市民に促
す。

高 高 高 高 Ａ

　常時販売形態の導入により
再生品販売点数や施設の来館
者数を増やすことができたが、
リサイクルプラザのことを知ら
ない市民もまだ多いので、市民
に対してリサイクルプラザのこ
とを宣伝する必要がある。

現状
維持

①再生家具の常時販売を継続す
るとともにリサイクル教室の内容
を見直し、来館者の増加を図る。
②再生品の常時販売とリサイク
ル教室の開催を通じて施設の来
館者数を増加させる。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ

　ごみの不法投棄、タバコのポイ捨て等、住民のモラル向上対策は重要課題である。
　新たに制定される路上喫煙禁止条例に期待するところは大きい。
　不法投棄防止のパトロール継続とともに、自治会やボランティア清掃団体の環境美化活動への支援の拡充を図る必要性も
考えられる。

整
理
済

　たばこのポイ捨て防止に対
する対策は着実に効果を挙
げているが、一方で受動喫煙
(たばこの匂いや煙）防止に
対する要望が寄せられてい
る。

19 Ｂ
　生ごみ収集は市民生活にとって不可欠な事業である。単に、「生ごみ処理機器購入費の補助」の周知活動にとどまらず、家
庭での生ごみの処理が、市全体の生ごみの減量、ごみの資源化に有意義であることについて、積極的に啓発されることを期
待する。

検
討
中

　広報活動を行っていくことを
検討していく。

20 Ｂ
　対象世帯は2,800程度と多くはないが、現状では継続が必要な事業である。今後検討すべきものとして浄化槽設置の推進が
あるが、補助金額のアップがどの程度効果的かを調べる必要がある。また、同時に市民への周知も欠かせない。
　なお、災害時の対応については、危機管理課の防災施設整備計画担当との協議も必要と思われる。

整
理
済

　外部評価当時８業者９台の
委託内容を５業者６台まで減
少し、し尿汲取り世帯の減少
に対応している。今後も災害
時に必要な収集体制を検証
していく。調整区域では、合
併処理浄化槽への転換を促
進するため、平成２３年度か
ら従前よりも１基当たり最大４
０万円増額して補助をしてい
る。

16 Ｂ 　補助金のみではなく、残額の融資も検討され普及をめざされたい。
整
理
済

　平成２３年度からし尿汲取
り又は単独浄化槽から合併
処理浄化槽に転換する場合
の補助金について、国・県の
補助単価にさらに２０万円上
乗せするとともに、配管費用
上限２０万円を新たに補助す
ることとし一層の転換を図る
こととした。併せて新設の補
助を廃止した。
(例：５人槽　旧補助金上限３
９２千円、新補助金上限７９２
千円。４０万円の増額)

22 Ｃ

　廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処分を行い、生活環境を清潔にすることにより、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図ることを目的として設置された、「越谷市リサイクルプラザ」において、ゴミの減量やリサイクル等の普及啓発を行う事
業である。
　しかしながら、本事業の目的については、普及啓発に留まらず、ゴミの減量や再使用・再生利用について、市民が自ら率先し
て行動できるところまで次元を高めることが求められており、具体的な事業内容の妥当性について検証を行うべき点が見受け
られる。
　平成19年度の施設開館以降、来館者数は増加しているが、啓発活動の結果として、ゴミの減量や再使用・再生利用が進ん
だか否かが判断できないため、適切な成果指標の設定が必要である。活動指標として「自主事業の実施回数」、「自主事業の
参加率（参加者数/募集人員）」、「修理再生品の製作台数」などを、成果指標として「自主事業実施回数目標の達成率」、「自
主事業参加率の達成率」、「ごみの減少量」、「修理再生品の製作台数目標に対する達成率」、「修理再生品の販売台数又は
販売額」等を設定することを検討されたい。
　リユース展及びリサイクル教室については、一定規模の収入、ゴミ減量、リサイクルに関する普及啓発に大きく寄与しており、
効果のある事業として認められるが、これらの業務に対する従事時間を積算して正規・臨時職員の業務量が年間2.07人は過
大ではないか。あるいは、他の事業への従事時間が、本事業への従事時間として積算されている可能性はないか。いずれに
しても、人工の積算が不明確であり、市民から見た場合「人件費の割合が大きい」と認識される可能性が高い。今後は、事業
の進め方においてボランティアの活用や市民団体との連携などを積極的に進め、業務効率化を図る必要がある。
　根拠法令である、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、本事業内容に制約を課するものでないため、目的を絞った事業
推進とコスト削減の方策を真摯に考える必要性がある。特に、図書コーナーについては、有効に活用されているとは言いがた
く、より効果的な活用に向けて、具体策を早急に講じる必要が高い。
　啓発活動の効果はすぐに現れるものではないが、「箱物行政」との批判を受けないよう、ボランティア団体や市民ひとりひとり
への働きかけ、協働による事業推進など、地道な啓発活動に努められたい。
　なお、事務事業評価が細分化されていることにより、市民からみて事業の全体像や背景が見えにくいため、事務事業のくくり
方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて分かりやくなるように改善する必要がある。

整
理
済

　再生品の常時販売を実施
したことで、販売点数の増加
に加え、啓発施設の来館者
の増加により施設の有効利
用に結びつけることができ
た。また、リサイクル教室に
ついても17事業531人の参加
を得て、前年度を上回る実績
をあげることができた。　今後
も積極的な啓発事業を展開
することでごみ減量やリサイ
クル意識の高揚に結びつけ
るとともに施設の有効利用に
努めていく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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288
リサイクル
プラザ施設
管理事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H18 -

〔目的〕
　廃棄物の資源化及び減量を図る。
〔手段〕
　資源化施設に搬入される粗大ごみ
や不燃ごみなどを効率的に処理し、
資源物を選別するため、運転管理等
を委託することにより、資源化施設の
維持管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　コストを意識した管理体制の
構築

検討・
見直し

①搬入されるごみの効率的な処
理
②施設の適正な維持管理を行う
ために、中長期的な修繕計画の
作成とその計画に沿った維持管
理・修繕の実施

289
可燃物収集
運搬事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

S33 -

〔目的〕
　市民の生活環境の保全、公衆衛生
の向上を図る。
〔手段〕
　越谷市全域を週２回（月・木）（火・
金）（水・土）の３コースに分けて、各家
庭から排出される可燃ごみを定期的
に収集する。

高 高 高 高 Ｂ
　集積所に事業系ごみが排出
されている。

検討・
見直し

①ごみ集積所に排出される事業
系ごみの徹底指導
②現状の収集形態の見直しを含
め、ごみの出し方の検討

290
公共施設廃
棄物処理事
業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

- -

〔目的〕
　公共施設における環境の保全、公
衆衛生の向上
〔手段〕
　可燃ごみは週２回の定期収集（東埼
玉資源環境組合に搬入）、資源物等
（びん・缶）、不燃ごみ、危険ごみは隔
週１回（越谷市リサイクルプラザに搬
入）

高 高 高 高 Ｂ

　・各公共施設における分別の
徹底
　・各公共施設から排出される
せん定枝、刈り草の処分方法

検討・
見直し

①分別の徹底
②せん定枝、刈り草の新たな処
分方法の検討

291
廃棄物減量
等推進審議
会運営事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H5 -

〔目的〕
　廃棄物の減量及び資源化を推進す
る。
〔手段〕
　廃棄物減量等推進審議会を開催
し、総合的な廃棄物の減量等に関す
る事項を審議する。

高 高 高 低 Ａ

　一般廃棄物処理基本計画に
示されている施策や目標達成
を見据えた議論ができるよう、
的確なデータ提供を継続的に
行って行っていく必要がある。

現状
維持

①小型家電リサイクル法の施行
状況や、各種リサイクル法の見
直しの推移により、一般廃棄物
処理基本計画に改正がある場合
は審議会を開催する。
②ごみの収集方法などを見直す
必要がある場合に、適宜審議会
を開催する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価
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合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｃ

　廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処分を行い、生活環境を清潔にすることにより、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図ることを目的として設置された、「越谷市リサイクルプラザ」の施設管理、及び不燃ごみの収集等を行う事業である。
　施設管理については、目的と手段の設定が曖昧である。「目的:廃棄物を効率的に処理し、資源物を選別することにより、廃
棄物の資源化及び減量化を図る」、「手段:運転管理等を専門の知識を有する者に委託することにより施設の適正な維持管理
を行う。」とするなど、再度、事業目的の設定から検討する必要がある。
　また、活動指標や成果指標も不適切な状態となっていることから、活動指標については「廃棄物の処理（選別）能力（52t/
日）」、「運転トラブルの発生回数」などを、成果指標についても「搬入された廃棄物の資源化率（資源化できた廃棄物/搬入
量）」、「ゴミの減少量」などを指標として設定することを検討されたい。
　業務委託契約については、市の方針により長期継続契約が導入されており、単年契約を行った場合とのコスト比較も実施さ
れている。今後も、契約更新時には単年契約とのコスト比較を着実に行い、コスト削減に努められたい。なお、清掃業務につい
ては仕様書の再検証を行い、施設の稼働状況や利用率に見合った業務内容とすべきである。
　施設維持管理における修繕の計画・見通しについては、運転管理委託先より提言を受け、耐用年数や稼働率から修繕の必
要性を決定しているとのことである。また、委託事業者と市職員で構成される定例会議も月1回開催するなど、委託事業者との
間で情報を共有するための体制も確保されている。修繕の計画・見通しについては、今後も職員が主体性を持って積極的に
関与し、効率的な修繕の実施に努められたい。
　経年とともに増大する修繕費用の緩和対策として有効である、不具合が生じる前に修繕を行う「予防保全」については、既存
の業務委託契約の中で実施しているとのことであるが、より効率性を高めるため、建築ストックマネジメントの導入について検
討に着手されたい。
　なお、ごみの資源化や分別作業等を委託しているにもかかわらず、人件費の金額が大きいことについては、今回のヒアリン
グ（再ヒアリングを含む）で明確な説明を得られなかった。人件費の積算根拠や事業の運営体制について、市民に対してわか
りやすい説明ができるように整理されたい。同時に、作業内容の整理･効率化を進め、重複する作業については他の事業との
一本化を行うなどして、人件費を削減する必要があると考える。
　さらに、既存の関係審議会の活用も念頭におきつつ、外部有識者を加えた、リサイクルプラザの運営体制や事業内容の妥当
性を検証するため組織（運営委員会）の設置を検討されたい。
　不燃ごみ収集等事業については、コスト削減に向けた取り組みを強化するほか、普及啓発による更なるゴミの減量に向けた
取組を進められたい。
　本事業は、市民からの注目度も高い環境関連事業であるため、事業内容について市民へのわかりやすい説明とともに、効
率的・効果的な事業運営に努められたい。

整
理
済

　平成23年度より、本庁舎等
で施設管理を担当していた
技術職員を配置し、施設のト
ラブル等に関しても運転委託
業者と十分検討し、対応を
図っている。また、平成24年
度は運転管理業務委託、清
掃業務委託の長期継続契約
更新の年度のため、仕様書
等を見直し、さらに効率的な
業務委託契約を図った。今後
も継続して効率的な業務委
託契約の見直しを行う。

21 Ｂ
　可燃ごみ分別の不徹底によるコスト増大の対策として、有料化を検討中とのことであるが、効果が期待できると思われる事
業については、早期に結論を出し、実施に移すべきである。
　また、事業系ごみの出し方については、今後とも現場パトロールの強化などを通して、きめ細かい対応をとられたい。

整
理
済

　廃棄物減量等推進審議会
において、ごみ処理に係る経
費負担（家庭系ごみの有料
化、事業系ごみの手数料改
定）のあり方について検討済
　家庭ごみの有料化は、家庭
ごみが減量されていることか
ら、有料化は必要無しとの答
申を受けたことから、現在は
ごみの推移を観察中
　事業系不燃ごみ処理手数
料の改定は、平成２４年度に
検討し、改定の必要なしとし
ている。
　また、事業系ごみの出し方
については、現場のパトロー
ル強化を図るとともに、悪質
な不法投棄者には、警察署
と連携しながら対応してい
る。

21 Ｂ
　ごみの15種類分別に対する効果は期待できるが、分別を徹底させることがポイントとなる。
　継続的に周知を図り、減量とリサイクル化に対する具体策を策定し推進していただきたい。

検
討
中

　「地球環境にやさしい越谷
市率先計画」において「用紙
使用量の削減」、「ごみ量の
削減とリサイクルの推進」に
関する行動調査を実施する
ことにより、環境に配慮し、ご
み減量に対する意識付けと
啓発活動を継続的に行い、
ごみ減量に努めている。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
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292
東埼玉資源
環境組合負
担金事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

S36 -

〔目的〕
　東埼玉資源環境組合において、越
谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川
市並びに松伏町の5市1町の家庭から
排出される可燃ごみ、伐採枝、し尿及
び浄化槽汚泥を適正に処理する。
〔手段〕
　越谷市、草加市、八潮市、三郷市、
吉川市並びに松伏町の5市1町で負担
金を支払う。

高 高 高 高 Ａ
　ごみの減量・資源化もほぼ予
定通りで、負担金の額も減額し
ている。

現状
維持

①②今後も効果的なごみの分別
の啓発を行い、ごみの減量・資源
化を図る。

293
資源回収奨
励補助金交
付事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H1 -

〔目的〕
　ごみの減量化による処理経費の節
減及び資源の有効利用に対する市民
意識の高揚を図り、併せて地域コミュ
ニティづくりを促進する。
〔手段〕
　自主的な資源回収を行う市内の地
域住民で組織する団体に対し、回収
量に応じて補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　子ども会の活動が減少傾向
にある。また、資源回収団体の
役員への負担が大きく、各団体
にとって今後の継続性が課題と
なっている。

検討・
見直し

①②地域内のコミュニティー作り
や事業の運営に役立つ活動であ
ることをＰＲすることによって、資
源回収活動を行っていない自治
会等に参加を促していく。
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※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ａ

　東埼玉資源環境組合負担金事業は、東埼玉資源環境組合において、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市並びに松伏
町の5市1町の家庭から排出される可燃ごみ、伐採枝、し尿および浄化槽汚泥を適正に処理するために、分担割合に応じて各
市町から負担金を支払うものである。
　事務的には、分担割合に応じて、年4回の負担金の事務処理を行う他に、事務連絡協議会への出席や、職員の研修も実施
している。負担金は前年１月～12月におけるごみの総量に応じて算定され、分担割合は５市１町の中で、主にごみの排出割合
に応じて個々に配分される。基本的にごみの総量の削減が進めば、来年度の負担金が減少し、事業費削減に寄与する。
　当事業単体では、ごみ削減に向けた方向性を策定するのは困難であるが、引き続き事務連絡協議会にて情報共有を行い、
時には類似事業や一部事務組合とも連携し、ごみ削減に向けた取り組みに努められたい。
　また、成果指標には「分担割合」が設定されているが、昨年のごみの総量を基に、単純な引き受け割合の増減を評価してい
るに過ぎない。分担割合は、ごみの総量に応じて決定されるが、前年度の数値をもとに当年度の数値が決定されるため、当期
の成果を計る指標としては好ましくない。この事業は他自治体における負担金割合の大小を単純に評価するものではなく、あ
くまでごみの排出抑制や再資源化、分別の徹底を促すことにあるので、成果指標の再考が必要と考える。例えば、改革改善
の方向性に記載されているように、市民に対するごみの分別の徹底や、ごみの減量・資源化の成果を評価する指標として、
「ごみの総量を対前年度比○%削減」といった成果指標を提案したい。

整
理
済

　成果指標の見直しを行う。
　今後もさらなる効果的なご
みの分別の周知徹底につい
て検討する。

25 Ｂ

事業概要
ごみの減量や環境意識の高揚を図るため、地域において自主的な資源回収を行う団体に対し、回収量に応じた補助金を交付
する。
必要性
地域住民で組織する団体に、資源回収活動を実施してもらい、リサイクル活動の促進とごみの減量化を行うことは必要性が高
い。また、行政回収分については1kg当たり17円のコストがかかるが、資源回収に対する補助金額は1kg当たり8円であり、行
政回収分の費用削減の観点からも必要性が高いと言える。
一方で、平成元年から補助制度が開始されたが、市民の分別に対する意識はかなり高まっており、制度導入時と比較すると
補助制度が果たす役割は減少していると考えられる。補助制度の見直しと合わせて、事業目的を実現するための手段の見直
しが必要である。
効率性
資源回収量の単位当たりコストは増加しており（H23：8770円、H24：8826円）、効率性を上げるための事業実施方法の見直し
や工夫を検討することが必要である。
事業の効率性を上げる取組として、団体に負担をかけないようにして、回収量を増加するために、手続きを簡素化していること
は評価できるが、団体にとっての負担を軽減し、より円滑に取り組めるように、必要となる手段を検討することが重要である。
現在1kg当たり8円と設定されている補助金額の単価については、実施団体における取組状況、市民の資源回収への理解状
況等を踏まえて設定すべきであり、単価については検討する余地がある。
有効性・成果指標
成果指標として、資源回収量を登録団体数で除して算出した「1団体あたりの資源回収量」は増加している（H23：17.8t、H24：
19.8t）が、単純に団体数が減ると「1団体あたりの資源回収量」は増えることになるため、団体数の増加と「1団体あたりの資源
回収量」の増加を同時に達成することが、資源回収量を増加していくために必要である。実際には団体数は減少している
（H23：500団体、H24：444団体）。
また、本事業の目的はごみの減量化であるので、「市民1日当たりのごみ量」等も成果指標として検討することが必要である。
活動指標
「資源回収量」は減少しており（H23：8913t、H24：8808t）、実績が下がった原因をきちんと分析して、活動の成果としての「資源
回収量」を上げる手段を検討することが必要である。
その他
組織化されていない団体に対する働きかけが重要であり、具体的な働きかけの手法について検討する必要がある。

【資源回収奨励補助金】（内部評価：減額（縮小））（外部評価：減額（縮小））
　地域内のコミュニティ作りが本補助金の主眼となりつつあるのであれば、当該分野における事業から支出すべきではない
か。
《参考》平成18年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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294
資源物分別
収集事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H18 -

〔目的〕
　ごみの減量・資源化を図り資源の有
効活用を促進するため。
〔手段〕
　各自治会から推薦を受けた方を廃
棄物減量等推進員として委嘱し、ごみ
収集カレンダーの配布等により家庭ご
みの適正な処理方法の普及啓発を行
うとともに、ごみ集積所に排出される
資源物を業務委託により定期的に収
集し、施設に搬入する。

高 高 高 高 Ｂ

　・推進員としての活動内容を
見直す必要がある。また、推進
員の推薦がない自治会があ
る。
　・人口増加、排出量増加に伴
う収集時間の遅れ

検討・
見直し

①収集業務量の均衡化を図るた
め、収集区割り・収集ルートの見
直しを行う。
②一般廃棄物の減量・資源化の
推進を図るとともに、排出状況に
応じたより効率的な収集体制の
検討を行う。

295
最終処分場
維持管理事
業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H2 -

〔目的〕
　一般廃棄物最終処分場の安全を確
保する。
〔手段〕
　地下水の水質検査を月１回、各種機
器の保守点検及び運転管理を月８回
の巡回管理方式で、維持管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　浸出水の処理を適正に行い、
水質基準に合致するように維
持管理を実施する。

検討・
見直し

①安全性を確保するための各機
器の保守管理や水質検査を行
う。また迅速な機器の修繕を行
う。
②適正な施設の維持管理を行う
ための計画的な修繕の実施

296
不燃ごみ収
集事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

- -

〔目的〕
　市民の生活環境の保全及び公衆衛
生の向上を図る。
〔手段〕
　ごみ集積所に排出される不燃ごみ、
缶、白色トレイ、危険ごみを定期的に
収集し、施設に搬入する。

高 高 高 高 Ｂ

　収集品目によって収集台数が
異なることから、収集車両の配
置が非効率となっている。
　災害時の燃料の確保（軽油・
天然ガス）

検討・
見直し

①老朽化した収集車の買い替え
に伴う効率的な収集体制を検討
する。
②災害時の対応を検討する。

297
破砕物等搬
出事業

環
境
経
済
部

環
境
資
源
課

H18 -

〔目的〕
　一般家庭から排出される不燃ごみ、
缶、びん類、粗大ごみを再資源化する
ため。
〔手段〕
　リサイクルプラザ資源化施設から出
たものを、それぞれ業者に委託し、可
燃物は東埼玉資源環境組合に運び、
不燃物等は、それぞれの処理施設に
運ぶ。

高 高 高 高 Ｂ
　不法投棄や処理困難物の処
分にかかる処理経費の負担軽
減

検討・
見直し

①更なる分別・資源化の徹底に
よる搬出量の減少
②不法投棄の防止などによるご
みの減量

298
商工会補助
事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

- -

〔目的〕
　市内の商工業の総合的な改善発展
を図るため、越谷市商工会が実施す
る金融・税務･経営･労務などの指導
や研修会･講演会の開催などの幅広
い事業に対し助成を行っている。
〔手段〕
　越谷市商工会への補助金の交付
○小規模指導事業費補助金・一般事
業費補助金・税務指導事業費補助
金・たばこ小売活性化事業費補助金

高 高 高 高 Ｂ

　経済状況は、依然厳しい状況
にあり、市内中小企業者に対し
金融・経営・税務・労務などの
全般にわたり指導が必要と思
われる。

検討・
見直し

①②景気は、一部持ち直しの兆
しが見られるが、市内で大半を占
めている中小企業者は依然厳し
い状況にあるため、商工会との
連携を図り事業者への支援が必
要である。今後、市内中小企業
者の経営基盤の強化を図るた
め、人材の育成・技術の向上・事
業者間の交流を行っている商工
会の役割は重要であり、引き続
き支援を行う。
なお、自主財源の確保に努める
よう働きかけていく。
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※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｂ

事業概要
資源物（古紙類・ペットボトル・びん・古着類・白色トレイ・危険ごみ）のリサイクルを推進するため、ごみ集積所に出される資源
物の収集運搬を行う。また、ごみ収集カレンダーの配布や廃棄物減量等推進員を通じた排出方法の普及啓発を行う事業であ
る。
効率性
「収集車1台当たりの回収量」は増加している（H23：366t、H24：371t）が、単純に収集車の数が減ると「収集車1台当たりの回収
量」は増えることになる。活動指標は資源回収量とすることが適当ではないか。
現在、廃棄物減量等推進員の役割を集積所の見回りに限定しているということであるが、普及啓発を推進するという観点か
ら、廃棄物減量等推進員が担うべき役割については、15分別の普及に向けた指導等も含めることが必要であると考えられる。
廃棄物減量等推進員に対する謝礼は、一人当たり年間2500円の図書カードのみであり、自治体によって状況が異なるもの
の、業務内容に比して低く抑えられている。他自治体における廃棄物減量等推進員の活動状況、報酬水準等も勘案し、廃棄
物減量等推進員の役割と対価を見直すことで、事業の効率性を上げることも検討する必要がある。
有効性・成果指標
成果指標として挙げられている「リサイクル率」は下がっている（H23：19.8%、H24：19.1%）。なぜリサイクル率が下がったかの分
析が十分に行われていないが、実績データから見ると、本事業の費用対効果は上がっていないと考えられる。
また、全国平均や県内他自治体（所沢市や川越市では20％以上）と比較して、本市のリサイクル率は低い。ただし、リサイクル
率が全国共通の指標にも関わらず、自治体ごとにリサイクル対象の捉え方に差があることから、必ずしも相対的な評価が可能
な指標とはなっていないということであれば、リサイクル率の他の自治体との比較は参考的なデータと位置づけることでもよい
が、他の自治体のリサイクル率が上がっているなかで、本市だけが下がっているということであれば、他の自治体の取組状況
を参考に事業内容や実施方法を見直す必要がある。例えば、プラスティック類のさらなる分別等を実施し、燃えるごみの削減
に継続して取り組むなどの方策が考えられる。
活動指標
活動指標として、「廃棄物減量等推進員数」が挙げられているが、減少している（H23：592人、H24：545人）。マンションにおい
ては管理組合等が分別収集に向けた取り組みを担っており、必ずしも廃棄物減量等推進員の配置が必要ではないことから、
活動指標の見直しが必要である。
《参考》平成23年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

21 Ｂ

　本事業は、委託事業として行っている。水質検査は重要であり、万一ミスがあると、将来取り返しのつかない事態にもなりか
ねない。
　現在、検査は職員立会いのもとで行われているが、結果報告においては環境資源課のチェック基準をマニュアル化するなど
し、チェック漏れ防止及びノウハウの伝達を考慮すべきである。

整
理
済

　平成23年度より業務担当に
浄水場、ポンプ場等の電気、
機械等の保守管理の経験が
ある職員を配置しさらに適正
な維持管理を図っている。

未
実
施

未実施

20 Ｂ
　破砕可燃物等を処理場へ搬入する事業であり、搬入の外部委託は適切である。
　課題としては、事業費の80%を占める不法投棄物や乾電池等の廃棄にかかる処理委託費の削減である。解決には、市民の
理解が求められるので、より効果的なＰＲ活動を行い、ごみの減量に努力していただきたい。

検
討
中

　更なる分別、資源化を徹底
し、可燃、不燃残渣及び処理
困難物の搬出量の減少を図
り、不法投棄防止パトロール
やリサイクルプラザ啓発施設
での効果的な啓発を図って
いく。

19 Ｂ

　補助金の項目ごとに限度額を設定される方向は、評価できる。
　補助金の使い方のみでなく、補助金により実施した事業の成果を把握しなければ、市としての説明責任を果たせなくなるお
それがある。
　商工会との連絡調整を密にして、それぞれの補助金事業の目的、目標を明確に定めたうえで、各事業の実績を把握され、補
助金額、補助率等の評価をされることを望む。
【税務指導費補助金】、【小規模指導費補助金】、【商工会一般事業費補助金】、【タバコ小売活性化事業費補助金】
　補助金により実施した事業の実績を把握すること。
【若手後継者育成事業費補助金】
　平成19年度より商工会一般事業費補助金へ統合されたことは評価できる。

整
理
済

　市内中小企業者の大半
は、小規模零細企業であり、
企業の経営状況は依然厳し
い状況にあり、商工会と連携
を図る中で小規模事業者の
経営の改善を支援し、経営
基盤の強化を図る必要があ
る。市内産業の発展・振興を
図るためには、商工会の果
たす役割は重要であることか
ら引き続き支援していく。ま
た、補助事業の目的、目標を
明確に定めた上で、総会資
料や補助金の監査時に事業
内容の効果について報告を
受け、適切な評価の方法に
ついて検討していくことにより
対応した。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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299
工業系土地
利用事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H23 -

〔目的〕
　既存工業団地の拡充など工業用地
の整備を検討するとともに、市内製造
業の活性化を図ることを目的とする。
〔手段〕
　研修会の開催

低 高 低 高 Ｂ
　研修会の周知を図るととも
に、内容を精査する

検討・
見直し

①②市内事業者の活性化に寄
与するよう継続的に研修会を開
催する。また、市内製造業の現
状把握に努めながら、工業用地
の整備を関係機関と連携して検
討する。

300
伝統的地場
産業育成支
援事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H9 -

〔目的〕
　本市に古くから伝わる伝統的技術に
立脚した地場産業（だるま・せんべい・
ひな人形・桐箱・桐たんす）等の育成
支援を図る。
〔手段〕
　各イベント出展によるPRの実施、市
内小中学校での見学・体験学習の協
力、商工会における伝統的地場産業
育成事業への助成

高 高 高 高 Ｂ
　伝統的地場産業の更なるＰＲ
と、後継者の育成。

検討・
見直し

①市内外で開催される各種イベ
ント等に積極的に参加し伝統的
手工芸品の普及・啓発を図って
いく。
②小中学校等との連携により、
次代を担う子どもたちに伝統的
地場産業の見学や体験をとおし
て、その歴史や素晴らしさを理解
してもらう。また、展示会やイベン
トなどに出店するなど、あらゆる
機会を活用し積極的にＰＲをして
いく。

301

労働実態調
査事業
（緊急雇用
創出基金事
業）

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H21 -

〔目的〕
　従業員の賃金、休暇制度や福利厚
生などの労働環境の実態を調査し、
集計及び分析を行い報告書を作成す
る。
〔手段〕
　埼玉県緊急雇用創出基金市町村補
助事業を活用し、民間等委託により調
査を実施する。

高 高 高 高 Ｂ
　県の補助事業のため、実施
基準等を遵守し実施。

検討・
見直し

①②概ね3年毎に実施している
調査であり、今年度の結果を踏
まえ、調査内容、実施方法等検
討していく。

302
ものづくり産
業育成事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H23 -

〔目的〕
　市内工業者の取引機会の拡大や新
たなビジネスチャンスの創出等を目的
とする。
〔手段〕
　製品展示や講演会等を行うマッチン
グイベント（ビジネス交流会）を開催

高 高 高 高 Ｂ

　イベントの周知を図るととも
に、イベント後の支援体制及び
越谷市産業情報ネットワークの
活用などイベント以外での事業
者マッチングのあり方について
検討が必要。

検討・
見直し

①②当該事業が、企業間交流の
促進や、取引機会の拡大に寄与
するよう越谷市商工会等関係機
関と協議しながらイベント内容、
開催方法を検討する。

303
高年齢者就
業支援事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

S57 -

〔目的〕
　高齢者の補助的、短期的な就業を
通じて高齢者が自己の労働能力を活
用し、自らの生きがいの充実、社会参
加への就業機会の増大と福祉の増進
を図るための事業及び能力を活かし
た活力ある地域社会づくりに寄与する
ためシルバー人材センターが行う事
業に対し補助金を交付し、シルバー人
材センターの事業推進を図る。
〔手段〕
　補助金交付要綱に基づく補助金を
交付して支援する。
　また、中高年齢者の優れたスキルと
パワーを地域で発揮するため、セカン
ドキャリアセミナーを開催する。

高 高 高 高 Ｂ
　シルバー人材センターの自主
財源による運営

検討・
見直し

①②シルバー人材センターにお
いて策定された中長期計画に
沿った運営が実施されていくよう
指導を行う。
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未
実
施

未実施

21 Ｂ

　伝統ある地場産業の育成支援は重要なことであり、今後も展示会やイベントを通じて継続していくべきである。
　PR活動に関しては、更なる充実に向けての具体策の検討が必要である。また、後継者の育成に関しては、県との連携を強
化した仕組みを図られたい。
【伝統的地場産業育成事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　後継者育成に向けて、補助金の有効活用を検討いただきたい。

整
理
済

　市民活動支援センター内に
観光・物産情報コーナーを新
設するとともに、高架下物産
展示場に、人員を配置し、従
来の展示機能に販売機能と
観光案内機能を付加し、積
極的にＰＲを行った。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

304
若年者等就
業支援事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H17 -

〔目的〕
　若年者・女性・中高年等の早期就職
の実現。
〔手段〕
　専門のキャリアコンサルタント(相談
員）を１名配置し、個々のニーズを踏
まえ、就職に向けた一貫した相談援
助を実施する。

高 高 高 高 Ｂ
　相談が長期化している方の支
援

検討・
見直し

①②キャリアコンサルタントによ
る相談のほか、臨床心理士によ
るフォロー体制を継続し、相談者
の実情にあった相談を行い、長
期相談者の就職に対応する。

305
職業能力開
発支援事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

S55 -

〔目的〕
　勤労者等の能力開発及び人材育成
を推進する。
〔手段〕
　勤労者・事業主等を対象とした労働
学院及び簿記講習会を開催するほ
か、就職を希望する方を対象に就職
支援セミナーを実施する。また、人材
育成を支援するため、ＯＡ室の貸出し
を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　同じような講座を他機関も実
施しており、開催日が近いと受
講者の分散を招き、参加者の
確保が難しい。関係機関との日
程調整等必要であるが、実際
のところ厳しい状態である。

検討・
見直し

①②良好な労働環境づくりや雇
用促進を図るため、多くの方が参
加できるよう実施内容の充実を
図る。

306
勤労者等福
利厚生事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

S53 -

〔目的〕
　市内産業の向上に貢献した事業所
及び従業員を表彰し、地域経済の活
性化を図る。また、勤労者の生活向
上、福祉の増進、雇用の安定等を図
る。
〔手段〕
　越谷市商工会との共催により優良
事業所・優良従業員表彰を実施する。
また、勤労者団体に対し、福利厚生事
業費補助金を交付する。

高 高 低 高 Ｂ
　制度の周知を図り、地域経済
の活性化を図る。

検討・
見直し

①②勤労者の権利厚生事業とし
て定着し、地域経済の活性化に
繋がっているが、さらに制度の充
実を図り、一層の活性化に繋げ
ていく。

307
勤労者等貸
付事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H14 -

〔目的〕
　勤労者及び家内労働者等に対し、
貸付事業を実施し、勤労者等の福祉
の向上を図る。
〔手段〕
　貸付資格を備えている勤労者等に
対し、応急に必要となった生活資金を
１００万円を限度に中央労働金庫が貸
付を実施する。越谷市は労金の貸付
に対し、その利子補給を実施してい
る。

高 高 高 高 Ｂ 　制度の周知を図る
検討・
見直し

①②制度の周知を図るとともに、
貸付に係る資金使途等、相談内
容を勘案しながら利便性の向上
をさらに検討していく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　若年者、女性、中高年齢者等及び失業者の就職について、求職者の能力や企業の人材ニーズを踏まえながら、キャリアコン
サルタントによるマンツーマンのカウンセリングにより支援を行う事業である。
　厳しい経済状況の下、新卒者の就職難や非正規労働者の増大など雇用情勢を取り巻く環境は極めて厳しい状態にあるた
め、社会保障費用抑制や新たな納税者の創出など行政経営の観点も踏まえると、本事業の必要性は認められる。
　しかしながら、その取り組みについては、見直しを行うことが必要である。
　若年者等に対する就職支援施策は、国･県はもとよりNPO団体等でもさまざまな事業が実施されている。その中で、市として
取り組む範囲をその理由を含めて明確化し、他の実施機関との棲み分け（役割分担）を図ることが重要である。
　また、事業実施に係るコストの実態が、事務事業評価表上で明らかになっていない。現状は、相談回数1回当りの「単位当り
コスト」が表記されているが、より適切な事業運営を行うためにも、相談者1人当りの単位当りコストについても明記すべきであ
る。必要性の高い事業ゆえに、事業実施に係るコストについては、丁寧な説明に努められたい。
　上記に加え、本事業には他にも改善を要する点が見受けられる。
　まず事業目的については｢就職支援を実施する｣ことが目的ではなく、｢早期就職を実現させる｣ことが目的である点を指摘し
たい。現在の事業目的は｢手段が目的化｣されている状態にあるため、事業目的の見直しが必要である。
　活動指標については、事業の取組状況を的確に把握できるよう、現在の｢相談回数｣に加え、｢相談者数(実数)｣、｢新規相談
者数｣、｢継続相談者数｣なども設定するよう提案したい。
　また成果指標についても、｢新規相談者就職率｣、｢継続相談者就職率｣、｢相談期間別就職率｣、｢支援をした人の離職率｣、｢
再支援者就職率｣などを指標案として提案するので、その妥当性について検討されたい。
　このほか、支援内容をより実効性のあるものとするために、本事業の利用者に対してアンケート調査等を行い、事業内容や
実施日時等を常に見直していくことに努められたい。
　昨今の経済・雇用情勢を踏まえると、本事業の果たす役割は極めて重要である。今後も、事業内容の充実を図りながら、取
り組みを強化していくことは当然のことであるが、庁内関係部署、ハローワーク、NPO団体等との情報共有や連携を密にし、支
援希望者が相談の機会を逸することのないよう、取り組まれたい。

整
理
済

　早期就職を実現させること
は、理想である。しかし、早期
に再就職できても、すぐに離
職するのでは意味がない。就
職することを最終ゴールとす
るのではなく、就職し、継続し
て勤務する姿勢を身に着け
ることである。支援した人が
短期で離職しないようコンサ
ルティングしていく。

22 Ｂ

　勤労者・事業主・就職希望者等を対象に各種講習会、セミナーを開催し、勤労者等の職業能力開発及び人材育成を推進す
る事業である。
　景気低迷等の影響で雇用環境が悪化しており、就職活動を推進するために個人の能力を高めることは必要であり、勤労者
の人材育成のためにも意義があることは理解できる。その上で、例えば簿記講座やパソコン講座等が民間においても開講さ
れている現状を鑑み、敢えて市が事業主体となって行う妥当性、有効性、必要性等について、改めて整理することによって、民
間が開講する講座との相違、勤労者や事業主等が市主催講座を活用する意義についても明確化されるものと考えられる。
　ただ単に講座を行うのでなく、時代に即したセミナーを開催し、求職者の就職に結びつけるとともに勤労者の能力向上に結び
つけることによって、雇用の創出につなげていただきたい。また、企業がどのような人材、能力を必要としているかを受講者ア
ンケートや事業主への就業支援アドバイザー（仮称）による訪問活動等により具体的な把握をし、そのニーズに基づいたセミ
ナーを開催すべきである。
　本事業の強みは、産業雇用を支援する総合窓口である産業雇用支援センターにおいて実施され、1階に拠点のあるハロー
ワークと緊密な連携が図られている点であり、評価できる。今後もハローワークとの連携を継続、拡大させ、受講者の満足度
向上とともに就業支援に努めていただきたい。
　また、ポータルサイトである「こしがやiiネット」を能力開発支援のツールとして有効活用している点も評価できる。活動結果指
標に、「こしがやiiネットアクセス件数」を加える等、就業支援ポータルサイトとしての機能を一層拡充させ、一層の関連情報提
供に努められたい。
　昨年度策定された産業振興ビジョンにおいて、雇用支援、能力開発のための施策も盛り込まれた点も評価できる。産業支援
の方向性として、ビジョンでは、新産業の創出、ソフトウェア産業の創出が打ち出されている。環境、エネルギー、福祉、健康関
連の新産業やこれらの産業創出を支援する基盤となるソフトウェア産業等に職を求めている人に対して、新しい教育プログラ
ムを立案・開講し、多くの就職希望者の就業支援に取り組んでいただきたい。
　成果指標として、「受講者の満足度」を提案したい。受講者へのアンケートから数値化できるのではないか。

整
理
済

　広く一般に受け入れられる
内容の講座を実施するため、
人気のある講座への再受講
を制限している。一方で、参
加者が少なかった講座へ
は、アンケート調査を実施し、
どのような講座を要望してい
るのかを把握している。

17 Ｂ
　昭和53年より永年継続している事業であり、地域経済の発展を目的とした当初の表彰の意義は既に薄められているが、平
成14年度から制度の見直しに取り組まれている。さらに、市内で長年地道に伝統技術の向上に取り組まれている事業者に対
してスポットをあて、技術の伝承とあわせ、市民の働き甲斐を掘り起こすような施策の検討もお願いしたい。

整
理
済

　雇用体系の変化により永年
勤続従業員は、減少気味で
ある。昨年度は、今まで推薦
のなかった業種の方へ周知
したところ30年以上勤続の従
業員の推薦が増えた。業種
によっては永年勤続が続い
ているところがあるため、改
めて、制度の周知に力を入
れている。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

308
産業雇用支
援センター
管理事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H16 -

〔目的〕
　産業雇用支援センターに来庁する
市民等が安全に利用できるよう施設
管理を行う。
〔手段〕
　委託等により施設の保守管理を実
施し、適正な運営管理に努める。

高 高 高 高 Ｂ 　施設利用率の向上
検討・
見直し

①②施設の利用率を向上させる
ため、施設利用のＰＲを実施する
とともに、施設の保守管理に努
め、施設の適正管理を行う。

309

就職支援パ
ソコンセミ
ナー事業
(緊急雇用
創出基金事
業）

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H21 H25

〔目的〕
　就職活動を実施するにあたり、情報
化時代に対応したパソコン操作技能
の習得を図ることによる就職支援を行
う。また、セミナーを実施するにあたり
失業者を雇用し実施する。
〔手段〕
　埼玉県緊急雇用創出基金市町村補
助事業を活用し、民間等委託によりセ
ミナーを実施する。

高 高 高 高 Ｂ
　県の補助事業のため、実施
基準等を遵守し実施。基礎コー
ス６回

終了
(H25
年度)

310
商工対策委
員会運営事
業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

S48 -

〔目的〕
　市が実施する商工行政における重
要な課題や今後の方針などについ
て、市長の諮問に応じ調査・　審議す
る。
〔手段〕
　越谷市商工対策委員会を開催す
る。
　越谷市商工対策委員会委員　１２名
(1)商工会を代表するもの　５名 (2)知
識経験者　７名

高 高 高 高 Ｂ

　市が実施する商工行政にお
ける重要な課題や今後の方針
について、様々の立場の方々
から意見・提言を聞くことによ
り、事業運営ができる。今後も、
効果的な運営ができるよう検討
していく。

検討・
見直し

①②経済環境の変化に対応す
べく、適宜開催する。

311
産業活性化
推進事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H15 -

〔目的〕
　市内産業の活性化及び振興を図
る。
〔手段〕
①産業財産権を取得しようとする市内
中小企業等に対して、その経費の一
部を助成する。②「こしがや産業フェス
タ実行委員会」に対して、「こしがや産
業フェスタ」の開催に係る経費の一部
を助成する。③当該年度に「こしがや
ブランド」の認定を受けたものが実施
する販売促進費等に対してその経費
の一部を助成する。

高 高 高 高 Ｂ
　市内の産業振興に寄与する
よう各事業内容の精査及び周
知を図る

検討・
見直し

①②産業フェスタについては、事
業者PRや企業間交流が図られ
るよう、越谷市商工会等関係機
関と連携し、イベントの内容を検
討する。
また、「こしがやブランド」認定制
度については、継続的にPR活動
を実施し、市民及び市内事業者
等の認知度向上を図る。

312
産業情報化
推進事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H15 -

〔目的〕
　市内の産業情報を集約したホーム
ページを構築することで、産業情報の
提供や事業所のＰＲ等を図り、産業振
興の一助とする。
〔手段〕
　越谷市産業情報ネットワークシステ
ム（こしがやｉｉネット）のシステムの保
守やデータ更新、コンテンツの見直し
など当該ホームページの運用管理に
関する業務を委託する。

低 高 高 高 Ｃ

　事業開始当初から比較すると
インターネットの普及や情報技
術の高度化に伴い、その環境
は大きく変化している。このよう
なことから、当該事業の位置付
けや方向性を再度検討する必
要がある。

検討・
見直し

①②市内産業の振興及び活性
化に寄与するよう、当該事業の
位置付けや方向性を関係機関と
連携して検討する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

20 Ｂ

　産業活性化の支援は市の重要な施策と思われるが補助の対象、効果の見直しを行い関連機関との協議を実施していただ
きたい。
【越谷市工業所有権取得費補助金】
（内部評価：減額(縮小)）（外部評価：終期設定）
　補助実績は3件（29万円弱）と少なく、産業活性化に寄与しているとは思われない。
　対象が少ないこともあり、工業所有権等の取得費補助だけではなく、差別化できる商品及び技術の開発支援など抜本的な
支援策の検討が求められる。
【地域特産品販売推進事業費補助金】
（内部評価：終期設定）（外部評価：終期設定）
　「鴨ネギ鍋」の普及に注力を期待したい。3年間の補助金交付の成果を検証されることを望む。
　当市のブランド確立に向け更なる支援をすべきと思われる。

整
理
済

　産業の活性化及び市のブ
ランド確立については、平成
23年度から「こしがやブラン
ド」認定制度を創設し、当該
認定品のPR及び販売促進等
に取り組んでいる。
また、「こしがや鴨ネギ鍋」に
ついては、ギフトセットの商品
開発が完了し、「こしがやブラ
ンド」にも認定されるなど、越
谷市商工会等関係機関と連
携し、普及啓発に取り組んで
いる。

24 Ｃ

　産業情報化推進事業は、急激に進展する高度情報化に対応するため、市内産業（商・工・農業等）の情報化推進を図る観点
から、個別企業のデータ化やインターネットを活用した産業情報の収集・促進を行い、越谷市産業情報ネットワーク（こしがやii
ネット）の運用管理を専門業者に委託するものである。
　IT環境普及を促すために、平成15年に当事業が開始されたが、現在はIT環境が広く一般に浸透する社会となり、ウェブサイ
トを単独で立ち上げてまで行う当事業の必要性には疑問が残る。
　まず当事業の経済効果について指摘したい。当事業の事業費は、こしがやiiネットの管理費用として、年間約3百万円が少な
くとも発生する。一方で、メールマガジン（iiネット通信）の購読者数は87人であり、33万人近い人口を勘案すると、市民の購読
率が非常に低い。情報の内容をどんなに良くしても、購読してもらう層がわずかであり、「ターゲットとなる利用者を抱え込んで
いる」とは言い難い。
　また、求人と求職に関する掲示板も、効果がはっきりしない。掲載者により削除したものを就職者数とみなすのではなく、実
際に就職に結びついたか、掲載者に確認をするべきである。仮に就職に結びつかない場合は、改善すべき点を把握するため
の情報収集にも取り組む必要があるのではないか。
　さらに、バナー広告の利用者が現在1社も無いが、そもそもこのサイトには広告効果が認められていないのではないか。バ
ナー広告を利用した企業からの意見を収集していれば、なぜ広告利用が無いのかを分析する必要がある。この事業は、運用
管理を専門業者に委託しているが、より活用してもらうための分析や検討は、市の担当部署が率先して行う必要がある。
　以上、これらの費用対効果を勘案した場合、費用に見合うだけの経済効果が得られているとは言い難く、大幅な改善を要す
る点が多い。情報化社会が浸透してきた中、あえて費用をかけてまで、単独のウェブサイトで運営する必要性はなく、例えば、
市のホームページにコンテンツの一部を移行されることを提案したい。最小限の費用で運営し、市のホームページに掲載され
た情報についての判断は、閲覧した市民や事業者の自主性に一任するべきと考える。
　最後に、成果指標についてだが、総合振興計画の位置付けとして大項目に「地域社会を支える持続性のある産業を育成し、
活性化を図る」とあるため、単純に「市民一人当たりのアクセス数」は産業を育成し活性化を図る指標として好ましくない。代わ
りとなる成果指標の一例として、「ビジネス案件のマッチング件数」、「求人求職のマッチング実績」、「バナー広告の掲載社数」
を提案したい。

整
理
済

　外部評価の指摘を踏まえ、
成果指標を変更。さらに、継
続的な利用者の拡大を図る
ため、内容の充実やPR活動
を行う。また、利用しやすい
ホームページの構成や内容
になるよう取り組んでいく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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313
創業者等育
成支援事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H15 -

〔目的〕
　創業者等を支援することで、新規事
業及び雇用の創出を促進し、産業振
興の一助とする。
〔手段〕
①当該年度中に市内で新たに事業を
開始するものに対して、事業を営むた
めの貸室に係る家賃の一部を助成す
る。②事業活動する施設の提供及び
専門家の創業・経営相談などインキュ
ベーション施設の管理運営に係る業
務を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　インキュベーション施設の利
用率向上及び補助対象者に対
する経営相談等フォローアップ
支援の検討。

検討・
見直し

①②インキュベーション施設の利
用率向上を図るため、当該事業
の周知に努める。また、補助対
象者の事業が継続的に展開さ
れ、市内産業の振興に寄与する
よう経営相談等ソフト面での支援
メニューを検討する。

314
商店街活性
化推進事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

- -

〔目的〕
　商店街の活性化を図る。
〔手段〕
　商店会団体等が実施する販売促進
事業等に対して、その経費の一部を
助成する。

高 高 高 高 Ｂ
　当該事業の実施を促進すると
ともに、現状に即した支援メ
ニューの検討

検討・
見直し

①②当該事業の周知を図るとと
もに、商店街の来客数減少や空
き店舗の増加など商店街を取り
巻く環境を検討し、効果的な制度
の運用に努める。

315
物産展示場
等管理事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H10 -

〔目的〕
　東武伊勢崎線越谷駅高架下の物産
展示場等の適切な維持管理を行い、
市内伝統的地場産業（だるま・せんべ
い・ひな人形・桐箱・桐たんす）等を常
設展示することにより、需要や販路の
拡大、宣伝普及を進め、同産業の育
成支援を図る。
〔手段〕
　高架下物産展示場の消防設備、自
動ドア、空調機フィルター等の法定点
検、床、ガラスの定期清掃（月２回）、
画像転送監視システムによる２４時間
の監視ほかを委託する。また、人員を
配置し地場産品やブランド認定品など
の販売や観光案内等を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　高架下物産展示場と市民活
動支援センター内の観光・物産
情報コーナーとの連携を図り、
観光・物産の更なるＰＲを図っ
ていく。

検討・
見直し

①越谷市の伝統的手工芸品を中
心とした地場産品をはじめ、こし
がやブランド認定品等の展示・販
売及び観光案内等を行っていく。
②越谷市駅高架下という地理的
条件を最大限に活用し、広く越谷
市の観光・物産をＰＲしていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　創業者オフィス家賃補助やインキュベーション施設でのセミナー等の開催を通じて、創業者等の育成・支援を行う事業であ
る。
　市内の産業を振興するためには、創業者への経済的な支援、情報提供やセミナー開催等の環境づくりが不可欠である。創
業者等の相談件数は、増加傾向にあり、評価できる。今後は、相談件数の増加を図るとともに、相談を受けた企業が業容を発
展させたかを追跡するとともに、創業者家賃補助、インキュベーション施設の活用により、創業者や創業件数がどれだけ増加
したかについても留意して業務を推進すべきである。
　セミナー事業の活性化策として、本事業の施策を受けて起業した方や事業を軌道に乗せた方などを講師に招聘することなど
も検討されたい。
　インキュベーション施設の管理運営を平成17年度から現在まで、一貫して随意契約により委託している事実は問題がある。
確かにインキュベーションマネージャーを継続して雇用させるために単一事業者と契約を継続してきたという理由は、相談を持
ち込む創業者、事業者側のニーズもくみ取ったものとも考えられ、一面理解できなくもない。しかし、現行の管理運営委託業務
の仕様を切り分けて、例えば、インキュベーションマネージャーとの嘱託雇用契約は市が直接契約し、残る施設管理業務、セミ
ナー開催業務等の運営業者を一般競争入札で選定する等、業者選定過程に競争原理を働かせることにより、一層の事業費
効率化に努めていただきたい。
　産業雇用支援ポータルサイトとして機能している「こしがやiiネット」は、年々情報が充実し、アクセス数の伸びも順調である点
を評価したい。その上で、ポータルサイト運営委託の調達方法の見直しを含め検討し、事業費効率化に努力されたい。
　創業者家賃補助、インキュベーション施設の存在によりどれだけ創業者が増え、雇用が創出されたかが結果的に大切であ
る。そのために「インキュベーションマネージャーによる企業訪問件数」を活動指標に追加してはどうか。

【創業者オフィス家賃補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　市内産業の活性化と振興を図り、雇用を創出できること、補助金の交付件数が増加傾向にあることから事業成果を評価す
る。さらに、交付した資金が創業者等の育成に寄与しているかについて把握に努められたい。
　今後も利用者促進のため、こしがやiiネット、広報等で本事業の活動について周知を図りたい。

整
理
済

　創業者オフィス家賃補助制
度及びインキュベーション施
設における相談業務やセミ
ナーについては、これまでも
広報紙やインターネットに
よって周知を図り、いずれも
利用件数は増加傾向にあ
る。また、平成23年度からは
従来の相談業務に加え出張
相談を開始し、利用者の拡
大を図っている。今後も引き
続き、利用者のニーズに応え
られるよう工夫をしていく。

20 Ｂ

【商店街活性化推進事業費補助金】
（内部評価：終期設定・統合・メニュー化）
（外部評価：終期設定・統合・メニュー化）
　補助金交付の効果が薄れたことから、「商店街活性化」の判断基準を明確化し、補助の実績を個別に評価し成果を公表して
いただきたい。また、補助メニュー以外の申請も広く取入れる考え方が必要と思われる。大型店の出店にともなう影響は避け
がたく、現状の補助金レベルでは活性化には限界がある。郊外の大型ショッピングセンターとの共存共栄について調査研究す
るとともに、商店街の自主的な工夫を支援する施策に転換することを商店側と一緒になって検討する必要がある。

整
理
済

　平成23年度に補助金交付
要綱を改正し、補助事業及び
補助対象の見直しを実施し
た。
今後、さらに商店会等の意見
を伺いながら、効果的な補助
金の運用を推進するととも
に、ＰＲをしていく。

18 Ｃ

　伝統工芸の継承事業としても２４時間無人での管理によるどちらかというと静態的な展示事業であるが、思い切ったリニュー
アルが必要と思われる。伝統工芸品の製作は、ものづくりの基本でもあり、地域を特徴づけるソリューションである。地域の活
性化を視野におきながら、業者・市民を巻き込んだ事業展開を期待するが、あまりお金をかけずに市民が伝統工芸に関心を
持ち、活性化できるような施策を検討・研究していただきたい。

整
理
済

　平成１８年度の外部評価の
踏まえ、高架下物産展示場
の改修工事を行い、平成２４
年度より、人員を配置し、従
来の展示機能に加え、販売
機能、観光案内機能を付加
する。
平成２４年度の入場者につい
ては、前年度と比較して大幅
な増加となった。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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316
中小企業資
金融資事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H20 -

〔目的〕
　市内中小企業者の健全な発展及び
近代化を推進し商工業の振興を図
る。
〔手段〕
　市内中小企業者が金融機関から融
資を受ける際、市が市内の金融機関
に対し、保証協会を介した損失補償を
することで円滑な融資を促進するとと
もに、融資利用者に対し利子額の一
部を助成する。

高 高 低 高 Ｂ

　平成１９年１０月以降の責任
共有制度導入に伴い融資制度
の見直しを行ったが、市内中小
企業者・起業家への融資制度
の更なる周知を図るとともに、
現下の経済状況や市内中小企
業者等のニーズを的確に捉
え、より利用しやすい制度とな
るよう見直しを図っていく必要
がある。

検討・
見直し

①②市ホームページや越谷市産
業情報ネットワーク（iiネット）等の
有効利用に努め、市内中小企業
者・起業家への制度融資の更な
る周知や積極的な情報提供を図
るとともに、利用者の利便性・財
源等を考慮し、金融機関・保証協
会との連携を図りながら、制度の
見直しを検討していく。

317
中心市街地
活性化事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H13 -

〔目的〕
　越谷市の中心市街地を「越谷の顔」
として、商業の活性化はもとより少子
高齢社会に対応した都市機能の増進
及び、経済活力の向上を総合的かつ
一体的に推進するため、越谷市商工
会TMOが実施する中心市街地の環境
整備、商業活動の支援、まちづくりノ
ウハウの蓄積、TMOの運営基盤強に
対し支援を実施する。
〔手段〕
　商工会への補助金交付・越谷市中
心市街地活性化推進事業費補助金

高 高 低 高 Ｂ

　中心市街地活性化基本計画
の事業については、スケジュー
ル・実効性・コストを踏まえた検
討が必要。

検討・
見直し

①平成25年3月に策定した中心
市街地活性化基本計画につい
て、特に検討事業については、
関係機関と調整を図る。また各
種事業のスケジュールや事業費
などを検証し、より効果的な認定
時期の設定に努める。
②中心市街地の活性化を図ると
ともに、本事業をモデルケースと
して各地区でも同様のまちづくり
方策が展開できるような取組を
実施する。

318
観光推進事
業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

- -

〔目的〕
　自由時間の増大や余暇活動の多様
化に対応した都市型観光を推進し、
市民生活の潤いを満たすとともに街
の活性化を図る。
〔手段〕
　越谷市観光協会と連携し各種事業
を実施する。　
○各種事業：市民まつり、花火大会、
北越谷桜まつり、藤まつり、さつき大
会、菊花大会、田んぼアート、観光ハ
イキング等

高 高 高 高 Ｂ
　観光協会の組織強化を図り、
観光事業の更なる充実を図る。

検討・
見直し

①既存イベントを見直しするとと
もに、レイクタウンを中心とした新
たな観光創出と、賑わいづくりに
努めていく。
②既存の観光資源の活用と、新
たな観光資源の創出に努め、越
谷市の特徴を生かした都市型観
光を推進する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　市内中小企業者が融資制度を利用して事業資金を調達する場合に、その経費負担低減策として融資に係る利子の一部を
補填する事業であり、昨今の厳しい経済状況の中で、市内中小企業の事業の安定と発展、さらには市内商工業全体の振興を
図るために重要な事業であり、必要性は高い。
　自治体が行う制度融資については、発生件数は少ないものの悪用される事例も見られる中にあって、現地調査を実施してい
る点については、不正利用防止の観点から評価できる。今後も職員の能力向上に努め、低コストで実施できるよう取り組まれ
たい。
　融資実績件数については、年度当初の目標値に対して実績値がその約1/4程度に留まっている状態が数年来続いている。
市内事業所数から見ても利用件数が少ないと言わざるを得ない。昨今の経済状況からすれば企業側の資金需要は高まって
いるはずであり、そのような環境下で利用が増加しないということは、制度融資の制度設計に問題があるのではないか。課題
として認識しているとおり、市内中小企業者等のニーズ把握を実施するとともに、近隣自治体を含め国内の先進事例を参考に
しながら、利便性の高い制度となるように見直しを図ることが必要である。
　制度融資の積極的な周知も必要であるが、企業にとって魅力がある制度でなければ、どんなに周知をしても利用増加は望
めない。金融機関や信用保証協会との連携を強化し、早急な対応策を講じることが急務である。
　なお、制度融資利用企業が返済不能に陥り、信用保証協会が金融機関に対して代位弁済を行った場合、市側では損失補償
金が発生する。こうしたリスクを回避するためには、様々な中小企業支援策の実施によって、中小企業の経営体質を強化して
いくことが必要である。社会情勢や経済情勢を注視し、時代の要請と企業ニーズに応じた支援施策を、柔軟かつ迅速に展開さ
れることに努められたい。

【小口資金利子補給金、中口資金利子補給金、起業家育成資金利子補給金】
　(内部評価：継続）（外部評価：継続）
　昨今の経済情勢等を鑑みれば、制度融資を利用する中小企業者の経費負担を低減する取り組みは必要である。現状、企業
からの申請に基づき利子補給を行っているため、申請の失念によって不利益を被る企業が生じない制度運用に努められた
い。なお、企業側の経費負担低減だけではなく、事務負担の低減も図れる利子補給制度の設計を検討されたい。

検
討
中

　融資実行率を高めるべく、
今後も担当職員の能力向上
を図るとともに、現地調査に
よる事業者の実情把握に努
めていく。
　また、利用実績や近隣自治
体の先進事例等を参考にし、
利用者にとってより利便性の
高い制度となるよう融資条件
等の見直しを検討するととも
に、利子助成限度額の引き
上げ期間の延長についても
経済情勢を注視し検討する。

20 Ｃ

【中心市街地活性化推進事業費補助金】
（内部評価：統合・メニュー化）（外部評価：終期設定）
　当該補助金は恒常化しており、事業の成果が分かりづらい。現状では、3カ年にわたり予算及び実績が変わっていないなど、
マンネリ化がうかがわれる。助成の成果を十分精査し、補助対象事業及び対象経費の助成割合等の検討、また各々の補助
の結果、どのような状況になったのかについて具体的評価が必要と思われる。
　今後は、住民の自主性を強力に支援する方向で事業を運用していくよう見直しをされたい。

整
理
済

　平成２０年度の外部評価で
指摘された補助金の見直し
については、厳正なる指導を
し、現況から１０％を減額し
た。
　また、中心市街地活性化事
業については、住民の自主
性を支援する方向での事業
運用という観点から、若手商
業者を中心に企画された「第
一回日光街道宿場町サミッ
ト」の開催や、商店会のにぎ
わい創出、買物環境の改善
のためのイベント「まるなな
マーケット」を開催し、にぎわ
いの創出に寄与した。

21 Ｂ

　観光資源発掘に加え、観光協会との更なる連携が課題と思われる。散策コースの整備及びボランティアガイド利用等の情報
を広く知らせるためにも、観光協会ホームページの充実を図られたい。更に、越谷市のホームページTOPメニューから、観光協
会のホームページへワンクリックでリンクできるような仕組みもぜひ考慮いただきたい。
【観光協会補助金】（内部評価：減額（縮小）・終期設定）（外部評価：減額（縮小）・終期設定）
　補助金は、イベントの経費にとどまらず、駅前や人の動きの多い場所への（直轄）PRコーナー常設に活用するなど、直接的な
使途を含めた予算面における検討が望まれる。
【越谷市民まつり負担金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　使途の詳細を見直し、より有効な活用方法の検討が望まれる。

整
理
済

　平成２２年度より新規事業
である「田んぼアート事業」を
実施し、成果を上げている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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319

観光資源創
出事業
（葛西用水
ウッドデッキ
事業）

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H23 -

〔目的〕
　水辺空間を生かした新たな観光ス
ポットとして、活気ある地域の賑わい
を創出する。
〔手段〕
　ウッドデッキの延伸工事の実施と、
イベント開催や市民団体等の利用を
促進を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　多種多様なイベントを開催し、
水辺空間を生かした新たな観
光スポットとして有効活用して
いく。

検討・
見直し

①埼玉県の川のまるごと再生プ
ロジェクト補助金を活用し、平成
２５年度から３ヵ年計画でウッド
デッキの延伸工事を実施してい
く。また、ウッドデッキを活用した
各種イベントの開催や、市民団
体等の利用促進に努めていく。
②ウッドデッキの延伸工事の実
施により、周辺遊歩道との回遊
性を高め、魅力ある水辺空間を
創出することにより、地域の賑わ
いと活性化を図っていく。

320 相談事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

S53 -

〔目的〕
　事業者・労働者・市民からの労働問
題に関する相談の解決を図る。また、
家庭外で働くことが困難で内職を希望
する方の就労支援を行う。
〔手段〕
　社会保険労務士による労働相談及
び委嘱相談員による内職相談を実施
する。

高 高 高 高 Ｂ
　内職相談における求人件数
の確保

検討・
見直し

①②労働相談において、理想
は、常時相談を受けられる体制
づくりだが、関係機関を紹介し相
談者に対して１００％の受付はで
きている。内職相談については、
内職希望者に比べ求人数が少な
く、斡旋率が低くいため、求人数
の確保を図る。

321
空き店舗対
策事業

環
境
経
済
部

産
業
支
援
課

H23 -

〔目的〕
　市内商店街の活性化および市内産
業の振興、地域における高齢者等に
よる支え合い仕組みづくりの推進を目
的とする。
〔手段〕
　①市内商店街の空き店舗に新たに
出店する事業者に対して、改装費及
び家賃に要する経費の一部を助成す
る。
　②地域支え合いの仕組み推進事業
を実施する越谷市商工会に対して、
経費の一部を助成する。

低 高 高 高 Ｂ

　補助対象者に対する経営相
談等フォローアップ支援の検討
及び地域支え合いの仕組み推
進事業の周知

検討・
見直し

①②補助対象者の事業が継続
的に展開され、市内商店街の活
性化の一助となるよう経営相談
等ソフト面での支援メニューを検
討する。
また、地域支え合いの仕組み推
進事業については、利用者の拡
大を図るため、さらなる周知に努
める。

322
農政審議会
運営事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

S46 -

〔目的〕
　農業政策における重要事項につい
て、市長の諮問に応じて越谷市農政
審議会を開催し、農政に関する必要
な事項を調査及び審議し、答申を行
う。
〔手段〕
　農用地区域の除外に関して審議し、
答申を行う。
　都市農業推進基本計画、農業経営
基盤の強化の促進に関する基本構想
等の農業政策に関する事項について
審議し、答申を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成２４年度は、農業振興地
域に関する基礎調査及び集団
的いちご観光農園整備構想着
手に向けての説明と年２回（４
月１５日～６月１４日、１０月１５
日～１２月１４日）受け付けてい
る農用地区域からの除外の申
出に関する審議を行った。平成
２５年度は、農業振興地域整備
計画全体見直しと守るべき優
良農地の明確化などに関する
審議を行う。

検討・
見直し

①平成26年度は、全体見直しを
行った農業振興地域整備計画に
基づき、農用地区域からの除外
に関する審議を行っていく。
②守るべき優良農地区域におけ
る土地利用の在り方や農業振興
に必要な施策等について、審議
を行っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｃ

事業概要
本事業は、観光事業の振興を図るため、葛西用水ウッドデッキを延伸し周辺遊歩道や緑道との回遊性を高め、魅力ある水辺
空間を創出すること、また、市民参加型イベントを開催するなど利用促進を図ることを目的とした事業である。
必要性
H23年度にウッドデッキを建設するに至った経緯が不明であり、その建設の必要性について疑問がある。
事業開始に際して、自治会、商工会、農業団体、青年会議所、土地改良組合等により構成される協議会を設立して、事業の在
り方についての検討が行われたが、本来はより広く市民のニーズ、課題等を整理・分析して事業の対象、場所、内容等を判断
すべきである。ただ、既に建設は完了していることから、今後はウッドデッキの効果をいかに発揮させるかという観点から本事
業を見直す必要がある。
また、H25年度にウッドデッキの延伸が予算要求されているが、整備に伴い一部生活環境への影響について指摘する声もある
ことからも、延伸によりどの程度回遊性が高まるか等の事業効果を事前に検証することが必要である。
効率性
本事業の中核であるイベントの開催は観光協会への補助を通じて実施されており、年間で約200万円が支出されている。補助
金に関しては、施設の利活用のためにどのような方法が効果的であるか、既存資源等を活用して如何に無駄のない活動を実
施するか、市と観光協会において協議を重ね、効率的運営に努められたい。
なお、観光協会への補助金については全て支出記録の提出がなされ、市による確認が行われている。ただし、現状、イベント
の開催費負担は市が全額負担に近い水準となっており、必要に応じてこの負担割合も見直す必要がある。
有効性・成果指標
現状では客観的なデータがないためウッドデッキの効果（回遊性の向上等）が発現しているか不明である。
また、比較的新しい施設であるため、市民に対するPRがより必要であると考えるが、現状そのPR活動は十分とはいえない。観
光協会頼みではなく、市民の意向・ニーズを把握し、市民と協働の取組みによる一般利用を増やす取組みが必要である。成果
指標としても「一般利用の件数」などを検討して設定すべきである。
職員人工の内訳・内容（市として実施すべき業務内容）を踏まえて、業務内容の有効性・効率性を測定する指標を設定する必
要がある。例えば、「参加者一人当たりコスト」などの指標が有効だと考えられる。

【観光協会補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　建設されたウッドデッキの有効活用の観点からそのための事業として本補助金の継続は必要だと考える。ただし本補助金の
効果あるいは適切性等については不明。その観点から補助金のあり方については精査が必要。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

21 Ｂ

　労働相談及び内職相談ともに、市民から見て身近な市役所で行われていることにはメリットがあり、今後も継続の必要性は
認められる。
　内職相談については、ハローワークをはじめ市内の他所では行っていないため有用である。なお、求人開拓を行う上では、
その具体策を明確にする必要がある。
　労働相談においては、相談日を週2回程度に増やす検討が必要と考えられる。成果指標として相談受付率を設けているが、
さらに推し進めて、相談者の満足度など質的な成果指標を設定することが望ましい。
　平成17年度以降、相談件数がともに減少傾向にあるのは、相談場所の移転に伴うものと懸念されるが、正確な原因究明が
必要である。

整
理
済

　労働相談において、理想は
常時相談を受けられる体制
づくりだが、関係機関を紹介
し相談者に対して１００％の
受付はできている。内職につ
いては、内職希望者に比べ
求人数が少ないが、内職希
望者が多いのが現状で、景
気に左右されるため、やむを
えない部分がある。

24 Ｂ

　空き店舗対策事業は、市内商店街の活性化および市内産業の振興、地域における高齢者等による支え合い仕組みづくりの
推進を目的として、市内商店街の空き店舗に新たに出店する事業者に対して改装費および家賃を補助し、また実施主体であ
る越谷市商工会に補助金を交付し、事業の推進を支援する事業である。
　まず、「空き店舗対策事業費補助金」について、改装費や家賃の補助といった支援を行っているが、重要なのは「その事業者
が経営を円滑に進め、事業が継続されるか」であり、単に空き店舗を埋めるだけでなく、その事業が継続するためのサポートも
検討していただきたい。例えば、経営に関する専門家やアドバイザーによる経営指導や相談も補助要件として提案したい。ま
た「空き店舗対策事業費補助金」の存在を多くの市民へ周知させるために、広報紙への掲載や自治会への広報など、積極的
な広報活動も必要である。
　次に「「ふらっと」がもう」は、地域での支え合いを支援する施設として、期待される役割は大きいが、個別評価にある「事業の
活動量に見合った十分な成果が出ている」とは言い難い。例えば、利用会員数41人、支え合い活動回数は月平均6時間程度
であり、「こしがやブランド」認定品等の販売額からも、改善の余地がある。平成23年度に開始されたばかりの事業とはいえ、
一層のコスト意識を持ち、事業に取り組む必要がある。将来的には、補助金なしでも、事業単体で運営できるように、多くの市
民に呼びかけていくべきである。
　さらに、成果指標についても、「「ふらっと」がもうの営業日数」は成果ではなく、活動結果である。代わりの成果指標として、例
えば、「来場者数」や「こしがやブランド認定品販売額」を提案したい。
　最後に空き店舗事業が、地域に果たす役割は大きい。そのためにはコスト構造を明確にし、多くの市民に活用してもらい、地
域を活性化させるような取り組みを今後期待したい。

整
理
済

　外部評価の指摘を踏まえ、
成果指標を変更。さらに、事
業広報についてさらなるPR
活動に努め、この事業を引き
続き支援していく。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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323
農業施設維
持管理事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- -

〔目的〕
　①農業生産基盤となる水路等農用
施設の維持管理を行い農業用水の安
定供給を図る。
　②広域的農用施設（古利根堰、末田
須賀堰、水利権等）の適正な管理を
確保する。
〔手段〕
　①用排水路等の修繕、草刈や浚渫
等の委託、ポンプや電気設備の点検
業務
　②維持管理費について関係土地改
良区、関係市町で応分の拠出を行う
（負担金）

高 低 低 高 Ｂ

　農業従事者の高齢化や担い
手不足から、農家団体等での
施設の維持管理が困難となっ
てきており、また農業施設が老
朽化していることから、市への
管理要望が増加傾向にある。
この為、維持管理の手法の見
直しを行うことでコスト縮減に努
め、効率的、有効的に事業を行
う必要がある。

検討・
見直し

①施設の機能維持を図る為、定
期的な管理により効率的且つ効
果的な維持管理を行う。また、新
たな補修方法や管理方法を検討
し、既存施設の長寿命化などに
より、コスト縮減を図る。
②農地・農業用水等の資源は食
料の安定供給だけでなく、ふるさ
との景観を守り、環境保全といっ
た多面的機能を持っていることか
ら、非農業従事者である地域住
民の方々にも十分に理解してい
ただき、地域一体となった農業施
設の保全管理を行う仕組みづくり
を検討する。

324
農業従事・
後継者育成
事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- -

〔目的〕
　農業を支える農業関係団体や担い
手がより一層効果的な活動ができる
よう、農業者相互の情報交換・技術向
上を図るとともに、農業後継者の確
保・育成について支援する。
〔手段〕
　各団体が提案する農産物のPR活動
をはじめとした越谷市の農業振興に
係る活動に対して、事業ごとに精査を
行い、より効果的かつ意欲的な事業
に対して補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　農業団体への補助を、より意
欲的な提案をした団体に優先
的に行うようになったことから、
新規事業など積極的な取組が
行われるようになった。また、農
業団体連合会において、新た
に新規就農者を含めた観光農
園部会が設立され、新たな取
組に期待している。今後は、後
継者の育成・確保や各団体の
構成員の増加が課題と思われ
る。

検討・
見直し

①新たに策定した市独自の特別
認定農業者制度を活用し、水田
で規模拡大する認定農業者を支
援し、後継者育成に努める。
②市独自の特別認定農業者制
度や補助制度を活用し、後継者
育成や新規就農者の確保を行
う。

325

農業・農村
支援ネット
ワークづくり
事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

H20 -

〔目的〕
　市民が農業・農村にふれあい、交流
することにより、農業に対する理解を
深め、市民全体で農業と農村を支え
る仕組みづくりを進める。また、越谷
市の地理的特性や農村の持つ多面
的機能を活かしたまちづくりを進め
る。
〔手段〕
　地区コミュニティ推進協議会が実施
する農業関係事業を農業者、農業関
係団体、地域の各種団体が参加し、
活動を行なう。その事業に対して補助
金を交付し、助成する。

高 高 高 高 Ａ

　平成23年度から事業を開始し
た荻島地区も、2年目を終え、
地域の農業を支援しようとする
機運が高まっている。最終年度
以降も自主的な活動を継続で
きるよう支援していく。平成26年
度からの新方・増林地区での
事業開始に向けて、検討・調整
を進めていく必要がある。

現状
維持

①農業者と地域住民との交流を
通じて、地域農業に対する理解
を深めていくため、地区コミュニ
ティ推進協議会の農業関係の活
動と連携しながら事業を推進して
いく。
②農用地区域のある地域に、農
業・農村支援ネットワークづくり事
業を定着させるため、地区との連
携を深める。

326
高収益農業
推進事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

H22 -

〔目的〕
　首都近郊という地理的優位性を活
かし、高収益が見込める都市農業の
展開を支援する。
〔手段〕
　観光農園マップの作成による観光農
園・体験農園の支援
　全国都市農業振興協議会への参加
による情報共有
　集団的いちご観光農園整備構想策
定と一部先行整備計画の策定

高 高 高 高 Ａ

　いちご観光農園は安定的な
高収入が見込めるため、首都
近郊という地理的優位性を活
かした都市農業の展開におい
て、今後も発展が期待できる。
集団的いちご観光農園整備構
想策定が策定され、一部先行
整備の方向性も決まったため、
平成27年1月のオープンに向
け、管理・運営手法等の検討が
必要になる。

現状
維持

①平成25年度に整備するハウス
利用予定者とその者が組織する
団体とともに平成27年1月のオー
プンに向けた管理・運営手法等
の検討を進め、観光農園ＰＲや
販売戦略を検討する。また、付帯
設備である育苗施設の整備を行
う。
②短期的整備を評価したうえで、
中長期的整備（ハウスの増設、
直売所・加工施設等の整備）に
向けて、資金確保の検討や整備
手法等について、民間力を活用
し、関係団体と連携し取り組んで
いく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　農業用水安定供給の目的において、施設維持管理は重要である。ただし、現行の委託料がコストとして妥当であるか検証の
必要がある。
　また、修繕費の執行については、管理台帳を参照して修繕計画を立てる等、今後もこまめな管理を継続していただきたい。
　受益者負担については、地域内の住居地進出もあり、複雑な状況となっていることを考慮し、導入の是非について再検討の
余地があると思われる。

検
討
中

　農業用水の安定供給のた
め、施設の維持管理は必要
不可欠であるが、効率的な
手法を探り、さらなるコスト縮
減を検討する。

19 Ｂ

　農業関係団体育成支援のためいくつかの補助金が支出されているが、支援の一貫性確保のため農政課が事務を取り扱っ
ている。
　中には、収入が補助金主体の団体もあり、運営や事業展開に当たり、補助金に依存しがちにならないよう将来、自立に向け
た取り組みや実施した事業の成果の把握もお願いしたい。
【越谷市農業団体連合会補助金】
　会員相互の連携を取りながら、関係団体とも協議し、地産地消を推進するなど、そ菜、花卉、稲作、畜産の各部会の活動は
見るべきものがある。行政として農業関係団体の育成支援を通し、後継者育成に積極的な働きかけを行ってほしい。
【農業後継者等育成費補助金】
　越谷市グリーンクラブと越谷市農協女性部への補助金であるが、両者とも農協との係わりが強く、JA越谷市からの補助金も
受けている。事業活動も見るべきものがあり、越谷市の農業発展や地産地消活動にも寄与しており、地域農業の担い手であ
る後継者育成のためにも、行政の支援は必要と思われる。
【２１世紀・越谷塾補助金】
　２１世紀越谷塾は、農業関係団体の代表者で構成されているが、そのメリットが充分生かされていると思えない。
取り組んでいる事業も２１世紀越谷塾が取り組むべき事業とは思えず、「越谷市農業農村活性化推進機構の設置及び運営に
関する要領」の目的に示されている「農業農村の活性化」に寄与する事業の実施を再考していただきたい。

整
理
済

　農業者の自主的な活動を
促進し、より効果的に農業団
体への支援が行えるよう組
織の再編を実施。21世紀・越
谷塾を越谷市農業担い手育
成総合支援協議会に統合し
た。

22 Ｂ

　市民が農業・農家と交流することにより、農業に対する理解を深め、市民全体で農業と農村を支える仕組みづくりを進め、農
地を保全し、越谷市の地理的特性や農村の持つ多面的機能を活かしたまちづくりを進める事業である。
　越谷市農業振興関係団体補助金等交付要綱に基づき、農業者、農業関係団体、地域の各種団体が参加して地区コミュニ
ティ推進協議会が実施する農業関係事業に対して助成金を交付する。

【農業・農村支援ネットワークづくり助成金】（内部評価：継続）（外部評価：終期設定）
　本助成金については、現代の農業・農家・農地を守っていく上で事業の必要性が認められるが、市民と農業・農家との交流
事業は地元観光協会やＪＡでも実施しており、また、自治会、NPO等地域団体、市民活動団体との協働事業として地域活動推
進担当部署でも支援可能なため、地域活動推進担当との連携を一層強化して、助成金の効果を高めるよう取り組まれたい。
　助成金の一地区当たりの交付期限は3年間と決まっているが、助成金の趣旨は、あくまで「農業・農村支援ネットワーク構築
のきっかけづくり」である。このため、モデル地区において地域住民が農業と農村を支える仕組みを構築している中で、当初予
定どおり平成26年度を本助成金交付の終期として設定し、本事業を終了されたい。また、今年度で助成金の交付が終了する
出羽地区・大相模地区においては、投入した助成金に見合う成果が出ているか早急に検討し、それを好事例として全市に広
報するとともに、その取組みを他地区に拡大できるよう担当課として努力されたい。
　助成金の交付が終わった後のことを考えれば、単純に助成金を交付するだけではなく、事業の成果を検証し、最も成果の上
がった取り組みに対して表彰する等、活動継続に向けたモチベーションを喚起してその取り組みを全市に広げるような方法も
検討されたい。

整
理
済

　持続的に農業が行われる
環境づくりを維持・継続してい
くため、市民が地域の農業を
理解し、農業を支える仕組み
作りのきっかけとして、地域
住民と農業者との交流により
行われる農業用用排水路の
清掃や農地を活用する取組
を支援した。
　事業が終了した地区の活
動を支援していく。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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終
期
年
度
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部
名
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課
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事
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  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

327
農産物生産
奨励事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

S38 -

〔目的〕
　高品質な農産物の生産を目指し、地
場野菜産地育成などの各種奨励事業
による支援を行う。
〔手段〕
　農業近代化資金・農業経営基盤強
化資金融資に対する利子補給及び地
場野菜等産地育成事業に対する補
助、特産物生産奨励助成金の交付、
農業者戸別所得補償制度推進事業
（経営所得安定対策推進事業）を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　高齢化や後継者不足により、
当該制度の活用状況は減少傾
向にある。しかし、農業経営基
盤強化促進法の改正により、
農地利用集積円滑化事業が創
設され、第2次越谷市都市農業
推進基本計画に位置づけた、
農地の利用集積による農作業
の効率化、農業経営の安定化
を目指し、意欲ある担い手への
農地の利用集積を積極的に進
め、制度資金の活用を促す。

検討・
見直し

①農業委員会、越谷市農業協同
組合等の関係団体との連携を強
め、認定農業者を中心として意
欲ある担い手への農地の利用集
積を積極的に進める。その中で、
農地の利用集積を進める農業者
に対して制度資金活用を促し、
支援を行なっていく。
②農地利用集積円滑化団体が
設立されたため、今後更に農業
委員会や越谷市農業協同組合と
連携し、農地利用集積円滑化事
業を行う。

328
農地利用集
積事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

S62 -

〔目的〕
　農地の有効活用、農作業の効率化
のため、集団性のある優良農地を整
備し、継続的に営農活動を行える担
い手への利用集積を進める。
〔手段〕
　平成２４、２５年度をかけて、埼玉県
農林公社の土地改良事業により整備
された旧大吉花園事業地を、平成２６
年度から安定的かつ効率的な農業経
営を行う担い手に集積し、優良農地の
保全・友好活用と大規模な農業経営
体の育成を図る。また、地域農業振興
協議会・JA越谷市への助成を行う。

高 高 高 高 Ａ

　平成２４年度に、越谷市農業
協同組合が農地の貸借を仲介
する農地利用集積円滑化団体
となった。越谷市農業協同組合
による農地利用集積円滑化事
業を積極的に活用していく必要
がある。この事業を活用し、大
吉地区の土地改良事業が平成
２５年度に完了するため、平成
２６年度からの耕作のため、効
率的かつ安定的な農業経営を
行う担い手への農地の集積の
手続きを促す。

現状
維持

①大吉地区では、平成２４、２５
年度で整備した約９．１５ｈａの農
地について、ＪＡ越谷市の農地利
用集積円滑化団体による農地利
用集積円滑化事業を実施し、担
い手による耕作を開始する。
増林地区では、市の農地利用集
積円滑化団体が約1.9ｈａを貸借
し、集団的いちご農園を整備後、
いちご栽培農業経営者への貸付
を行う。
②さらなる農地の集積に向け、船
渡地区における地権者間の協議
を支援する。

329
農業体験支
援事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

H4 -

〔目的〕
　都市化の進展により自然や身近な
緑地が減少し、市民が直接土に親し
む機会が少なくなっていることから、
農作物の栽培を通して自然に触れ合
うとともに、農業に対する理解を深め
る。
〔手段〕土地所有者から農地を借り受
け農園利用者を募集し貸し付ける市
民農園貸付事業を実施する。貸付期
間１年間、但し、最長５年間利用更新
可能。1区画は20～40㎡で、利用料を
徴収（市街化区域5,000円/年、市街
化調整区域2,000円/年）

高 高 高 高 Ｂ

　利用率は100％を維持してお
り、新規利用申し込み数は常に
定員を上回るなど、需要の高い
事業である。一方、市の開設し
ている市民農園用地の約8割
は市街化区域内にあり、市民
が農業に親しみやすいという点
では効果的であるが、越谷市
が目指す農業振興地域の農用
地の保全や有効活用、農業経
営者の育成、都市農業の展開
等には結びついていない。

検討・
見直し

①第2次越谷市都市農業推進基
本計画に基づき、平成23年度よ
り、事業を「農業体験支援事業」
と改めた。レクリエーションの域を
超え、利用者が農業への理解を
深め、市民が農業を支える仕組
みづくりに繋がるよう、また、農業
経営の安定化に繋がるよう市民
農園整備の方向性を検討してい
く。
②農業経営の安定化、守るべき
農地の保全や有効活用、農業後
継者の育成に繋がるよう、農業
者や農業生産法人による体験農
園の開放・拡充を支援していく。
今後の市民農園のあり方を検討
し、越谷市市民農園整備計画を
策定する。

330
農業技術研
究事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

H10 -

〔目的〕
　農業者に対し、都市化と調和した安
定的で効率的な農業経営を支援す
る。
〔手段〕
　農業技術センターにおける養液栽培
の実証試験、バイオテクノロジーによ
る優良苗の作出、土壌・堆肥・養液の
分析等の各種試験研究により、蓄積
された技術や情報を農業者に提供す
ると共に、栽培や土作りの指導を行
う。また、農業者を対象とした講習会
等の開催や農業者と消費者の交流を
図るべく体験学習の開催、施設見学
の実習を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成22年度から新規事業とし
て実施した「都市型農業経営者
育成支援事業」により、養液栽
培業務の一部を民間委託し
た。施設機能を十分活用しなが
ら事業進捗を図ると共に、従来
の継続事業との連携を進めて
いるが、新たな課題として、従
来業務の関係団体との協力・
連携による委託化についてさら
なる検討が必要となっている。

検討・
見直し

①平成22年度から実施した「都
市型農業経営者育成支援事業」
は、24年7月から第二期生を受け
入れており、引き続き従来業務
の外部委託化の検討と併せ当該
事業の円滑な推進のため、施設
のメンテナンス等を継続する。
②試験栽培や土壌等の各種分
析の委託化を検討し、従来事業
の円滑な推進を図り、都市型農
業経営者育成支援事業の第二
期生の施設園芸（観光農園等）
への就農に向けた研修内容の充
実と支援を強化し、都市型農業
の推進拠点としての機能を発揮
できるようにする。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ

　農業世帯の高齢化により、大規模な融資案件は減少する傾向にある。事業の実態として、職員が農業現場や、研究会等へ
立会い農業指導を行っている。これを事業として明記する必要がある。農業団体連合会や農業協同組合等との連携を通じて
農業者のニーズを把握し、都市型農業としての経営改革支援への転換を検討することを望む。活動結果指標については、目
標を明確に定め計画的に事業推進していただきたい。

整
理
済

　農業環境の変化に対応す
るため、新品種の栽培や新
たな栽培方法について、埼玉
県春日部農林振興センターと
連携し、地場農産物の拡大・
拡充に努める。
　農業経営の近代化や効率
化を図るため、農業機械の
購入や施設整備の拡充に必
要な借入金に対する利子補
給を行い、意欲的に取り組む
農業者を支援する。

21 Ｂ
　過去の経緯から見ても、保水管理の継続性は認められる。また、景観、遊水機能の確保等の目的も理解できるものである。
　今後は、当該区域の地権者の相続等による世代交代を見越し、市民と事業継続に関する意見交換を重ね、将来に向けての
対策案を検討すべきである

整
理
済

　地権者との使用貸借期間
が終了する平成23年度で花
園事業を終了する。
　また、耕作可能な農地とし
て復元すべく、圃場・水路の
整備を平成24年度から行う。
整備終了後、「農地利用集積
円滑化事業」により、集団化
された農地を一括して継続的
に営農可能な担い手に貸し
出し、農地の保全と有効活用
を図る。

17 Ｂ
　農地の遊休化が進む他方で、家庭菜園を望む住民が増加することも予見される。遊休農地の所有者と家庭菜園の希望者と
の出会い場をつくるなど、潜在的な借り受け農園利用者の発掘と、遊休農地の積極的活用をさらに進めることを願う。

整
理
済

　農業者や農業法人により展
開される市民農園や体験農
園は、市民の農業への理解
の促進や優良農地の保全に
役立ち、農業者の農業経営
の安定化にも繋がる。このよ
うな農業者等による市民農
園都市の市民農園の在り方
や役割を整理し、本市の農
業振興や地域振興に寄与す
る市民農園の開業・拡大を支
援していく。

18 Ｃ

　越谷市の農業産業維持発展のためには、重要な事業である。事業の実施に、正規職員が７名配置されており、５～７年で人
事ローテーションしている。事業内容が高度に専門的である中で、職員が入れ替わることは、事業運営上非効率な面もある。
市としての企画的業務を正規職員に残し、専門的研究業務は、農業団体連合会や農業協同組合とも協力し委託化または、大
学等と共同研究するなどの検討を求める。

整
理
済

　都市型農業経営者育成支
援事業のJA越谷市への外部
委託化により、正規職員数が
減員した。今後もさらなる従
来業務見直しを行うほか、施
設のメンテナンス及び各種機
器の耐用年数を経過したも
のの計画的な更新により、円
滑な事業進捗を図る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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名
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⑶
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⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

331
かんがい排
水整備事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- -

〔目的〕
　農業生産の基礎となる水利条件を
整備し、水利用の安定と合理化を図
る。
〔手段〕
　農業用用排水施設（用排水機場、用
排水路、樋門樋管、堰等）の新設や再
編整理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　事業の有効性を検証し、整備
手法の見直しをすることでコス
ト縮減を図り、計画的、効果的
な事業の取組が必要である。

検討・
見直し

①既存施設の有効活用等、整備
手法の見直しを行い、コスト縮減
に取り組む。
②農業生産基盤整備基本計画
の策定に向け、整備・改修箇所
の調査により、事業の必要性や
効果を十分に検証し、優先順位
を見極め事業に取り組む。

332
土地改良事
業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- -

〔目的〕
　生産性の向上および地域環境の改
善を図るため、県や土地改良区などと
連携を取りながら、土地改良事業の
推進と効率的な運営を行う。
〔手段〕
　土地改良事業の適切かつ効率的な
運営や農業施設の管理運営及び用
水確保に関する費用負担などの負担
金の拠出、土地改良事業を行う団体
に対する事業費の補助を行う。

高 高 低 高 Ｂ

　協議会等を通じて情報を得る
ことで施設の様々な管理手法
等を検討し、経費の削減に努
める必要がある。

検討・
見直し

①広域・複数の土地改良区や県
他市と連携し、意見交換を行い、
農業排水の確保や有効利用、施
設の管理方法について協議を行
う。　
②同上

333
農林漁業資
金融資補助
事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- H26

〔目的〕
　農業生産力の維持増進及び食料の
安定供給を確保するため、農林漁業
資金融資事業により農業基盤整備や
生活環境整備を行った農業者へ、そ
の償還に対する補助を行う。
〔手段〕
　償還金の補助

高 高 低 低 Ａ 　計画的に償還されている。
現状
維持

①平成26年度償還金額
463,314円
②最終償還は平成26年度
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　農業用用排水施設の新設･再編など、農業生産の基礎となる水利条件を整備し、水利用の安定と合理化を図る事業である。
　農業用用排水施設は、農業生産を行う上で欠かすことの出来ないインフラであるとともに、近年多発する｢ゲリラ豪雨｣などに
対する浸水対策においても重要な施設である
　特に農業については、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加への是非が検討される中にあって、その結論如何に関わら
ず、安全･安心な農産物の供給や高い労働生産性などを具備した、強い農業生産体制を構築することが求められており、それ
らを支える事業の一部として、必要性も認められる。
　しかしながら、国･地方共に厳しい財政状況の下、新たな設備の整備や、老朽化した設備の改修などに要する経費を継続的
に確保していくことが難しくなっており、より一層の効率的な事業推進が求められる。
　そのためには、今後の農地のあり方について早期に計画を策定し、守るべき水田を明確化することが必要である。その上
で、新規整備計画や既存設備の改修計画を策定し、計画に基づく事業実施の優先付け、計画の進捗状況管理などを徹底して
行う事が重要である。
　また、施設の維持管理については、アセットマネジメントの考え方を導入し、ライフサイクルコストの低減を図ると共に、改修
や更新計画が将来にわたって引き継がれるよう工夫されたい。
　なお、事務事業評価表の｢減価償却費｣の欄に金額の記載がなされていない。減価償却費について適正に把握されているか
再度検証を行い、不備等があるならば、早急に改善されたい。
　成果指標については、事業の進捗状況とともに、整備による農業生産向上の観点や、農業生産者の満足度の観点から指標
を立て、農業生産者を含む市民全体に対して、本事業の成果をPRしていくことを提案したい。
　今年度よりスタートした｢第2次越谷市都市農業推進基本計画｣の実施については、これまでの取り組みを改めて総括した上
で推進し、より実効性のある計画となるよう、努められたい。

検
討
中

　市内の農業用施設は全般
的に老朽化しており、今後は
さらに維持管理や更新に係
る費用の増大が見込まれて
いる。この為、施設の点検・
調査による機能診断を行い、
現状を把握し、施設の更新と
併せて補修・補強などによる
延命措置を検討し、効果的な
手法による整備を行う。ま
た、農地の利用状況や将来
的な営農形態を分析し、用排
水路の整備計画の見直しも
含めて、計画的な補修や整
備に努める。

22 Ｂ

　生産性の向上と地域環境の改善を図るため、土地改良事業に要する経費に対し、土地改良事業を行う団体に、土地改良事
業補助規定により予算の範囲内で補助金を交付する事業である。
　事業の目的自体は有意義なものであり、必要な事業といえるが、農業を取り巻く社会環境の変化を考慮し、補助が適切な額
であるか、随時チェックをされたい。また、昭和31年4月26日の土地改良事業補助規程施行開始以来多年が経過しており、土
地改良事業の適切かつ効果的な運営に本制度が果たしている役割について、一旦総括されたい。その上で、今後の土地改
良事業の負担のあり方を含めて抜本的に検討されたい。
　補助対象者が農業関係団体に限られるため、補助金がどのように使われ、いかに役立っているのかを農業者でない市民に
も説明できるよう客観化する取り組みが必要である。
  以下「環境経済部事業概要書」の４．事業内容より、当該補助金の問題点を列挙する。
・土地改良団体連合会については、補助金により市の農業に対しどのような利益があるのか具体的な記述が無い。
・春日部土地改良推進協議会については、補助金を活用してどのような事業を実施するのか具体的な記述が無い。
・古利根堰連絡協議会については、古利根堰の円滑な管理運営ためにどのように補助金が使われているのか記述が無い。
・南部葛西用水三市連絡協議会については、葛西用水路の管理方法の調整に関する事項を協議するためどのように補助金
が使われるのか記述が無い。
・見沼代用水協力協議会については、見沼代用水路の清浄化と維持管理のためにどのように補助金が使われるのか記述が
無い。
・末田大用水改修促進協議会については、水路改修工事が20年度に完了したとのことだが、事業量や事業費と、工事に対す
る振り返りの記述が見当たらない。
・県土地改良県営部会については、どのように県に協力しているのか具体的な記述が無い。

【小土地改良事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　小土地改良事業費補助金は、昭和31年4月26日に制度化されてから多年にわたり土地改良関連団体に補助されてきたもの
で、補助金額が非常に少額であるために、補助事業の申請・報告等の諸手続きにかかる人件費等の方がかえって高くついて
しまうのではないかと思われるメニューも散見される。しかし、負担金として近隣自治体と同様に拠出している補助金であり、当
面継続せざるを得ない状況である。そうであるとしても、補助金申請書、事業実施報告書、支出の証憑類、補助団体の運営状
況などを厳しくチェックし、当該補助金が本市の土地改良事業、農業の生産性向上にどのように貢献しているか等について総
括、整理し、市民に分かりやすく説明していただきたい。

検
討
中

　農業施設の維持・運用につ
いては、広域的な取組が必
要であり、また農業や農業用
水が農産物の生産の場のみ
ならず、生き物や環境、文化
や教育を育む等の多面的機
能があることを幅広く市民に
伝える為、協議会等を通じて
農業水利施設の維持管理の
重要性についての理解向上
に努める。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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335
農業環境衛
生改善事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- -

〔目的〕
　病害虫防除及び農業経営の改善を
図るため、防除を実施する農家団体
や農業共済組合が行う農作物損害防
止事業活動に要する経費を支援し、
農業生産力の向上や農業経営の安
定化を図る。また、市内の園芸用廃ビ
ニール（ポリエチレン・塩化ビニール）
を収集し、適正に処理する。
〔手段〕
　病害虫防除を実施する農家団体へ
の補助金交付、また、越谷市園芸用
廃ビニール収集処理運営協議会や埼
玉東部農業共済組合に対して負担金
の助成を行い、農業環境衛生改善等
に繋がる活動を支援する。

高 低 高 高 Ｂ

　都市部で農業を行う農業者に
対しては、環境や衛生面に関し
て、地域住民への配慮の必要
性を理解してもらう必要があ
る。また、同時にこのような都
市部における農業について、近
隣住民にも理解してもらう必要
がある。このような取組により、
市内外における越谷産農産物
の価値向上へと繋げていくこと
が重要であり、行政が支援を
行っていく必要がある。

検討・
見直し

①②引き続き、病害虫防除や廃
ビニール等の適正処理の周知徹
底を図り、都市部と農村部が共
存していけるよう支援を行ってい
く。

地産地消推
進事業

334

農
業
振
興
課

環
境
経
済
部

H21

①飲食店や商工業者を対象に実
施した地場農産物の展示相談会
の取り組みの効果を確認し、事
業を継続して行い、地産地消の
推進を図る。学校給食米の使用
量と使用回数の増加に努める。
②地場農産物のさらなる消費拡
大に向け、農業・商業・工業の連
携促進の方策を検討していく。学
校給食米の週4日、11ヶ月間の
使用を目標に、集荷体制の確立
に努めていく。

検討・
見直し

〔目的〕
　農産物価格の低迷や農業者の高齢
化や農業従事者の減少、それに伴う
耕作放棄地の増加が懸念されるな
ど、農業を取り巻く環境が厳しい状況
にある中、都市近郊に位置し、周囲に
大勢の消費者を抱えている本市の地
理的優位性を活かしながら地産池消
の推進を図る。
〔手段〕
　地場農産物の販売拡大を図り、地
産池消を推進するため、農商工連携
事業として地場農産物の展示商談会
を開催する。また、学校給食米生産奨
励事業により越谷産米の導入を促進
する。

-

　さらなる成果の向上のために
は、ＪＡ越谷市との連携をさらに
深め、事業に取り組んでいく必
要がある。
　農業者と商業者・工業者との
連携の方策、地産地消の推進
拠点であるグリーン・マルシェ
の活用策を検討していく必要が
ある。

Ｂ高高高高
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　農商工連携事業による地場農産物の展示商談会の開催や、学校給食米生産奨励事業により越谷産米の普及を促進するこ
とで、地産地消の推進を図る事業である。農産物価格の低迷や農業従事者の高齢化、減少、それに伴う耕作放棄地の増加が
懸念される等、農業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、本事業の必要性は認められる。
　第2次越谷市都市農業推進基本計画によると、これまで市内で生産された農産物は、市場へ出荷されるのが一般的であった
が、平成20年度に市内初の本格的な農産物直売所「グリーン・マルシェ」が開設されて以降、農産物直売所に出荷する農家数
は増加するとともに、新鮮で生産者の顔が見える安心感から地場農産物の消費が拡大している。
　平成23年度には市内飲食事業者を対象にアンケート・ヒアリング調査を新たに実施し、これをもとに、地場農産物のニーズを
把握し、農産物の展示相談会を開催したところ、17店舗の新規需要を創出している。地産地消を推進する本格的な取り組み
は始まったばかりであり、引き続き事業の発展を推進していただきたい。
　地元農産物を積極的に取り扱おうとする取り組みは、空き店舗活用事業、学校給食等、他課が実施する事業にも広がってい
る。今後も多様な事業と連携して地場農産物の消費の拡大を推進されたい。また、全国各地で本格化している6次産業化は、
地域の農業者の収入増加等産業振興や地元産品のブランド化に効果があるため、推進上の諸条件を整備していくことによっ
て推進されたい。
　飲食事業者および市民の利便性向上の観点から、農産物直売所だけでなく、越谷産野菜等を加工・販売・提供するスーパー
等の小売店やレストランについても実態把握に努め、地産地消マップのような「見える化」についても検討されたい。
　アンケート結果から得られた課題（安定供給、物流・配達、農産物の競争力、情報入手等）については、基本計画で定める関
連支援策を活用しながら、優先順位をつけて早期の課題解決に努められたい。
　アンケート・ヒアリング調査や展示商談会に限らず、インターネットも活用しながら、市内の飲食事業者と農業事業者が定期
的・日常的に情報・意見交換できる機会の創出を検討されたい。
　活動指標の「地場農産物に関するアンケート調査回答数」、「地産地消推進フェア参加者数」は、平成23年度のみ実施するも
のであり、他年度と比較できないことから、指標として適切とはいえない。代替案として成果指標「農産物直売所の売上高」に
影響を与える「農産物直売所へ出荷する農業者数」を活動指標とすることを提案したい。
　学校給食米生産奨励事業では、学校給食の食材として地元米「彩のかがやき」を提供し計画的な集荷体制を築くことで、地
産地消と食育を推進している。学校給食における越谷産米の使用状況が平成19年度39%だったが、平成22年度には58%に増
加している。生産者への助成金が越谷産米の増加に寄与しているとみられるが、継続して助成を実施することは財政的負担
が大きいことから、給食に利用される地元産米の目標値を定め、目標達成や集荷体制が築かれたところで助成を廃止するな
ど、事業の終期設定を提案したい。
　さらに、JAを経由せず「彩のかがやき」を生産する農業事業者についても、その実態把握に努めるとともに、学校給食への参
加を奨励されたい。
　成果指標には例えば「学校給食米における越谷産米の割合」を提案したい。

【学校給食米生産奨励事業助成金】
（内部評価：継続）（外部評価：終期設定）
　本助成金は、地元産米を学校給食の食材として提供することで、計画的な集荷体制を築き、地産地消や食育の推進を図る
ことを目的としている。
　助成金制度を開始した平成19年度、学校給食における越谷産米の割合は39%だったが、平成22年度には58%に達している。
農業者の生産意欲の向上や、販路の拡大に助成金の効果があったことが窺える。平成25年度にはさらに補助金額の増加を
予定しており、事業の一層の推進が予定されている。
　しかし、長年にわたり助成を継続していくことは財政的負担が大きいことから、給食に利用される地元産米の目標値を定め、
目標達成や集荷体制が築かれたところで助成を廃止するなど、事業の終期を定めるよう検討されたい。

20 Ｂ

　平成20年度より取り組まれている農政課の地区担当者制は、評価に値する。地区担当者と各地域の農業組織団体との情報
連携を一層強化し、市の農業の実態を把握し今後の農業施策のあり方を検討するとともに、市民にも農業の重要性をご理解
いただくための取組を進められることを望む。
【園芸用廃ビニール収集処理運営協議会負担金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　地区担当者と組織団体との情報連携によって、廃ビニールの不法処理ゼロ化を進める努力が必要である。
【病害虫防除事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　地区担当者による各農家の実態把握と事業内容のさらなる広報を推進し、病害虫防除に参加する農家の組織率向上が必
要である。
【埼玉東部農業共済組合補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　農業育成上必要な制度であり、継続とする。

整
理
済

　安全・安心な農作物を提供
できる農業、環境に配慮した
農業を推進するため、農業関
係機関・団体等と連携し、園
芸用廃ビニールの再利用、
農業災害や病害虫などによ
る農作物への損害防止等の
取り組みに対する継続した支
援を行う。

24

　越谷市商工会と連携し、地
場農産物を活用している事
業者との交流機会を創出し、
農商工連携事業を発展させ
ていく。
　ＪＡ越谷市への学校給食米
の集荷が着実に増えており、
学校給食への使用量と使用
回数も増加している。終期設
定として、学校給食へ週4
日、11ヶ月間の使用量を目
標に、集荷体制の確立に努
めていく。

整
理
済

Ｂ
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

336
農道整備事
業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

- -

〔目的〕
　生産性の高い農業を促進する。
　地域の生活環境を改善する。
〔手段〕
　農道の整備を行う。

高 低 低 高 Ｂ

　一般的な道路整備と区別し、
整備手法等を見直すことでコス
ト縮減を図り、効率的に事業を
進める必要がある。

検討・
見直し

①整備手法の見直しなど、費用
対効果を検証し、整備を行う。
②農業生産基盤整備基本計画
の策定に向け、農道の利活用状
況を把握し、優先順位を見極め
計画的かつ効果的な整備を進め
る。

337
都市型農業
経営者育成
支援事業

環
境
経
済
部

農
業
振
興
課

H22 H26

〔目的〕
　本市の農業で緊急課題となっている
後継者や担い手を育成するため、施
設園芸（観光農園等）経営に必要な栽
培技術や農業経営手法等の実習・訓
練等を実施し、就農に導く。
〔手段〕
　事業を着実に実施するため、業務を
ＪＡ越谷市に委託する中で、関係機関
との連携を強化する。

高 高 高 高 Ａ

　「都市型農業経営者育成支援
事業」の実施により、第一期生
3名を観光農園等での新たな就
農者の誕生に導くことができ
た。24年7月から第二期生4名
を新たに受け入れており、引き
続き関係機関との連携・協力に
より必要な支援を行う。また、
研修カリキュラムの充実を図る
ほか、実現性の高い就農計画
に基づき新規就農者の誕生を
目指し、農業振興にとどまら
ず、他産業への働きかけを継
続する。

現状
維持

①24年度には「都市型農業経営
者育成支援事業」の第一期生が
施設園芸（観光農園等）での新た
な就農者として誕生した。第二期
生についても、研修終了後の就
農の実現に向けて関係機関等と
の連携・協力を図りながら引き続
き支援していく。
②当該事業の進捗を踏まえ、（仮
称）集団的いちご観光農園基本
構想に基づく集団的いちご観光
農園を整備し、市内の農業経営
者の施設園芸（観光農園等）へ
の経営転換を促すほか、農商工
連携をさらに強化・推進していく。

338
道水路境界
管理事業

建
設
部

道
路
総
務
課

- -

〔目的〕
　市が管理する道水路と境界が確定
していない地域については速やかに
境界線を確定していく。また、座標に
よる境界線が、確定している地域つい
ては、基準点の維持管理を行い、境
界点等の座標管理の充実を図る。さ
らに、道路内に存在する民有地の取
得を行う。
〔手段〕
　国・県等の補助事業による官民境界
線調査を行い、座標による境界線管
理区域の拡大を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　公共座標管理区域と未完了
区域で境界確定手法の違いに
より、境界確定の際の費用負
担に差が生じている。

検討・
見直し

①②地籍事業の進捗を図る。

339
交通安全施
設整備事業

建
設
部

道
路
総
務
課

S37 -

〔目的〕
　歩行者や自転車利用者等の安全確
保を図るとともに交通事故を未然に防
止する。
〔手段〕
　暗い交差点や見通しの悪い道路に
道路照明灯や道路反射鏡を設置す
る。

高 高 高 高 Ａ
　歩行者や自転車利用者の安
全を確保し、交通事故を未然に
防止するために必要である。

現状
維持

①電気使用料について、契約状
況等を精査、省エネタイプのラン
プへの転換等さらなる抑制を図
る。
②道路照明灯管理システムの活
用により、道路照明灯の適正な
配置を行い、道路交通の安全性
の向上を図るとともに、省エネ型
のランプへ転換することで二酸化
炭素の排出量を削減するなど、
地球環境の保全に努める。
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25 Ｂ

事業概要
本事業は、農作業機械の移動や農産物の運搬の効率を高めるとともに、生活道路として地域環境の利便性の向上を図るた
め、農道を整備するものである。
必要性
越谷市はかつて市の7割が農村であったが、現在は1/4に減少する等、農業が衰退している状況であるが、古くからの小規模
農家が多く、他方で近年の農業機械の大型化、農地の集積等が進む中、一部の農地において、通行が困難な農道が存在し
ている。そのような状況において、農道整備の必要性は農業を継続する前提であれば認められるものの、市としての農業のあ
り方がどうあるべきかという基本に立ち返って、農道整備の必要性を検討すべきである。
効率性
本事業では、農道整備に必要な用地取得や地元理解を確認した上での要望書を前提に、事業の予算化、実施を前提としてお
り、事業運営の障害が地元で解消された箇所のみを対象にしていることから、効率的な事業運営が行われていると判断でき
る。他方で、道路整備には、資材、技法の双方の点から技術革新が日々進んでおり、効率的な農道整備の施行は継続的に求
められる課題であると考えられる。
有効性・成果指標
拡幅を伴わない整備や整備済道路の修繕も本事業には含まれるが、整備済延長の数値としてはカウントされないため、「整備
済延長の割合」は本事業の成果指標としては適切ではない。
要望のあった市民から事業後の状況について個別にヒアリング等は実施しているものの、農道整備が適切であったかどうか、
検証がなされてない。今後、事業の成果をモニタリングするための仕組みを構築していく必要がある。
活動指標
現状、「工事箇所数」が指標になっているが、活動指標としては、「予定期間内に終了した工事数」がより適切である。
その他
市民からの要望に基づいて実施する部分と、行政として認識する課題・計画に基づく部分の両方があり、それぞれ活動や成果
指標が異なるはずなので、再整理が必要である。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

23 Ｂ

　後継者や担い手の確保や育成、小規模農家の経営安定化を図るために、高い収益性が期待できる施設園芸の経営に必要
な技術や知識の研修等を行い、経営転換を促すとともに新規就農者を創出する事業として、5年間のモデル事業として、平成
22年度よりスタートした事業である。
　本事業は、施設園芸の経営に必要となる農業生産技術や経営ノウハウなどについて、2年間の研修･実習を通じて身につけ
る事業であり、JA越谷市への委託により行われている。農業分野における後継者や担い手の確保及び育成は、全国的な課題
となっていることから、その成果が大いに期待されている。
　したがって、事業の推進に当たっては、市としての将来的なビジョンを明らかにした上で、目的を達成するための効率的な事
業展開や、その進捗管理が重要である。
　本事業は委託により実施されている。埼玉県からの補助金を得ているものの、高額な設備投資も行われていることから、委
託に係る仕様書に基づき事業が適切に実施され、委託費用に見合った役務が提供されているかどうか、委託先からの成果報
告書に基づく現地調査の実施、委託費用の妥当性検証等、監理監督を徹底して実施されたい。
　なお、委託先としてJA越谷市が選定されているが、昨今は農業関連のNPO法人も存在する。幅広い情報収集の下、関連す
る機関との連携を図りながら、事業の推進に取り組むことが必要である。
　研修終了後のフォローアップも重要である。起業支援や販路開拓などの支援体制についても、事業目的の達成につながるよ
う、6次産業化なども念頭におきながら、必要な体制を整えることにも注力されたい。
　研修者に対する月額15万円相当の手当支給については、市民目線で見た場合の公平性の観点からも、研修者が研修終了
後に、農業以外の業種に就業した場合における手当返還義務などを盛り込むことを提案したい。
　そのほか、活動指標や成果指標について、適切な指標の設定が急務である。活動指標として観光農園の来場者数を、成果
指標として販売収入実績を設定することを提案するので、その妥当性を早急に検討されたい。また、将来的な経済波及効果の
算出についても取り組まれたい。
　なお、市民の理解や協力が得られる事業展開となるよう、モデル事業終了後のあり方について早期に検討を開始されたい。
また、農林水産省が若い世代の就農を支援する交付金制度を2012年度に創設する方針を明らかにしている点を踏まえ、本事
業での活用などについて調査研究に努められたい。

整
理
済

　事業の順調な進展により、
研修生や履修状況の再評価
を行うほか、施設園芸（観光
農園等）の収益性や観光資
源としての定着性と可能性が
検証できた。農業技術セン
ターの施設設備等の活用に
ついては、さらにコスト縮減を
視野に入れつつ、研修内容
の充実を図るため、施設のメ
ンテナンスを行っていく。就農
支援の課題については、国・
県の交付金・補助金制度の
活用や、働きかけをはじめ、
人的支援制度の活用と併せ
拡充要望を国・県に働きか
け、商工連携による地域経済
の活性化に向けてさらに推
進していく。

22 Ｂ

　申請のあった土地に対し、官地と民地の境界を確定し、基準点の維持管理を行う事業である。官民境界が未確定の場合、
道水路整備など公共事業の円滑な実施の妨げとなる場合が多い。境界争いを未然に防止し、公共事業の効率化を図るため
に必要な事業である。
　また、基準点や境界の座標値は、市役所における窓口事務を迅速かつ効率化する地理情報システムの基礎的なデータとな
るため、その拡大を図ることが急務といえる。
　事業が未だ道半ばであり、今後とも境界確定率向上と境界点等の座標管理の充実を図られたい。
　埼玉県国土調査推進協議会負担金については、それによって得られる利益と比較検討され、不適切な額であれば見直しを
協議されたい。
　測量業務を委託しているとのことであるが、調達手続が適切な方法かどうか、コスト面を含めて検証を進められたい。

検
討
中

　国土調査推進協議会を通
じて、補助事業の拡充、充実
を図るための意見を述べると
共に事業実施自治体の情報
共有を行っている。
　測量業務については、短期
間での精度の高い成果を要
求しているため、信頼のおけ
る事業者としているが、公平
性の観点からも調達方法等
の見直しについても検討して
いく。

19 Ｂ

　交通安全施設整備に対する市民の要望が多い状況で、限られた予算を調整し対応されている点は評価できる。
　今後、年間１億円にのぼる電気代、及び電球交換等の保守にかかる経費がますます増大することが予想される中で、市とし
ての優先順位を定め予算を配分することを求める。
　成果指標については、安全度の向上が評価できる指標とすることを望む。

整
理
済

　電気使用料について、契約
状況の精査と併せて、使用
電力の削減効果の高いラン
プへの交換等を積極的に行
い、さらなる抑制を図る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

340
交通安全応
急対策事業

建
設
部

道
路
総
務
課

S37 -

〔目的〕
　交通事故の防止を図る。
〔手段〕
　交通事故発生箇所等に対し警察署
等と協議のうえ白線や看板、滑り止め
舗装等を施工する。

高 高 高 高 Ａ

　誰もが安全に安心して利用い
ただけるよう、交通管理者であ
る警察と連携し、交通事故の防
止を図る事業である。

現状
維持

①区画線の設置、復旧等により、
道路の安全の向上を図る。
②越谷市道路交通環境安全推
進連絡会議をさらに充実させると
ともに、幅広く関係機関と調整を
図り、道路の安全対策に取り組
む。

341
道路管理シ
ステム事業

建
設
部

道
路
総
務
課

H8 -

〔目的〕
　道路に関した情報データ整理を行
い、業務効果や行政サービスの向上
を目指す。
〔手段〕
　道路台帳図と道路境界線情報を関
連付けし、新たに取得した道路情報
データ等を整理し、効率的に入力処
理する。

高 高 高 高 Ｂ

　道路管理システムの全体計
画を策定してから２０年余り経
過しており、市民ニーズや情報
化の大きな変化に対応するた
め、計画の見直しを進める。

検討・
見直し

①システム全体計画の取りまと
め
②新たなサブシステムの構築

342
道路台帳整
備事業

建
設
部

道
路
総
務
課

- -

〔目的〕
　道路法第28条により、道路管理者は
その管理する道路の台帳を調整し、
保管しなければならないとされてお
り、道路の構造・兼用工作物・占用物
件その他に関し、道路管理上の基礎
的な事項の把握を目的とする。
〔手段〕
　既存の道路台帳に対し、市道の認
定・廃止・区域変更等や道路改良等
により、整備された道路の台帳更新を
行う。

高 高 高 高 Ｂ

　図面のデジタル化に伴い、更
新手法等の見直しを行ったが、
施設管理について、更に詳細
な管理が必要と考えられる。

検討・
見直し

①施設等の台帳についての整理
手法の検討
②その他施設等の台帳の整備

343
都市再生地
籍調査事業

建
設
部

道
路
総
務
課

H10 H31

〔目的〕
　国土調査法に基づき、都市部の地
籍調査を推進するために基礎データ
として整備し、土地の境界を明確に
し、土地取引、公共工事・災害時復旧
事業の円滑を図るとともに、将来行う
予定の一筆地調査の基礎データを作
成する。
〔手段〕
　市街地の官民境界や国・県等の道
水路管理者と境界を確認し境界点測
量の成果である座標をデータ化し、維
持管理を行う。

高 高 高 高 Ａ

　事業の成果・効率性並びに進
捗の観点から、官民境界を確
定する街区先行調査を行って
いるが、本来の目的である一筆
調査に着手出来ていない。

現状
維持

①国発注の関連事業の有効活
用及び経費の軽減、進捗を図れ
るよう調整を図る。
②公共座標管理区域の拡大を図
ることで公共座標での登記事務
を促進し、一筆調査に活用する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ

　警察等他関連機関と連携して、事業を推進されている点は評価できる。
　応急対応の結果を集約し、類似危険箇所については先手を打った対応をするなど、事故発生を未然に防止するための計画
的な事業推進を検討する余地がある。
　成果指標については、活動指標（標識等延長した長さ）ではなく、安全度の向上が評価できる指標、例えば、交通事故件数
の減少度等を設定すべき。

整
理
済

　越谷市道路交通環境安全
推進連絡会議をさらに充実さ
せるとともに、幅広く関係機
関と連携を図り、道路の安全
対策に取り組む。

25 Ｂ

事業概要
道路管理業務の効率化や市民サービスの向上を図るため、道路情報や境界線情報を道路台帳図と関連付けたシステムを構
築し、道水路管理情報である基準点・公共座標の管理提供を行う事業である。
必要性
市が管理する道水路に関する情報は、市民や事業者等から求められており、閲覧実績件数（H23：7381件、H24：8427件）や境
界確認済証明書等発行件数（H23：351件、H24：397件）の推移からもニーズは確実に存在し、増大傾向にあるものと見受けら
れる。他方、道路管理システムに関する計画策定からおよそ20年が経過し、市民や事業者のニーズが大きく変化していること
が考えられ、事業の必要性については絶えず検証する必要がある。
効率性
事業費のうち外部委託費が多くを占めている。1)閲覧用道路台帳データ、地番図データの更新、2)地籍データの入力、3)官民
境界データ等の更新、4)占有申請データの入力等の対価として、年当たり3千万円程度をシステム会社に支払っているが、委
託費の妥当性については検証が十分に行われているとは必ずしも言えない。この点について、システム化により5名程度の職
員削減が可能となり、外部委託費以上の人件費削減が実現できたとの見方もあるが、外部委託による人員削減効果、事務手
数等の軽減効果については十分に検証する必要がある。
有効性・成果指標
「道路台帳閲覧件数」については、23年度7381件、24年度8427件と増加しており評価できる。また、閲覧件数の増加に伴い、
単位当たりコストの低下も達成している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成果指
標としては、「境界確認済証明書等発行件数」が挙げられている。同発行件数は、23年度351件、24年度397件と足元で増加し
ており評価できる。しかし、同指標は、アウトプット指標であり、アウトカム指標を示すことが必要である。また、サブシステムご
とに成果指標及び活動指標を設定することが必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路占有物の情報
については、道路管理システムに十分に反映されていない。このことから、災害発生時等において利便性が低いと考えられ
る。
活動指標
活動指標として、「サブシステム稼働率」が掲げられ、平成24年度実績は60％である。道路管理システムは、10のサブシステ
ムから構成され、現在までに6つのサブシステムが稼働していることから、稼働率は60％と算出されている。一方、4つのサブシ
ステムについては稼働していない。この背景として、平成5年に、「越谷市地理情報システム導入のガイドライン」を策定し、「道
路管理システム」が基幹システムとして位置づけられたものの、システム全体の稼働予定時期について明確に定めがなく、現
在に至っており、そもそも全面稼働の時期が明示されていなかった点に問題があると考えられる。
その他
上述のとおり、システム構築に係る進捗管理が十分に行われているとは考えにくい。道路管理システムの全体計画を改めて
策定する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　システ
ム開発に当たっては、統合型GISシステム等他のシステム化の進捗状況の影響を受けていることから、そうした影響を踏まえ
た計画策定・見直しが求められる。
《参考》平成20年度外部評価： Ｃ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

24 Ｂ

　道路管理上の基礎的な事項の把握を目的として、越谷市が管理する市道の認定・廃止・区域変更・道路改良等の状況につ
いて、道路台帳を更新・整備する事業である。道路台帳は道路法により管理者に作成が義務付けられており、道路行政にとっ
て最も基本的な資料であることから必要性・重要性の高い事業である。
　越谷市では、平成22・23年の2か年で、業務の効率化や更新コストの減少を目的として道路台帳のデジタル化が図られた。
デジタル化により、台帳の更新業務は効率化されたものと考えられるが、平成24年度の当初予算額は前年度と同額であるほ
か、事務事業評価表に記載されている平成25年度の予算方針は「拡充」とされている。業務内容や実施体制の見直しにより、
デジタル化の効果を最大限発揮していくことが必要である。
　本事業は、測量や大量のデータ入力等、専門的な知識・技術とマンパワーを必要とする業務が多いため、業務の大部分を委
託しているが、委託先は指名競争入札により選定されている。担当課からは、道路台帳は地方交付税の算定基礎等に使用さ
れるため、業務に精通した信頼に足る業者に委託する必要があることから、指名競争入札としている旨の説明を受けたが、同
種業務の実績等を入札参加の条件とすれば、業務に精通した業者を選定できると考えられるため、制限付一般競争入札制度
等の導入を検討されたい。また、引き続き指名競争入札による場合は、指名先の追加・見直しを随時行うとともに、契約額が
適正な水準であるかについて、近隣市との比較等により定期的に検証することが必要である。
　また、道路台帳平面図をホームページ上で公開し、窓口業務の軽減を図るなど、デジタル化された道路台帳の新たな活用方
法について、検討を進められることを期待したい。
　成果指標には、「道路新規認定件数」が設定されているが、道路新規認定は本事業で行われているものではなく、成果指標
として不適切である。速やかな台帳更新が実施されているかを把握するために、「道路変更箇所の台帳更新率」等を成果指標
とするよう検討されたい。
　《参考》平成17年度外部評価：B

整
理
済

　委託費用については、定期
的な近隣市町村との比較に
より、検証していく。また、
ホームページへの公開により
道路台帳図の取得手段を広
げた。成果手法についても変
更を行う。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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344
道水路管理
業務事業

建
設
部

道
路
総
務
課

- -

〔目的〕
　市民生活の根幹となる道路の保護
管理を図る。
〔手段〕
　道路法に基づく道路占用許可・道路
工事等施工承認・道路幅員証明・特
殊車両の通行許可及び協議事務にお
ける適切な指導。道路工事調整会議
等の開催

高 高 高 高 Ｂ

　道水路占用・道路工事等施行
承認の事前協議、許可申請段
階において、現況の把握並び
に申請書類の不備や専門的な
指導・判断が必要なケースが
増加している。

検討・
見直し

①申請における提出書類の不備
をなくすため、ホームページに掲
載した様式等を更新し、事務処
理の円滑化を図る。また、道路管
理専門研修等に参加し、職員の
専門的知識の向上を図る。
②道路の不法占有対策等につい
て検討する。

345
橋りょう整備
事業

建
設
部

道
路
建
設
課

H24 H31

〔目的〕
　交通アクセスの円滑化と利便性の
向上を図る。
〔手段〕
　橋りょうの整備を行う。

高 高 高 高 Ａ
　引続き事業を進め、早期完成
を目指す必要がある。

現状
維持

①調査設計のうえ用地買収に着
手する。
②事業の進捗に努め、早期完成
を目指す。

346
歩道整備事
業

建
設
部

道
路
建
設
課

- -

〔目的〕
　安全で快適な歩行空間を確保する。
〔手段〕
　歩車道の分離や段差解消を行い、
高齢者や障がい者に配慮した整備を
行う。

高 高 高 高 Ａ

　安全で快適な歩行空間を確
保するための事業であり、歩車
道の分離や段差解消を行い、
高齢者や障がい者に配慮した
整備を行う。

現状
維持

①整備手法を検討し、整備延長
を延ばす。
②だれもが安全に通行できるよ
う、用地取得を考慮しながら、整
備を進める。

347
道路施設等
維持管理事
業

建
設
部

道
路
建
設
課

- -

〔目的〕
　道路環境の保全を図る。
〔手段〕
　既存道路の側溝整備及び舗装の打
ち換えなどの補修を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　現場発生材の側溝や側溝蓋
を再利用する。また、交通状況
や路面の損傷状況を把握し、
耐久性を考慮した整備をおこな
うことによりトータルコストの縮
減を図る必要がある。

検討・
見直し

①Ｕ字溝や蓋の再利用を積極的
に図る。
②現場の損傷状況を把握し、状
況に適した補修を実施することに
よりトータルコストの縮減を図る。

348
土地区画整
理地区界整
備事業

建
設
部

道
路
建
設
課

H19 -

〔目的〕
　土地区画整理事業地区界の円滑な
交通を確保する。
〔手段〕
　土地区画整理事業地区界の道路整
備を行う。

高 高 高 高 Ａ

　土地区画整理事業では、事
業地内道路整備を実施し、事
業地区外の道路については整
備をしていない。このため、事
業地区内と地区外との道路の
取り付けや地区外の側溝整備
等を行う必要があり、必要最小
限の範囲で事業を実施する。

現状
維持

①各区画整理事業の進捗にあわ
せ、事業に取り組んでいく必要が
ある。
②各区画整理事業の進捗状況
等に応じて、休止や廃止を検討
していく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

16 Ｂ
　許可等の件数を活動指標に記入していただきたい。
　道路管理台帳のシステム化や電子申請などITを利用した業務の効率化、および申請に対する迅速な対応をはかり、住民の
利便性を高めていただきたい。

検
討
中

　道路管理システムを活用
し、事業の効率化を図る。ま
た、将来の電子申請の導入
について研究していく。

未
実
施

未実施

23 Ｂ

　安全で快適な歩行空間を確保するために、水路に蓋を掛け歩道として整備したり、歩道車道の分離や段差解消を行い、安
全な歩行空間を確保する事業である。
　高齢者や障がい者に配慮した整備が行われている。また、過去に水路に蓋をかけて整備した箇所の安全確保のために、既
設水路内に管を埋設する改修整備も実施している。誰もが安心して歩ける安全な歩行空間は市民にとって生活に欠かせない
ものであり、事業の必要性は高い。
　平成14年に水路の破損が原因で、蓋の落下事故が起こったため、既設水路内に管を埋設する改修整備が実施されている
が、市内の歩道全域について危険が予測される老朽化箇所などを包括的に把握するためのデータ化はできてはいない。現状
において、危険箇所の把握は市民からの通報のほか、建設部の職員が現場にて確認したり、郵便局員の情報提供により行っ
ているが、いずれも不定期なものである。
　市内の歩道整備状況について、工事の実施年度や内容が総合的に把握できていない状態には問題がある。減価償却費の
積算もなく、中長期的な計画や改修整備の明確な優先順位付けも不明確である。事故が起こってから、対策を立てるという対
応とならないように、また、コスト面の効率化にも有効であるライフサイクルコストを考慮したアセットマネジメントの考え方に基
づき、歩道の耐用年数に応じた計画的かつ効率的な中長期的更新計画を策定されたい。
　成果指標として、「市民(特に、高齢者や障がい者）の歩道に対する満足度」を提案したい。

検
討
中

　歩道整備事業の計画的な
推進について検討を進める。

23 Ｂ

　道路環境の保全を図るために、既存道路の側溝整備及び舗装の打ち換えなどの補修を行う事業である。
　毎年200件以上の道路補修工事を実施している。安心して利用できる安全な道路を維持するために必要な事業といえる。
　工事の対象案件は住民からの要望、過去の要望の積み残し、市の計画する箇所の中からバランスをとり、緊急度の高いも
のから処理している。
　毎年、約100件の要望が寄せられる中で、緊急度の優先順位付けについての基準は特になく、現場確認をして行われてい
る。場当たり的な事業実施とならないように、中長期的な計画が求められるが、現状では、中長期的な計画が確立されておら
ず、減価償却費の積算がなされていない点は問題がある。今後に向け、目減りしたストックに対して対応する数値を適正に積
算し、道路施設の耐用年数に応じた適切な更新が可能となるように、アセットマネジメントの考え方に基づき、計画的かつ効率
的な中長期的更新計画を策定されたい。また、維持管理課が担う道路等の維持管理業務と当該事業の整合性を確認し、役割
分担等を整理したうえで業務の効率化に取り組まれたい。
　成果指標として、「要望に対する補修工事完了率(=補修完了箇所/補修要望箇所)」を新たに提案したい。
《参考》平成16年度外部評価： <道路補修事業>Ｂ

整
理
済

　補修箇所については、緊急
性や現場の損傷の程度を見
極めながら、優先順位をつけ
て順次整備を行っている。ま
た、小規模補修については
維持管理課と役割分担をお
こないながら、道路整備単価
契約等により発注をおこな
い、業務の効率化や迅速化
を図っている。

24 Ａ

　土地区画整理地区界（土地区画整理事業の対象となった地区の境）の道路の取り付けや側溝整備を行う事業である。土地
区画整理事業では、開発の対象となった地区内の道路は整備されるものの、対象にならなかった周辺地域の道路については
整備が行われないため、事業区域の内外で道路の整備状況に差異が生じる。事業区域の外側に位置する道路を区画整理の
整備状況と整合させることは、円滑な道路・交通環境を確保するために不可欠なものであり、本事業の必要性は高いといえ
る。
　事業が開始された平成19年以降、土地区画整理事業の進捗に合わせ、真に必要とされる場所のみに限定して整備を行って
きたことが窺われる。また、事業費については、道路の規格・構造や用地費・補償費は国の政令・基準等で定められているた
め、現状以上にコスト削減を進めることは困難であると思われる。
　事業自体は適正に実施されていると評価できるが、現在の活動指標・成果指標には本事業の効果を測定できないものが多
い。活動指標である「用地買収面積」は、平成23年度以降、用地買収の実績・計画がないため空欄となっている。また、成果指
標の「進捗率(用地買収)」は平成22年度に用地買収した実績値を実績値そのもので除しており、100%となることが確実なうえ、
平成24年度の目標は空欄となっている。現在、成果指標としている「整備延長（単年度）」は活動指標とし、成果指標として「整
備延長（累計）」、「事業計画の進捗率」を提案するので変更を検討されたい。
　本事業は進行中の土地区画整理事業が完了する平成27年度に廃止される予定である。事業の進捗管理を徹底し、期限内
に事業目的が達成されることを期待したい。

整
理
済

　引続き、事業の進捗管理を
徹底し、事業の目的達成に
向け取り組む。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

349
道路舗装事
業

建
設
部

道
路
建
設
課

- -

〔目的〕
　車両の走行性を充実させるととも
に、道路環境の向上を図る。
〔手段〕
　幹線道路並びに生活に密着した道
路の舗装改築を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　単価コストだけでなく舗装の
耐久性を含めた検討を行うとと
もに、道路の安全性を維持でき
るよう、予算面の拡充に努め、
計画的な舗装整備を実施して
いく必要がある。

検討・
見直し

①道路舗装事業の優先度を高
め、予算の拡充に努めたい。
②大型交通の通行量が多い幹
線道路については、質的改良を
含めた整備に取り組んで行きた
い。

350
道路改良事
業

建
設
部

道
路
建
設
課

- -

〔目的〕
　生活道路の安全性の向上を図ると
ともに、快適な住環境を創造する。
〔手段〕
　道路の拡幅整備や、質的改良を行
う。

高 高 高 高 Ｂ
　沿線の理解を頂き、用地事務
の効率化を図る。

検討・
見直し

①継続して取り組む必要がある
とともに、大型車両をはじめとす
る交通量の多い路線について
は、道路の質的改良も含め、道
路の耐久性を高めていく必要が
ある。
②道路の拡幅整備以外に耐久
性の高い道路づくりに取り組んで
いきたい。また、優先順位も含め
た取り組み状況等について、市
民の理解を得ながら事業を進め
るための方針を検討していく。

351
橋りょう施設
維持管理事
業

建
設
部

道
路
建
設
課

- -

〔目的〕
　道路交通網の要である橋梁の安全
性を確保する。
〔手段〕
　既存橋の補強工事等、適正な維持
管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　越谷市橋梁長寿命化修繕計
画に基づき、計画的に修繕を
実施していく必要がある。

検討・
見直し

①橋梁長寿命化修繕計画を実施
していく。
②定期的な点検を行ない、アセッ
トマネジメントの考えを取り入れ
た橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、計画的な維持管理を実施し
ていく。

352
電線類地中
化事業

建
設
部

道
路
建
設
課

H15 -

〔目的〕
　安全で快適な歩行空間の確保、都
市災害の防止および都市景観の向上
を図る。
〔手段〕
　電線類管理者等と協議をおこない、
電線類地中化の工事を進める。

高 高 高 高 Ａ
　都市災害の防止及び都市景
観の向上を図るために必要な
事業である。

現状
維持

①越谷レイクタウン特定土地区
区画整理事業の進捗に合わせて
取り組む。
②平成２５年度完成予定の越谷
レイクタウン特定土地区画整理
事業の進捗に合わせ、連携を密
にし、無駄のない事業の進捗を
図る。

353
川柳大成町
線整備事業

建
設
部

道
路
建
設
課

H23 H30

〔目的〕
　幹線道路の整備を推進し、円滑な道
路網の形成を図る。
〔手段〕
　越谷レイクタウン特定土地区画整理
事業にあわせて、地区南側への延伸
を行う。

高 高 高 高 Ａ
　引続き、用地買収並びに関係
機関との協議を進めていく必要
がある。

現状
維持

①用地買収並びに関係機関との
協議を進める。
②事業の進捗に努め、早期完成
を目指す。

354
街路施設維
持管理事業

建
設
部

道
路
建
設
課

- -

〔目的〕
　街路事業の進捗を図る。
　取得用地の適正な管理を行う。
〔手段〕
　街路事業関連用地の取得を行う。
　取得した用地に外柵工事・砂利敷き
等を施す。

高 高 高 高 Ａ

　平成24年度より施行された行
政財産の使用に関する条例に
基づいて、取得した用地の事業
化までの有効活用を図ってい
る。

現状
維持

①先行取得済みの用地に外柵
設置や砂利敷等を行い、適正な
管理を行う。また、平成24年度よ
り施行された行政財産の使用に
関する条例に基づいて、取得し
た用地の事業化までの有効活用
を図る。
②引き続き、適正な用地管理に
努めるとともに、財政状況や事業
の進捗に応じた用地取得を進め
る。

167



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　予算上の問題で、道路舗装工事が思うように進められていない現状である。
　以下の3点について検討をしていただきたい。
　①予算確保の手段として、現状の道路の安全性等についての問題点を調査報告する
　②舗装の工法について調査・研究し、より耐久性のあるものを採用する
　③工事業者へ指導を行い、工事の品質向上を図る

　道路舗装が進まない現状について、広く市民に理解をいただき、市全体予算の中での優先度を上げていく努力が望まれる。

整
理
済

　良好な舗装状態を長期に
わたり維持できるよう、一部
の路線で舗装組成の検討を
行い、質的向上を図った工事
を実施している。また、請負
者に対しては、施工の品質
向上が図られるよう、指導・
監督の徹底に努めている。
今後も、写真等で事業の必
要性を理解していただき、更
なる予算の確保に努めていく
とともに、計画的な道路の維
持管理のあり方について検
討を進める。

22 Ｂ

　生活道路の安全性・耐久性の向上のため、道路の拡幅整備や質的改良を行う事業であり、自動車に大きく依存する現代社
会では必要な事業といえる。
  ただ、日本では少子高齢化が進み、人口が減少している中で、今後予想される社会に対応した計画を立てる必要がある。
　道路の質的改良により、道路寿命を延伸し、将来にわたっての管理コストの削減をはかることについては、重要な取組みで
ある。整備コストと将来的な管理コストを十分に比較検討のうえ計画されたい。
　なお、整備についての住民要望の一覧表と整備の優先順位は公開し、整備箇所の優先度について、危険度などの付帯情報
や整備優先理由を含めて、市民の納得が得られる取組みを実施されたい。
　成果指標についても、要望にどれだけ対応できたかを市民にアピールできるものを検討されたい。

整
理
済

　道路の質的改良を含めた
道路寿命の延伸について
は、コスト面を十分考慮のう
え検討していきたい。また、
道路整備に係る要望の受付
と対応状況について、適切な
公開のしかたを検討するとと
もに、計画的な道路の維持
管理のあり方について検討
を進める。

22 Ｂ

　円滑な交通の確保を図るとともに災害時の安全性の向上を図るため、既存橋の補強工事等、適正な維持管理を行う事業で
ある。
　橋りょうの適正な維持管理は市民生活に不可欠であり、本事業は必要性があるが、21年度は事業費が1億円を超える単独
事業となった。市債発行事業でもあるので、人件費も含めて一層のコスト削減の努力を実施されたい。
　ライフサイクルコスト引き下げのため、橋りょうの維持管理にアセットマネジメントの考え方を導入することは重要な取り組み
であるといえる。橋りょうの改修、更新計画が将来にわたって引き継がれるよう工夫されたい。
　なお、使用されていない橋りょうの廃止・統合・移設についても、アセットマネジメントの中に取り入れるなど、維持管理方法を
工夫をされたい。
　平成21年度に補強工事を実施した堂面橋の他にも、修繕が必要な橋りょうが10本あり、その優先順位や補強工事の内容や
工事の効果についても、必要に応じて市民にわかる形で公開を進め、市民の理解が得られるよう努力されたい。
　成果指標についても、安全性の観点から指標を立て、市民に本事業の成果をアピールされたい。

整
理
済

　平成２３年度に市のホーム
ページにより「越谷市橋梁長
寿命化修繕計画」を公表し
た。平成２５年度から本計画
に基づき、修繕工事を実施し
ていく。実施に際しては、ライ
フサイクルコストの縮減を考
えた修繕をおこない、橋梁の
健全性を保ちながら長寿命
化を図っていく。

18 Ｂ
　国の方策でもあり、わが国の電線事情を改善する上でも不可欠な事業である。今後は工法を含めたコスト削減を図り、計画
通り事業を終了することが重要である。

整
理
済

　管路材料は既成化されて
いるため、コスト縮減の余地
は余り無いが、埋め戻し材料
等に再生材を使用してコスト
縮減を図っている。

未
実
施

未実施

21 Ｂ

　担当課の総合評価「A」は、本事業を狭義に解釈すると理解できなくはないが、事業のために取得した土地が長期間放置さ
れている状況は無視できない。このことは、街路施設に限ったことではないと思われるが、遊休地の管理費（雑草駆除、ごみ処
理）の経費支出や該当地から徴収できたであろう固定資産税額を考えると、無駄な支出があると言わざるを得ない。
　長期間、遊休地となっているものについては、早期に活用策を講ずるべきである。

整
理
済

　平成24年度より施行された
行政財産の使用に関する条
例に基づいて、取得した用地
の事業化までの有効活用を
図っている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

355
南浦和越谷
線整備事業
（県営）

建
設
部

道
路
建
設
課

H8 -

〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進し、
円滑な道路網の形成を図る。
〔手段〕
　事業主体である県に街路事業（南浦
和越谷線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 Ａ
　引き続き、事業主体である県
と連携を図りながら、事業の進
捗を図る必要がある。

現状
維持

①②事業主体である県と連携を
図りながら、事業の進捗を図る。

356
市道２２００
号線整備事
業

建
設
部

道
路
建
設
課

H21 H25

〔目的〕
　幹線道路として、安全かつ円滑な道
路交通の確保を図ると共に歩行者及
び自転車の安全確保を図る。　
〔手段〕
　歩車道の拡幅整備を行う。

高 高 高 高 Ａ
　地権者との用地交渉を進め、
早期完成を目指す必要があ
る。

終了
(H25
年度)

平成25年度の完成を目指して事
業を進める。

357
浦和野田線
整備事業
（県営）

建
設
部

道
路
建
設
課

H4 -

〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進し、
円滑な道路網の形成を図る。
〔手段〕
　事業主体である県に街路事業（浦和
野田線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 Ａ

　元荒川工区の建設に伴う諸
問題について、県と連携を図り
ながら解決に向けて取り組む
必要がある。

現状
維持

①②県と連携を図りながら、問題
の解決に努め、早期事業化を目
指す。

358

越谷吉川線
整備事業
（県営・市
営）

建
設
部

道
路
建
設
課

H8 H30

〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進し、
円滑な道路網の形成を図る。
〔手段〕
　県事業区間については、県に街路
事業（越谷吉川線）の負担金を支払
う。
　また、足立越谷線から南越谷駅越
谷駅線までの区間について、市事業
により整備を進める。

高 高 高 高 Ａ

　県事業：引続き、県と連携を
図りながら事業の進捗を図る。
　市事業：早期完成を目指して
事業の進捗に努める。

現状
維持

県事業：①②県と連携を図りなが
ら事業の進捗に努める。
市事業：①用地買収を進める。②
事業の進捗に努め、早期完成を
目指す。

359
八潮越谷線
整備事業
（県営）

建
設
部

道
路
建
設
課

H10 -

〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進し、
円滑な道路網の形成を図る。
〔手段〕
　事業主体である県に街路事業（八潮
越谷線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 Ａ

　残る用地について、今後とも
県と連携を図りながら解決に努
め、事業の進捗を図る必要が
ある。

現状
維持

①②県と連携を図りながら事業
の進捗に努める。

360
大袋駅舎建
設事業

建
設
部

道
路
建
設
課

H20 H25

〔目的〕
　大袋駅の橋上化を行うことにより、
駅利用者の利便性の向上を図る。
〔手段〕
　鉄道事業者と連携し、自由通路を含
む大袋駅の改修整備を行う。

高 高 高 高 Ａ

　本事業は、市単独で実施でき
る事業ではないため、鉄道事業
との調整・連携が重要である。
現時点では、駅舎及び自由通
路の建設に着手しているが、成
果としては表れにくい。

終了
(H25
年度)

平成23年度から着手しており、平
成25年度10月末の完成を目指し
事業に取り組んでいく。

361
排水路施設
維持管理事
業

建
設
部

治
水
課

- -

〔目的〕
　排水路施設が適切に機能するよう
修繕等を行い、生活環境の改善を図
る。
〔手段〕
　状況を確認し、民間業者に委託す
る。

高 低 高 高 Ｂ

　平成２３年度から排水路清掃
及び緊急を要する修繕につい
ては、維持管理課に業務を移
管したが、経年劣化や地盤沈
下による勾配不良個所につい
ては計画的な改修が必要であ
る。

検討・
見直し

①老朽化した排水路や勾配不良
個所について、計画的に改修を
実施する。
②浸水箇所については、定期的
な清掃や修繕を行い、浸水被害
の軽減に努める。

362
管路改修事
業（治水課）

建
設
部

治
水
課

- -

〔目的〕
　公共下水道の管路等を対象に修繕
及び補修を行い、適正な施設管理を
行うことにより浸水被害の軽減、快適
な環境の維持を図る。
〔手段〕
　必要箇所を限定し、改修を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　管路改修事業は、既存施設
の現状を把握しきれていない
中、公共下水道の管路等を対
象に経年変化等による施設の
改修に対応しているが、更に効
率的、効果的な事業執行を図
るためには、平成２４年度に運
用を開始した水路台帳システ
ムを活用し、改修計画の策定
が必要である。

検討・
見直し

①既存施設が良好に機能するよ
うに、引き続き施設の維持管理
に努める。
②施設の老朽化により、今後は
予定外の修繕等の増加が見込
まれるため、限られた予算内で
適正かつ効果的な処置が必要と
なってくる。また、平成２４年度運
用を開始した水路台帳システム
を活用し、改修計画等の策定を
進める必要がある。
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18 Ｂ
　東西交通を担う重要な道路整備事業である。県とのコミュニケーションを深め、用地買収をスムーズに行うことにより、市の一
般財源の追加負担を抑制すべきである。

整
理
済

　引き続き、事業主体である
県と連携を図りながら、事業
の進捗を図る。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

20 Ａ
　県が事業主体となって実施する事業に対する費用負担であり、市の視点から事業を評価することは難しい。今後も県と連携
を図りながら推進していただきたい。

整
理
済

　今後も積極的に県との連携
を図りながら事業の進捗に努
める。

20 Ｂ

　県が事業主体となって実施する事業に対する費用負担であり、市の視点から事業を評価することは難しい。今後も県と連携
を図りながら推進していただきたい。
　但し、6年以上継続してほとんど進展がない一部用地の買収については、県との連携をより密にして、現実的な解決策を提
案し、早期決着ができるよう努力していただきたい。

整
理
済

　今後も積極的に県との連携
を図りながら事業の進捗に努
める。

未
実
施

未実施

18 Ｂ

<排水路等清掃委託事業>
　排水路を清潔にすることは、快適な生活空間を保つために必要なことであり、住民の要望にも極力柔軟に対応していくことが
求められる。当該事業は、今後継続して、活動を強化すべきであるが、あわせて、事業の効率化を向上させるため、特に安全
管理センターの正規職員を非正規職員に置き換え、定数削減、人件費抑制を図ることが望まれる。

整
理
済

　排水路清掃のほか、道路
側溝の清掃と併せて事業の
統一化を図るため、平成23
年度より維持管理課に業務
を移管した。

21 Ｂ
　管路改修には、今後多額の維持費用の発生が予想され、計画的な事業の推進が求められるが、その第一歩として、管路の
現状を管理するための水路台帳の早急な整備が必要である。台帳整備については、台帳の有効利用に向けて関係部署が連
携し、全庁的に検討することが望まれる。

検
討
中

　課題とされていた水路台帳
システムが平成２５年度から
運用を開始した。しかしなが
ら、資料不足により入力デー
タの信頼性等の問題がある
ことから、データの取集し信
頼性の向上に努める。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

363
新川用水整
備事業

建
設
部

治
水
課
H11 -

〔目的〕
　新川の用水機能の確保、環境改善
等を図るため、新川都市下水路の整
備に合わせ、関連する新川用水の整
備を行う。
〔手段〕
　起債事業により護岸整備及び安全
施設（防護柵）の更新と管理用道路の
整備を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　既存の新川は用排水兼用の
施設であり、施設の老朽化、土
砂の堆積、水質の悪化、悪臭
の発生等、治水に対する安全
度、安全な農業用水の確保に
支障をきたしている。先行する
新川都市下水路整備事業との
同時進行が望ましいが、新川
用水整備は予算面等の理由で
遅れている。今後、さらに有効
な事業効果が得られるようコス
ト面を含めた事業手法等の検
討が必要である。

検討・
見直し

①引続き護岸整備等を進め、老
朽化している施設の更新により
周辺環境、水質等の改善を図
る。
②更に効率的な事業効果が得ら
れるよう、整備手法、整備グレー
ド等の検討、見直しを行う。

364
平新川改修
事業

建
設
部

治
水
課
S55 -

〔目的〕
　平新川流域における浸水被害の軽
減と河川環境の改善を図る。
〔手段〕
　浸水被害の軽減を図るため護岸の
嵩上げを行う。また、国道４号バイパ
ス上流区間について平方公園の整備
に合わせ河川整備を進める。

高 高 高 高 Ｂ

　平新川沿いでは実際に浸水
被害が発生している場所があ
り、早急な対応が必要である。
事業効果を挙げるには、まと
まった工事量が必要である。

検討・
見直し

①浸水被害の軽減を図るため、
引続き既設水路の嵩上げを行
う。
②適正な施設管理のため管理用
道路の整備を進めるとともに、浸
水被害の解消を図るため、ポン
プの増強や既設水路の嵩上げを
行う。また、平方公園の整備計画
とあわせ平新川整備の検討を進
める。

365
七左ェ門川
改修事業

建
設
部

治
水
課
H20 -

〔目的〕
　七左ェ門川流域の治水安全度の向
上及び環境改善を図る。
〔手段〕
　老朽化した施設の改修並びに管理
用道路の整備を行う。

高 高 高 低 Ｂ

　出羽公園手前から新川との
交差部までの管理用道路の整
備を平成23年度から実施して
いるが、出羽地区センターの整
備との整合を図り、早期の完了
が望まれる。

検討・
見直し

①施設の適正な管理を図るた
め、管理用道路の整備を実施す
る。
②平成26年度以降、七左ェ門川
と新川都市下水路との交差部の
整備（伏越し）を実施する。

366
大相模調節
池排水機場
整備事業

建
設
部

治
水
課
H20 H25

〔目的〕
　埼玉県が整備する大相模調節池の
排水機場と、越谷レイクタウン地区の
千疋排水区（草加市分を含む）のポン
プ場、排水樋管を一体的に整備し、地
域の浸水被害の軽減と治水安全度の
向上を図る。　　　　　　　
〔手段〕
　排水機場は埼玉県、草加市と費用
負担協定を締結し、埼玉県が施工。
　排水樋管は国、埼玉県、草加市と費
用負担協定を締結し、国が施工。

高 高 高 高 Ａ

　平成２５年度完成に向け、国
（中川改修・排水樋管）、県（排
水機場）、草加市と更なる協
議・調整を図る。

終了
(H25
年度)

①関連する樋管工事について関
係機関と協議・調整を図る。
②効率的な維持管理について関
係機関と協議・調整を図る。

367
新川都市下
水路整備事
業

建
設
部

治
水
課
H15 -

〔目的〕
　新川排水区の浸水被害の軽減及び
環境改善を図る。
〔手段〕
　補助金等を活用し整備の促進を図
る。

高 高 高 高 Ｂ

　既存の新川は用排水兼用の
施設であり、施設の老朽化、土
砂の堆積、水質の悪化、悪臭
の発生等、治水に対する安全
度及び安定的な農業用水の確
保等に支障をきたし、本事業に
よる整備改善が不可欠である。
今後、平成２６年度の七左エ門
川との交差部の施工に向け、
その構造、施工方法等の十分
な検討が必要である。

検討・
見直し

①平成26年度の七左エ門川との
交差点部の施工に向け、その構
造及び施工方法を再度十分に検
討する。
②補助金等を有効活用し、事業
の早期完成を目指す。
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20 Ｂ

　新川都市下水路（排水管）整備の事業にあわせ、新川用水を整備する事業である。1990年から2004年までの15年間に3回
の大きな浸水被害があり、新川都市下水路の整備は不可欠な事業である。また、地権者や周辺住民のために用水路整備及
び緑地を整備する当該事業の必要性は認められる。
　新川都市下水路整備の進捗とあわせて、スムーズに新川用水整備事業が進められることを期待する。

整
理
済

　新川都市下水路整備の進
捗とあわせて、スムーズに新
川用水整備事業が進められ
ることを期待されており、地
域との連帯を含め効率的な
整備に向けた検討を進める
とともに事業の進捗を図っ
た。

19 Ｂ
　全体予算計画の中で、市民の理解と満足度を得られる優先順位をつけることが重要である。
　また、今までの取り組みの結果として治水効果が、向上している点を市民にさらに広報し理解を得る必要がある。

整
理
済

　治水安全度の向上の観点
から市民生活への影響の大
きい護岸の嵩上げ工事につ
いて、平成19年度より着手
し、平成21年度までに必要と
される区間における右岸側
の整備を完了した。平成22年
度からは、引続き左岸側の
嵩上げ工事に着手し、護岸
嵩上げ工事全体の早期完了
を目指し取り組んでいる。

24 Ｂ

　越谷市南西部の出羽地区を流れる七左ェ門川の老朽施設の改修と管理用道路の整備を行う事業である。平成25年度以降
は、大規模な改修整備を行っている新川都市下水道整備事業の進捗に合わせ、新川との交差部について整備を行う計画と
なっている。
　越谷市は多数の河川が流れる低湿地帯であり、これまでにも度々、浸水の被害に悩まされてきた。また、近年の都市化の進
行やゲリラ豪雨の多発等により、これまで以上に浸水対策の重要性は高まっており、河川流域に暮らす住民の安心・安全な暮
らしを守るためには、治水安全度の向上を図る河川整備は不可欠である。各河川の整備については、上位施策である『第4次
越谷市総合振興計画』や『越谷市都市計画マスタープラン』において重点事業として位置づけられており、計画に沿った適正な
事業遂行が求められる。
　七左ェ門川の整備は昭和55年に着手され、用地の取得等の問題により長期間にわたり事業が休止されたが、水路部分の整
備については平成12年に完了されている。管理用道路を整備する本事業は平成20年度に開始され、平成30年度に完了する
予定である。周辺の公共施設の整備状況に応じて工夫した施工計画が立てられているほか、水路改修時からの長年の懸念
事項となっていた新川都市下水路との交差部工事は、交渉を積み重ね国からの補助金を活用できる見込みとなったことは評
価できる。
　年度毎に発注されている工事は工事期間、工事延長とも短く小規模となっているが、細分化された事業は長期間でみた場合
にはコスト増加をもたらすため見直しが必要である。河川管理道路の整備は周辺の交通に与える影響も限定されるため、可
能な限り短期間で工事が完了するよう発注方法等について検討されたい。

整
理
済

　河川管理用道路としての整
備を早期に実施し、河川の維
持管理に努めるほか周辺施
設への道路として利用できる
よう早期整備に努める。新川
との交差部は国の補助金を
活用し、早期の完成にむけ
取り組む。

23 Ａ

　地域の浸水被害の軽減と治水安全度の向上を図るために、埼玉県が整備する大相模調整池の排水機場と、越谷レイクタウ
ン地区の千疋排水区(草加市分を含む)のポンプ場を一体的に整備する事業である。
　埼玉県、草加市、越谷市が受益に応じて費用負担協定を締結し、工事は埼玉県が施工している。まちづくり交付金及び社会
資本整備総合交付金の交付を受け事業が進められており、平成25年度完成予定である。
　これまで、内水排除のために多数のポンプを必要としてきた元荒川と中川の流域における洪水被害を軽減するために、必要
な事業である。受益と費用の分担については、埼玉県、草加市、越谷市で受益面積及び排水ポンプ容量に基づき、適正に管
理されている。工事の進捗状況についても、定期的に県と協議を重ね確認し、平成25年度の事業完了に向けて計画とおりに
進められている。
　事業終了後は完成した排水機場等の維持管理について、適正に実施されたい。また、当該事業は事業期間が複数年に及
ぶものなので、定期的に事業の進捗状況を市民に分かりやすい形で情報発信するように努力されたい。

整
理
済

　排水機場の維持管理につ
いては、関係機関と協議を進
めている。事業の進捗につい
てはHP等にて情報提供を進
めていく。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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368
排水路整備
事業

建
設
部

治
水
課

- -

〔目的〕
　雨水対策としての排水路整備を行
い、生活環境の向上と浸水被害の軽
減を図る。
〔手段〕
　浸水対策としての整備、既存施設老
朽化対策としての整備等、必要箇所
を限定し、重点的かつ効率的な整備
を図る。

高 低 高 低 Ｂ

　市内の水路全般を対象として
いる本事業は、既存施設の現
状が把握できない中、経年変
化による既存水路の改修や浸
水被害の軽減を目的とするも
の等幅広く対応しているが、更
に効率的かつ計画的な事業執
行を図るには、水路台帳の整
備による現状把握や改修計画
策定が必要である。

検討・
見直し

①②浸水被害の解消並びに良
好な施設管理を図るため、当事
業の積極的な実施が必要である
とともに、水路台帳の早期整備に
よる計画的な事業執行を進め
る。

369
応急浸水対
策事業

建
設
部

治
水
課
H20 -

〔目的〕
　浸水被害の発生した地域の応急対
応として、緊急かつ応急的に施設の
新設や改良を行ない、浸水被害の軽
減を図る。
〔手段〕
　水路の嵩上げやポンプ施設の新
設、改良等を実施する。

高 低 高 高 Ｂ

　応急対策工であるため、事象
が起きてからの対応となってし
まう。今後、浸水常襲地区の浸
水対策として計画的に実施す
る必要がある。
　事業として、緊急性・必要性
は高いが対応方法によって施
工方法が異なるため１箇所あ
たりのコスト比較ができない。

検討・
見直し

①浸水被害の常襲地区につい
て、ポンプ施設等の設置を図る。
②浸水被害の解消を目指し、計
画的な施設整備を進めるため、
水路台帳の整備を進める。

370
水防システ
ム整備事業

建
設
部

治
水
課
H20 -

〔目的〕
　近年のゲリラ豪雨等により浸水被害
の発生した地域の対応として、迅速か
つ的確な対応をとるべき施設の改修
を行い、浸水被害の軽減を図る。
〔手段〕
　既存樋門（2ヶ所）の改修を行う。
（ゲートの電動化及び遠方監視制御
化）

高 高 高 高 Ａ

　越谷市内に設置してあるゲー
トの内、約７割が手動ゲートで
ある。
　今後、浸水地域を重点に計画
的な既存ゲートの改修が必要
である。

現状
維持

①平成23年度に弥栄地区の御
料堀ポンプ場に関連する６ヶ所
のゲート及び遠方監視制御シス
テムの改修が完了した。
引き続き、東越谷地区の既存
ゲートの改修を計画的に実施す
る。
②浸水地域を重点に計画的な既
存ゲートの改修を実施していく。

371
管路整備事
業（治水課）

建
設
部

治
水
課
S47 -

〔目的〕
　浸水被害の軽減、生活環境の改善
を図るため、公共下水道（雨水幹線
等）の整備を行う。また、越谷レイクタ
ウン関連の公共下水道（汚水、雨水）
の整備を行う。
〔手段〕
　補助金等を活用し整備の促進を図
る。

高 高 高 高 Ｂ

　本事業は、主に国庫補助事
業による公共下水道事業を実
施しており、効率的、効果的な
事業の施行について常にチェッ
クしながら進めている。また、本
事業公共下水道（雨水・汚水）
整備に対する貢献度は大きい
ものがある。
コスト面については、整備する
管路の規模や現場条件等によ
り大きく差が出てくるため、一概
に単価比較することは難しい。

検討・
見直し

①計画的な整備を推進する。
②近年、気象の変化に伴い、ゲ
リラ豪雨が発生する等雨の降り
方も変化してきている。このた
め、中長期的には雨水排水計画
の見直し並びに計画的な施設整
備、維持管理が必要である。

372
河川施設維
持管理事業

建
設
部

治
水
課
H2 -

〔目的〕
　流水阻害の除去及び河川環境の保
全を図る。
〔手段〕
　状況を確認し、草刈・浚渫・修繕等を
実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　河川施設の老朽化が著しく、
計画的な改修が課題である。
　また、河川の堆積物による流
下阻害を防止するため浚渫の
必要がある。

検討・
見直し

①②河川の清掃・浚渫等を実施
し、流下能力を確保し浸水被害
の軽減を図る。
河川施設が十分機能するよう河
川・調節地等の浚渫を継続して
実施する。
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※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　市内延長1,108ｋｍの既設排水路の改修等を行う事業である。
　今後の課題としては、昭和61年度作成時点のままの水路台帳の整備がある。これをデジタル化、GIS（地図情報システム）化
することを早急に検討すべきであるが、多大な経費がかかることから（特にGISについては）関係する複数部署が連携し、全庁
的に検討すべきである。

整
理
済

　今後の課題として、水路台
帳の整備を指摘されている
が、道路台帳のデジタル化と
のリンクを前提として、平成
25年度からの水路台帳シス
テム運用開始したが、既設お
よび整備済水路のデータが
十分でないため、今後も、シ
ステムを活用しながらデータ
収集し、システムの信頼性を
高めていく。

22 Ｂ

　台風や大雨時における水防活動において浸水被害の軽減を図るため、河川施設の改修や仮設ポンプの設置・増設などの整
備を行う事業である。
　ゲリラ豪雨による災害など、突発的で予測困難な、長期計画では対応できない浸水対策工事を実施している。
　近年はゲリラ豪雨により浸水被害が発生しており、また、大きな河川の多い平野部という地理的条件から、内水対策は必要
不可欠といえる。計画的に実施され、市民の安心・安全を確保されたい。
　減価償却費については、適正に把握されているかを再度検証し、施設更新計画を適正に作成されたい。
　成果指標としては、「応急対策の事業箇所」を設定するとともに、このほかにも市民に分かりやすい指標を設定されたい。応
急対策の事業箇所が少なければ整備が行き渡ってきているということであり、反対に応急対策の事業箇所が多ければ、予算
を増やし事業量を増大させる必要がでてくる。

整
理
済

　今後、頻発するゲリラ豪雨
により浸水被害が生じた地域
の雨水排水系統を調査し、よ
り効果的な仮設ポンプの設
置や増設を行い、浸水被害
の軽減に努める。

22 Ｂ

　大雨による浸水被害が多発している越谷市弥栄地区の浸水被害を軽減し、台風等の災害時における情報収集と水防活動
の円滑化を図るため、県の補助金を受け、各排水機場の運転状況の把握及びゲートの開閉を含めた遠方監視制御を行うシ
ステムを構築する事業である。
　近年のゲリラ豪雨の発生により、各水防施設への人員配置が間に合わないケースも考えられ、必要性が認められる。
　樋門は概して高価であり、電動、遠隔操作とするとさらに高価になる。浸水被害の軽減を図るため電動化する必要性は認め
られるが、いざというとき、コストに見合う働きをするかどうか、綿密に検証されたい。
　また、ライフサイクルコスト引き下げのためのアセットマネジメントや、維持管理費のシミュレーションを導入し、より効率的な
維持管理を実施するとともに、減価償却費計算表や施設の台帳を適正に管理し、更新計画策定に活用されたい。
　市債発行により実施されている事業であるが、市債発行額が膨張すると本市の財政状況の悪化を招く恐れもあるため、一般
財源の比率を高める努力をされたい。

整
理
済

　平成20年度より県の補助
金を活用し、浸水地区（弥栄
地区）の被害軽減を目的に
ゲートの電動化及び遠方監
視化を進めてきた。平成23年
度に、弥栄地区の整備が終
了し、水防活動の円滑化が
図れ、浸水被害の軽減が図
れるのものと考えられる。ま
た、今後についても浸水地区
における流域の雨水排水を
調査し、電動・遠方監視制御
化する手動ゲートの優先順
位を決め、事業を進める。

23 Ｂ

　浸水被害の軽減や生活環境の改善を図るために公共下水道(雨水幹線等)の整備と越谷レイクタウン関連の公共下水道(汚
水、雨水)の整備を行う。市民生活の安全を守る上で必要な事業である。
　管路整備については、越谷レイクタウン関連のものは汚水用と雨水用を一括して工事発注し、事業の効率化を図っている
が、それ以外のところは過去に補助金交付対象となっていた汚水用のものが先行したため、当該事業では雨水幹線の整備の
み行っている。
　現在、平成22～26年度の5か年計画（社会資本総合整備計画）に基づき、国の補助金を得て整備を進めている。しかしなが
ら、市内の雨水幹線等の総合的な把握については、平成16年度の外部評価で指摘を受け、平成22年度より緊急雇用対策を
活用し雨水管の台帳整備を開始したところである。長期的な整備計画はまだなく、豪雨時などに冠水被害が出たところ等緊急
度の高い箇所から対応をしている。
　雨水管路の整備に必要な事業費の確保は、公共下水道事業全体の計画と関係し、台帳整備が途中の現段階では主体的な
計画は立てにくい。台帳整備後には、減価償却費の積算を適正に行い、ライフサイクルコストの引き下げや、施設の耐用年数
に応じた適切な更新が可能となるように、アセットマネジメントの考え方に基づき、計画的かつ効率的な中長期的更新計画を
策定されたい。
　成果指標として、「浸水被害件数」を提案したい。
《参考》平成16年度外部評価： Ｂ

整
理
済

　平成２５年度から水路台帳
システムの運用を開始した。
しかしながら、既設および整
備済水路のデータが十分で
ないため、今後も、システム
を活用しながらデータ収集
し、システムの信頼性を高め
ていく。

17 Ｂ
　河川施設を公園利用等へ活用し施設維持する目的で、地域住民とともに維持管理方法を検討する場を設け、草刈等の環境
問題を地域住民とともに解決する方向で検討することを望む。住民協働化の時代に対応し、周辺住民とともに施設を維持し、
費用の低減化を図ることを望む。

整
理
済

　河川施設のほか、道路施
設・公園施設の草刈等につ
いて、事業の一元化を図るた
め、平成23年度より維持管理
課に業務を移管した。
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373
都市下水路
施設維持管
理事業

建
設
部

治
水
課
H2 -

〔目的〕
　流水阻害の除去及び都市下水路環
境の保全を図る。
〔手段〕
　状況を確認し、草刈・浚渫・修繕等を
実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　河川施設の老朽化・地盤沈下
により修繕や計画的な改修が
課題である。
また、浚渫等を計画的に実施
し、流下能力を確保する必要が
ある。

検討・
見直し

①河川の清掃・浚渫等を実施し、
流下能力を確保し浸水被害の軽
減を図る。
②河川施設の適正な維持管理に
努め、浸水被害の軽減を図る。

374
排水路安全
施設整備事
業

建
設
部

治
水
課

- -

〔目的〕
　既存水路に歩道版を布設すること
で、緊急時の避難通路を確保し、市民
生活の安全と快適な環境を図る。
〔手段〕
　自治会要望による既存水路への歩
道版布設

高 高 高 高 Ｂ

　公共下水道の普及に伴い、
排水路は雨水の排水路へと用
途が変わり、自治会から緊急
避難用通路や通学路等への利
用に供するための蓋架け要望
が多く、年度内受付分に実施年
数が数年後に繰延べとなり対
応に苦慮している。
　また、既存蓋架け水路の老朽
化による改修が課題となってい
る。

検討・
見直し

①蓋架け要望箇所について、地
域性や必要性を精査し、優先順
位を明確にして実施していく。
②要望延長に対する整備率は、
約80％であり市民要望に応え、
利便性の向上を図るため事業費
の拡充が必要である。

375
排水機場施
設維持管理
事業

建
設
部

治
水
課
H4 -

〔目的〕
　水防時、排水機場等が正常に機能
するよう点検及び改修を行う。
〔手段〕
　排水機場等の機器類の維持管理を
委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　排水機場等、河川施設の老
朽化が課題である。
また、施設の機能を最大限活
用するため、ポンプ場施設機器
台帳を整備し、計画的な改修
（事前保全）に努める。

検討・
見直し

①施設の機能を最大限機能させ
るため、引続き施設の維持管理
に努める。
②排水機場・ポンプ場等、河川施
設の機器台帳を整備し、計画的
な改修（事前保全）に努める。

376
ポンプ場施
設維持管理
事業

建
設
部

治
水
課
H4 -

〔目的〕
　水防時、ポンプ場等が正常に機能
するよう点検及び改修を行う。
〔手段〕
　ポンプ場等の機器類の維持管理を
委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　ポンプ場等、河川施設の老朽
化が課題である。
　施設の信頼性向上を図るた
め、今後、改築の必要がある。

検討・
見直し

①施設の機能を最大限機能させ
るため、引続き施設の維持管理
に努める。
②排水機場・ポンプ場等、河川施
設の機器台帳を整備し、計画的
な改修（事前保全）に努める。

377

受益者負担
金・使用料
徴収業務費
(受益者負
担金業務部
分)

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　公共下水道の利益を受ける者から
事業費の一部を負担金として徴収す
る。
〔手段〕
　受益者に負担金を賦課し納付書に
より収納
　滞納者には、督促・催告及び戸別訪
問の実施

高 高 高 高 Ｂ

　事業の継続性は重要であると
認識しており、負担の公平性の
観点から今後も引き続き収納
率の向上に努めていく。

検討・
見直し

①②現年度滞納者に対しては戸
別訪問するなどして早期の納付
を促し、滞納繰越に移行しないよ
う現年度対策を強化していく。
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施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　都市下水路の適切な排水機能と衛生環境を維持するために、堆積物の浚渫、草刈、防護フェンス等の河川施設の修繕など
を行う事業である。都市下水路は市街地の雨水排水を行うための設備であり、都市下水路の円滑な排水機能を維持する本事
業は市街地の浸水対策として重要である。
　地域の河川等の整備については、本来、流域の住民等によるボランティアの協力を得ることが望ましいが、都市下水路の構
造上、整備には危険が伴うため、本事業は市が実施主体となる必要がある。浚渫、草刈については、あらかじめ対象個所を選
定するとともに、市民の要望に応じて必要箇所の整備を行っている。河川への不法投棄についても、市民からの通報に対して
適切な対応がとられている。
　事業費面では、毎年度250万円程度が計上されている賃借料の見直しが必要である。この賃借料は一部の土地を地権者か
ら賃借していることにより発生しているものであるが、地権者から当該土地を買取ることができず長期間にわたり一定額を支
払っている。賃借料は市の規定により決定されているが、賃借期間は10年と長期間であり土地の買取り交渉が継続的に実施
されている経緯が確認できなかった。地価の下落を踏まえた減額や土地の買取り等の検討を定期的に行い、地権者と粘り強く
交渉することが必要である。
　修繕の状況については、地図に記録し経年劣化の状況把握に努めているが、現在デジタル化が進められている水路台帳に
記録することで状況の一元管理を図られたい。
　現時点で設定されている活動指標と成果指標については、実質的に同一であるため、変更が必要である。活動指標として設
定している「実施箇所数」は、草刈・浚渫・改修等が合算されているが、草刈・浚渫・改修等の手段ごとの実施回数を明示すべ
きである。成果指標としては、市民のニーズへ十分な対応ができているのかを確認するために、苦情・要望の対応件数を提案
したい。また、浚渫によって流下能力が改善されたことが把握できるよう、浚渫量等を成果指標とするよう検討されたい。
　各自治体の上下水道の多くは敷設から長期間が経過しており、老朽化した管路の維持管理や耐震性の確保等は共通の課
題となっている。都市下水路についても上下水道の各種改修計画と整合を図り、市民の安全が確保されるよう長期的な改修・
耐震化計画を策定されたい。

整
理
済

　都市下水路施設の修繕箇
所に関しては、早期にデジタ
ル化による一元化を図り、計
画的な改修を実施していきた
い。また、草刈・浚渫箇所に
ついてもデジタル化を図り通
年実施している箇所について
流下阻害のないよう早期実
施に努める。土地の賃借料
については、権利者の意向
把握を行うとともに、土地利
用や権利関係の変更に合わ
せ土地の取得に努め、削減
していく。

18 Ｂ
　排水路の歩道化による安全対策は重要である。今後も引き続き、住民とのコミュニケーションを密にし、適切な安全施設整備
を推進していく必要がある。

整
理
済

　排水路の歩道化は、緊急
時の避難通路や通学路とし
ての利用など、今日まで多く
の自治会から要望をいただ
いている。今後、優先順位を
明確にし、早期に整備が実
施できるよう事業を進める。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

23 Ｃ

　公共下水道の受益を受ける土地所有者から事業費の一部を「下水道受益者負担金」として徴収する業務である。都市計画
法、越谷市の条例及び規則に基づき行われ、下水道事業継続のために欠かせない事業である。
　負担の公平の原則を守るために、100%に限りなく近い収納率が求められるが、平成22年度の収納率は現年度で86.46%、滞
納繰越分を含めると64.25%であり、これでは公平性を担保できているとはいえない。また、これまでに約9千万円以上の債権を
5年の時効により欠損している。下水道受益者負担金は強制徴収公債権（税の例により滞納処分可能な債権）であるにも関わ
らず、滞納処分の実績もなく、時効中断の措置は主に納付誓約のみで、法で定めた措置が十分に取られていないなど、債権
管理・回収の体制は極めて不十分である。
　平成18年度の外部評価において、回収方法の工夫と、回収コストの採算性改善が指摘されており、対応として電算委託業務
を見直し、コスト削減に努めたとのことだが、一方で、徴収率の低下と9千万円以上の欠損という事態が現れている。当該事業
を開始した昭和58年度から平成22年度までで54億8千万円の収納があったとのことだが、その1.7％に当たる額が回収できて
いない事実を重く受け止めるべきである。
　新規の賦課・徴収の発生も考慮し、事業継続の必要性は認められる。しかしながら、業務の棚卸を抜本的に行い、当該事業
のあり方を大幅に見直す必要がある。
　当該事業は①賦課・調定、②取引される土地への負担金の賦課状況についての問い合わせ対応、③徴収・滞納整理が主な
ものだが、①は下水道課に残し、②についてはデータベースを活用して効率化する（例えば、ホームページ上で地番を入力す
れば賦課状況を自動的に分かるようにする）などして、手間をかけない工夫をすること、③については平成23年度に収納課に
新設された債権回収係に案件を積極的に移管することを提案したい。
　負担金の他、税金、各種料金などの公的債権の滞納者は複数の公的債権を滞納する例が多い。当該業務以外にも関係す
ることだが、各部署で非効率に徴収に動くことを見直し、庁内で債権回収の一体化を進められたい。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

整
理
済

　収納課債権回収係と連携
し、収納率の向上に努める。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

378

受益者負担
金・使用料
徴収業務費
(使用料業
務部分)

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　下水道使用者より、下水道使用料を
徴収する。
〔手段〕
　水道料金との併合徴収(越谷・松伏
水道企業団へ業務委託)
　滞納者に対しては、越谷・松伏水道
企業団と連携し、督促・催告・戸別訪
問の実施

高 高 高 高 Ｂ

　下水道事業には欠かせない
重要な財源であることから、今
後も引き続き越谷・松伏水道企
業団と情報交換をし、収納率の
確保に努めていく。

検討・
見直し

①②併合徴収分については、越
谷・松伏水道企業団の徴収に協
力する。単独徴収分については、
督促をしたうえで戸別訪問をする
など滞納分の早期収納を図る。

379
水洗便所普
及啓発事業

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　水質汚濁の防止、水洗化率の向上
を図る。
〔手段〕
　融資あっせん業務
　下水道展による広報活動
　未接続世帯への戸別訪問による普
及活動

高 高 高 高 Ａ

　生活環境の向上や水質改善
には水洗化が欠かせないとい
うことについては十分理解して
おり、今後も引き続き未接続世
帯に対し水洗化普及活動を
行っていく必要がある。

現状
維持

①②再任用職員と委託業者が未
接続世帯を直接訪問し、公共下
水道に早期に接続するよう指導
を行っていく。

380
管路整備事
業（下水道
課）

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　都市の健全な発達や公衆衛生の向
上、公共用水域の水質保全を図る。
〔手段〕
　公設桝、取出し管及び下水道本管
設置工事の実施

高 低 高 高 Ｂ

　私道等により下水道管が布
設できないところもあり、市街化
区域内のすべての世帯が公共
下水道を使用できる状態では
ない。

検討・
見直し

①引き続き市街化区域の下水道
未整備箇所の整備に取り組んで
いく。
②公共用水域の水質保全や公
衆衛生の向上を図るために、市
街化区域での下水道未整備箇
所の解消を進める。

381
流域下水道
事業

建
設
部

下
水
道
課

S47 -

〔目的〕
　中川流域下水道は、埼玉県東部15
市町が関連し、効果的に水質汚濁防
止を図るため、管渠・ポンプ場・終末
処理場等の建設費及び維持管理費
の一部を負担する。
〔手段〕
　建設負担金・維持管理負担金の納
付

高 高 高 高 Ｂ

　流域下水道は、広域的に汚
水処理を行うことより、河川等
の水質汚濁防止に効果的であ
る。しかし、建設費や維持管理
費に多額の費用を要するため、
使用料による財源確保を図る
必要がある。

検討・
見直し

①維持管理負担金単価の改正
について、十分なチェックを行うと
ともに、使用料収入の確保に努
める。
②経費回収率の改善を図るた
め、適正な使用料単価の検討を
進める。

382

公共下水道
情報管理シ
ステム事業
（下水道情
報管理シス
テム入力委
託料）

建
設
部

下
水
道
課

H12 -

〔目的〕
　公共下水道の情報を適正に管理
し、業務の効率化と市民サービスの
向上を図る。
〔手段〕
　下水道情報整備やシステム改良及
び機器の保守点検委託の実施

高 低 高 低 Ｂ
　整備した情報データの有効活
用や迅速に正確な情報提供を
図ること。

検討・
見直し

①管路情報にある表示内容につ
いて、よりわかりやすい表示にな
るようシステム改良を行う。
②下水道情報管理システム内に
ある管渠情報をホームページに
掲載し、利用者への利便性を図
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ
　最大の課題は、収納率の向上である。平成20年度の未納額の約60%は、転居等による宛先不明が原因となっている。
　極めて難しい側面はあるが、水道企業団・庁内他部署と連携し、転居等による宛先不明を追求調査する等、収納率改善に
向けての効果的な方策を検討していただきたい。

整
理
済

　水道企業団に対し、滞納者
に係る住所情報を提供する
など収納率の向上に努めて
いる。

25 Ｃ

事業概要
公共下水道への接続や水洗便所の普及を促進し、環境衛生の向上を図る事業である。
必要性
事業の最終的な達成目標は水質改善であり、その手段として下水道水洗化率が位置づけられているが、水洗化率を上げるこ
とより、水質の改善にどの程度貢献するかが明確になっていない。水質汚濁の原因にはいろいろな要素が考えられ、いくら当
市で水洗化率を上げても上流の水洗化率が低ければ効果が低いため、流域全体で改善の取組をしなければならない。実際、
綾瀬川の上流域に位置する他自治体においては、越谷市よりも大きく接続率が低い状況が見られ、これが水質改善において
大きな課題となっていると考えられる。水質改善という目的を達成する手段として、既に水洗化率が93.8%まで達成されている
越谷市において、100%まで水洗化率を上げていくことが有効性の高い手段なのか疑問である。実際、水質改善を達成するた
めの手段として、合併浄化槽など公共下水道以外にも様々な手法がある。公共下水道の計画区域ではない地域については、
地域特性に合った方法などを検討すべきだと考える。これらの取組には近隣の市町村との連携も重要であるとともに、環境管
理計画や都市計画との連携が必要である。さらに、住宅の建て替えに伴い水洗化が着実に進展しており、必要性は時間の経
過とともに低下している。
効率性
接続指導等の件数の単位当たりコストは効率性を測る指標としては部分的なものであり、事業全体の効率性が高いかどうか
を把握する指標が整備されていないことから、例えば、接続指導をしたことで実際に接続した件数の単位当たりコストなど、今
後、効率性を測る指標の整備が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員の個
別訪問により接続した件数に加えて、接続指導を委託することにより接続した件数を把握することにより、事業の効率性を測る
指標を整備することが必要である。
有効性・成果指標
BODの数値を見ると、平成2年から23年にかけてデータ上はかなり下がっており改善されたことが認められるが、当市の水洗
化率が向上したことがどのくらい貢献しているかは分からない。平成16年度から24年までに3000件の公共下水道への接続が
あったということであるが、専属の職員を配置して戸別指導を開始した平成21年度からの接続件数は約1360件、その中で、戸
別指導により接続したのは約3割（352世帯）に留まり、それ以外の7割程度は、家屋の建替等の際に、建築基準法の定めによ
り自主的に切り替えてくれたものであり、本事業の費用対効果が高いとは言えない。
その他
公共下水道事業の経費回収率（使用料単価÷汚水処理原価）が70％程度と低いため、公共下水道への接続を推進すること
自体は必要であると考えられるが、7000世帯が切り替えたとしても、1億7千万円程度の増収にしかならないと見込まれる。
経費回収率改善に向け平成23年度には25%の料金改定を実施しているが、下水道事業の経営の健全化を考えると、さらなる
使用料の見直しを含めた抜本的な下水道事業の見直しが必要なのではないか。

【水洗便所改造資金利子補給金】（内部評価：継続）（外部評価：廃止）
　事業の必要性が認められないため、利子補給金は廃止すべき。
《参考》平成17年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

16 Ｂ 　下水道台帳の整備を行い、現地確認作業の軽減等によるコスト削減および工事実施までの期間短縮を図られたい。
整
理
済

　公共用水域の水質保全や
公衆衛生の向上を図るため
に、下水道未整備箇所の解
消を図る。

22 Ｂ

　都市の健全な発達と公衆衛生の向上を目指し、あわせて公共用水域の水質を保全するため、県が管理運営する中川流域
下水道事業に対し、その設置、改修、修繕、維持その他管理に要する費用の一部を負担する事業である。
　負担金の支払い先の流域下水道に対し、合理化、効率化しているかをチェックする姿勢は評価に値する。
　下水道事業は現代社会に必要な事業だが、事業費が非常に大きく、市債の発行もされている事業であり、公債費比率を上
昇させないよう注意されたい。本事業の市債の利息も単年度で1億4,500万円に上っており、財源の見直しが必要である。
　引き続き、本事業の効果を高めるため、水洗化促進事業を推進し、未水洗化世帯の解消に取り組まれたい。

整
理
済

　平成22年度より、県流域下
水道事業運営協議会全体会
議及び調整会議を設置し、流
域別会議だけであった事業
計画への意見・要望・チェック
体制等の充実を図っている。

20 Ｃ

　公共下水道情報管理システムの必要性は認められる。しかし、これまでのＩＴ投資額は3億円を超えており、以下のような課題
が考えられる。
・システム構築の内訳が明確になっていない。
・保守費の算定根拠が不明確である。
・情報システムの関連図等がなく、システムの構成が不明確である。
・情報システム調達時に、情報システム部門等他部門との連携がなされてない。
　このため、システム調達におけるコスト削減や品質向上の視点から、改善の余地が大きいと思われる。ＩＴ化にあたり、ＩＴの専
門部署である情報統計課との連携を強化すべきである。

整
理
済

　管路情報における表示内
容について、よりわかりやす
くするようシステムの改良を
行う。また、下水道情報管理
システム内にある管渠情報
の適正管理を続けて利用者
への利便性を図る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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改革
改善
の方
向性

383
公共下水道
会計繰出金
事業

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　公衆衛生の向上や河川等の公共水
域の保全を図り、安全で快適な生活
環境を維持する。
〔手段〕
　一般会計より公共下水道特別会計
へ繰り出す。

高 低 高 高 Ｂ

　公共下水道の雨水事業は公
費負担であるが、汚水事業は
使用料で賄うことを基本として
いるため、繰出金の抑制に努
める必要がある。

検討・
見直し

①建設コストの削減に努めるとと
もに、使用料収入の確保を図る。
②適正な使用料単価について、
検討を進めるとともに繰出金の
抑制に努める。

384
管路施設維
持管理事業

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　公共下水道を利用する住民の快適
な生活環境の保全や事故防止、また
管路施設の機能維持を図る。
〔手段〕
　管路施設の修繕実施及び清掃委託

高 低 高 低 Ｂ
　管路の状況把握が十分でな
いことから、計画的な維持管理
が難しい。

検討・
見直し

①人孔及び人孔内調査結果に
基づき、清掃や修繕を実施する。
②平成２７年度までに供用開始
区域全体の管路機能や通行の
安全を確保するため、人孔及び
人孔内の簡易調査を行い清掃修
繕を進めていく。

385

ポンプ場施
設維持管理
事業
（汚水）

建
設
部

下
水
道
課

S58 -

〔目的〕
　常時稼動している施設の機能維持
を図り、利用者の快適な生活の保全
を行う。
〔手段〕
　ポンプ場運転管理や保守管理の委
託及び異常個所の修繕実施

高 低 高 低 Ｂ

　コスト縮減を図る手段として設
備機器の予防的修繕を行うこと
が有効であるが、機器の状態
を十分把握ができていないこと
から実施が難しい。また、委託
方法の見直しによるコスト縮減
を図る必要がある。

検討・
見直し

①引き続き委託修繕等の維持管
理を行う。また、委託においては
複数年契約の実施を行う。
②各ポンプ場の状態を調査確認
し、予防的修繕計画の策定を進
める。

386
公共下水道
台帳整備事
業

建
設
部

下
水
道
課

H12 -

〔目的〕
　新設や更新があった下水道施設に
ついて、使用者への最新管路情報の
提供や適正な維持管理業務への利
用を図る。
〔手段〕
　新設、更新した下水道施設の台帳
整備委託の実施

高 低 高 低 Ｂ

　①台帳と現況が一致しない場
合がある。②台帳作成に一部
実施している現況調査につい
て、実施方法を検討し、コスト
縮減を図る必要がある。

検討・
見直し

①年2回の台帳更新を実施する
とともに、現況調査にかかる費用
のコスト縮減を検討する。
②下水道台帳の精度を向上させ
るために、他事業で実施している
管路カメラ調査結果の反映と現
地調査の実施を進める。

387
管路改修事
業（下水道
課）

建
設
部

下
水
道
課

- -

〔目的〕
　管路施設の機能確保や延命化を図
る。
〔手段〕
　管路施設の改修工事の実施

高 低 高 高 Ｂ
　老朽化した施設が多く、改修・
改築には多額の事業費が必要
である。

検討・
見直し

①平成22年度で策定した施設の
長寿命化基本計画に基づき選定
された施設の実施計画書を作成
し、国庫補助事業の承認申請事
務を進める。また、長寿命化支援
制度を活用し施設の長寿命化に
取り組む。
②今後耐用年数を迎えていく施
設について、長寿命化支援制度
を活用し施設の延命化も考慮し
た更新計画の策定を含める。

388
ポンプ場改
修事業

建
設
部

下
水
道
課

H21 -

〔目的〕
　下水道使用者に快適な生活環境の
提供を図る。
〔手段〕
　ポンプ場施設の改修工事の実施

高 低 低 高 Ｂ

　電気・機械設備が耐用年数を
超え、老朽化したポンプ場が多
く、予算的な制約もあるが改修
計画の前倒しの検討が必要で
ある。

検討・
見直し

①平成21年度より実施している
ポンプ場改修事業を引き続き行
う。
②現在策定している改修計画に
基づき改修事業を進めるととも
に、さらに効率の良い事業実施
のための計画内容等の見直しを
図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　公共下水道の整備は、市街化区域内は概ね完了したものの、今後はその維持管理が重要課題となる。
　しかし、現状ではその事業費が充分に見込めないことから、予算確保が重要になる。使用料金の見直しのためにも、事業費
の必要性を訴えることができるように、正確な現状分析が求められる。
　さらに、維持管理コストの縮減のためには、公共下水道施設維持管理事業等と連携した対応が必要と思われる。

整
理
済

　平成23年度に使用料の改
定を行い、使用料の増収を
図った。また、補償金免除繰
上償還制度を活用し、高利
率の公債費の借り換えを行
い、支払利息額の軽減に努
めた。

20 Ｂ
　公共下水道を利用する住民の快適な生活確保や事故防止を図るために、当該事業は必要であると認められる。ただし、事
業費が多額となるため、今後とも一層のコストダウンを図ってほしい。成果指標として修繕箇所数や清掃実施件数をあげられ
ているが、事業目的に沿って管路施設の機能維持を表す成果指標を設定すべきである。

整
理
済

　人孔及び人孔内調査に基
づき清掃や修繕を実施する。
また、供用開始区域全体の
管路機能や通行者の安全を
確保するため、人孔及び人
孔内の簡易調査を行い清
掃、修繕を進めていく。

16 Ｂ 　委託範囲を可能な限り拡大し、人件費削減を図られたい。
整
理
済

　引き続き委託・修繕等の維
持管理を行う。また、委託に
おいては長期継続契約の実
施を行い、経費の削減に努
めた。さらに、各ポンプ場の
状態を調査確認し、予防的
修繕計画の策定を進める。

19 Ｂ
　ITを活用し、職員の負荷軽減、市民の利便性向上を図られている点については評価できる。
　新設、変更箇所の台帳への反映期間を短縮することを検討する必要がある。
　また、工事中および工事申請中箇所の一覧表を情報提供すればさらに利便性が向上すると思われる。

整
理
済

　年２回の台帳更新を実施す
るとともに、現況調査にかか
る費用のコスト縮減を図る。
また、下水道台帳の精度を
向上させるために、他事業で
実施している管路カメラ調査
結果の反映と現地調査の実
施を進める。

23 Ａ

　公共下水道の管路施設の機能確保や延命化を図るために、管路施設の改修工事を実施する事業である。市民生活の快適
な生活環境を守る上で必要な事業である。
　平成18年度外部評価の指摘事項を踏まえた庁内の検討、取り組みにより、平成22年度に越谷市公共下水道事業経営健全
化計画及び施設長寿命化基本計画が策定され、アセットマネジメントの考え方に基づき、ライフサイクルコストの引き下げや、
優先順位をつけた計画的かつ効率的な事業運営を目指した取り組みが進められていることは評価できる。また、適切かつ柔
軟な事業運営を行うため地方公営企業法適用を目指し、使用料の値上げや、債務の借り換えなど、歳入歳出のバランスをと
る努力をしている。
　今後は、改修費用と耐用年数に見合った減価償却費を適正に計上するとともに、管路改修にかかるコストのピーク時期をシ
ミュレーションにより明らかにしながら、施設の耐用年数に応じた適切な更新が可能となるように、公共下水道事業経営健全化
計画及び施設長寿命化基本計画に基づく事業進捗管理を徹底されたい。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

整
理
済

　平成２２年度で策定した施
設の長寿命化基本計画に基
づき選定された区域の実施
計画書を作成し、国庫補助
事業の承認申請事務を進め
る。また、長寿命化支援制度
を活用し施設の長寿命化に
取り組む。

24 Ｂ

　下水道で運ばれてきた汚水を排出するためのポンプ場の改築・更新等を行う事業である。老朽化等によるポンプの事故、機
能停止が発生した場合には、汚水の排水が滞り、市民生活に大きな影響を与える。このため、施設の改修を行い、事故発生
や機能停止を未然に防ぐ本事業の必要性・重要性は極めて高いといえる。
　下水道施設は安全で衛生的な市民生活に不可欠なものであるが、事業開始から相当期間が経過しており、老朽化への対応
が課題となっている。また、施設ストックが膨大であり、維持・改修等に要するコストは多額になるため、限られた財源で計画的
に施設を保全していく必要がある。ポンプ場改修事業は『第4次越谷市総合振興計画』において主な事業として位置づけられ
ており、総合振興計画では平成27年度にポンプ場改築・更新率を20％とすることを目標としている。適切な進捗管理により目
標が着実に達成されるよう努められたい。
　国土交通省は平成20年に「下水道長寿命化支援制度」を創設し、長寿命化計画に基づくライフサイクルコストの最小化を推
進しているが、越谷市では各ポンプ場ごとに同制度に基づく個別計画を策定し国庫補助金を活用しながら整備を進める方針
である。計画の策定に際しては、ライフサイクルコストの最小化に加え、耐震化等により施設の機能向上を図ることにも配慮さ
れたい。
　成果指標の「正常なポンプ場運転率」については、指標が何を示しているか理解しづらいため変更を検討されたい。「予期し
ていなかったポンプ場の故障箇所数」等に改め、本事業が事故・機能停止の未然防止にどの程度効果があるのかを測定でき
るよう工夫することが必要である。
　自治体の公共下水道事業は、地方公営企業法の適用が義務付けられていないが、同法を適用し企業会計方式へ移行する
ことで、発生主義に基づく複式簿記により経理が行われるため、事業の経営成績や資産価値が明確に把握できるようになる。
全国の自治体でも人口が30万人以上の団体では半数以上が公共下水道事業について法適用を進めており、越谷市において
も導入を前向きに検討していただきたい。
　また、下水道だけにとどまるものではないが、平成23年のPFI法改正によりインフラ等の公共施設について、整備から運営ま
でを民間事業者が一括して行うコンセッション方式を導入することが可能になっている。財政負担の軽減や民間のノウハウ活
用による収入増等が期待できるため、新たな官民連携の手段として導入可能性について検討することが必要である。

整
理
済

　国の長寿命化支援制度を
活用し、ポンプ場改修事業う
を引き続き行う。しかし、貴重
な財源である国庫補助金の
交付率が低迷していることな
どから、今後は短いスパンで
の事業の見直しを行ってい
く。また、成果指標について
は、｢予期せぬポンプ場故障
箇所数｣に改める。さらに、地
方公営企業法適用について
は、今後他市の事例等を参
考に検討していく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

389
営繕管理事
業（ＣＡＤシ
ステム等)

建
設
部

営
繕
課
H15 -

〔目的〕
　工事修繕等の発注の効率化を図
る。
〔手段〕
　CADを利用しての資料作成を行う。

高 高 高 低 Ｂ

　工事修繕等の設計積算にあ
たり、ＣＡＤシステムが必要であ
る。
　今後、過去の施設別工事履
歴を有意義に利用できるかが
課題である。

検討・
見直し

①引き続き工事修繕等の発注資
料の作成をＣＡＤで行う。
②過去に作成したデータを維持
管理台帳とリンク付けを行い、一
元的に管理をしていく。

390

営繕管理事
業（公共施
設維持管理
システム）

建
設
部

営
繕
課
H15 -

〔目的〕
　公共施設の予防保全や点検整備の
基準を明確化し、適切な維持管理を
することで、今後の修繕費の負担軽
減や平準化を図る。
〔手段〕
　公共施設維持管理システム業務の
越谷市公共建築物施設の設計図書を
電子化し台帳にリンクさせる。

高 高 低 低 Ｂ

　施設の設計図書を電子化し、
公共施設維持管理台帳から検
索できるようになった。
　今後、公共施設維持管理シス
テムについて所管課との情報
の共有化・一元化が図られるか
が課題である。

検討・
見直し

①今年度で、公共建築物の設計
図書の電子化が終了する。
②各施設の所管課と情報の共有
化・一元化を図り、改修の優先順
位や予防保全時の把握など計画
的な保全業務に努める。

391

公園施設維
持管理事業
(維持管理
課）

建
設
部

維
持
管
理
課

- -

〔目的〕
　生活に安らぎや潤いを与える公園・
緑道等について適正な維持管理を行
い、市民の安全で快適な利用を図る。
〔手段〕
　公園パトロールや、公園・緑道の不
具合箇所の修繕、清掃、草刈、刈込
等の実施

高 高 高 高 Ｂ
　不具合箇所の迅速な発見、
対処が必要だが、事業規模が
大きいため実際は難しい。

検討・
見直し

①平成26年度からも、安全で良
好な緑・公園環境を維持すること
とし、それに向けて、公園パト
ロールや造園業協会等の協力を
得て、事故などが起きないよう公
園等の不具合箇所の早期発見、
修繕、草刈の実施に努める。
②維持管理の更なる強化を図る
ための方策を検討する。

392
道路施設維
持管理事業

建
設
部

維
持
管
理
課

- -

〔目的〕
　市民の生活基盤となる道路・水路の
適正な維持管理を行い、市民の安全
で快適な利用を図る。
〔手段〕
　道路パトロールや、道路・水路の不
具合箇所の修繕、草刈、清掃の実
施。

高 高 高 高 Ｂ
　不具合箇所の迅速な発見、
対処が必要だが、事業規模が
大きいため実際は難しい。

検討・
見直し

①平成26年度からも、安全で良
好な道水路環境を維持すること
とし、それに向けて、道路パト
ロールや交通事業者、建設業協
会等の協力を得て、事故などが
起きないよう道路公園等の不具
合箇所の早期発見、修繕、草刈
の実施に努める。
②維持管理の更なる強化を図る
ための方策を検討する。

393
都市計画基
礎調査事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

- -

〔目的〕
　都市計画法第6条の規定により、概
ね5年ごとに都市計画に関する基礎調
査を行う。
〔手段〕
　調査内容については、人口規模、土
地利用をはじめ、都市の現状、都市
化の動向等について広範囲なデータ
を把握し、都市計画については、同法
第２１条第1項の規定により、必要に
応じて変更等を行う。5年ごとの大規
模調査（２８項目）については、平成17
年度に業務委託により実施済。経年
時の調査については、臨時職員によ
り実施してきたが、平成19年度から職
員で対応している。

高 高 高 高 Ｂ
　成果の更なる活用方法を検
討する。

検討・
見直し

①平成24年度に導入した都市計
画支援システムの更なる活用を
図り、省力化、基礎データの効率
的な運用を図る。
②地方分権により多くの都市計
画情報が市に移譲されている。
今後、長期的な視野で、市の土
地利用計画を検討するための
データを蓄積していく。

181



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

19 Ｃ

〈公共施設維持管理システム〉
　事業目的が、当システムの完成にあるのではなく、市全施設の長期的な保全計画の作成にある。
システムの完成を待つのではなく、市保有施設を有するそれぞれの部署に対して計画的な営繕をするよう勧告する体制を整
備する必要がある。
　また、施設の維持には巨額の経費を要するとともに、適切な保全により施設の延命化につながる。長期保全計画は、市役所
全体の財政運営に大きな影響を与えることを認識し、長期保全計画の早期策定を目指し、当システムの早期完成を検討すべ
きである。

検
討
中

・関係各課と連携し、長期的
な視野での保全計画の策定
を目指したい。

23 Ｂ
<公園施設維持管理事業>
（事業番号：419参照）

検
討
中

　平成23年度より維持管理
課として、従来の道路、水
路、公園緑地、街路樹等の
維持管理窓口をひとつにし、
受付から処理に関する委託・
修繕の発注、直営の処理を
一元化し、業務の迅速化、市
民サービスの向上を図ってい
る。委託や非正規職員の活
用については業務内容や規
模、緊急時の対応、今後の
業務量の推移を見極め検討
していく。なお、従来より実施
していた公園緑地課による定
期的な公園パトロールに加
え、平成22年度より当課直営
による公園パトロールを実施
している。

18 Ｂ

<道路修繕事業>
　道路環境を改善する為、当該事業は必須である。今後は道路パトロールの強化や、計画的道路補修等、機能強化も求めら
れる。但し、事業効率を向上させる為、安全管理センターの正規職員から非正規職員への切り替えを含め、正規職員定数削
減の検討の余地がある。

検
討
中

　平成23年度より維持管理
課として、従来の道路、水
路、公園緑地、街路樹等の
維持管理窓口をひとつにし、
受付から処理に関する委託・
修繕の発注、直営の処理を
一元化し、業務の迅速化、市
民サービスの向上を図ってい
る。委託や非正規職員の活
用については業務内容や規
模、緊急時の対応、今後の
業務量の推移を見極め検討
していく。なお、平成22年度よ
り直営の道路パトロールに加
え、市内全域を対象に業者
による定期的な道路パトロー
ルを実施している。

22 Ｂ

　都市計画法第6条に規定された「都市計画に関する基礎調査」であり、概ね5年ごとに国土交通省令で定める事項について、
都市計画区域の現状及び将来の見通しを調査する事業である。
　調査内容は人口規模、土地利用をはじめ都市の現状、都市化の動向等について広範囲なデータを把握するもので、重要な
資料となるため、本事業を推進する必要性が認められる。
　昨年度は農地転用状況と建築状況について動態調査を実施した。
　実際の作業は、農業委員会と建築住宅課から農地転用状況と建築状況のデータの提供を受け、都市計画支援システムに
入力する作業である。
　窓口業務の待ち時間短縮や事務の省力化のため、地理情報システムの導入を検討されたい。
　本事業の成果は市街化区域の拡大や道路の決定、再開発計画などの元となる資料になるが、成果の活用を図るとともに、
本事業の成果がどのように役立ったかについての把握を進め、成果指標とされたい。

整
理
済

　地理情報システムを活用し
た都市計画支援システムを
既に導入済みである。都市
計画情報をＷＥＢ配信してい
る。また、都市計画基礎調査
の成果を、都市計画決定及
び変更の累計数とした。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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改善
の方
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394

公共交通事
業（鉄道施
設安全対策
事業）

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H24 H27

〔目的〕
　市内の鉄道駅において、耐震補強
に要する費用の一部を国、県及び市
が補助することにより、鉄道利用者の
安全確保を図る。
〔手段〕
　耐震補強に係る鉄道施設安全対策
事業を実施する鉄事業者の申請に基
づき、費用の一部を交付する。

高 高 高 高 Ａ

　鉄道施設安全対策事業費補
助金交付要綱（国）、越谷市鉄
道施設安全対策事業費補助金
交付要領により、補助対象駅
は北越谷駅及び新越谷駅に限
定されており、耐震補強に要す
る費用の一部を国、県及び市
が補助することにより、鉄道利
用者の安全確保を図ることは
社会的要請が高い事業であ
る。

現状
維持

①②鉄道施設安全対策事業費
補助金交付要綱（国）、越谷市鉄
道施設安全対策事業費補助金
交付要領により、補助対象駅は
北越谷駅及び新越谷駅に限定さ
れ、事業最終の平成２７年度ま
で、廃止または改善の余地はな
い。

395
都市計画審
議会運営事
業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H12 -

〔目的〕
　都市計画審議会は、その権限に属
された事項を調査審議する。また、市
長の諮問に応じた都市計画に関する
事項を調査審議し、審議の結果を答
申する。
〔手段〕
　本審議会は、市長が委嘱する委員
（現在の構成は学識経験者６人・市議
会議員６人・関係行政機関又は県の
職員３人・市の住民委員３人の計１８
人）で組織されている。
　審議会事務局は、委員の委嘱等組
織に係る事務や会議開催に係る事務
を取り扱い、円滑かつ効率的な組織
運営を行う。

高 低 高 高 Ｂ

　都市計画法第７７条の２第１
項の規定に基づき、当審議会
を設置している、事務局として、
審議会を円滑に実施し、かつ、
審議会の開催効率を高めるた
め、関係課所の付議案件につ
いて開催時期を調整するように
努めている。

検討・
見直し

①②市が開催する都市計画審議
会は、市や県が決定する都市計
画を調査審議することが主務で
ある。そのため、審議会の開催
については、決定案件の手続き
の推移に左右されることになる
が、スケジュール等の情報を把
握し、可能な限り開催時期の集
約化に努める。

396
公共事業再
評価委員会
運営事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H15 -

〔目的〕
　本委員会は、国土交通省所管の補
助事業において、事業採択後一定期
間を経過した後も未着工である事業
や、事業採択後長期期間が経過して
いる事業等に関し、市長が策定した対
応方針等を付議する諮問機関であ
る。委員会は当該諮問に対し、継続
又は見直し等の意見を決定し、市長
に答申する。
〔手段〕
　市長が委嘱する委員（法律・経済・
都市計画・環境・建築の計5人）で組
織されている。委員会事務局は、委員
の委嘱等の組織に係る事務や会議開
催に係る事務を取り扱い、円滑かつ
効率的な組織運営を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　公共事業再評価委員会は、
国土交通省所管事業を対象と
しており、広範な公共事業等の
評価（再評価、事業評価等）を
行う第三者機関としての機能を
果たしている。事務局として、委
員会を円滑に実施し、かつ、委
員会の開催効率を高めるた
め、関係課所の付議案件につ
いて開催時期を調整するように
努めている。

検討・
見直し

①②公共事業再評価委員会の
開催については、定期的な開催
ではなく、審議案件の手続きの
推移に左右されるが、委員会の
開催効率を上げるため、審議案
件の集約化に取り組む。

397
都市景観推
進事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H10 -

〔目的〕
　美しい都市景観形成を促進するた
め、景観に関する市民意識の高揚を
図り、自然環境や歴史的特性と調和
した、ゆとりやうるおいある街並みを
創造する。
〔手段〕
　市街地では、地区計画等を導入す
るとともに、都市景観形成基本計画
（平成7年3月策定済）に基づき、庁内
で組織する都市デザイン協議会等の
協議により、本市の都市計画形成、公
共施設の形態、意匠並びに越谷市公
共サインマニュアルに準拠した公共サ
インの整備を促し、先導的な整備の
推進に努める。

高 高 高 低 Ｂ
　市民の景観意識を高める必
要がある。

検討・
見直し

①公共サインの適切な維持管理
をしていく。
②平成25年10月1日施行する越
谷市景観条例及び景観計画に
基づき、市民の景観まちづくりを
促進する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

23 Ｂ

　良好な都市景観を形成するために市民への啓発を図り、自然環境や地域特性を生かした個性あふれる都市景観整備を進
める。越谷市の都市景観を維持管理し、市民にとって美しい街並みを創造するための事業である。
　平成21年4月1日より景観行政団体に移行したことから、景観法に基づき、景観計画の策定に取り組む必要がある。計画の
策定にあたっては、市民に対して啓発活動や勉強会を通して景観に関する理解を得ることと、市民の意見が反映される体制を
整えていただきたい。
　また、外部の専門家、有識者等の意見を反映させるために、庁内で組織する都市デザイン協議会に参加するように組織づく
りをして計画策定に取り組むことを検討されたい。
　これまで本事業の中心的な業務だった公共サインの整備、修繕に関しては、優先順位を決めて計画的で効率的な修繕に努
めていく必要がある。予算に関しても、公共サインの整備、修繕に関する計上が主で啓発や街並み整備には予算計上がほと
んどなされなかった。今後は景観行政団体として、越谷市らしい景観づくりに取り組んでいただきたい。
　景観形成には、市民、事業者、行政のそれぞれの役割があり、行政としては、景観に配慮しながら公共事業などを進めるこ
とのほか、まちづくりを進める公平な立場から、市民の意見を反映した明確な目標像を示すとともに、市民や事業者の活動を
支援する役割を担っていただきたい。また、景観行政団体となったことに伴い、市の景観計画や景観条例の策定を行い、景観
行政を本市自ら推進することとなるため、今後の事務量が大幅に増加することとなる。このため、景観施策に対する計画を立
て、関係各課が連携して効率化等を検討する必要がある。
　越谷市では景観に関する市民意識の高揚を図るために、講演会やタウンウォッチングなどの啓発活動を実施しているが、参
加人数も少なく、毎回決まった人しか参加してないのが現状にある。景観整備を推進するにはより多くの市民の理解が不可欠
なため、多くの市民が参加するように啓発活動を工夫していただきたい。
　講演会などの啓発活動回数を活動指標としているが、講演会などへの参加人数を表す「景観行政啓発活動への参加人数」
を提案したい。また、成果指標に設定されている「公共サイン設置数」は活動指標が適切であるため、来年度は改善してほし
い。新たな成果指標に、市民が景観にどれだけ理解が進んだかを表すために「景観に対する市民の満足度」を追加したい。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

整
理
済

　平成24年度に指摘された
活動指標に、景観啓発活動
としての講演会などの参加人
数とすることについては、対
応済みである。今後も多くの
市民が良好な景観形成に参
加できるように景観啓発に工
夫をしていく。成果指標に市
民の満足度で示すことについ
ては、市民の満足度を新た
に指標として設定するため、
平成24年度の市政世論調査
項目に含めることで調整済み
である。（平成24年度実績か
ら入力可能）
　公共サインは、公共施設の
整備等と合わせて、優先的、
計画的に取り組んでいる。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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398
公共交通
（バス等）事
業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H4 -

〔目的〕
　社会状況の変化により、交通環境に
対するニーズが多様化している中、誰
もが外出や活動しやすいバリアフリー
のまちづくりを進めるため、市民の利
便性、安全性の向上を図る。
〔手段〕
　公共交通機関と各種公共施設との
アクセスの維持・強化による利用拡大
を目指し、各同盟会、協議会を通じ、
輸送力増強及び施設改善等の要望
活動を行うとともに、新規ノンステップ
バス車両導入等の交通手段のバリア
フリー化を促進する。

高 高 高 高 Ｂ

　少子高齢化、社会情勢の変
化に合わせ、公共交通不便地
域の解消のため、さらに、公共
交通事業者と連携を図る必要
がある。
　市民の利便性、安全性のた
め、要望の多いバス路線の実
現に向けて、積極的に、事業者
と調整を図る。
　毎年継続的に行っている関係
機関への要望活動について、
その効果が最大限得られるよう
効率化を図る。

検討・
見直し

①②市議会における公共交通網
整備推進特別委員会の提言を受
け、公共交通不便地域の解消に
向けた新たな交通施策整備推進
を図るため、（ア）バス・タクシー
等の交通事業者・利用者である
市民・関係行政機関からなる検
討組織の設置、（イ）課題の整理
検討のため、コミュニティバスや
乗合タクシー等の試験運行の実
施、（ウ）新たな交通施策の導入
に関するガイドラインの策定な
ど、これらの事項について検討
し、実現に向けて取組む。

399

開発審査会
等運営事業
（都市計画
課分）

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H15 -

〔目的〕
　開発審査会は、都市計画法第５０条
に規定する審査請求に対する採決の
ほか、同法第34条第14号に規定する
開発行為等について審議を行う。ま
た、越谷市まちの整備に関する審査
会は、越谷市まちの整備に関する条
例に規定する諮問に応じ審査する。
〔手段〕
　本審査会は、市長が委嘱する委員
（開発審査会計5人、まちの整備に関
する審査会計3人）で組織されている。
審査会事務局は、委員の委嘱等組織
に係る事務や会議開催に係る事務を
取り扱い、円滑かつ効率的な組織運
営を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成１８年度から審査会の独
立性を確保するため、開発指
導課から都市計画課に審査会
事務局を置いている。事務局と
して、審査会の審査を円滑に実
施し、かつ、審査会の開催効率
をさらに高めるため、関係課所
の付議案件について開催時期
を調整するよう努めている。

検討・
見直し

①②審査会の開催については、
定期的な開催ではなく、審議案
件の手続きの推移に左右される
が、審査会の開催効率を上げる
ため、審議案件の集約化に取り
組む。

400
建築審査会
運営事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

S59 -

〔目的〕
　建築審査会は、建築基準法の規定
に基づく例外許可に関する同意及び
同法第94条第1項の審査請求に対す
る採決を行うとともに、特定行政庁の
諮問に応じて建築基準法に関する重
要事項を審議し、関係行政機関に対
して建議を行う。
〔手段〕
　市長が委嘱する委員（法律、経済、
建築、都市計画、公衆衛生、行政の
計7人）で組織されている。
審査会事務局では、委員の委嘱等事
務や会議開催に係る事務を取り扱
い、円滑かつ効率的な組織運営を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成１８年度から審議会の独
立性を確保するため、建築住
宅課から都市計画課に審査会
事務局を置いている。事務局と
して、審査会の審査を円滑に実
施し、かつ、審査会の開催効率
を高めるため、関係課所の付
議案件について開催時期を調
整するよう努めている。

検討・
見直し

①②審査会については、建築確
認申請に伴い審査案件も継続的
に発生することから定期的に開
催しているが、審査会の開催効
率を高めるため、審議案件の集
約化に取り組む。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｂ

事業概要
市民の身近な交通手段であり環境にもやさしいバスの路線拡充のため、事業者と連携し公共交通不便地域の解消を目指すと
ともに、走行環境の整備を支援する。
必要性
「高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律」の「公共交通事業者等の基準適合義務等」で、バス事業者は、新車
購入時の低床バス導入が義務付けられ、国及び地方公共団体は、「移動円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努
めなければならない」と規定されており、努力義務については引き続き果たす必要がある。また、稼働している市内路線バスに
おけるノンステップバス導入率は68％であり、100％の導入率を目指しているところ、改善余地は引き続き大きいことから事業
の必要性はある。
効率性
関係機関への要望数の単位当たりコストは効率性を測る指標としては部分的なものであり、事業全体の効率性が高いかどう
かを把握する指標が整備されていないことから、今後、効率性を測る指標の整備が必要である。
有効性・成果指標
成果指標として、「市政世論調査において、本市の施策の中で、よくなってきたと感じるもののうち、「バス路線等公共交通網の
充実」を回答した割合」を挙げている。これについては、同設問の選択肢の中で、2番目に高い25.5％となっており、相対的に改
善されている施策と認識されている。しかしながら、同調査において、他の施策との相対的な位置づけを聴取するのではなく、
バス路線についての満足度を直接聴取することも検討すべきである。また、同じく「新規バス路線整備数（累計）」については、
23年度実績で36路線となっており、足元での増加は見られないものの、平成10年時は、人口30万人に対して38系統であった
ものが、現在は人口33万人に対して69系統まで増加しており、2倍近く増えており、事業の成果として評価できる。交通不便地
域については、バス事業者においては収支の観点から新規路線の設定が難しいと見られるところであるが、市議会における
公共交通網整備推進特別委員会の提言を受け、新たな交通施策整備推進を図る必要がある。
活動指標
ノンステップバス導入台数は、23年度は7台、24年度は5台であり、着実に導入が進んでいるところであり、導入拡大について
は評価できる。

【ノンステップバス導入促進事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　ノンステップバスの普及状況については現状ではまだ十分ではなく、今後、導入促進を図っていく必要が認められることから
引き続き実施していくことが適当と考える。
《参考》平成21年度外部評価： Ｂ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施

20 Ｂ

　建築審査会は、専門的な知識を有する弁護士や学識経験者等から組織する第三者機関として組織され、また、事務局も建
築住宅課から独立した都市計画課が担当しており、適切に運用されているといえる。
　成果指標として、審査会の開催回数を設定しているが、案件処理件数等業績を示す指標を設定する工夫が必要である。ま
た、審査会の開催効率を更に高める努力を期待する。

整
理
済

　活動指標は、建築審査会
開催回数だけでなく、諮問さ
れた案件数とし、成果指標
に、諮問に応じた答申件数、
不服申し立ての審査請求総
件数としている。また、審査
会の開催効率化に努めてい
る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
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部
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4.
課
名

 5.
事
業
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始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

401

まちづくり交
付金評価委
員会運営事
業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H20 -

〔目的〕
　まちづくり交付金評価委員会は、「ま
ちづくり交付金交付要綱」に基づき、
国土交通省所管の補助事業により実
施した各事業の最終年度に実施する
もので、まちづくり交付金がもたらした
成果等を客観的に検証して、今後の
まちづくりのあり方を検討する。また、
事業の成果を住民に分かりやすく説
明することを目的としている。
〔手段〕
　市長が委嘱する委員は、越谷市公
共事業再評価委員会委員で組織され
ている。委員会事務局は、委員の委
嘱等事務や会議開催に係る事務を取
り扱い、円滑かつ効率的な組織運営
を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　国土交通省所管の「まちづく
り交付金交付要綱」に基づく事
後評価は、公共事業の完了後
に事業効果について学識経験
者の意見を入れて評価を行うも
のであることから、公共事業再
評価委員会で審議できるよう同
時開催への調整に努める。

検討・
見直し

①②「公共事業再評価委員会」と
の連携を図りながら、同日開催で
きるよう審議案件の集約化にも
取り組む。

402
都市計画支
援システム
事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H11 -

〔目的〕
　都市計画事務は、構想・計画から実
現化の過程において、相互に関連す
る多種多様な情報を的確に把握し、こ
れらの情報を集計・解析し、総合的に
判断する必要がある。本システムの
活用により、これらの情報を一元的に
処理することで、その業務の効率化と
質の向上を図る。
〔手段〕
　多様化・高度化している市民ニーズ
に対し、窓口業務の迅速化・的確性の
向上を実現するシステムの構築・運営
のため、最新のデータ更新や機能追
加、及びシステム稼動のための機器
の賃貸や保守管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成１８年度から現行システ
ムを稼動している。システムの
充実を図るため、今後とも都市
計画支援システムの基となる
搭載データ等を全庁的に情報
収集するなど、より一層工夫す
る必要がある。

検討・
見直し

①搭載データ等の情報収集や機
器の機能更新により、更なる市
民サービスの向上を図る。
②事業の効率化を図るため、平
成24年度から開始したネット配信
等を引き続き行い、操作方法等
の要望を踏まえ、更なる市民
サービスの向上を図る。

403
都市計画図
書等作成事
業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

- -

〔目的〕
　都市計画基図データは、都市計画
縦覧図（計画図等）に背景図として用
いられるだけでなく、都市全体を網羅
する適切な地形図であることから、他
部局においても背景図として広く活用
する。
〔手段〕
　土地利用状況の変化に合わせて、
都市計画基図を定期的に更新し、併
せて市民等にも利活用できるよう地図
印刷を行い、有償頒布を実施してい
る。また、本市の都市計画情報に係る
広報的周知を図るため、ＰＲ用冊子
「越谷の都市計画」、「地区計画パンフ
レット」等の作成を行い、無償頒布して
いる。

高 低 高 高 Ｂ

　窓口サービスの一環として、
平成２０年４月から都市計画支
援システムの活用により、都市
計画情報等の頒布を実施して
いる。また、平成２４年度から都
市計画情報を市のホームペー
ジ上で提供し、情報化社会の
進展に伴い市民サービスの対
応に努めている。

検討・
見直し

①②引き続き、都市計画支援シ
ステムの活用により、都市計画
情報等の頒布サービスを実施す
る。また、より身近な市民ニーズ
に対応するため、都市計画図等
の都市計画情報をホームページ
上で提供する。

404
景観計画推
進事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

H23 -

〔目的〕
　河川や田園等の自然環境と歴史的
特性などと調和した、うるおいと魅力
ある景観の形成を進める。
〔手段〕
　景観法に基づく景観計画及び条例
を定め、景観法の活用した景観誘導
を図る。

高 高 高 高 Ａ

　平成２４年度に計画を策定し
た。今後は、市民、関係団体へ
の計画の周知を効率的に行う
とともに、計画の円滑な運用に
努める必要がある。

現状
維持

①計画の円滑な運用に努める。
②平成25年10月1日施行する越
谷市景観条例及び景観計画に
基づき、市民の景観まちづくりを
促進する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

24 Ｃ

　都市計画に関する多種・多様な情報を一元化するため、システム化を推進する事業である。最新データ更新や機能追加、及
びシステム稼動のための保守管理等は高度な専門知識を要するため、業務委託を活用し業務が遂行されている。都市計画
事務は、構想・計画から実現化の過程において、相互に関連する多種多様な情報を的確に把握し、これらの情報を集計・解析
し、総合的に判断する必要がある。都市計画支援システムの活用により、これらの情報を一元的に処理することが可能にな
り、業務の効率化と質の向上を図ることができるため、本事業の必要性は認められる。
　しかし、システム導入前と比べ、都市計画情報の窓口照会件数が激減する等の目覚ましい成果は出ておらず、職員の窓口
対応の時間も、結果としては短縮の程度が期待されたほどでなく、事務の効率化が進んでいるとはいいがたい。
　これに加えて、都市計画支援システムについては、開発とシステム更新と保守管理が全て同一業者となっており、他の業者
やシステムへの移行・連携が難しく、いわゆるベンダーロックイン（特定のベンダーへ過度に依存して囲い込まれている状態
で、コスト高や硬直化を招きやすい）になっている。データのネット配信等を実現していく上では、他の関連システムとの連携が
必要になる機会も増えるので、ベンダーロックインの状態から脱却するための具体的な計画を早期に策定する必要がある。一
例として、構築後の機能追加、バージョンアップ等の際にかかる費用の多少や他社製品利用の難易度等も含めて、導入前の
段階で十分に比較検討することにより、導入後の維持管理コストも含めたトータルコストが安価に済むことや事務効率化への
寄与の程度を見据え、優れたシステムを導入されたい。
　今後、データ等の庁外配信を予定しているが、具体的には、市民の利便性向上、および事務負担となっている「都市計画情
報の窓口照会」の件数を減らす観点から、有料で販売している「越谷市都市計画情報マップ」について、市ホームページから
PDFファイル等で無料入手できるような仕組みも検討されたい。
　また、システム自体は優れた機能を持つものの、使いこなせる人間が限られているという事例が一般的に見受けられる。シ
ステムの活用に慣れた特定の職員に業務が集中する傾向があるため、職員を対象にシステムの活用に関する研修を開催す
るなどスキルアップを図り、業務の効率化・高度化を推進されたい。
　さらに、都市計画支援システムの導入・更新に伴う事務の効率化を検証するため、成果指標には、例えば「都市計画情報の
窓口照会件数の減少率」等を検討していただきたい。

整
理
済

　・今年度、実施した外部評
価において把握したベンダー
ロックインからの脱却につい
ては、システムを再構築する
際に、使用実績が多い標準
的なデータにより開発・改修
ができるシステムを調達でき
るように、仕様書に中間標準
レイアウト仕様によりデータ
提供する旨を明記することを
検討し、脱却を図っていく。
・外部評価において指摘され
た、越谷市都市計画情報マッ
プの無料提供の検討につい
ては、都市計画情報を市
ホームページにリンクしたこと
により、ＰＤＦファイルで無料
入手できるように改善した。

17 Ｂ
<地図印刷事業>
　地図のもととなる地形図等の情報収集については、全庁的に統一して収集するなどの工夫により、全体のコスト削減の方法
を検討願う。また、頒布価格については、原価に見合った負担の検討をお願いする。

整
理
済

　外部評価の結果を踏まえ、
頒布価格を見直し、平成18
年2月より原価に見合った価
格改定を行った。
　地形図等の情報収集につ
いては、現在、検討している
統合型GISの導入により、統
一した収集が期待できる。ま
た、頒布価格については、５
年ごとに見直しを行ってお
り、その基となる航空写真に
おいては、資産税課と共同で
委託し、経費削減を図ってい
る。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改革
改善
の方
向性

405
地区計画推
進事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

S55 -

〔目的〕
　良好な市街地環境を形成・保全し、
地区の特性を生かしたきめ細かなま
ちづくりへの規制・誘導を推進するた
め、積極的な住民参加による地区計
画の策定を促進する。
〔手段〕
　まちづくりの意識啓発のため、地区
計画案内板設置、地区計画パンフ
レット、ホームページ掲載等、広報活
動を通じ、広く一般に周知し、地元と
協働のまちづくりを進めていく。

高 高 高 高 Ｂ

　地区計画は、届出・勧告制度
のため、その実効性を高める
建築条例化の検討をする必要
がある。また、地権者等への効
率的かつ有効な周知方法を検
討する必要がある。

検討・
見直し

①市街地再開発事業地内を除
き、各地区計画区域内に、１以上
の地区計画案内板を設置する。
②地区独自のルールであること
に鑑み、住民の地区計画への理
解を高め、まちづくりの組織化な
どの促進に努める。

406
まちづくり推
進事業

都
市
整
備
部

都
市
計
画
課

S32 -

〔目的〕
　市街地における整備促進のための
調査研究及び越谷レイクタウン特定
土地区画整理事業の推進を図る。
（駅前広場整備、大相模調節池、水辺
の親水、無電柱化等）
〔手段〕
　各種協議会等の活用による他自治
体の整備手法の行政実例の調査・研
究。地元発意によるまちづくり組織の
育成。まちづくり支援補助金等の活
用。越谷レイクタウン特定土地区画整
理事業施行者であるＵＲ都市再生機
構及び関係機関との協議調整を図
る。

高 高 高 高 Ｂ

　市内の市街地整備促進地区
の整備手法に様々な手法があ
るが、現下の社会情勢におい
ては、新規事業の立ち上げが
厳しい状況である。今後は、真
に必要な事業を見極めながら、
地元発意によるまちづくりの組
織育成をはじめ、行政側からの
支援の在り方を検討する必要
がある。

検討・
見直し

①越谷レイクタウン特定土地区
画整理事業について、平成25年
度の完成に向けＵＲ都市機構と
連携して事業の進捗を図る。
②市内の市街地整備促進地区
について、まちづくりの機運を高
め、地区の課題と将来像を明確
にし、必要な施策を講じる。

407
西大袋土地
区画整理会
計繰出金

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H8 -

〔目的〕
　土地区画整理事業による計画的な
都市基盤の整備と健全な市街地の形
成を図るため。
〔手段〕
　一般会計より西大袋土地区画整理
事業特別会計へ繰出しを行う。

高 高 高 高 Ａ
　繰出金を抑制し、歳入の確保
と適正な事業を推進していく。

現状
維持

①②繰出金の抑制に努めるとと
もに、歳入の確保と適正な事業
の推進を図る。

408
越谷駅東口
駐車場会計
繰出金

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H24 -

〔目的〕
　道路交通の円滑化を図るとともに、
都市機能の増進及び地域経済の振
興に資するため、越谷駅東口駐車場
を設置する。
〔手段〕
　越谷駅東口駐車場会計の収支の均
衡を図るため、一般会計より越谷駅
東口駐車場会計へ繰出しを行う。

高 低 低 高 Ｂ

　平成24年度は駐車場収益が
予定額を下回った。今後は、指
定管理者と調整を図りながら利
用促進に努め、繰出金を抑制
する。

検討・
見直し

①②繰出金の抑制に努めるとと
もに、歳入の確保と適正な事業
の推進を図る。

409
越谷駅東口
駐車場管理
事業

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H24 -

〔目的〕
　道路交通の円滑化を図るとともに、
都市機能の増進及び地域経済の振
興に資するため、越谷市越谷駅東口
駐車場を設置する。
〔手段〕
　指定管理者による適切な管理運営
を行うことにより、利用者の安全及び
利便性の向上を推進する。

高 低 低 高 Ｂ

　平成24年度は駐車場収益が
予定額を下回った。今後は、指
定管理者と調整を図りながら利
用促進に努める。

検討・
見直し

①管理運営委託料を現状に即し
たものとするよう、指定管理者と
調整していく。
②使用料は、条例で定めている
が、今後、近隣駐車場料金を参
考に、使用料金の見直し及び利
用料金制度の導入を含めた検討
をしていく。

410
東越谷土地
区画整理会
計繰出金

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

S61 H31

〔目的〕
　土地区画整理事業による計画的な
都市基盤の整備と健全な市街地の形
成を図るため。
〔手段〕
　一般会計より東越谷土地区画整理
事業特別会計へ繰出しを行う。

高 高 高 高 Ａ
　繰出金を抑制し、歳入の確保
と適正な事業を推進していく。

現状
維持

①②繰出金の抑制に努めるとと
もに、歳入の確保と適正な事業
の推進を図る。

411
七左第一土
地区画整理
会計繰出金

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H6 H30

〔目的〕
　土地区画整理事業による計画的な
都市基盤の整備と健全な市街地の形
成を図るため。
〔手段〕
　一般会計より七左第一土地区画整
理事業特別会計へ繰出しを行う。

高 高 高 高 Ａ
　繰出金を抑制し、歳入の確保
と適正な事業を推進していく。

現状
維持

①②繰出金の抑制に努めるとと
もに、歳入の確保と事業の適正
な推進を図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　地区計画の策定とその具体化は、長期にわたる事業となる。それゆえ、地域住民からの幅広い意見を聞き、理解を得ながら
粘り強く取り組むことが重要である。
　こうした特性を考慮すれば、活動指標を、単年度の活動量として捉えるのではなく、過去からの累積件数で示すなど、市民に
わかりやすい指標とすることを望む。
　なお、21年度から「景観計画の策定」に着手したとのことであるが、広く市民等の意見を聴取しつつ早期に策定されることを
期待する。

整
理
済

　平成２１年度の外部評価で
指摘された本事業の活動指
標の「地区計画区域内の行
為の届出件数」について、指
標としては「単年度の件数を
継続して記入するが、指標の
説明の中で、毎年度の評価
時において、参考として、過
去からの累積件数を記入し
ていくこととした。

21 Ｂ

　住みやすいまちづくりを推進する上で、市街地開発事業の具体化が重要になる。そのため、日頃より地域住民の意見を集約
し、理解を得ることが大切である。
　今回、活動結果及び活動成果の指標は示されなかったが、今後は、市街地開発事業の進捗状況を市民に理解いただくため
にも、「開発事業の具体化に向けて取り組み中の案件件数」などを指標化されるなど、工夫をされたい。

整
理
済

　市街地開発事業の進捗状
況を市民に理解していただく
ため、「開発事業の具体化に
向けて取り組み中の案件件
数」として、「都市核の整備の
取り組み箇所」を活動指標と
した。
　越谷レイクタウン特定土地
区画整理事業の平成25年度
の完成に向け、ＵＲ都市機構
と連携を図っている。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

412
西大袋土地
区画整理事
業

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H8 H32

〔目的〕
　西大袋地区に安全・安心で健全・快
適な市街地を形成する。
〔手段〕
　土地区画整理の手法により地域内
の街路、上下水道、調整池等の都市
基盤整備及び宅地造成を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　例年の課題である事業計画
及び実施計画の見直しを行っ
たが、更なる事業計画の変更
が必要となる。

検討・
見直し

①②事業期間の延伸を行った。
また、大袋駅西口線については、
一部開通したが、全線開通に向
けて、積極的に建物移転補償等
を行いたい。バス路線について
も、引き続き、拡充していきたい。

413
東越谷土地
区画整理事
業

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

S61 H31

〔目的〕
　越谷駅前線が中央を通り、病院、警
察署、裁判所等の公共施設も多い東
越谷地区に、市の中核として賑わい
のある街並みを形成する。
〔手段〕
　土地区画整理の手法により、地域内
の街路、上下水道、公園等の都市基
盤整備及び宅地造成を実施する。

高 高 高 高 Ａ
　事業完了に向けての準備段
階

現状
維持

①②平成23年度に事業期間の
延伸を行ったが、早期の事業完
了を目指す。

414
越谷駅東口
市街地再開
発事業

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H9 H32

〔目的〕
　細分化された土地の整理や高度利
用、道路や駅前広場などの整備を一
体的に行う再開発事業を行い、新た
な商業、業務機能等の集積を図り、中
心市街地の賑わいの創出や活性化な
どを図る。
〔手段〕
　都市再開発法に基づく市街地再開
発事業を施行する団体に対し、事業
推進を図ることを目的とし、越谷市市
街地再開発事業補助金交付要綱によ
り補助金を交付するとともに、公共施
設整備費を負担する。また、事業につ
いての必要な助言や監督を行い、事
業の推進を図る。

高 高 高 高 Ａ

　平成24年度で当該再開発事
業は終了
　平成32年度まで、当該事業用
地として土地開発公社が先行
買収した土地の買戻しを行う。

現状
維持

①②当該再開発事業は平成24
年度で終了したが、当該事業用
地として土地開発公社が先行買
収した土地の買戻しを行う。（平
成32年度までを予定）

415
七左第一土
地区画整理
事業

都
市
整
備
部

市
街
地
整
備
課

H6 H30

〔目的〕
　駅に近い新たな地区拠点として魅力
ある市街地（住宅地など）を形成す
る。
〔手段〕
　土地区画整理の手法により、地域内
の街路、上下水道、公園等の都市基
盤整備及び宅地造成を実施する。

高 高 高 高 Ａ
　事業完了に向けての準備段
階

現状
維持

①②平成23年度に事業期間の
延伸を行ったが、早期の事業完
了を目指す。

416
住区基幹公
園等整備事
業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

- -

〔目的〕
　日常的なレクリエーションやコミュニ
ティの場である身近な公園として、さら
に災害時の一時避難場所として緑の
多い、憩いと健康増進の場となる公園
を整備する。
〔手段〕
　計画的に公園の整備を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　用地取得や公園整備におけ
る財源を確保する必要がある。

検討・
見直し

①国庫補助金を有効に活用し、
事業の進捗を図っていく。
②公園空白区域の用地買収や
公園整備に取組んでいく。

417
ふれあい公
園整備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

S60 -

〔目的〕
　ふれあい公園は、都市公園の機能
を補完し、未利用地の有効活用を図
り、自治会のイベントやスポーツ・レク
リェーション活動など市民の交流の場
とする。
〔手段〕
　地権者から公園用地を借地し、市で
施設整備を行う。維持管理は地元自
治会で行う。

高 高 高 高 Ａ

　地権者・地元自治会の一層の
理解と協力により、ふれあい公
園の箇所数を確保する必要が
ある。

現状
維持

①②土地所有者の都合で土地
利用の返還が生じた場合、公園
整備空白地域に存するふれあい
公園については、将来の街区公
園予定地として用地取得に努め
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

16 Ｂ 　長期にわたる事業のため、外部環境の変化に応じて当初計画の適宜見直しを進めていただきたい。
整
理
済

　平成２３年度は、大袋駅西
口線の完成を目指し、工事、
移転補償を行った。また、バ
ス路線の拡充について、引き
続き、要望していく。
　平成２４年度は、前年同
様、工事、移転補償を行い、
また、事業期間の延伸を行っ
た。

18 Ｂ
　すでに全事業費の8割を超えており、今後一般財源の負担を最小にする為、平成20年度以降早期の事業完了が求められ
る。また、正規職員の作業範囲を見直し、定数削減の検討を加えるべきである。

整
理
済

　平成２３年度は、事業完了
に向け、工事移転補償を行う
とともに、事業計画の変更を
行った。
　平成２４年度は、引き続き、
事業完了に向け、工事、移転
補償等及び一部について出
来形確認測量を行った。

18 Ｂ
　ベットタウン化しつつある越谷市として、駅東口の市街地の再開発は大変魅力のある事業であるが、買い物は都心やロード
サイドに流れる傾向があり、駅前の一等地周辺を魅力ある街区にしていくためには特段の集客要素が求められる。また若者
が集まる特段の工夫が必要と思われるので、市の役割を最大限活用されての事業進展を期待する。

整
理
済

　当該再開発事業の完了に
より、整理済

未
実
施

未実施

18 Ｂ

<住区基幹公園等整備事業(用地買収)>
　市民が安全で快適に生活できる街づくりのうえで、計画的な公園整備は必要な事業である。土地開発公社が公園用地として
取得した23,166㎡（30億6400万円）の用地取得については、公社の健全化計画に従い、計画的に進めることを願う。また、公
園空白地を把握し、優先順位を付け用地買収を進めていく必要がある。

整
理
済

　越谷市土地開発公社の健
全化計画に基づき、計画的
に公園用地の買戻しを進め
ている。また、市内の公園空
白地を把握し、公園の適正
配置を進めるとともに、整備
の優先順位等を検討しなが
ら整備を進めている。

18 Ｂ
　市民と自治会の協力のもとに、無償で公園用地を取得し、維持管理する仕組みは評価できる。さらなる自治会の協力を得る
ために、自治会等への積極的な働きかけを行い、必要な用地取得のため協力要請を推進することを望む。

整
理
済

　近年は契約者の相続人か
らの契約解除や、契約期間
10年を経過した契約者から
土地の返還を求められる事
例が発生している。地域住民
が親しんで利用してきた公園
であることから、できる限り市
が用地を取得する方向で対
応してきたが、用地取得には
多額の費用が必要であり、大
変厳しい状況である。今後も
地元自治会と十分に調整を
図りふれあい公園の存続に
努めていく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

418
元荒川緑道
整備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

H13 -

〔目的〕
　緑の基本計画に基づき、市民が散
策・健康増進の場として利用できる緑
道を整備する。　
〔手段〕
　元荒川緑道を整備する。

高 高 高 高 Ｂ

　市民が散策・健康増進の場、
さらに災害時の避難路として利
用できるよう、計画的かつ継続
的に事業を進める必要がある。

検討・
見直し

①未整備区間の特定財源を確保
すべく調査検討を進める。
②水と緑のネットワークの早期構
築を実現するため、河川管理者
との協議の上、緑道の未整備区
間を計画的に進める必要があ
る。

419
公園施設維
持管理事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

S56 -

〔目的〕
　市民が公園や緑道などを安全、安
心、快適に利用できるよう適切な維持
管理に努めるものである。
〔手段〕
　徒渉池の清掃・点検や砂場検査・清
掃などの維持管理をはじめ、公園施
設の計画的又は大規模な修繕を実施
している。

高 高 高 高 Ｂ

　「越谷市市民参加による公園
の維持管理に関する要綱」につ
いては、少しずつではあるが市
民の方々に浸透してきている。
今後、維持管理団体の更なる
普及を図るため、要綱のPRに
努めていく。

検討・
見直し

①「越谷市市民参加による公園
の維持管理に関する要綱」に基
づき、自治会やボランティア団体
による公園の維持管理活動が進
められているが、更なる普及を図
るため、要綱のPR活動に努めて
いく。また、平成25年度には、公
園の維持管理活動が６年を経過
する団体を表彰していく。
②引き続き要綱の普及に努めて
いき、市広報紙に維持管理団体
への参加の記事を掲載していく。

420
八条用水緑
道整備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

H23 H25

〔目的〕
　越谷市緑の基本計画に基づき、市
民が散策・健康増進の場として利用で
きる緑道を整備する。　
〔手段〕
　八条用水緑道を整備する。

高 高 高 高 Ａ

　隣接する越谷レイクタウン特
定区画整理事業の進捗に合わ
せて、整備を進める必要があ
る。

終了
(H25
年度)

①②平成23年度から平成25年度
までの緑道整備は、越谷レイクタ
ウン特定区画整理事業の進捗に
合わせて整備を進めてきた事業
であり、今後は、引き続き水と緑
のネットワークの早期構築を実現
するため、関係機関との協議調
整を図りながら、未整備区間の
整備計画の検討に取り組む。

421
綾瀬川緑道
整備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

H7 -

〔目的〕
　越谷市緑の基本計画に基づき、市
民が散策・健康増進の場として利用で
きる緑道を整備する。　
〔手段〕
　綾瀬川緑道を整備する。

高 高 高 高 Ａ

　市民からの要望に対する対
応とともに、なお一層緑道利用
者の利便性・快適性を図る必
要がある。

現状
維持

①緑道に照明灯を設置するた
め、地域と調整を図り積極的に
取り組んで行く。
②水と緑のネットワークの早期構
築を実現するため、地元地域、
河川管理者及び隣接する草加
市、川口市との協議の上、緑道
の未整備区間を計画的に進める
必要がある。

422
出羽公園整
備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

S59 -

〔目的〕
　スポーツ・レクリエーション活動の拠
点的役割を築くとともに、災害時の避
難場所、市南西部の緑の核として、市
民に安らぎと潤いを与える総合公園と
して整備する。
〔手段〕
　未整備箇所の公園および外周道路
の整備を行う。

高 高 低 高 Ｂ
　未取得であった公園用地が
取得でたことにより、事業の進
展が図られる。

検討・
見直し

①平成26年度以降は、遅滞して
いる事業計画を取り戻すため、
予算の増大を図る必要がある。
②継続的かつ着実に事業の推
進を図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

23 Ｂ

　公園施設の維持管理は市民が安心して快適に利用するために不可欠な事業である。子どもの遊具による事故等の防止の
観点からも日頃の安全管理が欠かせず、定期的な点検を実施することが求められる。
　平成16年度の外部評価において、「職員の人工見直しによるコスト削減を図ることが必要」と指摘されていたが、「越谷市市
民参加による公園の維持管理に関する要綱」を作成し、市内の自治会やその附属団体、ボランティア団体等に公園の維持管
理の参加を促し、コスト削減に一定の効果を上げたことは評価できる。しかし、依然として人件費が高いことから、公園及び公
園施設の維持管理に参加しようとする公園維持管理団体（自治会、ボランティア団体）を増加させることで、職員人件費を削減
し、効率的な管理に結び付けていただきたい。また、公園維持管理団体を増やすために、広報活動を積極的に実施し、市民へ
の浸透を図っていただきたい。
　また、コスト削減の面でも花田苑やキャンベルタウン野鳥の森のように指定管理者制度を導入することや、4億～5億の事業
費のうち6割を占める造園業者への委託料を見直すなどの効率化を検討されたい。
　委託先（財団法人 越谷市施設管理公社）への評価について、業務が適切に行われているか評価（モニタリング）することは
重要であり、公園施設維持管理事業は事業費が非常に多いため、市が評価、指導することで監視機能を高めて、効率化と
サービス向上を両立させる運営につなげることが求められている。また、評価結果（モニタリング結果）については透明性を確
保するためにホームページで公表することを検討していただきたい。
　公園の適正配置について、公園が必要な箇所に設置されているのか、地区によるアンバランスは存在しないか、住民のニー
ズを把握しているのか、再度見直しをされたい。
　活動指標に実際に修繕した箇所を示す「修繕箇所数」を提案したい。
　成果指標の「公園等委託率」（平成23年度目標）は平成22年度実績を下回った目標設定となっていることから目標値を上げ
ることが必要であり、公園等委託率は成果指標として適切ではない。成果指標には自治会やボランティア団体による公園維持
管理活動を行っている「公園維持管理団体数」を目標として設定することを提案したい。また、成果指標の「公園等1か所当た
りの維持管理費（緑道を含む）」は平成23年度目標値を下げることが求められる。
《参考》平成16年度外部評価： Ｃ

検
討
中

　平成18年度に花田苑と野
鳥の森の2公園について、指
定管理者制度を導入した。ま
た、平成19年度には「越谷市
市民参加による公園の維持
管理に関する要綱」を制定
し、公園や緑道の清掃や除
草等をボランティア団体に協
力をいただいており、平成25
年4月現在で44団体に登録を
いただいている。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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4.
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⑶
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⑷
貢
献
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①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

423
草花配布事
業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

- -

〔目的〕
　公園や緑道などの花壇に草花を植
え、利用者に安らぎと潤いのある空間
を提供するものである。
〔手段〕
　登録団体に草花等を配布している。

高 高 高 高 Ｂ
　緑化ボランティアから配布す
る草花の本数を増やしてほしい
との要望が出ている。

検討・
見直し

①緑化ボランティアによる草花の
植え付けは、公共施設の緑化活
動のほか、会員同士のコミュニ
ティの場でもあることから、さらに
活動が活発化していくことが考え
られるため、今後は配布する草
花の本数や植え付ける団体等を
増やしていきたい。
②上記の通り、植え付ける団体
を増加させるため、継続的に市
のホームページや広報紙などに
募集の記事を掲載していく。

424
記念樹等配
布事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

S48 -

〔目的〕
　出産、婚姻のお祝いとして記念とな
る樹木を配布するものである。
〔手段〕
　出産、婚姻手続き時に記念樹を市
役所本庁舎、北部出張所、南部出張
所で配布している。

高 高 高 高 Ｂ

　市民の方々には苗木の配布
事業が浸透しており、まちの緑
化は進んでいるものと考えてい
る。苗木配布時のアンケートで
はリピーターの方が多く、配布
する苗木の種類や配布する場
所などについて調査、検討する
必要がある。また、電話等の問
い合わせでも苗木の配布事業
を知らない方や配布日時を聞
かれる方もいるため、今後広報
活動を強化する必要がある。

検討・
見直し

①平成24年度においても苗木の
配布時にアンケートを実施し、育
成調査を継続するとともに、市民
の方が希望する苗木の種類等の
把握に努める。また、平成24年
度から、アリタキ植物園の5月の
無料開園時にも苗木を配布し、
更なる緑化に対する意識を啓発
する。
②緑の基本計画に基づき、緑化
を推進するためには、今後も苗
木の配布を継続し併せて緑化意
識の向上を図る。

425
公園施設改
修事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

- -

〔目的〕
　市民の日常的なレクリエーションや
コミュニティの場である公園を、だれも
が安全・安心で快適に利用でき、地域
住民に愛されるよう整備する。
〔手段〕
　公園施設のバリアフリーの推進を図
るため、トイレ等の改修を進める。

高 高 高 高 Ｂ

　市民からの改修要望に対す
る対応とともに、施設のバリア
フリー化を推進し、なお一層公
園利用者の利便性・快適性を
図る必要がある。

検討・
見直し

①予算の範囲内で優先順位を設
定し、施設の改修に取り組んで
行く。
②市民の利用頻度の高い公園
等を考慮し、継続的かつ計画的
な改修を進めていく。

426
平方公園整
備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

H11 -

〔目的〕
　スポーツ・レクリエーション活動の拠
点的役割を築くとともに、災害時の避
難場所、市北部の緑の核として、市民
に安らぎと潤いを与える総合公園とし
て整備する。
〔手段〕
　都市計画の決定、公園用地の買
収、公園の整備を行う。

高 高 低 低 Ｂ
　財政状況が厳しいため、整備
手法を検討し、コスト縮減に取
組む必要がある。

検討・
見直し

①平成25年度は都市計画決定
に取り組むとともに、国庫補助や
特定財源を確保すべく調査・検
討を行う。また。平成26年度の用
地取得の着手に向けた物件調査
委託を行う。
②早期の事業着手が望まれてお
り、用地買収や公園整備を進め
る必要がある。
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年
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12.外部評価
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価
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※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　維持管理団体や自治会等の緑化ボランティアに種苗を配布し、公園や緑道内の空閑地に植栽して緑を育むことにより、緑化
を推進する事業である。
　市職員自ら市内各地の公園や緑道で直接植栽を行うことはコストがかかり非効率で、緑化ボランティアの手により植栽、維
持管理等を実施していただく必要がある。また、植栽や維持管理等の取り組みは市民同士のコミュニティの場となっている。
　近年は緑化への関心が高まり、植栽や維持管理に参加する団体は、平成21年度の36団体から23年度には45団体にまで増
加している。今後も参加団体は増加することが予想され、限られた予算の中でより多くの花苗を確保することが今後の課題で
ある。
　より多くの緑を市内各地に増やしていくためには、これまでのように育成された苗を植えるだけでなく、種から花苗を育てる市
民ボランティアを多く育成することで、同じ費用でもより多くの草花を配布することができる。コスト意識を強く持ち、花苗の購入
方法や費用を見直すことにより、少ないコストで草花の本数を増やしていくことが望まれる。
　市ホームページでは、緑化ボランティアの活動の紹介やボランティア募集の案内が十分に掲載されていない。多くの方に参
加していただくためには、市報やホームページ等の広報活動により、緑化ボランティアの存在、活動内容を周知していくことが
重要であり、速やかに実施されたい。
　より戦略的かつ効果･効率的な緑化の推進を可能とし、市民からの理解や協力を得られやすくするために、草花配布・植栽
状況がわかるマップを作成することも検討されたい。
　事業費の大半を占める花苗の購入単価が近年固定化している。多くの花苗を配布できるよう購入方法の工夫を検討された
い。
　花壇コンクールを行い、出来栄えの良い花壇を表彰することで参加者の連帯感が高まり、より質の高い花壇づくりが進んで
いる他の自治体の事例もあるので、参考にされたい。
　改革改善の具体的内容として「植え付ける団体等を増やしていきたい」とあることから、成果指標に「植え付けに参加する団
体数」や「植え付けに参加した人数」等を加えることを提案したい。

検
討
中

　限られた予算の中で種苗
の本数を増やしていくため、
種苗の購入方法や見積もり
の取得方法などを調査検討
していくとともに、種から苗を
育てる緑化ボランティアを育
成していきたい。

16 Ｂ
　緑化推進の必要性は高いが、配布樹木の手渡し以外の方法も検討することで、正規職員の人件費削減の余地あり。苗木配
布時アンケート等をもとに事業活動に連携した適切な成果指標を設定することが望ましい。

検
討
中

　4月と10月の苗木の無料配
布は職員により配布を行って
いるが、5月の野鳥の森フェ
スティバルでは越谷市造園
業協会に配布を依頼すること
で職員の人件費の削減を
図った。

21 Ｂ

　利用する市民が安心・安全に公園体育施設を利用するための改修工事事業であり、当事業の有効性は認められる。平成20
年度では、公園施設改修工事費用が約1.3千万円、体育施設改修工事費用が約1.5千万円の実績である。今後も、効率的に
改修工事を進められることを希望する。
　事業評価表については、事業目的に安心・安全を確保するための改修工事である等を明記いただきたい。

整
理
済

　事業の効率化を図るため、
平成23年度から大規模修繕
等については公園施設維持
管理事業に統合した。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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貢
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改善
の方
向性

427
（仮）増林公
園整備事業

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
課

H15 H28

〔目的〕
　日常的なレクリエーションやコミュニ
ティの場である身近な公園として。さら
に災害時の一時避難場所として緑の
多い、憩いと健康増進の場として増林
公園を整備する。
〔手段〕
　計画的に公園の整備を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　財政状況が厳しく、多年にわ
たる整備期間となっており、早
急な整備が望まれている。

検討・
見直し

①②平成26年度以降は、遅滞し
ている計画を取り戻すため、予算
の増大を図る必要がある。

428

開発審査会
等運営事業
（開発指導
課分）

都
市
整
備
部

開
発
指
導
課

H15 -

〔目的〕
　越谷市まちの整備に関する条例に
基づく、まちの整備に関する審議会に
関する事務及び審議会等への付議案
件等の事務処理を行う。（平成１７年
度まで開発審査会、まちの整備に関
する審査会、まちの整備に関する審
議会の運営は、開発指導課で行って
いた。）
〔手段〕
　越谷市まちの整備に関する審議会
を組織する。

高 高 高 高 Ａ

　審議会は、越谷市まちの整備
に関する条例に基づき実施さ
れるものであり、条例の適正な
運用を図る必要がある。

現状
維持

①まちの整備に関する条例の施
行に関する事項について審議会
の意見を聴き、適正な条例の運
用を図る。
②まちの整備に関する条例の適
正な運用により、住みよいまちの
整備を図っていく。

429
開発指導業
務事業

都
市
整
備
部

開
発
指
導
課

H15 -

〔目的〕
　越谷市まちの整備に関する条例の
冊子及びパンフレットを作成し、市民
や関係団体等に条例について広く周
知することを目的とする。
〔手段〕
　印刷を庁内印刷及び印刷業者へ委
託する。

高 高 高 高 Ａ

　「越谷市まちの整備に関する
条例」を円滑に運用するための
事業である。条例施行から９年
が経過し、市民や関係団体等
にある程度浸透してきたが、さ
らに継続して啓発に努めていく
必要がある。

現状
維持

①条例施行から９年が経過し、
市民等の一層の理解を得ている
が、条例冊子及び条例解説の配
布やＨＰ等を利用し、より円滑な
事業の推進を図っていく。
②「まちの整備に関する条例」の
運用により、良好な住環境を保
つため、社会状況にあった規則
改正や技術基準等の見直しを図
る。

430
開発行為等
に係る事業

都
市
整
備
部

開
発
指
導
課

H15 -

〔目的〕
　越谷市まちの整備に関する条例に
基づき、開発地等に接する道路の後
退要請を行い、市に道路用地として帰
属した土地の所有者に対して分筆手
数料負担金、物件等補償料及び道路
後退協力金を交付することにより住民
負担の軽減を図り、道路後退による
道路拡幅を円滑に行い住環境の改善
と都市整備を図る。
〔手段〕
　開発行為等による道路後退に対し
て「越谷市まちの整備に関する条例
の協力金の交付等要綱」による交付
事業を行う。

高 高 高 高 Ａ

　「越谷市まちの整備に関する
条例」に基づき実施している事
業であるが、道路後退用地の
帰属に対する協力金の交付に
ついては、より一層適正に行っ
ていく必要がある。

現状
維持

①継続して開発地等に接する道
路の後退要請を行い、協力金等
の交付により道路拡幅事業を円
滑に行っていく。
②幅員６ｍの道路整備を進め、
良好な住環境の整備を図ってい
く。

431
画像情報シ
ステム事業

都
市
整
備
部

開
発
指
導
課

H10 -

〔目的〕
　開発指導業務の窓口業務等にかか
る申請・相談に迅速かつ正確に対応
するため、過去の許可書類等をＰＣ
ファイリングシステムの機器に蓄積
し、その情報提供に関する事務の効
率化を図る。
〔手段〕
　開発行為等申請書の確認業務を行
う画像情報装置の借上げ及び保守管
理委託

高 高 高 高 Ａ

　都市計画法に基づく市街化調
整区域での開発等許可につい
て、特に既存建築物の建て替
え等への対応については、過
去の許可等の経過が重要であ
るが、電子ファイリングシステム
の活用により迅速かつ正確な
対応を行うことができ、円滑な
業務の推進が図られている。

現状
維持

①引き続きファイリングシステム
の活用により、迅速かつ正確な
窓口業務を行う。また、当該年度
においては、機器の更新時期で
あるため、システムの移行作業
が発生する。
②許可等の書類の蓄積を確実に
進め、過去の情報を迅速かつ正
確な対応を行うことができ、円滑
な業務の推進が図られている。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　市の東部に位置する増林公園を整備する事業である。市民の日常的なレクリエーションやコミュニティの場である身近な公園
を、緑の多い憩いと健康増進の場として、さらには災害時の一時避難場所として整備を行う。越谷市斎場建設に伴う周辺整備
の一環として都市公園を整備する事業である。
　平成16年度に実施設計が行われ、平成17年度より工事を着手し、斎場の調整池を兼ねた多目的広場、公衆トイレ及び水飲
み場、駐車場、遊戯広場の整備が完了し、公園自体の工事の進捗としては、平成23年度末時点で約50%が完成している。
　公園はスポーツゾーン、子供の遊びゾーン、多目的ゾーン、駐車場ゾーン等に分かれており、これまで、ゾーンごとに整備を
行い、竣工したゾーンから順次供用を開始して、速やかに市民が利用できるよう配慮している。
　増林地区では地元の要望に基づく整備工事がいくつも重なったことで、公園整備の予算の確保が困難となり、当初の計画よ
り事業が遅れている。事業の長期化は、計画どおり終了していれば不要であるはずの後年度の人件費負担を発生させること
から、更なるコスト意識を持って事業に取り組んでいただきたい。終期年度の平成28年度には必ず竣工するよう事業計画を精
査し、財政担当課と予算確保の見通しについて認識を共有しておく必要がある。
　また、平成15年度より始まった当事業は地元と協議を重ね事業計画を作成し計画に基づき順次進めてきたが、長い年月が
経過していることから、地元の自治会等関係者のニーズを再度確認する必要がある。事業計画ありきで予算を拡充し事業の
遅れを挽回しようとするのではなく、事業の遅れを所与のものとし、地域住民へのアンケート等により、既に完成した施設の利
用状況や今後整備される施設のニーズ等を把握した上で、近隣公園利用者として想定する地元の自治会と十分協議の上、事
業内容を見直されたい。
　市では一時避難場所を指定していないが、東日本大震災を経て防災意識が高まる中、地元の自治会や公園周辺の住民を
中心に、臨時応急的な避難に活用する役割を持つ場所であることを十分に周知していただきたい。

整
理
済

　・事業については、コスト縮
減に取り組みながら、継続的
かつ着実に事業を進めてい
る。
・公園整備を進めるに当たっ
ては、地元地域で組織されて
いる連絡会議等に報告及び
調整を行っており、今後とも、
調整等を十分に図りながら、
整備を進めて行く。
・本公園が、地元地域で防災
面も含めて利活用されるよ
う、地元自治会等に工事及び
完成のお知らせ等を行ってい
る。

22 Ｂ

　この事業は、まちの整備に関する条例に基づき、市長の諮問に基づいて同条例の重要事項を審査審議し、また、その適正
な運用について公正で中立な立場から審議する審議会を運営する事業であり、市長の附属機関として必要性がある。
　しかし、近年は審議案件が少なく、この数年、年1回の開催に留まっている。
　人件費が削減されたことについては評価に値するが、年1回のみ開催の審議会に関する事務についての人件費ということで
は、依然適正な額かという疑問が残るため、事務の内容を改善して効率化を進め、人件費適正化の努力をされたい。
　事業費の予算については年4回を想定したものとなっており、近年の状況から見て必要な金額と言えない。

整
理
済

①まちの整備に関する条例
の施行に関する事項につい
て審議会の意見を聴き、適
正な条例の運用を図る。
②まちの整備に関する条例
の適正な運用により、住みよ
いまちの整備を図っていく。

17 Ａ
　越谷市まちの整備に関する条例の役割について、一般市民の方のご理解を得るための広報は継続して実施して頂きたい。
また、引き続き条例の調整についての検討をお願いしたい。

整
理
済

　越谷市まちの整備に関する
条例については、条例冊子・
条例解説冊子の配布・ホー
ムページへの掲載や電話等
の問い合わせにおいて、より
わかりやすい説明を引き続き
継続している。

18 Ｂ
　開発許可は市（特例市）の行政指導であり、正規職員１４名（前年より１名減）で行っている。開発許可や建築許可の他に、事
前協議件数が1000件程度ある。しかしながら、業務の全てを正規職員で行う必要は必ずしもないのではないか。入力業務の
ように、臨時職員が行うようなこともあり、業務分析をして人員配置を見直す必要がある。

整
理
済

　「越谷市まちの整備に関す
る条例」に基づく道路用地後
退協力金の交付申請書等の
受付業務等及び開発行為等
申請書類の電子ファイリング
入力業務を臨時職員で行っ
ている。

20 Ｂ
　画像情報システムには、都市計画法に基づく許可申請書、条例、建築基準法関連のデータが蓄積され、業務効率をあげて
いるといえる。しかし、システムコストは努力次第で削減可能な面があるため、常に見積の妥当性、根拠を検証し、コストダウン
に努めていただきたい。

整
理
済

電子ファイリングシステム契
約更新時に見積の妥当性を
考慮し、さらにコストダウンに
つなげることを図っていく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

432
市営住宅施
設管理事業

都
市
整
備
部

建
築
住
宅
課

S39 -

〔目的〕
　市営住宅の水質検査、保険加入、
各種保安機器等の保守点検を行い、
入居者の安全と住環境の向上
〔手段〕
　各種業務委託、検査の実施、保険
加入

高 高 高 高 Ｂ

　管理代行を導入し、人件費等
の削減の効果はあるが、施設
の老朽化に伴い、点検、修繕
等の整備の充実を図必要があ
る。

検討・
見直し

①法的に位置付けされた施設管
理事業であり、安全・安心な住環
境の確保を図る。
②平成26年度以降、耐震化をは
じめ、長寿命化計画に基づき、計
画的に修繕等の実施を図る。

434
建築指導業
務事業

都
市
整
備
部

建
築
住
宅
課

S59 -

〔目的〕
　建築物の確認申請に対し、審査、検
査、指導等を行い、法令違反を防止
する。また、特殊建築物及び昇降機
等の所有者等に、特定行政庁への定
期的な維持管理状態を報告させるこ
とにより、適正な維持管理を図り、人
命及び財産の消失を未然に防止する
ことを目的とする。
〔手段〕
　建築物の定期報告について（財）埼
玉県建築住宅安全協会及び、構造計
算適合性判定についてに判定機関に
各業務委託をしている。また、良質な
住宅を長期にわたって良好な状態で
仕様されることを普及させるため、長
期優良住宅の認定業務が加わった。

高 高 高 高 Ｂ 　法令遵守の低下、認識不足
検討・
見直し

①現場パトロールでの現地指導
や、建築物等所有者及び管理者
に対する事前の情報提供と合わ
せた指導の強化を図る。
②違反建築主や定期報告対象
建築物等の所有者及び管理者
の法令遵守する意識の高揚によ
る成果向上を図る。

H11

建
築
住
宅
課

都
市
整
備
部

屋外広告物
対策事業

433
　現行法では撤去物に保管管
理等の規制があり、事務処理
に難しい面がある。

検討・
見直し

①違反広告物を掲示させないこ
とが1番である。よって、広報活動
を行い、事業者への協力を願う。
②屋外広告物対策協議会を活用
するとともに、ボランティアによる
活動を促進し地域住民の参加意
識を高め、撤去のための巡回回
数の増加を図っていく。

-

〔目的〕
　道路及び公共用地の不法占用広告
物の撤去活動を行うことにより、美観
（街並みなどの人工的美しさ）と風致
（自然のもつ美しさ）の維持や公衆に
対する危害の防止を目的とする。
〔手段〕
　市と屋外広告物対策協議会との共
同による撤去活動、及び違反広告物
簡易除却推進員への委嘱による撤去
活動

高 高 高 高 Ｂ
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ

　市内の公営住宅は、市営197戸・県営644戸の合計　841戸あり、世帯数の0.7%となり、一定程度のセーフティネットを維持して
るといえる。「越谷市市営住宅ストック総合活用計画」（平成15年）に基づき、既存の土地・建物の有効活用を図っており、団地
毎の維持修繕・更新計画が作成されている。しかし、見直しは平成20年となっており、必要な金額の試算と財政的な裏付の検
討を前倒しで実施することが望まれる。また、住宅管理業務の県住宅供給公社への管理代行を協議中であるが、トータルコス
トの削減にむけた取組を進めていく必要がある。

整
理
済

　市営住宅の管理業務につ
いては、平成22年4月から管
理代行制度を導入し、入居
管理、財産管理、駐車場管
理、計画・修繕等を埼玉県住
宅供給公社へ委託。今後、
埼玉県住宅供給公社の専門
的知識を活用しながら、市民
サービス向上とともに、コスト
ダウンに努めていく。

　公共空間の安全性と都市景観の美観保全のため、道路や電柱等に無許可で掲示されている立て看板、はり紙等を撤去する
事業である。市と屋外広告物対策協議会が共同で、あるいは、違反広告物簡易除却推進員へ委嘱して撤去活動を行ってい
る。きれいで住みよい景観を守り育てる上で必要な事業である。
　市内における違反広告物簡易除却件数は年々減少しており、撤去活動に一定の効果がみられ、この点は評価できる。撤去
に必要な道具一式を郵送することで人件費の抑制を実現するといった努力も認められるが、違法広告物が減少している現状
を考慮すると、撤去の実施方法や回数を調整することで、更なるコスト削減も可能である。
　平成17年度の外部評価では「今後、さらにボランティアによる活動を促進し、撤去のための巡回回数を増加させる」よう指摘
されているが、年々対策協議会、除却推進員の作業人員、巡回回数は減少傾向にあり、ボランティア等による活動が促進され
ている状況とはいいがたい。
　市内は広域にわたることから、対策協議会と除却推進員双方が効率的に活動できるよう、市は双方にそれぞれの活動につ
いて情報を提供し、情報の共有化を図ることで、それぞれが巡回地域と回数を計画的に決めて活動できるよう調整されたい。
　現在、越谷市屋外広告物対策協議会では、市より交付金を受けて撤去活動を行っている。しかし、協議会への交付金が、平
成17年度から23年度まで260万円で変わっていないのは、違法広告物の減少や撤去実績等を考慮すると不自然である。今後
予定されている撤去作業の委託業務化に伴い、協議会への交付金を廃止するとともに、廃止されるまでの交付金額について
も作業実態に合わせた減額が望ましい。
　また、除却推進員等のボランティア活動を補完する形で業務委託の回数や対象地域を設定することで、コスト削減を図って
いただきたい。委託する業務量を減らし、コストを抑えるためには、除却推進員等ボランティアの増員が求められる。まずは、
ボランティアの活動を周知し、賛同者を募っていく必要がある。
　昨年度に引き続き内部評価において「広報活動を行い事業者への協力を願う」とあるにもかかわらず、市ホームページで
は、屋外広告物対策事業の取り組みについて十分な紹介が行われていない。事業者や市民への周知を図るため、対策協議
会や除却推進員等の取り組みを紹介したり、事業の根拠となる埼玉県屋外広告物条例や制度の概要を説明している埼玉県
ホームページの該当ページへのリンクを市ホームページに掲載する等の対応をお願いしたい。
　成果指標に「年間撤去回数／目標撤去回数」とあるが、撤去回数は事業の活動に該当することから、「撤去回数」を活動指
標に変更されたい。また、活動指標の「年間撤去広告物の数」は、撤去活動を重ね活動が浸透することにより違反広告物が減
少することから、成果指標に変更されたい。

【越谷市屋外広告物対策協議会交付金】
（内部評価：継続）（外部評価：廃止）
　屋外広告物の適正化を行い、公共空間の安全性と都市空間の美観保持を追求し、快適なまちづくりに寄与することを目的と
している。撤去される違反広告物の件数が年々減少していることから屋外広告物対策協議会の活動に一定の効果が見受けら
れるが、平成17年度以降交付金額は同額で推移していることは、違法広告物の減少や撤去実績を考慮すると疑問である。
　これらの状況を見直すため、今後、担当課としても交付金を廃止して業務委託への変更を予定していることが、ヒアリングに
おいて確認できた。
　そこで、業務委託化にあたっては、競争入札の導入により、適正な委託費により業務執行できるようにされたい。
　さらに除却推進員等のボランティア活動を補完するように委託業務の回数や対象地域を設定することで、一段のコスト削減
を追求されたい。
《参考》平成17年度外部評価：B

20 Ｂ
　建築確認については、大きな問題はないと考える。
　定期報告対象建築物については、昇降機に関する報告率と、その他施設に関する報告率を個別に捉え、実態を把握したう
えで報告率向上のための対策を検討する必要がある。

検
討
中

　定期報告受付機関から未
報告建築物の所有者等へ提
出を促す指示通知の送付、
また、ホームページやチラシ
等で定期報告の必要性・重
要性の周知等を引き続き
行っていくことで報告率の向
上を図る。

・対策協議会への交付金が
平成25年度末をもって廃止さ
れることに伴い、委託業務化
し、除却推進員との連携を図
りながらより効率的な撤去活
動を行っていく。
・広報活動については、市の
ホームページ及び広報紙等
を利用し、事業者や市民へ
の当該事業の周知を図るとと
もに、ボランティア活動を促
進し、住民参加の意識を高
めていく。

検
討
中

Ｂ24
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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435
住宅融資事
業

都
市
整
備
部

建
築
住
宅
課

H16 -

〔目的〕
　勤労者の住宅確保並びに高齢者の
専用居室の増改築並びに低地にある
浸水住宅の改良を図り、福祉の増進
を図ることを目的とする。（３制度）高
齢介護課・環境保全課・産業支援課
において行っていた事業
〔手段〕
　勤労者の住宅確保並びに高齢者の
専用居室の増改築並びに低地にある
浸水住宅の改良資金等の融資を行
う。

高 高 低 高 Ｂ

　金融機関において、金利の自
由化が進み低利な融資で利用
者の獲得を図っている中で、市
が行う融資事業は、取扱い金
融機関との関係から、市への
申込みから融資決定までの手
続きに時間を要することとなり
資金計画が立てにくい。

検討・
見直し

①勤労者住宅資金貸付制度以
外の利用がないことから、他市町
の住宅融資制度の実態を調査
し、市民のニーズにあった融資制
度への見直しを図る。
②市民ニーズにあった新たな融
資制度の多くの利用により、市民
の福祉の増進を図る。

436
住まいの情
報館施設管
理事業

都
市
整
備
部

建
築
住
宅
課

H11 －

〔目的〕
　新たな戸建て住宅や集合住宅の建
設や建替え等において「災害に強く人
にやさしい家作り」を進めるうえでの
参考となるよう、耐震性・耐久性及び
省エネルギーと高齢者等にやさしい
住宅の情報を視覚的・体験的に提供
を行う。
〔手段〕
　社会福祉協議会への管理委託によ
り、施設の有効活用と効果的な管理
を行う。

低 高 高 高 Ｂ

　本事業は、市民自身のリスク
管理を提唱・啓発する極めて重
要な位置にあるものの、日常的
には充分評価されにくいことか
ら、いかに市民の関心を誘発
し、これに的確に応えるかが課
題である。

検討・
見直し

①首都直下型地震更には東海・
東南海・南海地震発生の活動
期・切迫性が指摘されていること
から、本施設の整備・充実を図っ
ていく。
②本施設の余剰空間を子育て支
援活動に積極的に活用させるこ
とで、施設本来の目的と意義を
達成しながら、厚生労働行政の
一翼も担うことができ、財政全体
に貢献する。

437
借上型市営
住宅運営事
業

都
市
整
備
部

建
築
住
宅
課

H16 H37

〔目的〕
　ストック活用計画に基づき、市営住
宅の供給拡大を図る。
〔手段〕
　民間が建設した住宅を市営住宅とし
て２０年間借上げる。

高 高 高 高 Ｂ
　管理代行制度を導入し、民間
活力のノウハウの提供が望ま
れる。

検討・
見直し

①管理代行制度により、コスト縮
減ととものサービス低下とならな
い取組をしていく。
②平成３８年度まで借上げ期間
を設定していることから、ランニン
グコストが抑えられる。

201



13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

25 Ｄ

事業概要
勤労者の住宅取得及び高齢者の専用居室の増改築並びに低地にある浸水住宅の改良を図るため、改良資金等の融資を行
う事業である。
必要性
本事業は、かつては市民のニーズが大きかったが、既に事業の必要性はなくなっているため、廃止すべきと考えられる。民間
でできることは官が行わないことが原則であり、民間で十分に代替可能な事業である。
他方、政府の住宅税制が格段に拡充されており、給付金も出ている。また、住宅ローン減税もあるなかで、市の事業としての
必要性は低い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18
年度の外部評価においても同様の指摘を受けていたが、必要な見直しがなされていないことが問題である。なぜ見直しが進
められなかったかについて検証すべきである。
仮に、住宅に関して新たな制度を検討する場合は、市民のニーズをきちんと把握した上で検討することが必要である。住宅の
耐震化、バリアフリー化、環境共生に対するもの、景観形成に対応するもの等に対する助成制度等が検討されているようだ
が、その際には、融資というスキームでは、本事業と同じになるので、市の果たすべき役割をよく考えて制度を検討するべきで
ある。
活動指標＋有効性
勤労者住宅資金利子補給金は、現在、68名が利用しており、貸付残高は1億6418万円。平成24年度の申し込み件数は2件で
あるが、成約していない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、老人居室整備資金
利子補給金及び浸水住宅改善資金利子補給金については、現在融資を受けている方はいないという状況にあり、これら制度
の利用状況に鑑み、事業の必要性そのものがないと考えられるため、効率性や有効性を検討する状況にない。
その他
本事業の名称は「住宅融資事業」であるが、事業内容と対応していないため、「利子補給金・金利補給金」に関する事業である
ことが理解できる事業名とすべきである。

【勤労者住宅資金利子補給金】（内部評価：減額（縮小））（外部評価：廃止）
　事業の必要性が認められないため、新規融資については停止、既存利用が最終返済した段階で利子補給金は廃止すべき。
【老人居室整備資金利子補給金】（内部評価：減額（縮小））（外部評価：廃止）
　事業の必要性が認められないため、利子補給金を廃止すべき。
【浸水住宅改善資金利子補給金】（内部評価：減額（縮小））（外部評価：廃止）
　事業の必要性が認められないため、利子補給金を廃止すべき。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

23 Ｄ

　越谷市住まいの情報館は市民防災意識の高揚等を図る目的で設置され、耐震性・耐久性・環境共生（省エネルギー）に優
れ、かつ高齢者等にもやさしい住宅の情報提供を行う施設である。段差解消機、階段昇降機、天井走行リフトなどの福祉機器
が設置されており、福祉機器の体験を通して家づくりの参考にすることができる。本事業は当該施設を適切に管理することを
目的とする事業である。
　本事業は、平成16年度の外部評価においてD判定（事業の休・廃止を含めた検討が必要）を受けたが、事業を廃止した場合
の国からの補助金の返還負担等を考慮して、平成17年度以降も存続することが決定し現在に至っている。
　しかし、災害に強い家づくりや高齢者にやさしい家づくりに関することは民間企業において類似の情報提供（住宅展示会や住
宅メーカーが開催するイベントなど）がなされており、市が主体となって関与すべき事業とはいいがたい面がある。
　今後は設備展示の老朽化が進行し、最新の備品等を整えていくための費用や維持管理費用が必要となる。それにも関わら
ず、施設の今後のあり方に対するビジョン、計画も明確になっておらず、費用対効果の検証もなされていない。利用者へのアン
ケートもとっておらず、市民の満足度や必要性についての統計的な把握ができない。住まいの情報館が市民にとって本当に必
要な施設なのか、調査検証し、施設の妥当性について、早急に分析する必要がある。また、国への補助金返還義務について
も、正確な条件等を調査し、事業廃止した場合の市の財政負担や手続等を明らかにし、事業を存続させる場合の費用負担等
と比較・検証する必要がある。
　事務事業評価表における平成23年度当初予算の減価償却費がゼロとなっているが、施設の耐用年数は建設後22年であり、
償却が終了していないことから、事務事業評価表への適正な記載を求める。
　本事業の存続を前提とした場合も、施設の運営にあたり、委託先の社会福祉協議会との連携をとり、利用者からのニーズを
把握する必要がある。また、施設利用度を見ても、開館日の3割は利用者がいない状況であることを示しており、稼働率の向
上に向けて改善する必要がある。施設利用者を増加させるために啓発活動を積極的に実施するとともに、ホームページの充
実を図る等、施設へ出掛けたくなるような仕掛けが必要である。
　また、成果指標として、施設を利用したことにより、施設利用者がどれくらい満足したかを示す「施設利用者の満足度」の追加
を検討いただきたい。
　利用者数については、平成16年度の外部評価当時に比べ、大幅に増加している。しかし、利用者増の主因は子育て支援課
が子育て支援事業の一環として実施している「子育てサロン」の開催によるものであり、情報館の設置目的に合致しているも
のとは言い難い。また、耐震啓発を目的の一つとしているにもかかわらず、震災後の利用者が昨年同月と比べ、増加率も小さ
く、減少している月も見られるなど、適切な耐震啓発がなされているとはいえない。
　以上の諸点を勘案し、本事業については早急に廃止・施設撤去を含めた検討をすべきと考える。
《参考》平成16年度外部評価： Ｄ

検
討
中

　安全で快適な住宅環境を
得てもらうための情報提供を
目的とする本事業は、東日本
大震災を契機に関心が高
まっている市民の防災意識を
更に醸成できる効果が期待
されるものとして、今日的市
民ニーズに合致するものと捉
えます。
　したがって、過去の外部評
価を踏まえながらも、本事業
の方向性については慎重に
精査しながら、従来から継続
している施設の余剰空間を
異なる目的に有効活用する
ことで、施設の効用を一層高
めていきたい。

19 Ｂ
　現在直営で行っている住宅の運営管理については、外部委託を検討し経費の軽減を進めていただきたい。
　今回の借上型のケースの成果を分析・検証し、公営住宅制度のあり方を見極める努力をしてほしい。

整
理
済

　借上型市営住宅の管理業
務については、平成22年4月
から管理代行制度を導入し、
入居管理、財産管理、計画・
修繕等を埼玉県住宅供給公
社へ委託。今後、埼玉県住
宅供給公社の専門的知識を
活用しながら、市民サービス
をさらに向上するよう指導す
る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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向性

438
住宅耐震改
修促進事業

都
市
整
備
部

建
築
住
宅
課

H18 H28

〔目的〕
　国において「地震防災戦略」を決定
し、東海地震及び東南海・南海地震
の被害想定の死者数や経済被害に
ついて、今後１０年間で半減させると
いう被災目標が定められた。また、こ
の目標を達成するため、住宅の耐震
化率が現在の７７％から５年後には９
０％に設定された。
〔手段〕
　本市においても同様の目標設定と
する。住民に対し、無料耐震診断の実
施を促し危険性がある建築物の所有
者には、更に一般診断、耐震改修へ
と誘導し耐震化率の向上を目指す。さ
らに本年より共同住宅（分譲マンショ
ン）の耐震改修工へ補助金の支給を
拡大

高 高 高 高 Ｂ
　耐震診断業務及び補助制度
のPR不足

検討・
見直し

①住宅相談会や防災訓練、自治
会等への出前講座を行い、より
多くの市民へ事業の周知に努め
る。
②平成27年度までに住宅の耐震
化率９０％を目指し、住宅所有者
に対して啓発活動を行い、制度
普及に努める。

439
市立病院繰
出金

市
立
病
院

庶
務
課
S47 -

〔目的〕
　市民に対して良質な医療の提供と
病院経営の健全化を図る。
〔手段〕
　民間病院では経営困難な救急・高
度・特殊医療に要する経費及び施設・
設備等の建設改良費に対し、法に基
づき他会計から繰り入れる。

高 高 高 高 Ｂ

　収支は改善傾向となったが、
累積欠損金の縮減を図るため
には、一層の経営改善が必要
である。また、第二期中期経営
計画の柱である病棟の改修工
事終了に伴い、今後、将来の
適切な病床数について検証し
なければならない。

検討・
見直し

①②平成24年度に策定した、計
画期間が平成25年度から平成27
年度の「第三期中期経営計画」
に基づき経営改善に取り組んで
行く。

440
照査管理事
業

-
出
納
課
S33 -

〔目的〕
　市が各種事業を実施する中で、公
金の支出及び収入が法令・予算に適
合していることを確認する。また、安全
確実な公金の保管を徹底する。
〔手段）
　適正な伝票の審査及び管理を行う。
また、公金は、指定金融機関等に預
金するなど、最も確実かつ有利な方
法によって保管する。

高 高 高 高 Ａ

　本事業においては、全ての予
算執行に伴う支出命令書等の
審査を行っている。職員研修や
合理的な事務分担を実施し、
職員の資質の向上を図ること
により、照査事務の精度向上を
図る。

現状
維持

①支出命令書等の審査照合にお
いて、一層の精度向上に努めて
いく。
②公金の安全確実な運用手法を
検討すべく、専門職員の育成を
図る。

441
出納管理事
業

-
出
納
課
S33 -

〔目的〕
　歳計現金（歳入歳出に属する現金）
及び歳計外現金（市が保管する現金）
の収納並びに支払に係る出納事務を
正確に執行し、収支日計・月計の記録
及び決算書等の調製を行う。
〔手段〕
　財務会計システムの活用及び収納
データ作成業者への委託並びに支払
事務パソコンサービス（エレクトリック
バンキング）の活用などにより、収納
及び支払事務の効率化を図る。

高 高 高 高 Ａ

　収納消込の業務委託、支払
事務のパソコンサービス活用、
公共料金の口座振替システム
活用等により、行政コストの抑
制や出納事務の正確性を図っ
ている。

現状
維持

①出納事務全般について、正確
性を維持しつつ効率化を図りな
がら日々の業務に取り組む。
②収納及び支払事務全般につい
て、電算化されている。特に収納
事務については業務委託してお
り、効率化が図られている。中長
期的には、電子納付システム等
の検討を行い、更なる効率化を
目指す。

442
広報活動事
業

議
会
事
務
局

議
事
課
S42 -

〔目的〕
　市民に市議会の活動状況を周知
し、議会に対する理解と認識を深めて
もらうことを目的とする。
〔手段〕
　ホームページによる情報提供
　議会中継による情報提供
　議会報による情報提供

高 高 高 高 Ｂ

　市民の方々に議会への関心
を高めていただけるよう議会活
動の周知に努める。そのため
の方策として、引き続き議会中
継の周知や議会報の充実を図
ることが必要と考える。

検討・
見直し

①カラーページを増やすことやレ
イアウト変更等を含めた紙面構
成の見直しを行い、市議会から
のお知らせ面を拡充するなど、市
民の方々に関心を持って読んで
いただき、さらに親しまれる議会
報となるよう取り組んでいく。
②市議会の活動を広く周知する
ため、ホームページや議会中継、
議会報のさらなる充実を目指して
広報活動に努める。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ 　事業として開始されて間がなく、住民に対して制度を積極的にアピールし、より多くの活用を図っていただきたい。
検
討
中

　住宅相談会や防災訓練、
地区センター、自治会等への
出前講座を行い、簡易耐震
診断、一般耐震診断、耐震
改修に関する情報の普及と
事業の重要性を引き続き啓
発していく。

18 Ｂ
　病院の経営状況を救済するような印象を受ける一般会計からの繰出ではなく、繰出金のルール化を早急に協議し、市立病
院財政・経営の健全化に一層努めてほしい。経営健全化委員会が設置されているとのことであるが、職員のアイディアや他病
院の成功事例を参考に、支出削減策、収入の増収策を検討し、独立採算経営を目指し積極的に取り組まれるよう期待する。

整
理
済

　平成２１年度予算編成にあ
たり、不採算部門に要する経
費など、行政側の負担につ
いて見直しを行った。今後は
このルールに基づき、さらな
る収支改善に向け取り組ん
で行く。

17 Ｂ
　照査管理事業は、内部統制の視点からも重要な業務である。今後の課題としては、職員数が5名なので、人事異動を考慮し
た研修プログラム(OJT含む）の開発、業務処理マニュアルの整備、出納課として危機対応マニュアルの作成(地震、銀行破た
ん等）等に取り組むことが望ましい。

整
理
済

　平成２２年度に「財務会計
事務の手引き」の見直しを行
い、支出伝票等の作成事務
や審査事務に活用できるよう
手引きの整備を図っている。
　また、平成２２年度から公
金の運用については、運用
先金融機関の拡大を図り、見
積り合わせを行うなど安全確
実かつ有利な運用に取り組
んでいる。

18 Ｂ
　基幹業務である。出納係７名の正規職員で担当されている。財務会計システムのさらなる活用、公共料金等の支払方法の
改善に取組まれ、一層の業務改善を進められることを望む。

整
理
済

　平成20年度から公共料金
口座振替システムの導入に
より、支出命令書の削減が図
れ、所管課の支出伝票の起
票事務や出納課の審査事務
等が軽減された。

17 Ｂ
　越谷市議会だよりに加え、ホームページや議会中継による情報提供により、市議会の状況を広く伝えることは、大変重要な
業務である。ただし、ホームページ等による市民への伝達力はまだ非常に脆弱であると言わざるを得ない。平成16年度のアク
セス率実績4.54%の向上改善を早急に行い、アクセス単位当りコストの低減が急務である。

整
理
済

　外部評価で指摘されたアク
セス率の向上を図るため、議
会中継について周知する啓
発記事を全戸配布される議
会報に引き続き掲載するなど
して、さらなる改善に努めて
いきたいと考えている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

443 表彰事業

教
育
総
務
部

教
育
総
務
課

S29 -

〔目的〕
　①教育の振興に寄与し、特に功績
が顕著であるもの、②越谷市立小中
学校の児童生徒で、他の模範となる
もの、③越谷市立小中学校に勤続す
る教職員で、他の模範となるもの、④
その他特に表彰に値すると認められ
るものに対し表彰を行うことにより、本
市の教育、学術及び文化の振興発展
に貢献する。
〔手段〕
　関係団体等に推薦(年１回）を依頼
し、被表彰者を教育委員会会議にお
いて決定する。

高 高 高 高 Ｂ

　・優秀児童生徒及び優秀教職
員表彰を新たに実施し、他の模
範となる優秀な児童・生徒及び
教職員を表彰することができ
た。
・開催時期を梅雨の時期である
６月から、被表彰者が出席しや
すい天候の穏やかな時期であ
る１０月としたことで、出席率が
上昇したが、さらに、出席率を
上げることを目指す。

検討・
見直し

①②平成26年度についても、被
表彰者が出席しやすい時期であ
る10月に実施する。式典に華や
かさと被表彰者へお祝いの気持
ちを演出するためのアトラクショ
ンを、地元大学との連携により実
施する。

444
幼稚園就園
奨励費補助
事業

教
育
総
務
部

教
育
総
務
課

S47 -

〔目的〕
　幼児期に集団生活を通して、社会性
を身につけるため、幼稚園への就園
を奨励するとともに、保護者の経済的
負担軽減を図る。
〔手段〕
　私立幼稚園が入園料、保育料を減
免した場合にその相当額を補助す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　平成24年度から導稼動開始
した補助金システムにより事務
の適切な処理に努めている
が、近年では制度内容や補助
の基準について、国で大幅な
見直しが生じていることから、
柔軟に対応できる体制を構築
する必要がある。

検討・
見直し

①②現在稼動している幼稚園補
助金システムが事務処理の基軸
となっているが、国の補助基準等
に大幅な見直しがあったことか
ら、平成25年度前半にシステム
改修等を実施し、補助金額の算
定、申請者情報の管理等につい
て効率化・適切化に努めていく。

445
幼稚園振興
事業

教
育
総
務
部

教
育
総
務
課

H1 -

〔目的〕
　私立幼稚園の教育環境の保持及び
向上をはかり、幼稚園教育の振興に
資する。
〔手段〕
　私立幼稚園に対し、教材・教具・図
書・環境整備等に要する経費の一部
を補助する。
　私立幼稚園協会に対し、市内幼稚
園の教職員が参加する研修会・研究
会に要する経費の一部を補助する。

高 高 高 高 Ｂ

　本市に公立幼稚園がないこと
から、幼稚園教育の振興につ
いて私立幼稚園に依存してい
る状況である。
　このことから助成は必要だ
が、対象となる幼稚園からの事
務手続き等において、適正な内
容でないために是正を要し、そ
のことに相当の時間を費やして
いる状況がみられる。

検討・
見直し

①②本市における幼稚園教育に
ついては私立幼稚園に依存して
いる状況であることから、園児の
就園環境充実に向けた助成は必
要である。
　このことから、事業の実施につ
いては現状維持を図りつつ、幼
稚園に対する事務説明を徹底化
することで、さらなる事務処理の
正確化及び円滑化に努める。

446
入学準備金
貸付事業

教
育
総
務
部

教
育
総
務
課

S42 -

〔目的〕
　高校、大学、専修学校（高等課程、
専門課程）等に入学を希望する生徒
の保護者で、入学資金の調達が困難
な方に対し、等しく教育を受ける機会
を与えるため、入学準備金を貸し付け
る。
〔手段〕
　生徒一人につき次の額を限度として
貸し付ける。
高等学校・専修学校（高等課程）・高
等専門学校等５０万以内、専修学校
（専門課程）・短期大学・大学等８０万
円以内

高 高 高 高 Ｂ

　・学校と連携して、この制度を
真に必要としている人へ継続
し、周知徹底を図る必要があ
る。
・連帯保証人への催告を強化、
収納課債権回収係との連携を
通して、滞納金の安定的な回
収にいっそう努力する必要があ
る。

検討・
見直し

①（平成26年度から）新入学準備
金システムの本格稼動に伴い、
未収金についての、さまざまな
データの抽出・分析・加工が容易
になり、督促・催告事務を簡素化
し人件費の減少に取り組む。ま
た、同時に、連帯保証人への催
告の強化、収納課債権回収係と
いっそう連携を進め、個々の案件
ごとに最適な対応を図り、さら
に、未収金の減少を図っていく。
②（平成28年度までに）未収金に
対する滞納整理手順を確立し適
正な債権管理に努め、さらに、学
校と連携して、この制度を真に必
要としている人へ継続し、周知徹
底を図っていく。

447
定時制教育
等振興会負
担金事業

教
育
総
務
部

教
育
総
務
課

- -

〔目的〕
　県定通教育振興会及び越ヶ谷高校
他３校の定時制教育振興会が円滑に
運営されることにより、県高等学校定
時制教育及び通信制教育の普及・振
興を図る。勤労青少年に、勤労と修学
に対する正しい信念を確立させること
により、教育水準と生産能力の向上を
図る。
〔手段〕
　定時制教育及び通信制教育の振興
に資するため、各振興会に対し負担
金を支出する。

高 高 低 高 Ｂ

　負担金の就学奨励費への充
当割合の達成度が低いため、
負担金額については検討の余
地がある。

検討・
見直し

①②勤労青少年や不登校者、全
日制中途退学等の多様な生徒
が学ぶ場の確保と定時制教育及
び通信制教育等の普及・振興に
資するため、各振興会に負担金
を支出する。さらに、負担金の活
用方法のさらなる把握に努める
ことにより、負担金額が適正かど
うかについて検討する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ
　教育関係者の意識高揚のために必要な事業である。　一方で、昭和２９年より継続している事業でもあり、近年の被表彰者
の意識の変化を考慮し、表彰制度の在り方を再検討する必要がある。秘書課が検討している越谷市全体の表彰制度の見直
しと併せて再検討を進めることを望む。

整
理
済

･優秀児童（生徒）表彰を新
設した。
･永年勤続者表彰に加え、他
の模範となる実績又は行為
のあった優秀教職員表彰を
新設した。

18 Ｂ
　国の補助金制度に従い実地している事業である。少子化対策の意味もあり、事業の必要はある。対象園児数の6400人、市
内２６園、市外４０園の事務処理を効率的に実施することが課題である。学校業務全体のシステム化を検討する教育委員会総
合システム検討会での検討結果をふまえ、市の全体最適視点による業務の効率化を検討して頂きたい。

整
理
済

　平成24年度から稼動開始し
た幼稚園補助金システムに
ついて、事務処理のさらなる
効率化・適正化を図る。

16 Ｂ
　私立幼稚園の教育環境の維持及び向上を図るため重要性を増している。継続（維持）の方向で進めていくことが必要であ
る。２６私立幼稚園の管理等事務処理の改善による効率性向上を図っていただきたい。

検
討
中

　事業の実施については現
状維持を図りつつ、幼稚園に
対する事務説明を徹底する
ことで、さらなる事務処理の
正確化及び円滑化に努め
る。

23 Ｂ

　入学準備金の貸付は、入学資金の調達が困難な保護者に対して貸付を行う事業であるとともに、進学を希望する生徒に対
して、平等に教育を受ける機会を与えるため、事業の意義は大きい。
　経済的理由で入学資金の調達が困難な方へ貸付を行う事業であり、回収に時間を要することは理解できるが、滞納金を安
定的に回収できるように、文書、電話以外にも家庭訪問を実施して滞納整理業務の改善に努める必要がある。さらに、貸付金
の償還方法として、5年以内に年賦又は半年賦となっているが、中期的には利用者の声を反映させるなどして償還方法の多様
化を検討していただきたい。
　また、収納率を向上させるために1,2回の督促でも応じない世帯については、市民税務部収納課債権回収係と連携して収納
率の向上に努められたい。
　平成22年度に連帯保証人への督促を強化した結果、滞納繰越金の回収が1,000万円増加したことは評価できる。今後も継
続して連帯保証人への督促をしていただきたい。
　入学準備金の調達が困難で、本事業による貸付を必要としている多くの市民に利用してもらうためにホームページや広報だ
けでなく、市内中学3年生の全保護者へリーフレット配付及び市内高等学校へ制度の周知などを行っているが、引き続き、学
校との連絡調整を密にして貸付事業の周知を図られたい。
　人件費については債権回収を強化したため、平成21年度決算に比べ、平成22年度決算は増加しているが、臨時、非常勤職
員等の活用により、コスト削減を図る余地もある。
　活動指標として、総額でいくら貸し付けることが出来たかを示すために「貸付金額」の追加を検討されたい。また、成果指標に
は、入学準備金の償還率の向上を図るために「償還率」の追加を提案したい。本事業は、貸付と償還の双方とも重要な業務で
あるため、活動指標、成果指標には、貸付、償還の双方の活動、成果を示す指標を検討されたい。
《参考》平成19年度外部評価： Ｂ

整
理
済

・連帯保証人への催告を継
続し実施した。
・文書及び電話催告以外に
臨宅催告を実施した。
・特別な事情により期限迄に
納付困難な方には分割納付
の措置を行った。
・市内中学3年生の全保護者
へ案内書を配付し、学校との
連携を密にし制度の周知に
努めた。
・悪質な滞納者へは、収納課
債権回収係と合同臨宅催告
を実施した
・徴収事務を強化した結果、
収納率が前年度を上回り、平
成22年度から3年連続して未
収金の減少につながった。

22 Ｂ

　県定通教育振興会及び越ヶ谷高校他3校の定時制教育振興会が円滑に運営されることにより、定時制及び通信制教育の普
及・振興を図る。その手段として、各振興会に負担金を支出する。
　勤労青少年や不登校者、全日制中途退学者等に生涯学習の場を提供すること、勤労と修学に対する意識を確立することは
社会的にも意味があり、意義は大きい。
　市から支出する負担金がどのような活動に使用されているのか把握に努める必要がある。そのために、各振興会の運営状
況、財務状況をしっかり把握しておくことが求められる。
　事業開始年度不明であるが、相当長期にわたって継続されてきた事業である。本事業は、高校により負担金の有無に違い
があるなどの問題があり、また負担金の金額や使途を考えると支出した効果がどれほどあるかは疑問である。現代の後期中
等教育制度全体の中の定時制高校の位置づけを踏まえて、大局的な見地から今の時代に適合するように制度のあり方を抜
本的に見直されたい。
　成果指標については、「越谷市在住生徒数」では、市民の目から見れば理解が難しく、適切では無いと思われる。例えば、
「勤労者や不登校、中途退学した者のうち、何人が定時制及び通信制教育の場で学ぶことができたか」というような、成果を市
民にわかりやすくアピールすることができる指標の方がより適切と思われる。

検
討
中

　定時制及び通信制教育の
普及振興や教育施設・設備
の充実等に資するために負
担金を支出していることか
ら、振興会の総会資料及び
決算資料などにより活動内
容や負担金の使途について
把握に努める。
　また、成果指標について
は、より市民にわかりやすい
指標の設定をした。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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448
教育委員会
運営事業

教
育
総
務
部

教
育
総
務
課

S29 -

〔目的〕
　地方教育行政の組織及び運営に関
する法律に基づき、学校その他の教
育機関及び社会教育その他教育、学
術・文化に関する事務を管理、執行す
るため、教育委員会の円滑な運営を
推進する。
〔手段〕
　教育委員会としての説明責任を果
たし、市民の教育行政に対する理解と
協力を得るため、原則公開で教育委
員会会議を開催するとともに、教育行
政推進において必要な交際費や各教
育委員会連合会負担金を支出する。

高 高 高 高 Ｂ

　今後も教育行政の中立性及
び安定性を確保するとともに、
本市の実情に即した教育行政
の推進のため、教育委員会を
円滑に運営する必要がある。

検討・
見直し

①より開かれた教育委員会を目
指し、教育委員による学校訪問
等を積極的に行うことで、地域や
児童生徒の声を教育行政に反映
させる機会を増やしていく。また、
委員会会議の会議録について
は、平成25年度からホームペー
ジ上にて公開することを開始し、
透明性の向上に努めていく。
②常に教育行政の中立性及び
安定性を確保し、国の方針はもと
より、社会の動向や本市の実情
を踏まえつつ、効果的な教育行
政を推進するため、教育委員会
の活性化を図っていく。

449
文化振興支
援事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H4 -

〔目的〕
　文化の振興と普及を図るため、越谷
市文化連盟と越谷市郷土芸能保存協
会を支援する。
〔手段）
　越谷市社会教育関係団体補助金等
交付要綱に基づき、越谷市文化連
盟、越谷市郷土芸能保存協会に適切
な補助金を交付する。

高 高 高 高 Ｂ

　「こしがや文化芸能際」や「文
化振興講座」などのイベント開
催や、機関紙「しらこばと」の発
刊など活発な活動を展開し、本
市の文化芸術における水準の
向上に大きく貢献をしている。し
かし、活動費を補助金及び各
構成団体からの負担金で賄う
だけでなく、自主財源の確保が
必要である。

検討・
見直し

①②市内の文化芸術活動にとっ
て、重要な役割を担っている越谷
市文化連盟と郷土芸能を伝承し
ている越谷市郷土芸能保存協会
に対し支援を行うとともに、今後
も両団体と連携し本市の芸術文
化活動を推進する。
また、「補助金等評価基準」に基
づく適正な運営がされるよう支援
していく。

450
伝統芸術文
化振興事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H2 -

〔目的〕
　伝統文化に身近に接し、特色ある地
域文化を育むため、伝統文化（能楽・
郷土芸能など）の体験学習や鑑賞す
る機会を提供する。
〔手段〕
　こしがや薪能、能楽体験教室、こし
がや能楽の会、郷土芸能祭等を開催
し、特色ある地域文化の振興と普及
に努める。

高 高 高 高 Ｂ

　能楽体験教室の受講生が能
楽愛好団体に加入するなど成
果は上がってきているが、さら
に多くの市民に伝統文化に興
味をもっていただけるよう、鑑賞
機会の提供や体験学習のPR
方法を検討していく必要があ
る。

検討・
見直し

①事業について、市広報課、ポ
スター、市のホームページ等で周
知を行っているが、PR方法等に
ついてさらに検討していく。
②事業を継続し、事業内容の充
実につとめる。
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※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

20 Ｂ

【文化連盟助成金】
（内部評価：終期設定）（外部評価：終期設定）
　市の文化事業に貢献するという事業の重要性は十分認められる。ただし、現在は各行事などの参加人数を把握するにとど
まり、助成金交付に対する事業成果が十分に把握されていない。
　今後は、参加者によるアンケート調査を盛り込むなど、事後評価を適切に行うことが望まれる。また、実施した事業の成果に
よって、助成金の額を決めるようにすべきである。

整
理
済

　成果については、事業終了
後の事業実績報告書により
把握し、事業成果を検証する
よう努めている。また、助成
金の額については、事業成
果を踏まえつつ、「越谷市補
助金等の交付手続き等に関
する規則」、「越谷市社会教
育関係団体補助金等交付要
綱」、「補助金等評価基準」、
「補助基準」に基づき算定し
ている。
平成２３年度より越谷市郷土
芸能保存協会助成金を文化
振興支援事業に変更した。

17 Ｃ
　「こしがや能楽堂」を核とした、伝統芸術の振興は、越谷市の心豊かなまちづくりに大いに貢献できるものと思われる。ただ、
事業の効率性、経済性および「こしがや能楽堂」の設備維持運営費、減価償却費等を勘案し、より一層に設備有効活用と受益
者負担を考慮した料金設定により、採算性改善に真剣に取り組むことが強く求められている。

整
理
済

　施設利用状況を勘案した上
で、平成２０年８月に能楽堂
使用料の改定を行い、より受
益者負担を考慮した料金設
定を行った。

208



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

451
日本文化伝
承の館運営
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H5 -

〔目的〕
　伝統芸術文化の振興と市民文化の
向上及びコミュニティづくりの拠点施
設として、日本文化伝承の館こしがや
能楽堂の適切な管理運営を行い、快
適な施設環境の確保に努める。
〔手段〕
　指定管理者制度の適正な運用を図
り、効率的・効果的な経営によるサー
ビスの向上に努める。また、快適な施
設環境を確保するため、施設の修繕・
改修を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　利用促進を図るため、能楽以
外にも利用できることなど、一
層PRしていく必要がある。

検討・
見直し

①能楽堂の利用促進を図るた
め、県内唯一の公立能楽堂とし
てPRを行う。
②能楽を広めるため、一般参加
者を対象とした能楽体験教室等
を継続開催するほか、能楽以外
の利用方法も検討し、周知を行
う。

452
文化財施設
管理事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

- -

〔目的〕
　江戸時代から伝わる保存民家「大間
野町旧中村家住宅」（主屋・長屋門・
石蔵・土蔵）の適正な施設管理を行
い、後世に継承する。
〔手段〕
　大間野町旧中村家住宅の適正な施
設管理を行い、生涯学習の地域・歴
史学習の場として、また学校教育等に
おける郷土学習の教材として、公開・
活用する。

高 高 高 高 Ｂ
　郷土の歴史学習の充実を図
るため、事業の工夫が必要で
ある。

検討・
見直し

①来館者の増加を図るため、イ
ベント等事業の企画を検討する。
②将来的に、施設管理の委託等
を検討する。

453
少年自然の
家活動運営
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S56 -

〔目的〕
　市内の小中学校が授業の一環とし
て林間学校や自然教室、スキー教室
を実施する施設として、また各種団体
や一般市民が野外活動の拠点施設と
して、安全で快適に利用できるよう施
設を運営する。
〔手段〕
　施設を安全で快適に利用できるよ
う、関係機関と連携し、適切な施設運
営を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　学校利用が早期に再開でき
るよう、国や福島県の動向を注
視するとともに、施設において
も利用者の安全確保に配慮し
対策を図っていく。

検討・
見直し

①学校利用が再開できるよう放
射線量の安全対策に取り組んで
いく。
②二本松市が策定している復興
ビジョンに合わせ、当施設を安全
に安心して利用いただけるよう引
き続き対策を図る。
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25 Ｃ

事業概要
本事業は、伝統芸術文化の振興と市民文化の向上及びコミュニティづくりの推進を図るため、日本文化伝承の館こしがや能楽
堂の適正な管理運営を行うものである。
必要性
越谷市は、昭和58年11月3日に、全国に先駆けて文化都市宣言を行い、各種の芸術文化事業に取り組むとともに、文化施設
の整備充実を図り、活力ある文化のまちづくりを進めてきた。
平成2年度より、その一環として、「こしがや能楽まちづくり推進事業」において、市民に能楽を学ぶ機会を提供する事業展開を
行っている。この事業の拠点施設として日本文化伝承の館こしがや能楽堂を平成5年度に開館したが、その建設及び運営等
については、越谷市の最上位計画である第2次～第4次までの「越谷市総合振興計画」の中に施策として位置づけられてい
る。能楽堂は、当初から約10年間は能楽関係団体の育成事業を積極的に実施していたことから、貸館については能楽に係る
利用を中心にしていた。この成果として、自主的に活動を行う能楽団体が増加し、定着した活動がされるようになった。しかし、
その後、市民から「能楽関係以外の利用でも使用したい」との要望が多く寄せられていたこともあり、現状では能楽関係以外の
貸館も増えていった経過がある。そのようなことから、市民ニーズを踏まえて、今後能楽堂としての機能を中心としながら、広く
集客施設として利用する方針であるとのことである。能楽堂は建設から既に20年近くが経過しているが、このような市単独の
施設の運営については、その必要性、妥当性について引き続いて不断の検討が求められ、その意味ではこの施設を今後どの
ように有効かつ効率的に運営していくのかが重要となる。
効率性
本事業は施設整備以来、現在の越谷市施設管理公社に委託され運営されており、現在は指定管理者制度の下で施設が運営
されている。同公社に対しては随意で指定されており、委託方法に改善の余地がある指定管理者の選定方法について、公募
の可否も含めてより工夫していくべきではないか。公社に対するチェックを更に厳密にして、評価・検証方法については見直し
を含め検討をすべきである。
また、指定管理者制度導入によりどの程度効率化が図られたのかが不明である。その観点からは、効率性を測る指標として、
例えば、「利用者1人あたりコスト」などを検討すべきである。
有効性・成果指標
本施設の利用状況は現状50%台であり、また近年は低下傾向にある等、本施設の利用度が高く、満足すべき水準にあるとは
言えない。現在、公社によるイベントの他、市によるイベントも開催して、市と公社が協働で施設利用の促進を図っているが、
今後も利用者である市民意見を施設利用に反映させることや、施設の利便性について広く市内外にPRすることが必要であ
る。そして、将来的には施設の利用率についても達成水準を設定して、それに向けての継続的な改善取組が求められる。
その他、職員人工の内訳・内容（市として実施すべき業務内容）を踏まえて、業務内容の有効性・効率性を測定する指標を設
定する必要がある。例えば、「市のPRによる参加者の割合」、「施設利用者・イベント参加者の満足度」などの指標が有効だと
考えられる。
活動指標
活動指標としては、「イベント開催回数」等、施設利用を促進するための活動実績を測る指標を設定することが有効と考えられ
る。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

16 Ｂ
　文化財施設の活用による教育効果は高いと認識するが、適切な入場料設定、市民参加による管理方法を検討していただき
たい。また、隣接市を巻き込んだ生涯学習の一環としてより一層高い展示効果の実現も検討していただきたい。

検
討
中

　適正な施設管理を行うとと
もに、市民団体との協働によ
り、展示はもとより、体験しな
がら郷土の歴史や文化を効
果的に学ぶことができるよ
う、事業の充実を図る。

22 Ｂ

　少年自然の家は小中学生が授業の一環として林間学校や自然教室等を実施する施設であるとともに、一般市民が野外活
動の拠点施設として利用する施設である。本事業はその施設の運営を行う事業である。
　小中学生、一般市民が快適に利用できるように施設運営を行ってほしい。また、運営委員会でよりよい施設運営をしていくた
めに継続的に協議してほしい。
　客室稼働率が低い状況にあるので、より多くの市民に利用してもらえるために市ホームページで少年自然の家を利用して良
かったという肯定的な意見を掲載してPRをし、施設の稼働率向上に努めてほしい。特に、夏・冬以外の利用率が低い状況にあ
るので、出来るだけ経費をかけず、魅力あるイベントや体験教室を開催し、集客を図り、さらにリピーターを増やす工夫も必要
である。
　また、施設利用申請の手続については、利用者の立場に立って、より簡素化が可能かどうか検証していただきたい。
　委託料に関して、保守管理委託料、食堂委託料についてはこれまでの単年度契約から長期継続契約（3年間）に変更したこ
とにより、3年間で1000万円を超える経費削減を実現させたことを評価したい。
　しかし、従来の手法で今後も同様に運営コストの削減を図ることは困難といわざるを得ない。そこで、類似施設の運営、経営
の専門家等からも意見を聴取し、本施設の運営形態、運営コストについて、売却・民営化等も含めた試算を実施して比較検討
する等、中長期的な展望を示されたい。
　例えば、管理･改修･運営事業で年間8000万円以上の経費がかかっている一方、年間の学校関係の実利用人数は8000人弱
である。一人あたり1万円使うのであれば、その費用で、他の公共団体や民間が運営する施設を借りた方が市財政負担として
は安上がりであるともいえる。確かに、社会教育施設としての本施設のあり方、市内小中学校の野外教育の場としての施設の
役割、宿泊料保護者負担軽減を実現している等の評価もあり、どちらの運営方法も一長一短ある。しかし、少年らが自然環境
の中で学び成長するといった本来の目的を達成するために、施設の公有公営にこだわる必要はなく、市の管理負担軽減や児
童の選択肢を広げる方法も選択肢の一つとなろう。これらも含め、当該施設の運営方法について検討する時期に来ているも
のと考えられる。

整
理
済

　平成２２年度の外部評価で
指摘された施設の広報につ
いては、ホームページを毎月
更新し新たな情報を発しする
とともに、生涯学習情報紙、
市広報誌等への掲載回数を
増やし対応している。
また、新たな情報の内容とし
ては、「越谷市小中学校、保
育所等の給食食材の放射性
物質測定方針」に基づき、あ
だたら高原少年自然の家で
使用する食材を月３回測定
し、その都度ホームページで
公表している。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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454
少年自然の
家施設改修
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S56 -

〔目的〕
　市内の小中学校が授業の一環とし
て林間学校や自然教室、スキー教室
を実施する施設として、また、各種団
体や一般市民が野外活動の拠点施
設として、安全で快適に利用できるよ
う必要な施設の修繕・改修を行う。
〔手段〕
　施設を安全で快適に利用できるよ
う、屋根改修工事、浄化槽ブロアー交
換工事を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　平成２３年度は、東日本大震
災の発生に伴い、当初に予定
していた工事を緊急災害復旧
工事に変更し実施した。

検討・
見直し

①利用者の安全を最優先に捉
え、施設設備等の適正管理を行
い、経年劣化などの状況を把握
しつつ、計画的な修繕・改修に取
り組んでいく。

455

社会教育委
員運営事業
（H25年度～
他事業へ統
合）

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S30 -

〔目的〕
　社会教育法第１５条の規定に基づき
社会教育委員を置き、社会教育に関
し教育委員会に助言するため、社会
教育委員会議を開催し、必要な調査
審議を行う。
〔手段〕
　社会教育に関する諸計画等につい
て審議する。

高 高 高 高 Ｂ
　組織の見直しを行い、新たに
総合的な推進体制の構築をし
ていく。

検討・
見直し

①平成25年度に、従来の社会教
育委員、公民館運営審議会な
ど、生涯学習に関わる審議会等
の役割を整理・統合し、生涯学習
に関する幅広い協議が行えるよ
う取り組んでいく。
②今後、ますます多様化・高度化
する学習ニーズに的確に応え、
市民一人ひとりが主体的に学習
できるよう、学習機会の充実と豊
かな学習環境づくりを推進してい
く。また、学習成果を地域やまち
づくりに適切に活かすことができ
る生涯学習社会の実現を図って
いく。

456
社会教育関
係団体支援
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

- -

〔目的〕
　社会教育関係団体の目的遂行のた
めの事業活動が主体的にできるよう、
また、健全かつ適切に事業展開が図
れるよう支援する。
〔手段〕
　越谷市社会教育関係団体補助金等
交付要綱に基づき、連合婦人会（会
員数583人）及びPTA連合会（会員数
23,883人）に適切な補助金を交付す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　越谷市連合婦人会の助成金
については、平成23年度より助
成金額を減額したが、団体数・
会員数の減少を改善すること
が課題である。

検討・
見直し

①補助金等見直し計画書のとお
り、地域社会へ貢献、還元する各
種講演会・講習会等の事業を自
主的・主体的に行えるよう支援す
る。
また、「補助金等評価基準」の改
正に基づき適正な運営ができる
よう支援していく。
②社会教育関係団体が、団体
数・会員数の増加及び会費収入
の増加に努め、自主財源の確保
が図れるよう支援していく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　少年自然の家は小中学生が授業の一環として林間学校や自然教室等を実施する施設であるとともに、一般市民が野外活
動の拠点施設として利用する施設である。本事業はその施設の修繕・改修を行う事業である。
　今後、本施設の設備機器等の経年劣化による改修が必要となるとともに、将来は他の施設も含めた老朽化の進展に伴い大
規模な改修時期が重なることも想定されるため、大きな財政負担となることも懸念される。また、地球温暖化対策の面からは
CO2排出量の削減、資源消費の抑制などの縮減を図り、環境負荷を低減させなければならない。
　そこで、越谷市として「公共施設の長寿命化」、「ライフサイクルコストの縮減」、「維持管理費用の平準化」などを目指した公
共施設のファシリティマネジメントに関する取り組みを推進することが必要である。
　社会教育施設である本施設についても、施設改修に当たっては、事業費が膨大になることが懸念されるため、減価償却費の
適正な積算等を通じ、必要となる財源確保に努めるとともに、耐用年数に応じた更新が可能になるよう、中長期的な施設設備
更新計画を着実に実行されたい。その際、経年劣化等について状況を把握し、コスト削減意識をもって臨む必要がある。ま
た、施設設備更新計画の内容について、市民に対してわかりやすく説明されたい。
　建設後相当年数を経過した施設の老朽化、経年劣化は避けられないため、利用者が安全、安心に利用するための施設へ
の投資は必要なものである。したがって、突発的に起きた事象への応急措置的な対応のみならず、中長期的な施設設備更新
計画に沿った改修を行っていただきたい。
　今後の予算措置が前提とはなるが、市内の小中学生が多く利用する教育施設として、特に安心・安全が求められる施設であ
るために耐震補強工事は現計画どおり着実に実施されたい。
　一方で、これらの施設改修工事については、適正な調達手続により経費の削減に努めることも重要である。
　今後も、利用者が安全で快適に利用できるよう施設改修に努められたい。

整
理
済

　平成２３年度は、東日本大
震災の発生に伴い、計画的
な修繕を実施することができ
なかったが、引き続き平成２
２年度の外部評価で指摘さ
れたとおり、計画的な修繕や
改修工事に努めていく。

24 Ｂ

　社会教育法に基づき社会教育委員を設置し、社会教育に関して教育委員会に助言するため、社会教育委員会議を開催する
事業である。社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会の諮問に応じ意見を述べること、そのために必
要な研究調査を行うことを職務とすること、社会教育関係団体への補助金の交付事務について社会教育委員会議の意見を聴
いて行わなければならないことが、社会教育法で定められている。
　社会教育委員会議の審議は、任期である2年間のテーマを設定し、テーマに沿って各委員の日頃の活動、実践例等を情報
共有する場と位置づけているものの、審議の1年目に当たる平成23年度の会議録からは活発な議論や提言があまり見られな
い。会議の運営については、事前に資料を配付して各委員からの意見を求め、提出された意見を本会議で共有しているほ
か、審議事項や報告事項について事前に資料を配付して委員が確認するなど、開催数の少ない会議が形骸化しないための
工夫も見られる。事務局で、他市の事例や、現場で問題となっていることを事前に調べ、協議にかける等更なる工夫をこらすこ
とで、有意義な会議となるよう努められたい。
　委員を対象とした研修については、会場の収容人数や参加者数に定員があることなどから、出席者数が限られているが、期
待された効果を上げるため研修機会の確保等に努められたい。
　また、委員には小中学校長、PTA代表、関連団体代表、各地区公民館運営協力委員会代表、学識経験者等が選任され、委
員の定員は30名と他市に比べ多い。公民館運営協力委員会委員は、委員の4割を占めているが、各13地区から1人ずつ選出
され地域の現状やニーズを審議に反映させる上で貴重な役割を担っている。
　現在、活動指標に「社会教育委員会議および研修会の開催数」を用い、会議一回当たりのコストが目標設定値より低い場
合、業務が適正に行われていると判断しているが、審議内容そのものでなく、会議数や研修回数の変化によって事業の評価
が左右されてしまう。地域の生涯学習に関する課題をいかに解決に向け審議を行うかということが事業の評価のポイントとな
ることから、活動指標には例えば「社会教育委員会議における審議件数」等を提案したい。
　社会教育や生涯学習は多岐にわたり、関連した内容の審議を行う他の委員会や審議会も存在することから、関連する5つの
審議会、運営委員会を、2つの組織に整理統合する計画が示されている。平成23年度に実施した「公民館運営審議会運営事
業」の外部評価で、社会教育委員会議との統合を提案したところ、事業に反映されたことは評価できる。整理統合を進める際
には、定数、研修内容の見直し、必要に応じて調査研究費用の予算化について検討するなど、他市の事例を参考に、期待す
る役割を明確にして組織を構築していただきたい。事業のスリム化、コスト削減とともに、越谷市の生涯学習事業全体の活性
化にもつながる可能性が高いため、極力速やかに実施されたい。
　また、活発な議論を図るためには、委員をあて職とするのではなく、関心・意欲のある者に参加していただく必要があり、新組
織では委員の一部公募を検討されたい。他市では、委員の公募を行う際に市報だけでなく、市の各窓口に案内チラシを設置
する等積極的に周知したことで、多くの応募が集まり意欲のある方を委員に委嘱できた事例もあるので参考にされたい。
　新たに組織がつくられ、新事業としてスタートする際は、明確な目的、活動指標、成果指標を定めていただきたい。

整
理
済

　平成２４年度の外部評価で
指摘を受けた、審議会の活
性化や委員の資質の向上な
どへの対応については、生
涯学習推進のためのより効
率的かつ効果的な体制の構
築という観点から、平成25年
度に各審議会等の役割を整
理・統合することとし、事務手
続きを行った。

19 Ｂ

【連合婦人会助成金】
　当該事業の有意性は認められる。
　今後、社会教育団体が自主的・主体的に事業展開できるように健全かつ適切に都度、助成額を見直しながら支援することが
重要である。

整
理
済

　「補助基準」、「補助金等評
価基準」、「越谷市補助金等
の交付手続き等に関する規
則」、「越谷市社会教育関係
団体補助金等交付要綱」を
踏まえ、平成22年度は事業
収入の増額による自主財源
の確保に努めた。さらに、平
成23年度は連合婦人会助成
金を減額（縮小）した。社会教
育関係団体の事業活動が、
継続して自主的・主体的にで
きるよう、また、健全かつ適
切に事業展開が図れるよう
支援を行っている。
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457
生涯学習推
進事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H13 -

〔目的〕
　越谷市教育振興基本計画に基づ
き、市民と協働し、市民の学習ニーズ
に合わせた生涯学習の環境づくりを
行う。
〔手段〕
　いつでも・どこでも・だれでも主体的
に学習できるよう、学習情報の提供や
参加体験型事業を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　生涯学習情報誌（リーダーバ
ンク、クラブ・サークル・団体ガ
イド、TRY）の活用等について、
アンケートを実施し、事業内容
を検討する必要がある。

検討・
見直し

①②生涯学習・社会教育を総合
的に推進していく。今後、ますま
す多様化・高度化する学習ニー
ズを的確に応え、市民一人ひとり
が主体的に学習できるよう、学習
機会の充実と豊かな学習環境づ
くりを推進していく。また、学習成
果を地域やまちづくりに適切に生
かすことができる生涯学習社会
の実現を図っていく。
また、生涯学習フェスティバル等
の運営に協力いただく市民組織
の運営・活動を支援していく。

458
成人式開催
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S29 -

〔目的〕
　成年に達した青年男女を祝福し、社
会の一員としての役割と責任を自覚
する節目として、地域の方々とともに
成人式を開催する。
〔手段〕
　各地区に成人式実行委員会を組織
し、市民と協働し成人式を開催する。
実行委員会には、地域社会への参加
の機会として新成人も加わり、成人式
の企画や運営にかかわる。

高 高 高 高 Ｂ

　参加者アンケートの回収率向
上に努め、事業内容に反映で
きるよう工夫する。また、目標
出席率に達成するよう特色ある
事業内容を企画する。

検討・
見直し

①各地区実行委員会が主体と
なった成人式を開催し、出席率
の向上を図るとともに、参加者ア
ンケートの回収率の向上に努
め、事業内容に反映できるよう工
夫する。
②各地区実行委員会の代表者と
協議し、市民との協働による、心
温まる成人式を開催する。また、
参加者アンケート等で寄せられ
た意見を参考に、事業内容の充
実を図る。

459
公民館施設
管理事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H21 -

〔目的〕
　大相模公民館の適切な管理運営を
行い、快適な施設環境を確保し、市民
に学習の場を提供する。
〔手段〕
　貸館業務を中心とした効率的な運
営管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　施設の老朽化に伴い、今後
各種修繕箇所が発生すること
が予想される。

検討・
見直し

①施設の適切な管理・運営を行
い、地域に密接した社会教育施
設として利用いただく。
②快適な施設環境を確保し、市
民に学習の場を提供していく。

460

公民館運営
審議会運営
事業
H25年度～
他事業へ統
合

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

- -

〔目的〕
　公民館における各種事業の企画実
施について調査審議する。
〔手段〕
　年３回程度会議を開催し、課題等の
検討を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　公民館の目的を達成すべく、
会議の活性化・充実を図る。

検討・
見直し

①平成25年度に、従来の社会教
育委員、公民館運営審議会な
ど、生涯学習に関わる審議会等
の役割を整理・統合し、生涯学習
に関する幅広い協議が行えるよ
う取り組んでいく。
②今後、ますます多様化・高度化
する学習ニーズに的確に応え、
市民一人ひとりが主体的に学習
できるよう、学習機会の充実と豊
かな学習環境づくりを推進してい
く。また、学習成果を地域やまち
づくりに適切に活かすことができ
る生涯学習社会の実現を図って
いく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｃ

　越谷市生涯学習推進市民委員会を推進母体として市民との協働により、市民の学習ニーズに合わせた生涯学習の環境づく
りを行う事業である。
　市民の学習ニーズに合わせた生涯学習の環境づくりは大切であり、生涯学習は人格形成にも寄与する。
　多様化する市民の学習ニーズを的確に捉え、関係機関との連携により、学習機会の実現を推進していくべきである。
　情報誌の発行は生涯学習の情報を発信するものであるが、その情報がどれほど生涯学習活動に参加するきっかけとなった
かなどの効果を成果指標に設定し、市民にPRしていく必要がある。さらに、生涯学習活動参加者からとっているアンケートの
内容から、次回参加希望など満足度を示す指標を選んではどうか。市民に対し、活動の成果を積極的にアピールされたい。
　また、現在製本している「生涯学習クラブ・サークル団体ガイド」や「生涯学習リーダーバンク」については業務委託による印
刷製本を中止し、必要部数を簡易製本やコピーで対応するなど、コスト意識を持って業務の効率化を進められたい。
　事業の実施については、現在、業務委託先である越谷市生涯学習推進市民委員会が多くの業務を担っている。一方、市は
その事務局としての活動に留まっており、本来の事業主体としての生涯学習課の位置づけが不明確である。また、人件費につ
いても各業務において必要な人工を積み上げた上での積算であるか不明確である。業務見直しにより人員配置を再検討し、
人件費削減の努力をされたい。
　「ＴＲＹ」の編集発行業務についても、越谷市生涯学習推進市民委員会と市の役割分担が不明確である。このため、市民委
員会と生涯学習課との役割分担を市民にもわかりやすく明確化するとともに、委託者としてのチェックに努め、適正に業務管理
されたい。

整
理
済

　生涯学習情報を発信するだ
けでなく、生涯学習活動に参
加するきっかけとなったか成
果指標を設定し、アンケート
等を実施した。また、「生涯学
習リーダーバンク」及び「生涯
学習クラブ・サークル・団体・
ガイド」の印刷に係る外部発
注を見直し、庁内印刷による
発行とした。

20 Ｂ

　新成人が実行委員会に参加して自ら企画運営を行うなど特徴ある成人式を行っており、意義が認められる。
　現在の成人式に対する満足度は70%を超えているが、アンケートの回収率が25%程度と低い。今後は、回収率を向上させ、さ
らに精度の高い情報収集のための工夫が望まれる。
　また、新成人に越谷市の文化を紹介するなど越谷市の特色を加えることが望まれる。

整
理
済

　アンケートの回収について
は、各地区実行委員会の委
員が新成人一人ひとりに声を
かける等の対応をした結果、
回収率の向上につながった
が、さらに多くの新成人の声
を反映できるよう努める。ま
た、パンフレットに市政情報
を掲載するなど、越谷市の特
色を新成人に理解してもらえ
るよう工夫している。

未
実
施

未実施

23 Ｂ

　公民館運営審議会は社会教育法に規定され、自治体の判断により設置が可能である。越谷市においても、公民館運営審議
会が設置されており、公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議を行っている。
　公民館運営審議会運営事業の目的と手段について、目的に「公民館における各種事業の企画実施について調査審議する」
とあるが、調査審議することは手段であり、目的とはいいがたい。審議会は公民館運営に民意を反映させる機関であるため、
目的には社会教育法第20条（公民館の目的）の内容が適切と考えられる。
　人件費が事業費の割合と比較し高いため、業務内容を改善して効率化を進め、人件費の適正化に努力をされたい。また、臨
時・非常勤職員等を一部業務に活用してコスト削減にも取り組んでいただきたい。
　社会教育法において、審議会必置規制の見直しにより審議会の設置義務がなくなったことから、越谷市社会教育委員会議と
の統合を検討する余地がある。統合することで、人件費、事業費のコスト削減につながり、事務の効率化が図られる。
　審議会において、市民のニーズを反映させる必要があるため、市民の声が審議会に反映するような組織体制を構築してい
ただきたい。また、審議会の委員については、委員の資質向上を図るための研修、プログラムを実施することが望ましい。
　委員の選定にあたっては、特定の個人や団体に受益が偏らないようにバランスのとれたメンバー構成にし、条例において25
名以内と定められているが、最適な人数で運営することが適切である。会議の活発化が公民館の活発化に結びつくため、審
議会の開催が形骸化しないよう、工夫されたい。
　公民館の利用人数については、平成18年度と平成22年度を比較すると、10万人近く増加しており、審議会の検討・提言が一
定の効果があったといえ、評価できる。今後も高齢者や青少年の利用者増加に向けて審査会において調査審議をしていただ
きたい。
　審議会は公民館活動を通して市民に学習情報を提供し、学習活動の充実を図るための組織であるため、公民館の講座に対
する市民の満足度を示す「公民館活動に対する満足度」を成果指標に提案したい。さらに、青年に対する公民館活動が活発
になってきていることから活動指標に「青年対象の講座数」、活動指標に「青年対象の講座への参加人数」をそれぞれ追加を
検討していただきたい。

整
理
済

　平成２４年度の外部評価で
指摘を受けた、審議会の活
性化や委員の資質の向上な
どへの対応については、生
涯学習推進のためのより効
率的かつ効果的な体制の構
築という観点から、平成25年
度に各審議会等の役割を整
理・統合することとし、事務手
続きを行った。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
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期
年
度
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番
号
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部
名
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課
名
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事
業
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始
年
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妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

461
少年自然の
家施設管理
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S56 -

〔目的〕
　市内の小中学校が授業の一環とし
て林間学校や自然教室、スキー教室
を実施する施設として、また、各種団
体や一般市民が野外活動の拠点施
設として、安全で快適に利用できるよ
う施設の保守管理を行う。
〔手段〕
　施設を安全で快適に利用できるよ
う、適切な施設管理（施設・設備等保
守管理、エレベーター保守管理、電気
主任技術者委託等）を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　学校利用が早期に再開でき
るよう、国や福島県の動向を注
視するとともに、施設において
も利用者の安全確保に配慮し
対策を図っていく。

検討・
見直し

①学校利用が再開できるよう放
射線量の安全対策に取り組んで
いく。
②二本松市が策定している復興
ビジョンに合わせ、当施設を安全
に安心して利用いただけるよう引
き続き対策を図る。

462
ふれあいの
森整備事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S61 -

〔目的〕
　国土の保全や地球環境を視野に入
れた市民の手による森づくり、シビッ
ク・トラスト分収造林「越谷市ふれあい
の森」の保護育成等に努める。
〔手段〕
　市民の手により植樹された樹木を長
期計画に基づき、保護・育成（枝打
ち、つる切り、除伐等）するとともに、
自然とのふれあいを体験する「ふれあ
いの森育てる集い」を開催する。

高 高 高 高 Ｂ

　福島第一原子力発電所の事
故の影響に伴い、植林した樹
木の育成や保護について、今
後さらに検証が必要。

検討・
見直し

①現在、立入禁止となっている浪
江地区の植林に対して、放射線
量の調査、検証に取り組んでい
る。また、立入禁止区域以外で
は、分収造林計画に基づき、つる
切り、除伐・枝打ち業務を行う。
②二本松市が取り組んでいる復
興ビジョンに合わせ取り組むとと
もに、森林管理署と協議し、森林
の復興に向けた対策を図る。

463
少年自然の
家運営委員
会運営事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S56 -

〔目的〕
　少年自然の家の適正な運営を図る
ため、あだたら高原少年自然の家運
営委員会を開催する。
〔手段〕
　あだたら高原少年自然の家運営委
員会を、年３回程度開催する。

高 高 低 高 Ｂ

　施設の適切な運営を図るた
め、少年自然の家運営委員会
に意見・提言をいただきなが
ら、施設運営の改善等に取り組
んでいく。

検討・
見直し

①施設を安全安心に利用いただ
けるよう、運営委員会に意見・提
言をいただき、施設の運営に反
映する。
②運営委員会での意見・提言を
内容別にまとめ、計画的に具現
化していく。

464
文化財調査
委員運営事
業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S33 -

〔目的〕
　越谷市文化財保護条例第４条及び
越谷市文化財調査委員に関する規則
に基づき、市内に所在する文化財の
保存及び活用等に関し、必要な事項
について審議する。
〔手段〕
　市内に所在する文化財の保存・活
用に関し、教育委員会の諮問等に応
じ審議し、必要と認める事項を建議す
る。

高 高 高 高 Ｂ
　指定文化財候補案件等の調
査・研究が、円滑かつ効果的に
進められるよう検討する。

検討・
見直し

①委員改選を行う予定である
が、本調査委員会は専門性が高
いことから、新委員については、
学識経験者を中心に人選する。
②本事業のさらなる活性化を図
ることを目的に、今後は、委員任
期が長期化しないよう、定期的な
委員改選を行い、新規指定文化
財候補案件を円滑に指定文化財
に指定できるよう、委員会の取り
組みに努める。

465

各種学級・
講座開催事
業(公民館)
H24年度～
IT講習会事
業統合

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

- -

〔目的〕
　市民の多様なニーズに対応するた
め、各年代に応じた学習機会を提供
し、豊かな人間性を育むことができる
よう、各種学級・講座・講習会等を行
う。
〔手段〕
　市民のライフステージやライフスタイ
ルに応じて、主体的に学習活動がで
きるよう、各種学級講座を開催する。

高 高 高 高 Ｂ

　少子高齢化・高度情報化・国
際化などの急激な社会変化の
中、多様化・高度化する市民
ニーズを的確に把握し、幅広い
年代に参加いただけるよう各種
学級講座を開催する必要があ
る。

検討・
見直し

①公民館運営協力委員会や参
加者の意見などから、地域の
人々のニーズを把握するととも
に、地域の特性を生かしながら、
様々なライフスタイル・ライフス
テージに応じた各種学級講座を
実施する。
②学習活動の継続を推進すると
ともに、その学習成果を地域社
会に生かすことができるよう事業
を展開する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　少年自然の家は小中学生が授業の一環として林間学校や自然教室等を実施する施設であるとともに、一般市民が野外活
動の拠点施設として利用する施設である。本事業はその施設の保守管理を行う事業である。
　少年自然の家は自然の大切さに触れることができ、心身ともに健全な少年の育成が図られるなど、青少年等の社会教育施
設としてその存在価値は大きい。
　活動指標の「延べ利用者数」については、目標値を引き上げる方向で検討されたい。
　成果指標の「客室稼働率」については、既に平成20年度、平成21年度実績が平成22年度目標である35.0%を上回っており評
価できる。今後は、現在策定中の第4次総合振興計画前期基本計画において、より高い目標値を設定されたい。また、成果指
標にアンケートでの「利用者の満足度」を追加していただきたい。
　今後も、利用者が安全で快適に利用できるような施設の保守管理を期待したい。

整
理
済

　平成２２年度の外部評価で
指摘された施設の広報につ
いては、ホームページを毎月
更新し新たな情報を発しする
とともに、生涯学習情報紙、
市広報誌等への掲載回数を
増やし対応している。
また、新たな情報の内容とし
ては、「越谷市小中学校、保
育所等の給食食材の放射性
物質測定方針」に基づき、あ
だたら高原少年自然の家で
使用する食材を月３回測定
し、その都度ホームページで
公表している。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

17 Ｂ
　越谷市民の精神的支柱の一つである文化財を調査し、維持運営していくことは重要な事業と言える。今後、文化財の適切な
評価、保存のため学識者を中心とした、効果的な委員会運営が求められる。

検
討
中

　本市の貴重な文化的遺産
である文化財の保存と活用
を目的に、学識経験者による
審議・調査が円滑かつ効果
的に進められるよう検討す
る。

18 Ｂ
　平成１７年度実績として２１５事業、29,688人の参加を得ている実績を評価表に記載するべきである。運営協力委員会を通じ
ての、市民の要望、意見を取り入れる仕組みは、評価できる。今後は、ＮＰＯ団体等の協力を得て、講師の確保と新規講座の
企画を推進する仕組みを検討されたい。生涯学習の拠点としてのさらなる拡充を望む。

整
理
済

　平成18年度外部評価の結
果を受け、事業実績につい
て、講座回数と延べ受講者
数を評価表に記載し、活動結
果の把握をしている。また、
公民館運営審議会におい
て、市民がライフステージや
ライフスタイルに応じて主体
的に学ぶことができるよう、
各種学級講座について協議
し、公民館が地域の生涯学
習の拠点施設として、さらに
事業を展開できるよう取り組
んでいる。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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改革
改善
の方
向性

466
人権教育推
進事業（社
会教育）

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S52 -

〔目的〕
　同和問題をはじめとするあらゆる人
権問題に対する正しい理解と認識を
深め、社会に存在する差別意識の解
消を図り、人権尊重の精神に立って
行動することができるよう人権教育・
啓発を一層推進する。
〔手段〕
　人権教育・啓発の推進。指導者の養
成。研修会や講演会の開催。

高 高 高 高 Ａ

　人権問題を自分自身の問題
として捉え、自ら積極的に学ぼ
うとする意識づくりが必要であ
る。

現状
維持

①参加型の学習内容を取り入れ
て、人権意識を高める。
②継続して人権教育・啓発を実
施する。

467

文化総合誌
「川のある
まち」発行
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S57 -

〔目的〕
　芸術文化活動の推進を図るため、
市民に文芸等創作活動の発表の機
会を提供する。
〔手段〕
　市民が投稿した作品を選考・編集
し、文化総合誌「川のあるまちー越谷
文化」を発刊する。（募集作品：随筆・
レポート・小説・評論・詩・短歌・俳句・
川柳・写真・スケッチ・特集）

高 高 高 高 Ｂ

　昨年と比較し、応募作品数は
５０点減少し、応募者数も２３９
名減少したが、今年度は、作品
の掲載方法の見直しを行い１１
１人の掲載者数の増加を図っ
た。さらに事業の周知を目的と
した広報活動の充実を図る必
要がある。また、購入の利便性
の観点から販売書店等の更な
る拡大に努める。

検討・
見直し

①事業の周知方法として、広報
誌やポスター、ホームページ等を
活用しているが、新たな広告媒
体として、地域の新聞等を活用
し、より多くの方に本誌を知って
いただくとともに、販売箇所の更
なる拡大を図り、販売冊数の増
加に努める。
②本誌の誌面充実ののため、他
の自治体での取り組みを参考に
するとともにアンケート調査を実
施し、幅広い意見を取り入れなが
ら、より良い紙面づくりに努める。

468
展覧会開催
事業（市展）

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H12 -

〔目的〕
　芸術文化活動の推進を図るため、
市民に優れた作品の鑑賞と発表の場
を提供する。
〔手段〕
　１５歳以上（中学生を除く）の市民を
対象に、日本画、洋画、彫刻、工芸、
書の６部門の作品を募集し、選考後
に入選等した作品を展示する。

高 高 高 高 Ｂ

　昨年度より、来場者数が増加
したが、出品者数は減少してし
まっている。市民の芸術への関
心を高めるため、PR方法を検
討していく必要がある。

検討・
見直し

①事業について、広報誌、ポス
ター、ホームページ等で周知を
行っているが、別の広告媒体を
利用し、より多くの方に越谷市美
術展覧会を知っていただけるよう
工夫する。
②出品者と来場者の増加を図る
ため、PR方法を検討する。また、
事業内容の充実を図るため、運
営方法等について、幅広い意見
や他市の展覧会事業も参考に検
討する。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

24 Ｃ

　文化総合誌「川のあるまち－越谷文化」を発刊し、文芸等創作活動の発表の機会を市民に提供することにより、芸術文化活動を推進する事
業である。随筆、小説、短歌、俳句、詩、写真、スケッチ等幅広い分野の作品発表の場となっている。昭和50年に創刊し、これまでに30号が発
刊されている。
　応募作品について選考した上で作品を掲載しているが、部門によって応募作品に多寡があり、全て掲載される部門もあれば、3%しか掲載さ
れない部門もあり、応募者の公平性の確保が課題である。部門毎の掲載数について公平性が確保できるようあらためて検討されたい。
　これまで当事業の人工に対して適正な数値が示されてこなかった。事業の作業にどれだけの職員を充てているかを示す「人工」の算定は、
事業評価の基本であり事業の効率性を検討する上で基盤となる重要な数値である。今後は正確に算定した上で、PDCAサイクルによりその
つど見直しを行い事業を推進していくよう留意されたい。
　平成16年度に実施した外部評価では、「事業の休・廃止を含めた検討が必要」（D評価）と判断され、「民間の自由な文化芸術活動に委ね、
市はそれを側面的に見守るにとどめられたい」「市場性のある原価、販売価格を設定していただきたい」「宣伝広告の掲載等、事業収入の方
策も検討していただきたい」などの意見が付された。
　外部評価を受けて、編集委員の食糧費及び、選考委員謝礼の削減、受賞者への記念品の見直し、冊子の仕様見直しが行われる等、コスト
意識を持って事業を推進してきた姿勢は評価できる。また、販売場所についても新たに図書館などの公共施設で売り出す等、改善の動きが
見られる。その一方で、民間や市民の団体に活動を委ねる動きについては、事業を担う団体が育っていないことから具現化していない。
　当事業は長年にわたり継続し、市の文化芸術活動を振興する役割を果たしてきたことは評価できる。とはいえ、一冊あたりの事業費、人件
費を含めたコスト4,375円を考慮すると、市民感覚では高いと言わざるを得ない。一冊700円の販売価格を見直すとともに、個人や企業から寄
付金を募集したり、直接の受益者となっている応募者に対して一定の費用負担を求めたりすることも検討されたい。
　平成23年度に実施した投稿者へのアンケートによると、回答者の大半が「本誌が発表の機会に役に立っている」と回答しており、利用者か
ら事業が高く評価されていることが窺える。一方で、投稿者以外の一般市民が本事業をどの程度認知し、越谷市の文化芸術活動を振興のた
めに必要な事業と考えているかを確認する必要がある。今後の事業推進の方向性を検討するうえで重要な情報となることから、本事業を市
民がどのように受け止めているかについて市民アンケートを速やかに実施していただきたい。アンケートにおいては、例えば、事業の目的や
意義、コスト等について説明を加えた上で、「『川のあるまち』を認知しているか」「教育委員会として市民の文芸等創作活動発表の機会を提供
することの意義」「市民の生涯学習である、文芸創作活動を取り組める場の必要性」等を問う設問項目を盛り込んでいただきたい。
　事業委託については、将来的に文芸に精通する市民団体等に事業を委託し、市民と行政の協働による事業展開を進めていくため、団体の
育成について速やかに検討していく必要がある。市民の手で作成できるよう関連する団体に働きかけるとともに、編集の調整役を担うコー
ディネーターの確保も求められる。受皿となる団体の育成にはある程度の時間を要することを考慮すると、終期を明確に定めた受皿団体育
成計画を作成し、これに基づき着実に推進していただきたい。
　「『川のあるまち－越谷文化』は、他自治体の発行する文芸誌と比較してレベルが高いといえるが、自治体が提供するサービスとしては手厚
すぎるのではないか」という意見が複数の外部評価者からあったことを付記する。
　市民が文芸作品を発表できる機会や場がどの程度あるのかを把握した上で、市が芸術文化活動を推進する役割や効果、コスト、一般市民
の声、応募者数・販売冊数の推移などを総合的に勘案して、文化総合誌発行をどのように対応するのが市民益に適うのか、あらゆる選択肢
を検討していただきたい。
《参考》平成16年度外部評価：D

検
討
中

　外部評価を踏まえ、現状の
冊子販売価格１冊７００円を、
作成経費や近隣自治体の販
売価格等を考慮し、値上げ
の方向で検討していく。また、
自主財源の確保について
は、今後、誌面に掲載する宣
伝広告を募集し、広告料収
入を確保する等に努めてい
きたい。本誌発行事業に係る
市民アンケートの実施につい
ては、調査項目等を十分検
討し、市政世論調査等の活
用による実施を検討する。外
部への事業委託について
は、市民団体等への委託
や、業者に委託する方法等
を検討していく。

21 Ｂ

　市当局が、市民の芸術活動を支援しその振興を図る上で、本事業の果たす役割は大きい。
　しかしながらここ数年、応募者、応募点数が減少傾向にある。この原因を追究し、市民の芸術活動の裾野を広げる対策を検
討されることを望む。例えば「中学生にも応募機会を与えること」、また、「公序良俗に反しない限り応募者全員の作品を展示す
ること」も一案と考える。

検
討
中

　応募者の増加を図るため、
平成２１年度から、「越谷市
生涯学習クラブ・サークル団
体ガイド」及び「越谷市生涯
学習リーダーバンク」の登録
者等に、出品案内を送ってい
る。
平成２２年度からは、ポス
ターだけでなく、新たにチラシ
を作成し、事業のさらなる周
知を図っている。
また、平成２３年度からは、
作品搬出時間も延長し、市民
がより出品しやすい環境づく
りに努めている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

469
市民文化祭
開催事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S44 -

〔目的〕
　芸術文化活動の推進を図るため、
市民と連携し、文化活動の成果発表
の場を提供する。
〔手段〕
　越谷市文化連盟代表者及び一般の
市民団体代表者等により組織する実
行委員会に運営を委託し、文化に親
しむ市民の成果発表の場として、出演
及び出品の２部門を種目に市民文化
祭を開催する。

高 高 高 高 Ｂ
　来場者の増加を図るため、検
討が必要である。

検討・
見直し

①参加者及び入場者数の一時
的な減少があったことから、減少
理由を精査し今後の事業内容を
検討する。
②出演部門の参加希望者が増
加傾向にあるため、発表の場を
効率よく提供できるよう検討す
る。

470
コミュニティ
センター管
理事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

S54 -

〔目的〕
　市民にとって明るく豊かな社会の形
成と文化生活の向上を図るため、コ
ミュニティセンターの効率的運用と利
用促進を図る。
〔手段〕
　指定管理者制度の適正な運用を図
り、効率的・効果的な経営によるサー
ビス向上に努めるとともに、様々な分
野における優れた芸術文化に接する
機会を提供する。また、快適な施設環
境を確保するため、施設の修繕・改修
等を行う。

高 高 高 高 Ａ

　越谷市コミュニティセンター
は、文化振興の拠点施設とし
て、優れた芸術文化などの鑑
賞機会の提供や市民芸術活動
の発表の場として多くの市民に
ご利用いただいている。今後
も、市民の文化生活の向上と
利用者の安全確保を図るた
め、適正な施設運営を行う。

現状
維持

①②今後ホームページの更なる
改善や広報誌等の活用を図ると
ともに、先進的な自治体の取組
を参考にし、稼働率の上昇に努
める。
また、施設の整備については「施
設中長期維持管理計画」に基づ
き取り組んでおり、今後も引き続
き、安全性と快適性の確保に努
める。

471
南部図書室
管理事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H8 -

〔目的〕
　市民の学習意欲の向上を支援する
ため、南部図書室を借り上げる。
〔手段〕
　越谷コミュニティプラザ(株)所有の建
物の一部を「南部図書室」として借用
する。

高 高 高 高 Ａ

　本施設は駅に近く交通の利便
性がよいことから、多くの市民
が利用している。今後も市民が
利用しやすい図書室として、南
部図書室を借り上げる。

現状
維持

①②今後も市民が利用しやすい
図書室として、南部図書室を借り
上げる。

472
文化財調査
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H6 -

〔目的〕
　埋蔵文化財は昔の生活様式を学ぶ
ことのできる貴重な資料であることか
ら、その保護と継承に努める。
〔手段〕
　埋蔵文化財包蔵地を開発事業者に
情報提供するとともに、必要に応じて
試掘・発掘調査を実施し、文化財保護
と開発事業との調整を図る。

高 高 高 高 Ｂ
　計画的かつ効率的に試掘調
査等を行う必要がある。

検討・
見直し

①開発事業者との調整や試掘調
査等を積極的に展開し、埋蔵文
化財の保護に努める。
②現在、継続的に実施している
試掘・発掘調査終了後、市内埋
蔵文化財の保護を目的とした市
内分布調査が実施できるよう関
係機関等と調整を図る。

473
文化財普及
事業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

- -

〔目的〕
　文化財は地域の歴史や文化を理解
するうえで貴重な財産であることか
ら、後世に継承するため、その保存と
普及に努める。
〔手段〕
　文化財講演会や伝統文化体験講座
等を開催し、文化財や伝統文化に触
れる機会を提供する。また、指定文化
財所有者等を支援し、文化財の保存
と活用を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　郷土の歴史や文化財学習の
さらなる充実を図るため、事業
内容の見直しや新規事業の検
討が必要である。

検討・
見直し

①市民団体との連携や事業の充
実を図る。
②団体等への事業委託を検討す
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

18 Ｂ

　来場者が12,000人となる大きなイベントである。市民参加による実行委員会をボランティアにより運営しており評価できる。参
加者が年々増え続けている中で、収容施設は限られており、限界に達しつつある。参加費を徴収するなど運営方針の再検討
が求められる。また、市の方針との調整を前提にパンフレットへの広告掲載など、経費縮減方法を検討し事業の拡大を目指す
べきである。

整
理
済

　文化活動の発表の場とし
て、実行委員会をはじめ市民
の意見等を伺いながら、さら
なる事業の充実を図る。
また、経費縮減の方法を検
討する中で、市民文化祭パン
フレット等への広告募集を
行ったが応募がなかったこと
から、今後新たな方法につい
て検討していく。

23 Ｂ

　コミュニティセンターは市民が芸術文化に触れ、鑑賞機会を提供するだけでなく、市民自らが日頃の芸術文化活動の成果を
発表する場でもある。市民の文化生活の向上と市民の安全確保を図るため、適正な施設運営が必要である。
　コミュニティセンターは事業費が毎年5億円近くで高額なため、指定管理者に対してより厳しい基準でモニタリングを実施する
必要がある。評価表については、越谷市の全庁的な評価表を使用しているが、これに本施設に特化した評価項目を加えた独
自の評価表を作成し、使用することでモニタリングの質を高め、指定管理者への監理体制の精度を上げることが求められる。
評価結果（モニタリング結果）については、年度ごとに越谷市ホームページで「指定管理者制度導入施設における指定管理者
の評価表」により企画部企画課において公表されているが、今後も透明性を確保しながら市民への説明責任を果たしていただ
きたい。
　安全管理の面では、事業計画書にある「施設長期修繕・備品購入計画表」及び「施設中長期維持管理計画」に基づき、今後
も適切な安全管理に努めていただきたい。また、平成22年度に施設の耐震診断が実施・完了し、照明や天井材などの非構造
部材についても、建築基準法や事業計画書の規定等に基づき定期的な点検を実施していることは、大規模災害に備えた適切
な対応と評価できる。また、災害時に、行政と連携して市民が円滑に避難できるように危機管理マニュアルを作成し、隣接事
業者との合同実施を含め、定期的な避難訓練等を実施する中で、当該マニュアルの見直しを行っていることも評価できる。今
後、施設のバリアフリー化、長寿命化への対応を期待したい。
　稼働率については、越谷市の他の施設に比べ高い水準にあるが、和室など稼働率が50%と低い施設もあることから指定管理
者との連携を図りながら全体的な底上げを推進していただきたい。年間利用人数は平成21年度実績に比べて、平成22年度実
績は震災等の影響もあり、7千人近く下回っているが、利用者の増加に向けた取り組みが必要である。市民の参加を促すため
に工夫されたホームページの更なる改善を続けながら、広報紙での周知、公民館、自治会などの関係機関との連携による情
報提供、広報活動をしていただきたい。
　市民の満足度調査において9割近くが「満足」「非常に満足」と回答しており、引き続き市民のニーズに応える芸術文化の鑑
賞機会や快適な環境の確保に努めていただきたい。
　活動指標は市民が実際に活動したことを示す「芸術文化の鑑賞機会の回数（鑑賞会、講演会など）」や「市民の芸術文化活
動の発表の回数」を提案したい。
　成果指標である「稼働率」を上げるために、指定管理者の制度を効果的に運用している先進的な自治体の取り組みを参考に
していただきたい。また、稼働率の目標値の設定が低いため、すべての施設の平均稼働率を65%に引き上げていただきたい。
また、利用の促進を図ることを目的としているため、「年間利用人数」は活動指標ではなく、成果指標に変更されたい。

検
討
中

　①今後ホームページの更な
る改善や広報誌等の活用を
図るとともに先進的な自治体
の取組を参考にし、更なる稼
働率の上昇に努める。
②施設の整備については「施
設中長期維持管理計画」に
基づき取り組んでおり、今後
も引き続き、安全性と快適性
の確保に努める。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

19 Ｂ

【越谷市郷土芸能保存協会助成金】
　越谷市の文化継承を支援していく意義は大きい。
　指導者の高齢化の問題等を解決すべく、リーダーバンク制度の活用等、指導者への支援や指導の場作りなどを強化するこ
とが重要である。
　また、次世代を担う子供たち等が、文化財に触れる機会作りをより積極的に支援することを期待する。

検
討
中

　市民が文化財や昔の生活
を体験しながら学習できるよ
う、事業展開に工夫を凝ら
す。
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474
中村家住宅
復元整備事
業

教
育
総
務
部

生
涯
学
習
課

H14 -

〔目的〕
　レイクタウン事業に伴い部材を解体
し保管している中村家住宅を復元す
る（レイクタウン事業地内に復元予
定）。復元した建物は越谷市の歴史に
欠くことのできない建物として適正な
維持管理を行い、後世に保存・継承す
る。また、市史に関する理解を深める
良い機会となるよう、一般公開する
（平成２６年度予定）。
〔手段〕
　早期に復元整備できるよう、関係機
関等と連携を図り、調査等を進める。

高 高 高 高 Ｂ
　予算に対し、復元コストを必
要最小限にとどめて、効率的に
復元事業をする必要がある。

検討・
見直し

①26年3月を目指して、指定文化
財指定の「主屋」、「表門」を復元
すると同時に付帯施設の「管理
棟」、「収蔵館」、外構工事を効率
的に行う。
②復元後の施設管理や事業活
用を図る。

（２５年度）
・「主屋」、「表門」の復元
・「管理棟」、「収蔵館」の建築
・外構工事
※２６年３月完成予定
（２６年度）
・４月～９月　開館準備
・１０月開館予定

475

科学技術体
験センター
施設改修事
業

教
育
総
務
部

科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー

H13 -

〔目的〕
　楽しみながら科学に親しめる参加型
体験施設として、より多くの市民にご
利用いただけるよう、効果的な施設管
理を行う。また、来館者の皆様が安全
で安心に利用できるよう必要な施設
の修繕・改修を行う。
〔手段〕
　施設を安全で快適に利用できるよ
う、改修工事（屋上防水工事）を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の経年劣化により、修
繕、改修工事の必要箇所が
年々増加していることから、計
画的、効率的に修繕等を実施
していくことが課題である。

検討・
見直し

①修繕、改修の履歴等施設の状
況整理を行う。
②来館者が安全かつ快適に利
用できるよう、施設設備等の適正
管理を行い、計画的な修繕及び
改修に取り組んでいく。

476

科学技術体
験センター
管理運営事
業

教
育
総
務
部

科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー

H13 -

〔目的〕
　楽しみながら科学に親しめる参加型
体験施設として、より多くの市民にご
利用いただけるよう、効果的な施設管
理を行う。また、来館者の皆様が安全
かつ安心にご利用いただけるよう、各
種設備等の適切な維持管理に努め
る。
〔手段〕
　科学実験・工作体験を通して、科学
的にものを観る目を養い、科学を学ぶ
楽しさを伝える。また、緊急事態に備
え危機管理体制、来館者の安全対策
について周知を徹底する。

高 高 高 高 Ｂ

　科学技術の参加型体験施設
として、イベントや体験メニュー
の充実に努め、一人でも多くの
市民が、気軽に来館できること
及び、継続的にリピーターを増
やすことが課題である。また、
児童・生徒をはじめとする市民
の科学技術への興味・関心や
理科の学力向上につながる事
業の充実を図る必要がある。

検討・
見直し

①②委託業者と連携し、新たなイ
ベントや体験メニューを企画す
る。
日常生活で使用している商品を
題材に、企業の社会貢献活動を
利用した実験、工作体験教室を
行う。
また、小学校の教職員を対象
に、理科実験実習などの研修の
場を設け、指導法や観察・実験
の技能レベルを高め、児童の学
力向上を図る。

477

科学技術体
験センター
運営委員会
運営事業

教
育
総
務
部

科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー

H13 -

〔目的〕
　体験センターの円滑な運営を図るた
め、科学技術体験センター運営委員
会を置く。
〔手段〕
　運営委員会を年２回開催し、事業内
容やセンター機能の充実などについ
て、幅広い視点からご意見をいただ
き、センターの円滑な運営を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　運営委員より、いただいた幅
広い意見・要望等を取り入れた
施設の運営を行い、より充実し
た効果的な事業運営に努め
る。

検討・
見直し

①②運営委員会の意見、要望等
を十分に検討し、必要に応じて事
業の見直しを行い、事業運営に
反映する。
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未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

18

21

Ｂ

Ｂ

　市の学校教育、体験学習としての位置づけは大きい。施設の管理面については、管理条件を仕様として明確に定めたうえで
指定管理者制度の導入を含め、委託化によるさらなるコストダウンを検討する余地がある。

＜科学技術体験推進事業＞
　　平成20年度の延べ利用者数が約14万人で、一日平均465人利用されている。科学技術体験等、理科・科学に子供たちが
興味を持つ場としての重要性は認められる。
　今後は、新サービスや新イベントを展開し、利用者数、リピート率をさらに上げる事業展開を期待する。

検
討
中

　平成22年度より効率的かつ
効果的な施設の運営が図れ
るよう、事業の改善を行い、
業務運営の一部を委託し、
経費の削減を行った。
　平成23年度以降、サイエン
スボランティアを中心にした
マイコンクラブや天体観望会
を行っている。
　平成25年度からは、来館者
が少しでも多くの実験、工作
体験ができるよう、企業やボ
ランティアの人たちの協力の
もと、体験できる場、機会を
増やしていく。

未
実
施

未実施
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478
スポーツ・レ
クリエーショ
ン推進事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

- -

〔目的〕
　生涯スポーツを普及・推進するた
め、スポーツ講演会や各種大会等の
開催により、市民のスポーツ・レクリ
エーション活動機会の充実を図る。
〔手段〕
　・スポーツ講演会及び各種大会（教
育委員会主催事業）の開催
　・越谷市スポーツ・レクリエーション
傷害等見舞金の支給

高 高 高 高 Ｂ

　参加者を募集するため、広報
こしがや、HP,cityメールで事業
のPRを行った。今後、さらに運
営方法、PR、進行などの開催
方法を検討し、事業の成果を高
めていく。

検討・
見直し

①②多くの市民がスポーツ・レク
リエーション活動に参加できるよ
う、各種事業の充実に努めるとと
もに、より一層ＰＲなど多様な活
動機会を図っていく。

479
市民体育祭
事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S31 -

〔目的〕
　市民の交流と健康づくり、体力づくり
を促進するとともに、スポーツ・レクリ
エーション宣言都市として、健康で明
るく豊かな市民生活の形成と市民文
化の発展を目指す。
〔手段〕
　各種大会の充実
　１部大会・・・体育協会、レクリエー
ション協会加盟団体による大会
　２部大会・・・１３地区の地区体育祭
　３部大会・・・中央大会、種目別大会
（ソフトボール大会、バレーボール大
会、卓球大会、グラウンド・ゴルフ大
会、　駅伝競走大会）

高 高 高 高 Ｂ

　事業の成果を上げるため、多
くの市民が参加できるよう中央
大会や種目別大会の内容や競
技方法等について、主催団体と
協議・検討が必要である。

検討・
見直し

①競技種目や競技方法などを関
係団体と協議・検討し、市民の声
が反映された参加しやすい大会
となるよう努める。また、cityメー
ルを使用し、広報活動を行う。
②スポーツ・レクリエーション活動
を通じて、市民の交流の場の提
供や健康・体力づくりの促進がよ
り一層進められるよう、活動機会
の充実を図っていく。

480

スポーツ・レ
クリエーショ
ン団体支援
事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S44 -

〔目的〕
　スポーツ・レクリエーション活動体制
の充実を図るため、越谷市体育協
会、越谷市レクリエーション協会、越
谷市ゲートボール協会の活動を奨励・
推進するための３協会に対する補助
事業である。
　補助により、協会事業の自主的・自
発的な運営を促し、組織の充実を図
るとともに、市主催事業への協力等に
より連携を図る。
〔手段〕
　越谷市体育協会、越谷市レクリエー
ション協会、越谷市ゲートボール協会
への補助金交付

高 高 高 高 Ｂ

　団体が活発に活動し、いつで
も、どこでも、だれもが参加でき
るよう、組織の充実を図る必要
がある。

検討・
見直し

①団体の自主的、主体的に運営
が進められるよう、引き続き活動
への支援、指導に取り組む。
②ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの活動体制
の充実を図るため、団体と連携・
協力し、気軽に市民が参加でき
るような事業の推進に取り組む。
また、自主的、主体的な取り組み
を促進することで、団体活動の充
実を図っていく。
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19 Ｂ

　スポーツ講演会、スポーツリーダーバンク登録、体力テスト、なわとび大会の運営、また競技参加者への障害見舞金の支給
等、スポーツ・レクリエーション振興の事業である。
　今後、後援ないし共催団体である体育協会やレクリエーション協会との役割分担、すみわけを検討し、各種団体に事業を委
託することも考慮していただきたい。
　また、生涯スポーツ振興計画を踏まえ、各活動状況を分かりやすく取りまとめた越谷スポーツレポート（仮称）の発行等により
一層市民の健康・体力づくりの啓発に努められてはどうだろうか。また、成果指標を設定し、定量的効果の公表にも努めてい
ただきたい。

整
理
済

　体育協会主催事業である
「体育賞」、「元旦マラソン」を
はじめスポーツ推進委員が
主体となり開催している「な
わとび大会」、「体力テスト」
は、各団体が事業の運営主
体となり開催されている。ま
た、引き続き、市民がスポー
ツ・レクリエーション活動に進
んで参加できるよう、市広
報、ホームページをはじめ毎
年発行している「社会体育関
係事業計画の概要」などでス
ポーツ・レクリエーション関係
事業の情報提供の充実を
図っていく。

22 Ｂ

　各種大会を開催することにより、市民の交流と健康づくり、体力づくりを促進し、豊かな市民生活の形成と市民文化の発展を
目指す事業である。
　昭和31年開始の伝統ある事業であり、地区の団結・交流を図るための重要な催しであるとともに、市民の年中行事の一環と
して受け入れられている事業といえる。
　また、市民の交流と健康づくりを促すとともに、スポーツ・レクリエーション宣言都市として、健康で明るく豊かな市民生活の形
成と市民文化の発展に寄与している。
　平成16年度以降、組織の充実、新種目（グラウンドゴルフ大会）と子どもたちの大会参加の促進、中央大会のブロック制の導
入、中央大会の種目の見直し等、市民や地区、主催団体の意見を取り入れ、事業運営の改善に取り組んできた点について評
価したい。
　しかし、平成19年3月の越谷市生涯スポーツ振興計画策定のためのアンケート調査報告書によれば、一般市民の市民体育
祭等の行事への参加希望は15.0%と児童生徒や体育指導委員の参加希望割合に比べ、かなり低い割合にとどまっている。市
民体育祭が、越谷市の生涯スポーツ振興を支える主要事業として機能していることは認められるが、多くの市民の交流と健康
づくりを促す機能を、現行の市民体育祭が果たしているかについては、疑問が残る。今後も、より多くの市民参加が図れるよ
う、市民体育祭の実施内容については常に見直しを行い、計画-実施-評価-改善のPDCAサイクルに沿った事業運営を実施さ
れたい。
　前記アンケートによれば、比較的軽いスポーツに関する一般市民の参加希望が33.4%と最も多くなっている。そこで、比較的
軽いスポーツ等を市民体育祭3部大会の種目に取り入れる、スポーツ人口の拡大を図るため、毎年同じ種目ではなく、市民の
ニーズの高い種目を隔年で実施する等、関係団体と協議しながら、一層の事業実施内容の改善に取り組み、より多くの市民
が参加を希望する市民体育祭になるようにしていただきたい。
　また、今後もスポンサー企業を募集して、事業費の一部を負担していただくことも可能な限り進めていただきたい。
　さらに、市としても大きな事業であり、各種関連団体との調整や準備等に一定の業務時間が必要なことは理解できるが、平
成21年度決算における正規・臨時職員の年間業務量1.73人は過大ではないか。人工の積算根拠が不明確であり、市民から
見た場合｢人件費が大幅にかかっている｣と認識される可能性が高い。そこで今後は、定型的業務についてはより臨時職員担
当業務として振り替えること、また、中央大会会場であるしらこばと運動公園の指定管理者に一部業務を委託するなど、より効
率的な運営方法を検討し、実施コストの削減を図っていただきたい。
　成果指標について、現行の3部大会参加者数に加え、1～3部大会参加者数合計を集計することによって、市民の大会参加
率を成果指標として設定することも検討していただきたい。
《参考》平成16年度外部評価： Ｄ

検
討
中

　市民体育祭事業の実施に
あたっては、主催6団体（体育
協会、レクリエーション協会、
自治会連合会、スポーツ・レ
クリエーション推進協議会、
越谷市、越谷市教育委員会）
が、毎年種目や競技方法、
運営方法について、協議検
討を重ねている。引き続き、
市民体育祭事業が市民の交
流と健康づくり、体力づくりが
図られ、さらにより多くの市民
が参加を希望する市民体育
祭となるよう取り組んでいく。

16

18

Ｂ

Ｃ

<越谷市レクリエーション協会補助事業>
　高齢者の健康維持の面からも、スポーツ、レクリエーションの普及は必要である。運営主体をレクリエーション協会へさらに移
管し、職員工数の削減を図るよう検討していただきたい。また、補助金が有効に活用されているかを評価するために、利用者
アンケートを活用する等、市民の視点から成果指標を設定することを望む。
<越谷市体育協会補助事業>
　当事業の運営方法等改善すべき点は多く、組織との関係を整理し改善に努めていただきたい。

検
討
中

　平成24年度から越谷市体
育協会の主催事業である越
谷市元旦マラソンにおいて、
地元企業の協賛を得ており、
協賛金（ゼッケン代）を提供し
ていただき運営費の削減を
図っている。（平成22、23年
度は、物品提供）また、決算
内容を精査し補助金を決定し
ている。自主財源の確保の
他、各団体に適した自主運
営に向けての支援について
調査検討をすすめている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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481
スポーツ推
進委員運営
事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S33 -

〔目的〕
　市民が健康・体力づくりとスポーツ・
レクリエーション活動に取り組むため
には、適切な指導者の存在が欠かせ
ない。スポーツ推進委員が充分な活
動ができるよう、支援するとともに、活
動の充実に努め、適切な指導者の育
成を図る。
〔手段〕
　・スポーツ・レクリエーションの実技
指導
・市民のスポーツ活動の促進を図るた
め、組織の育成
・ニュースポーツの普及・啓発
・指導技術の向上のための研修会の
開催
・主催事業の企画・運営

高 高 高 高 Ｂ

　スポーツ推進委員の主催事
業やニュースポーツの普及活
動により、市民の交流と健康・
体力づくり、スポーツ・レクリ
エーション活動の拡充が図られ
ている。平成23年度には、
ウォーキングコースを紹介した
「歩こう！越谷マップ」を発行
し、市民の健康・体力の維持・
増進の一助となっている。今後
も市民ニーズに応じた主催事
業等の内容変更やニュース
ポーツの普及に努めていく必要
がある。

検討・
見直し

①平成25年度以降もニュース
ポーツのドッヂビー、さいかつ
ボールが市内全域に周知できる
よう更なる普及活動に取り組んで
いく。
②市民の交流と健康・体力づくり
が進められるよう、適正なスポー
ツ推進委員の確保と指導力の更
なる向上を目指し、また、主催事
業等では、市民のニーズに応じ
た内容の充実を図っていく。

482
スポーツ教
室等開催事
業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S59 -

〔目的〕
　いつでも、どこでも、だれもが気軽に
健康・体力づくりに取組めるよう、活動
機会の充実を図るとともに、生涯ス
ポーツの普及を図る。
〔手段〕
　生涯スポーツ講座、スポーツ教室、
健康体操教室などを開催する。

高 高 高 高 Ｂ

　市民の一人ひとりのライフス
タイルに合わせた健康・体力づ
くりを支援していくため、現在開
催している生涯スポーツ講座、
スポーツ教室、健康体操教室
など、事業の対象や内容につ
いて見直しを行い、更なる充実
を図るとともに受益者負担の観
点から、参加費の徴収を検討し
ていく必要がある。

検討・
見直し

①生涯スポーツ講座、スポーツ
教室の推進に努めるとともに、平
成24年度から開催している、 65
歳からのいきいき元気教室、障
がい者スポーツ教室、さらには、
平成25年度からの新規事業であ
る勤労者スポーツ教室の充実を
図る。
②子ども、成人、高齢者、障がい
者のライフスタイルに合わせス
ポーツ・レクリエーション活動と生
活習慣の改善を含めたた健康・
体力づくりが進められるよう、だ
れもが参加しやすい教室・講座と
なるよう事業の見直しに取組み、
スポーツ・レクリエーション活動の
充実を図っていく。

483
スポーツ推
進審議会運
営事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S46 -

〔目的〕
　スポーツ基本法の規定に基づき、ス
ポーツ推進審議会を設置
　スポーツ推進に関する事項について
調査審議により、スポーツの推進を図
る。
〔手段〕
　審議会を開催し、スポーツ推進全般
にわたり、意見を聞く。

高 高 高 高 Ｂ

　委員の持つ専門的かつ広範
な見地から、生涯スポーツ事業
や体育施設のあり方などにつ
いて、広く意見をいただく必要
がある。

検討・
見直し

①体育施設の使用料の見直しや
市立第１,２体育館の建て替えを
含めた体育施設のあり方につい
て、委員から意見を聞く。
②市民のスポーツへの関心を検
証し、今後のスポーツレクリエー
ションの推進策などについて、広
く意見を聞く。

484
総合体育館
管理運営事
業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S62 -

〔目的〕
　総合体育館の管理運営を効果的に
行う。
〔手段〕
　指定管理者制度を活用する。

高 高 高 高 Ｂ

　指定管理者により適正な管
理・運営を行っているが、市民
のスポーツ・レクリエーションへ
の参加を促進するため、指定
管理者と連携を図り、プロス
ポーツ大会や全国大会の誘致
を進める。

検討・
見直し

①市民の健康増進のために各種
講座や教室を開催し、利用者の
促進を図る。
②指定管理者と連携を図り、プロ
スポーツ大会や全国大会の誘致
などを行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　市民のスポーツ・レクリエーションの普及振興を図るため、越谷市スポーツ推進委員連絡協議会を中心に研究協議及び実践
活動を行う事業である。平成23年8月にスポーツ振興法が全部改正され、スポーツ基本法が施行されたことに伴い、これまで
の「体育指導員」の名称は、「スポーツ推進委員」に変更された。スポーツ推進委員はニュースポーツの普及・啓発活動、ス
ポーツレクリエーションでの実技指導等を行う。当事業ではこれらのスポーツ推進委員の活動を支援するとともに、推進委員を
対象に研修会を開催し、スポーツ指導者として育成している。
　平成17年度の外部評価では、「スポーツ・レクリエーションの大衆化が浸透した今日では、スポーツ指導に公が関与する必要
性は少なくなってきており、類似事業との統合も踏まえた検討を行うべきである」とし、評価を「大幅な見直しが必要」の「C」とし
た。
　しかし、その後は平成22年度より、放課後の小学生を対象にニュースポーツ「ドッヂビー」の普及事業を開始し、さらに翌23年
度には市民の健康づくりを促すため、ウォーキングコースを紹介した「歩こう！越谷マップ」を発行している。このように子どもの
体力の向上、市民の健康の維持増進を目的とする新たな取り組みは、「越谷市教育振興基本計画」に基づいて実施された、
公共性の高い必要な事業である。
　市内には体育協会、レクリエーション協会、地区スポーツ・レクリエーション推進委員会等さまざまな団体によりスポーツ推進
の事業が数多く実施されている。しかし、各団体や事業の関係性や役割分担が不明確で、越谷市教育振興基本計画にもス
ポーツ推進体制の全体像が描かれていない。関係する部課および関連団体等と協同で、早期に推進体制の全体像を描き、あ
らためて他の事業と重なる部分がないか確認した上で、関連組織や事業の統廃合を検討されたい。スポーツ推進委員につい
ても、その役割を明確にして市民のニーズを十分に把握した上で、事業を実施していただきたい。
　各種イベントに備えスポーツ推進員の定員は30名としているが、イベント時には関係団体への協力を求めることで対応が可
能か、また普段の活動において何名が適当かあらためて定員について見直しを検討していただきたい。
　スポーツ推進委員連絡協議会が開催するファミリーウォーク、なわとび大会等の自主事業は、スポーツ推進委員の活動の趣
旨に沿ったものではあるが、連絡協議会は任意の団体であることから、推進委員としての職務と連絡協議会としての職務の切
り分けについて、再度検討することが必要である。その上で、今後、連絡協議会が主催するイベントに推進委員が参加する際
に支払う手当について、段階的に縮小していくよう検討されたい。
　活動指標の「主催事業延べ参加者数」は、スポーツ推進委員が主催する各事業への市民のニーズや評価が反映されること
から、成果指標とすることを提案したい。また、同じく成果指標として、「日常の運動機会として、市が主催するスポーツイベント
等を利用する市民の割合」を提案したい。
《参考》平成17年度外部評価：C

検
討
中

　・平成25年度以降は、平成
24年度に資格取得した「埼玉
県初級障害者スポーツ指導
員」主導による障がい者ス
ポーツ教室を開催し、障がい
者スポーツ指導員として活動
していく。
・スポーツ推進委員の定数に
ついて、近隣同規模自治体
の状況等を見ながら、適正な
定数管理に努めていく。
・事業の活動指標及び成果
指標について、今までの「主
催事業延べ参加者数」や「ア
ンケート調査による満足度」
を踏まえ、市民の認知度や
ニュースポーツの普及状況な
どを考慮して、検討していく。

20 Ｂ

　市民の健康増進のためにスポーツ参加意識を向上させるための当事業の意義は大きく、また提供されている教室や講座の
満足度が高いことは評価できる。現在の課題は、高齢者特に男性の参加が女性に比べて少ない事ではないだろうか。男性や
高齢者、初心者を気軽に参加させるための新しいスポーツ、軽スポーツ等種目の充実の検討が求められる。
　また、参加者にスポーツを継続させることをねらいとして、週ごとのエクササイズ数を把握し合うなど、参加者の励みになるよ
うなプログラムの検討もお願いしたい。

整
理
済

　男性参加率向上のため「男
性のための軽スポーツ教室」
を開催している。
　また、生涯スポーツ講座で
は、初心者や高齢者などだ
れもが参加しやすい種目を
設定しており、市民の健康・
体力づくりに努めている。
　平成25年度から、平日仕事
に追われ、運動不足になって
いる成人（勤労者）を対象
に、比較的仕事の休みの方
が多いと考えられる土曜日に
勤労者スポーツ教室を開催
する。

21 Ｂ
　「スポーツ振興審議会」を「各種の事業実績報告の場」にととめず、各施設の有効活用方法等（例えば、市民ニーズの変化と
体育施設のあり方）について、「定期的に、専門的見地から広く意見をいただく場」として活用されるよう期待する。

検
討
中

　スポーツに関する市民ニー
ズの変化を的確に捉えたうえ
で、専門的見地から意見をい
ただく場として活用していく。

20 Ｂ

　総合体育館の主会場については、利用率が97%に達しており、利用促進面の努力が認められる。利用率71%のサブ会場等施
設の更なる効率的活用に向けて、指定管理者の自主事業の拡大は重要と考える。自主事業については、スポーツ教室等開
催事業と連携するなどの工夫が求められる。ビーチバレー、エアロビクス、バドミントンの開催が成果指標に挙げられたが、市
民の健康増進を図る目的としてふさわしいかについては、対象者の満足度を調査するなどの検討が必要ではないだろうか。

整
理
済

　自主事業については、子ど
もから高齢者まで誰もが気軽
に楽しめるスポーツをテーマ
として、ビーチボールやバドミ
ントン、卓球、エアロビクス教
室を中心に実施した。また、
平成22年度からは利用者か
らの要望を取り入れ、ダイ
エット効果も期待されるタイ
式ヨガの「ルーシーダットン教
室」も実施した。今後も利用
者の要望やニーズに対応し
たスポーツ事業を展開してい
く。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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⑷
貢
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①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

485
総合体育館
施設改修事
業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

- -

〔目的〕
　施設の維持管理および利用者の安
全確保のため、日常点検を徹底し、必
要な箇所の修繕・改修を行いサービ
スの向上を図る。
〔手段〕
　施設の修繕および改修工事を実施
する。

高 高 高 低 Ｂ

　施設の経年に伴い修繕箇所
が多いが、緊急性の高い箇所
から計画的に改修し、安全で安
心して利用できるよう行う必要
がある。

検討・
見直し

①施設の状況を把握し、計画的
な施設整備を行っていく。
②施設の管理については、体育
機器、日常清掃、利用者の入退
場時の整理を中心に管理の徹底
を図る。

486
屋外体育施
設管理運営
事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S59 -

〔目的〕
　屋外体育施設の効率的な管理運営
や備品等の管理を効果的に行い、利
用者の安全管理、利用促進および
サービスの向上を図る。
〔手段〕
　指定管理者制度を活用し、市民球
場、弓道場、総合公園庭球場、しらこ
ばと運動公園競技場・庭球場・野球
場・ソフトボール場の施設の管理運営
を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　施設・設備の老朽化が進み、
維持管理費の増加が見込まれ
る。

検討・
見直し

①施設・設備の維持管理に努め
る。
②施設・設備の改修を計画的に
進め、利用者の安全を確保す
る。

487
江戸川運動
公園管理事
業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S60 -

〔目的〕
　江戸川運動公園野球場（４面）の管
理を委託し、施設の利用促進を図る。
〔手段〕
　管理・運営に伴う負担金を支払う。

高 高 高 高 Ｂ

　河川敷内のグラウンドというこ
ともあり、施設整備に制限があ
る。また、平日の利用率が低
く、休日についても更なる利用
率向上への取り組みが必要。

検討・
見直し

①②ともに平日利用を促進する
ため、青少年の夏休みの利用や
利用種目の拡大など増加に向け
たＰＲを行うとともに、引き続き
土・日・祝の利用率向上に努め
る。

488
越谷市民
プール管理
運営事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

H14 -

〔目的〕
　市民の健康増進と体力向上を図る
ため、越谷市民プールの積極的な利
用促進および管理運営を効果的に行
う。
〔手段〕
　指定管理者協定に基づき、管理・運
営委託料を支払う。

高 高 高 高 Ｂ

　健康増進・体力向上をテーマ
に利用者が安全に安心して利
用できる施設づくり努めるほ
か、継続的な業務改善活動を
推進していく必要がある。また、
指定管理者により適正な管理
を行っているが、施設・設備に
ついては計画的な整備が必要
である。

検討・
見直し

①老人福祉センターとの複合施
設としての機能から、福祉・医療
等の専門知識を有する職員を配
置し、幼児から高齢者まで福祉
専門職の立場を活かし事業を図
り、各種講座や教室を開き利用
者の促進を図る。
②指定管理者と連携を図り、計
画的な施設・設備の整備を行う。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

23 Ｂ

　施設の修繕・改修は利用者の安全を確保し、利用者が快適に施設を使用するために必要な事業である。また、経年劣化に
伴う事故防止の観点からも施設の適切な維持管理に努めることが大切である。
　総合体育館は単なるスポーツ、レクリェーション施設としての機能だけに留まらず、災害時には避難所となり、公益性が特に
高い施設である。近年、全国各地において災害等が数多く発生しており、市民の安全に関する関心も高いことから、施設の安
全確保と災害等緊急時に即応できるような体制にすることが必要である。指定管理者（財団法人 越谷市施設管理公社）から、
緊急性の高い修繕箇所についてはリストをもらい、対応しているが、長期的な視点に立ち、中長期的な施設の改修修繕計画
が必要と考えられる。
　東日本大震災では天井材や照明器具などの非構造部材が落下してくる事故が相次いだが、非構造部材の耐震状況を定期
的に点検していただきたい。照明器具等に関しては、長期的な視点でLED照明の導入により、光熱水費等の削減に努めること
を検討されたい。
　修繕箇所については、市と総合体育館の指定管理者（財団法人 越谷市施設管理公社）が連携して、緊急性、重要性の高い
箇所から適宜修繕を実施していただきたい。修繕箇所はホームページに掲載するなどの方法により、利用者に情報提供し、適
切な管理運営を行うことが望ましい。
　事務事業評価表の減価償却費の記載がゼロとなっているが、器具や照明など耐用年数のあるものについては計上すること
が望ましい。次年度以降は、事務事業評価表への記載をお願いしたい。
　また、事務事業評価表の総合評価、改革改善のコメントが毎年同じコメントになっており、課題解決に向けての成果が見えに
くいことから、事実に基づき、適切にコメントを記載していただきたい。
　日常点検や適正な維持管理がなされていることにより、総合体育館内での事故発生数も減少する。「施設内での事故発生
数」を成果指標とすることで職員のモチベーション向上にもつながるため、成果指標への追加提案をしたい。また、予定してい
た修繕、改修がどの程度達成できたかを示す「計画の達成率」の追加も検討いただきたい。

検
討
中

　定期的に指定管理者と事
務連絡会議を開催し、施設・
設備の改修について共通認
識を深め、改修箇所の優先
順位を決め、対応している。

21 Ｂ
　施設及び設備の老朽化については、長期的な修繕計画を策定され予算化されることを望む。
　指定管理者制度の下、自主事業の推進を支援するとともに、制度の効果的活用の観点から、「毎年度の実績評価システム」
の強化を期待する。

整
理
済

　維持管理については、利用
者の利便性や安全性の確保
のため、指定管理者と管理
運営会議を実施し、計画的に
行っている。また、指定管理
者制度については、毎年度
指定管理者制度導入施設に
おける指定管理者に対する
評価を実施し、効率的活用を
図っている。

22 Ｃ

　江戸川運動公園野球場の管理を委託し、施設の利用促進を図るとともに市民の健康増進に寄与する事業である。
　しかし、現状の問題点として、軟式野球・ソフトボールのみの利用に制限されていることから、休日を中心とした利用にとど
まっており、施設利用者も目標には届いていない。
　したがって、今後は施設の利用促進のために、施設利用を軟式野球・ソフトボールのみに限らず、多目的に利用可能な体育
施設に変更していく必要がある。例えば、平日昼間の利用を促進するために、平日に時間のゆとりがある高齢者、主婦向けに
野球以外のスポーツ活動の場を提供することが挙げられる。
　この課題に対しては、既に管理委託先に対して、4年半前から申し入れ、交渉を行っていることが、ヒアリングにおいて確認で
きた。不断の粘り強い取組については評価できる。しかしながら、各種の制約のため、未だ多目的利用についての実現の目途
は立っていない。
　ヒアリングで示された今年度中という交渉期限を念頭に置いて、管理委託先との交渉を迅速に対応していただきたい。今年
度中に交渉がまとまり、来年度当初から多目的利用が実現するよう期待する。
　今後、運動公園の多目的利用実現のために、3市による協定でニュースポーツなどの他種目への開放を検討していく必要が
ある。その際、野球関係団体との調整をする必要がある。
　現在9面のうち4面を越谷市で利用しているが、他市（草加市、八潮市）が使用したいという申し出があった際には使用を許可
し、運動公園の有効利用が図られるように3市で調整を進めていただきたい。
　また、施設管理者からターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ等の多目的使用が認められた際は、利用関係団体へ手紙、
通知等を通じて周知を図るとともに、広く市民に対しても、市報、ホームページ等を通じて、利用促進のPRに努めていただきた
い。
　成果指標の「延べ利用者数」については、文字どおり施設を利用した人数を把握するものである。事業目的が施設の利用促
進を図ることであるため、成果指標に「施設の稼働率（平日、日曜・祝日等）」を加えることを検討されたい。

検
討
中

　利用拡大については、引き
続きグラウンド・ゴルフ等の
関係団体に利用を推奨して
いる。また、管理運営を委託
している財団と協議会を年に
4回程度行い、今後の利用促
進や管理運営等についての
検討を行なっている。

21 Ｂ

　市民の健康増進と体力向上を図るための施設としての意味は大きいが、当市民プールは、隣接する福祉施設との関係が深
い施設である。他方、市内のJRや私鉄の駅周辺では、民間経営の「プール付きスポーツクラブ」の進出も進んでいる。
　こうした点を踏まえ、「市民プールと福祉施設」からなる複合施設は、抜本的な見直しの時期を迎えていると考えられる。よっ
て、複合施設の効率性や効果性などの点検を早急に進められ、社会体育施設としての位置付けの再構築を期待する。

検
討
中

　プールについては、幼児・
子どもを含めた広く一般市民
の健康増進と体力の向上を
図ることを目的として、高齢
者や障がいのある方にも配
慮したプールを整備してい
る。また、トレーニングルーム
には2名の係員を配置し、マ
シンの使用方法の説明や使
用中の補助を行っている。マ
シンは高齢者の方でも簡単
に扱うことができるため、高
齢者の利用も増加している。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

489
市立体育施
設管理事業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S36 -

〔目的〕
　地域体育館の維持管理を適正に行
い、施設の機能および安全確保を図
る。
〔手段〕
　施設の維持管理に必要な保守点検
および夜間警備等の委託を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　施設・設備の老朽化が進み、
維持管理費の増加が見込まれ
る。

検討・
見直し

①施設・設備の維持管理に努め
る。
②施設・設備の改修を計画的に
進め、利用者の安全を確保す
る。

490
市立体育館
施設改修事
業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

H15 -

〔目的〕
　施設の維持管理および利用者の安
全確保のため、日常点検を徹底し、必
要な箇所の修繕・改修を行いサービ
スの向上を図る。
〔手段〕
　施設の修繕および改修工事を実施
する。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の経年に伴い、緊急性
の高い箇所から計画的に改修
し、安全で安心して利用できる
よう行う必要がある。
　北体育館については、早期に
耐震診断を行い改修計画等を
立てていく。また、第1・第2体育
館については、隣接する地区セ
ンターとの建替えについて検討
を進める。

検討・
見直し

①施設の状況を把握し計画的な
施設整備を行っていく。
②施設の管理については、体育
器具や利用者の安全確保など管
理の徹底を図る。

491
市立体育館
管理運営事
業

教
育
総
務
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

- -

〔目的〕
　地域体育館（併設の庭球場も含む）
の夜間における鍵の開閉業務および
体育館の個人開放事業の運営等に
ついて、効果的かつ経済的な管理運
営を行う。
〔手段〕
　鍵の開閉業務および個人開放事業
の協力依頼を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　夜間施設管理人の高齢化が
進んでいるほか、事業実施する
うえでの人材も不足している。
また、夜間利用者など特定の
利用者に偏っている。

検討・
見直し

①夜間個人利用者の拡大に努
める。
②地域に密着した施設であるた
め、地域との協働による管理運
営体制について検討していく。

492
図書館施設
管理事業

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　市民が安全かつ快適に図書館を利
用できるよう、施設管理に努める。
〔手段〕
　日常的に館内巡回を行う。また、施
設・設備等の保守管理や、警備業務・
庭園管理等を専門業者へ委託する。

高 高 高 高 Ａ

　市民が安全かつ快適に図書
館を利用できるよう、施設の点
検整備を計画的に行った。館内
巡視点検及び日常清掃を実施
した。
　警備業務や庭園管理等は、
専門業者に委託して実施した。
なお、庭園管理は、剪定や除
草、枝の伐採を実施し、図書館
の快適な環境を保った。

現状
維持

①１７時以降の館内警備につい
ては、職員による館内巡回を強
化していく。
②館内のダクト清掃等、図書館
の快適な環境の維持・改善に引
き続き取り組んでいく。

493
図書館施設
改修事業

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　市民が安全かつ快適に図書館を利
用できるよう、施設の適正な維持管理
に努める。
〔手段〕　
　外壁改修工事、非常照明（２階）改
修工事、階段手すり設置工事、消防
設備等改修工事、循環ポンプ等空調
設備改修工事、建具改修工事、視聴
覚ホール電動ブラインド修繕、各階
ウォータークーラー修繕等を行う。

高 高 高 高 Ａ

　市民が安全かつ快適に図書
館を利用できるよう、優先順位
に基づき、改修工事及び改修
修繕を利用者のいない休館日
に設定し、実施した。

現状
維持

①市民が安全かつ快適に図書
館を利用できるよう、引き続き外
壁の改修工事を行うとともに、中
央監視装置、書庫の改修工事等
を行う。
②外壁の改修工事、屋上の改修
工事、地盤沈下改修工事等、安
心して市民に利用していただくた
め、計画的な改修に取り組んで
いく。
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評
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※【　】は、補助金等名称

19 Ｂ

　市内4地区にある5体育館の施設管理業務で、光熱水費、保険料、保守点検等の委託料、土地の借上料の管理業務である。
　委託料については、相見積もりをとっているが、再任用者の活用による人件費の節減も含め、体育館職員による軽微な修繕
や利用者の協力を得て、一層経費節減や施設の点検に努め９０％の稼働率の市民地域体育館の安全な利用に供するよう努
めてほしい。

整
理
済

　平成20年度の北体育館を
もって全ての市立体育館に
再任用職員を配置した。ま
た、施設の備品の軽微な修
繕についても体育館職員が
効率的に行っている。

23 Ｂ

　市立体育館の利用者が安全・快適に使用できるように、施設の修繕および改修工事を行う事業である。越谷市には5つの体
育館があるが、特に第1体育館は建設して約50年が経過し、経年劣化が懸念される。施設の老朽化、利用頻度、利用価値等
を総合的に判断して、継続的に使用するものと使用しないもの（取り壊し等）を区別することが求められる。
　市立体育館はスポーツや運動を通じ、地域住民の健康増進を図るために不可欠な施設であり、利用者の安全を確保するた
め、日常点検が必要である。さらに、災害時には避難所となることから、5つの市立体育館各々の耐震診断、改修工事等の計
画を策定することが求められる。また、計画的な修繕、改修を実施するだけでなく、天井や照明器具などの非構造部材の耐震
状況の点検も欠かせない。
　また、避難所としての機能を有効に発揮するため、耐震補強工事や改修の際に、震災等で電気が止まっても、避難所である
体育館は電気が使用できるなどの整備体制の充実を図られたい。
　修繕箇所については、緊急性、重要性の高い箇所から適宜修繕を実施していただきたい。修繕箇所はホームページに掲載
するなどの方法により、利用者に情報提供し、適切な管理運営を行うことが望ましい。また、ホームページで市立体育館の
ページが見つけづらく、利用者にとって分かりづらいため改善を要する。
　事務事業評価表の減価償却費の記載がゼロとなっているが、器具や照明など耐用年数のあるものについては計上すること
が望ましい。次年度以降は、事務事業評価表への記載をお願いしたい。
　また、事務事業評価表の総合評価、改革改善のコメントが毎年同じコメントになっており、課題解決に向けての成果が見えに
くいことから、事実に基づき、適切にコメントを記載していただきたい。
　市立体育館は市の直営となっており、夜間の管理は民間が管理業務をしている。総合体育館は指定管理者制度を導入して
いるため、市立体育館においても指定管理者制度の導入を検討し、市立体育館の存在意義、目的が達成されるような体制づ
くりをされたい。
　活動指標の「工事修繕箇所数」は具体性がなく、指標として適切でない。
　具合の悪かった箇所をどの程度解消されたかを示す「解消された不具合件数」と計画されていた工事・修繕がどの程度実施
されたかを示す「実施率」を成果指標へ追加したい。

検
討
中

　施設管理員と事務連絡会
議を開催し、施設・設備の改
修について共通認識を深め、
改修箇所の優先順位を決め
対応している。

18 Ｂ
　地域のスポーツ、レクリエーション活動の拠点である市立体育館としての役割は大きい。夜間、休日開放等、市民のニーズに
対応する努力は評価する。施設の運用管理にあたっては、外部委託または再任用職員の活用による一層の経費削減を望
む。

整
理
済

　平成20年度の北体育館を
もって全ての市立体育館に
再任用職員を配置した。この
ことにより、休館日である火
曜日についても弾力的に開
館し、体育館利用の促進を
図っている。

18 Ｂ
　図書館施設の維持管理上必要な事業である。清掃、庭園管理については、委託内容を見直し要求仕様を明確にすることに
より一層の経費削減を望む。警備員の配置については、今後夜間開館時間のさらなる延長が求められることから、特に１７時
以降の警備体制強化を検討すべきである。

整
理
済

　清掃・庭園管理委託につい
ては、従来から委託内容を検
討し仕様を明確にすることに
より、経費削減に努めてき
た。なお、平成１９年度には、
清掃委託の内容について、
床面清掃業務の回数を減ら
す等経費削減を図った。
　また、警備業務について
は、特に１７時以降の図書館
内外の巡回回数を増やす等
警備体制の強化を図ってお
り、引き続き、施設管理を適
正に行っていく。

20 Ｂ

　老朽化した図書館の施設改修事業である。図書館は、多くの市民が訪れる公共施設であり、安全、バリアフリーにも配慮し、
高齢者や子供にも優しい施設であるためには、適切な改修箇所を確認し改修計画を立案し、積極的に対応されることを期待
する。
　予算通り執行し改修完了したことをもって事業評価をＡとすべきかには疑問である。改修対象案件及び改修内容を最小コス
ト、最大効果の視点でどの様に決定したか、また改修費用の妥当性は何をもって確認したか等、明らかにしていただきたい。

整
理
済

　昭和５８年の開館であり老
朽化しているため、施設の改
修にあたっては、優先順位に
基づき計画的に対応してい
る。また、実施にあたっても、
休館日に設定するなど、市民
サービスの低下を回避しつ
つ、最小のコストで最大の効
果という視点で取り組んでい
る。
　なお、懸案となっていたエレ
ベーターの改修については、
財政状況が厳しい中で、平
成２１年度に補助率が１０
０％の事業採択を得て、安
全・バリアフリー仕様にも配
慮した工事を行ったところで
ある。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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改善
の方
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494
図書館協議
会運営事業

教
育
総
務
部

図
書
館
S29 -

〔目的〕
　図書館運営へ市民の意見を反映さ
せるため。
〔手段〕
　図書館の運営に関し館長の諮問に
応じるとともに、図書館の行う図書館
奉仕につき、館長に対して意見を述べ
る機関を設置し、図書館の効果的な
運営を行う。

高 高 高 高 Ａ

　年４回の協議のうち、１回は
先進図書館の視察を行い、他３
回の協議とあわせ、協議会委
員の意見等を参考により良い
図書館運営を目指し取り組ん
でいく。

現状
維持

①委員からの意見・提案内容を
精査し、可能な件については適
宜実施していくとともに、結果に
ついて迅速に報告する。
②先進図書館の視察等を行う中
で、委員からの多角的な意見等
を集約し、本市の望ましい図書
館のあり方について、検討を加え
ていく。

495
講演会・講
座開催事業

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　 図書館利用の一層の推進と、市民
文化の高揚の一助として、講演会・講
座等を実施する。
〔手段〕
 　それぞれの事業にふさわしい講師
を依頼し、広報紙、ホームページ等に
よるPRを実施する。

高 高 高 高 Ａ

　子どもの読書活動を推進する
講座、郷土の歴史講座など、図
書館ならではの事業の充実に
努める。

現状
維持

①平成26年度は、アンケート調
査結果や寄せられた意見・感想
を参考に、市民のライフステージ
に合わせた、より魅力的な事業と
なるよう努めていく。
②地域社会に根付いた事業とな
るよう、学習機会のより一層の充
実を図り、市民の満足度の向上
に努めていく。

496
蔵書等整備
事業

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　資料の保存・図書情報の作成・電算
システムの活用等を行い、蔵書の整
備を図ることにより、より良いサービス
を提供する。
〔手段〕
　郷土資料・行政文書の整理・保存対
策を行い、有用な資料の整備を図る。
また、予約やリクエストのより迅速な
処理を行う。書誌情報の作成や図書
館システムの運用・保守管理は、専門
業者に委託し、迅速で効率的な資料
提供を行う。

高 高 高 高 Ａ
　蔵書の整備と、図書館資料の
有効利用を進めている。

現状
維持

①市立図書館を中心に、移動図
書館・北部図書室・南部図書室・
中央図書室において、蔵書を整
備することで、市民の読書環境
の充実を図る。
②より良いサービスを展開してい
くために、図書館システムのバー
ジョンアップ等を図り、図書館機
能の強化に努めていく。

497
野口冨士男
文庫運営事
業

教
育
総
務
部

図
書
館
H6 -

〔目的〕
　越谷市にゆかりのある作家・野口冨
士男とその周辺作家の作品鑑賞をと
おして、より豊かな市民生活を送る。
また、野口冨士男研究の拠点となり
得る。
〔手段〕
　運営委員会・特別展・講演会の開
催、小冊子「野口冨士男文庫」の発行
を行う。年１回の講演会では、野口冨
士男ゆかりの作家・研究者に野口冨
士男の文学について、語ってもらう。

高 高 高 高 Ａ

　事業内容は適切であり、毎年
の講演会、小冊子についての
反響が大きい。また、越谷市に
関係する文学者として愛好者
からの関心も高い。新聞、雑誌
等においても、野口冨士男文庫
は評価の高い個人文庫として
紹介されている。

現状
維持

①平成26年度は、野口冨士男文
庫開設２０周年の節目の年にあ
たることから、野口冨士男が越谷
を題材として執筆した小説を中心
に『（仮）野口冨士男越谷小説
集』1,000部を刊行し、市民及び
日本文学研究者に向け、当文庫
の活動の周知を図っていく。
②当文庫の存在を広く周知し、活
用することに、さらに一層努めて
いく。

498
移動図書館
事業

教
育
総
務
部

図
書
館
S45 -

〔目的〕
　図書館から離れた地域に居住する
市民や学童保育室への図書館サービ
スを行う。
〔手段〕
　移動図書館車を市内３２か所に巡回
させる。また、すべての学童保育室へ
定期的な配本を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　利用者サービスのさらなる向
上を図るためには、巡回場所
や利用時間等について、利用
率と要望を十分に踏まえ、検討
することが必要である。

検討・
見直し

①②移動図書館車で指定場所
や学童保育室を定期的に巡回
し、移動図書館の利点である身
近な図書館機能を十分発揮し、
利用者の利便性を図るとともに、
子ども読書活動の推進に努めて
いく。また、資料の選定・収集を
計画的に行い、地域に密着した
利用者サービスの充実を図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　図書館協議会は、図書館の運営について、「館長の諮問に応ずること」と、「館長に対して意見を述べること」が役割である
が、館長からの諮問はなされていない現状である。今後は、より積極的に協議会を活用されることを望む。
　会議録で確認する限り、委員からの意見・提案が多数述べられており、そのうちの数件については既に実行に移されている
ことは確認できたが、協議会への報告が充分でない。今後は、提案の採用、実施、結果等の報告を行い、委員からの意見を
いただくなど、協議会のさらなる有効活用を図られたい。

整
理
済

　図書館協議会は、図書館
法に基づくもので、図書館運
営へ市民の意見を反映させ
るためのものであることか
ら、形式的ではなく、より実効
性のある運営が求められる。
　こうした視点に立ち、平成２
２年度においては、市民活動
支援センター中央図書室の
コンセプト等や、子ども読書
活動推進員事業について協
議していただくとともに、平成
２３年度においても、３回にわ
たり進捗状況等を報告する
中で、さらなるご意見をいた
だくなど、現実的な形で実効
性のある協議会の運営に努
めている。

19 Ｂ
　市民が図書にふれる機会を拡大していくため、当該事業の有意性は認められる。
　一定の事業費内でより魅力的な講座を展開していくことが重要である。

整
理
済

　公立図書館が果たすべき
役割ならではの事業として、
各種の講演会・講座会等を
開催しているが、より魅力の
ある内容となるよう、その都
度、テーマ・講師を検討する
とともに、ＰＲも十分に行い、
幅広い世代の参加に努めて
いる。

20 Ｂ

　図書館システムは5年間のリース購入であり、平成22年にバージョンアップを計画されている。現システムについて、利用者
の利便性向上と業務効率化のための改善ポイントを整理するとともに、専門家の意見を聞くなどして慎重な更新をお願いした
い。現状での図書館運営上の問題点を明らかにし、その問題点をどの様に改善するのか、更に何がどうなれば成果が出たと
判断できるのかを整理したうえで、成果指標及び目標値を設定し評価していただきたい。分かり易く納得性のある指標の設定
をされることにより、更に市民の理解を得られると思われる。

整
理
済

　蔵書等整備事業は、図書
等を適切かつ効率的に管理
することにより、利用者の利
便性の向上を図るものである
が、平成２２年１０月に図書
館システムの更新を行い、機
能の強化を図りつつ、事務処
理の効率化と経費削減も実
現した。
　こうした中、インターネット予
約件数が大幅に増加してお
り、この件数を含む予約・リク
エスト件数を活動指標とし、
これと比例関係にある貸出
冊数を成果指標としたことか
ら、事業評価もよりわかりや
すいものになったといえる。

21 Ｂ

　事業範囲を敢えて厳格に捉えれば、運営委員会開催（年2回）、講演会実施（年1回）は計画通りであり、総合評価「A」とした
内部評価は理解できる。しかし、その成果の判断には、評価表上に質的な評価が可能な実績を示す必要がある。
　また、今回のヒアリングにおいて、1993年以降年1回発刊している小冊子「野口冨士男文庫」や、講師を招いての講演会の企
画など、地道な事業活動が各方面から評価を得ていることが理解できた。今後とも、価値ある資料を、より広く、積極的に市民
にPRする努力・工夫を継続していただきたい。

整
理
済

　 「野口冨士男文庫」につい
ては、越谷市にゆかりのある
作家の資料として文学的価
値のきわめて高いものであ
り、市の貴重な文化資源とい
える。
　 各方面からの評価、関心も
高く、今後とも、所蔵資料のさ
らなる活用に努めていく。

19 Ｂ
　一定の利用者を確保しており当該事業の有効性は認められる。
　事業を継続すべく、適正な巡回箇所の見直しを図り、利用率の拡大を図ることが重要である。

検
討
中

　図書館サービスの地理的
な公平性等を維持するうえで
も、移動図書館は有効とい
え、巡回場所の設定は、重要
な事項となる。
　こうした中、平成２２年度に
おいて、巡回場所ごとの利用
状況等を踏まえ１か所を廃止
するとともに、新しい街を形
成しつつあるレイクタウン地
区に新規開設をしたところで
あり、その後、利用者の要望
等を反映し、平成２４年度と
平成２５年度の二度にわたっ
て、巡回時間の延長をしてい
る。
　今後とも、巡回場所等の継
続的な見直しに努め、事業の
適正化を図っていく。
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499

備品等整備
事業（視聴
覚教材・教
具整備事
業）

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　社会教育と学校教育における視聴
覚教育の振興を図る。
〔手段〕
　視聴覚機器の維持管理、映写機・１
６ミリフィルム等の貸出等を行うととも
に、ＤＶＤソフトを購入し、月例映画会
を開催する。

高 高 高 高 Ｂ

　１６ミリ映写機・フィルム、ビデ
オの存在価値を十分認識し、
今後も保存や適正な利用に努
める。

検討・
見直し

①②紙媒体では表現しきれない
情報を目や耳で体験できる視聴
覚資料の充実を図り、視聴覚教
育活動を推進する。また、デイ
ジー図書の充実を図り、障がい
者サービスを推進していく。

500
図書購入事
業

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　市民の生涯学習の拠点として、蔵書
の充実と確保に努め、幅広く質の高い
資料の提供を行う。
〔手段〕
　利用者の要求を把握し、書評等を参
考にして、資料選定を毎週行う。

高 高 高 高 Ａ

　図書については、「越谷市立
図書館資料収集方針」に基づ
き、購入計画を踏まえながら、
市民のニーズに合わせた資料
の収集に努めている。

現状
維持

①市立図書館・移動図書館・北
部図書室・南部図書室・中央図
書室の図書のさらなる充実を図
る。
②より望ましい図書館機能を実
現していくために、図書を計画的
に整備していく。

501
雑誌等購入
事業

教
育
総
務
部

図
書
館

- -

〔目的〕
　市民の生涯学習の拠点として、資料
の充実を図り、幅広く質の高いサービ
スを行う。
〔手段〕
　計画的な雑誌等の購入を行う。

高 高 高 高 Ａ

　「越谷市立図書館資料収集方
針」に基づき、市民の要求を尊
重しながら、特定分野に偏らな
いよう雑誌等を購入し、利用者
へ提供している。

現状
維持

①市立図書館・北部図書室・南
部図書室・中央図書室の雑誌の
充実を図る。また、市立図書館・
中央図書室の視聴覚資料の充
実を図る。なお、自主財源の確
保や企業等の社会貢献等に寄
与する、「雑誌スポンサー制度」
の導入を図る。
②より望ましい図書館機能を実
現していくために、雑誌等を計画
的に整備していく。

502
放射線対策
事業

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

H24 -

〔目的〕
　屋外学校プール水の放射性物質の
検査を実施する。さらに空間放射線量
の測定並びに低減対策を実施し、児
童生徒等の安全、安心な環境の確保
に努める。
〔手段〕
　小中学校の屋外プール40ヶ所の放
射性物質の検査を実施する。放射性
物質の除染作業委託を実施する。

高 低 高 高 Ｂ

　児童生徒が安心してプールを
使用できるよう、プール水にお
ける放射性物質の水質検査が
必要である。

検討・
見直し

①②学校プール水の放射性物質
水質検査結果に基づき、適切な
対応を行っていくことが必要であ
る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｃ

　備品整備事業の実態については良く理解できるものの、問題点把握の視点がやや不明確である。
　昨今の家庭におけるAV機器の普及状況も鑑み、当ライブラリの特長を活かすなど、事業継続の意義を再度見直して、効果
的な事業運営の方向性を検討していただきたい。例えば、事業継続の考え方として、以下の視点がある。
　①古い機材（16ミリ映写機等）そのものの持つ存在価値に注目し、保存・利用する。
　②コンテンツの価値を保つため、媒体変換（フィルム→CD）するなどして、維持・保管に努める。

検
討
中

　ＡＶ機器、ソフトが家庭に普
及している現状にあることか
ら、ＤＶＤソフトの購入を進め
ている。また、１６ミリ映写機・
フィルムの維持管理に努め、
貸出を継続している。
　なお、１６ミリ映写機の修繕
部品の調達等が難しくなって
いることから、所蔵する１６ミ
リフィルムのうち同タイトルの
ＤＶＤソフトが販売されたとき
は、購入を検討するなど、適
正な管理に努めている。
　さらに、こども映画会及び一
般向け映画会を開催するた
め上質な上映権付ソフトの充
実を図ることで、視聴覚教育
の振興に努めている。

17 Ｂ
　図書館サービスの高度化、図書館の役割拡大は、今後ますます求められている。電子図書館等高度な図書館サービスへの
移行もにらみ、現在の効果的かつ効率的な図書購入事業を継続させることはもちろん、当該事業の意義を再度見直し、市民
ボランティアの活用、職員の能力向上による適正な事業展開が求められる。

整
理
済

　図書館サービスを充実させ
るために、図書館資料収集
方針を周知徹底し、資料の
選定・購入に努めている。ま
た、限られた蔵書能力の中
で、資料を収集し、魅力ある
資料構成を維持するために
は、資料の除籍も必要となる
が、単なる廃棄をするのでは
なく、貴重な市民の共有財産
であるとの視点に立ち、平成
２０年２月から、リサイクル本
として図書館利用者に還元し
ている。
　図書館ボランティアについ
ては、平成１８年５月からス
タートし、資料の配架・書架
整理、資料の補修、予約本
の収集を行っている。

18 Ｂ
　公共図書館として、雑誌類の購入は必要である。限られた予算の中で、最大の市民満足度を得る雑誌の取捨選択を行うた
めには、雑誌別の閲覧実態を調査分析し、市民に説明できるデータ収集が必要である。また、市の政策・施策と連携した資料
を購入する等の検討が必要である。

整
理
済

　図書館としての情報提供・
保存機能については、雑誌
類の果たすべき役割も大き
いことから、市民の満足度を
高めるため、市民の要求を
尊重しながら、特定分野に偏
らないよう、選定・購入に努
めている。また、利用状況等
を踏まえ、適宜、購入雑誌の
見直しを行っている。

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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503
小・中学校
施設改修事
業

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

H11 -

〔目的〕
　施設・設備等を改修することにより
良好な教育環境の維持を図る。
〔手段〕
　修繕及び工事による改修
　（災害復旧工事を含む）

高 高 高 高 Ｂ

　施設の老朽化のため大規模
な改修が必要である。また、経
済設計及び費用対効果を上げ
る工夫とともに、優先度を加味
した計画を立てる必要がある。

検討・
見直し

①多様化する学校活動を円滑に
実施するために必要な経費であ
り、また、市立小中学校に通う全
児童生徒の教育環境の確保に
資するものであることから、今後
も十分な予算の確保に努めてい
く必要がある。
②学校活動の実情を十分に把握
し、より適正な予算の配分を推進
する。

504
小・中学校
仮設教室借
上事業

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

H14 -

〔目的〕
　児童・生徒数増加による教室不足を
解消するため、仮設教室を借上げ、
必要な教育環境を確保する。
〔手段〕
　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 Ｂ

　児童数の減少に伴う、リース
契約延長有無の判断、及び特
別教室を校舎内に戻すことへ
の予算措置

検討・
見直し

①平成26年度以降も引き続き仮
設教室の賃貸借を行うこととす
る。
＜実績＞
東越谷小、蒲生南小、大袋北
小、西方小はそれぞれ賃貸借の
延長
中央中　平成２１年１０月から平
成２６年９月まで
東中　平成２３年　２月から平成２
８年２月まで
越ヶ谷小　平成２５年　３月から
平成３０年２月まで
②予算措置が整い次第、仮設教
室（特別教室）を校舎内に戻すこ
ととする。

505
小・中学校
施設管理事
業

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

- -

〔目的〕
　小中学校の施設・設備等を良好な
状態に維持し、学習空間のさらなる整
備・充実を図る。
〔手段〕
　施設・設備の修繕及び工事による改
修、又は保守点検（電気主任技術者、
エレベーター、機械警備、浄化槽等保
守点検）、防犯カメラの借上を実施す
る。

高 高 高 高 Ｂ

　施設の老朽化のため大規模
な改修が必要である。また、経
済設計及び費用対効果を上げ
る工夫が必要

検討・
見直し

①②本事業は、児童・生徒の良
好な教育環境を維持するために
必要不可欠な事業であり、現在
の施設・整備の状況を的確に把
握し今後も引き続き推進していく
必要がある。

506
小・中学校
図書整備事
業

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

- -

〔目的〕
　学校図書は、児童・生徒の知的活動
を増進し、人間形成や情操を養う上で
学校教育上重要な役割を担っており、
学校教育に欠くことのできない基礎的
備品であることからその充実・活用を
図る。
〔手段〕
　学校図書の充実を図るため、市内
小中学校全校（45校）に予算を配分
し、図書の整備を行うとともに学校図
書館運営ボランティアを各校に配置
し、学校図書館の更なる充実を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　学校図書の更なる充実のた
め、新刊の整備を中心とし、劣
化が著しく使用頻度の高い図
書を継続し蔵書、更新する。

検討・
見直し

①各学校で教育内容に適した図
書の選定を進めるとともに蔵書
管理を徹底し、学校図書の充実
を図る。
②全学校で蔵書率１００％を目指
す。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　45の小中学校にある計164棟の校舎の改修を行う事業である。昭和40年代に建てられた校舎もあり、老朽化が進行してお
り、危険箇所の修繕を怠ると、学校で学ぶ児童・生徒の安全が確保されないことになりかねない。したがって、本事業を遂行す
る意義は大きい。
　現在でもかなり綿密に計画立案を行っており、必要とする改修については積極的に予算計上されている。しかし、対象とする
校舎は164棟もあり、修繕対象箇所数は膨大である。さらに今後は、備品などの管理も含まれ一層きめ細かい対応を行い、適
切な優先順位を設定する必要がある。そのためには、市と学校現場が一体となった情報管理が必要である。
　例えば、修繕箇所に関する情報整備について、年次や半年に一度程度のデータ更新にとどめず、情報通信の活用等によ
り、学校現場と市が更新され蓄積された生きた情報を共有することができれば、修繕計画の優先順位の検討に効果を発揮す
る。

整
理
済

　工事、修繕については、き
め細かい対応を行うため、学
校の要望に優先順位をつけ
てもらい、学校側の考える優
先順位を参考にしながら、内
容を決定し、対応を行うことと
する。
　また、速やかに学校へ工
事、修繕の内容を通知するた
め、学校系ＬＡＮを活用し、情
報の共有化を図っていきた
い。

25 B

事業概要
本事業は、児童・生徒数増加による教室不足を解消して、必要な教育環境を確保するため、学校敷地内に仮設の校舎を整備
して、法に求められるクラス定員を確保するものである。
必要性
越谷市では、生徒・児童数の推計を行い、全体傾向としては減少傾向にあるものの、近年、一部の小中学校において教室が
不足することが見込まれている。クラスの児童・生徒の定員数は法律で定められており、市ではその基準をクリアする人数で
のクラス編成、教室整備が求められている。本事業は、このように法律に求められる事項に対応するための取組であり、かつ
長期的には児童・生徒数の減少が見込まれる中、新たに学校を建設せず、費用を最小限にして対応を図るものであり、必要
性は十分に確認できる。
効率性
本事業では、市の生徒・児童数の推計を基に、将来、教室の不足が見込まれる学校に対して、仮設校舎の整備の数年前か
ら、市と学校が協議を行い、学校全体の教室配置や仮設校舎に移管すべき教室の検討や、その整備内容、タイミング等を綿
密に協議している。このように市は学校の意向等を十分に踏まえた整備をすすめており、学校運営への影響を最小限に、かつ
無駄のない、効果的・効率的な教室整備計画を前提に事業を運営していることが確認されることから、この観点においては本
事業が効率的に実施されていると考える。
有効性・成果指標
本事業は法に求められる定員を前提にした教室の整備が目的である。現行の評価表では、「借上期間」を活動指標、成果指
標に設定しているが、基準に照らした整備が行われたかどうかを測るものが指標として設定されるべきであることから、「借上
期間」は指標としては適切ではない。また、より成果を確認するという意味においては、整備後の学校サイドによる評価を行う
ことが必要である。学校長、教員等に対する聞き取り調査を通じて確認するなど、整備するだけではなく、その後の利用も視野
に入れた事業運営及び成果の確認を実施すべきである。
活動指標
活動面に着目すると、学校との協議回数等も候補になりうる。
その他
本事業は　リース期間終了後においても、将来、国の基準が見直されて少人数教育が導入されることを視野に入れた継続的
な契約を見込んでいるとのことであるが、今後は児童・生徒数の動向の他、これら国の動向についても十分に注視するととも
に、費用・効果の双方の点から適切なタイミングでの事業終期の設定、継続の検討・判断が必要である。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

19 Ｂ

　日常の点検が施設管理経費の節減にもつながることから、コスト意識を持たれ適切な執行に努めておられる。公共施設にお
いて、点検が義務付けられたこともあり、日常点検に加え、定期点検の円滑さ、統一的な管理のため、学校施設管理指針の越
谷市バージョンの一層の整備、徹底に努められたい。
　なお、管理の円滑さのため、学校毎の施設管理台帳やチェックマニュアルをネットワークで学校の教職員も容易に検索し、点
検チェックリスト等を入力できるシステムについて検討いただきたい。

検
討
中

　施設の日常点検・定期点検
については、長期継続契約
制度を活用するなどしてコス
トの縮減に努めた。また、管
理を円滑にするためのシステ
ム等については、引き続き検
討していきたい。

20 Ｂ

　図書ボランティアの活用は評価できる。図書ボランティアや各学校の図書主任間の情報連携をさらに進め、必要となる書籍
の選定の精度を向上させる取組が必要である。また、保護者の協力を得て各家庭に書籍の寄贈を求めるなど、経済的な蔵書
充実に向けた検討を願う。さらに、蔵書の利用率、回転率についても把握し、図書館の利用促進に向けた取組と連携すること
が必要である。

検
討
中

　各学校で選定した図書の購
入や寄贈を合わせ、学校全
体での蔵書率１００％を目指
している。今後、図書ボラン
ティアや図書主任と連携を進
め、図書館の利用促進を
図っていきたい。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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507

小・中学校
備品整備事
業（教材等
整備事業含
む）

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

- -

〔目的〕
　学校教育における備品の重要性に
鑑み、新規教材の整備及び現有教材
の更新を行うとともに管理備品の整備
を進め、学校教育の充実を図る。
〔手段〕
　予算措置　教育内容に則した備品
の購入及び更新

高 高 高 高 Ｂ
　教育環境の整備拡充のた
め、教育内容に沿った備品の
整備が必要である。

検討・
見直し

①備品について、備品管理シス
テムを活用し、既存備品の一部
を再利用する等コスト削減を図
り、長寿命化を目指す。
②耐用年数の過ぎた備品を計画
的に購入し、整備する。

508

小・中学校
施設アスベ
スト除去事
業

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

H23 H27

〔目的〕
　吹き付けアスベストが使用されてい
る学校施設について、対策を行うこと
により、児童生徒が安全に学べる環
境を整備する。
〔手段〕
　アスベスト除去工事を実施する。

高 高 高 高 Ａ
　国庫補助等を積極的に活用
し、早期の完了を目指していく
ことが必要である。

現状
維持

①国の補助金制度等を活用し、
予算確保に努め、計画どおり事
業が実施できるようにする。
②国の動向を注視し、補助金制
度等の活用に努め、計画どおり
事業が実施できるようにする。

509

小・中学校
学校活動運
営事業
（教材等整
備事業除く）

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

- -

〔目的〕
　越谷市立小・中学校45校の学校活
動に支障のないよう、学級数、児童・
生徒数等を考慮して各学校へ予算を
配分するとともに、共通経費の予算を
一括で管理し、効率的かつ円滑な学
校運営を行う。
〔手段〕
　市内小・中学校全校（45校）の各種
学校活動を支援し、円滑な学校運営
に資すべく、必要な予算を各校に配分
し、さらに共通経費について一括管理
を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　多様化する学校活動を円滑
に実施するため、学校活動の
実情を十分に把握する必要が
ある。

検討・
見直し

①多様化する学校活動を円滑に
実施するために必要な経費であ
り、また、市立小中学校に通う全
児童生徒の教育環境の確保に
資するものであることから、今後
も十分な予算の確保に努めてい
く必要がある。
②学校活動の実情を十分に把握
し、より適正な予算の配分を推進
する。

510
学校活動支
援事業(学
校管理課)

学
校
教
育
部

学
校
管
理
課

H18 -

〔目的〕
　学校の環境整備、給食関係業務等
に携わる校務主事及び学校業務員の
適正な服務管理を行うとともに、研修
を実施し必要な知識を修得させること
により、学校運営の円滑化とさらなる
充実を図る。
〔手段〕
　適宜、出勤簿等の人事管理、福利
厚生等に関する適正指導及び相談業
務を行うとともに、研修会を職種毎に
年２回(新任者研修会、全体研修会）
開催する。また、安全教育及び特別
教育の受講を勧める。

高 高 高 高 Ｂ 　研修内容の見直し
検討・
見直し

①事業内容に即した研修を実施
していく。特に学校管理課と校務
主事間の情報共有を目指す。
②研修内容を常に見直し、要望
や実情に合った研修を行い、研
修効果の向上を図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

16 Ｂ
　<教材教具等整備事業>
　今後の財源の動向を勘案し、教材・教具の学校内・学校間共有化の推進および事務処理のIT化によるコスト削減と効率化の
向上を図っていただきたい。

検
討
中

　備品管理システムを活用
し、備品の効率的管理を進
め、さらに既存備品の一部を
再利用する等コスト削減を図
り、長寿命化を目指す。

24 Ｂ

　学校施設において使用されている吹き付けアスベストを除去し、児童・生徒の安全な学習環境を確保する事業である。
　公共施設のアスベスト対策はこれまで順次行われてきたが、平成18年にアスベストの規制対象が厳格化（含有率1.0%⇒
0.1%）されたことにより、全国的に再調査が行われ、多くの公共施設で新基準のアスベストが使用されていることが確認され
た。国では安全性確認を行ったうえで、アスベストの飛散を防ぐための対策を行い、必要に応じて改修等を進めることを要請し
ている。
　越谷市では、平成17年度よりアスベストの気中濃度測定を継続的に実施し、各施設の安全性が確認されているが、小中学
校等の施設についてはアスベスト対策に万全を期すため、平成23年度に本事業が開始されている。健康への影響が特に懸
念される児童・生徒の安全確保を図る必要性・重要性は極めて高く、速やかに除去を推進していく必要がある。
　本事業の終期年度は平成27年度と長期にわたるため、除去工事が終了するまでの間は、「封じ込め」、「囲い込み」等の適
切な手法により飛散防止を図るとともに、気中濃度測定等の点検・監視を定期的に行い、維持管理に十分に留意することが必
要である。また、各学校で除去工事を行う時期等は既に予定されているが、老朽化や損傷の進行状況に応じ、緊急性の高い
ものについては優先的に実施する等、柔軟に対応するよう留意されたい。
　当事業が開始した平成23年度当初予算は9,000万円の事業費を予定していたにもかかわらず、予算執行率が著しく低かった
のは、予算見積の不備が主な理由であり、本事業の関係課等との連携・確認が不十分であったことを示している。低い予算執
行率は経費削減に寄与する一方で、他事業の予算にも影響を及ぼすもので、今後はこうした不備が無いように細心の注意を
払われたい。平成27年度の事業終期に向けて学校別の除去事業計画が具体的に立てられていることから、数社から見積を
事前に徴収する等、設計価格の精査をお願したい。
　計画では終期年度の除去実施校は最多の７校を予定している。計画どおり補助金や予算を確保しなければ、事業期間が延
長するおそれがあることから、財源確保については十分配慮されたい。
　アスベストに関する情報は市ホームページで公表されているが、学校における使用状況等に対する保護者の関心は極めて
高いと想定される。広報やホームページをより有効に活用し、飛散防止策や改修計画等について周知するよう検討されたい。

検
討
中

　国の動向を注視し、補助金
制度等の活用に努め、できる
だけ早期に事業の完了を目
指す。また、予算要求にあ
たっては、数社からの見積も
りを徴収し、設計価格の精査
を行う。
アスベストに関する情報は、
今後も市のホームページで
公表していく。

19 Ｂ

　学校活動の必要経費を学校に配分して執行するもの、教育委員会で一括発注した方がコスト削減が図れるものに分けて執
行している。
　執行のガイドラインを配布し、科目毎の執行状況が把握できるようになっているが、学校活動の実態を整理し、備品台帳等
のデータベース化を進めるなど適切及び円滑な執行と指導をお願いしたい。

検
討
中

　学校活動の実態を整理し、
備品については、財務会計
システムと連動し既に台帳を
データベース化している。
　また、各学校が状況に応じ
自らの裁量により決定できる
配分予算の執行について
は、各学校で起票された伝票
を確認することにより予算の
適切な執行と指導を実施して
いる。

21 Ｂ

　本事業の対象者である校務主事及び学校業務員に対し、各々年２回の研修の実施、及び人事管理を行う事業である。校務
主事、学校業務員とも、学校運営を支える貴重な業務を担っており、本事業を遂行する意義はあると思われる。
　事務事業評価表の事業内容には、研修の件のみが記述されているが、実際の活動内容は人事管理に関わる業務量が多
く、研修に関する業務の割合は大きくない。事業の内容を適切に反映した記述としていただきたい。「（４）事業目的及び手段」
の内容は、事業内容の実態に合わせて記述していただきたい。また、「Ⅳ改革改善」については、事業目的に照らし、再確認を
お願いする。

整
理
済

　平成21年度の外部評価で
指摘され、　「(4)事業目的及
び手段」、「Ⅳ改革改善」の記
述内容を見直し変更した。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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事
業
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1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

511
教育情報化
推進事業
（学務課）

学
校
教
育
部

学
務
課
H17 -

〔目的〕
　・学籍の適正管理及び就学事務の
効率化
　・就学援助費申請受理・審査・認定・
支給等の事務効率化
〔手段〕
　・業務委託により学齢簿システム、
就学援助システムの安定稼働を確保

高 高 高 高 Ａ
　学齢簿システム及び就学援
助システムが構築され、適切に
運用されている。

現状
維持

①②教育関係情報化部会の専
門部会である教育委員会システ
ム構想検討部会において、教育
委員会全体のシステムのあり方
について検討している。その中で
中核となるのが学齢簿システム
であり、様々な委員会業務の基
本情報となるため、ネットワーク
範囲の拡充を含めた、より効率
的なシステムのあり方を今後も
継続して検討していく。

512
健康教育推
進事業

学
校
教
育
部

学
務
課
S35 -

〔目的〕
　学校保健の推進・安全教育の啓発
に努めるとともに、学校管理下におけ
る児童生徒の災害に関する医療費等
の必要な給付を行い、保護者の経済
的負担の軽減を図る。
〔手段〕
　健康教育研修会及び学校保健会の
組織の活用、日本スポーツ振興セン
ターへの加入と掛金の負担

高 高 高 高 Ｂ

　原則は任意加入となっている
が、公立学校の児童生徒の加
入率は概ね１００％である。全
員加入となるように引き続き働
きかけていきたい。

検討・
見直し

①②学校給食管理システムと連
携した徴収事務の一元管理につ
いて検討する。

513
校医及び薬
剤師運営事
業

学
校
教
育
部

学
務
課
S33 -

〔目的〕
  学校医等の配置を行い児童生徒の
健康診断を実施し、適正な健康管理
を行うとともに学習 効率や学習環境
の向上に資するため。
〔手段〕　 
　学校医・学校歯科医・学校薬剤師の
配置

高 高 高 高 Ａ
　法に基づいて実施しなければ
ならない事業であるため、継続
して実施していく。

現状
維持

①②法に基づいて実施しなけれ
ばならない事業であるため、継続
して実施していく。

514
教職員健康
管理事業

学
校
教
育
部

学
務
課
S33 -

〔目的〕
　教職員の疾病の早期発見・早期治
療に努め心身両面からの健康づくりを
推進するため。
〔手段〕
　定期健康診断・胃検診・肺がん検診
を実施し、産業医・健康管理医の適正
な配置を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　特定健康診査対象者の検診
結果の把握と課題の分析

検討・
見直し

①特定健康診査結果の有所見
率を把握し、引き続き教職員の
健康状態の把握と課題の分析を
図っていく。
②人間ドック受診者を含む健康
診断結果及び特定健康診査結
果を正確に把握し、分析を徹底し
ていく。

515
児童生徒健
康管理事業

学
校
教
育
部

学
務
課
S33 -

〔目的〕
　児童生徒の疾病の早期発見・早期
治療に努めるとともに、学習能率の向
上に資する。
〔手段〕
　学校医により検診を行う。委託業者
により心臓検診、尿検査、ぎょう虫卵
検査を行う。

高 高 高 高 Ｂ
　効率的なデータ管理、受診者
率の向上

検討・
見直し

①②システム化の検討
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

24 Ｂ

　児童生徒の学齢簿等の適正な把握を行うため、学齢簿システム及び就学援助システムを活用することにより、事務処理の
効率化を推進する事業である。
　平成17年度の学齢簿システム、平成20年度の就学援助システム導入やその後のシステム改修を通して、業務に要する人員
を減らすとともに、これまでの手作業に比べミスが少なくなる等業務の効率化に大きく寄与している。
　学齢簿システムおよび就学援助システムの開発業者、改修業者、保守管理業者が全て同じとなっており、特定業者への過
度な依存（ベンダーロックイン）が見られる。学齢簿システムは、平成17年の開発に約470万円の費用が発生しているが、平成
20年の就学援助機能の追加で約1,200万円、その後のシステム改修等で平成22年に約1,000万円、住基法改正に伴う平成24
年の改修で600万円以上の費用を計上している。また、同システムの保守管理も毎年150-400万円ほどかかっている。平成17
年度の学齢簿システム開発において、提案依頼書（RFP）により開発業者を決めた経緯があるが、ベンダーが当初の開発費を
抑えて受注し、その後の改修や保守管理で回収することも想定した上で、提案依頼書を作成していれば、特定業者への過度
な依存を防止することは十分に可能である。平成27年度にOSのアップグレードに伴い、両システムの更新を予定している。シ
ステムの改修や保守管理、機器賃貸借等を含めた全体的な構想、計画を示し、トータルでコストを抑え、より効率的なシステム
を構築するよう着実に準備を進めていただきたい。また、本システムは、重要な個人情報を扱う事業であることから、効率化を
進める一方で、システムを利用できる職員、端末を明確に定め、引き続き情報管理には十分配慮されたい。また、今後の情報
システム調達においては、教育委員会システム構想検討委員会での議論を踏まえて、本件と同様の事象が起きないように細
心の注意を払われたい。
　本事業は平成17年度より始まっているにもかかわらず、これまで内部評価がなされてこなかった。システムの導入以降も、シ
ステムの保守管理やシステム機器賃貸借により、毎年数百万円を支出する重要な事業である。システムの稼働状況や、使い
勝手、効率化への寄与等について毎年評価を行い、PDCAサイクルに則り事業を実施するよう徹底されたい。また、これまで
行ってきた事業内容についても、システム導入がどのような影響や効果を与えたのか、例えばシステム導入前にかかっていた
該当事務の人件費と比べ、システム導入後の該当事務にかかる人件費がどれだけ削減されたかなど、コスト削減の程度を
遡って検証し、今後の参考にしていただきたい。
　学齢簿システムの登録者数である「5月1日現在児童生徒（数）」は、適切な活動指標とはいえない。日々の業務に同システ
ムがどれだけ利用されているかといった観点から、活動指標案として「学齢簿システムの年間利用件数」を提案したい。同シス
テムの利用者は少人数に限定されており、指紋認証等により厳格なアクセス制御が行われていることから、利用件数の把握
は十分に可能と考える。月間の利用件数推移等を把握することで、業務やシステムへの負荷を平準化し、より効率的・効果的
なシステム運用を目指すこともできる。

整
理
済

　活動指標について、日々の
業務に同システムがどれだ
け利用されているかといった
観点から「システム年間利用
件数」を追加する。

20 Ｂ

　スポーツ振興センターへの児童生徒の学校管理下での事故等に対する給付保険であり、掛金の半額を市が負担することは
妥当と思われる。しかし、掛金の現金徴収を教員が扱っており、負担軽減のためにも、料金徴収、給付等の事務の効率化が
必要と思われる。
　なお、保険給付申請状況等を分析する事により、事故発生情報の把握が可能となる。分析結果を教育現場にフィードバック
し、安全対策に生かす仕組みを確立していただきたい。

整
理
済

　平成２２年度より、スポーツ
振興センターの「災害給付オ
ンライン請求システム」を利
用することで、請求から保護
者への支給までの期間が、
約３ヶ月から２ヶ月へと短縮さ
れた。事故発生情報につい
ては、分析結果をセンターの
ホームページや養護教諭部
会にて情報提供し、安全対
策の参考となるよう指導を
行っている。

20 Ｂ
　学校保健法に基づき、学校に校医・歯科医・薬剤師を配置する事業で、市の医師会、歯科医師会、薬剤師会からの推薦を受
け、委嘱している。校医等の職務は「執務状況調査一覧表」で報告を受けているが、医師会等ともさらに連絡を密にし、今後と
も校医等推薦にあたっての協力を継続的に得て、児童・生徒の健康管理に資していただきたい。

整
理
済

　学校保健安全法に基づき
実施しなければならない事業
であり、各学校に学校医、学
校歯科医及び学校薬剤師を
配置し、児童生徒の健康管
理を行っている。

20 Ｂ

　教職員の健康管理は特に重要であるが、定期的な健康診断や特定健康診査結果を一元管理し、健康管理に役立てる情報
管理の仕組みを作り、健康状況の分析に取り組まれることを期待する。
　なお、メンタルヘルス面での取組については、産業医とも連携し、制度や仕組みにこだわらず、身近で信頼関係のある者に
相談できるようにするなど、積極的な対策をしていただきたい。

整
理
済

　学校保健安全法等の法令
に基づき教職員定期健康診
断を継続し実施している。ま
た、各学校には、健康管理医
を配置しておりメンタルヘル
スに係る対策も整備してい
る。さらに、管理職や衛生推
進者を対象にメンタルヘルス
に係る講演会を開催し、自校
の教職員の対応に役立てる
よう指導を行っている。

20 Ｂ

　心臓健診、検尿、検便、結核等の健診・検査を行う事業である。児童・生徒の健康管理は家庭の義務であり、定期健診を学
校として実施すべきかどうかという議論もあるが、疾病の早期発見に寄与している面もあり、保護者と協力して早期発見治療
に努めていただきたい。これらの健診結果を効率的に管理するシステム化を検討し、検査結果等を分析し、専門家の協力を得
て、予防対策につなげることを検討いただきたい。

検
討
中

　学校保健安全法に基づき
定期健康診断等を実施、児
童生徒の疾病の早期発見、
早期治療に努めている。ま
た、各学校においては、学校
保健委員会を位置づけ、そ
の中で、学校医等の助言指
導受け、予防対策に努めて
いる。
　今後は、市全体としての分
析を可能とするため、システ
ム化を検討したい。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
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516
学校活動支
援事業（学
務課）

学
校
教
育
部

学
務
課

- -

〔目的〕
　児童・生徒の課外活動や各種学校
活動への支援、特別支援学校の教育
振興への支援事業を推進し、保護者
の経済的負担を軽減する。
〔手段〕
　課外活動等へ補助金を交付する。

高 高 高 高 Ａ

　課外活動等に対する教育振
興への支援事業である。今後も
補助金の適正な交付と有効な
活用を図り、事業を継続する必
要がある。

現状
維持

①②・実績報告等により成果を
確認する。・林間学校等開設補
助金については、校長会・教頭
会等の実施意向を確認する。

517
小・中学校
就学援助事
業

学
校
教
育
部

学
務
課
S32 -

〔目的〕
　経済的理由により就学困難と認めら
れる学齢児童生徒の保護者に対して
就学費用の一部を助成し、保護者の
経済的負担を軽減する。
〔手段〕
　学用品費、通学用品費、修学旅行
費、学校給食費、医療費、新入学児
童生徒学用品費等を支給する。

高 高 高 高 Ｂ

　昨今の経済状況から、就学援
助事業の重要性が高まり、全
児童生徒数における申請件数
及び認定者割合の増加が見込
まれる。経済的困難な学齢児
童生徒の保護者へ適正な周
知・援助を行うことが課題であ
る。

検討・
見直し

①②学校とより連携を図り、制度
を必要としている保護者に対して
周知が適正に行われるようにす
る。

518
学区審議会
運営事業

学
校
教
育
部

学
務
課
S47 -

〔目的〕
　市内小・中学校の将来の児童・生徒
数を見据え、適正な通学区域を設定
する。
〔手段〕
  越谷市教育委員会の諮問に応じ、
学区編成に関し必要な調査及び審議
を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　継続的に審議・協議していく
必要性の高い事案も存在する
ことから、庁内組織である検討
会の活用を図り、当該審議会
の活動をより活性化していくこ
とが必要である。

検討・
見直し

①庁内組織での検討内容をより
慎重かつ迅速に審議・協議がに
図られるよう、課題となる部分を
的確に捉えた活動（審議）を推進
していく。
②児童生徒のより良い教育環境
の形成、継続、推進のため、当
該審議会が形骸化しないような
取り組みを図っていく。

519
臨時教職員
配置事業

学
校
教
育
部

学
務
課
H12 -

〔目的〕
　重度の障害のある児童・生徒の学
校生活への支援、並びに外国人児
童・生徒への日本語指導の支援など
のために市費で配置し、児童・生徒の
学校生活の充実を図る。又、欠員補
充等の臨時的任用教職員の配置時
に県の任用決定までの一定期間、市
費による任用を行い、担任が不在の
状態を軽減し、学校運営の円滑化を
図る。
〔手段〕
　市費による臨時的任用教職員、特
別支援教育支援員、日本語指導員の
配置

高 高 高 高 Ｂ

　障害のある児童・生徒の就学
が増えており、引き続き特別支
援教育支援員の配置をすると
ともに、配置日数及び時間の延
長を検討する必要がある。

検討・
見直し

①②更なる制度の充実に向けて
検討していきたい。

520
学校教育団
体支援事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　越谷市立小中学生の体力、運動技
能の向上と健康の保持増進を図り、
運動・スポーツに対する興味関心を高
めるとともに、競技力の向上を図る。
また、小中学校教員の体育・保健体
育科の指導力向上を図る。
〔手段〕
　各種団体に補助金を支援し、運営
の活性化を図る。

高 高 高 高 Ａ

　中･長期的にみると、若い教
員が多く採用されており相互研
修の場をさらに拡充する必要が
ある。

現状
維持

①補助金の在り方を見直した結
果、平成２５年度から「奨励的な
事業費補助」の形態に移行した。
②平成２７年度の中核市への移
行も視野に入れながら、学校教
育団体を総合研修の場として、
一層機能させるための方策につ
いて具体的に検討する。当支援
事業を通じて、学校教育団体をさ
らに育成し、教職員研修の補完
的機能を担わせる。
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18 Ｂ
　児童・生徒の課外活動や各種学校活動への支援の意味から事業の継続は必要である。補助金交付後のフォローを確実に
行う必要がある。また、林間学校等開設費補助金については、現地実地調査の結果を学校間で共有するなどして、補助した
事業の成果を効果的に活用することを望む。

整
理
済

　特別支援学校負担金につ
いては、県の方針により各特
別支援学校教育振興会組織
が解散となったことから、平
成23年度で事業を終了した。

22 Ｂ

　経済的な理由により、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学用品費、通学用品費等の就学費用の一部
を助成し、保護者の経済的負担を軽減する事業である。
　就学援助は景気低迷等の影響から利用者が全国的にも増加傾向にあり、今後も増加するものと見込まれる。利用者が増加
すれば、それだけ予算の確保が必要になってくるが、他の支援施策と重複する場合は支給額を調整したり、支給基準を厳格
化するなどの対応も検討していただきたい。
　また、支給を逸してしまい、不公平がないように、事業の周知徹底に心がけていただきたい。さらに、今後も関係各課と連携
をとり、適切に事務事業を執行していただきたい。

整
理
済

　就学援助費の周知方法に
ついては、年度当初に学校を
通じて保護者にリーフレットを
配布し、広報、ホームページ
に掲載するなど、継続して情
報提供をするよう努めるとと
もに、途中転入者へも周知徹
底を図った。

23 Ｂ

　学区審議会は越谷市立小中学校学区審議会条例に基づき、設置されている組織である。越谷市教育委員会の諮問に応じ
て、学区編成に関し必要な調査及び審議を行う。学校規模の適正化、児童生徒の通学の安全のため、学区改正は避けて通
れない課題であり、継続して実施していく事業と言える。
　予算額に関して、過去の平成19年度から平成22年度までの間、いずれの年も決算額が予算額を大きく下回っており、予算配
分の適正化が求められる。予算額と決算額に差が生じないように見通しの仕方について改善を要する。予算決定の手法につ
いて、他の自治体の例を参考にされたい。
　人件費に関しても、会議の回数が少ないにもかかわらず、事業費に対して人件費の割合が非常に大きく、議事録作成等一
部業務については臨時・非常勤職員の活用等も含めた改善の余地がある。
　通学区域については、学校の適正規模をはじめ、通学距離、通学路の安全確保、学校の収容人数などを考慮し、保護者や
市民の意見を踏まえて決定する必要がある。学区の変更は、児童生徒が遠距離通学になるなど負担を強いるだけでなく、保
護者に及ぼす影響も大きいことから変更区域の保護者の意見を十分に聞き、理解を得られるような体制づくりを検討された
い。
　審議会の主な議案は学区の変更について協議することであるが、平成21年度のように学区審議会が開催されなかった年度
もあったことから、学区変更協議がない場合でも、関連する課題の解決に向けて審議会で議論していただきたい。審議会の活
性化に向けて、審議会の中で協議する事項を提案するために庁内で組織する検討会を設け、議論するような体制にしたこと
は評価できる。今後は学区審議会が形骸化せずに、活性化することを期待したい。
　成果指標に見直された通学区の保護者に対し、アンケート調査を実施して満足度の把握を行い、「保護者の満足度（見直し
た通学区）」を指標として検討されたい。また、適当な距離を安全に通学できるような配慮がなされたかどうかを検証するため
「遠距離通学者」の追加も併せて提案したい。

整
理
済

　会議録作成業務について
は、実施機関が作成を行い
一定の成果を上げることがで
きた。また、児童生徒及び保
護者への意向調査について
は、調査項目及び実施方法
等について検討・協議をして
おり、早急に実施できるよう
努める。

19 Ｂ
　学校側の教職員配置状況、児童の在籍状況等により、臨時教職員を配置する当該事業は、不可欠といえる。
　しかしながら、重度障害児対応の補助員配置による市費負担増が課題となっている。
　市費負担を軽減すべく、保護者への協力、理解を促すとともに、県費負担を要望することも考えられる。

整
理
済

　児童生徒の状況等により臨
時教職員の配置を拡充し、
併せて各学校からの支援員
の配置要望に応えるために
予算の拡充を図っている。ま
た、支援員配置要請のあった
学校の状況を精査し、指導
課教育相談との密接な連携
のもと、特別支援教育支援員
の適切な配置に努めている。

16 Ｂ
　活動結果指標、成果指標として当事業の妥当性、効率性、有効性を表す指標を設定する必要がある。例えば、体力向上の
相対的比較等。補助金単価の妥当性について検証していただきたい。

整
理
済

　成果指標を見直し、体力向
上の数値目標を設定した。補
助金単価の妥当性について
は、年度末の指導課の担当
者による監査によって、その
妥当性を厳しくチェックしてお
り、毎年見直しを図っている。
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521
環境教育推
進事業

学
校
教
育
部

指
導
課
H23 H27

〔目的〕
　児童生徒一人一人が、地球温暖化
などの環境問題を自らの問題として
認識し、将来にわたり安心して生活で
きる持続可能な開発を行う社会の実
現に取り組むための教育を推進す
る。
〔手段〕
　各小学校のビオトープや学校周辺
の自然環境を活用した環境教育を推
進するための指標生物調査プログラ
ムの作成を委託するとともに、作成さ
れたプログラムを活用して体験学習を
推進するために学校ビオトープの状
況を診断し、適切な環境とするための
整備作業計画を委託する。

高 高 高 高 Ｂ

　越谷生物多様性子ども調査
の実施については、学習成果
をあげるため、専門家による学
習支援を行っているが、支援回
数が限られており、期待される
成果がどこまで得られるかが課
題である。今後、教職員のみに
よる指導により同等の成果を得
るための方策の検討が必要で
ある。環境教育コンテンツ公開
は今年度の目標を５０％とし、２
７年度に１００％となるよう進め
ていく。

検討・
見直し

①越谷生物多様性子ども調査の
取り組みを平成２６年度は小学
校２４校、２７年度に３０校に拡大
していきたい。そのため専門家に
よる学習支援のための予算を要
望していく。また、平成２５年度実
施予定のない小学校においては
実施のための環境整備および実
施方法の指導を環境教育研修会
を中心に指導していく。　
②越谷生物多様性子ども調査の
成果については「越谷の環境教
育」のホームページ上で公開して
いるが、それらをさらに整理・分
析し、地域住民等がその保全に
関する意識・知識を向上させるた
めの方策を確立する。

522
外国語指導
事業

学
校
教
育
部

指
導
課
S63 -

〔目的〕
　グローバル化が進む世界で、国際
社会の一員としてその役割を果たせ
る児童生徒の育成を目指し、国際社
会で信頼され、発展に貢献できる児
童生徒の育成を推進する。
〔手段〕　
　国際交流等を進めるうえで、有効な
ツールとなる英語教育を推進し、業務
委託(派遣）により語学指導助手
（ALT)を学校に配置する。市内小中学
校に27名のALTを配置し、英語の授
業（小学校外国語活動）、総合的な学
習の時間等の指導に従事する。小学
校と中学校の英語教育の連携を推進
し、コミュニケーション能力の育成や国
際理解教育の充実を図る。

高 高 高 高 Ａ

　①派遣会社との契約を見直
す。
②越谷市の学校教育に柔軟に
対応でき、日本人教員とともに
授業を充実させることのできる
質の高いALTの確保に努める。

現状
維持

①文科省も英語教育強化推進を
図り、学校では英語教育の一層
の充実が求められている。授業
の活性化を図るため、ALTの効
果的な活用を推進する。
②越谷市の児童生徒のコミュニ
ケーション能力向上や国際理解
教育推進を図るため、教育計画
の改善を図る。

523
小・中学校
備品等整備
事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　特別支援学級在籍児童生徒の社会
的自立に向けた指導に活用する備品
を購入し、指導の充実を図る。また、
通級指導教室に通う児童の指導の充
実を図る。
〔手段〕
　指導に必要な備品を購入し、効果的
な指導を行う。

高 高 高 高 Ａ

　本市の特別支援学級在籍者
数は年々増加の一途をたどっ
ている。毎年、新設や増設を続
けている現状があるなか、特別
支援学級の備品を購入し、教
育環境を整えることは、教育の
平等性を保つ上で欠かせない
ことである。

現状
維持

①平成26年度も特別支援学級の
新設及び増設が見込まれる。特
別支援学級の備品購入を計画的
に進めることを通して、教育環境
の充実を図ることを今後も実施
する。
②今後も60学級を超える特別支
援学級及び通級指導教室の維
持が求められる。備品整備を進
め教育環境の充実を図る必要が
ある。
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24 Ｂ

　各学校において、身近な自然を活用した指標生物の生息状況調査や環境保全体験活動に取り組むとともに、学校のビオ
トープの環境整備を行い、環境教育を推進する事業である。これまで、各学校では電気、水道の使用量削減、ペットボトルの
キャップの回収、グリーンカーテンの育成等のエコライフ活動や、市内環境教育関係施設の活用を通して、環境教育が行われ
てきた。これに加え、平成23年度より当事業が開始され、小学校のビオトープを整備し、身近な自然環境を活用した環境教育
が新たな柱として展開される。児童、生徒が環境問題を自らの問題として認識する上で必要な事業である。
　平成24年度から12校の小学校でビオトープ等の自然を活用して、トンボの生息状況を調査し、調査結果をホームページで発
表する取り組みが始まった。年間8時間の授業の内、4時間は専門家による授業支援を受けることができるが、今後は教職員
のみによる指導によっても同等の成果を得ることが期待される。教職員への定期的な研修を今後も継続して行うことが求めら
れる。また、近隣の自然を用いて学習を進める学校もあることから、地域の方のサポートを得ながら地域の環境への理解を進
めるよう工夫されたい。
　他市では、児童だけでなく、地域の人々の環境への意識を啓発するため、ビオトープの整備を行う際は、企業から資材の提
供を受けたり、PTAや地域の自治会等、多様な関係者に協力を求めている事例もある。学校だけでなく地域住民を巻き込んで
環境問題に取組むことが可能になり、コストの削減も実現できることから参考にしていただきたい。専門講師の派遣や、企業の
協力などは、埼玉県で「埼玉県環境アドバイザー」「環境学習応援隊」「埼玉県環境教育アシスタント」などの制度を設け、県や
企業が費用負担していることから積極的に制度を活用されたい。
　また、ビオトープは定期的に手をかけなければ、整備から数年もすると荒れ放題となってしまう等、維持管理が課題である。
維持管理を行うのは担当教職員というケースが多いが、教職員の負担が大きいことから、PTAや地域住民にも協力を依頼す
る等、継続して学習素材、遊びの場として活用できるよう、整備する際にはその後の維持管理のあり方についても配慮された
い。
　委託業者の選定について、平成23年度に委託した「指標生物調査プログラム作成」業務は、「KIKYO」という環境の指標の概
念を活用して学習プログラムの作成することを仕様としたところ、要件を満たす企業が一社のみであったが、次年度以降は今
年度の実施結果を基に業務委託に必要な情報を積極的に開示して、複数の企業による公正な競争環境を整備されたい。
　将来的には、本事業を通じて専門知識を獲得した教師や地域住民が中心となって、委託事業の一部を実施できるようになる
ことが望ましく、そのための成果目標も検討されたい。
　成果指標については、「整備実施校数」をビオトープの「整備実施率」とされたい。
　また、教職員や児童生徒にアンケートを実施するなどして、本事業の環境教育への寄与について検証されたい。

検
討
中

　学校ビオトープの整備に際
し、おやじの会等に要請して
協力を得られた学校がある。
学校の環境整備を通して地
域の人々の環境への意識を
啓発することができた。

18 Ｂ
　国際理解教育の推進の立場から、英語によるコミュニケーション能力の向上は、必要な事業である。ＪＥＴによる招致期間満
了後、順次委託化に切りかえ、経費削減を実施されている方針は継続していただきたい。一方、教育現場でのトラブル回避の
ため、委託内容を要求仕様として明確化し、委託業者の管理を徹底することを望む。

整
理
済

　委託会社に対して、具体的
な研修内容とALT資質の項
目を仕様に明確化した。授業
でALT活用するほか、ALTと
の研修会を実施し、学校にお
ける外国語活動・英語教育
の推進が図られた。

22 Ｂ

　特別支援学級の児童生徒に、社会的自立に向けた効果的な指導を行うために必要な備品を購入するための事業であり、通
級指導教室に通う児童の指導充実を図る。
　教育環境の充実を図るため、教材・教具の更新をはじめ新たな教育内容や指導方法にあった教材・教具の整備を今後も継
続する必要がある。
　「備品のライブラリー化」という表現が分かりにくいので、「備品の共用化」など市民に分かりやすい言葉への変更を検討して
いただきたい。
　事業名が普通学級の児童生徒用の備品と思われてしまうので、特別支援学級の児童生徒用の備品と分かるように事業名
の工夫が必要ではないか。
　教材、教具は学校内・学校間で出来る限り共有化し、コスト削減を図ってもらいたい。また、各学級がどんな種類の教材を所
持していて、いくつ存在するのか、備品の効率的な管理をし、適正な維持管理を今後も望む。

整
理
済

　特別支援学級等設置の備
品を有効活用するため、その
共有化を図るためにも各校
が保有している特別支援学
級の備品一覧を集約し、配
付を行い、活用の幅を広げ
る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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524
学校系ネッ
トワーク運
用事業

学
校
教
育
部

指
導
課
H19 -

〔目的〕
　急速に進展する情報社会をふまえ
て小･中学校全児童生徒の情報活用
能力を向上させるとともに、授業での
日常的なコンピュータ機器等の活用
によって子どもたちの思考力･判断力･
表現力を高める。そのために、教育セ
ンターを中心に各学校を結ぶ学校系
ネットワークにより、教職員のＩＣＴ活用
能力の向上と校務の効率化、共有化
を図る。
〔手段〕
　コンピュータ機器等の賃貸借による
整備とその活用

高 高 高 高 Ａ

　新たなネットワーク機能や学
校系パソコンからのホームペー
ジ作成機能が導入され、教職
員がこれらの機能を有効に活
用できるように研修会を充実さ
せていくことが課題である。

現状
維持

①パソコンの入れ替えに伴う、グ
ループウエア機能、週案作成機
能、ホームページ作成機能など
の活用に向けて、ＩＣＴ活用研修
会の充実に取り組んでいく.。教
職員のセキュリティに対する意識
を向上させるためにセキュリティ
研修を充実させ、個人情報漏洩
事故防止に取り組んでいく。
②教育センターを中心に各学校
を結ぶネットワークにより、教職
員のＩＣＴ活用能力の向上と校務
の効率化、共有化を図る。

525

小･中学校
教師用指導
書等整備事
業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　新学習指導要領の実施及び教科書
の採択替えに伴い必要とされる教師
用指導書及び教材等を配布し、質の
高い教育の均一化を図る。
〔手段〕
　教師用指導書及び教材等の配布

高 高 高 高 Ｂ

　小学校においては、新学習指
導要領全面実施に伴い、平成
２３年度で一括整備を実施した
が、平成２４年度以降は複数の
学年で使用する教師用指導書
等の整備や、学級の増加に伴
う微調整を、継続的に行ってい
く必要がある。

検討・
見直し

①中学校における教員の増加
や、少人数学級の設置等を踏ま
え、教師用指導書・教科書の整
備を進める必要がある。また、小
学校における学級の増加を踏ま
え、教師用指導書・教科書の整
備を進める必要がある。
②教科書の採択替えは原則４年
毎に実施されるため、採択替え
に合わせて実施する一括整備
と、一括整備後の継続的な補充
が必要である。そのため、これに
対応できる整備計画について検
討を行う。

526
学校図書館
運営活性化
事業

学
校
教
育
部

指
導
課
H22 -

〔目的〕
　小中学校に図書館司書（司書補）の
有資格者を配置し、学校図書館運営
ボランティア等との連携による読み聞
かせや環境整備等を通じて、学校図
書館の利用活性化を図る。　
〔手段〕
　越谷市教育委員会において１２名の
図書館司書（司書補）の有資格者を雇
用し、小中学校に学校図書館支援員
として配置する。

高 高 高 高 Ａ

　学校図書館支援員の配置に
より、読み聞かせ等の読書活
動が活発化するとともに、学校
図書館管理システムのリプレー
ス時期とも重なり、図書管理の
作業にも大きく貢献した。雇用
形態の変更によって各配置校
への複数年勤務も可能となり、
いっそう計画的な支援が期待で
きる。

現状
維持

①市内全小中学校への配置を継
続していく。
②学校図書館支援員を非常勤一
般職員として雇用したため、安定
した雇用が可能となった。今後、
長期的な配置計画と資質向上の
ための研修計画を策定する。

527
日本伝統文
化推進事業

学
校
教
育
部

指
導
課
H10 -

〔目的〕
　越谷市立小中学校における日本の
伝統文化に係わる教育の充実を図
る。
〔手段〕
　必要な学校に対し、日本伝統文化
の各指導種目に関して専門的な実技
指導力を備えた者を派遣する。

高 高 高 高 Ａ

　本事業により指導者の派遣を
受けた各小中学校のクラブ及
び部活動が、いずれも平成２４
年１０月４日に開催した「第２０
回越谷市小中学校日本文化伝
承の集い」に参加しており、大
きな成果を挙げているといえ
る。

現状
維持

①②学習指導要領改訂に伴い、
伝統や文化に関する学習の充実
が求められている。日本伝統文
化講師と連携を密にし、内容の
いっそうの充実を図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ａ

　コンピュータ機器等の賃貸借による整備により、授業で日常的にコンピュータ機器を活用することで子どもたちの思考力、判
断力、表現力を高める。また、教職員のICT活用能力の向上と校務の効率化、共有化を図る事業である。
　平成19年度の当該ネットワーク運用開始以来、利用者である市内小中学校教職員に対し、継続的に情報セキュリティ教育を
実施し、情報漏えい事案が皆無である点、また、コンピュータウィルス発生件数も激減している点など、市内小中学校教職員
全体の情報セキュリティ意識の底上げに継続的に取り組んでいる具体的な事象として評価したい。
　また、学校系ネットワークの稼動により、教材、指導案の共有化が図られ、優れた教材、指導案を市内小中学校のすべての
教職員が情報共有し、活用することができることを評価したい。
　さらに、グループウェア機能を活用し、ペーパーレス化、校内外の先生との情報交換等を行い、事務の効率化に積極的に取
り組む姿勢を評価したい。
　活動結果指標として、ネットワークを活用した「教材の相互利用件数」「授業の実施回数・受講生徒数」「授業を実施できる教
員数」「教職員のITスキル向上を目指した研修実施回数・受講教員数」なども検討されたい。
また、成果指標として、生徒や教員自身によるIT習熟度・IT活用度に関する自己評価などを検討されたい。
　今後は埼玉県内でも先進的な学校系ネットワークを活用して、一層の校務の効率化等を推進されたい。この結果、さらに教
職員が子どもたちと向き合う時間も増え、質の高い教育活動につながるものと考えられる。また、今後はネットワーク活用によ
りどれだけの成果を上げたかをより具体的に保護者、子どもたち、教育関係者、市民等にわかりやすく示すことが重要である。
今年度以降、より成果を上げるための実効性のある施策に期待したい。

整
理
済

　平成24年度に学校系ネット
ワーク関係機器のリプレース
を行い、効率的なソフトウエ
ア及びハードウエアの整備を
行った。教職員対象のソフト
ウエアの有効活用を図る研
修会やICT活用研修会及び
セキュリティ研修会を充実さ
せる。

25 B

事業概要
本事業は、小・中学校における4年ごとの新学習指導要領の実施及び教科書の採択替えに伴い、教員の効果的な指導を通じ
た教育内容の水準確保に必要とされる教師用の指導書、教科書及び教材を配布するものである。
必要性
本事業は、定期的に行われる新学習指導要領の実施に合わせて、その改定に伴う指導内容を教員が的確に理解して効果的
な教育を実施するために、教師用の指導書、教科書及び教材を配布するものである。これは法律等により求められているもの
ではないものの、同様の取組はほぼ全ての自治体において実施されているものである。また、教員を務めた経験のある市職
員によれば、この教師用の指導書、教科書及び教材は、新学習指導要領の実施において必要不可欠なものであり、その配
布・活用は、教育水準の確保、効果的な教育の実施において必須のものであるとのことである。この点を踏まえると、市の教
員等に確認したものではないが、本事業の必要性は高いものと判断できる。
効率性
本事業は定期的な新学習指導要領の実施のタイミングにおいて、必要となる指導書等を発注し、購入・配布するものである。
配布は委託により配送事業者が行っている。現在の評価表では、正規職員の人工が0.24の水準となっており、これは新学習
指導要領の実施の有無に関係なく提示されているが、この水準は取組内容によって変化するものと考えられる。人工0.24の業
務内容を精査した上で、より効率的な業務運営のための実施方法の見直しや、職員配置等を見直すことが必要である。また、
本事業は正確さと業務運営の効率性を高めることが求められるものであることから、継続的に業務運営を改善していくことが
必要である。
有効性・成果指標
本事業は、指導書等を定期的に配布することが目的である。現在、成果指標は「整備率」となっているが、より厳密には「予定
通りにミスなく配布された指導書等の数、割合」といった指標の方が適切である。
また、指導書等は教員にとって不可欠のものであるとはいえ、それを定期的に確認することや、活用の状況・実態等を明らか
にすることも必要と思われ、そのためには学校長、教員に対するアンケート、聞き取り等を、配布から一定期間後に実施する等
の工夫も必要である。
活動指標
現在の評価表では、「配布小中学校数」となっているが、この指標では実績に変化がなく活動の実績を測るものとしては適当
ではない。例えば、「配布作業（決められた冊数を期日通りに配布業者に委託する作業）の対応率」「学校等との事前協議の回
数」といったものが候補になると考えられる。
その他
本事業は新たに市総合振興基本計画に位置づけられたようであるが、本事業は最低限度の教育内容・水準を確保するため
に、より高度な教育を目指す取組の前提となるものとして理解・認識されるべきである。その意味では、本事業は計画での位
置付けのある／なしに関わらず実施すべきものであり、基本計画上においては、越谷市ならではの、教育内容、質の向上を図
るべく、施策体系に基づいた取組をより重視すべきである。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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528
伝統芸術鑑
賞事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　我が国の伝統や文化について正しく
理解し、日本人として日本の伝統文化
をしっかりと受け継ぐことが国際化の
時代を生きる児童･生徒にとって大切
である。伝統芸能である「能」を鑑賞
し、体験することにより、日本古来の
文化や歴史を感じ、小学生の豊かな
心を育てることにつながる。
〔手段〕
　こども能楽劇場を越谷コミュニティセ
ンターで開催する。事前にテキストを
各校に配布し、興味関心を高め、意欲
的な鑑賞態度を育成する。また、代表
児童をステージに上げ、会場の児童と
ともに能の謡を体験させる。

高 高 高 高 Ａ

　平成２４年度で２３回を重ね、
多くの児童が伝統芸術（能楽）
を鑑賞してきた。さらに体験的
な活動を充実させることにより、
一層の成果が期待される。

現状
維持

①②学習指導要領改訂に伴い、
伝統や文化に関する学習の充実
が求められている。体験活動の
充実により、学習効果を高めるこ
とが期待できるので、実施方法を
工夫していく。

529
副読本等整
備事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　体育、道徳、小学校社会科の副読
本を児童生徒に配付し、授業におけ
る教材としてこどもの主体的な学習活
動を推進する。
〔手段〕
　児童・生徒に、道徳、体育実技の副
読本を配付する。また「わたしたちの
越谷」を作成し、副読本として児童に
無償配付、授業において活用する。

高 高 高 高 Ａ

　社会科副読本「わたしたちの
越谷」の作成にあたっては、入
札により印刷業者を選定する
際のデータ移行について考慮
することで、一層のコスト削減
が期待できる。また、農作業等
の季節が限られる写真等も必
要になるため、年間を通じた計
画的な取り組みが必須である。

現状
維持

①各校の児童生徒数を正確に把
握し、過不足のない購入・配布を
行う。また教師用指導書の購入・
配置を進めることで、指導に対し
て一層の支援を行う。
②道徳の教科化が実現された場
合、道徳副読本費が不要となり、
検定済み教科書の無償給与が
実施されることが予想されるた
め、今後の動向に留意した上で
購入計画を策定する。また社会
科副読本「わたしたちの越谷」の
作成にあたっては、内容をさらに
検討するとともに、長期的な編集
計画を策定する。

530
教育相談事
業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　専門的知識や経験豊富な相談員に
よるカウンセリングや発達相談などを
行うことで、幼児、児童生徒の健全育
成を図るとともに保護者の支援を行
う。
〔手段〕
　越谷市教育センターにおいて、来所
相談、電話相談を受け付け、相談活
動を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　相談件数がこの3年間、4０００
件を越えており、その内容も広
範囲かつ複雑化している。それ
に対応できる専門性を持った質
の高い相談員・指導員をいかに
確保するかは、毎年の課題で
ある。

検討・
見直し

①適応指導教室に配置している
「学び総合指導員」を今後中核市
を迎えるにあたって最終的に2名
増員し、その専門性を活かした
学校支援の充実を目指す。
②子どもの悩みや不安、課題へ
の支援を充実させていく。そのた
めに必要な人材を確保し、質の
高い相談を維持する。

531
学校応援団
推進事業

学
校
教
育
部

指
導
課
H22 -

〔目的〕
　学校・家庭・地域が一体となって子
どもの育成を図り、「学校応援団」の
活動をとおして学習活動、安全確保、
環境整備などのボランティアとして保
護者や地域住民の参加を積極的に進
め、学校応援団の活動の充実を図
る。
〔手段〕
学校応援団づくりの推進のために学
校応援団づくり推進委員会を開催し、
学校の学校応援団担当者と学校応援
コーディネーターを一堂に会して情報
交換、実践発表、講演会等を行う。

高 高 高 高 Ａ

　平成２３年度から市内全小中
学校で学校応援団が設置さ
れ、平成２４年度においては、
各学校でそれぞれ特色ある取
組が展開された。しかし中学校
においては設置時期が小学校
に比べ遅いことから学校応援
団活動のノウハウの蓄積が少
ないようである。今後、中学校
における学校応援団の活性化
に向け、学校応援コーディネー
ターの養成などが課題となる。

現状
維持

①学校応援団の活動のいっそう
の充実に向け、学校応援コー
ディネーター養成が必要である。
小中連携の視点を重視した学校
応援コーディネーター交流会を開
催することで、小学校の活動のノ
ウハウを中学校の活動に生か
し、全体として活動の充実を図
る。
②国・県の補助金が毎年減額の
方向にある。本事業を安定的に
遂行するため、国・県の補助金
の額に関わらず、市の事業として
安定した予算を確保する。
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18 B
　市の資産である能楽堂を有効活用した事業であり、日本の伝統芸術への関心を高めるためには必要な事業である。例年実
施している事業であるので、企画や計画の方法をマニュアル化するなど、事務の一層の効率化を推進していただきたい。

整
理
済

　今年度も小学生の能体験
コーナーを設けるなど、事業
の充実を図っている。企画・
計画については、担当者が
変わってもスムーズに引き継
げるよう、計画書以外に、細
部に関する文書を残し、活用
している。

20 Ａ
　現役の先生方の参加による市独自の副読本の編集活動は、評価に値する。
今後は、独自に編集する副読本と、一般に出版されている教科書を活用するものとを授業の科目によって見極め、副読本編
集にかける作業の効率化も検討する必要がある。

整
理
済

　購入・配付の方法を工夫す
ることで、効率的かつ効果的
な活用を図る。

21 Ｂ

　本事業の目に見える成果としては、不登校児童・生徒数の削減があげられる。市では、不登校の定義を30日以上連続して
欠席した場合としているが、小中学校合わせて、平成19年度には360名であったが、平成20年度には288名に減少している。さ
らに、本年度においては87名が登校するようになり、最終的な不登校児童・生徒数は77名と激減している。
　不登校対策としては、①不登校を未然に防止する方策と、②すでに不登校になった児童・生徒を復帰させる方策の2つが考
えられるが、本事業においては、双方の役割を果たしている。
　成果指標の相談員稼働率の今年度の目標は100%となっており、まったく、ゆとりがない状況である。あまりにも、忙しすぎると
適切な相談ができなくなる可能性がある。世の中に不安定要因が増加している今日、児童・生徒や保護者による相談は増え
ることはあっても、減ることはないと予想される。その意味では、80%～90%程度の稼働率で計画できる程度の相談員やカウン
セラーの配置が必要であると考える。

検
討
中

　児童生徒や保護者にとって
身近に相談できる大人として
学校相談員の配置・活用に
は意義がある。小学生のころ
より、学校相談員のような「大
人に相談する」体験を重ねる
ことが、成長に伴い深刻な悩
みや課題が生じた際にも、適
切に人に相談しようとする態
度の育成につながると考え、
学校相談員を1名増員し、小
学校の訪問時間の格差をな
くした。

23 Ｂ

　学校応援団は、保護者・地域住民が学校における学習活動、環境整備、防犯活動などについて活動するボランティア組織で
ある。青少年の健全育成、人格形成に寄与するとともに、地域住民にとっても地域貢献、自己実現の場となっており、学校、地
域住民が相互にメリットがあり、相乗効果が生じている。近年では、学校の事務負担が増し、教員が多忙になったことで、児童
生徒一人一人にきめ細かな指導をすることが難しい状況に陥っている。そのため、学校応援団が学校に果たす役割は大き
い。
　学校応援団の中には図書ボランティアが存在するが、平成22年度までは図書ボランティアは別の事業として区別されてお
り、平成23年度から学校応援団の事業に組み込まれた。図書ボランティアは各学校に普及しており、その人数は増加傾向に
あり、現在では800名近くの方が活動している。業務内容として図書の貸出、返却や図書の台帳整理、データ入力事務等を行
い、学校応援団事業の中でも不可欠な活動と言える。他のボランティア活動と連携して、これまで培ったノウハウを活用し、学
校応援団全体としての活性化を図られたい。
　埼玉県教育委員会が推奨する「放課後子ども教室」と学校応援団の連携を図り、両事業が効率的に運営されるようにする必
要がある。例えば、ボランティアの連携として、学校応援団として登録した人を放課後子ども教室事業で放課後や週末の学校
で支援ボランティアとしても活動するように働きかけるなどの合理化を図りたい。
　今後の課題として、全中学校へ学校応援団の設置を進めたいとしているが、現在登録しているボランティアのモチベーション
を継続的に高め、学校応援団の充実を図ることも大切である。コーディネーター養成研修会、ボランティア養成研修会を実施し
て育成体制の充実を図っていただきたい。今後、中学校に学校応援団が設置された場合、同じ通学区内の小学校と中学校で
ボランティア同士による連携を図り、効率化に努められたい。
　また、学校応援団の活性化のためには、コーディネーターの果たす役割が非常に大きい。そのコーディネーターの数が学校
によってばらつきがあり、少ない学校では1名という学校もある。コーディネーターが1名の場合、コーディネーターに負担がか
かり、多様な活動ができない恐れがあるため、コーディネーターの数が少ない学校には市がアドバイスするなどフォロー体制
の充実を図りたい。
　事務事業評価表の平成23年度当初予算の人件費が0.00と記載されているため、適正な記載をお願いしたい。
　学校応援団は図書ボランティア以外にも地域見守りボランティア、読み聞かせボランティアなど多くのボランティアの方々に
よって構成されているため、活動指標は「図書ボランティア数」に限定するのではなく、「ボランティア数」に変更されたい。
　成果指標に「学校応援団設置小学校数」とあるが、平成22年度に全小学校30校において学校応援団の設置が完了し、目標
達成をしていることから、今後の課題である全中学校設置に向けて「学校応援団設置学校数」とした方がより適切である。成果
指標に「図書ボランティア組織校」とあるが、平成21、22年度実績ともに100%に達しており、指標を見直す余地がある。「学校満
足度」など、より効果を実証する指標を検討されたい。

整
理
済

　各校における学校応援団
活動のノウハウを市内全体
で共有化するため、冊子によ
る事業報告だけでなく、実践
発表会を開催することとし
た。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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部
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①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

532
校内系ネッ
トワーク運
用事業

学
校
教
育
部

指
導
課
H12 -

〔目的〕
　急速な情報社会の進展をふまえて
小･中学校全児童生徒の情報活用能
力を向上させるとともに、授業での日
常的なコンピュータ機器等の活用に
よって児童・生徒の思考力･判断力･
表現力を高める。
〔手段〕
　コンピュータ機器等の賃貸借による
整備とその活用

高 高 高 高 Ｂ

　ハード面としては、ICTを活用
した授業をより効果的にするた
めの条件整備をする必要があ
る。また、小学校の校内系機器
の入れ替えや大型テレビと一
体化したパソコンの台数を増や
すとともに、タブレット型端末の
導入が課題である。
　ソフト面では、ICTを活用した
授業づくりの研修会を充実させ
ていくことが課題である。

検討・
見直し

①普通教室でパソコンを使った
授業をより効果的に展開するた
めの設備の維持や強化を図って
いく。校内系ネットワークのデジタ
ル教材等をさらに有効活用でき
るように、ICT活用研修を充実さ
せていく。
②ICTを活用した授業づくり、ICT
を活用してプレゼンテーションが
できる子どもを育成する授業づく
りを高める研修プロジェクトを構
築する。また、ICTを活用した授
業づくり自主研修団体への支援
や連携を図り、教職員のICTを活
用した授業力の向上を図る。

533
部活動等競
技会派遣事
業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　部活動の活性化を図り、生涯にわた
り運動・スポーツに親しみ、健康で明
るい生活を営むことができる児童生徒
を育成する。
〔手段〕
　越谷市を代表して関東・全国大会等
の上位大会に出場する学校に対し、
交通費及び宿泊費の一部を助成す
る。

高 高 高 高 Ａ
　平成２４年度は助成対象部活
動が急増し、追加の予算措置
を行った。

現状
維持

①平成21年度から助成額を定額
制に変更している。今後もこれを
維持し、広く児童生徒の活動を支
援する。
②本事業による助成を受ける児
童生徒が増えるよう、部活動外
部指導者派遣事業や日本文化
伝統指導者派遣事業等との連携
を密にしながら、部活動の活性
化を図っていく。

534
学校教育推
進事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　児童生徒の「生きる力」（「確かな学
力」「豊かな人間性」「健康・体力」）を
育成する。
〔手段〕
　小中学生に様々な体験の機会や本
物に触れる機会を持たせ、学習環境
や活動環境を整える。
　○部活動外部指導者や日本の伝統
文化に関する外部指導者を派遣す
る。
　「総合的な学習の時間」に、専門分
野の指導者を招聘する。
　○中学生対象の２日～３日の社会
体験活動を実施する。
　○ふれあい講演会を実施し、進路指
導の推進を図る。
　小中学校に研究を委嘱し、推進のた
めの助成金を支出する。

高 高 高 高 Ａ

　研究委嘱校の成果を研究発
表及び学校系ネットワークを活
用し広く市内各校に発信し、有
効活用していく等、研究成果を
各校の教職員にどのように教
職員に還元していくか、調査研
究を深めたい。

現状
維持

①②社会の要請と本市の実態に
応じた教育課題に対して、研究
委嘱、研究指定を更に推進し、
本市の教育実践の一層の充実を
図る。このことにより、児童生徒
一人一人の「生きる力」（「確かな
学力」「豊かな人間性」「健康・体
力」）の育成を図っていく。

535
学校農園事
業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　自然体験や勤労体験に乏しい児童・
生徒に貴重な体験の場を提供し、生
命や自然環境、食物に対する理解を
深めること、生命の尊さや思いやりの
心をはぐくむことをねらいとする。ま
た、地域の農家の方や学校応援団、
ＰＴＡの協力を得ることで地域との連
携を強め、開かれた学校づくりに資す
る。
〔手段〕
　社会科、理科、生活科、総合的な学
習の時間に体験活動を位置づけ、時
間を確保する。各学校の取組を紹介
し合う場を設け、より効果的な体験活
動が行えるようにする。

高 高 高 高 Ａ
　より効果的な体験活動にする
ために、各校における情報の共
有化が課題となる。

現状
維持

①より効果的な活動を推進する
ため、研修会を開催し、各実施校
の取組について情報を共有す
る。
②体験活動をさらに活性化する
ために、研修の持ち方を工夫・改
善していく。
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17 Ｂ

　<情報関連機器整備事業>
　学校教育における情報教育の充実は今後ますます重要となり、情報関連機器を活用した新しい学習システムの整備は必要
である。ただし、各年度ごとにどこまで整備するかを計画し、その計画に基づいて事業を進めることが求められる。設備導入計
画にあわせ、教師の育成も計画的に実施することをお願いする。

整
理
済

　小学校の校内系ネットワー
ク関連機器のリプレースを計
画的に推進するとともに、ICT
を活用した授業を活性化する
ために、出前研修を含む校
内研修会の充実を図る。

16 Ａ
　全国大会等選手、派遣状況に応じ予算対応をせざるを得ない。都度、予算管理の難しさがあるが適切な対応をお願いした
い。

整
理
済

　平成２１年度より、予算内で
運動系、文化系等、広く様々
な部活動に助成できるよう
に、部活動等競技会派遣助
成金交付要領を改正してい
る。

未
実
施

未実施

17 Ｂ
　児童・生徒が農業体験をすることは教育上、大変重要なことであり、今後も大いに強化すべき事業である。ただし今後は、市
内の全ての小・中学校で同じ体験ができるよう拡充を図り、偏りを無くすことが必要である。また、農地の手当を土地開発公社
からの購入で購うことは財政上、無理が生じる可能性が高く、慎重に対処すべきである。

整
理
済

　校内農園を含めた学校
ファーム事業としては、市内
全小中学校で実施している。
今年度は、市所有地の整備
活用を予定しており、今後と
も校外農園を活用した事業を
推進していく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

536
教職員資質
向上事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　教科等の指導方法改善に関する研
究等を行うほか、年間を通じた各種研
修会を実施し、教職員の資質能力の
向上を図る。
〔手段〕
　教科等の指導方法改善に関する研
究等を行うほか、年間を通じた各種研
修会を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　教職員の資質向上のための
各種研修会をさらに充実させて
いく必要がある。特にICTに関し
て、平成25年度は小学校の校
内系ネットワークのリプレース
の時期でもあり、各学校での指
導者養成のための研修やスキ
ルアップのための研修を定期
的に実施していく必要がある。

検討・
見直し

①各種研修会の講師謝礼等を見
直し、より多くの質の高い研修会
を実施できるように計画する。
②十分な成果が期待できる研修
会を実施できるよう、常に内容や
方法を検証し、改善を図る。特
に、中核市への移行を見据え、
研修体系の抜本的な見直しが必
要となっている。

537
人権教育推
進事業（学
校教育）

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　児童生徒一人一人がその発達段階
に応じ、人権の意義・内容や重要性に
ついて理解するともに、「自分の大切
さとともに他の人の大切さを認めるこ
と」ができるようになり、それが様々な
場面や状況下での具体的な態度や行
動に現れる児童生徒を育成する。
〔手段〕
　児童生徒用学習資料（人権）
（10,100部）を児童生徒に配付する。
また人権教育の窓（1,500部）を市内
教職員全員に配付し人権教育推進上
の課題を明確にし、全教育活動通じ
て様々な人権課題に対する正しい理
解を促す。

高 高 高 高 Ａ

　児童生徒に豊かな人権感覚
を育成するため、児童生徒向け
の人権学習資料を作成・配付
するとともに、教職員向けの資
料「人権の窓」を作成・配付し、
各学校で人権啓発ビデオなど
の活用が広がるよう工夫した。
また、児童生徒の人権感覚の
育成には教職員自らの人権感
覚を高める必要があり、そのた
め人権教育・男女共同参画研
修会を継続して開催していく必
要がある。

現状
維持

①「人権感覚育成プログラム」等
を活用した参加体験型の研修会
を開催し、児童生徒の人権感覚
育成のための指導方法の工夫
改善を図る。
②埼玉県人権施策推進指針等、
県の人権施策の動向を踏まえつ
つ、研修会のあり方を見直し、教
職員の人権感覚を高めるととも
に、教育活動に直接生かせる研
修内容や研修方法を工夫する。

538
障がい児就
学支援事業

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　障がいのある児童の就学に関する
相談結果について就学支援委員会の
判断を受け、保護者と就学先を決定
する。
〔手段〕
　年間５回の障害児就学支援委員会
開催
 　市内全小中学校への発達支援訪
問相談及び研修会の実施

高 高 高 高 Ａ

　教育相談内容の重複を避け
るために他機関との連携を密
に行い、情報の共有化を図る。
相談の継続や終結の判断を適
切に行い、相談機関や相談回
数の適正化を図ることにより、
特定の個人に受益が偏らない
ようにする。

現状
維持

①発達支援訪問指導を市内全
小・中学校の全教職員を対象に
行い、専門家による教育的支援
や指導方法等のアドバイスを受
けることで特別支援教育の充実
を図る。
②幼児、児童及び保護者を対象
に、就学に向けた教育相談を行
うことにより適正就学を図る。ま
た、年間５回の障害児就学支援
委員会は適正な回数であるの
で、引き続き、不登校や集団不
適応などの未然防止に向け、適
正就学を図っていく。

539

小・中学校
学校活動運
営事業（教
育センター
分を含む）

学
校
教
育
部

指
導
課

- -

〔目的〕
　通級指導教室及び院内学級等の指
導に必要な消耗品を購入し、指導の
充実を図る。
〔手段〕
　通級指導教室及び院内学級等の指
導に必要な消耗品を購入する。

高 高 高 高 Ａ

　通級指導教室への通級希望
のある児童生徒数は多く、その
ニーズは高い。とはいえ、現状
では入級を待たなければならな
い状況にある。このような状況
にある本市の通級指導教室で
あるが、その運営に際して、消
耗品については、他校の児童
生徒が通級するということから
設置校の消耗品を使うことはで
きないので予算は継続的に必
要となってくる。

現状
維持

①通級指導教室や院内学級で
必要な消耗品の有効購入が行
われるよう、各教室担当者との連
携を密にし、予算執行を進める。
②特別支援教育への認知、理解
が学校のみならず保護者にも浸
透してきた現在、通級指導教室
の必要性は今後もさらに高まるも
のと考える。継続した支援の必
要がある。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

21 Ｂ

　教育現場の質的向上を図る上で、当該事業は必要不可欠であり、事業内容としては以下のものがある。
①市内の中学校、小学校の教員を2年間を期限に教育研究員（89名）に委嘱し、研究活動を行う。
②学校長の経験者が教育指導員となり、若手教員の指導を行う。

①の研究活動は単なる研究成果に終わっていない。
　　研究成果を副読本として作成しており、さらにその研究成果を実際の授業で発表することにより、傍聴する教員が学習する
機会を得ることができるなど、付加的な成果も認められる。
　市においては、情報通信技術の活用も積極的に行われているということである。今後は、報告書など、紙媒体として配布する
のではなく、電子媒体として共有することにより、一層の横展開を図っていただきたい。
　研究のための研究ではなく、実務に活用するという視点で事業を担っていることは、他の事業の範となると思料する。

②に関しては、従来は教育指導員は教育センターで現役の教員の相談に乗るという仕事の進め方であったが、現在は積極的
に学校に出向き、直接若手の指導に当たっている。単に事業を遂行するという発想ではなく、如何に教員を育てるかという視
点で、事業を担っているという姿勢がうかがわれ評価できる。

　昨今、巷では、公教育の質の低下が叫ばれて久しい。その結果、多くの児童が、私立の小学校や中学校に進学している実
態が増えつつある。本事業の成果が公立校への進学率向上の要因となることを期待する。
【教育研究員助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
当助成金を有効に活用し、公立小中学校の教職員の資質向上を期待する。

整
理
済

　県教委が実施する年次研
修を補完する「指導力向上研
修」「出前研修」「オープン校
内研修」等を体系的に整備
し、教職員のキャリアステー
ジに沿った一層の資質向上
を図る。

20 Ｂ

　事業名称が同和教育から人権教育へと変わり人権教育推進の事業内容が変化してきている状況の中で、同和問題に重点
を置いた教育から内容を拡大して対応する必要がある。配布するパンフレット等についても、市が実施されている状況調査の
結果を踏まえ、現状に合わせた内容としていただきたい。
　現在市として取組まれているさまざまな活動を、事務事業評価表に反映させていただきたい。

整
理
済

　参加体験型の人権学習を
推進するための研修会を開
催し、児童生徒の人権感覚
のいっそうの育成を図る。

21 Ｂ

　平成20年度は5回の「障害児就学支援委員会」を開催し、そこで、197名の支援を必要とする児童・生徒に対して、就学先の
提案を保護者に行ったが、90%がその提案を受け入れたとのことであった。他都府県の実績では、７0%程度であり、市の実績
はかなり高い値である。これは、保護者が「障害児就学支援委員会」を信頼しているからこそであり、本事業の成果に他ならな
い。
　春と秋には、特別支援学級の公開を行い、授業の様子を参観する機会を設け、さらに相談を幾度か繰り返し、当事者の不安
解消に努めるなどの活動は評価できる。
　また、専門的な知識を持つ大学教授等が、通常学級を訪問し、支援を必要とする児童・生徒の様子をみて、担任等へ助言を
行っている。平成20年度は、10回の訪問で18校、133名の児童・生徒を対象とした。
　支援を必要とする児童・生徒を持つ保護者の不安を解消し、支援を必要とする児童・生徒の適切な進路を決定する上でも重
要な事業であり、引き続きより効率的な運営を期待する。

整
理
済

　特別支援訪問指導を踏ま
えた就学支援体制を整備し、
一人一人の児童生徒に寄り
添った就学支援の実現を
図っている。

23 Ｂ

　通級指導教室は、児童生徒の個々の障害状態に応じて特別な指導を行う場であり、学校全体の教育環境の充実が図られる
必要がある。また、個々の障害の克服・改善と社会適応力を育て、学習成果の向上が期待される。特別支援教育へのニーズ
の高まりから、今後も通級指導教室の必要性は増すものと考えられる。
　児童生徒の個別の支援計画に沿って消耗品を購入することが予想されるが、消耗品の購入にあたっては学校内、学校間で
共有化することでコスト削減に取り組んでいただきたい。さらに、無駄な購入を避けるためにも計画的な購入に心がけることが
好ましい。関係者による連絡会、協議会を通じて、意見要望を協議し合い、指導の充実を図っていただきたい。
　現在、小学校に通級指導教室と院内学級合わせて5校9学級設置されている状況にあり、中学校への設置の要望が大きいと
いう状況にあるが、適正な学級数を調査分析し、児童生徒の利便性、さらなる教育力の向上のために配慮していただきたい。
　事業名が「小・中学校学校活動運営事業（教育センター分を含む）」という事業名になっているが、事業名を聞いただけではど
んな事業内容なのか分からず、市民にとっても分かりにくい事業名であることから、「通級指導教室等備品購入事業」など分か
りやすい事業名に変更していただきたい。
　活動指標に「学級数」が設定されているが、実際に何人の児童生徒が通っているのかを示す「通級児童生徒数」の方がより
適切と考えられる。また、活動指標に実際に消耗品をどれくらい購入したのかを示す「購入消耗品数」や「連絡会や協議会の
開催回数」、「研修回数」なども活動指標として検討していただきたい。
　成果指標には、消耗品がいかに有効に使用され、退級に結びついたかを示す「退級した児童生徒数」の追加を提案したい。

検
討
中

　「事業名をよりわかりやす
く」との指摘を受けているが、
学校管理課が各校に分配し
ている学校活動費の一部か
ら通級指導教室への消耗品
を使っているので、事業の割
り振りについて継続して検討
を進めている。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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期
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番
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2.事業名
3.
部
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4.
課
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事
業
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始
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妥
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性

⑵
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⑶
有
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性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

540
給食セン
ター備品整
備事業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　給食センター及び小中学校の各種
給食用備品の老朽化に対応するた
め、調理用機械器具や牛乳保冷庫・
配膳台の整備を行う。
〔手段〕
　計画的に調理用機械器具、牛乳保
冷庫・配膳台の買い替えを実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　学校給食を安定・継続して提
供するために、安全・衛生管理
強化に努めるとともに、経年劣
化した備品を計画的に整備す
る必要がある。

検討・
見直し

①施設設備をできるだけ長持ち
させるため、修繕やこまめな手入
れを実施し、安全・衛生管理の強
化に努める。
②学校給食を安定して継続的に
提供するために、老朽化の激し
い機械設備を計画的に更新・整
備していく。

541
給食セン
ター衛生管
理事業

学
校
教
育
部

給
食
課
H9 -

〔目的〕
　施設管理・食材管理・調理管理等衛
生管理の徹底を図るとともに従事職
員の健康管理等の充実を図り、衛生
管理水準の向上に努める。
〔手段〕
　「学校給食衛生管理基準（文部科学
省）」や「大量調理施設衛生管理マ
ニュアル（厚生労働省）」に基づき、施
設設備・食材の点検や給食従事者の
細菌検査等を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　「学校給食衛生管理基準(文
部科学省)」や「大量調理施設
衛生管理マニュアル(厚生労働
省)」など「食」に関する安全確
保は国の施策として整備される
ものであるが、検査体制・質の
向上が必要である。

検討・
見直し

①②「学校給食衛生管理基準(文
部科学省)」に基づく衛生管理の
徹底を図るため、これまでの取
組の見直しを行う。保健所、薬剤
師などの外部からの衛生監視を
積極的・継続的に行うとともに食
材の衛生点検や検査を実施す
る。

542
放射線対策
事業

学
校
教
育
部

給
食
課
H24 -

〔目的〕
　東京電力福島第一原子力発電所の
事故の発生に伴い、小中学校の給食
に使用する食材の放射性物質を測定
することにより、食材の安全性を確保
し、子どもたちの健康を守るとともに、
保護者の不安を緩和する。
〔手段〕
　厚生労働省「緊急時における食品の
放射能測定マニュアル」に準拠し、
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメー
タによる核種分析とし、毎日４～５品
目の食材を測定し、測定当日に市の
ホームページで公表する。

高 高 高 高 Ａ

　測定結果のホームページアク
セス件数は、依然として多いこ
とから継続して実施していく必
要がある。

現状
維持

①②平成24年度に蓄積した測定
ノウハウを継承し、正確かつ速や
かに測定結果を公表し、児童生
徒及び保護者等の不安緩和に
努める。

543
給食セン
ター施設管
理事業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　学校給食センターにおける衛生管
理・安全管理を行うため、調理機器や
ボイラーなど施設設備の適正な管理
を行う。
〔手段〕
　調理機器などの厨房設備やボイ
ラーなどの点検・清掃委託、性能検査
委託などを行う。

高 高 高 高 Ｂ

　学校給食を安定・継続して提
供するために、安全・衛生管理
の強化に努めながら、効率的・
合理的な施設管理が求められ
ている。

検討・
見直し

①引き続き施設設備の保守管
理、検査等の委託により、適正な
施設設備の機能維持に努める。
②厳しい財政状況であるが、設
備の管理上不可欠な事業である
ため、安全と衛生管理の強化に
努め、効率的・合理的な運営を
図る。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ

　給食センター及び小中学校の各種給食用備品の老朽化に対応するため、計画的に備品の買い替え、整備を行う事業であ
る。
　学校給食を安定、継続的に提供するため、調理用機械器具、牛乳保冷庫・配膳台の整備、買い替えは重要である。
　調理用機械器具は、使用年数の長期化に伴い、機能・性能が低下し、食中毒発生のリスクが高まったり、作業効率が低下す
るなどの問題が生じる。しかし、耐用年数が過ぎたからといって、直ちに使用不可となるものではない。修繕で対応し、修繕不
能になるまで使用可能な備品もある。したがって、備品は定期的に点検を行うとともに、機械器具をできるだけ長期間使用させ
るため、修繕やこまめな手入れを実施する必要がある。
　その上で、機械器具の設備更新・整備に当たっては優先順位をつけるなど事業支出の効率化を追求する必要がある。
　給食センターにおける大型備品については、購入予算額、落札額ともに高額であるものも少なくない。このため、当該大型備
品の予算措置とともに、落札額や落札率も重要な調達管理情報となる。一定額以上の備品調達結果については、越谷市学校
給食運営委員会に報告されており、調達管理情報共有の観点から評価できる。
　今後も、このような調達管理情報を収集・活用することにより、担当職員に対する一層のコスト意識喚起や、類似備品の適正
価格調達を目指されたい。また、備品購入価格や保守委託費用の妥当性についても、他の自治体の状況を把握して、客観的
な根拠を持つよう努められたい。
　越谷市では、現在給食センターを直営方式で運営しているが、将来の給食センター建て替え時には、PFI方式等を含め効率
的な運営方法を検討することになっている。
　しかし、本件に関しては、給食センターの運営形態が直営方式であるか公設民営方式であるかの如何にかかわらず、引き続
き、市で担当する事業である。
　したがって、今後も、学校給食を安定・継続して提供するために、安全衛生管理強化に努めるとともに、経年劣化した機械設
備、機械器具について計画的に更新、整備されたい。
　成果指標として掲げられている備品点数は、活動結果指標というべきである。成果指標としては、設備更新計画における備
品買い替え達成率などを検討されたい。

整
理
済

　大型備品は保守点検結果
に基づく修繕、その他の備品
は日頃のこまめな手入れと
修繕を実施している。
　大型の調理用機器、牛乳
保冷庫、配膳台の更新・整備
については、計画的な実施に
努めているかを示す備品整
備率を新たに成果指標として
設定し、事業の進捗度を点
検するとともに、次年度以降
の事業計画(予算化)に反映
している。

20 Ｂ
　国や県の指針・基準に基づき、必要不可欠な衛生管理を実施している事業である。学校給食の衛生管理の徹底を図るた
め、引き続き、国や県の指針・基準などの動向に注目しながら衛生管理に努めてほしい。

整
理
済

　学校給食衛生管理基準に
基づく給食関係職員の細菌
検査や薬剤師等による施設
設備の定期的な衛生検査や
食材の衛生検査・理化学検
査を実施し、衛生管理に努め
ている。

未
実
施

未実施

17 Ｂ
　安心、安全な給食を提供するために適切な施設管理を行うことは、重要な事業であり、今後適宜更新していく必要がある。更
新にあたっては、学校給食事業の効率性を勘案し、全面委託方式を視野に入れた施設更新計画を検討する必要がある。

検
討
中

　施設設備の清掃、保守管
理、検査等の委託により、経
費の節減及び施設設備の機
能維持に努めている。
　現行施設設備の長寿命化
を図る中で、当市の給食業
務の経緯や実態を見ながら、
施設の建替時に合わせて、
総合的な見地から適切な手
法を探っていく。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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事
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期
年
度
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課
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事
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  7.事業目的及び手段 ⑴
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⑶
有
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担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

544
給食セン
ター施設改
修事業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　学校給食を安定して継続的に提供
するため、施設設備の機能維持に努
める。
〔手段〕
　学校給食センターの施設設備の計
画的な改修・修繕を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　学校給食を安定・継続して提
供するために安全・衛生管理の
強化が求められている。経年劣
化・老朽化した施設設備の更
新や改修等を計画的に実施す
る必要がある。

検討・
見直し

①厳しい財政情況であるが、施
設の管理上不可欠な事業である
ため、必要な財源確保を図るとと
もに、効率的・合理的な運営に努
める。
②衛生的で安全な施設運営をす
るためには施設設備の改修は不
可欠だが、多額の経費を必要と
することから、順次改修する計画
を立てていく。

545
教育情報化
推進事業
（給食課）

学
校
教
育
部

給
食
課
H23 -

〔目的〕
　学校給食の献立作成・栄養管理・物
資発注・食数管理等を行う。
〔手段〕
　ネットワーク化による献立作成や物
資発注、食数管理等の業務の効率化
と充実を図るため、学校給食栄養管
理システムを活用する。

高 高 高 高 Ａ

　スタンドアローンシステムから
ASPシステムに変更したことに
より業務の効率化と充実を図
る。
　食品データを基として献立作
成から食品発注等の一連の業
務を行うことから、献立作成基
準を統一して運用する必要が
ある。

現状
維持

①平成23年度にシステム開発、
平成24年度平行運用し、平成25
年度から本格運用開始、業務の
効率化と充実を図るためシステ
ムの運用に努める。
②教育関係情報化部会で教育
委員会のシステムについてあり
方を検討している。その中でサブ
システムとして、より効率的なシ
ステムのあり方を検討していく。

546
給食セン
ター臨時職
員配置事業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　効率的な学校給食の運営を目指し、
調理業務職員の欠員分等を補完・確
保するため、調理経験者や有資格者
の臨時職員を配置する。
〔手段〕
　臨時職員を登録制とし、面接試験等
を経て効率的に採用する。（総務部人
事課にて全庁的に対応）

高 高 高 高 Ｂ

　地方公務員法の関係から短
期雇用となっている現状であ
り、資質の確保が課題である。
また、特に年度当初は一時に
多くの人員が必要となるため、
その確保が難しくなっている。

検討・
見直し

①必要な臨時職員の確保を図
る。特に年度当初は、人員の入
替、調理班体制の再編もあること
から、人事課と連携して人員確
保に努める。
②臨時職員の確保を図るととも
に、安全・衛生面の教育及び体
系的職場研修を実施することで、
臨時職員の質・量の充実に努め
る。

547
学校給食運
営委員会運
営事業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　学校長７名、PTA３名、学校医２名、
学校歯科医２名、学校薬剤師２名、保
健所長１名、知識経験者２名、公募に
よる市民２名からなる委員をもって構
成する学校給食運営委員会を組織
し、学校給食の適正な運営に資する。
〔手段〕
　学校給食運営委員会を各学期に１
回、計年間３回開催する。運営委員会
の専門部会として、献立部会、物資部
会を設け、効率的な運営に資する。

高 高 低 高 Ｂ

　全体会で会議案件に対する
意見が少なくなっているため、
委員の専門的な見地から意見
を伺う必要がある。また、効率
的な会議の運営を図る必要が
ある。

検討・
見直し

①②全体会及び専門部会の会
議がより効率的に運営できるよ
う、会議の回数や参加職員数、
資料作成方法など検討する。ま
た専門部会への職員の参加につ
いては業務分担等の見直しを行
い削減していく。全体会において
は、学校給食の運営に関し各委
員の専門的な立場から意見を伺
うなど、運営委員会の活性化に
向けて取り組む。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

20 Ｂ

　市内４５校の給食を供給する３つの給食センターの役割は大きく、学校給食を安定して継続的に提供することは不可欠であ
る。しかし、給食センターの機器・設備の老朽化に伴い、改修・修繕にコストがかかる現状がある。当該事業は、機器・設備の
改修・修繕に関する事業だが、機器・設備の買い替え、改修・修繕、清掃・定期点検など施設維持の総合的視点で最適化を図
ることが重要である。

整
理
済

　計画的な施設設備の改修・
修繕に努めるとともに、保守
点検結果に基づく修繕、突発
的な修繕を実施し、施設設備
の機能維持に努めている。
　平成24年度には、更新計
画に基づきボイラー改修工
事等を実施している。
　施設管理事業とも連携し、
適切な施設設備の機能維
持・改修に努めていく。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

24 Ｃ

　学校給食の適正な運営を図るため、学校長、PTA代表者、知識経験者などの委員から構成される学校給食運営委員会を組
織し、学校給食に係る各種の施策を審議する事業である。委員会は各学期に1回ずつ、年間計3回開催される。また、運営委
員会の専門部会として献立部会、物資部会があり、それぞれ年複数回開催される。
　昭和44年に始まった当事業は長年にわたり質の高いサービスの提供に寄与してきたが、給食事業の質が充実している近年
は指摘事項が少なくなり、特に全体会については形骸化している感がある。
　しかし、昨今は安全性の確保や、食育、地産地消などさまざまな要素が審議内容に加わり、学校給食に多様な役割が求めら
れるようになっている。特に近年は市で地産地消を推進しているので、関係課と連携し、献立作成や物資選定において協力し
て取り組んでいただきたい。また、越谷市立学校給食センター設置条例で定める運営委員会の設置目的をはじめ、事業評価
における当事業の目的は、時代の経過とともに当初より変化している。あらためて見直し、現状に沿った形に変更されたい。そ
の際には、越谷市学校給食運営委員会規則において、委員会の役割、活動内容、調査・審議事項等について明らかにするこ
とが望ましい。
　これまで当事業の人工に対して適正な数値が示されてこなかった。事業の作業にどれだけの職員を充てているかを示す「人
工」の算定は、事業評価の基本であり事業の効率性を検討する上で基盤となる重要な数値である。今後は正確に算定した上
で、PDCAサイクルによりそのつど見直しを行い事業を推進していくよう留意されたい。
　　事業費（約100万円）に対する人件費（約670万円）の割合が、越谷市における他の審議会・委員会運営事業と比較しても高
く、また、全体会、献立部会、物資部会を含め計21回開催されているが、会議を一回開くのに40万円ほどのコストがかかってい
る。会議の回数削減や、会議に参加する職員数の削減、会議準備に要する時間の短縮等を実施することで、効率的な運営が
期待され、改善の余地はまだある。特に、全体会は報告事項が多いので、会議を厳選して開催したり、報告のみの場合は資
料を送付するにとどめ、意見があれば集約し、次回の会議で報告する等会議の効率化を推進されたい。専門部会について
も、学校給食の献立作成や物資調達・発注等の業務処理を支援するソフトウェア等を活用することで、開催数の削減や資料作
成の短縮等が可能と考える。より効率的な運営ができるよう、事業見直しの計画案を早期に策定されたい。また、21名いる委
員について、他の自治体の状況等も参考にしながら、あらためて適正な人数を精査し見直しを図るよう検討されたい。
　成果指標に「委員の会議出席率」が設定されているが、出席率が高くても、活発な議論がなされなければ意味がなく、成果指
標として適切ではない。代替案として「会議一回当りのコスト」、「運営委員会において出された意見の数」を成果指標として検
討されたい。
　さらに、活動指標に「会議開催回数」とあるが、例年、会議の開催回数は同じであることから指標として適切ではない。代わり
に「事業に要する人工」、成果指標の「委員の会議出席率」を活動指標として検討されたい。
《参考》平成19年度外部評価：B

検
討
中

　組織運営については、全体
会及び専門部会の会議がよ
り効率的にできるよう、会議
の回数や参加職員数、資料
作成方法など検討していく。
栄養士の参加人数について
は、業務分担等の見直しを
行い削減していく。全体会は
必要の都度開催することと
し、学校給食の運営に関し、
各委員の専門的立場から意
見を伺う等、引き続き運営委
員会の活性化に向けて取り
組む。また平成２４年度より
稼動した栄養管理システムを
活用して、資料作成の短縮
等により効率的な運営ができ
るよう取り組む。地産・地消
推進にも積極的に取り組む。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

548
学校給食栄
養管理事業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　児童生徒に魅力ある給食を提供す
るとともに、食育の【生きた教材】とな
るよう衛生的で安全な調理を行う。
〔手段〕
　地域の特色を生かした郷土料理や
地場産野菜を取り入れた献立を作成
するとともに、衛生的で安全に配慮し
た調理業務を効率的に実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　学校給食法で定める学校給
食目標を実践するため、食に関
する適切な判断力を培い、伝統
的な食文化の理解や食を通じ
た生命・自然を尊重する精神を
養うとともに、学校給食衛生管
理基準に基づき食中毒防止に
努め、衛生管理を徹底させるこ
とが規定されている。そのた
め、指導方法が課題となるとと
もに、「食」に対する安全・安心
の確保が重要である。

検討・
見直し

①「主食」を食育のテーマに給食
時間を中心に食指導を行い、「季
節の料理と行事食」を献立の
テーマに積極的に献立に取り入
れる。
②学校給食を「生きた教材」とし
て活用するため、地場農産物の
利用拡大に努めるとともに、郷土
料理や日本食を積極的に献立に
取り入れるとともに、毎年給食の
テーマを設定し、献立に取り組ん
でいく。また、給食時間を中心に
学校訪問を実施するなど、児童
生徒の食指導の充実に努める。

549
食育推進事
業

学
校
教
育
部

給
食
課
S44 -

〔目的〕
　学校給食における献立・調理技術等
の向上を図る。また、家庭・学校との
連携による食指導の向上を図る。
〔手段〕
　調理研究や各種研修会に参加し、
職員の資質向上を図る。また、学校
PTAに研究委嘱を行う。さらに、教師
と栄養士とが協力するＴＴ授業方式等
を活用し、月１回以上の食指導を行
う。

高 高 高 高 Ｂ

　児童生徒が生涯にわたって
健全な食生活が実践できるよ
う、食育の充実に努める必要が
あり、そのためには学校・家庭・
地域との連携が不可欠となって
いる。また、あらゆる機会を捉
えて、食育関連の各所管課と
の連携を図る必要がある。

検討・
見直し

①②栄養教諭・栄養士を中心に
食育指導を充実していく。また、
食育と給食管理を掌る栄養教諭
制度が整備されていく中で、長期
的に取り組んでいく。食育関連の
各所管課と連携を図っていく。

550
選挙管理委
員会運営事
業

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

- -

〔目的〕
　選挙の公平公正な執行。
〔手段〕
　法令に基づき、適正な管理を行う。

高 低 低 低 Ａ
　法令に基づき、適正な処理が
実施されている。

現状
維持

①②法令に基づき、計画どおり
事業を進めて行く。

551
選挙啓発事
業

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

- -

〔目的〕
　市民が政治に高い関心を持ち、各
選挙に際して積極的に投票するよう、
啓発活動を行う。
〔手段〕
　新成人の誕生日にあわせ、お祝い
のメッセージとともに啓発冊子の郵
送、明るい選挙啓発ポスターの作品
募集並びに選挙期日や期日前投票
期間等を掲載した選挙啓発チラシの
配布を行うなど、投票率の向上を図
る。

高 低 低 低 Ｂ
　若年層を中心とした投票率の
低下について

検討・
見直し

①②選挙啓発は、直ちに結果の
出る事業でないことから、今後も
一人でも多くの市民（特に若年
層）が政治に関心を持ち、投票し
てくれるよう今後も粘り強く啓発
を行っていく。また、引き続き、埼
玉県選挙管理委員会をはじめ、
他の自治体とも連携を図りなが
ら、調査・研究を進めて行きた
い。

552 監査事業

監
査
委
員
事
務
局

監
査
課

- -

〔目的〕
　公正で合理的かつ効率的な行財政
の執行を確保し、住民の福祉の増進
と地方自治の本旨の実現に寄与す
る。
 〔手段〕
　そのため対象となる事務事業が効
果的に執行され、その目的が達成さ
れているかについて、定期監査等の
各種監査を実施し、予算執行等の検
証を行う。

高 高 高 高 Ａ

　法律で実施することが義務付
けられている事業であるが、効
率的で効果的な実施方法を常
に検討していく必要がある。

現状
維持

①②効率的で効果的な監査を進
めるため、各都市の実務の調
査・研究や各種研修の参加など
により、職員の監査業務遂行能
力の向上を図っていく。

553
公平委員会
運営事業

公
平
委
員
会
事
務
局

公
平
委
員
会
事
務
局

S29 -

〔目的〕
　地方公務員法第７条及び第８条に
基づく事務を処理する。
〔手段〕
　（１）職員の勤務条件等に関する措
置の要求を審査し、判定し、必要な措
置を執る。
　（２）職員に対する不利益な処分に
ついての不服申立てに対する裁決又
は決定をする。
　（３）職員からの苦情相談に関するこ
と。

高 高 高 高 Ａ

　法律で実施することが義務付
けられている事業であるが、よ
り効率的で効果的な実施方法
を不断に検討していく必要があ
る。

現状
維持

①②審査事案はないが、公平委
員会として全国の措置要求や不
服申立て等の事例研究を行うな
ど、迅速かつ的確に対処できる
よう図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

17 Ｂ
　学校給食の内容を充実させることは重要な事業である。現在、配送業務の委託は行われているが、調理の委託化を含めた
コストダウンの具体化、調理の工夫や食育指導にもとづく残食率の低下を図ることが大切である。また、コスト把握としては、
食材費、委託費、施設管理費、減価償却費、職員人件費も含めたトータルコストを認識する必要がある。

整
理
済

　平成24年度は、「世界の料
理」をテーマに外国の食文化
の紹介と料理を給食に取り
入れた。3センター方式による
スケールメリット、臨時職員
の有効活用等による経済性・
効率性を発揮しつつ、安全安
心な給食の提供に努めてい
る。

18 Ｂ
　児童・生徒の食育を家庭・地域と連携して展開する必要がある。今後は長期的視野も取り込みつつ、効率性（１食当たりコス
ト等）や効果性（残菜率等）の指標も加味して具体的な研究事業に携わる必要がある。

整
理
済

　栄養教諭・栄養士の学校訪
問等を通じて食育指導に努
めるとともに、ＰＴＡへの学校
給食推進研究委嘱、調理講
習会・試食会等、学校・家庭・
地域の連携を図っている。ま
た、平成23年度に児童生徒
及び保護者に実施した「食事
に関する調査」の結果を踏ま
え、食指導に生かしている。

未
実
施

未実施

20 Ｂ
　市民、特に若年層からの意見を収集し、今後の選挙啓発活動に反映させることが必要と思われる。なお、若年層への政治に
関する関心の喚起には、立候補者側へ工夫を求めることも必要と思われる。

整
理
済

　若年層の投票率が低下し
ている原因を探る目的で、市
内の大学（２校）においてアン
ケートを行い、若年層の選挙
に対する関心・意識を調査し
た。
投票率の低下は即座に改善
できる性格のものでないた
め、目に見えた成果は得られ
ていないものの、アンケート
により得た集計結果はその
後の啓発事業を行う際の参
考となった。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓

6.
事
業
終
期
年
度

1.
番
号

2.事業名
3.
部
名

4.
課
名

 5.
事
業
開
始
年
度

  7.事業目的及び手段 ⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑶
有
効
性

担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
献
度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

554
農業委員会
運営事業

農
業
委
員
会
事
務
局

農
業
委
員
会
事
務
局

- -

〔目的〕
　農業委員会等に関する法律に基づ
いて次の業務を行う。
　１．法令業務　農地法に規定される
農地の転用などの許認可等の審査を
主とした業務
　２．任意業務　優良農地の確保、農
地流動化の推進などの地域農業の振
興を図る業務
　３．意見の公表、建議、答申に関す
る業務
〔手段〕
　毎月の定例総会の開催。許可申請
地等の現地確認。そのほか、農業委
員による農地パトロール・利用状況調
査等年度ごとに活動計画を策定して
活動している。

高 高 高 高 Ｂ

　適正な事務を実施するため、
農業委員会の活動計画を策定
して、活動を行っているが、農
地の利用集積が進まないた
め、積極的に取り組む必要が
ある。

検討・
見直し

①平成24年度より運用を始めた
農地管理システムを活用し、農
地の利用集積を推進していく。
②農地管理システムと農地利用
状況調査の結果等を利用し、農
地利用集積円滑化団体（市・ＪＡ）
との連携を図って、利用集積の
推進体制を整備していく。

555
農業者年金
事業

農
業
委
員
会
事
務
局

農
業
委
員
会
事
務
局

- -

〔目的〕
　農業者の老後の生活安定及び福祉
の向上を図るとともに農業者の確保
に資する。
〔手段〕
　農業者年金基金との業務委託契約
に基づき事務事業を行う。
　１．選挙委員２０名を農業者年金加
入促進員に委嘱し、啓発活動を行うと
ともに担当地区の相談員として相談
活動を行う。
　２．年金受給権者現況届出等の受
理及び基金への送付

高 高 低 高 Ｂ

　農業者年金への新規加入者
がいない状況のため、制度の
周知及び加入推進を引き続き
図る必要がある。

検討・
見直し

①農業委員会だより等により制
度の周知を図るとともに、研修に
より農業委員、事務局職員の認
識を高める。
②農業者データの情報収集を進
め、加入対象者の見直しを図っ
ていく。

556
固定資産評
価審査委員
会運営事業

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

S30 -

〔目的〕
　固定資産課税台帳に登録された価
格の不服申出を審査決定する。
〔手段〕
　地方税法第４３３条第１項から１２項
及び審査委員会条例に定めた審査の
手続きにより審査し決定する。

高 高 低 低 Ａ

　今後とも審査申出がなされた
場合は、地方自治法に基づき
委員会を合理的に開催し、迅
速かつ適正に審査の決定が行
われるよう努める。

現状
維持

①今後とも審査申出が出された
場合は、委員会を合理的に開催
し、迅速かつ適正に審査の決定
が行われるよう努める。
②法改正が行われた場合は、法
を遵守し適正な対応をしていく。

557
消防団員事
業

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　消防団による地域防災活動の推進
を図る。
〔手段〕
　消防団員の報酬、費用弁償、退職
報償金の支払い及び公務災害等の
補償を実施する。

高 高 高 高 Ｂ

　近年、就業形態の変化等によ
り、被雇用者である消防団員の
比率が高くなっていることや、
消防団員の高齢化も進んでい
ることから、消防団の活動など
をさらにＰＲし、消防団員の入
団を促進する必要がある。

検討・
見直し

①②越谷市のホームページや広
報紙などを通じて、消防団員の
業務や、地域への貢献度などを
ＰＲし、消防団への入団を促進し
ていく。さらに、充足していない分
団への入団を促進するため、地
元消防団員による消防団の広報
活動に取り組み、消防団員の確
保を図っていく。

558
消防団活動
事業

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　地域防災活動を推進し、地域住民
の安全・安心の確保に努める。
〔手段〕
　消防団車両の点検整備及び消防用
器具等を整備する。

高 高 高 高 Ｂ

　複雑多様化する災害現場で
活動する消防団員の安全かつ
円滑な活動を行うため、消防団
車両の点検や消防用器具等の
充実を図る必要がある。

検討・
見直し

①②老朽化している小型動力ポ
ンプの更新整備に取り組んでい
く。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

未
実
施

未実施

18 Ｂ
　年金制度自体の課題もあり、平成１４年度以降加入者がない状況にある。現在の受給者　８３件分の維持管理に徹し、コスト
の一層の削除の検討を望む。

整
理
済

　農業者年金基金との業務
委託契約に基づき、年金受
給者からの届出、請求等の
受理及び基金への送付を引
き続き行う。また、農業者の
確保に資するため、農業者に
対する制度の周知・普及活
動を工夫継続し、一層の加
入推進を図っていくが、これ
以上の経費削減は見込めな
い。

未
実
施

未実施

24 Ｂ

　消防組織法に基づき、地域の安全・安心なまちづくりを育むため、消防団による消防団体制の充実を図り、地域防災活動の
推進を図る事業である。
　地域防災活動は、火災などの災害発生時に対する活動が主であり、市民の生命・身体・財産を守るという重要な役割を担っ
ている。時には消防団員自らが危険を晒して、災害から市民を守ることもあり、地域全体の防災力を高める上で、本事業の役
割は大きい。
　限られた事業費の中で、出来る限りの無駄を排除し、何を残すべきか検討する必要があるが、団員は多忙の中で、市民の
安全・安心のために尽くしていることも伺える。消防団員の報酬制度については、関連条例に基づき、近隣の自治体と比較し
ても妥当な水準である。
　しかしながら消防団員数は、現在減少している状況である。市民の防災意識を高め、より効果的な運営を行うため、継続的
な広報活動や自主防災組織との連携を検討してみるのも良いと思われる。
　また目標団員数419人とあるが、当市の防災レベルに合わせて、定期的に消防団員の定員数を見直されてはいかがだろう
か。過疎化地域や人口の多い地域など、地域の実態に応じて、団員数の設定をされることを提案したい。
　団員数減少が懸念される中、今後団員数の確保が課題となる。幼年消防クラブ以外にも、小中学校や高校とも関わりを持
ち、消防団員の仕事や、地域への貢献度、やりがいなどをアピールすることも重要である。青少年から消防団員の予備軍を確
保することも、長期的な視野で、消防団員増加につながると考える。
　最後に、成果指標として「消防団員の充足率」が設定されているが、消防団の活動結果を客観的に評価できる指標も加えて
はどうか。市民に対して消防団員の必要性、重要性をアピールしたり、地域の状況変化に対応した消防団の効果的な編成に
もつながると思われるため、検討されたい。

整
理
済

　消防団が災害に対応する
ため、地域の実情に応じて必
要となる団員数を確保し、地
域防災力の向上を推進して
いく。また、消防団員の活動
を通じて、消防団員に対する
認知度や理解度を高め、消
防団への入団を促進してい
く。

21 Ｂ

　地域の消防団員が着用する防火衣、銀長靴、ヘルメット等の装備品の購入、消防団車両の点検・整備、消防用器具の整備
を行う事業である。地域防災活動の推進及び消防団活動の充実を図るために、本事業を遂行する意義はあると認められる。
　現在、413名の消防団員がいるが、防火衣は203着である。災害規模によって防火衣の着用を必要とする消防団員の数は変
動するが、約50%の整備率では十分とは言えない。今年度は30着の購入を予定しているが、あわせても56%の整備率である。
このことは、単に防火衣購入というレベルの議論ではなく、リスクマネジメントの一環として考えるべき案件である。予算確保の
優先順位が高いことを意識して、主張すべきである。
　事業目的には、「整備を計画的に実施する。」とされている。具体的な計画を立案する必要がある。

整
理
済

　防火衣の整備計画に基づ
き、整備率の向上を図ってい
る。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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部
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課
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年
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有
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⑷
貢
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②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

559
職員研修事
業

消
防
本
部

総
務
課
H5 -

〔目的〕
　複雑多様化する各種災害や消防業
務の専門化などに対応し、消防体制
の充実を図る。
〔手段〕
　各種研修及び教育訓練を充実し、
職員の知識・技能の向上を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　退職する職員が増加すること
などに伴い、教育訓練の修了
者及び技能資格の取得者を確
保していく必要がある。

検討・
見直し

①計画した教育訓練が完了でき
るように努めるとともに、業務上
必要となる技能資格者数を確保
する。
②消防体制を充実させるため、
消防大学校、消防学校における
教育訓練の修了者及び必要とな
る必要となる技能資格者を確保
していく。

560
消防施設管
理事業

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　災害時の活動拠点としての役割を
果たすため、消防庁舎等を管理する。
〔手段〕
　施設を管理するために必要となる保
守管理及び保守点検を業務委託する
とともに、施設に係る修繕を行う。

高 高 高 低 Ｂ
　消防庁舎等は老朽化等に伴
う緊急修繕が発生するため計
画している修繕が繰越となる。

検討・
見直し

①施設を管理するために、必要
となる保守管理及び保守点検の
業務委託を実施していく。また、
消防庁舎施設の現状を把握し、
緊急度優先順位に応じて修繕を
行っていく
②消防施設改修事業及び消防
署所整備事業との整合性をとり
つつ、消防庁舎施設を管理して
いく。

561
消防施設改
修事業

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　各種災害における活動拠点施設で
ある消防施設を維持する。
〔手段〕
　消防施設としての機能を保持するた
め改修する。

高 高 高 高 Ｂ
　消防施設の老朽化及び土地
の地盤沈下により、改修工事を
要する施設が発生している。

検討・
見直し

①緊急度を勘案して、改修工事
を実施する。
②消防署所整備事業との整合性
をとり消防施設の改修工事を実
施していく。

562
消防署所整
備事業（谷
中分署）

消
防
本
部

総
務
課
H23 -

〔目的〕
　消防署（分署）の耐震性を確保し、
災害対応力の強化を図る。
〔手段〕
　老朽化が進んでいる谷中分署を建
て替えていく。

高 高 低 低 Ｂ

　消防署谷中分署の建て替え
については、消防体制の強化
などを踏まえ、建設規模などを
総合的に調査する必要があ
る。

検討・
見直し

①消防署谷中分署の建て替え計
画にあたり、消防体制などを含め
総合的に検討していく。
②新耐震基準以前に建設された
分署については、順次耐震性に
優れた消防庁舎への建て替えを
計画していく。

563
消防団施設
管理事業

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　地域における防災拠点施設である
消防団器具置場を維持管理する。
〔手段〕
　消防団器具置場の維持管理に係る
費用の支出や修繕を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　消防団器具置場の多くは老
朽化した木造建物であるため、
緊急的に修繕等が必要となる
対応が増加している。

検討・
見直し

①②地域防災拠点施設である消
防団施設を適正に維持管理する
とともに、消防団施設整備事業と
の整合性を考慮し、器具置場の
修繕を行う。

564
消防団施設
整備事業

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　消防団施設などを整備し、地域防災
力の向上を図る。
〔手段〕
　狭隘で老朽化が進んでいる消防団
器具置場を計画的に建替える。

高 高 高 高 Ｂ

　既存の消防団器具置場の多
くは、狭隘で老朽化しているた
め、大規模災害等に対応でき
る施設に建替えていく必要があ
る。しかし分団各部のエリア内
の適正な場所に施設用地を確
保していくことが困難である。

検討・
見直し

①老朽化している消防団器具置
場を地区センターへの併設に取
り組んでいく。　②老朽化や狭隘
などの課題がある消防団器具置
場の建替えの推進を図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価
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評
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外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

17 Ｂ

<救急救命士養成事業>
　近年、救急の件数は1万件(年間）を超えて増加しているが、その半分以上は軽症者であり、到着時間も5分45秒と少しずつ
延びている。その一方で、重症者を救うために、救急現場および搬送途上での応急処置の必要性が高まっている。したがっ
て、救急救命士を計画的に育成し、配備していくことは必要かつ重要なことである。

整
理
済

　救急救命士を計画的に育
成し、配備していくことが重要
であるとの外部評価を受け、
平成23年度から救急救命士
養成事業の所管課を警防課
に移管し、事業の実効性を高
めた。

17

22

Ｂ

Ｂ

<消防庁舎施設管理事業>
　災害時の活動拠点としての役割を万全とするため、消防庁舎施設の保守点検と施設修繕を行う事業である。
　地域住民の生命と財産を守ることは、行政に課せられた重要な使命の一つであり、必要不可欠な事業である。
　第4次越谷市総合振興計画策定に係るアンケート調査においても「消防力の強化」、「救急・救助体制」等の優先的な取組み
を望む市民の声も多い。市民の期待に応えるためには、修繕等が必要な場所・量を適確に把握し、優先順位を定めた計画的
かつ効果的な修繕を行い、財政負担の軽減を図りながら、施設を良好な状態で維持することが必要である。
　消防本部では、各庁舎別に「いつ」、「誰（施工事業者が）」、「どのような修繕を」、「いくらで」実施したかを記載した施設管理
台帳を作成し、これを維持・管理している点は評価できる。今後は、この台帳を積極的に活用し、改修計画・修繕計画を合理的
に作成することにより、市民生活を守る「消防」という仕事をより実効性のあるものにしていくとともに、署員が働きやすい環境
を作られるよう進めて頂きたい。
　なお、修繕計画の立案に際しては、年数の経過とともに増大する修繕費用について、不具合が発生してから行う「事後保全」
から、不具合が生じる前に修繕を行う「予防保全」の考え方や、建築ストックマネジメントの導入についても考慮されたい。
　このほか、事務事業評価が「消防庁舎施設管理事業」と「消防施設改修事業」に分けて実施されているが、市民からみて全
体像が見えにくいこと、改修と修繕を組み合わせることによる突発的な修繕の緩和や重複投資の排除等の観点から、施設管
理事業と施設改修事業を一体化する必要があると思われる。

<消防施設管理事業>
　市の消火栓および防火水槽の設置率は、国基準の82%であり、今後も計画的に整備を進めていく必要がある。また、地震等
の災害に備えた対策も必要であり、例えば、県レベルでのハイパーレスキューの装備などの検討も望まれる。

整
理
済

　平成23年度から「消防庁舎
施設管理事業」を「消防施設
管理事業」へ統合した。ま
た、「消防施設改修事業」の
修繕料を「消防施設管理事
業」の修繕料に統合し事業の
合理化を行った。消防庁舎の
修繕については優先順位を
定めて行っている。

19 Ｂ
　消防施設は市民の安全安心を守る拠点として重要な施設である。
　建て替えを含めた適切な施設の長期的な改善改修計画を市の財政計画と整合させ策定する必要がある。
　消防施設は24時間稼動が前提であり、他の施設とは異なる視点で改修計画を策定することが、求められる。

検
討
中

　消防施設の改修について
は、消防署所整備事業（新庁
舎建設）との整合性をとりつ
つ実施していく

未
実
施

未実施

21 Ｂ

　事務事業評価表の事業目的及び手段には、「消防器具置場を維持・管理するため、老朽化した施設を計画的に改修する。」
とあるが、事業費の内訳をみると、設備改修に投じた費用は事業費全体の約25%に過ぎない。その他は、消耗品費や光熱水
道費などに充てられており、事業目的と事業費の執行が合致しないといえる。事業目的と手段を、事業費の内容に合わせるべ
きである。
　消防器具置場は消防活動において必須のものであり、経年による老朽化に対応するために本事業を遂行する意義はあると
思われるが、計画立案等に課題がある。事務事業評価表の改革改善には、「計画的に修繕する」とあるが、実際には具体的
な計画はない。P（計画）D（実施）C（検証）A（改革改善）の必要性をよく考え、具体的な計画を立案することを望む。

整
理
済

　事務事業の目的手段につ
いて、事業内容の実態と整
合するよう見直した。

21 Ｂ

　消防団の活動拠点である消防団器具置場の老朽化が進む中で、施設の建て替え、新設を行う事業である。経年による老朽
化は着実に進行しており、本事業を遂行する意義はあると思われるが、計画立案等に課題がある。現在、43の施設があるが、
建物の建て替えの他に、用地取得に関わる問題も抱えている。
　多くの施設で老朽化が進んでいるが、3～5年先を見据えた中期の整備計画の立案がされていない。特に土地の取得に関わ
る案件は、解決までに時間を要する課題であり適切な計画を立案し、長期的な到達目標を設定し、年度ごとに具体的なアク
ションプランとして細分化し、本事業に盛り込むようなアプローチをとられることを望む。

整
理
済

　消防団器具置場の整備計
画に基づき、事業を推進して
いる。
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A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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565
消防車両等
整備事業
（非常備）

消
防
本
部

総
務
課

- -

〔目的〕
　複雑多様化する災害に対応し、迅速
な消火活動を行うため、消防車両を
整備していく。
〔手段〕
　計画的に消防車両を更新整備して
いく。

高 高 高 高 Ｂ

　今後の消防団の再編・統合を
勘案しながら、小型動力ポンプ
搬送車の更新を計画する必要
がある。

検討・
見直し

①消防団の再編・統合について
調査・検討するとともに、小型動
力ポンプ搬送車の更新計画の作
成に取り組む。
②計画に基づき小型動力ポンプ
搬送車を更新整備し消防力を維
持していく

566
火災予防事
業

消
防
本
部

予
防
課

- -

〔目的〕
　火災を予防し、火災による死傷者の
減少、財産損失の軽減を図る。
〔手段〕
　春、秋の火災予防運動期間及び危
険物安全週間に伴うポスター配布等
の防火広報活動を行う。
また、各種イベントや消防訓練等にお
いて、火災予防に対する意識の高揚
並びに各種災害に対する知識と対応
方法の習熟を図る。さらに、新築建物
に対し、消防用設備等の設置指導、
既存建物及び危険物施設への立入
検査を実施し、防火管理体制の強化
や消防用設備等の適正な維持管理を
促す。

高 高 高 高 Ｂ

　①火災予防事業は、消防の
最重要事業で、今後も変わらず
継続していかなければならない
事業である。
　②防火管理者の選任率及び
防火対象物の査察件数に対す
る達成率が低いことから、今後
は査察の検査要領、是正に対
する対応等の見直しが必要で
ある。

検討・
見直し

①住宅火災の減少を目標に住宅
用火災警報器の設置率向上に
努めるとともに、防火管理体制の
充実が急務なことから査察等の
実施強化に努める。
②建物火災による死者数の減少
を目標に、住宅用火災警報器の
100％設置、住宅防火対策の推
進、放火火災防止対策の推進、
査察を強力に実施し、防火対象
物の消防法違反是正に積極的に
取り組む。

567
救急救命士
養成事業

消
防
本
部

警
防
課

- -

〔目的〕
　救命効果の向上を図るため救急救
命士を養成し救急隊１隊に2人を配置
する。
〔手段〕
　・計画的に救急救命士及び気管挿
管・薬剤投与認定救急救命士を養成
する。
　・就業前教育及び再教育等の病院
実習を行い救急救命士の知識や技術
の向上を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　救命士養成数よりも退職者数
が上回ってしまい、今後、年間
養成数2名では目標達成までに
時間を要することが懸念され
る。

検討・
見直し

①平成26年度は、今まで通り2名
の救命士養成を行っていく。
②救命士養成だけでの充足率の
達成を目指すのではなく、有資格
者の新規採用も検討する。

568
火災・救助
活動事業

消
防
本
部

警
防
課
H15 -

〔目的〕
　複雑多様化する各種災害から市民
の生命、身体及び財産を守る。
〔手段〕
　・消防車両及び資機材の維持管理
を行う。
　・消防・救助資機材の整備を図る。

高 高 高 高 Ｂ

　この事業における消防車両及
び資機材の維持管理は、消防
活動上の安全確保維持のため
の規制義務的経費が大半であ
り、多種多様傾向にある各種災
害事象に対応するには、消防・
救助資機材の整備の予算確保
が課題となってきている。

検討・
見直し

①平成26年度も引続き、消防車
両及び資機材の維持管理に取
組む。
②複雑多様化する各種災害並び
に大規模災害に備え、計画的に
消防・救助資機材の整備を図
る。
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22 Ｂ

　複雑多様化する各種災害や高度化する救急業務に対応するため、更新計画に基づき、消防車両等を整備する事業である。
　第4次越谷市総合振興計画策定に係るアンケート調査においても、「消防力の強化」、「救急・救助体制の充実」等の優先的
な取組みを望む市民の声は多く、事業としての必要性は増している。
　消防車両等は、火災や災害等の緊急時において確実な作動を求められており、老朽化や整備不良等により人命が失われる
ような事があってはならないことである。
　日常の整備点検を通じて消防車両等の状態を適確に把握し、耐用年数や消耗度合いを考慮しながら、優先順位を定めた計
画的な更新が必要である。また、オーバーホールによる長寿命化についても、対投資効果を勘案しながら検討する必要があ
る。
　消防本部では、消防車両毎に購入以降の維持管理の履歴を記録した台帳を整備し、修繕費用と購入費用を勘案しながら、
車両更新計画の立案に活用している点は評価できる。一方で、予算上の都合もあり、本来理想とされる更新時期に更新でき
ていない現状に鑑み、今後は、現実に即した車両更新計画に改善していくために、車両等に係る台帳の更なる充実とより一層
の活用に取り組まれたい。
　なお、「安全に暮したい」と願う市民の声に応えるための一環として、消防車両等更新計画については、広報誌やホームペー
ジ等において公表することを検討されたい。
市民に対する「安全･安心」の提供と、消防力の維持向上を図るため、地域特性や社会的状況を考慮しながら、社会的要請に
即した車両や資機材が必要であり、計画どおり実施できるよう取り組まれたい。

整
理
済

　車両等に係る台帳の充実と
活用に取り組むため、車両の
購入と修繕を一元的に取り
組むために、常備消防車両
の購入を警防課に移管する
ことにより対応した。また、非
常備消防車両の購入と修繕
については、引き続き消防本
部総務課で対応している。

19 Ｂ

　防災対象物の査察等により、人口1万人当たりの年間出火件数は年々減少しており、当該事業の重要性が充分にうかがわ
れる。
　今後は、起震車の再リース等により事業費の削減努力を実施し、削減分を人件費に配分するなどし、査察実施率をあげるこ
とが重要である。再任用者の活用など適切な人件費管理に努めていただきたい。

整
理
済

①再任用者を活用して、査察
実施率の向上を図り、消防法
違反の是正に努めている。
②地震体験車の運用につい
ては、再リースにより事業費
の経費削減を実施している。

25 B

事業概要
病院前救命救護の充実を図るため、計画的に救急救命士を養成するとともに、救急救命士の病院実習などを行う。
必要性
救命効果の向上を図るため救急救命士を養成するという非常に重要な事業であり、民間が提供できない事業として必要性が
高い。
効率性
事業の効率性を上げる工夫をすることが必要である。例えば、健康相談センターを設置して、救急隊を要請すべきかどうかを
事前に相談してもらうことにより、実際に救急隊が出動すべきケースに救急救命士のマンパワーを振り向けられるようにして、
効率性を上げることを検討することが必要と考えられる。
有効性・成果指標
有効性を測るアウトカム指標が整備されていないことが課題である。
多くの費用と期間を要する事業であるため、費用と期間をかけた分だけ、市民にサービスが還元されるようにすることが重要
である。
原課では、全救急救命士が必要な再教育（2年間で128時間。うち48時間は病院研修）を受けて、観察力や判断力が向上した
ことは間違いないと認識しているということであるが、これら定性的な成果は評価することが難しい。実際に、年間260～270名
の患者に対して特定行為を実施しているということであるので、「心肺停止患者に対する薬剤投与件数」、「気管挿管件数」、
「静脈確保件数」など、既に把握している情報に加えて、例えば、現在設置を検討している救急ワークステーションなど、民間
の病院と連携して救命措置を講じることができた件数などの成果を把握し、事業の有効性を定量的に示すことが重要である。
活動指標
救急救命士配置率を成果指標に挙げているが、これは活動指標に近い成果と考えられる。
救急救命士配置率は、24隊に2名ずつ配置する目標であるところ、24年度実績は75%となっており達成できていない。養成開
始から実際に稼働するまでに8ケ月を要すること、年間に2名しか養成する計画になっていないこと、体力的に厳しい業務であ
るため救急救命士として活動できる年齢層に限りがあること等を考えると、有資格者の新規採用など、この目標を早期に達成
するための方策を検討することが必要である。
その他
火災消防については近隣都市と連携協定を結んでいるが、他市からの出動に比べて、当市からの出動が圧倒的に多い状況
である。救急救命士の不足を埋めるために、近隣都市と救急の協定を締結することは、市民に対する救急サービスが低下し
てしまう懸念があることから考えられないということであるが、救命効果の向上を図るという目的を達成するために、すべて自
前で体制を整備することだけではなく、近隣都市との連携も視野に入れてはどうか。協定を締結するに当たっては、現場での
コミュニケーションの問題を解決するために、共通のガイドラインやマニュアル等を整備することも考えられる。

※平成25年度外部評価を受
けた対応等については、同年
度内に整理予定

未
実
施

未実施

264



A 事業内容は適切である
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　各評価で認識した課題等　↓
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部
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性

⑵
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⑶
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効
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担当課の評価

9.総合評価

⑷
貢
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度

8.個別評価

①平成26年度に向けた取組
②中長期的な取組

11.改革改善案10.
改革
改善
の方
向性

569
消防車両等
整備事業
（常備）

消
防
本
部

警
防
課

- -

〔目的〕
　複雑多様化する各種災害や高度化
する救急業務に対応するため、消防
車両及び資機材を整備する。
〔手段〕
　更新計画に基づき、消防車両等を
更新する。

高 高 高 高 Ｂ
　消防車両の更新計画に基づ
き整備を進めていく必要があ
る。

検討・
見直し

①平成26年度も引続き、消防車
両等の更新に取組む。
②複雑多様化する災害に対し、
迅速かつ的確な消火・救急・救助
活動を行なうため、更新計画に
基づき消防車両及び高度救命処
置用資機材の整備を図る。

570
消防水利整
備事業

消
防
本
部

警
防
課

- -

〔目的〕
　火災から市民の生命、身体及び財
産を守るため、消火活動に必要な消
防水利施設の整備及び維持管理を行
う。
〔手段〕
　・耐震性防火用貯水槽を地震防災
緊急五箇年計画に基づき整備する。
　・消火栓の新設工事及び維持管理
を行う。
　・消防用施設用地を確保するため、
土地賃貸借契約を締結する。

高 高 高 高 Ｂ

　消防水利の充足率を高める
ため、消防水利の増設を図って
いる状況であるが、既設消火栓
及び防火水槽の修繕が増加し
ており予算の確保が課題となっ
てきている。

検討・
見直し

①平成26年度も引続き、消火栓
の新設及び消防水利の維持管
理に取組む。
②耐震性貯水槽を含め、計画的
に消防水利の充足が図れるよう
整備する。

571
応急手当普
及啓発事業

消
防
本
部

警
防
課
H23 -

〔目的〕
　救命効果の向上を図るには市民に
よる応急手当が不可欠であることか
ら、自動体外式除細動器（AED)の取り
扱いを含めた応急手当の普及啓発活
動を推進する。
〔手段〕
　・心肺蘇生法、自動体外式除細動器
（AED)の取り扱いなど、救命に係る講
習会等を開催する。
　・市の公共施設を対象に設置した自
動体外式除細動器（AED)の整備・維
持管理を行う。

高 低 高 高 Ｂ

　応急手当普及啓発活動の担
い手（指導者）を、消防から一
般市民等に移していくべき時期
に来ている。

検討・
見直し

①応急手当普及員講習会の開
催を多くし、担い手（指導員）を増
員する。
②普及啓発活動貸し出し用資器
材の拡充を図る。

572
感染症対策
事業

消
防
本
部

警
防
課
H21 -

〔目的〕
　新型インフルエンザ発生時におい
て、傷病者等からの感染を防ぎ救急
体制を維持する。
〔手段〕
　新型インフルエンザなど感染症の発
生時に備え、迅速かつ適切な救急活
動が実施できるよう計画的に感染防
護服等の備蓄を行う。

高 高 低 高 Ｂ
　感染症発生率と備蓄量につ
いては、今後検討していく余地
がある。

検討・
見直し

①平成26年度は、現状維持のま
ま。
②インフルエンザ対策に照らし合
わせた備蓄量の検討が必要。

573
救急活動事
業

消
防
本
部

警
防
課

- -

〔目的〕
　高齢化の進展と疾病構造の変化等
に伴い救急需要が増大していること
から、迅速かつ的確な救急業務を実
施する。
〔手段〕
　高規格救急自動車及び高度救命用
資機材等の維持管理を行う。
　救急隊員の質向上のため、医師に
よる指示・事後検証を充実させる。

高 高 高 高 Ｂ
　研修や教育・訓練を行うこと
により、さらに、効果的・効率的
な現場活動が望める。

検討・
見直し

①平成26年度から救急隊21隊か
ら24隊に増隊となるため、需用費
や委託料の増加が見込まれるこ
とから、現場活動の効率化を図
る。
②平成26年度から、教育体制
と、研修・訓練体制を充実させる
ため、指導的立場の者の配置を
検討する。

574
消防・救急
デジタル無
線整備事業

消
防
本
部

指
令
課
H23 H27

〔目的〕
　電波障害を最小限にして、効率よく
使用できる消防救急無線を配置す
る。
〔手段〕
　基地局及び移動局の無線機をアナ
ログ方式からデジタル方式へ移行す
る。電波法関係審査基準の改正に伴
いデジタル方式の消防救急無線を整
備する。

高 高 高 高 Ｂ

　アナログ・デジタル無線の併
用期間中、指令課と各消防隊
等との運用、他市との無線運
用に支障が生じ無いようにする
こと。

検討・
見直し

①工事入札、機器整備・工事施
工・竣工・試験運用
②運用するにあたり、機能を精通
すると共に、関係機関との調整、
協議を図る。
（アナログ・デジタル併用運用
平成２６年度・平成２７年度）

575
通信指令事
業

消
防
本
部

指
令
課

- -

〔目的〕
　火災・救急・その他災害通報に対し
て的確に情報を収集し、迅速・確実な
出動指令を行い、救命効果の向上及
び火災による被害の軽減を図る。
〔手段〕
　発信地表示システムや消防緊急情
報システム等を効率的に運用するた
め、通信指令システム及び通信機器
の管理を行う。

高 高 高 高 Ｂ

　携帯電話からの通報が増加
しており、災害現場を特定する
のに時間を要することから、常
に目標物データの更新と編集
に併せて、現地調査を行う必要
がある。

検討・
見直し

①発信地表示システムを効率よ
く運用するため、目標物情報の
収集を行っていく。
②目標物のデータ管理・更新を
推進し、指令業務の向上を図る
と共に、通信機器を計画的に更
新していく。また、平成２６年度、
消防・救急無線のデジタル化の
運用開始に向けた関係機関との
調整、協議を図っていく。
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13.外部評価を受けた対応等実
施
年
度

12.外部評価

総
合
評
価

外部評価コメント
※外部評価を複数回実施している事業における掲載内容は直近の実施年度のもの

※【　】は、補助金等名称

22 Ｂ
<消防車両等整備事業（非常備）>
（事業番号：565参照）

整
理
済

　平成22年度の外部評価で
指摘を受けたことについて、
平成23年度常備消防車両の
購入を総務課から警防課に
移管したことに伴い、車両更
新台帳と車両修繕台帳の一
元化を図った。

21 Ｂ
　市民の安全・安心を守るという上で、消火栓や防火水槽など消防活動に不可欠な消防水利の設置は、重要な事業である。
　よって、年次目標を設定した設置計画、維持管理計画を策定され、従来にも増した取組み強化を望む。

整
理
済

　平成21年度の外部評価で
指摘された設置計画につい
て、耐震性貯水槽にあって
は、地震防災緊急五箇年計
画に基づき43基設置してお
り、消防水利の維持管理計
画については、消防本部で
導入した消防情報支援シス
テム（水利管理）による管理
台帳を作成し維持管理に努
めている。

未
実
施

未実施

未
実
施

未実施

21 Ｂ

　救急車の適正利用については、講習会、自治会等への説明会を通じて広く市民の理解を得る取り組みをされており、評価で
きる。
　市民にとって、極めて重要である本事業の成果を表す指標として、「入電から現場到着までの平均時間」を採り入れるなど、
よりわかりやすい指標化を望む。
　なお、当面する課題として「救急・救命の手法や技術の向上が重要であること」を聴取したところであり、今後の引き続く努力
を期待する。

整
理
済

　現場到着までの時間につ
いては、救急需要の増加に
伴い管轄区域以外への出動
が増加傾向にある。従って、
引き続き、傷病者搬送人員
に対する応急手当実施人員
を指標とする。

未
実
施

未実施

17 Ｂ

　新しい情報システムの導入（平成12年度）により、119番受信から出動指令発令までの所要時間が96秒と短縮された。しかし
ながら、携帯電話の増加（受信件数15,000件のうち3,000件）により、住所特定のための手作業が増加し対応時間が延びてい
る。そのためのシステム対応が急がれる。また、119番受信体制とその他業務（代表電話受付、住所データ入力）は分離し、よ
り効率的な運営を検討することが望まれる。

検
討
中

　平成２０年１２月に携帯・IP
電話発信地表示システム（簡
易型）を導入して発信地の特
定が可能となったが、更なる
時間短縮のため指令台に連
動した地図検索装置をそな
えた機器による、携帯電話か
らの通報に対応するため、平
成２３年３月に、固定電話、
携帯・IP電話発信地表示シス
テム（統合型）を導入した。
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